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整理番号 意見全文 

705E1 

東海第 2 原発が稼働し、福島のような爆発を起こせば、30 キロ圏内 14 自治体 96 万人だけにと

どまらず、東京都から西日本にかけても汚染され、それらの人々はどこに避難するのか。さら

に、経済活動でも福島の原子力事故は、日本の経済に多大な損害を与えた。当初は、車の輸入

規制。最近まで農作物の規制は、世界各国で行われた。次に首都圏が汚染される事故が起きれ

ば日本は滅亡する。そういうことが全く分からないのか。東電は、原電支援している余裕があ

るなら全力で、福島の後処理に力を注ぐべきだし、避難している人々の支援をより強力に推し

進めるべきであるし、甲状せんがんに脅かされている何万人もの子供たちへの補償と支援に力

を注ぐべきである。避難経路も定かではない東海第 2原発の再稼働許可に不信と反対の意を込

めてここに抗議する。 

705E2 

日本で一番古い原子力発電所の一つである東海第二原発の再稼動への道が開かれたことに、心

より懸念と反対の意を表します。原発の本体だけでなく、ケーブル類など、交換が現実的には

不可能で、そのどこか一つ弱いところが、全体の悲劇的な結果を招きかねない状況の中、原子

力「規制委員会」という規制を旨とする委員会によって、ゴーサインが出されたことが、残念

でなりません。原子力規制委員会自体、今後、日本全国にまだ多数ある原子力発電所のソフト

ランディングに向けて、廃炉への指針をしめしていただく機関になっていただくことを心から

望みます。 

705E3 

原子炉を４０年を超えてまで稼働させようとしているのは地球規模で東海第二原発のみです。

国民を危険に晒してまで動かす必要があるでしょうか？今現在稼働していない状況で、電気が

足りないという話は一切耳にしません。これ以上手に負えない怪物を増やさないで欲しい。運

転期間を延長するにしても廃炉にするにしても、私たち国民がお金を払うわけです。だったら

廃炉にお金を払います。廃炉にだったらなけなしの収入を惜しみなく払います。未来に東海第

二を残したくないです。この地震大国に原発があること自体間違っているんです。科学的にも

技術的にも、廃炉にすべきです。 

705E4 

新基準に「適合」の審査結果は、不当です。１１月末の運転期限までに間に合わせようとする「拙

速」対応で許せません。ひとつ、防潮堤の液状化対策を省いた設計について、なぜ厳しく審査し

ないのか。ふたつ、ケーブルの難燃化対策も一貫していません。みっつ、何よりも、地域住民の

避難計画が審査の対象外であるなどは大問題。国際原子力事象評価尺度の最高レベルである「７」

と評価された福島第一原発事故をきちんと総括されましたか。同型の沸騰水型である東海第二原

発、４０年の経年劣化に科学的メスを入れましたか。福島原発事故は、核エネルギーを人間は制

御出来ないことを実証しています。過ちを繰り返してはいけません。 

705E5 

東海第二原発の高波対策について、今のままでは不十分と言わざるを得ません。即ち、台風に

依る高波と津波による高波が同時に発生した時には推定で約１７ｍの高波が襲うことになりま

すが、現在の防護壁は約６．１ｍであり、全くもって不十分と言えるからです。この同時発生

を考慮して電力設備を設計すべきと云うことは東京電力の内部規定で言われていたことであ

り、私は以前の仕事で同電力に設備を納入した際にそのように指示されたことがあり承知して

いるのです。残念な事象であった福島第一原子力発電所の事故ではその内部規定がどこまで守

られていたのか疑問に思っていますが、原発部門が事故以前には同社内で力を持っていた為に

現場を預かる部門が無視したことも考えられます。東海第二原発では高波対策として、津波に

ついてはＴＰ７．１ｍが基準津波として策定されていますが、台風による最高潮位は約１０ｍ

が想定されます。台風の潮位については気象庁の資料で、吸い上げはｈＰａ当たり１ｃｍ上昇

とあり９５０ｈＰａの台風なら６０ｃｍ、波の吹き寄せでは１９９８年の台風１０号で大阪の

例で１．４ｍ、更に波そのものが加算されて大しけレベルで６～９ｍであり台風の中心付近で

は１０ｍを越すこともあると記載されています。どう見ても高波に対する対策は現状のままで

は不十分であり、想定外だったと将来言わないためにも見直すべきと考えます。     以

上 
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706E1 

福島第一発電所事故被害が、風評被害とはもはや言えないぐらいの被害があるのに、東京電力

が誤魔化し続けていて、国も短期的には電力会社を保護した方がいいからと東電を守る方向で

ある現状において、本来であれば破たんしていておかしくもない東京電力が支援している日本

原子力発電株式会社の原発を稼働させたら、今度こそ首都圏は崩壊します。日本は残念なが

ら、原発を扱える資格はないです。多くの名もない扱いを受けている原発作業員の方々の命を

危険にさらしながら、死亡事故があっても安全だといって隠し続けている。だから一向に改善

されることがない。原発作業員の働かせ方は、それこそ今の企業が派遣社員を使う働かせ方

で、人として扱っていません。命を懸けた作業はこのような方々の犠牲の上になりたつという

しくみはおかしいです。今後東海第二原発に事故があったら、首都圏だけではなく日本全体が

破たんします。福島第一の時には自衛隊員の方々の力を借りていたが、その自衛隊でさえも原

発を扱えるだけの知識を持つ人がいないのに、あまりに危険すぎると思います。よって、短期

的には再稼働をと考えて事故が起きた時のことを考えると取り返しがつかない状態になるこの

原子力発電所の稼働には絶対反対します。 

706E2 

あまりにも目に余るので送らせていただきます。パブリックコメントは、市民の意見を少しで

も知って頂ける大事なものとだと考えます。しかし現実は…、あえて氏名も載せますが、

「     」という活動家の方が、何度も何度も名前と文言を変えては意見を提出してお

り、更にはＦａｃｅｂｏｏｋやツイッターでお仲間達に意見を送るように指示を出していま

す。→           こんな現状では、パブリックコメントの意味が全くありませ

ん。こうした政治活動に利用されない為にも、せめて１人１通までなどの対策を実施してくだ

さい。 

706E5 

東海第２原発は老朽化し耐用年数に達した古い原発です。少々の手直しで再稼働させることに反

対です。 原発に依る発電に頼らなくても日本の電力は足りています。無理して原発を動かす必

要はありません。 それから放射性廃棄物の処理方法がないのだから、こんな不合理な稼働もあ

ってはならないことです。 だから、東海第２原発の再稼働に反対です。 なお、パブリックコ

メントを募集しているのだから募集の結果を公表し、寄せられたパブリックコメントに、どのよ

うに応えているのかも公表してもらいたい。 

706E6 

私は福島県出身で福一原発事故で故郷を奪われたと思っています。一度原発が事故を起こすとど

うにもならない事態を今突きつけられているのです。原発再稼働などありえないし、あってはな

らない事です。動かさないで原発を廃炉にする事すら未知数のことなのに今この気象の怖い状

況、火山活動期など自然の災害の脅威、などを総合的に判断すれば原発ほど怖い、得体の知れな

い物はないのです。絶対再稼働はやめて下さい。しかも 40 年も使用した古い原発であちこちガ

タが出てくるのは誰が考えてｂ当然の原理でしょう。どうか未来の子どもたちに希望のある未来

を引き渡せるようにして下さい。再稼働などありえません。福一原発を全て綺麗に処理できた後

に考えることです。まずはガン発事故処理を早急にするべきです。 

707E1 

単刀直入に東海第２原子力発電所の再稼働は絶対に認められません。理由をひとつ上げるとする

と福島第１原子力発電所の事故が収束していないからです。原子力規制庁では合格は出たのかも

しれませんが事故の収束すらできていないのに東京電力は原子力発電所を動かす資格はありま

せん。それは新潟の柏崎刈羽原子力発電所にも同じことが言えます。電力が不足している訳でも

ありません。東日本大震災で大変な被害を被ったにもかかわらずまた動かすというのは倫理的に

もおかしいですし、狂気の沙汰です。電力会社と日本政府は東日本大震災で起きたことをお忘れ

なのでしょうか？また使用済み核燃料の処理方法も具体的に確立されていませんよね。再稼働す

ればした分だけ核のゴミは増え続ける訳です。核のゴミの処理方法すらままならないのに東海第

２原子力発電所並びにすべての原子力発電所を動かく愚行はお止め頂けますようお願い申し上

げます。宜しくお願い致します。 

707E2 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所は、非科学的思想によって再稼働されようとしている。

東京まで 100km 足らずの立地にあり、しかも半径 30km 圏内に百万人近い人間が生活を営んでい

る。重大な事故が起きた場合に、百万人全員を避難させられる計画があるとは到底思えない。論

外な計画には断固反対する！ 

707E3 

避難もできないのに稼動するのはおかしいと思います。人の命を危険にさらしてどうなったか、

まだ学ぶことができないのですか？世界の潮流からも外れています。所詮、外国から言われない

と何もできないのでしょうか。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E3 - 
 

整理番号 意見全文 

707E4 

審査書案の 99 頁から 100 頁にかけて、 難燃ケーブルや非難燃ケーブルとその複合体措置等々

について、説明がありますが、それに関連して当方のこの分野での経験を踏まえて、技術的意見

を述べさせてもらいます。東海第二原子力発電所のような 40 年寿命を迎えたとされるプラント

では、ケーブルについても、その寿命問題を俎上に載せて議論しなければならないと考えます。

しかし、その議論が審査書案のどこを読んでも記載がないようです。ここの頁は火災防止がテー

マであるとしても、難燃であるか難燃でないかにとどまらず、寿命オーバーによる火災リスクも

十分に検討せねばならないのではないですか。本質的なところで審議不十分であり、審議をやり

直すべきです。規制委と事業者との会合や資料から察するに、ケーブルは 30%程度しか新しいも

のに交換されないようですね。その理由はケーブルルートが狭くて交換しにくい、トレイの下な

どは壁に開口をあらたに作ってケーブルを引き入れないとならないが建物の強度を損なうので

できない、と理解しました。しかし、もともとは 40 年前から、火災や機械的な損傷でケーブル

の大量の引き替えも想定されていたはずですから、壁にあらたに開口をつくることは当然に用意

されていたと考えます。そうでなければ設計的なミスということになってしまいます。このあた

りが会合等ではあいまいにされ、不自然かつ疑問に感じております。本件は、開口や基準値振動

の双方を満足するかたちで耐震補強をおこない、古いケーブルはほぼ全面的に取替えて、災害ポ

テンシャルの極小化をはかるべきです。2007 年に経年評価を行った・・・そのときにケ－ブル

は、絶縁性能の低下の可能性は小さいと評価され・・・適宜チェックすることで長期の安全使用

はできうるとのことですが、40 年という数字は、材料の機械特性の低下から逆算されていると

聞いたことがあります。そうであれば絶縁性能とは区別して考えねばならないと思います。大げ

さに言えば、材料がボロボロになっても絶縁があれば使い続け、ある日""電気的にパンクして""

やっと慌てるということになりかねないですね・・。電気のプロが、そういうことを前提にして

使用延長をすることはあってはならないと思いますし、万一発火のときは「防火シート、複合体」

で対応できるから、では危険因子が大きいと考えます。 少なくとも安全系機器に使用されるす

べてのケーブルは、まずは隅から隅まで物性面の非破壊検査を行い、現在の状況や余寿命などを

確認すべきと思います。そのうえで使用延長(20 年延長)が可能と思われそうなケーブルと、そ

うではないものを分別すべきと思います。とくに、低圧ケーブル、計測ケーブルなどが問題だと

思います。これらはメガー測定が実施されていますが、この方法では絶縁不良を予測するのは大

変困難です。しかし、ケーブルのシース（外皮）の劣化などから絶縁不良を予測するなどの方法

もできているようです。(シース内の超音波伝播速度を測定することで劣化を定量的に把握する

もの) このような問題や、予測方法について検討を進めるべきです。電気ケーブルは工業会調べ

ではせいぜい 20 数年程度が耐久限度としています。老朽化に伴って弾力性を失い、硬化、ヒビ

が入る。電気ケーブルがこのようになると、プラントの状態が把握できず、たとえば誤作動、誤

計測、(各種の弁を動かすこともできなくなるなど)、危険な事態を迎えることもありえます。プ

ラントの中でもとくに安全が重視されるのが原子力発電所ですから、この耐久限度は厳しく判断

すべきと考えます。 

708E1 
ふざけんな！ 東海原発を再稼働するなど、人をバカにするにもほどがある！！ 事故があれ

ば、首都圏壊滅ですよ。再稼働なんか絶対にダメです！ 

708E2 

審査内容はともかく、問題山積の東海第二原発の再稼働が合格するならば、不合格になる原発な

どないのではないか。運転期間 40 年という期限も実質なくなったに等しい。問題と思うのは規

制委員会の態度で、当初議題にあがった時は相当の懸念を示していたが、段々と軟化して合格と

した。柏崎刈羽原発の際の東京電力に対する態度と全く同じと思える。まるで再稼働に向けての

努力姿勢を加味した温情措置に見える。東京電力にしても東電から資金援助を受ける日本原電に

しろ、規制委員会から映る姿勢と一般国民からみる目との間に相当の乖離があるように思える。 

708E3 

P152１．申請内容（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策の「常設低圧代替注水系

ポンプ及び代替淡水貯槽を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、」について、現

時点では、存在しないため、意図通りに有効であるか検証が難しい面がある。実際にポンプ及び

貯水槽を整備したの後、改めて妥当性を判断することを要望いたします。 
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708E4 

原子力発電所を再稼働するにあたって、専門家や科学者の意見だけを聞こうとするのは、パブリ

ックコメントの主旨に反しています。影響を受ける可能性が高い地域の住民こそ、コメントする

権利があると考えます。従って、ここでは茨城県民として意見を述べさせていただきます。今回

公表された審査書案では肝心な点について全く解決法が示されていないと思います。１．私も先

月水戸地裁へ口頭弁論の傍聴に行ってきました。被告原電側の傍聴人は傍聴席に十分な人数が揃

っているにも関わらず、被告席からは一言の弁論も聞かれず、さらに驚いたことには、提出され

た「工事計画」「資金計画」の書面が肝心な部分は白紙の状態で、何の判断の基準にもなるもの

ではありませんでした。２．次に、資金計画ですが、今でも半国有化されている東京電力が債務

保証しなければめどがたたないような酷い財政状況で再稼働したなら、万一の時の住民への補償

など支払いができる現実味は無きに等しいと言わざるをえません。３．まして、国内原発で一番

多い 97 万人がこの地域に住んでいることを考えれば、補償どころか避難さえ、計画は実現不可

能です。貴委員会では避難せず屋内に止まるという選択肢も示されていますが、これだけ多数の

命を支えるには、備蓄の食料では足りず、供給の手段まで具体化しなければこの選択肢は無意味

です。万が一のとき、避難施設に食料を届ける人間が確保できるとお考えですか。４．私達日本

人は福島第一原発の事故により、過酷事故を実際経験してしまいました。単なるエネルギー発生

装置に事故があれば、人間はそこで生きて行くことは出来ないことを皆体験してしまったので

す。立地自治体のみならず茨城県内、千葉、埼玉、東京、神奈川の多くの自治体が今では共通の

怖れを抱いています。次々に各地で再稼働に反対するあるいは廃炉を求める請願が採択されてい

ます。この中で、立地周辺自治体が住民の声を無視して、再稼働に同意する可能性は極めて低い

と予想します。５．最後に、原電自体も廃炉に真剣に取り組んでいけば、今後長期に渡って堅実

な経営を続けられる可能性大です。老朽原発を無理に動かそうとする企画はきっぱりと中止して

ください。 

708E5 

414 ページ以下、重大事故時の対処については、それぞれ対応する要員数が明記されているが、

複合災害時や悪天候時などに必要人員が確保できる保証はない。これは「国民の生命、健康及び

財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資する」ことを定めた原子炉等規制法の目的

に反するものである。よって、法に適合するとした本審査結果に反対である。 

708E6 

）大規模損壊によって発電用原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大き く、あらかじめシ

ナリオを設定した対応操作は困難であると考えられること などから、環境への放射性物質の放

出低減を最優先に考えた対応を行うこと とし、重大事故等対策において整備する手順等に加え

て、可搬型重大事故等 対処設備による対応を中心とした多様性及び柔軟性を有するものとして

整 備する。 とありますが。要するに、テロには対応が出来ず、しかも、事故が起きたら放射性

物質が放出されることを前提として考えているということですよね？国民は、放射能被害に晒さ

れるのを前提に原子力発電を受け入れろということですか？何を守りたいための規制委員会な

んでしょう？ 

711E2 

・全般的に「設計方針となっている」の審査書の記述。つまり「具体的な設計」はまだないとい

うことか？それでなぜ審査ができるのか？・非常用電源について、複数経路で独立した回路。と

いう記述はあるが、非常用電源の設置位置についての記述が見当たらない。福島原発では地下に

あったため水没した。女川原発では当初の設置場所から「ここでは低い」と東北電力社長の指示

で高所に設置したため、津波をかぶらなかった。これらの知見を生かしたものになっているべ

き・東海村という場所は、組織体は異なるがかつて「バケツで臨界」を起こした場所であり、こ

のとき救急に伝達しなかったため、救急隊員に被ばくさせたという前例がある。しかし重大事故

対策、通報などの記述において、この反省を踏まえたものが見当たらない。・全般的に過去の事

故においての知見が生かされた記述が不足しており、「同じ事故を繰り返さない」という意思が

欠落している 
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711E4 

審査書案 23 頁では、耐震設計は重要度に応じて S,B,C クラスに分類されるとあり、33 頁では 耐震重要施

設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響について規制委員会は、申請者が、解釈別記 2 の規

定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した、とあります。しかし、東海第二は東日本大

震災で被災した原子力発電所であり、しかも 40 年寿命に到達している随分古い時代の材料と建築設計物

です。その意味ですべての建物、設備は地震への危険度は高いと考えられており、下位クラス(低い耐震性)を

認めるのは、言わば手抜きを認めることになります。すべての建物、機器は上位(S クラス)で再設計する方針で

取り掛かってもらいたい。審議をやり直すべきです。巨大地震が起きて、下位クラスの建物、施設が損壊し信

号や制御などの情報が(重要施設と)行き来ができなくなくなったら、重要施設の機器も正常に動かせなくなって

しまうはずです。また、建物間に配管等がつながれていると、上位と下位で揺れ方が異なることで配管等のひび

割れ、破損や断裂が生じます。すなわち原子炉建屋だけが無事であっても発電所の機能はマヒし大変な事態

になります。 

712E1 

長年の使用により、鉄製の格納容器などは脆性破壊を起こしやすくなる。これを更に続けて使用

することにより原子炉自体の信頼性が減少し、更に難燃性ケーブルの１００％化ができない状況

での再稼動は火災が起こる危険性がある。これにより制御不能になることは確実である。こうし

た状況にあるにもかかわらず、古い原発の稼動を延長するのは日本原電の収入を確保する目的以

外の何ものでもない。その収入確保のために東海村や日立市、勝田市、水戸市などの 100 万人以

上の住民を放射線被ばくさせるのは行政としてあまりにも無謀であり、大量殺傷に相当する。な

ので、東海第二発電所は廃炉とすべきである。 

712E2 

・千葉県でも頻繁に地震が起きています。再稼動などもってのほかです。・原発を動かす事業者

の「経理的基礎」も審査の一つです。所有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電な

どの「電気料金」でかろうじて破たんを免れている日本原電は 1,760 億円もの安全対策費を銀

行から借りることができませんでした。東京電力と東北電力が経済的支援の「意向」を表明する

文書を提出。しかし、これらの文書は多くの前提つきのもの。また、巨額の公的資金が注入され

ている東電が他社の原発を支援することは、許されません。 ・30 キロ圏 96 万人を避難させる

ような避難計画はありません。茨城県が過去に実施したシミュレーションによれば、 5 キロ圏

の住民 8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 30 時間かかるとされています。また、体が不自由

な要支援者を避難させるための車が確保できないことから、茨城県は、病院や施設などに「屋内

退避」させることを 決めました。しかし、いつ救援がくるかもわからない中での屋内避難は、

見捨てることにもなりかねません。こうした避難計画を誰も審査することなく、原発の再稼働を

容認するのは無責任です。 
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713E2 

８つの意見を送らせていただきます。よろしくお願いいたします。【非難燃性ケーブル】100 ペ

ージ：原子力規制委員会はこの審査で非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めている。 

新規制基準に規定された難燃性ケーブルの原則から外れている。このような例外措置を認めると

緊急時に予測できない事象が発生する可能性がある。認めるべきではないと考える。【津波・漂

流物】59～60 ページ：東海第二発電所敷地外で漂流する可能性があるものとして複数のモノの

検証がされているが、当発電所の北南にそれぞれ位置する日立港、常陸那珂港に停泊中の大型船

舶が津波によって漂流し発電所敷地に影響を与える可能性が検証されていない。東日本大震災で

も岩手県で現実に発生している事象であり、検証する必要がある。【近隣火災爆発】86 ページ～

88 ページ：近隣の産業施設で火災・爆発が想定される施設に検証がなされているが、現実に 1997

年にアスファルト固化施設で爆発事故が発生した旧・動燃の再処理施設（現・原子力研究開発機

構・核燃料サイクル工学研究所）の検証がなされていない。必要と考える。【格納容器圧力逃が

し装置】187～193 ページ：東海第二発電所では新たに格納容器圧力逃し装置が設置される。こ

の格納容器圧力逃がし装置は本来格納容器内で「閉じ込める」べき放射性物質含みの気体を配管

を通し、格納容器外のフィルタ部分へ導く。この格納容器外の箇所で漏洩が発生した場合の対策

が想定されていない。必要と考える。【格納容器圧力逃がし装置】135～473 ページ全体を通して：

特に格納容器圧力逃がし装置を稼働させる場合、Xe-133 等の希ガスは排出される。タイムスケ

ジュール上でも住民避難と連携させた事故対策が必要ではないか。【事故対策・津波】215 ペー

ジ：基準津波を超え敷地に遡上する津波によって東海第二発電所に重大事故が発生する場合、同

確率で南に 2.8km に位置する旧・動燃の再処理施設（現・原子力研究開発機構・核燃料サイクル

工学研究所）も重大事故となる。両者を連携させた事故対策が必要ではないか。【事故対策・全

体を通して】135～473 ページ全体を通して：それぞれの事故対策に分～秒単位の進行がシミュ

レーションされているが自然災害が重なっている場合、想定通りに進められない可能性が大であ

る。【事故対策・全体を通して】135～473 ページ全体を通して：根本的な問題として原子力発電

所は Fail-Safe のシステムになっていない。システムにトラブルが起きると、Fail-Danger とな

る。これらに対してどれだけ対策をとっても根本危険であることは変わらない。このようなシス

テムが地域社会に存在すること自体が間違っている。 
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714E1 

・基準地震動について(審査書案１０Ｐ) 東海第二原発はストレステストの結果、クリフエッジ

(安全限界)は１０３８ガルとの事である。地震は、確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不

可能であり、１０３８ガルを超える地震が来ないとは言えない。それどころか最近大きな地震が

来ることを予測している専門家もいる。従って認可すべき状況には無い。・日本原電への東電か

らの資金支援について東京電力ホールディングスは、文書により資金支援する方向性は明らかに

した。そして２０１８年５月３０日の第１２回原子力規制委員会で小早川社長は、確実に受電出

来る事が分かった時点で最終決定すると明言している。従って現時点で資金支援が決まっている

わけでは無く、経理的基礎があると判断した規制委員会の決定はおかしい。認可出来る状況に無

いのである。また巨額の公的資金が投入されている東電が他社の原発を支援する事は許されませ

ん。・難燃性ケーブルについて(審査書案９６Ｐ)新規性基準の火災防護基準では「ケーブルは難

燃ケーブルであること」とされている。東海第二原発は、全長１４００ｋｍのケーブルがあると

の事です。日本原電は「５２％を難燃ケーブルに交換する」と申請し規制員会はこれを認めたと

の事。しかし５２％は実際は安全系ケーブル４００ｋｍの５２％であり全長１４００ｋｍに対し

てはわずか１５％に過ぎない。その他「防火シートを巻く」対策を一部で実施するとの事ですが

これは、内部で蒸し焼きになる危険性が高く対策にならないとの指摘もあります。これでは火災

が発生すれば原子炉は火の海となる危険性が大である。従って認可できない状況である。・避難

計画について東海第二原発から３０ｋｍ圏内には、国内最多の９６万人が住んでいます。そして

東京電力福島第一原子力発電所の事故後、「事故は起きない」前提から「事故は起こりうる」に

変わりました。そこで心配になるのが安全に避難できるのかという問題です。茨城県のシュミレ

ーションによれば、例えば５ｋｍ圏内８万人の人が自家用車で避難する場合、１台に平均２．５

人乗ったとすると３２，０００台の自家用車が必要になります。そうすると約１時間後に渋滞が

発生し、避難が終わるのに約２０時間かかるとの試算です。その後範囲を拡大して非難をするこ

とになりますが、未だ避難計画は完了していません。少なくとも住民の命と健康を守るには、十

分に検討され実効性のある避難計画が確立されなくてはなりません。この点からも許可を認める

状況にはありません。・ブローアウトパネルについて(審査書案４０２Ｐ)６月２１日に兵庫県三

木市にある防災科学技術研究所で、ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験が行われた。想

定される最大の揺れを加えた試験の結果、パネルが約５ｃｍも空いてしまい、更に開閉操作用の

チェーンも切れてしまった。通常であればその改善策後の確認試験が必要であるのにも関わら

ず、立ち会った山中伸介原子力規制委員は、「設計そのものに問題はなかった」と総括。再確認

が必要であり、このような状況では、認可をすべきでは無い。 

715E1 

液状化に伴う砂質土層等の変形及び沈下、発電所港内の防波堤並びに茨城港日立港区及び茨城港

常陸那珂港区の防波堤が損傷する可能性があるなかで、海洋への拡散抑制設備（シルトフェン

ス）の配備はどのように行うのか。 

715E2 

専門的知識のない委員の判断による許可は認められない。特に伴委員は過去の原子力規制委員会

であまりに明後日の方向の質問をして、説明している規制庁事務方や、傍聴者あるいは報道関係

者から失笑されている場面があると思われる。伴委員に質問です。あなたは、よく「一義的な責

任は事業者にある」と言っていますが、「全責任」と言ていないところをみると、部分的な責任

はご自身にもあるといっていると思っています。あなたが今回の許可に当たって、責任をもった

内容を説明してください。これが説明できないなら、あなたは委員の資格なしです。また、そん

な考え方で判断された審査書は何の意味もないものです。 

715E3 

セキュリティの観点から非公表とする部分が多い、大規模な自然災害又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生した場合、どのように国、自治体は、情報を住民に伝えるのか

答えよ。 

715E4 

「安全保護回路（第２４条関係）」の内容を公表するにあたって、セキュリティ部門の確認を得

たのか。また、セキュリティの観点から公表する部分と非公表とする部分の選定の考え方を原子

力規制委員会として説明すること。 

715E5 避難しなければならない事故はこの審査書の書いてあるどの事象が該当するのか説明すること。 
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715E6 

「大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」について

は、大量の非公開資料で非公開で審査しているようだが、山中教授以外の委員は具体的内容を知

っているのか。知らなかった場合、山中教授以外の４人の委員は、どういう論理で OK としたの

か考え方を説明して下さい。特定重大事故等対処設備の審査では、非公開の原子力規制委員会に

おいて、審査書を審議したのちに公開の原子力規制委員会で審査書を公開している。「大規模な

自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」を同じ扱いにしていな

い理由を５人の委員は説明してください。 

715E7 

「発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」で、「原子力発電所における安全のための

品質保証規程（JEAC4111-2009）」をあげておるが、この元となっている ISO９００１は２０１５

年に改訂されている。「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）」を

ISO９００１の２０１５年版を踏まえて改訂しない理由は何か。 

716E1 

東海第二発電所に隣接する研究施設等に対して、悪影響を及ぼす可能性がある事象とその影響の

程度を網羅的にまとめてこたえよ。また、その逆で、隣接する研究施設等が東海第二発電所に与

える可能性のある悪影響とその影響の程度を網羅的にまとめてこたえよ。これがわからないと、

審査書に書かれている外部事象として選定する対象がこれでよいのかわからない。SA 作業員へ

の放射線量の影響、制御室の居住性への影響などもわからない。これによって、線量によっては、

SA 作業の限界時間に影響し、SA 作業タイムチャートにも影響する。また、東海第二発電所が外

部に悪影響を及ぼす可能性がある場合、隣接する研究施設等の審査をやり直す必要性はないの

か。 

716E2 防波堤が損傷するとのことであるが、取水口をふさぐ可能性はないのか。 

716E4 

とりまとめられた審査書案の確定に反対の立場から意見を送ります。 審査書案で認められた防

火・津波対策は、ケーブルの大半に難燃シートを巻き付けたり、防潮堤の基礎を深さ６０ｍまで

打ち込むなど、日本原電が対応した実績の無い工事が盛り込まれています。日本原電は書類の提

出期限すら守れない会社ですから、対応した実績の無い工事に責任が持てるとは思えません。

又、工事費用についても、他社からの支援を前提にしており、技術論・科学論以前の問題で、信

頼できません。 仮に、原電に計画通りの工事ができたとしても、「絶対安全」は無いのですか

ら、シビアアクシデント（ＳＡ）の可能性はゼロではありません。万が一、東海第二原発でＳＡ

が起これば、東海原発や東海再処理施設の廃止措置にも支障を来たし、茨城県沿岸に「手の付け

られない核のゴミ置き場」が出現しかねません。 又、東海第二原発の南・約８０ｋｍには、成

田空港があります。東海第二がＳＡを起こせば、成田空港が閉鎖されて社会・経済に大きな影響

を及ぼすであろうことは必至で、外国の会社の資機材が汚染されるなど、国際的な大問題に発生

する可能性もあります。 そもそも、わが国では、福島第一原子力発電所事故という核災害が進

行中であり、第二の核災害が起これば、「核災害二正面作戦」を強いられることになります。そ

れに対応できるリソースが用意できなければ、日本は一体どうなりますか。 東北地方太平洋沖

地震の際に、東海第二がＳＡを免れたのは、被災３日前に防潮堤がほぼ完成していたこと、津波

高が５．４ｍであったこと等、多くの偶然が重なっての事でした。それでも、冷温停止まで８０

時間以上を費やしています。 東海第二は、アウターライズ型地震によって再度被災する可能性

も高いサイトです。日本原電への信頼の低さ、ＳＡが起きた際の影響の大きさを考えると、東海

第二の再稼動は余りにもリスクが高すぎます。 原子力規制委員会は、「人と環境を守る確かな

規制」という原点に立ち返り、この度の審査書案を撤回し、事業者に対して炉規法の４０年ルー

ルに従っての廃炉を促すべきです。  尚、この意見は私個人のものであり、他の如何なる組織・

個人とも関係の無い事をお断りしておきます 

716E5 

４７ページ。「液状化に伴う砂質土層等の変形及び沈下、本発電所港内の防波堤並びに茨城港日

立港区及び茨城港常陸那珂港区の防波堤の損傷について検討し、検討結果に基づき解析条件を設

定する。」については、この検討結果次第で、審査書で確認した SA 対策等の内容に影響が出てし

まうのではないか。この検討結果はいつでるのか。今許可してもよいのか。 
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716E6 

99 ページ～100 ページ東海第二発電所は、非難燃性ケーブルが使用された最後の世代の発電所

であり、申請者原電の計画（残されたままとなる非難燃性ケーブルは防火シートで巻く）を原子

力規制委員会は可とした。当発電所は同時に運転期間延長申請も審査が進められており、事実上

40 年を超えての運転に耐えられるかが問われる。しかし、論文「電力システムに利用される電

線・ケーブル」によれば、従来の原子力発電所のケーブルは耐用年数 40 年を前提に考えられて

いる、とある。原子力規制委員会の審査会合で「ケーブルの耐用年数」について議論された記録

がない。耐用年数を超えて旧規格のケーブルが使用されることを原子力規制委員会はどう考えて

いるのか。※論文の出展：日本ゴム業界誌 日立電線株式会社 中村孔亮 渡辺清 

716E7 

東電が今最も緊急に取り組むべきことは、福島の被災者の補償です。それを後回しにして、原発

再稼働に資金援助すべきではありません。東海第二原発は廃炉にしてください。市民から集めた

金を無駄にしないでください。 

716E8 

首都圏に最も近く、96 万人もの非難を行うことは不可能と思われます。障害者や高齢者の避難

をその施設内としているのは、放射能の中助けに来てくれるかどうかは、濃度次第でわからない

ので無責任な決定と思います。命を見捨てての再稼動と言わざるを得ない状況は許されない事で

す。避難計画は確実に逃げれる条件を準備し、アクシデントが重ならないようにと対策を幾重も

用意することが求められます。避難対策の不備、新適合審査のための工事等に東電や東北電力か

ら援助をうけてまで再稼働を目指す理由は考えられません。人口は減少に向かっており、材料費

がただに近い自然エネルギーの利用拡大によって、原発が無くても電気は足りると思われます。

福島原発事故のような過酷事故を二度と起こさないためにも、東海大 2 原発の再稼動を認める

ことはできません。再稼動のために使うお金を、再生可能エネルギー（自然エネルギー）の開発

等に使ってください。よろしくお願い致します。 

716E10 

100 ページ 原子力規制委員会は非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めているが、新

規制基準に既定された難燃性ケーブルの原則から甚だ外れている。ケーブルは熱をもつのは当た

り前で、防火シートを巻くぐらいでは危ない限りである。このような子供だましのようなこと

を、認めるべきではないと考える。 

717E1 

福島原発事故がまだ収束せず、今まさに、甲状腺がん等事故が引き起こしたと思われる人の数が

増加している。本来なら、チェルノブイリ法のように、被災地の人々を避難させ、きちんと支援

していくのが、当たり前のはずなのに、支援は打ち切り、高い線量の場所に帰還支持すら出され

ている。もちろん、原発が稼働することにより生み出される汚染廃棄物の処理もできないのに、

さらに、東海第 2発電所を動かそうというのは、愚の骨頂です。直ちに断念してください。まず、

福島原発としっかり向き合ってほしいです。 

717E2 

日本原電に経理的基礎がありません。東京電力と東北電力の二社に援助を要請するも、東京電力

においては、すでに巨額の公的資金が投入されており、しかも、原発事故避難者への補償に加え、

今後廃炉にかかるさらなる巨額の資金が見込まれることから、他社への資金援助など言語道断で

あります。水蒸気爆発の可能性の評価を行っていない点については、福島の反省がみじんもない

と言わざるを得ません。ありとあらゆる事態を想定してこそ、審査に耐えられるというもので

す。防潮堤の設置場所が適切かどうかについても、さらなる調査が必要と思われます。実効性の

ある避難計画なしに再稼働の議論は不毛です。なによりも電力供給のために避難計画が必要だな

どと本末転倒も甚だしい。狭い日本列島に、これ以上の原発再稼働は許されない暴挙といえま

す。 

717E3 

１００ページ：原子力規制委員会は、火災の発生防止に係る設計方針である、難燃ケーブルの使

用を大幅に譲歩し、交換不能な箇所では、非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めてい

る。これは、設計方針の明らかな逸脱であり、容認できるものではない。加えて、防火シートが

巻かれる実際のケーブルは、設置より既に４０年を経過しており、ケーブル被覆の劣化度合いは

その設置場所によって一律ではないことが予見される。劣化したケーブルであっても防火シート

が有効なのか、甚だ疑問である。何故なら劣化具合に即した実証実験は不可能だと考えるからで

ある。 
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717E4 

２１５ページ：他の原発と比較して、東海第二原発の特徴は、近隣に１４もの核関連施設が犇め

いていることである。なかでも、同原発の南２．８キロに位置する日本原子力開発機構・核燃料

サイクル工学研究所には、３００立方メートルを超える高レベル廃液が保管されており、常時冷

却を必要としている。もし地震及び津波の影響により、同研究所の冷却用電源が損なわれ、プル

トニウムが環境中に飛散することにでもなれば、即人命にかかわる緊急事態である。また、東海

第二原発の事故により、同研究所が緊急退避になったとしても、同様の事態が懸念される。両者

の連携を考慮した対策が講じられていないのは、極めて遺憾であり片手落ちであると考える。 

717E5 

５９～６０ページ：東日本大震災では、気仙沼の市街地に総重量５００トンの漁船（第１８共徳

丸）が打ち上げられた実例がある。東海第二原発の北方には日立港、南方には那珂港があり、停

泊中の大型船舶が津波によって漂流する可能性は否定できない。しかるに、原子力規制委員会が

漂流物として抽出したのは、護岸部にある鉄筋コンクリート造建物、鉄骨造建物、車両等であり、

船舶については、発電所敷地内の物揚岸壁に停泊する燃料等輸送船等が挙げられるが、津波警報

等発表時に緊急退避するため漂流物とならないとしている。船舶が常に出港できる体制にあると

は考えられず、甘い見通しと言わざるを得ない。因みに、日立港、那珂港には、それぞれ最大３

万トン、１３万トンが接岸可能な岸壁がある。 

717E6 

１５１～４８２ページ：この間、繰り返し登場する格納容器圧力逃がし装置は、炉心損傷を防止

するために炉心部の空気を水でろ過して外部へ放出するものであり、このフィルターを通して

も、希ガスは排出される。この対策により、敷地境界での実行線量を５ｍｓＶ以下と予測してい

るが、福島のような炉心溶融よりは、まだましだからと住民に許容を迫るようなもので、断じて

認める訳にはいかない。そもそも原子力規制委員会の本分は、原子力規制委員会設置法第一条の

末尾にあるように、「もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全

保障に資することを目的とする。」のであって、本末転倒といわざるを得ない。ましてや、当審

査書案の全ての文言を当ってみても、住民の避難には一切触れていないのは、規制委員会の設置

目的に反するものと考える。 

717E7 

東海第二原発の再稼働に反対します。東海第二原発は、１９７０年代運転開始の、唯一のＢＷＲ

型原発であり、前時代の設計思想や材料で建設されており、まもなく寿命とされる運転歴４０年

になり、老朽化が進んでいる。また３・１１には津波による浸水で原子炉の冷却能力が半減し、

冷温停止まで通常の３倍長い３日半がかかったという被災原発でもある。こうした安全性に問題

のある原発を再稼働することは、無責任極まりないことです。また日本原子力発電の経営状態は

極めて悪く、古い電気ケーブルを難燃ケーブルに替えることでさえ、４割しか達成できていな

い。今も売買契約を結んでいる大手電力からの年１千憶円の収入で、かろうじて生き延びている

のが現状だ。こんな状態で、万が一事故を起こしたら誰が責任を取るのか！また東海第二原発の

３０キロ圏内には９６万人が住んでいる。こうした中で避難計画を立てるのは極めて難しい。私

の家は福島第一原発から２００キロ離れているが、それでもホットスポットになった。東海第二

原発は１００キロしか離れていないことを考えると、何としても東海第二原発の再稼働を認める

わけにはいかない。 
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717E8 

III-6 火災による損傷の防止(第 8条関係)の(2)安全機能を有する機器等における火災の発生防

止の難燃ケーブルについてそもそも、防火シートをケーブルに巻きつける方法は、新規格基準に

規定された難燃ケーブルの原則から外れている。それは、家電ですら、家電メーカーが火災を発

生する可能性を指摘&確認されたらリコールを出して製品を回収し新しい製品に交換するという

のに、最先端の科学技術を謳い、万が一フクイチのような事故が発生した場合人間の生命と財産

を奪うことになる原子力発電所にしては、非科学的でお粗末過ぎる代替案と言わざるを得ない

100 ページには、「この設計目標の成立性を確認する実証試験には、難燃性能の確認はもとより、

非難燃ケーブルの 通電性及び絶縁性並びにケーブルトレイの耐震性の確認が含まれ、さらに施

工後の傷等も想定していることから、十分な保安水準が確保されることを確認した」このように

書かれているが、この結果が出ていない実証実験の想定の段階から「十分な保安水準が確保され

ていることを確認した」というのは、工場やその他の建築物の防火保安基準の検査をする以前か

ら書類だけで OK を出している市井の消防局に等しく、それが罷り通るとしたらめざましく非科

学的であるといえる。そもそも、その実証実験を、東海第二のケーブルトレイ自体や建物との接

合部分等の該当設備と同等に経年劣化した設備で行えるのでしょうか？それが出来ないのなら

「十分な保安水準が確保されていることを確認した」という答えの根拠が如何に不確かで憶測に

もとずく事になります。この点を原電側に再確認させ返答を出させるのは、それを監督する側と

して当然ではないでしょうか？ 

717E9 

非難燃性ケーブルについて（該当ページ 100 ページ）規制委員会の今回の非難燃性ケーブルに

ついての解釈は誤っていると思います。新規制基準でケーブルの難燃性が義務付けられている

が、東海第二原発のケーブルは非難燃性です。交換できないほとんどの部分を防火シートで巻い

て対応するとなっていますが、それは原則に反するものではないですか？原子力規制委員会が

「原則」を曲げて、原電の計画を認めていいのでしょうか？何のための原則ですか？安全を守る

ための「原則」を規制委員会が自ら歪めてはいけません。原則を曲げて、再稼働をはじめた場合、

トラブルが発生した時に状況を悪化させる原因になりかねません。よって、原電の非難燃性ケー

ブルを容認することは、規制委員会の誤りだと指摘いたします。 

717E10 
老朽化原発はつぎはぎしても無理です。お金は真面目に働いて稼ぎましょう。原発は国土の狭い

日本には不向きです。稼働したいなら大陸に移住してください。 

717E11 

99 ページーただし、申請者は、非難燃ケーブルについては、非難燃ケーブル及びケーブルトレ

イを不燃材の防火シートで覆い、結束ベルト及びシート押さえ器具により固定することにより複

合体を形成する方針を示した。非難燃ケーブルを防火シートで覆うことによって何らかの負荷が

生じないか 

717E12 

規制基準を設定するにあたっては、想定した重大事象があるものと考える。しかし、事故という

ものは想定外である。2011 年３月の東電福一原発事故が証明している。「原発事故による放射線

被曝・放射能汚染、それによっての生命および財産の損失を受けること」の国民的合意を得る事

もなく決めた新規制基準で、判断することは認められない。人間の命の継続の問題として、社会

性ある原子力規制委員会を追求すべきである。このままでは、「原子力で社会を壊す委員会」で

ある。異なった土俵の上に住民と原子力規制委員会が設定された構造の中で、パブリックコメン

トを求めること自体に問題がある。 

718E1 

東海第二原発の格納容器は、事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水で、水蒸気爆発

の危険性が高い構造になっています。ですが、審査書案では「水蒸気爆発が起こる可能性は極め

て低い」として評価を行っておらず、安全性の審査が十分とは言えません。 
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718E2 

１０～１１ページ：福島第一原発事故では、もともと想定外のことが起こってあれほどの大惨事

（レベル７事故）となった。福島第一事故は、想定外のことが実際に起こり得ること、そして想

定外のことが起これば、五重の壁で守られていたはずの原発が、最悪の事態を引き起こすという

ことを実証してしまった。安全神話の崩壊である。想定外のことは起こり得るのに、原子力規制

委員会のやっていることは、またぞろ、地震や津波のレベルを想定し直して、その対策をしてい

るに過ぎない。これは、明らかに論理矛盾ではないか。これで、国民の安全が図れるとは考えら

れない。原子力規制委員会の目的は、原子力規制委員会設置法第一条に次のように記載されてい

る。第一条（前略）原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施す

る事務（原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関

することを含む。）を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき

中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康

及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。 

718E3 

東海第二原発の再稼働に反対します。単純に考えても、建築後 40 年を経過し老朽化した原発で、

７年前の東日本震災のときは、津波の被害を受けて外部電力を失い、３日半をかけてやっと冷却

されたと聞いています。地震でも多くの配管が痛めつけられているのに、再稼働するには危険す

きると言わらざるを得ません。そして、事故が起きた際、近隣の 96 万人の住民をどう非難させ

ることができるのでしょうか。あまりにも無謀としか言えません。再稼働は絶対やめてくださ

い。 

718E4 
日本原燃は意地張って再稼働させる気ですか？２０１１年には被災し、地震も頻繁に起きている

危険な地盤。もう稼働はあきらめて廃炉すべきです。 

718E6 

４頁  発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力について適切なものであることを確

認した。としているが、 平成 30 年 01 月 22 日に東海第二発電所における燃料有効長頂部位置

データについて 面談している。この件は、建設初期段階での燃料仕様の変更により発生したも

のであり、規制庁の指摘により発覚したと認識している。設計変更は有りうるものであり、なん

ら問題はないが、この変更が周辺に影響し、さらなる整合と変更が必要となることを見落とし、

水位計の設置位置を変更出来なかった。原子炉内の水位を正しく測定しないまま、現在まで運転

していたことは、由々しき事態である。この様に一つの変更を適切に対応できなかったことは、

個々の技術者の能力に問題があることに加え、組織的に対応する能力にも欠けていると云わざる

を得ない。したがって、日本原子力東海第二の技術的能力は、無いと判断する。この様な会社に

原子炉の運転を任せる事はでいない。 

719E1 

P67 2．人為現象の抽出 においてミサイル、核弾頭襲来が想定されていません。 我が国を大

混乱に陥れようとする外部組織は半径30ｋｍ内の人口が96万人と国内 最大のこの原発を狙う

可能性があります。この事態に対する備えを義務付けてく ださい。P88 発電所敷地内におけ

る航空機落下による火災 が想定されていますが、テ  ロ、ハイジャック等故意による原子炉

本体への航空機直撃事態の想定がありませ ん。この場合の直撃確率は限りなく 100％に近くな

ります。また機内に核爆弾を 積んでいる可能性もあり、上記と同様な備えが必要と考えます。 

719E2 

１～３ページ：原子力規制委員会法第三条には、「原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び

財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保

を図ること（原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制

に関することを含む。）を任務とする。」とある。福島第一原発事故では、国民の生命、健康、財

産が脅かされ、環境の保全にも重大な影響を及ぼし続けている。さらに、事故から既に７年を経

過しても、収束の見通しすら立たない状況下では、現在２１兆円と見込まれる損害額も、はたし

て最終的にいくらになるのか、予想もつかない。また、低線量被曝は、後発性放射能障害となっ

て表れるため、現時点でその全容を知ることは不可能である。事故原因についても津波による全

電源喪失としているものの、津波到達前に原子炉建屋内の放射線量が急上昇していることから、

地震の揺れによって配管の一部が破断したのではないかという疑念は残されたままである。この

ような状況下にあって原子力規制委員会が、その任務を完遂しようとするなら、原発の再稼働は

全て保留としなければならない筈である。適合云々の判断が下せる段階ではないのである。まし

てや、東海第二原発は、東日本大震災当時、震度６弱に揺れに見舞われ、自動停止した原発であ

る。加えて、東海第二の３０キロ圏には、９６万人もの人々が暮している。いわんや１１０キロ

先には、首都東京がある。それにＯＫを出すとは、何事であろうか。このような暴挙を断じて認

めるわけにはいかない。 
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719E3 

新基準では津波に対する規制は厳しくなった。しかし審査書案 P.34 にあるように液状化が起き

るとわかっている土地に原発を立てること自体立地上の問題有。また浸水の恐れが十分に考えら

れる。近年の記録的豪雨に本当に耐えられるか。再稼働は問題有。再度考えるべき。 

719E4 

東海第 2 原発の再稼働に強く反対します。理由 1：福島第一原発事故は収束しておらず、現在進

行形です。廃炉の工程には解決の道筋すら見えない難題が山積していると聞きます。そして事故

そのものの検証も終わっていません。福島第一原発と同型で、今年１１月に４０年の運転期限を

迎える老朽炉である東海第二原発を、さらに２０年の運転延長をしてまで動かすことに納得でき

ません。理由 2：東海第二は半径３０キロ圏内に全国の原発で最多の９６万人が住んでいます。

この範囲の１４市町村には事故に備えた避難計画の策定が義務づけられているが、実効性のある

日案計画の策定は難航しており、96 万人を避難 させることは不可能です。茨城県民の多くが反

対しており、周辺自治体で反対決議もあがっている中、再稼働の同意を得ることは困難でしょ

う。 ひとたび過酷事故が起これば、首都圏までも巻き込む大惨事になることは、フクシマ事故

から容易に想定できることです。理由 3：巨額の投資をしても高いリスクのある原子力は既に過

去のエネルギーであるということは、世界の常識です。理由 4：47ｔのプルトニウム保有問題、

核技術開発の維持など、安全保障上の問題を正面から議論して国民のコンセンサスを得る努力を

しないまま、ずるずるとごまかしの原発政策を続けることにはそろそろ限界があると思います。

以上 

719E5 

20 年延長に反対です。20 年の間には、必ず大地震がおきます。2011 年にかなりのダメージを受

けています。再稼働するのは、東京オリンピックの後です。修理中とはいえ、10 年も停止してい

ます。再稼働するのは、そら恐ろしいです。 事故が起きた後の原発の処理は、手におえません。

おびただしい人、建物が被爆します。福島で解体された家は、高汚染廃棄物として、埋められて

います。東海第二の事故なら、想像を絶する核のゴミが出ます。県庁もです。どこに埋めますか？ 

もんじゅは、一度も電気を供給しないで、廃炉になります。膨大な税金をドブに捨てて、専門家

達の実験を満足させただけです。もう、壮大な実験はやめてください。国が倒れます。 

719E6 

福島原発事故の 1 号機において、非常時の冷却システムである IC はスクラム後に自動起動して

役目を果たした。しかし１時間冷却後、津波による非常用電源喪失が起きた時点で設定どおりに

自動的に停止してしまった。このために LOCA が起きてしまったといえる。LOCA が地震で起きた

のではないか、と事故後に皆が検証している間に、それ以前の運転設計が原因で LOCA が起きた

ことになる。何をかいわんや、まことにお粗末である。再稼働して、さらに事故時のテストを重

ねるつもりですか？私は付き合っていられません。スリーマイルズ、チェルノブイリ、福島第一、

これだけで十分です。四度目はもう結構。今回の福島事故では大規模システムである原発の事故

シーケンスは千差万別ですべてを網羅することは不可能であることを三たび示した。次の原発事

故では、当然、これまで想定できなかったシーケンスでの事故となることは容易に想像できる。

つまり、原発は、未だ、未知の事故を内包しているシステム（未完成品）といえる。既に、地震

国日本での原発稼働は、地震がどこかで起こるたびに、全国民が、原発は無事に停止したか、と

不安なストレスを毎回与える存在である。経済的にも過去の遺物になった原発を再稼働するのは

ユーザーである国民、事業者当人、そして事故時の放射能汚染を喰らう世界中の人類、生物にと

ってまったく不要で危険な代物だ。東海第二発電所の再稼働絶対反対です。 

719E7 

135 頁から 格納容器圧力逃がし装置の設置、運用、作動時の対応などについて、評価して、適

合としているが。格納容器の破損を防止するためとわいえ、格納容器の内圧が上昇する案件は、

燃料の損傷などしか、考えられない。放射性物質はフィルターで除去するとしているが、希ガス・

キセノン 133 やクリプトン 85 は、除去できない。その全量は、放出される。スリーマイル島事

故時の被ばくは、この希ガスによるものであった。つまり本装置を作動した場合、一般環境に放

射性物質が放出されることを意味する。一般公衆の被ばく回避のため、事前に避難が必要となる

ことが、検討されていない。そもそも閉じ込めておかねばならない放射性物質を一般環境に放出

を許すこの装置に違法性が考えられる。再検討されるべきである。 

720E1 

私は、この審査書案に反対します。（反対理由） 東海第２原発は福島原発と同じＧＥ製の欠陥

炉で、稼働４０年目前の老朽炉です。 それだけでなく、東海第２原発の近辺２．８キロは「再

処理工場」があり、大量の放射性廃棄物が蓄積されている。こんな危険な原発は直ちに廃炉にす

べきです。 これだけですが、十分な反対意見だと考えます。 
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720E2 

＜耐津波設計方針＞ 審査書 P.56 b.ウ.において、「津波が襲来する前に循環水ポンプ出口弁及

び復水器水室出入口弁を閉止するインターロック（地震加速度大による原子炉スクラム及び循環

水ポンプ室の漏えい信号で作動）を設け、津波の流入を防止することから、津波の流入量は考慮

しない。」としている。 これに関して関連資料のうち、東海第二発電所審査状況（平成 29 年 11

月 27 日）の新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（５０７））説明資料「東

海第二発電所 津波による損傷の防止」において、P.95 に『循環水ポンプ停止及び復水器水室

出入口弁閉止のインターロック（Ｓｓ機能維持）』との記載があるが以下について確認したい。

（１）耐震Ｃクラスの循環水系に対して「Ｓｓ機能維持」としているのは「耐震Ｓクラス（動的

機能維持）」を要求するものか。 それとも，従来，耐震Ｓクラスに対し要求している動的機能

維持を，耐震Ｃクラスの機器に対しても，Ｓｓ後の動的機能維持を認めるものか。（２）インタ

ーロックについては，Ｓｓ機能維持と記載されているが，その他の津波流入防止に必要となる機

器（循環水ポンプ，循環水配管，復水器水室出入口弁）については触れられていない。耐震性に

ついてどのような確認をしているのか。 

720E3 

審査書の記載（特に５５ページからの記載部分）に関する部分で，特に地下水に関連する部分に

ついて確認したい。１．地震に起因する地下水の流入について，地震による排水ポンプ停止を想

定し，建屋周囲の水位が建屋周辺の地下水位まで上昇するとして浸水量を評価しているように見

えるが，地下外壁のひび割れによる浸水評価等の結果は確認しているのか？２．福島第一の状況

から見ると，地震後の地下水流入は相当量あり，排水ポンプ停止を想定し，地下水位を上昇させ

評価を行うこと自体，有りえないと考えるが，一体何を確認し，適切と評価・判断しているのか？

３．国内で運転を再開している原子力発電所においては，確か地下水排水ポンプ等について耐震

性を確保し，地震後でも確実に動作し，地下水が上昇することがないような対応をとっているも

のと思うが，この点について対応・評価が相違していることは，どのような評価が行われている

のか？４．地下水を排水する主な目的は，地下構造物等への浮力（揚力）発生防止が主目的であ

ると思われるが，地下水を地表面まで上げた評価をしている時点で，構造物は既に浮力（揚力）

の影響を受けているのではないか？どのような確認・評価をしているのか？５．津波による損傷

の防止の資料を見ると，地震時の排水ポンプ停止により，一時的に地下水位上昇の恐れがある

が，仮説分電盤及び仮説ポンプを常備しているため排水可能とされているが，ピットや配管の耐

震性は確保されているのか？同様に集水管が地下部に埋設されていると思うが，耐震性は確認さ

れているのか？６．津波による損傷の防止の資料中に，地下水位上昇を考慮し，地下部の壁面に

対して防水塗料等による処置を行うとの記述があるが，防水塗料の信頼性（変位追従性，劣化等

に対する評価等）については，何を確認し評価しているのか不明である。７．津波による損傷の

防止の資料中に，エキスパンションジョイント止水板があるため浸水しない旨の記載があるが，

止水板の信頼性（変位追従性，劣化等に対する評価等）については，何を確認し評価しているの

か不明である。 

720E4 

福島第一原発事故で、わたしが住んでいる千葉県南西部は原発事故汚染重点調査地域に指定され

るほど汚染されました。それより近い原発が稼働することは、また同じことが起こるリスクがさ

らに大きくなります。経理的に成立していない東海原発の安全性が確保されるとは思えません。

住んでいるところを脅かす原発の再稼働には反対いたします。 

720E5 

82 頁 外部火災に対する近隣の産業施設の火災爆発 87 頁 で申請者は、半径 10ｋｍ以内に存

在する産業施設について評価しているが、約 3ｋｍ南にある旧動燃事業団 現日本原子力研究開

発機構の再処理施設で、1997 年に発生したアスファルト火災爆発について評価していない。ま

た同施設にある高レベル廃液について検討していない。高レベル廃液の貯蔵には、常時冷却が必

要であり、冷却の失敗は、水素爆発を意味する。このような事象が予想されるにも関わらず、評

価していない不備がある。 このように近隣施設に重大な事象が予想されるので、相互の事象を

関連あるものとして検討すべきである。 原電東海での重大事故が、3ｋｍにある再処理施設の

安全確保に対する影響 また高レベル廃液保管施設で水素爆発などの重大事故が発生した場合

の原電東海の安全確保の方法も検討されるべきであり、両者とも PAZ 内にあることから、検討さ

れ安全性が評価されることが、確認されておらず、本確認書は不十分である。再考されるべきで

ある。 
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720E6 

96 頁から 99 頁に 新規制基準で難燃ケーブルの使用をもとめている。同頁で 申請者は、非

難燃ケーブルを使用する場合は、・・同等以上の難燃性の耐火シール材で覆い・・・100 頁で 規

制委員会は難燃性のシール材で措置することで、保安水準が確保されることを確認した。とある

が新規制基準で求めている、難燃ケーブルの使用に、安易な例外を認めるべきでない。あくまで、

難燃ケーブルの使用を求めるべきであり、安全性の確認は、不当である。 

720E7 

まず、専門的、技術的意見に絞ったパブリックコメントしか扱わないことに抗議します。市民の

声を大事にするならば避難計画や経理的基礎に関する声を拾い上げてこそ規制委員会ではない

でしょうか。東海第二原発で最も危惧されるのはケーブルです。難燃性ケーブルに取り替えるこ

とができるのはわずか１５パーセントでしかありません。ケーブルの専門家に言わせれば、ケー

ブルの寿命は３０年。防火シートで覆うとか難燃性塗料を塗ったとしてもどこかでケーブルが破

損し火災が発生すれば覆われたケーブルの束から火災原因のケーブルを特定するのは不可能と

考えます。よって、再稼働は認めてはならないと考えます。 

721E1 

（1）東海第二号機の残留熱除去系熱交換器冷却水側は海水冷却であり、漏えいすると水源は無

限であることから原子炉建屋内が水没する恐れがある。この点に関して内部溢水の審査は不十分

である。（2）東海第二号機のドライウェル容積は小さく、出力当たりで女川 2 号機の半分程であ

る。このため格納容器ベントは早期に必要となり、人口密集地の東海近辺では避難が間に合わ

ず、実際使うことができない。従って対策としては成り立たないので審査は不十分である。（3）

東海第二号機で計画されている高圧代替注水系は、その構造は特殊なもので国内原発では運転実

績が無く、試験設備での作動試験、環境条件適合試験等の実証試験データが必要であり、審査は

不十分である。 

721E2 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請に対し、原子力規制委

員会が新基準合格の判断を出しましたが、２０１１年の東日本大震災で被災した原発であり首都

圏に隣接した老朽原発であることを考慮し、即時「合格」撤回を求めます。絶対に再稼働は許せ

ません。 

721E3 

東海第二原発の再稼動には、断固反対する。まず、この意見公募そのものについてであるが、表

題を見ると「科学的・技術的意見」と一方的に範囲を限定している。これにより国民を萎縮させ

反対意見が来るのを少しでも減らそうという魂胆が窺える。原発の再稼動については、科学的・

技術的な観点以外にもさまざまな観点からの意見があって然るべきであり、そのような国民の意

見を取り上げるのも意見公募の役割の一つであるはずだ。それにもかかわらず範囲を限定しアリ

バイ作りのために意見公募を利用しようとするのは意見公募の本来の意義、役割から逸脱してお

り極めて悪質である。東海第二原発については、運営する日本原子力発電株式会社（原電）に対

して、東京電力株式会社（東電）がまさにこの東海第二原発の対策費を支援するというような報

道がなされている。まず、被害者に対してろくに賠償もしていない東電が原電を支援するなど論

外である。また、原電が審査書の書類上でどんなに「科学的・技術的」な対策を書き連ねたとこ

ろで所詮机上の空論に過ぎず、それが実際に実効性のある対策として行われる保証もない。まし

てやその費用を他社に支援してもらわなければ対策できないというのであれば、「科学的・技術

的」な議論以前の問題であり、この時点で原電には原発を運営する能力も資格もない事は明白で

ある。よってこの「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

に関する審査書案」に合格を出すことは絶対に許されない。東海第二原発の再稼動には、断固反

対する。日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審

査書案は、了承してはならない。この意見公募の表題は、修正せよ。 

721E4 

100 ページ  原子力規制委員会はこの審査で非難燃性ケーブルに防火シートをまく方法を認

めている。新規制基準に規定された難燃性ケーブル使用の原則から大きく逸脱している。このよ

うな例外措置を認めると緊急時に予測できない事象が発生する可能性があり、認めることはでき

ない。 

721E5 

下記の理由により、日本原電・東海第二原発の設置変更に関して許可を出さないよう、お願いい

たします。- 事業者の日本原電に経済的基礎が無い- 防火対策その他の防災・事故対策が不十分

- 今回のパブコメの審査の対象外とは言え、避難計画が不十分なことも指摘しなければなりま

せん。そして、大掛かりな避難計画が必要なこと自体、原発を動かしてはならない理由としては

十分であると考えます。 
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721E7 

審査書の 10 頁他、地震動による損傷の防止(第 4条関係)に関連して、技術的意見を提出します。

東海第二原発は建設時に最大 270 ガル、平均で 180 ガルの揺れに耐えられるように設計された。

その後、関西、新潟などの大地震の教訓から 600 ガル⇒901 ガルへと見直しが行われた。2011 年

の 3.11 地震で低圧タービンが損傷し 901 ガルへ。そして今や規制委の指摘で基準地震動は 1009

ガルに引き上げられた。ただしいずれも安全上重要な設備のみ対象とされている。つまり、スト

レステストで原子炉の圧力容器のスタピライザーの損傷が起きる地震動は 1039 ガルと計算され

ているから、今回 1009 ガルが基準になったようである。使用済み燃料プールの貯蔵ラックの損

傷は 1068 ガルで起きる。もう耐震設計上の余裕はなくなっている。もともとは損傷、破壊に対

して 3～4 倍の余裕を持たせるべく、耐震補強工事や耐震バックチェックが行われてきた。その

ような科学的、技術的経緯があったのだから、今回なぜまったく余裕のない 1009 ガルを基準と

して規制委が認めたのか理解に苦しむ。せめて余裕 2 倍の 2000 ガル程度を基準地震動に設定す

べきと判断する。その点で規制委の考えを認めることはできない。審議をやり直すべきである。

科学、技術的に不可解な、まったく余裕のない補強工事では、この基準地震動を超えた地震に襲

われれば原子炉が大きな損傷を受けることが想定できうる。 

721E8 

福島第一原発事故はまだ収束しておらず、その検証も十分にされていない中で、同原発と同じ型

の、しかも老朽化している東海第二原発を動かすべきではない。さらには、東海第二原発の立地

場所は液状化が懸念されている。万が一の事故の際には、首都圏を含め福島第一原発事故の比で

はない大災害となる。 

721E9 

審査書案の 4 頁以下の、品質保証体制に関連して技術的意見を提出します。1978 年に運転開始

した東海第二原発は、福島第一原発と同様に古い設計であり、地震などの衝撃に対して極めて弱

いと理解されている。東海第二は、全国の BWR の中ではトラブル件数はトップである。特に運転

30 年以降上昇しており、危険水域に入っていた。そのことは、機器設備が老朽化していること

を示しており、基本的な品質保証、保守管理能力だけでは解決できないことも示している。当原

発は、米国 GE が開発し、部品の大半は米国から輸入して GE の手で組み立てが行われた。建設は

日立。膨大な数の部品が使われているが、東海第二の世代の原発は信頼性の高くない部品が使わ

れたとされている。(特に、輸入品)部品の信頼性が高いことで、初めて安全性が保たれるのであ

る。東海第二原発はもともと信頼性が高くない上に、老朽化が進んでいる。それでも幸いに寿命

40 年をなんとか真っ当し、役目を終えたのだから、廃止するのが、事業者としての社会的責任

であり、かつ技術面からも合理的である。ところが規制委での審議では、そのような技術面の本

質に踏み込んだ議論がなく、古い材料、設計構造の使用延長を看過したとも言えよう。まるで最

新の原発を審議しているかの如きである。古い部品や設計構造の全面的見直しを求めるべく、審

議を最初からやり直すべきである。 

722E1 

茨城県に住む主婦です。再稼働に反対します。化学的、技術的意見などという難しい見解は持っ

てませんが、疑問は持っています。まず、茨城県の地震の多さを基準に照らし合わさないのでし

ょうか。３．１１の翌年、「東海第二原発も電源喪失し危うかった」と日本原電の組合の方から

直接伺いました。また、非難燃ケーブルを防火難燃シートで被うということですが、古い非難燃

コードの内側で火花が出る事はないのでしょうか。そして、その場合を想定した対策はあるので

しょうか。最終コストが高い上に、安全を担保されない原発自体に疑問を感じますし、危険な原

発ゴミを後世に先送りしたくありません。どうか国民、県民の声に耳を傾けてください。宜しく

お願いいたします。 
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722E2 

1.日本原電に「経理的基礎」はない所有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電など

の「電気料金」でかろうじて破たんを免れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行

から借りることが不可能。この時点で、「経理的基礎はない」とみるべき。2.ケーブルの防火対

策（審査書案 p.98）全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケ

ーブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳。防火シートは、

対策としては不十分であり、また、何にも対策しないケーブルが 45%以上。「防火シートで巻く」

対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、

火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念される。また、

防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われること

によって、プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制御が不能になり得る。「何も対

策しない」45％では、非難燃性の OF ケーブルがそのまま残ることになり、東京電力の埼玉県で

の地中送電線で 2016 年 10 月に発生した火災と同様のリスクをかかえることになる。3.水蒸気

爆発の危険性（審査書案 p.241 など）東海第二原発の格納容器は MARKII 型。万が一の事故で

炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構造。 しかし、

審査書案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は極めて低い」として、評価をしていない。4.ブロ

ーアウトパネルの不具合（審査書案 p.402）ブローアウトパネルは、主蒸気配管破断を想定した

場合の放出蒸気による圧力等から原子炉建屋 や原子炉格納容器等を防護するため，放出蒸気を

建屋外に放出することを目的に設置されている。放出後は速やかに閉まらなければならない。と

ころが、ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験では、ブローアウトパネルが 5cm 空いて

しまった。その改善案の検討はこれから。ブローアウトパネルの規制要求としては、「開放した

場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） できること」とされているが、実験結果はこれが満た

されないことを示してしまった。放射性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクがある。5.防

潮堤は大丈夫？ （審査書案 p.33）当初、日本原電は防潮堤の設置場所として、低レベル放射性

廃棄物埋設事業所を含む敷地全体を取り囲むこととし、セメント固化盛土形式の防潮堤を採用す

るとした。しかし、その後、地盤の液状化の可能性が否定できないことから、すべての防潮壁の

杭先端を新第三系鮮新統～第四系下部更新統の岩盤まで到達させる支持杭形式に変更た。また、

杭の支持形式の変更及び防潮堤近傍の表層地盤の地盤改良等による地下水の流況に及ぼす影響

を考慮して、低レベル放射性廃棄物埋設事業所周辺を避けるように防潮堤のルートを変更した。

しかし、津波時に、低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること、事故時に防潮堤により地下

水がさまたげられ、地下水位が上昇し、施設が水浸しになる可能性がある。6.要支援者は、見捨

てるの？避難計画は、パブコメの対象外です。しかし、そもそも、IAEA の言う「５層の防護」の

一つである原子力防災について、審査をせずに、原発の再稼働を容認することは無責任だ。30 キ

ロ圏 96 万人を避難させるような実効性のある避難計画はありません。茨城県が過去に実施した

シミュレーションによれば、 5 キロ圏の住民 8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 30 時間かか

るとされている。また、体が不自由な要支援者を避難させるための車が確保できないことから、

茨城県は、病院や施設などに「屋内退避」させることを 決めたことが報道された。しかし、い

つ救援がくるかもわからない中での屋内避難は、見捨てることにもなりかねない。この状況で自

らは安全地帯にいて、危険を目の当たりにしつつ自分の任期が切れるまでであればどうでも良い

態度で合格させた原子力規制委員会／規制庁は、第二次大戦終戦直前の関東軍と一緒。自分の家

族は先に逃げさせ、開拓民をソ連軍の前に放置。関東軍と同じと言われて悔しかったら、原子力

規制委員会／規制庁の委員職員で東海第二の審査にあたった当該者の三親等までの家族は東海

村に移住して、原発安全性を身を以て証明したらどうか？ 

722E3 

避難計画も曖昧なまま、と言うよりほぼできていない。難燃ケーブルへのへの交換もごく一部に

とどまり、全くの未対策ケーブルは半分近くになる。たったこの 2点だけでもこんなことでは稼

働できなとの判断が当然である。 
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722E4 

今年６月２６日、政府の地震調査委員会（委員長・平田直東大教授）が今後３０年以内に震度６

弱以上の地震におそわれる確率を示す全国地震動予測地図２０１８年版を発表した。それによる

と、おしなべて太平洋側に高いエリアが多く、関東の千葉市８５％・横浜市８２％・水戸市８１％

は特に高い。南海巨大地震が予想されている静岡市７０％、高知市７５％より高いのである。こ

のことは東海第２原発の安全性を考える際に重大な意味をもつものである。確率８１％とは降水

確率ならば雨が降ることを覚悟しなければならず、外出には雨具の用意が欠かせないレベルであ

る。運転延長の２０年間は今後３０年間の２/３を占める。震度６弱以上の揺れに襲われること

を覚悟しなければならないはずだ。一方、Ｔ２は老朽化しており、地震におそわれて破壊される

機器はあまりにも多い。配管の破断などの可能性も高い。特に危惧されるのは炉心シュラウドの

応力腐食割れがあること。核反応を停止しようとしてもシュラウドが破断して制御棒の挿入が出

来なくなるという恐ろしいことになる。ほう酸水の注入で代用できることを確認した言うが机上

の計算しかしていない。実際にシュラウドが破断されるほどの地震動をあたえて核反応くを停止

した実例は世界に一例もないはずだ。実物の原子炉を使っての実験などできないからだ。先日は

原子炉建屋のブローアウトパネルの地震動実験をしたが見事に失敗している。計算どおりにゆく

ならお金をかけた実験などやる必要はないはず。三菱航空機のＭＲＪは実験機３機を使い何百時

間もかけて試験飛行。実際に飛ばしてみて不具合個所が幾つもみつかり納入時期を何回も延期し

ている。原発の過酷事故は飛行機の事故どころではない。国家の存立さえ危うくなる。東海第２

は法令通り４０年で廃炉にすべきである。 

722E5 

自分は、この審査書案に同意できません。反対理由東海第二原発は東京までたった１００キロ

で、周囲に人口が密集する「首都圏原発」です。３０キロ圏内に９６万人が居住し、首都圏が２

００キロ圏内に入ります。全域この原発は、福島原発事故の発生した３月１１日にも、外部電源

を喪失し、海水の流入で非常用発電機が水損し、原発事故寸前でした。  この老朽炉を再稼働す

ることは断じて認められません。なお、本審査のパブコメ集約に際しては、なにとぞ公開の原則

をお願いいたします。 

722E6 

１．478 ページからの「V 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応」について、480 ページで「環境への放射性物質の放出低減を最優先に考えた対応を

行うこととし、・・」とあるが、高線量の放射性物質放出をどのように低減させるのか何も具体

的に書かれていないのに、481 ページで「適切なものと判断した」というのはおかしい。無責任

で間違っています。２．100 ページの、可燃性ケーブルが使われていることも問題です。 

722E7 

125 頁 使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策について重量物として燃料取替機と

建屋クレーンを選択し、落下防止策を施しており、落下することはないとしているが、東電福島

第一の３号炉、４号炉で、3.11 の事故時に落下している。落下防止策があるから落下しないは

不適切であり、落下した場合の安全性の検証が必要である。 もう一つの重要物として、使用済

燃料輸送容器と使用済み燃料貯蔵容器を選定しており、いずれも運用上の措置を講じることで落

下を防止できるとしているが、100 トンを超える重量物であり、落下した場合の、貯蔵ラックと

使用済み燃料の安全性およびプール底面に落下した場合またはプール壁面に接触した場合など

の健全性の評価が必要である。 使用済燃料輸送容器は、９ｍの落下試験を義務付けれおり、落

下する事があるとして試験されており、本件のみ落下防止策・運用上の措置で評価しないのは、

整合性がない。 落下した場合の安全性を確認するべきである。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E19 - 
 

整理番号 意見全文 

722E8 

201807160000481328 の意見を送った者です。一部に間違いがありましたので、訂正版をお送り

します。お手数ですが、201807160000481328 は破棄して頂くよう、お願い致します。 とりまと

められた審査書案の確定に反対の立場から意見を送ります。 審査書案で認められた防火・津波

対策は、非難燃性ケーブルに防火シートを巻き付けたり、防潮堤の基礎を深さ６０ｍまで打ち込

むなど、日本原電が対応した実績の無い工事が盛り込まれています。日本原電は書類の提出期限

すら守れない会社ですから、対応実績の無い工事に責任が持てるとは思えません。又、古い非難

燃性ケーブルに防火シートを巻きつけて 40 年越え運転された原発はこれまでにも実例が無く、

安全性の程度が不明です。「規制基準を満たしている」との主張や認定は、書類上のことだけで、

実証性がありません。 工事費用についても、他社からの支援を前提にしており、技術論・科学

論以前に、信頼できません。 仮に、原電に計画通りの工事ができたとしても、「絶対安全」は

無いのですから、シビアアクシデント（過酷事故）の可能性はゼロではありません。万が一、東

海第二原発で過酷事故が起これば、東海原発や東海再処理施設の廃止措置にも支障を来たし、茨

城県の太平洋沿岸に「手の付けられない核のゴミ置き場」が出現しかねません。 又、東海第二

原発の南・約８０ｋｍには、日本の空の玄関口である成田空港があります。東海第二が過酷事故

を起こせば、成田空港が閉鎖されて社会・経済に大きな影響を及ぼすであろうことは必至で、外

国の会社の資機材が汚染されるなど、国際的な大問題に発展する可能性もあります。 そもそ

も、わが国では、福島第一原子力発電所事故という核災害が進行中であり、第二の核災害が起こ

れば、「核災害二正面作戦」を強いられることになります。それに対応できるリソースが用意で

きなければ、日本は一体どうなりますか。 東北地方太平洋沖地震の際に、東海第二原発が過酷

事故を免れたのは、被災３日前に防潮堤がほぼ完成していたこと、津波高が５．４ｍであったこ

と等、多くの偶然が重なっての事でした。それでも、冷温停止まで８０時間以上を費やしていま

す。 東海第二は、アウターライズ型地震によって再度被災する可能性も高いサイトです。非難

燃性ケーブルの対策に前例や実証性が無いこと、日本原電への信頼の低さ、過酷事故が起きた際

の影響の大きさを考えると、東海第二の再稼動は余りにもリスクが高すぎます。 原子力規制委

員会は、「人と環境を守る確かな規制」という原点に立ち返り、この度の審査書案を撤回し、事

業者に対して炉規法の４０年ルールに従っての廃炉を促すべきです。  尚、この意見は私個人

のものであり、他の如何なる組織・個人とも関係の無い事をお断りしておきます。 

722E9 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請に対し、原子力規制委

員会が新基準合格の判断を出しましたが、即時 合格 撤回を求めます。原子力規制委員会は当

該施設の技術的な面に限定して安全審査を行い 合格 の判定を出していますが、このマクロ的

な審査においてさえ多くの技術的問題を抱えたままの見切り発車となっています。古い耐震基準

下で設計された躯体や配管・計装系は地震多発国では抜本的な見直しが必要ですが一切見直しが

されていません。動力や計装信号ケーブルは 1400 キロメートルにも及ぶと言われますが、一部

を除いて難燃性のケーブルの対策が採られていません。福島原発事故発電所と同型の原子炉発電

所ですが炉内冷却水温度計の設置や事故時の水位判定に関して技術的な検討が行われぬまま、事

業者日本原電の机上の設計計画を容認しているにすぎず、責任ある安全の判定が行われていると

いえない。日本原電の保守点検の管理能力不足はこれまでの事故や不具合を通して証明済みで

す。繊細なかつ複雑な巨大設備を安全に運転するには高いレベルの運転員と総合的な保守点検管

理体制が欠かせませんが、日本原電にはその資格がありません。財政的に破たんしている企業が

責任ある運転要員や管理体制・保守点検・部品交換や日常的なチェック体制を維持できるはずも

ありません。破綻企業なのですからそれに運転を任せることは事故を誘因する結果となりましょ

う。合格後も設計内容の詳細な実施作業を厳格に評価し、少しでも不備がれば 合格 を取り消

す覚悟を持って今後対処願いたい。首都機能を麻痺、いえ亡国の原発になることを避ける理性と

知性が求められています。孫や子孫に何を残せるのか岐路にあります。熟考をお願いします。 

722E10 

以下の理由により東海第２原発の原子炉設置変更許可申請書に対する審査書案に反対します。該

当ページ、100 ページ原子力規制委員会はこの審査で、非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方

法を認めています。しかしこのような方法は、新規制基準に規定された難燃性ケーブルの原則か

ら外れています。このような例外措置を認めると緊急時に予測できない事象が発生する可能性が

あります。よって申請書を認めるべきではないと考えます。 
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722E11 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請に対し、原子力規制委

員会が新基準合格の判断を出しましたが、即時 合格 撤回を求めます。原子力規制委員会は当

該施設の技術的な面に限定して安全審査を行い 合格 の判定を出していますが、この技術面に

限った審査においてさえ多くの技術的問題を抱えたままの見切り発車となっているのはご承知

の通りですので、指摘はいたしません。当該施設の安全評価の項目に社会的・経済的・安全管理

面での周辺住民におよび被害や安全確保の評価が脱落したままでの合格発表であることが最大

の問題です。３０ｋｍ圏内に９０万人、１２０ｋｍ圏内に４０００万人が暮らす地域であり、国

家の政治経済の中枢がある地理的環境意を一切の考慮もなく、安全検証もないままの合格発表で

す。避難計画もまともに出されていませんし、安全避難は誰の目からみても不可能です。福島第

一原発の事故でこれらのことが無力であることを経験してますが、その反省と検証の視点が抜け

ていることは大人の専門家の英知のかけらもない合格発表です。今からでも国家存亡のこの審査

を高所大所から検討し直すように政府に付帯条件を付けて発表願いたいです。原子力規制委員会

が技術面に限りといえども合格発表することが、無責任な国家の責任を免除するかのような責任

のなすり合いや責任回避の発言が横行するなかで、当該設備の再稼働にお墨付きを与えている現

状を再認識願いたい。さらに数キロしか離れていない東海再処理工場の無防備な施設の存在の評

価とその複合災害に関して検討から外していることは愚の骨頂である。頭隠して尻隠さず的な規

制委員の頬かむりの姿勢を人として許すことができません。猛省を求めます。使用済み燃料の行

き場がないことが明々白々である再処理事業の破たんを認めつつ、再稼働に向けて盲進すること

について、全く理解出来ません。合格の判定の撤回は今からでも遅くはありません。是非とも再

考をお願いします。破綻企業による超危険設備の運転承認は、ボタン操作が解らない赤子に巨大

な玩具を渡すようなもので、自己資金力無くして巨大設備の安全管理や保守点検もできないこと

は経済活動のイロハではあります。常識を常識として客観視する強さを委員の方には発揮願いた

いです。もっとも脆弱な、古い設計基準の破たん寸前の老朽設備の再稼働は、人知の範囲では追

及できない内在劣化や欠陥をもつプラントは事故の確率が格段に高まります。悪いことに事故が

起きるまでその欠陥を探し出すことができない宿命を負う設備となりましょう。当該施設だけ

は、稼働させてはなりません。孫や子孫にどれだけだけ不確定な負債を負わせれば委員会の方々

は気が済むのでしょうか。日本国の将来を考え、かならずや合格認定は撤回されるべきです。 

722E12 

この老朽炉を再稼働することは断じて認められません。東海第二原発は震災で自動停止したが、

外部電源を喪失。高さ約５．４メートルの津波に襲われ、非常用ディーゼル発電機の一部が使え

なくなり、残りの発電機でかろうじて原子炉を冷却しました。又、同様の津波が発生した時、全

電源喪失が起こらないという可能性は限りなく低く、そうなれば福島と同様にメルトダウンが発

生し、手が付けられなくなります。又、近くに再処理工場が有るため、もしかすると福島より重

大な事故になる可能性もあります。そのような理由から、この原発の再稼働は絶対に認められま

せん。再稼働には大変恐怖を感じています。 

722E13 

日本原電の経済状況が悪いことは、規制委員会のみなさんもよくわかっていて、だからこそ、東

京電力と東北電力から経済的支援の意志があることを確認する手続きを必要としたということ

だと理解しています。そして東京電力はまた経済状況がもっと悪く、株の半分以上を国が保有し

ている企業であり、たとえ支援の意志があっても、それにどこまで意味があるのかわからないか

らこそ、経済産業大臣に意見を求めて、東京電力の経営について、確認をとったのだと思います。

みなさんよくよくわかっているのに、日本原電の経理的基礎についてなぜ認める決定をしたの

か、そこがまったく理解できません。そもそも今回の工事の代金が金融機関から借りられて工事

ができればそれでいいとする「経理的基礎」についての判断基準がおかしいです。今回の安全審

査で想定されている最大の過酷事故が起きても、東海第２原発が廃炉になり、放射能が拡散し、

賠償など多額の費用が請求されても、大丈夫な「経理的」基礎がなければ、運転を認めるべきで

はありません。もっと多額の費用がかかることを認めた上で、果たして東京電力の債務保証が認

められるのか、いくらなら貸してくれるのかは、東京電力が決めることではありません。金融機

関の判断です。貸したお金が返してもらえる見込みがなければ、金融機関が決してお金を貸しま

せん。ということは、必要なのは、東京電力や経済産業省の意見ではなく、金融機関の意見なの

です。日本原電に経理的基礎はまったくありません。原発事故の賠償制度も不十分のままです。

電力自由化でどんどん顧客が離れていっている電力会社には、原発はもうお荷物なのだというこ

とを規制委員会も認めるべきです。 
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722E14 

１００頁：新規制基準によれば、ケーブルは難燃性ケーブルを使用すべきと規定されているにも

拘わらず、本案件はその約６０％が非難燃性ケーブルに防火シートを巻くという例外措置を認め

ている。これは明白な規制基準違反であり、防火シートを巻いても、中のケーブルは蒸し焼き状

態になることが想定され、極めて危険である。このような杜撰な例外措置は認めるべきではな

い。 

722E15 

86～88 頁：近隣の産業施設における火災・爆発の検証がなされているが、東海第二原発から約

３キロしか離れていない原子力研究開発機構・核燃料サイクル工学研究所の再処理施設（以下

「東海再処理施設」）に関する検証がなされていない。東海再処理施設には、プルトニウムを抽

出した後の高放射性硝酸溶液が液体の状態で保管されており、冷却機能が失われれば、一定時間

後に爆発に至る。また、溶液中の水の放射線分解により水素が発生し、もし電源を喪失して水素

の掃気ができなくなれば、空気中における水素燃焼の下限界濃度４％に達すると水素爆発を起こ

す。これらの爆発或いは水素爆発によって環境中に放出される放射性物質の影響は甚大であり、

最悪首都圏を含む西日本までの地域の人口の約半数が死亡するとの推計がなされている。このよ

うな極めて危険な東海再処理施設の検証がなされていないのは余りにも杜撰であり、検証が必要

であると考える。 

723E1 

東海第二の再稼働に反対します。東京電力から支援を受けて動かすなど許されません。他企業を

支援するなら東京電力は国に借金を返して福島第一の被害者の救済を行うべきです。同原発は東

日本大震災で被災しました。地震や津波はいつ起こるかわかりません。東海第二の避難計画は極

めて不十分であり、これでは命が守られないと感じます。命が守られていると感じられなけれ

ば、将来への希望を持つことができません。このことは地域の沈滞をまねきます。いったい誰の

ために原発を動かすのでしょうか。規制委員会は誰を見ていますか。 

723E2 

・日本原電に「経理的基礎」はない、ことに関して。 原発を動かす事業者の「経理的基礎」も

審査の一つ。所有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろ

うじて破たんを免れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができ

ません。この時点で、「経理的基礎はない」とみるべき。原子力規制委員会は、日本原電に対し

て、債務保証の枠組みとして、だれが融資保証を行うのか、その意思はどうかについて、書面で

示すことを要求。これにより、日本原電は、東京電力と東北電力の二社に対して、「電気料金前

払、債務保証等によって弊社に支援資金する意向を有している旨、書面をもってご説明いただき

たく・・・」と要請を出しました。東電と東北電の二社は「工事計画認可取得後に資金支援を行

う意向があることを表明いたします」と文書で回答。しかし、「なお、本文書は、…何ら法的拘

束力ある約諾を行うものではないことを申し添えます」とも書いてあります。東京電力に関して

は、巨額の公的資金が注入されており、他社の原発を支援することは、許されません。 

723E3 

ケーブルの難燃化について、総てでなく一部で可というのは、万が一のことを考えたら、そんな

甘いことでは絶対いけない。更に言えば老朽化した炉は明らかに非常に危険であります。被害未

然防止の観点から、延長ではなく即時廃炉にすることが望ましいと考えます。 

723E4 

東電と東北電とは自らも政府から資金支援を受ける立場であるのに、原電に資金支援する資格が

あるのか疑問です。また東海第二原発は耐震試験で不備があったのにもかかわらず問題としなか

ったなど安全性にも疑問があります。要支援者を含めた避難計画も欠けていると聞きます。再稼

働には三十キロ圏内の六市村の同意が必要ですが、実際の事故で被害がその範囲にとどまるのか

どうかも問題だと思います。 
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723E5 

全般：審査書案では日本原子力発電（以下「原電」という）の財務基盤に関する検証が行われて

いない。一般企業における Due Diligence においても、投資先や買収先の財務基盤の検証は基本

中の基本である。本件は投資や買収とは異なるとは言え、原電の財務基盤が原発の安全対策費な

どの支出に耐えうるかどうか、原発の運転に耐えうる財務基盤を有しているかの検証が基本中の

基本であることに変わりはなく、これは絶対に避けて通ることはできない。そもそも原電は福島

第一原発事故以降、実質的に企業活動を停止おり、電力各社からの支援金と債務保証によって辛

うじて倒産を免れている状態であり、その財務基盤は極めて脆弱で、とても原発を運転できるよ

うな財務体質ではない。東海第二原発が廃炉になれば、原電の経営が破綻することは明白であ

り、原電が破綻した場合、電力各社においても原電に対する投資勘定の減損処理などのダメージ

が大きいことから、本件は初めから東海第二の再稼働ありき、原電救済ありきで審査されている

としか考えられない。原電を救済するという Benefit と、東海第二原発再稼働による Risk（万

一の事故の際に、日本という国家自体が崩壊する危機に直面する）の巨大さを比較すれば、この

リスクはとても容認できるリスクではないことは明白である。 

723E6 

478 ページ テロ対策等テロ対策はただただ受け身であり、ほとんど対策なしに等しい。航空機

等の落下はミサイルの落下とは比較にならず、ミサイル対策に効果ありとする根拠にはならな

い。また、原子炉建屋に直接でなくとも、周辺に落下した場合でも複雑な配管・ケーブルなどが

損傷し、機能不全になるが、その対策はきわめて楽観的である。この程度で審査合格とするなど、

甘すぎる。撤回して不合格とすべきである。 

723E7 

近隣に 100 万人以上が暮らすこの地で事故が起こった場合、車両渋滞などで避難が難しい高齢

者や障がい者を屋内避難させるという、この一点だけでも再稼働を容認するわけにはいかないで

す。「棄民」ですね。福島でも、少なくとも事故後 10 日ほどは生きていたとされる「棄民」によ

る死者も出ています。さらに、事実上国営となっている東電が援助をしなけれな動かせないとい

うことは、私たちの税金や電気料金を再稼働のための設備投資に回すということです。とうてい

納得でるものではありきません。 

723E8 

私は、この審査書案に反対です。何故ならば、その理由は、１．東海第２原発は震災で自動停止

しましたが、外部電源を喪失。高さ約５．４メートルの津波に襲われ、非常用ディーゼル発電機

の一部が使えなくなり、残りの発電機でかろうじて原子炉を冷却しました。２．事故を起こした

東京電力福島第１原発と同じ沸騰水型という発電方式で、同型の新基準適合は、認められるとす

れば、東電柏崎刈羽６、７号機（新潟県）に続き２例目できわめて政治的な判断だと考えます。

３．世界でも、最近は日本でも、再生可能エネルギーでの発電は、技術的にも、コスト的にも優

位に立っています。 原発の廃棄物処理が全く見通せずその論理が破綻しているのが明らかにな

っていますが、将来の日本のエネルギー供給を見通せば、電力会社自体もそのことには十分気づ

いており、一部再生可能エネルギーの採用すら原発電力会社自身が採用せざるを得ない自己矛盾

にも陥っています。４．単に技術的に、あるいはそれを根拠にした審査基準でＯＫとすることは、

日本の未来を破壊することに必ずつながると考えます。世界の趨勢もそのようになっています。

以上のような理由で、私はこの審査書案による再稼働には反対します。 

723E9 

審査の項目の多さを見ると、ここまでして再稼働する目的は何か？電療供給ならこんな面倒な補

修は、採算に合わない。燃えるケーブルを、取り換えることも出来ないで、カバーで誤魔化す。

嘘を嘘で弁解し続けるばかり。本気なら買い換えた方が安い。 原発だけを見ている。寝たきり

老人の延命処置と同じ。冷却し続ける。膨大な金と時間。もう、７年４か月停止している。再稼

働するのは、オリンッピクが終わってからだから、10 年になる。怖いです。車検後に調子が悪く

なること、経験しています。 過酷事故は必ず起こります。その時誰が、陣頭指揮を執るのです？

今、西日本の災害に、政府は知らん顔。北朝鮮のミサイルには、地下鉄まで止めた、潔さと同じ

首相とは、思えません。 そう、この再稼働許可も、避難計画や住民の安全は、関知していない。

人任せ無責任、現実世界を認識していない。96 万人の人を守るなら、核シェルターしかないで

しょう。地上部の建物は全部、核のゴミになるのです。 原発は使用期間より廃炉作業の方が、

期間が長いようです。そして電力より核のゴミの方が、増産されていくと思います。 再稼働は

絶対反対です。茨城の魅力度が、全国最下位更新中には、原発の存在と、その対応が大きいとお

もいます。 
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723E10 

（意見提出） この審査書案に反対です。（（反対理由） この老朽炉を再稼働することは断じて

認められません。  東海第二原発は３.１１震災時自動停止しましたが、外部電源を喪失しまし

た。高さ約５．４メートルの津波に襲われ、非常用ディーゼル発電機の一部が使えなくなり、残

りの発電機でかろうじて原子炉を冷却しました。 近未来の事ではなく、首都圏でのプレート型

大地震は科学的にも、統計学的にも大方の学会で予測されています。 無防備な首都圏での再度

の地震災害への手だては事実上ないと言うのが定説です。  再生エネルギーへの抜本的な切り

替えによる、原発ゼロを訴えます。 技術的に可能・不可の議論は幻想を生み、不毛です。 技

術論で原発の矛盾を回避するのは止めましょう。 以上が反対理由です。 従来通り、このパブ

コ メ の 結 果 は 迅 速 に 公 開 を お 願 い し ま す 。                               

以上です。 

724E1 

○防潮堤の審査について（P.34）  原電は当初、地盤が液状化しないという判断で防潮堤を設

計していたが、規制庁に指摘を受けて急遽設計を変更し、鉄筋コンクリート防潮壁にするとい

う。このような、言われたからやるという姿勢、また科学的判断の曖昧さが事業者として適切さ

を欠くと考える。  また、この設計により地下水が溜まって設備内に水が流入するなどのリス

クがあり、低レベル放射性廃棄物埋設にも影響するであろう。○基準地震動の審査について

（P.10）  塩ノ平断層は東日本大震災により新たに誘発された活断層と推定されるが、今後も

このような断層が出現しないとは限らない。直下型地震の被害は甚大である。特に配管のひび割

れや接続部の破断などのリスクがある。塩ノ平断層が F1 断層と連動するとして、基準地震動を

見直したというが、それでも 1009 ガルとしたことは、柏崎刈羽原発の事故が想定外の加速度で

あったことを考えると、過小評価ではないか。○電源ケーブルについて（P.99）  一般的に電

気ケーブルの寿命は 30 年と言われていて、40 年超では経年劣化による損傷のおそれがある。難

燃ケーブルに取り替える必要があるが、原電は半分以上のケーブルを、防火シートで巻くことで

対策するという。シートで覆うことで保守点検が難しくなり、加熱による損傷、信号の切断が考

えられ、大変危険である。○老朽原発であることについて  40 年を迎える原発であり、中性

子線による圧力容器の劣化が心配される。脆化チェックの試験片は半分にして使うと言っていた

が、そもそも 40 年を超えて運転する予定ではなかったことを表している。○被災原発である  

東日本大震災時、2日前にたまたま防潮堤を嵩上げしたことにより、かろうじて津波は免れたが、

全電源喪失、ポンプの水没により復旧するまで 3 日半かかった。首都圏および東日本が現在ある

ことは奇跡的なことである。この間のベント弁操作を 170 回手動で行ったということであり、圧

力容器や配管系にダメージが残っているであろう。  また、メルトダウンまで 70 センチであ

ったというが、水位計の読み取りを間違えていてさらに 5 センチ低くなっていたことを考える

と、ますます原電に原発を操作する能力はないと考えざるを得ない。○立地について  東海村

には再生処理工場があり、危険な高レベル放射性廃液も貯蔵されている。ひとたび事故が起きれ

ば制御不能である。  また、30 キロ圏内に 100 万に近い人口を擁している。重大事故が起き

れば、取り返しがつかない結果を招くであろう。○避難計画について  アメリカでは、実効性

のある避難計画が策定されない限り、原発の建設は許可されないという。避難計画は自治体に丸

投げされているが、30 キロ圏内 100 万人の避難など実行不可能である。避難計画を審査から除

外していること自体に、瑕疵があると思わざるを得ない。○経済性について  原電に原発を稼

動させるための資金はなく、東電と東北電が支援することをもって、規制委は「借入金による見

込みがある」としたが、実際は銀行も債務保証による融資を断ったのでその前提は崩れている。

原電は事業者としての経理的基礎は持っていないというべきだ。1700 億円という対策工事費は

原電のこれまでの年ごとの利益に比べ巨額であり、到底 20 年の間に返済できる見込みはない。  

また、東電は事故の賠償責任も果たせず、ほぼ国有化されることで税金を使って経営している。

このような企業が支援することは倫理的にも正しいとはいえず、国の経済にも打撃である。 
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724E2 

１．事業者の経理的基礎がないことが問題です。所有する 4つの原発がすべて動いておらず、東

電、関電などの「電気料金」でかろうじて破綻を免れている日本原電は 1740 億円もの安全対策

費を銀行から借りることができません。、この時点で「経理的基礎はない」とみるべきです。２．

ケーブルの防火対策（審査書案 98 ページ）全長約 1400 キロメートルのケーブルのうち「難燃ケ

ーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが４０％、「防火シートを巻く」が約

14%という内訳になっています。防火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも対策

しないケーブルが４５％以上となり大きなリスクがあります。３．ブローアウトパネルの不具合

は先送り？（審査書案 402 ページ）ブローアウトパネルの規制要求としては、「開放した場合は、

速やかに閉止できること」とされていますが、実験結果はこれが満たされないことを示してしま

いました。放射性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクがあります。４．要支援者は見捨て

るのですか？避難計画はパブコメの対象外ですが、そもそも、ＩＡＥＡの言う「5 層の防護」の

一つである原子力防災について、審査をせずに、原発の再稼働を容認することは無責任です。 

724E3 

東海第二原発の再稼働に反対する立場がら意見の送付。F1 事故は現在も継続中であるし、そも

そも事故の検証が行われていない。なせ、事故は起きたのか。津波の前に既に全電源が喪失して

いた、とも伝えられている。どうすれば放射性物質の拡散は抑えられるのか、デブリの状態も不

明のまま、誰も責任を取らないまま、別の原発の話になるのはおかしい。消費者に「科学的見解」

を求めるのであれば、規制庁自身が、F1 事故をきちんと科学的に証明しなければならない。そ

うでなければ真剣に原発に向き合っている姿勢とは言えない。一日も早い、F1 事故の終息を。

被爆者の救済や環境への影響なども納得できる話あっての東海第二原発。規制委員会の皆さんに

は原発ありき、でない姿勢を希望する。 

724E4 

私は冷却問題は最も重要と考えており、原子力にとってプラントシステムの一層の単純化は重要

であるので、その観点から貴職の「審査書案」を審査して見た。 下記はそれである。 総括す

ると、「想定が甘い」審査書案である。だいたい、既設装置に新たに装置を付加することは、故

障発生を増大させる要因を増やすことであり、認めるべきでない。規制というよりも「再稼働の

ための指導」となっている点は、残念ながら国民に対する裏切りであり「社会性のない規制委員

会」との批評は免れない。 「住民から信頼される原子力規制委員会」を期待する立場からこの

「審査書案」を見ると、「津波ガイド」など「・・・ガイド」と貴職が称しているものが、原子

力プラントシステムをより複雑化させる基本的欠陥を有しているものと考える。 さらに、この

ところ日本列島各地で頻繁に発生しているスーパー台風様被害と言っても良い山側からの大洪

水被害対策が抜けている。記１. SA 用海水ピットは、フジツボが付いて使い物にならなくなる

から、資金の無駄使いになる様な指導をすべきで無い。またフジツボ対策は、自然破壊になる故、

実施するべきでない。原子力プラントシステムの単純化を指導すべきである。２. 取水口の「カ

ーテンフロート」と「貯留堰」は原子炉の冷却効果の遅延を招くから、設置を指導すべきで無い。

新たに装置を付加することは、故障発生を増大させる要因を増やすことであり、認めるべきでな

い。原子力プラントシステムの単純化を指導すべきである。３. 放水路に新たに設ける「放水路

ゲート」は、止めるべきだ。開かなくなった時には、炉心の熱を海に捨てる事が出来なくなり大

変なことになる。炉心メルトダウンだ。 新たに装置を付加することは、故障発生を増大させる

要因を増やすことであり、認めるべきでない。原子力プラントシステムの単純化を指導すべきで

ある。４. 取水口上部の「鋼製防護壁」（長さ 80m・高さ 17m・厚さ:下 6m 上 2m 相当）は、「将棋

の駒」同様である。倒れた時には、取水口を塞ぐことになる。炉心メルトダウンである。また、

鉛直の衝撃荷重で取水口の破壊だって実際にはあり得る事を想定すべきである。原発施設の検討

では数値計算だけで許すべきでない。取水口の付近に新たに装置を付加することは、故障発生を

増大させる要因を増やすことであり、認めるべきでない。原子力プラントシステムの単純化を指

導すべきである。５. 漂流物想定にも関わるが、山側からの大洪水対策が抜け落ちている。山側

からの大洪水により防潮壁の高さ分 17m に原子炉建屋は水没するであろうし、山側に配置され

た非常用電源車、非常用給水車も押し流されて漂流物と化すであろう。防潮壁の排水の想定不足

である。従って、日本列島での気象状況の最新の変化に対応した想定である山側からの大洪水対

策の審査（想定）が抜けている。６. 取水口の「カーテンフロート」と「貯留堰」は、原子炉冷

却水の基本的脈動を発生させる要因になり原子炉の出力制御の不安定性を招くから安全上よろ

しくない。以上。 
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724E5 

難燃性ケーブルについて（ｐ、99） 新規制基準においては、火災防止のために、安全系につい

ては非難燃性ケーブルに取り換えることが原則要求されています。東海第二原発では取り換えが

不可能な安全系ケーブルが存在します。原電は防火シートで巻くことで対応するとしました。規

制委員はそれを基準に適合すると認めましたが、はたして安全と言えるでしょうか？火災の際、

防火シート内のケーブルの加熱によりケーブルの機能が損なわれることはないでしょうか？ま

もなく 40 年という古い原発です。さらに原発 30 キロ圏内には約 100 万人が暮らしています。住

民の命と暮らしを守るために厳格な審査をお願いします。防火シート対策は不適合と判断するの

が物事の道理です。 

724E6 

地震が発生する度に「異常がありません」と発表しなければならない原発は科学的にも技術的に

も不安です。とりわけ首都圏にある東海第二原発は、もしも事故が起きてしまったら取り返しの

つかない事態になってしまうのは明らかです。絶対に再稼働しないでください。 

724E7 

はじめに１．本審査書の位置付け（意見１）「経理的基礎」をパブコメ対象からはずした「審査

書」は無効「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第四十三条の三の六が

示すように、申請者に「経理的基礎があること」を確認できなければ「許可」をしてはいけない。

「原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号

のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一 発電用

原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。二 その者に発電用原子炉を設置する

ために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。…」 にも拘らず、７月４日の第１８回定

例会議で「議題２ 東京電力ホールディングス株式会社による日本原子力発電株式会社に対する

資金支援について（案）」が議論された。経産省からの回答を得る前に「議題 1 日本原子力発電

株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する意見募

集等について（案）」を確認したことは手順前後でおかしい。 さらに、審査書の１では「（１）

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項の規定により準用する同法第４３条の３の６第１項第

２号の規定（発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）の

うち、技術的能力に係る規定。」とあり、経理的基礎を論じず、かつパブコメ意見対象からはず

すことは許されない。 直ちに、パブコメを中止し、「経理的基礎」についても明確に審査書内

で規制委の見解を明らかにしてから、パブコメを実施するべきだ。（意見２）日本原電に「経理

的基礎」がないことは自明（１）日本原電の経営は破綻している２０１７年３月期は最終損益が

６４億円の赤字に転落し、経営状況が悪化している。おまけに銀行から長期借入もできない。

（２）日本原電は法人としてコンプライアンスが欠如この数か月、事前に何度も連絡したにも拘

らず「とめよう！東海第二原発首都圏連絡会」からの申入れも署名も受けつけなかった。同社に

はコンプライアンスが欠如している。（３）東電からの支援は受けてはいけない 東電福島第一

原発事故責任を負いＡＤＲの仲裁を断る東京電力には国が５１％の出資をしている。イチエフ廃

炉への道もその費用も見えずに税金や託送料金に頼っている東京電力には「経理的基礎」はあり

ません。その東京電力からの支援で日本原電の「経理的基礎」を確認できるはずがありません。

以上 

724E8 

福島原発事故では、避難中に、多くの病院や社会福祉施設の要支援者が犠牲となった。東海第二

原発の場合、5km 圏内に 1500 人の要支援者、10km 圏内に 35 箇所の病院や社会福祉施設があり、

事故の際、避難はせずに、屋内退避させるというが、要支援者の命を守るという本筋が解決した

とは言えない。東海第二原発は今年で運転期限の 40 年をむかえる。住民の絶対の安全が確保で

きないならば、東海第二原発は廃炉にすべきである。 

724E9 

東海第二原発の再稼働に断じて反対します。もしもの場合に、30 キロ圏内に何十万人の住人が

いて、どこへ逃げればいいのか、特に体の不自由な方はどうすればいいのか、まるで決まってお

りません。第一、この原発は、建設後 40 年近く経過しており、本来なら廃炉にするものを無理

に動かしている状態です。世界のエネルギーが、再生可能エネルギーにシフトしている時代に、

一度でも事故が起これば、首都圏で何百万人もの人間に健康被害を及ぼすような原発に、まった

く用はありません。雇用の問題なら、廃炉にするための雇用があり、その後失業した人の雇用を

考えるにあたっても、都心からの距離が近い、等、他の原発より良い状態が揃っております。原

発にしがみついている電力会社側が、心を入れ替えさえすれば、雇用などいくらでもあります。

太陽光も海洋水力も可能な所を、原発にしがみついて、廃炉にしていないだけなんですから。さ

っさと、首都圏の住人に不安を与えるのは、やめてください。 
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724E11 

東海第二原子力発電所の再稼働の前にやるべきこと首都圏に隣接している原子力発電所なので、

万一の場合は確実に首都圏全域に影響が及ぶので、安全対策が万全というのであれば、その旨を

関東一都六県、即ち首都圏全域の全世帯にダイレクトメールでお知らせすべきである。３０Km 圏

内に拘らず影響が及ぶと予想される全ての世帯に事前の同意として明確に各世帯への十分な広

報に基づく理解を経ることこそ、再稼働の大前提である。他の電力会社では既にその実績があ

り、モデルとなる。その例として北海道電力の泊原子力発電所のものを論う次第である。 

724E12 

再稼働に反対です。専門家達は東海第二の原発だけを、見て「安全」「合格」と判断しました。

前田中委員長は、「安全とは言っていない。」と、意味不明な発言を、残していきました。専門家

達は、現場を見ていないのです。だから、専門家の「安全」と、市民の「危険」は、水掛け論で

平行線です。 福島の帰宅困難地域では、諦めた住民が自宅を、解体しています。この瓦礫は危

険な放射性物質、核のゴミとして地中に埋められています。東海第二は再稼働したら、必ず過酷

事故に会います。95 万人の住民の避難も不可能ですが、周辺の建物全てが、核のゴミになりま

す。県庁も日立の工場も、何処にうめますか？ 燃えるケーブルを取り換えることもできない

で、事故は隠ぺいしてきたから「大丈夫」といっても、嘘を嘘でカバーし続けるだけです。 福

島も現場を見ないで、建設したと思います。あんな軟弱で地下水が、流れている場所に作ったの

か、普通の人達には理解できません。汚染水でてんてこ舞いです。海を汚染しています。これも

専門家は、「海で薄まる」などと、平気でいいます。原発は電気を作るよりも、核のゴミを永久

に作り続けます。そして人間は、ずっと核のゴミを埋め続けるのです。 寝たきり老人の延命と、

似ています。広島に原発が落とされても、降伏しなかった日本。長崎に落とされて、やっと降伏。

福島の世界一の事故でも、諦めない。でも、東海第二で事故が起きてから、脱原発しようとして

も、市も町も核のゴミです。原発が壊れたら、廃炉は不可能です。 どうぞ現場を見てください。 

724E13 

「P1 はじめに」について  福島第一原発事故の原因究明も解決も全くできていない現状にお

いて、 同じ沸騰水型軽水炉である東海第二原発の再稼働は、事故の教訓が 生かされずリスク

が大き過ぎる。 ましてエリアには 5000 万人の膨大な人口を擁している。 後述の地震・火山・

廃棄物等の問題を論じる以前に、そもそもの 前提が間違っている。 

724E14 

251 頁 溶融炉心・コンクリート相互作用について 255 頁に・・Cs-137 は、原子炉格納容器から

漏洩し、原子炉建屋を経由して環境に放出されるものとする。・・とある。さらに・・Cs-137 除

去効果については、原子炉格納容器スプレイ及びサプレッション・プールのスクラビング等によ

る効果を考慮する。・・とある。・・・溶融燃料に対応する措置であるので、Csー137 以外の核種

についても検討が必要である。その中で「希ガス」Xe-133 および Kr-85 については、除去でき

ないので、全量が環境に放出される。 法令で定める放射性同位元素の濃度限度 （Xe-133 で 2

×10－2Bq/ｃｍ3又 Kr-85 で 1×10－1Bq/cm3） を超えることが予想される。さらにこのことに

より、一般公衆が被ばくすることも予想される。避難が必要となることも想定される。このこと

が評価検討されていないのは、不備があり、承認できるものではない。 

724E15 

９９ページから１００ページに掛けて。貴委員会は新規制基準に於いて、難燃性ケーブルを基準

に於いてるにも関らず、この審査では非難燃ケーブルに防火シートを巻くことでそれを認めると

している。2016 年 10 月、埼玉県座間市で起きた地下ケーブル火災は埋設後３５年しか経ってい

ない。まして 2005 年の事故を受けて毎年点検し、点検後僅か４か月後の出火である。引き換え

が困難であるケーブルの点検が本当に可能であるとは考えられない。その上トレーごと包めば空

気の遮断になり、内側からの発火火災を防げるとも言っているが、トレー内の空気量も発火延焼

に必要分くらいは有るのではないか？防火シートは有事の時、発火ポイントの発見を妨げない

か？消火活動の妨げにはならないのか？多くの疑問を残すものであり、認可すべきではないと考

える。 

725E1 

原発から 30 キロ圏に 96 万人が住んでいるこの原発を動かさないでください。また地震がきて、

津波がきたらと考えるだけで怖いです。私たちの未来を壊さないでください。老朽原発を動かす

のではなく、世界で革命が起きている自然エネルギーを動かしてください。もう原発に未来はあ

りません。 

725E2 
周辺自治体の同意も得られず、首都圏に近いことから事故時には取り返しのつかないことになる

ことが容易に予想される。設置変更許可は断固認められない。 
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725E3 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案

に対する科学的・技術的意見の募集についてそもそもの前提として、筆者は日本国内全ての原発

の再稼動に関して反対の立場をとっている。したがって、今回、技術的な問題を形式的にクリア

したとしても、運転再稼動することは許されないと考える。また、東海第二原発は首都圏に近く、

ひとたびシビアアクシデントに見舞われたときの 1 千万人近い人々の避難移動(それも地震など

で道路事情が悪いときの)について今回のパブコメは制限子しているのも不満である。しかし、

それらの点を除いて、純粋に技術的な点に限定しても、絶対に老朽原発東海第二は運転してはな

らないと考える。原子力規制委員会は、日本原電に対して、債務保証の枠組みとして、だれが融

資保証を行うのか、その意思はどうかについて、書面で示すことを要求した。この件で債務保証

を求められた東電は了承するかの「ような(法的拘束力は無い)」書面を示したが、そもそも福島

第一原発事故で莫大な被害を出し、公的資金をつぎ込まれている東電に日本原電の債務保証をす

る資格はない。審査書案 p.98 のケーブルの防火対策についてであるが、全長約 1,400km のケー

ブルすべてを難燃に改装していないものを許可することは出来ない。審査書案 p.241 などにあ

る水蒸気爆発の危険性についてであるが、東海第二原発の格納容器は MARKII 型であり、炉心溶

融があれば炉心下の水と高温の炉心溶融物が触れて必ず水蒸気爆発を起こす。「水蒸気爆発が起

こる可能性は極めて低い」としている審査書案は科学の名に値しない。審査書案 p.402 にある

ブローアウトパネルは建屋内の圧力が高くなったときその圧力を逃がすことで大爆発を防ぐも

のである。開放したらただちに閉鎖してそれ以上の漏出を防がなければならない。ところが実験

してみたら閉まりきらなかったというではないか。そもそもそのような危険物を含んだ空気をそ

のまま外部に放出しなくてはならない仕組みも問題だが、それすらまともに働かないのでは日本

原電およびその下請けで施工した各社の技術力を信用できない。審査書案 p.33 にある防潮堤で

あるが、2011 年 3 月 11 日の大震災では東海第二発電所は防潮堤のケーブルピットから海水が浸

入して危機一髪の事態になっていたと聴く。それを踏まえて、日本原電は絶対の安全性を持つ防

潮堤を完成させようとしたと考えられる。しかし、液状化対策として防潮堤の通る位置を変更し

て低レベル放射性廃棄物埋設事業所を避けた位置に通した。これにより津波時に低レベル廃棄物

が流出する危険性を増した。また液状化対策として杭を深くまで降ろした(これ自体は安全側へ

の変更だが)、これは地震後に地下水の流量等が変化すると、福島第一原発の現状のように地下

水で施設が冠水し、いくらポンプアップしても汚染水が溢れるという事態もありうると考える。

以上、東海第二は技術的に見てとても運転延長できるものではないと結論付ける。 

725E4 
福島原発事故は終わっていません。原因も確認されていません。その状況で、同型炉で老朽炉の

東海第二原発を動かすことに反対します。 

725E5 

１００ページ以下で、本来は難燃ケーブルであるべきものが、既存の非難燃ケーブルに防火シー

トを巻くことで、原子力規制委員会は承認しているが、異論があります。取替できない既存のケ

ーブルは４０年近く経過しており、ケーブルの耐用年の目安の２０年から３０年を経過していま

す。このケーブルをそのまま使用することは安全上問題があります。またケーブルが燃焼した場

合、難燃ケーブルに取り換えた場合は、ケーブル自体が難燃のため他のケーブルへの延焼が抑制

されますが、難燃シートを巻いても、非難燃ケーブルでは他のケーブルへの延焼が起こりえま

す。非難燃ケーブルを防火シートで覆うことで、難燃ケーブルに変えたと同等の効果が１００％

得られる保証はありません。実験などでそのような効果が万一あるとしても、緊急時には想定し

えない事も発生することを考えると、防火シートをすることで難燃ケーブルと同等の効果がある

と認めるべきではないと考えます。原則に従った判断をして下さい。それが原子力規制委員会の

本来の仕事ではありませんか。 

725E6 

１８７ページ 設計基準事故（LOCA を除く）とありますが、どういう事でしょうか？想定外が

考えられるが無視をするという事でしょうか？１８７ページから１９３ページ新たに格納容器

圧力逃し弁設置される。私達との約束 5 重の壁で守られた安全は反故なのでしょうか？ウエッ

トベントは原子炉建屋からパイプで引き出された先にあります。その間の脆弱性は明らかに見え

ます。漏洩の有用な対策が求められます。 

725E7 

東海第二原子力発電所の再稼働に反対する理由は、以下のとおりである。第一に、老朽原発であ

り、事故の起きる危険性が高いことである。第二に、事故の資金で運営できる状況にないことで

ある。第三に、東海第二は、３０キロ圏内に９６万人が住むところにある。事故が起きれば、東

京もやられ、日本は壊滅する。第四に、資金援助をする東京電力自体、損害賠償や除染、廃炉に

巨額の支出を続けており、他社を支援する体力がないことである。 
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725E9 

廃止措置中の飛来物の考え方について 6/27 の審査資料（6 条(竜巻)-1-58）に東海発電所廃止措

置に伴い生じ得る飛来物源への対応に対する記載があり，「東海第二発電所に隣接する東海発電

所においては廃止措置関連作業が実施されている。施設の解体作業等に関連してどの様な飛来物

源が生じ得るかを現時点で正確に特定することは困難であるが，以下のとおり東海第二発電所へ

影響を及ぼすことはないと判断している。」「想定される脱落片（飛来物）が設計飛来物による影

響を超えることが確認された場合でも，その様な飛来物源が発生しないよう工法を工夫するなど

によって対応する」と述べている。この記載内容は全く技術的な議論をしていないため，技術的

な根拠を示すこと。「特定することが困難であるにもかかわらず，影響を及ぼさない」としたこ

との技術的な根拠を示すこと。また，廃炉作業は広範囲，長期にわたり継続されるものであり，

今までの実績もない。また，東海発電所は東海第二発電所に近接していることを踏まえて，技術

的な根拠を示すこと。 

725E10 

審査書案 p240 水深 1 メートルの水張りしたペデスタル部に原子炉圧力容器から溶融燃料が流出

した場合はたして約 2500℃の溶融燃料が速やかに冷却されるのか疑問である。むしろ、溶融燃

料と水の接触によって水蒸気爆発を起こす可能性の方が高いのではないかと危惧する。審査書案

では、「実験的研究と分析から発生確率は極めて低いと判断されている」としたうえで、「申請者

が水蒸気爆発の発生可能性は極めて低いとしていることは妥当」と判断しているが、しかし実機

の条件を網羅した実験は行われておらず「極めて低い」は憶測の域を脱しないものである。 

725E11 

審査書案 P34「鉄筋コンクリート防潮壁」で閉じ込められた地下水が地表近くまで上昇し、建屋

内に流出するリスクが高まる。福島第一原発事故では、これが大量の汚染水発生の原因となっ

た。集中豪雨の際、敷地内が水浸しになる懼れもある。このような、場所に原子力発電所を立地

すべきではない。また、低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策はまだ明らかではない。放

射性物質が海洋に流される危険性も非常に高い。 

725E12 

6/27 の資料の竜巻の記載において，「下降流の竜巻通過時は，竜巻通過前に積もった雪の大部分

は竜巻の風により吹き飛ばされ，雪による荷重は十分小さく設計竜巻荷重に包絡される。」との

記載があるが，定量的な評価した根拠を示すこと。竜巻で雪が吹き飛ばされるとあるが，雪の堆

積はさまざまであり，凍結して構造物に付着していることも多い。考慮している積雪量は 30cm

との記載があるが，雪の堆積状態（凍結していたり，根雪になっている場合も考慮）を踏まえて，

竜巻で吹き飛ぶということを技術的に示すこと。雪の大部分が吹き飛ぶことを定量的に示すこ

と。雪の荷重が堆積した状態で竜巻の風を受けた場合の評価と比較して，影響が小さいことを技

術的に示すこと。 

725E13 

6/27 の審査資料（6 条(竜巻)-1-添付 9-別紙 1）において，フェンスや樹木に対する竜巻の影響

を記載しており，「竜巻の風荷重により樹木が損壊を受けた後では，竜巻が既に通り過ぎている

ためと考えられ，樹木が折損もしくは引き抜かれた後，さらに竜巻により巻き上げられ，飛来物

となることは考えにくい。」との記載があるが，この技術的な根拠を示すこと。樹木やフェンス

が飛来物とならない理由として，一部が埋設されたような構造物を対象としているが，定量的な

評価を行い，樹木やフェンスだけでなく，飛来物となりえるものの考え方を示すこと。 

725E14 

6/27 の審査資料（6 条(竜巻)-1-77）に外部電源喪失時の竜巻の影響の記載があり，「竜巻は長

期間停滞することなく数秒～10 数秒のオーダーで通過するため，この程度であれば排気ガス温

度の急激な上昇はなく非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

運転に支障をきたすことはない。」との記載があるが，竜巻が「長期間停滞することなく数秒～

10 数秒のオーダーで通過する」ということの技術的根拠に示すこと。「竜巻通過時に排気ガス温

度の急激な上昇はない」としているが，竜巻の影響はディーゼル発電機の吸気にも影響すると考

えられ，砂塵の巻き込みによる機関内への異物の影響や吸気の減少もあると思われるが，これら

の影響について，技術的に示すこと。 
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725E15 

日本原電の経理的基盤は審査対象外ですが、対象にすべきであると要求します。 原子炉設置変

更許可の審査には「経理的基礎」が含まれます。原電は、保有する４つの原発が動いておらず、

東電、関電などからの「電気料金の基本料金（電力量ゼロの場合の料金）」でかろうじて破綻を

の免れています。多額の借金を負っている原電は、東海第二原発を再稼動させるための１，７４

０億円（これでは済まないかもしれません）の安全対策費を銀行から借りることができませんで

した。銀行の代わりに東電と東北電が経済的支援の「意向」を表明する文書を提出しました。 そ

れも、当初は債務保証でしたが、後に電気料金の前払いが加わりました。銀行が債務保証付きで

も全額の融資はできないと断わったので、東電が銀行の代わりに資金を差し出すということで

す。 規制委は、「借入金による調達の見込みがあることを確認した」（申請書の基準への適合に

ついて（案））としています。しかしこの支援には、この原発で利益を上げるなどの前提条件が

ついています。また、巨額の公的資金が注入されている東電が他社の原発を支援することは許さ

れません。被害者への賠償にまわすべきです。 

725E16 

○34 ページ：北側防潮堤のルートを変更した根拠が明確でない。「杭の支持形式の変更及び防潮

堤近傍の表層地盤の地盤改良等による地下水の流況に及ぼす影響を考慮して低レベル放射性廃

棄物埋設事業所周辺を避ける」となっているが、埋設事業所の津波に対する安全性も考慮して防

波堤のルートを決めるべきである。この変更により、低レベル放射性廃棄物埋設事業所を堤外と

しているが、同事業所の津波に対する安全性は確保されているのか。埋設事業所の審査である最

新の核燃料施設等の新規制基準適合性にかかわる審査会合の資料によれば、事業所の設計津波の

水位が T.P.+3.8m であるのに対し、事業所敷地高さが T.P.約+8.0m であるため津波の影響を設

計上考慮しないとなっているが、事業所に隣接する北側防波堤の入力津波高さは、T.P.+15.4m で

ある。考慮している津波の高さに 10m 以上の相違がある。埋設事業所の津波に対する安全性を再

考する、あるいは、事業所を堤内とすべきである。○65 ページ：鉄筋コンクリート防潮壁の設計

に漂流物荷重として総トン数 5 トンの漁船を考慮しているが、緊急離岸がうまくいかなかった

場合、あるいは近隣の港湾からの漂着物に備え大型船舶の荷重を考慮すべきである。また、漂流

物の重量だけでなく衝突による衝撃荷重も考慮して設計すべきである。荷重の載荷位置も防潮壁

ブロックの端部とするなど、安全側に設計する必要がある。○91～92 ページ：その他の自然現

象について、降水量や積雪量、気温など、過去の近隣の観測結果や現在の基準書などをもとに設

定して設計しているということだが、近年の異常気象では、過去の観測データの最大最小値を塗

り替える記録がいくらでも観測されている。安全を考慮して各事象について、過去の観測データ

を上回る設定を行うべきである。たとえば、洪水を考慮していないということだが、線状降水帯

などによる集中豪雨によって引き起こされる内水氾濫（溢水）に対応できるのか。津波を避ける

ため高台に配置した電源車やポンプ車は異常な積雪や凍結時に原子炉建屋などに安全に近づく

ことができるのか。○261～269 ページ：使用済み燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策として、

2 つの想定事故に対する対策が検討されているが、どちらも使用済み燃料プールが単独で異常な

事態になった場合の対策である。福島第一原発の事故にも見られるように全電源喪失など、使用

済み燃料プールだけでなく原発本体と共に異常な事態に陥ることとが考えられるため、複合的な

災害について対応を検討しておくことが必要である。 

725E18 

審査項目に技術者の確保という項目があります。内容は運転及び保守の教育及び訓練とありま

す。これは、会社の安全管理、危機意識管理と密接な関連があると考えます。 さて、原電は２

０１８年２月から３月にかけて３０キロ圏内市町村で説明会を開きました。その中で、取締役が

安全審査に合格すれば規制委員会が安全を保障してくれるから心配ないとの発言をしたり、近年

赴任してきた社員が、３．１１当時タービンに損傷があったことを知らなかったりと、本当に保

守に関する教育がなされているのか疑問ですし、安全は自分たちが守るのだという気概が感じら

れません。 事故があった時の様子をつぶさに運転員に知らせておくことが大切ではないでしょ

うか。原電は危機管理意識が希薄すぎると言わざるを得ません。原電が原発を運転することを信

頼することはできません。地域住民の信頼なくして原発の稼働などありえません。 

726E1 

東海第二原発の立地地区は福島第一原発と違って人口も多いし首都圏もすぐそばです。事故があ

ったら大変なことになると思います。この国は機能しなくなるんじゃないでしょうか?まぁ、も

しも事故があったらの話ですが。誰も責任を取らない and 取れない原発は動かすべきじゃあ

りません。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E30 - 
 

整理番号 意見全文 

726E2 

再稼働を許可するものが防災、避難計画の責任を追わないという法体系からしてありえない。も

ともと無理だと安心を装い、結局、結論ありきで 40 年老朽原発を再稼働させる方向に指導して

いる寄生組織の姿勢が許せない。あげくは、国民の血税で存続している東電がその安全対策に費

用を出すということで再稼働を許可する元経産省の推進組織が名前を変えただけの寄生組織に

激しい憤りを覚える。自分たちは当時の科学的知見に基づいて判断するだけ、と事故を起こす前

から責任は自分たちにない姿勢を事あるごとに主張する姿勢が許せない。人として絶対に許せな

い！再稼働を急がせるあまりに電力側の審査に携わる自殺者がでても知らないふりをできる人

の命をなんとも思わない規制委員会の態度が許せない！ 長期休暇の前や、国民的イベントに合

わせて何かを決める姿勢が許せない。 

726E3 

東海第２発電所（以下、Ｔ２と記す）の近傍３Km 未満の距離に東海再処理施設が存在する。今は

７０年をかけて廃止処置がきまっている。しかし、いまだに高レベル廃液が約３００m3 貯蔵さ

れている。廃液は剪断した使用済み燃料を強酸性の硝酸に溶解したものである。硝酸はダイナマ

イトや爆薬の主原料となる爆発性の高い超危険物質。廃液は常に崩壊熱を発しているので絶えず

攪拌・冷却を続けなければならない。１９７０年代にドイツでも再処理工場の建造が計画されて

いた。この施設の過酷事故を起こした場合のシュミレーションが自然保護市民連盟に渡り、世間

に暴露された。それによると、事故で冷却が完全に停止すると、廃液は爆発し、施設の周囲１０

０Km の範囲で全住民は致死量の１０～１００倍の放射能を浴びて即死。最終的な死亡者の数は

西ドイツ国民の半分に達する可能性がある。という恐るべきもの。当時の西ドイツで反原発の機

運が盛り上がるきっかけになった事件である。むろん高濃度に汚染された広大な国土は半永久的

に人は住めなくなる。東海の施設と規模の違いは明らかではないが、国家崩壊の規模の災害にさ

えなる可能性があるのではないだろうか。日本では再処理の技術がいまだに確立していない。最

近になってまた再処理の作業が再開されたと思ったら、相変わらずのトラブル続きで滞っている

のが実状だ。Ｔ２と再処理施設は近接し過ぎている。どちらかが過酷な状況になれば、もう一方

は健全であっても職員は運転管理を放棄して退避するほかなくなる。頑張っても強烈な放射線で

倒れてしまう。危険な施設を近接して建造してしまう。我が国の原子力行政の安全無視を象徴し

ている。こんな悪魔の液体をかかえた施設が近傍にあるＴ２は絶対に再稼働してはならない。 

726E5 

東海第二原発の安全審査事項に当初、航空機による衝突が記されていたはずです。軽飛行機はよ

しとして、隣国による戦闘機・ミサイル弾道による直撃を受けた場合を想定してください。炉心

は元より格納容器も破損して一気に放射性物質が首都圏にまで及びます。日本政府の機能不全を

狙うなら、核弾頭より有効・安易です。この対応をどう審査したのでしょうか。原発から５ｋｍ

圏の日立南部市民は、避難命令後の北方脱出に１５時間というシミュレーションが出されていま

す。徒歩で避難する方が早い時間です。解消には高速道を幾本も新設しなければ解消しません。

３０ｋｍ人口９６万人という人口密集地のためです。このままでは見殺しです。原子炉の安全に

福島事故以来、避難計画は必須です。周辺住民の安全を審査する立場で、避難が終了するまでの

放射性物質飛散をどう閉じ込めて置くか再検討ください。 以上 

726E6 

非難燃性ケーブルの使用について、火災防護基準で「難燃ケーブル」への置き換えを求められて

いるところ、本件については非難燃ケーブルに防火シートを巻くという対応でよいとしていま

す。仮にケーブル火災が起こった場合、防火シート内・防火シートを巻くことができず非難燃ケ

ーブルのまま置かれる場所への延焼の危険性は容易に推測され、通常の消火活動も困難であるこ

とは明らかです。原発の遠隔制御のために必要なケーブル対策があまりにも脆弱過ぎます。すべ

てのケーブルの交換に対応できないからと、事業者のいいなりのままに規制委員会が自ら基準を

緩和する、規制の意味が全くありません。本来であれば、一般の建造物より、何倍も・何重にも

安全対策をすべきものです。火災が起こっても消火活動もできない、プラントの状況も把握でき

ずに原子炉が暴走してしまう、最悪の事故の発生です。火災防護基準には厳格に従い、これに応

えることができない原発には合格を認めるべきではありません。周辺人口 100 万人が居住する

東海第二原発です。それに比して、あまりに拙速で杜撰、緩すぎる審査に異議を申し上げます。 
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726E8 

東海第二原発の再稼働及び審査書案は認められません。福島第一原発事故は収束しておらず、検

証も終息の見通しはありません。福島第一原発と同型で老朽炉である東海第二原発を動かすべき

ではありません。多額のお金を無駄に工事につぎ込む前に廃炉を決めるべきです。お金は福島第

一原発事故の賠償にあてて欲しいと思います。液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきでは

ありません。防潮壁が崩れない保証はないのです。東海第二原発は、40 年の寿命を迎えるため、

運転期間延長認可とその前提条件となる工事計画認可を取得しなければなりません。その認可も

下りていない中で再稼働を認めるわけにはいきません。また、重大事故を想定した避難計画を含

む原子力防災計画が適切で実効性のあるものかどうかを確認する法的な手続きがなく、審査でも

検討の対象となっていないのは重大な欠陥です。要援護者の避難、安定ヨウ素剤の配布、スクリ

ーニング場所の確保、避難経路の特定など、実効性ある避難計画は立てられていません。96 万

人を避難させる計画など実行性のない実現不可能なプランを立てられる可能性はありません。経

済的にもその費用対効果はあり得ません。以上のことを考えてみても、東海第二原発の再稼働及

び審査書案は認められません。 

726E9 

原子力規制委員会審査書案の中で、東海第二原発で使用されているケーブルが、今の国際基準に

批准していないのは、非常に不安である。対策についても何百キロの長さのケーブル補強策につ

いて壁の内側などのケーブル補強は無理と考える。 

726E10 

99～100 ページ ケーブルについて  新規制基準では燃えるケーブルは、使用できない。とこ

ろが、東海第二原発は、燃えるケーブルのまま、シートでカバーすることで、20 年の延長を認め

る。 「世界一厳しい基準」と、安倍総理が大きな声で発表した。それを自ら引き下げてしまっ

た。新基準違反である。審査の基本がない。自らルール違反をしている。 新しい部品に取り換

えられる所だけ取り換えて、取り換えられない所は、カバーをかけて使用する。それは、取り換

えた方が良いが、出来ないから、仕方ない。と、判断している。出来ないなら廃炉が、新規制基

準による判断となるはずだ。 人間には落ち度がある。100％の安全はない。と、前委員長は言

っていたが、原発だけは 100％でなければ、稼働できない。3.11 までは、日本の原発は大丈夫と、

信じていた。地震が来ても、いつも「異常無し」と発表された。福島第一が爆発した時は、信じ

られなかった。それでも、「日本なら３～４か月で何とかするはずだ。」と、信じていた。７年も

過ぎたのに、汚染水が増えるばかりだ。 世界一厳しい新規制基準通りに、審査し直さないと、

二度目の取り返しがつかない事になる。 

727E1 

6/27 の資料のうち、17.設計基準としての設定値の妥当性について（ 6 条（外事）-添付-17）

において,「事象の進展が緩やかである事象（ 積雪及び火山）については， 運用面での対策に

よって設計基準を超える積雪又は降下火砕物の堆積に対しても安全施設の安全機能が損なわれ

ないよう対処可能である」との記載があるが、積雪や火山の事象の進展が緩やかと判断した理由

を示すこと。昨今の大雪での交通断絶や大規模噴火による障害は広範囲に及ぶものであり、除雪

や火山灰除去には多大な労力と時間が必要となる可能性が高い。また外部からの支援も困難とな

る。このような事象に対して、適切な評価を行い、技術的に評価した結果を示すこと。 
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727E2 

審査案 99～100 ページで、申請者は、「非難燃ケーブルについては、非難燃ケーブル及びケーブ

ルトレイを不燃材の防火シートで覆い、結束ベルト及びシート押さえ器具により固定することに

より複合体を形成する方針を示した。この複合体が、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の

難燃性能を有することについて、外部の火 100 炎に加え、複合体内部からの発火の想定も考慮

して、以下のとおり、複合体に対する設計目標を定めて、その成立性を実証試験により確認する

としている。」とし、規制委員会は、「申請者によるこれらの設計方針が、火災防護基準に規定し

ている事項と同一ではないものの、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能を確保す

る設計目標（保安水準）を定めるとしており、その設計目標には、外部の火炎及び複合体内部か

らの発火を想定し、外部からの熱（火炎）及び燃焼に必要な酸素量を抑制する観点が含まれてい

ること、この設計目標の成立性を確認する実証試験には、難燃性能の確認はもとより、非難燃ケ

ーブルの 通電性及び絶縁性並びにケーブルトレイの耐震性の確認が含まれ、さらに施工後の傷

等も想定していることから、十分な保安水準が確保されることを確認した。」としている。しか

しながら、ここには大きな問題が２つある。ひとつは、なぜ規制委員会は、福島原発事故を受け

て改定された火災防護基準に規定している事項に反しているやり方を認めるのか。基準に反して

いることを認めていたら、審査の正当性が成り立たない。正当でない審査を経て再稼働を認める

ことは、我々国民として到底納得できない。２つ目は、なぜそのやり方がまだ実証実験でまだ確

認されてもいないにもかかわらず、十分な保安基準が確保されることを確認したと判断するの

か。仮にも規定に反する代替え策を認めるならば、その策が十分に基準を満たすことを確認した

後にするべきである。そこで、まず、基準に反する代替え策をなぜ受け入れるのか、論理的な説

明を規制委員会に求める。次に、仮に納得できる説明があったとして、代替え策の妥当性を専門

家交えて検証した上でその是非を判断することを求める。この２つの要求が満足されない限り、

再稼働は認められないと強く主張する。なお、代替え策検証にあたっては、検証計画の提示及び

検証状況の進捗と結果の公開を求める 

727E3 

審査案 95～96 ページで、申請者は、「発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要

な設備又は装置の操作に係る情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバ

ーテロを含む。）を受けることがないように、当該情報システムに対する外部からのアクセスを

遮断する設計とする。」 とし、規制委員会は、それを設置許可基準規則に適合するものと判断し

た」とある。しかしながら、これだけで昨今の高度化するサイバーテロ対策が十分行われている

と判断するのはまったく不適切である。本来、十分なサイバーテロ対策がとられているかについ

ては、プロのセキュリティ専門家（集団）に確認して貰う必要があるが、最低でも申請者が情報

セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格である、ISO/IEC 27001 の認証を受

けることを適合条件にすべきであると考える。 

727E4 

審査案 118 ページで、申請者は、自然現象である地下水の流入による溢水も想定しているとある

が、具体的な想定（どの方向からどの程度の量が流入するか）と対策が示されていない。福島原

発事故では多量の地下水流入が放射能汚染の拡大を招く大きな要因となっていたため、地下水対

策は非常に重要である。福島原発事故の知見を基に、屋外タンクや降水とは比べ物にならない多

量の地下水流入量を想定し、それに溢水経路にある壁、扉、堰等がどう耐えるかが定量的に確認

されない限り、溢水に対して溢水防護区画内への浸水を防ぐ安全機能が機能していると判断する

ことは不適切であると考える。 

727E5 

審査案 111～113 ページで、溢水源及び溢水量を設定するための方針が議論されているが、その

中で肝心の溢水量の定量値がどこにも出てこない。地震や津波の項ではそれぞれ定量値が示され

それを基に議論されていたため、ここで定量値が示されないのは片手落ちである。その後の溢水

に関する議論（～120 ページ）も定量値を基になされなければ実現性がなく、溢水に関して適切

な対策が施されているかを規制委員会が判断するのは不可能なはずである。肝心の情報が提供さ

れない状況で、我々国民が審議案の是非についてコメントすることは不可能である。溢水量の定

量値とその根拠を明示した上で対策を盛り込んだ審議案を作成し、パブリックコメントを再度求

めることを強く希望する。 

727E6 

審査案 119～120 ページで、放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための

設計方針が議論されているが、管理区域外への漏えい要因として放射性物質に汚染された地下水

が考慮されていない。１４項と同じ理由で、福島原発事故の教訓を基に漏えい要因に地下水を加

えて、申請者の管理区域外への漏えい対策が適切かを改めて確認してほしい。 
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727E7 

審査案 121～124 ページで、安全施設について、「重要度が特に高い安全機能を有する系統に対し

て、原則として多重性又は多様性及び独立性の確保を要求している。」としているが、そこで対

象とされているのはハードウェア（機器）のみであり、それら全体をシステムとして管理並びに

制御しているソフトウェア（監視ソフトウェア等）が含まれていない。今や原子力プラントのよ

うな大規模システムにソフトウェアはなくてはならない存在である。従って、ソフトウェアの多

重化は当たり前であり、何らかの不具合発生に備えてバックアップからの復旧等も必須となる。

ソフトウェア含めたシステム全体の視点から安全施設要件を満たしているかどうかを確認しな

い限り、設置認可基準規則に適合するとは判断できないと考える。 

727E8 

審査案 120～121 ページで、申請者は、誤操作の防止策として 4 つの方針を挙げている。しかし

ながら、そこにはヒューマンエラーにどう対処するかが書かれていない。原子力プラントのよう

な巨大な制御システムでヒューマンエラー対策を講じるのは常識であり、それがないシステム

が、誤操作防止設置基準に適合しているとは言えない。想定されるヒューマンエラーとそれへの

対策を誤操作の防止策として追加してほしい。 

727E9 

審査案 192 ページで、規制委員会は、格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系の使用時で

も、「周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。」と判断している。

しかしながら、東京電力が柏崎刈羽原子力発電所の安全対策として発行している『原子力発電所

に質問です Vol.３』の 26 ページに、「粒子状放射性物質の 99.9％はフィルターで除去できる

が、希ガスと呼ばれる気体状の放射性物質は放出してしまうためこの設備を使用するようなこと

になった場合は、近隣にお住いの皆様には避難をして頂く必要があります。」とある。どうして

両者に対応の差があるのか。そもそも、「著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない」と

はどういうことなのか。被ばくリスクの議論をする際、その量を「著しい」で片付けることはで

きないはずである。希ガスも含めた定量的な放射線被ばく量が明らかにされていないにもかかわ

らず、「著しいリスクがない」と言い切ることはできないと考える。まず、格納容器圧力逃がし

装置又は耐圧強化ベント系の使用時、東海第二原発で避難が必要かどうかの判断とその定量的根

拠の説明を求める。更に、避難の必要がある場合（ない場合は考えられない）、どこまでの範囲

をどうやって避難させるかの説明を求める。それらが明確になって確認されない限り、格納容器

圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系の使用は認めるべきではないと考える。 

727E10 

審査案 479～481 ページで、「三 原子炉格納容器の破損の影響を緩和するための対策に関する

こと。」が求められているが、手順書の整備の項において、東海第二独特の危険性に対する考慮

が抜けている。東海第二では下部に水のプールがあるため、福島原発事故のように原子炉格納容

器が溶融し核燃料が格納容器を突き破り下部に流失すると水蒸気爆発の可能性がある。この事態

を想定した重大事故緩和対策がここでは示されるべきである。福島原発事故で現に発生した原子

炉格納容器破損緩和の具体策なくして、設置認可基準規則に適合しているものと判断することは

不適切であると考える。 

727E11 

審査案 135～478 ページで、重大事故等への対処が議論されているが、そこには、機械の誤動作

にどう対応するかという視点が抜けている。人間と同じく機械も故障し、その対処を誤ると大事

故を引き起こす可能性がある。実際、1979 年のスリーマイル島原発事故では、加圧器水位計が

正しい水位を示さなかったため、運転員がそれを信用して冷却水過剰と判断し、非常用炉心冷却

装置を手動で停止するという二重のミスが重なっていた。例えば重要な計器類が異常値を示した

時には、別の手段でその正しさを確認する手段を講じて万全を期す等のコンティンジェンシープ

ランを重大事故への対処策として強く求める。 

727E12 

原発反対です。東海第二発電所再稼働に反対致します。福島の事故がいまだ収束しておらず、い

つ地震や津波が再発してもおかしくない状況です。首都圏に更に近い原発に事故が起こると、そ

の被害は甚大なものになると思われますが、福島の事故を見ていると、事故が起こった場合再稼

働に賛成している方々が、責任をどのように取ってくださるのかかなり疑問です。 

727E13 

非難燃性ケーブルについて新規制基準では難燃性ケーブルが義務付けられたはずですが、非難燃

性ケーブルに防火シートを巻くという方法でも良いとしたのは問題です。防火シートを巻くのは

1400 キロメートルのうち、わずか 15 パーセントという情報もあります。火災などの災害が起き

た場合、大事故になります。このまま非難燃性ケーブルを認めることは、あまりにも無責任だと

思います。 
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生活協同組合パルシステム東京 2018年７月27日原子力規制委員会 委員長更田 豊志 殿「日

本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に

対する科学的・技術的意見の募集」に対する意見書 1/2 理事長  野々山 理恵子 私たちパル

システム東京は、「『食べもの』『地球環境』『人』を大切にした『社会』をつくります」を理念に

掲げ、約 48 万人の組合員を擁する生活協同組合です。2011 年３月 11 日の東日本大震災、東京

電力ホールディングス株式会社（以下、東京電力）福島第一原子力発電所（以下、福島第一原発）

の事故以前から、原子力発電所のもたらす「負の遺産」をこれ以上将来世代に引き継がせないた

めに、組合員とともに脱原発運動と再生可能エネルギーへの転換を進めてきました。７月４日

（水）、原子力規制委員会は、日本原子力発電株式会社（以下、日本原電）の東海第二発電所（以

下、東海第二原発）の 20 年延長及び、発電用原子炉設置変更許可申請の審査書案を事実上承認

し、５日から審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を開始しました。日本原電東海第二原

発は、東京から 110km と首都圏に最も近い原子力発電所で、30km 圏内には 96 万人が住んでいま

す。東海第二原発は、2011 年には津波で被災しています。外部電源を喪失し、非常用電源一台が

ダウンしたため冷温停止に３日半もかかっています。地元の新聞も「あわやの事態だった」と報

じました。茨城県内では 2012 年以降、28 市町村で運転延長または再稼働反対する意見書が可決

されています。３月 29 日日本原電は水戸市など 30km 圏内の５市１村と安全協定を結び、再稼動

にあたって事前了解を得ることが必要になっています。審査書案には以下の点に問題があり、日

本原電には原子力発電所を再稼動する資格はありません。パルシステム東京は、原子力規制委員

会による東海第二原発の審査書案了承と、パブリックコメントの募集に対し、以下に意見しま

す。意見提出箇所：審査書全般１．福島第一原子力発電所の事故収束を優先するべきです。東京

電力福島第一原発事故から７年が過ぎましたが、福島第一原発では、いまだに汚染水の流出や放

射能の放出が続いており、事故収束の見通しも立っていません。福島県では現在も４万人以上の

被災者が避難生活を余儀なくされています。高い空間放射線量、労働者被爆、中間貯蔵施設、帰

還と補償打ち切りなど、山積する問題の中で、悩み苦しんでいます。もう一度過酷事故が起きれ

ば、取り返しのつかない事態を引き起こすことは明白です。原子力規制委員会は原子力発電所の

再稼動を認める前に、福島第一原発の事故原因の調査と事故の収束に最優先で取り組むべきで

す。２．日本原電には原子力発電所を再稼動する経理的な基礎がありません。日本原電の再稼動

の審査にあたっては異例の「経理的基礎での審査」をされました。日本原電は原発しか持たず、

所有する４つの原発のうち２つは廃炉が決まっています。残り二つは東海第２と敦賀第２です

が、敦賀第２は活断層の関係で再稼動は難しいといわれています。現在発電を行っていない日本

原電が破たんを免れているのは、東電、関電などがあわせて年間 1,000 億円の「電気料金」を支

払っているからにすぎません。日本原電は東海第二原発の再稼動に必要な 1,760 億円もの安全

対策費を銀行から借りることができず、株主で電気の販売先でもある東京電力と東北電力に経済

的支援を求めています。  つまり日本原電には原子力発電所を再稼動する経理的な基礎があり

ません。また、経済的支援をするとされている東京電力自身が、福島第一原発事故に対して無限

責任を負っていて、政府が廃炉・賠償費用に公的資金などを注入できる仕組みを作りかろうじて

破たんを免れているのが現状です。しかも原発事故被害者へＡＤＲの和解案を拒否し続けていま

す。東京電力にも日本原電を経済的支援する経理的な基礎がありません。今回の審査書案では対

象外になりましたが、日本原電の経理的基礎についても審査すべきです。（2/2 に続く） 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E35 - 
 

整理番号 意見全文 

727E15 

原子力規制委員会 委員長更田 豊志 殿「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原

子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集」に対する意見書

2/2（1/2 から続く）３．事故時の住民の避難計画を審査対象にすべきです。東海第二原発は東京

から 110km と首都圏に最も近い原子力発電所で、ＰＡＺ（５km 圏内）に約８万人、ＵＰＺ（30km

圏内）に 88 万人、あわせて 96 万人が避難の対象になります。過酷事故の際には首都圏機能を含

め 3500 万人が被災する可能性があります。茨城県内では避難が不可能で、福島県、千葉、埼玉、

栃木、群馬の計 74 市町村に広域避難することになっています。県内のバスだけでは４往復しな

いと避難出来ないため、自家用自動車での避難を主とすることになっています。人数が多く大量

の交通渋滞が発生し、短時間での退避は不可能です。県のシミュレーションでも 30 時間近く必

要とされています。地震・津波などの複合災害時に、橋や高速道路が損壊すればもっと時間がか

かり、避難は実際上不可能に近いと考えられます。また、避難計画の基本は避難の順番が来るま

では「屋内退避」となっています。しかし、熊本地震は「屋内退避」の危険性を示しました。避

難計画についても原子力規制委員会として審査し、避難計画の実効性を担保すべきです。意見提

出箇所：34 ページ１．地盤の液状化の可能性があり、防潮壁の設置には問題があります。津波に

ついては 20m の防潮堤を建設することになっていますが、地盤が悪く液状化の可能性がありま

す。大規模な自然災害に対し、予測や十二分な備えが難しいことは明白です。福島第一原発事故

を経験している現状において、「想定外」という言い訳は到底許容されるものではありません。

日本原電は当初原発敷地内で液状化が発生する可能性はないとしていました。しかし、規制庁か

ら液状化の可能性について指摘を受け、地盤改良を行い、支持杭形式の「鉄筋コンクリート防潮

壁」を設置する方針としました。そもそも液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきではあり

ませんし、防潮壁が崩れない保障はありません。また、地盤改良と防潮壁の設計変更により、敷

地内に地下水が留まり、水位を上昇させてしまいます。集中豪雨の際、敷地内が水浸しになる恐

れもあります。意見提出箇所：99 ページ１．非難燃性ケーブルの使用や防火シートには問題が

あります。東海第二原発は、今年の 11 月で建設から 40 年になる老朽原発です。設計が古く根本

的な改修が難しくなっています。例えば全長 1,400km に及ぶ電気ケーブルのうち難燃性に取り

替えるのは高圧電力ケーブルなど 15％だけです。残りのケーブルは交換せず防火シートを巻く

としています。原子力規制委員会は審査書案で、非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認

めています。これは新規制基準に規定された難燃性ケーブルに取り替える原則から外れていま

す。このような例外措置を認めると、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解

を始め、条件次第では火災がケーブルに伝わって広がり、消火が極めて困難になるといった予測

できない事象が発生する可能性があり、認めるべきではありません。防災防護基準に厳格に従う

べきです。意見提出箇所：416 ページ他１．ブローアウトパネルの機能に問題があります。６月

22 日に実施された、重大事故時に原子炉建屋の圧力を逃がすブローアウトパネル（破裂板式安

全装置）閉止装置の機能確認試験では、ブローアウトパネルが５～８センチ開いたり、開閉操作

用のチェーンが切れたりするトラブルがありました。ブローアウトパネルは、原子炉制御室の作

業員を被ばくから守るために、閉止の必要がある時は容易かつ、確実に閉止操作ができることが

基準規則で要求されています。それにも関わらず、原子力規制委員会は「設計そのものに問題は

なかった」とし、設計変更などの対策は工事計画認可に先送りしたことは大きな問題です。閉止

操作を確認する実験に失敗しているものを認めるべきではありません。以上 

727E16 

老朽化による危険性について東海第二原発は 40 年前の耐震基準で設計された危険な施設です。

2011 年 3 月の大震災での外部電源喪失をはじめ、様々な事故とトラブルが指摘されています。

今後の大災害を防ぐためには、原子炉等規制法の原則を守って廃炉にするべきだと思います。 
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本原発（以下、Ｔ２と記す）は建造年次が古いために電気ケーブルは非難燃性のものが使われて

いる。このたびの運転期間延長工事でその一部は難燃ケーブルに交換される。しかしそれ以外は

非難燃性の古いケーブルのままである。電気ケーブルの寿命はどのくらいのものか調べてみたと

ころ、１０～３０年とのことである。従って、Ｔ２のケーブルは寿命を過ぎたケーブルがほとん

どということになる。電線は通電すれば必ずジュール熱を発して被覆を劣化させる。全部のケー

ブルを交換するとなると、新設するよりも経費が掛かるであろうことは素人にも想像がつく。ま

して、資金的に逼迫している日本原電。安全の為のお金などできることなら一円も出したくない

のだろう。またその能力もない。原電は難燃性の交換できない部分は防火シートでくるむとい

う！ 驚くほかない！なんと、バカなことを考えるのか！そんなことをしたら、熱がこもって被

覆材の劣化を早めることになる。これも素人でもわかること。３．１１の地震・津波では東北電

の女川原発の高圧電源盤でアーク放電火災が発生。非難燃ケーブルに燃え移り消火に８時間もか

かる大火災になっている。福島第一の報道で掻き消されてしまったが、忘れてなならない重大事

故である。こんなデタラメなＴ２の運転期間延長を絶対に許してはならない。延長は「例外中の

例外」のはずなのであるから、本来の規定の「４０年で廃炉」はまた原子力ムラのウソのなって

しまう。そうなれば規制庁の信頼は地に落ちるであろう。 

727E18 

東海第二原発は、今年 11 月には運転開始 40 年の寿命を迎えます。再稼働のためには、原子炉

設置変更許可に加えて運転期間延長認可とその前提条件となる工事計画認可を取得しなければ

なりません。運転期間延長の審査は始まっていて、原子炉の特別点検や劣化評価などが行われて

いますが、既にさまざまな問題点が浮かび上がっています。このような状況で、再稼働の手続き

を進めることは自殺行為といわざるを得ません。シュラウドのひび割れが進む炉心は、中性子を

ある値（しきい照射量）以上浴びるとひび割れが進みやすくなります。原電によると、東海第二

原発の炉心シュラウドにしきい照射量を超える箇所がありました。そこで、初期欠陥を想定して

ひび割れの評価を行いました。すると最短で 5.2 か月でひび割れが基準値を超えるとの結論で

した。シュラウドの点検周期は 10 年ですが、原電は中性子照射量が多い部分は約 4.6 年間隔

で目視点検を実施するから問題はないとしています。目視点検というのはビデオカメラによる映

像の確認ですが、ひび割れを見落とすこともあり、またカメラが入れない箇所もあります。この

ような状況で再稼働は認められません。また、原子炉圧力容器の脆性破壊のおそれ原子炉圧力容

器は中性子を浴びると粘りを失い、脆くなっていきます。脆化した材料が冷水を浴びるなどして

温度が下がると、一気に破壊されてしまう恐ろしい現象が脆性破壊です。原電は、中性子脆化の

状況を把握するために、材料の試験片を入れ、ときどき取り出して試験を行っています。また、

脆化の予測式を立て、脆性破壊を起こす温度が、運転時の温度より低いことを確認しています。

しかし、原電が運転開始時に入れた５つの試験片はあとひとつしか残っていません。40 年で終

えるつもりでいたことを表しています。予測式は最大で 27℃で、最低使用温度である 53℃に迫

っていますし、そもそも予測式があてになる保証はありません。 

727E19 

１ページの１に「経理的基礎に係る規定に関する審査結果は別途取りまとめる」とありますが、

安全性を確保する多様な技術を用いるためには、当然多額の資金が必要になると思います。「経

理的基礎に係る規定に関する審査結果」がまず先に出されるべきではないでしょうか？１５ペー

ジのマル１に「・・・地震によって建物等に被害が発生するのは震度５弱程度以上であると考え

られる」とありますが、不安定で長い配管や各種計器類などはもっと弱い揺れでも異常を起こす

のではないでしょうか？２２ページ（２）震源を特定せず策定する地震動マル１に「・・・各種

の不確かさを十分考慮して・・・」とありますが、「２００４年北海道留萌支庁南部地震を考慮

した地震動」だけで本当に安心していいのでしょうか？２０ページ～２１ページに述べられてい

る「２００８年岩手・宮城内陸地震」や「２０００年鳥取県西部地震」が観測記録収集対象外と

された根拠についても十分なものであるのかどうか、より慎重に幅広い議論を経ていただきたい

と思います。２３ページ、周辺斜面の安定性の１、「・・・使用済燃料乾式貯蔵建屋周辺斜面を

選定した」とありますが、重要施設の周辺斜面すべてを安定性評価の対象とすべきではないでし

ょうか？２６ページマル４に規制委員会から「液状化試験データの数が少なく、採取位置も限ら

れている」との御指摘がされた旨の記述がありますが、実際に追加ボーリング調査の結果が出て

から申請者への設置許可を出されるべきではないでしょうか？また、このような調査の仕方の不

備、不足は、ひょっとしたら申請者の資金不足の影響によるところではないのかという懸念が頭

をよぎりました。 
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727E20 

放射性物質拡散対策ついて日本原電の対策は格納容器が破損した場合、それを放水砲で叩き落す

というものです。これでは高濃度汚染水の放出を防げる対策とは言えません。ブローアウトパネ

ルの実験の失敗が報道されましたが、これがたとえ成功したとしても、福島の 2号機の例のよう

に大量の放射性物質が拡散してしまいます。様々な小手先の対応をしても無駄ではないでしょう

か。関連して、原発の近くにある再処理施設には防潮堤もなく、災害時には広範囲に高レベル廃

液が漏れ出すおそれがあります。多額の費用を使って危険な再稼働をするよりは、いかにして安

全に廃炉にするかを検討していただきたいと思います。 

727E21 

審査案 5～6 ページで、申請者における技術者の確保については適切なものであることを確認し

たとなっているが、その根拠が明確ではない。原子力技術者が減っている中で、根拠となる技術

者数の推移、採用実績/計画、訓練実績/計画等の定量的な値を公開して適切であることを示して

ほしい。もし、定量値が公開できなければ、せめてその傾向（何％増えているとか）だけでも示

してほしい。 

727E22 

審査案 6 ページで、申請者は「本発電所 1 基、東海発電所 1 基及び敦賀発電所 2 基の建設及び

改造を通じた設計及び工事の経験に加えて、約 50 年にわたる運転及び保守の経験を有する。」と

しているが、建設は 30 年から 40 年以上前であるため、世代交代は必須のはずである。従って、

申請者の経験が適切かどうかは、現在の従業員の経験年数ごとの分布を分析し確認できない限り

判断できない。そのデータの分析の有無と適切と判断した根拠の説明を求める。 

727E23 

審査案 7～8 ページで、申請者は、「調達する場合には、供給者に対して要求事項を明確にすると

ともに、重要度に応じて管理を行い、試験及び査等により調達する製品等が要求事項を満足して

いることを確認する」とあるが、これだけでは厳密な品質管理が要求される原発の調達先管理と

しては不十分である。JEMA 発行の「原子力発電プラントにおける品質保証 2011」の 14 ページ

で、事業者が調達先に対して品質マネジメントシステムを要求する場合の調達仕様書の基本にな

っているとされている JEAG4121 の附属書-1 について触れている。そこには「メーカは供給者

（事業者の調達先）の立場で、事業者の調達仕様に応じて、この「品質マネジメントシステムに

関する標準品質保証仕様書」に基づいた品質マネジメントシステムを構築し、供給製品を製造し

ている。」とある。従って、JEAG4121 の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質

保証仕様書」の要求を満たすことを調達先の条件とすべきである。調達先の品質保証活動体制ま

で踏み込まない限り、申請者（事業者）の品質保証活動体制が適切なものであるとすることは不

適切と考える。 

727E24 

審査案 7～8 ページで、申請者が「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-

2009）」に基づいていることを、品質保証体制の構築が適切なものである根拠にしているが、そ

れでは不十分である。福島原発事故の経験を踏まえて改定された最新の規定（JEAC4111-2013）

の適用を条件にしない限り、品質保証体制が適切だとは言えないと考える。福島原発事故以後の

再稼働条件に、その知見をあらゆる方面からフィードバックするのは最低必要条件である。もち

ろん安全の要である品質保証体制にもそれが適用され満たされない限り、再稼働は認めるべきで

はないと考える。 

727E25 

日本原電 東海第二原発の再稼働に下記の理由で反対します。1、日本原電に「経理的基礎」はな

い 2、ケーブルの防火対策は不完全 3、ブローアウトパネルの不具合が解消されていない 4、防

潮堤は不完全特に、１の日本原電の債務保証について東電と東北電の二社が「工事計画認可取得

後に資金支援を行う意向があることを表明いたします」と文書で回答したようだが、東電は今や

莫大な税金を投入されて成り立っている会社である。国民の電気料金や復興税などを原資とした

債務保証は反社会的行為である。原子力規制委員会は国民の声を聞き東海第二原発の再稼働を止

めるべきだ。 

727E26 

審査案 59～60 ページで、申請者は、取水呑口が十分に大きいことから本発電所敷地内の構造物、

車両等の漂流による閉鎖はないとしているが、実際に確認できているのか。取水呑口には区切り

があるため、取水呑口全体の大きさより小さい構造物等でも閉鎖要因となる可能性がある。何

故、閉鎖がないと言い切れるのか、取水呑口の構造とサイズを示して証明してほしい。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E38 - 
 

整理番号 意見全文 

727E27 

審査案 86～91 ページで、申請者は、半径 10km 以内に存在する産業施設として、廃炉中の東海原

発含め点在する核再処理施設を明示的に想定していない。現に 1997 年に動燃東海事業場火災爆

発事故が起きており、周辺に存在する産業施設として最も事故の可能性が高い施設を考慮しない

のは不適切である。危険物貯蔵施設という表現でそれらも含めているつもりかもしれないが、ど

ういう危険物かを考慮しない限り、それにふさわしい対策は取れないのは明らかである。特に、

わずか 2.8km しか離れていない高レベル廃液が大量に貯蔵されている核燃料サイクル工学研究

所で火災が起きた場合、放射能漏れの危険性が十分ある。従って、火災の二次的影響として有毒

ガスに該当する放射能による影響を考慮する必要がある。放射能漏れが発生すると東海第二原発

に近づけなくなる可能性が大である。その場合、どう原発のオペレーションを確保するかが火災

の二次的影響への対策として重要である。東海第二特有の周辺に存在する複数の核関連施設への

配慮なくして、近隣の産業施設の火災・爆発の発生の想定対策が適切であるとは考えられない。 

727E28 

審査案 65 ページで、申請者は、「漂流物のうち、最も重量が大きい総トン数 5t（排水トン数 15t）

の漁船による荷重と入力津波による荷重の組合せを考慮することで、津波防護施設及び浸水防止

設備が入力津波による波力及び漂流物の衝突力に対して十分耐える構造として設計する方針と

している。」としているが、漂流物として大型船舶が想定されていないのは不適切である。近く

の日立港、常陸那珂港に停泊中の大型船舶が漂流して衝突することは十分考えられ、それらの総

トン数は 1 万 t 以上あり、5t の漁船による荷重を考慮しただけの津波防護施設では全く不十分

であるのは明らかである。大型船舶漂流物による最大荷重の見直し設計なくして、漂流物による

波及的影響に対する設計が適切であるとは考えられない。 

727E29 

審査案 93 ページで、申請者は、「小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも、敷地前面の防波堤

等に衝突して止まることから取水性に影響はない」としているが、既に７項で指摘したように。

近くの港に停泊中の大型船舶が漂流した場合、防波堤等で食い止めることはできない。船舶の衝

突については、大型船舶を考慮せずに必要な対策が講じられているとすることは不適切と考え

る。 

727E30 

審査案 59～60 ページで、申請者は、取水呑口が十分に大きいことから本発電所敷地外で漂流す

る家屋、漁船等による閉鎖はないとしているが、近くの日立港、常陸那珂港に停泊中の大型船舶

が漂流して閉鎖することは想定していない。両港とも全長 100m 以上の貨物船の RORO 航路基地

となっていて頻繁に大型船舶が出入りしている。東日本大震災でも全長約 100 メートルの大型

貨物船が実際に陸に乗り上げた事実もあり、その対策を施さない限り、取水口付近の敷地外漂流

物対策は適切ではないと考える。 

727E31 

９９頁から１００頁にかけて、難燃性ケーブルの使用を新規制基準は義務づけていると記載して

いますが、原電の対応は、それを対処できない場合は、防火シートなどでカバーするとしていま

す。しかしそれは規制基準の例外をつくることで容認できません。事故は規制基準の例外を認め

ることで多発しています。原則を外れたものを認めることは規制委員会はしてはなりません。あ

らためて原電の対応を見直すことを要求します。 

727E32 

審査案 94 ページで、安全施設の設計に当たっては、「安全施設の安全機能が損なわれないことを

広く確認する観点から、地震と津波についても、組み合わせる自然現象の対象に含める必要があ

る。」とある。ところが、申請者は、組み合わせが発電用原子炉施設に与える影響について、「２.

発電用原子炉施設に与える影響が自然現象を組み合わせることにより、個々の自然現象がそれに

与える影響より増長しない、３.同時に発生するとは考えられない、」としている。これは東日本

大震災により福島原発に地震と津波が続けて襲い大事故を引き起こした事実を無視した視点で

ある。本来、福島原発事故の原因とそれが引き起こした事態を十分検証した上で再稼働を行うべ

きであるが、ここではそれがなされていない。福島原発事故の教訓を踏まえて、地震と津波が連

続して発生しても安全機能が損なわれない対策をとることを強く求める。 
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727E33 

6/27 の資料のうち、設計上考慮すべき荷重評価における自然現象の組合せについて(6 条(外事）

-添付-14) において、(2) 荷重の性質として、以下の記載がある。「地震，積雪，津波，火山の

影響，風（台風）及び竜巻による荷重のうち，地震，津波，火山の影響及び竜巻による設計基準

規模事象の荷重は，発生頻度が低い偶発的荷重であり，発生すると荷重が比較的大きいことか

ら，設計用の主荷重として扱う。これらの主荷重に対し，積雪及び風（台風）については，発生

頻度が主荷重と比べ高い変動的荷重であり，荷重は主荷重に比べ小さいことから，従荷重として

扱う。」このように自然現象で発生する荷重に対して、頻度や荷重の大きさのみで判断し、主荷

重、従荷重として扱い、組み合わせる考え方が技術的に根拠があり、妥当であることを示してほ

しい。自然現象による荷重は構造物に対して、様々な影響を与えるモードがあり、例えば、地震

と火山では動荷重、静荷重といった荷重が与える影響が異なることに対して、このような扱いを

することが妥当であるとは思えない。このような組み合わせは非安全側の評価となる可能性があ

る。福島での事故も自然現象であることを考慮して科学的・技術的に評価すること。 

727E34 

6/27 の資料のうち、設計上考慮すべき荷重評価における自然現象の組合せについて(6 条(外事）

-添付-14)において、(4) 主荷重と従荷重の組合せ 以下の記載がある。第 14－3 表 主荷重と従

荷重の組合せ 「・設計竜巻と積雪は，設計竜巻による風圧によって積雪荷重が緩和されること

から，組合せを考慮する必要はない 」 国は竜巻の風圧で積雪荷重が緩和されるという考えをど

のように理解し、認めたのか示してほしい。積雪があれば、上載荷重が増えることと同じであり、

竜巻の風圧のように四方八方から吹く風圧に緩和効果があるということが理解できない。このよ

うな考えは技術的に安全な評価とは言えない。技術的な根拠を示すこと。 

727E35 

6/27 の資料のうち、設計上考慮すべき荷重評価における自然現象の組合せについて(6 条(外事）

-添付-14) において、「第 14－5 表 設計上考慮する荷重」には、降下火砕物による荷重に対し

て風荷重と積雪荷重を組み合わせており、積雪荷重は東海村における垂直積雪量 30cm としてい

るが、「但し，建築基準法施行令を準拠する場合は，係数 0.35 を考慮することが可能」との記

載がある。この記載の意味が不明であることから、どのように考慮するのか示すこと。このよう

な考え方は、火山ガイドに記載されているものでもないことから、適応にあたっての妥当性を示

すこと。地震や暴風のように建築基準法施工令と同様に降下火砕物と組み合わせる積雪荷重を

0.35 倍したものを組み合わせるのであれば、技術的な根拠を示すこと。 

727E36 

100 ページ「火災防護基準に規定している事項」に反している点「規制委員会は、申請者による

これらの設計方針が、火災防護基準に規定して いる事項と同一ではないものの、難燃ケーブル

を使用した場合と同等以上の難 燃性能を確保する設計目標（保安水準）を定めるとしており、

その設計目標に は、外部の火炎及び複合体内部からの発火を想定し、外部からの熱（火炎）及 

び燃焼に必要な酸素量を抑制する観点が含まれていること、この設計目標の成 立性を確認する

実証試験には、難燃性能の確認はもとより、非難燃ケーブルの 通電性及び絶縁性並びにケーブ

ルトレイの耐震性の確認が含まれ、さらに施工 後の傷等も想定していることから、十分な保安

水準が確保されることを確認した。」ここまで引用原発の火災発生は、想定できる事故です。ケ

ーブル配線は複雑であり、複数個所で火災発生も考えると「火災防護基準」を緩めることはあり

えないことです。よって、原子力規制委員会の審査の重度な落ち度が認められるので、東海第 2

原発発電所の安全性は確保できないと考えます。 
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727E37 

日本原電に「経理的基礎」はない原発を動かす事業者の「経理的基礎」も審査の一つです。所有

する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たんを免

れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができません。この時点

で、「経理的基礎はない」とみるべきでしょう。原子力規制委員会は、日本原電に対して、債務

保証の枠組みとして、だれが融資保証を行うのか、その意思はどうかについて、書面で示すこと

を要求。これにより、日本原電は、東京電力と東北電力の二社に対して、「電気料金前払、債務

保証等によって弊社に支援資金する意向を有している旨、書面をもってご説明いただきたく・・・」

と要請を出しました。東電と東北電の二社は「工事計画認可取得後に資金支援を行う意向がある

ことを表明いたします」と文書で回答。しかし、「なお、本文書は、…何ら法的拘束力ある約諾

を行うものではないことを申し添えます」とも書いてあります。東京電力に関しては、巨額の公

的資金が注入されており、他社の原発を支援することは、許されません。審査書案 p.98 全長約

1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが

40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳になっています。防火シートは、対策としては不

十分であり、また、何にも対策しないケーブルが 45%以上となります。「防火シートで巻く」対策

では、防火シートを通してケーブルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災

がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念されます。また、防

火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われることに

よって、プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制御が不能になり得ます。「何も対

策しない」45％では、非難燃性の OF ケーブルがそのまま残ることになり、東京電力の埼玉県で

の地中送電線で 2016 年 10 月に発生した火災と同様のリスクをかかえることになります。。審査

書案 p.241 東海第二原発の格納容器は MARKII 型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場合、

真下にあるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構造です。 しかし、審査書案では、「水蒸

気爆発が起こる可能性は極めて低い」として、評価を行っていません。審査書案 p.402 ブロー

アウトパネルは、主蒸気配管破断を想定した場合の放出蒸気による圧力等から原子炉建屋 や原

子炉格納容器等を防護するため，放出蒸気を建屋外に放出することを目的に設置されています。

放出後は速やかに閉まらなければなりません。ところが、ブローアウトパネル閉止装置の機能確

認試験では、ブローアウトパネルが 5cm 空いてしまいました。その改善案の検討はこれからで

す。ブローアウトパネルの規制要求としては、「開放した場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） 

できること」とされていますが、実験結果はこれが満たされないことを示してしまいました。放

射性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクがあります。審査書案 p.33 当初、日本原電は防

潮堤の設置場所として、低レベル放射性廃棄物埋設事業所を含む敷地全体を取り囲むこととし、

セメント固化盛土形式の防潮堤を採用するとしてました。しかし、その後、地盤の液状化の可能

性が否定できないことから、すべての防潮壁の杭先端を新第三系鮮新統～第四系下部更新統の岩

盤まで到達させる支持杭形式に変更しました。また、杭の支持形式の変更及び防潮堤近傍の表層

地盤の地盤改良等による地下水の流況に及ぼす影響を考慮して、低レベル放射性廃棄物埋設事業

所周辺を避けるように防潮堤のルートを変更しました。しかし、津波時に、低レベル放射性廃棄

物の流出が懸念されること、事故時に防潮堤により地下水がさまたげられ、地下水位が上昇し、

施設が水浸しになる可能性があります。や施設などに「屋内退避」させることを 決めたことが

報道されません。 

727E38 

原子力発電は事故の例にもあるようにおこなうべきでない技術です。放射能はいかに少ない量で

も影響が計り知れません。「自然放射能と同じくらいの量』といっても、受ける量は倍になるの

です。また、放射能を持った廃棄物の行き先も廃棄方法も定かではありません。このような状況

で原子力発電を続けることは、子孫に全てを押し付けるわがままでしかありません。 

727E39 

首都圏に立地し今年 11 月に稼働 40 年を迎える老朽原発の適合性審査は、厳格な上にも厳格で

なければならないはずだが、溶融燃料の水蒸気爆発の可能性について「申請者が水蒸気爆発の発

生の可能性は極めて低いとしていることは妥当」（審査書案 P244）とするなど、申請事業者寄り

の楽観的な判断が散見され、運転期間を延長しての再稼働は到底容認できない。人口密度の高い

エリアなので実効性のある避難計画を立てられずはずもなく（絵の描いた餅の避難計画しか策定

できない）、近隣には東海再処理工場・高レベル廃液タンクもあることから、ひとたび事故が起

きれば途方もない事態になりかねない。自力調達できない安全対策費 1740 億円を、巨額の公的

資金を受けている東京電力が電気料金の前払いという形で差し出すというのも許し難く、即刻廃

炉にして借金体質の日本原電は経営破たんさせるべきだ。無駄金を使わずに済む。 
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１、 1 ページ １ はじめに、「本審査書の位置付け」「本審査書は、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律に基づき審査」について原発の立地そのものの違反を指摘します。

原子力委員会が 1964 年に定めた「原子炉立地指針およびその適用に関する判断の目安について」

に次のように記載されている。「敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技

術的見地から見て最悪の場合に起こるかも知れないと考えられる重大事故の発生を仮定しても、

周辺の公衆に放射線障害を与えないこと。」「更に重大事故を超えるよう技術的見知からは起こる

と考えられない仮想事故の発生を仮想しても、周辺の公衆に著しい放射線障害を与えないこと。」

然るに、既に福島事故で経験したように、技術的知見を超える事故が発生した現在において、東

海第 2 原発の 30Km 圏内には約 96 万人、50Km 圏内には 144 万人、最小エリア５Km 圏内には５万

人が居住している。これでは立地指針に反している。この原発の設置許可は無効である。この事

について規制庁は「立地指針は非現実的で現在では適用しない」と言うならば、その前提で建設

された原発も「非現実的存在」として即廃炉にすべきである。原子力規制委員会が 1964 年に定

めた「原子力立地指針・・」に違反している。２、10 ページ 基準地震動について（3－１、１）

種々の計算によって、基準地震動を下記のように規定している。1 ）基準地震動 Ss-D1(最大加

速度:水平方向 870cm/s2、鉛直方向 560cm/s2) 応答スペクトルに基づく地震動評価結果を包絡

させて策定した地震動 2 ）基準地震動 Ss-11 から Ss-14(最大加速度:水平方向 903cm/s2、鉛直

方 向 602cm/s2)3） 基準地震動 Ss-21 及び Ss-22(最大加速度:水平方向 1009cm/s2、鉛直方 向 

736cm/s2)然し乍ら、地震の計算では非常に多くのパラメーターの仮定が入り、実際に計算通り

には行きません。しかも原電の資料では入倉・三宅式を用いて震源の長さからマグニチュードを

算出している。この評価方法は過少評価になることが既に明らかになっている。入倉・三宅式よ

り武村式によると 4.7 倍の地震動になることは日本地震学会で報告されている。現実に、311 地

震では宮城県栗原市築館町でで 2933 cm/s2 を記録している。しかも、我が国において記録され

た既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における 4022cm/s2 であり、上記 1009cm/s2 という数値

より遥かに巨大な地震である。以上の見知から今回の規制委員会の審査は全く原発の安全性を担

保するものではない。極めて危険な原発であると判断致します。即廃炉にすべきと進言致しま

す。 
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727E42 

五番 審査結果東海第二は直ちに「不合格」を決定せよ！設置変更許可認可するべきではない！

原子力規制委員会は直ちに東海第二の審査を打ちきり「不合格」を決定するべきだ。 老朽・被

災・超危険原発を周辺自治体（水戸市ほか）の反対を無視して稼働してはいけないと、沢山の声

が上がっている。 ここでは審査の手続き面から、次の理由で「不合格」を提案する。（理由１）

設置変更・工事計画が無理 ６月 26 日の工事計画の審査で、６月中に提出予定であった約 810

図書のうち、提出済みが約 390 図書（まだ半分以下）、６月 30 日までに追加提出があるかも知れ

ないが、168 件は７月以降の提出になる、と日本原電が説明。 特に耐震性の提出が遅れている

ことが大問題。設計時 270 ガルの想定が現在基準地震動 1009 がルと約４倍に引き上げることは、

（本来許されない）安全裕度の食い潰しをしても無理なのではないか。 ６月 27 日に設置変更

の補正書が再提出（４回目）されたが、工事計画の状況を考えればまだまだ設計に遡る問題点が

今後起こることも避けられない。（理由２）日本原電の体質 原子力発電を専門に手掛ける日本

原子力発電の経営は綱渡り状態。３．１１以降、保有する４基のうち２基は廃炉作業中で、残る

東海第二と敦賀２号機も稼働停止。収益の大半を賄う「販売電力料」は、東電など大手電力５社

が支払う維持・管理費など基本料金のみで、2017 年３月期は赤字に転落し、経営状況が悪化し

ている。 それだからこそ、工事計画認可においても、規制委が和知常務を前にして、マネジメ

ントや工程管理ができていない、担当者間の情報共有不足、水平展開できない、報連相（報告、

連絡、相談）ができていない、危機的な状況、非常に危惧、などと責められ、経営のリーダシッ

プの欠如を指摘したのだ。 また、６月 29 日には、事前の申入れにも拘らず、「とめよう！東海

第二原発首都圏連絡会」の署名の受取を拒否した。他電力会社ではこんなひどい対応をしない。

る。（理由３）原子力規制委員会の審査姿勢が甘過ぎ 更田委員長は、５月９日(水)の原子力規

制委員長記者会見で「そろそろ非常に大きな判断をせざるを得ないような時期。５月の下旬から

６月の頭にかけて。新たに試験を行わなければならない。…。工事計画認可を受けるに足るよう

な、きちんとした根拠になるようなデータが得られているかどうかが非常に大事なポイント。」

と話し、１週間後の５月 16 日に「拙速に見極めて審査を止めてしまうというのは、余りいい判

断はできないだろうなと今は思っています。」と前言を翻した。 しかしながら、現実に日本原

電の作業が大幅に遅れているばかりか、ブローアウトパネルの「新たな試験」でも問題が発生し、

山中委員が兵庫県で行おうとした「合格牽引ショウ」も失敗に終わった。６月 14 日審査会合の

中継打ち切り動画隠し騒ぎも不合格を避ける為であろう。 明らかに審査は、５月に更田委員長

が心配したとおりの展開になっている。直ちに原子力規制委員会は「不合格」を決定するべきだ。 

そうしないと、関電高浜１，２号機の運転延長審査時と同様に、日本原電に自殺者を出させる事

態を招くのではないか？ こんな状態で規制委が早急に設置変更許可の認可をすることはない

と信じたいが…。 原子力規制委員会よ！勇気ある「不合格」決定で「再稼働推進委員会」の汚

名を返上してみよ！ 以上 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E43 - 
 

整理番号 意見全文 

727E43 

・ケーブルの防火対策 （審査書案 p.98）全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」

もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％という

内訳になっています。防火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも対策しないケー

ブルが 45%以上となります。「防火シートで巻く」対策では、防火シートを通してケーブルが加

熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極

めて困難となるといった状況が懸念されます。また、防火シートによって延焼は防げたとして

も、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われることによって、プラントの状態がわからなく

なったり、機器の遠隔制御が不能になり得ます。「何も対策しない」45％では、非難燃性の OF ケ

ーブルがそのまま残ることになり、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発生し

た火災と同様のリスクをかかえることになります。。・水蒸気爆発の危険性 （審査書案 p.241 な

ど）東海第二原発の格納容器は MARKII 型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあ

るのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構造です。 しかし、審査書案では、「水蒸気爆発が

起こる可能性は極めて低い」として、評価を行っていません。・ブローアウトパネルの不具合は

先送り？  （審査書案 p.402）ブローアウトパネルは、主蒸気配管破断を想定した場合の放出

蒸気による圧力等から原子炉建屋 や原子炉格納容器等を防護するため，放出蒸気を建屋外に放

出することを目的に設置されています。放出後は速やかに閉まらなければなりません。ところ

が、ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験では、ブローアウトパネルが 5cm 空いてしま

いました。その改善案の検討はこれからです。ブローアウトパネルの規制要求としては、「開放

した場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） できること」とされていますが、実験結果はこれ

が満たされないことを示してしまいました。放射性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクが

あります。・防潮堤 （審査書案 p.33）当初、日本原電は防潮堤の設置場所として、低レベル放

射性廃棄物埋設事業所を含む敷地全体を取り囲むこととし、セメント固化盛土形式の防潮堤を採

用するとしてました。しかし、その後、地盤の液状化の可能性が否定できないことから、すべて

の防潮壁の杭先端を新第三系鮮新統～第四系下部更新統の岩盤まで到達させる支持杭形式に変

更しました。また、杭の支持形式の変更及び防潮堤近傍の表層地盤の地盤改良等による地下水の

流況に及ぼす影響を考慮して、低レベル放射性廃棄物埋設事業所周辺を避けるように防潮堤のル

ートを変更しました。しかし、津波時に、低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること、事故

時に防潮堤により地下水がさまたげられ、地下水位が上昇し、施設が水浸しになる可能性があり

ます。・要支援者？避難計画は、パブコメの対象外です。しかし、そもそも、IAEA の言う「５層

の防護」の一つである原子力防災について、審査をせずに、原発の再稼働を容認することは無責

任です。30 キロ圏 96 万人を避難させるような実効性のある避難計画はありません。茨城県が過

去に実施したシミュレーションによれば、 5 キロ圏の住民 8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 

30 時間かかるとされています。また、体が不自由な要支援者を避難させるための車が確保でき

ないことから、茨城県は、病院や施設などに「屋内退避」させることを 決めたことが報道され

ました。しかし、いつ救援がくるかもわからない中での屋内避難は、見捨てることにもなりかね

ません。 

727E44 

437 頁 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメータ表について 原子炉

圧力容器内の水位において、注 130 の燃料有効長頂部の位置を原子炉圧力容器下端レベルより

920ｃｍとしているが、2018 年に規制委員会の指摘により、間違いが発覚している。この値は、

水位計の設置位置を定める重要な値であり、発覚まで原子炉圧力容器内の水位が、誤ったもので

あり、安全上、重大な問題であった、にもかかわらず保安規定違反で処理しようとしている。原

子炉圧力容器内の水位が、51ｍｍ間違っていたことの、安全解析の評価検討がなされるべきであ

るが、記載されていない。また、同様の原子炉水位で、広帯域と燃料域で基準点（0ｍｍ）が異

なることの説明を求める。 

728E1 

215 ページ 基準津波を超え敷地に遡上する津波によって東海第二原発電所に重大事故が発生

した場合、同確率で南に位置する旧・動燃の再処理施設も重大事故となるのではないか。両者を

連携させた事故対策が必要ではないか。周辺住民の安全を考慮して頂きたいです。 
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（２）設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 申請者は、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の

設定に当たり、設計対処施設 に常時作用する荷重、運転時荷重を適切に組み合わせるとしてい

る。 また、竜巻と同時に発生し得る自然現象による荷重については、竜巻と同時 に発生し得る

自然現象が与える影響のモードを踏まえた検討により、設計竜巻 荷重に包絡されるとしている。 

さらに、設計基準事故時の荷重との組合せを適切に考慮する設計としている。 規制委員会は、

申請者が、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を設定するとしていることについて、竜巻ガイドを

踏まえたものであることを確認した。 上記審査書Ｐ７１の記載について、・竜巻と積雪荷重の組

み合わせについて、雪は竜巻の風速で大部分が吹き飛ばされるため、考慮不要としている事業者

意見を良しと判断した規制の考え方が不明である。根雪のような状況を考慮した場合等、安全側

の評価になっているのか？ 

728E3 

審査書Ｐ８１の記載、降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 火山ガイドは、降下火砕物に

よる間接的影響として長期間の外部電源の喪失及 び発電所へのアクセスの制限を想定し、外部

からの支援がなくても、原子炉及び 使用済燃料プールの安全性を損なわないように対応が必要

であることを示して いる。 申請者は、原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないよう

に非常用デ ィーゼル発電機の 7 日間の連続運転により、電力の供給を可能とする設計として 

いる。  規制委員会は、申請者の設計方針が、降下火砕物の間接的影響として外部電源 喪失及

び交通の途絶を想定し、非常用ディーゼル発電機及び軽油貯蔵タンクを備 え、非常用ディーゼ

ル発電機の 7 日間の連続運転を可能とするものであり、火山 ガイドを踏まえたものであるこ

とを確認した。 について、ガイドでは長期となっていることに対して、７日間で良しとした規

制の判断根拠が不明である。発電所の周辺に降下火砕物が堆積した場合の、除灰等の可能性、成

立性についてどのような確認をしたのか？もしくは、７日間以降は、国がいかにでも対応可能と

いう判断か？ 

728E4 

審査書Ｐ７９，８０の以下の記載水循環系の閉塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 設

計対処施設である水循環系を有する施設は、降下火砕物の粒径に対し て、その施設の狭隘部に

十分な流路幅を設け閉塞しないように設計するとしている。降下火砕物の性状の変化による閉塞

については、降下火砕物が 粘土質でないため考慮する必要はないとしている。 また、降下火砕

物から海水に溶出した腐食性成分による腐食に対しては、 塗装又は耐食性を有する材料の使用

等により影響を及ぼさないように設 計するとしている。摩耗については、降下火砕物の硬度が

砂と同等又は砂 よりも硬度が低くもろいことから摩耗による影響は小さく、保守管理等に より

補修が可能としている。 に関して、１．降下火砕物の硬度が砂と同程度又は砂よりももろいと

している点について、東海第二で考慮している降下火砕物に砂より硬い物質が含まれていないこ

とについて、どのような確認をして良しと判断しているのか不明である。 

728E5 

審査書Ｐ１１８の以下の記載、その他の要因による溢水に対する設計方針 申請者は、地震以外

の自然現象による屋外タンクの破損、降水、地下水の流 入等による溢水が溢水防護区画に流入

するおそれがある場合には、壁、扉、堰 等により溢水防護区画を内包するエリア及び建屋内へ

の浸水を防止する設計 としている。また、機器の誤作動等による漏えいに対して、漏えい検知

システ ム等による早期検知が可能とし、防護対象設備の安全機能が損なわれない設計 としてい

る。  規制委員会は、申請者が、地震以外の自然現象による屋外タンクの破損等に よる溢水に

対して、壁、扉、堰等により溢水防護区画内への浸水を防止し、防 護対象設備の安全機能が損

なわれない設計としていることを確認した。 に関して、・地下水の流入に関しては、福島第一に

おいても大きな問題となっているが、地震時に破損することに対して、破損しても影響がないと

判断した根拠が不明である。・地下水の流入に関する規制の考え方について、既に再稼働してい

る発電所との間で規制に一貫性はあるのか？・地下水を汲み上げるポンプ等の設備範囲、目的、

審査における位置付け等が不明確である。 

728E6 

審査書共通の確認として、・これまでの審査において要求されていない項目が多数追加されてい

るが、これらはバックフィットされるものと考えて良いか？また、その内容を把握できている

か？規制の判断を変更した場合の取り扱いをどのように考えているのか？ 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E45 - 
 

整理番号 意見全文 

728E7 

審査書のＰ７８、７９の以下の記載設計荷重の設定 降下火砕物に対する防護設計を行うために

は、その堆積荷重に加え、火山事象 以外の自然事象や設計基準事故時の荷重との組合せを設定

する必要がある。 申請者は、降下火砕物に対する防護設計を行うために、個々の設計対処施設

に 応じて常時作用する荷重、運転時荷重を適切に組み合わせる設計としている。 火山事象以外

の自然事象による荷重との組合せについては、同時発生の可能性 のある風（台風）及び積雪を

対象としている。さらに、設計基準事故時の荷重との組合せを適切に考慮する設計としている。 

規制委員会は、申請者による設計荷重の設定が、設計対処施設ごとに常時作用 する荷重、運転

時荷重等を考慮するものであることを確認した。に関して、・ガイドでは降下火砕物と雪の組み

合わせを記載しているが、事業者は雪の組み合わせにおいて、低減係数を乗じている。この妥当

性について、どのように判断・審査したのか不明である。より安全側に判断し、低減係数を見込

まない評価にすべきではないか？この点については、既に再稼働している発電所間でも、規制の

考え方が不整合になっている。規制として、審査に一貫性をもっているのか？どのような判断を

しているのか明確に示すべきである。 

728E8 

33 ページ津波時に、低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること、事故時に防潮堤により地

下水がさまたげられ、地下水位が上昇し、施設が水浸しになる可能性があります。 申請者の変

更等について、確認をしただけではなく、きちんと問題の可能性を検討し、安易に再稼働を認め

るのはやめて下さい。 

728E9 

100 頁 「世界一厳しい新規制基準」非可燃性ケーブルを使用すると決まったはずだ。それを東

海第二は燃えるケーブルのまま、防火シートを巻く事で、認めようとしている。なんと杜撰な判

断なのか。「世界一厳しい新規制基準」を、自ら建前だけにしてしまった。 科学的、技術的意

見を求めておきながら、全く科学的でも技術的でもない、判断をしている。非可燃ケーブルに取

り換えてみたが、出来ない場所が有った。６～７割も有った。出来なければ廃炉が、新規制基準

なのに、防火シートで巻いて 20 年も無事に使えると判断したことが、不思議、唖然、筋が通ら

ない。 「世界一厳しい新規制基準」には無かった、防火シートで巻く方法は、実験結果で安全

と、確認したなら公表しないと、説得力が無い。もし実験すらしていないなら、科学的、技術的

判断とは言えない。 恐らくしていない。正しい実験を完了する時間は、無かったはずだ。折し

も多摩市の建設中の工場で大火災。人間は必ず間違いをする。原発だけは間違えは、許されない。

東海村では、バケツで作業をさせて、大惨事になった事は、記憶に新しい。今回の防火シートは、

バケツに等しい愚かな判断だ。 今なら間に合います。再考して下さい。 

728E10 

東海第二原発は４０年を経過する老朽原発です。・９６ページ～１００ページの掛けて述べられ

ている部分。 火災による損傷防止（第８条関係） 火災発生防止、火災の感知消火 ～ 火災

防護基準にのっ とっていると確認した。・火災発生防止にかかる設計方針 ～ 不燃材料。又

は難燃 性材料、難燃性ケーブルを使用すること。火災が発生しな いよう対策を講じることを

要求している。主要な構造材に は不燃性材料を使用。・難燃性ケーブルは実証実験により、ケ

ーブル単体で、自己 消火性及び、延焼性を確認したケーブルを使用する など 述べている。 

そもそも、東海第二原発は、この秋には４０年経過する原発です。１４００キロとも言われる難

燃性ケーブルを使用している原発を、非難燃性ケーブルに変更する工事を一部分実施して、原子

力規制委員会は審査書案で、非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めていたとしても、

これは新規制基準に規定された難燃性ケーブルに取り替える原則から外れています。防災防護基

準に厳格に従うべきです。  日本も、世界も、地震の活動期に入り、今後火山活動も活発にな

ってきていると、気象庁も指摘しており、今後、未曾有の大地震が発生する危険性も有ります。 

原子力規制委員会は原子力発電所の再稼動を認める前に、福島第一原発の事故原因の調査と事故

の収束に最優先で取り組むべきです。 

728E11 

人の命を危険に晒す原発を停めてください。福島の二の舞にはなりたくありません。日本は地震

大国です。どれだけ地盤調査をしたとしても想定を超えるのではないでしょうか。どうして日本

には戦争による被爆者がいるのに、原子力の平和利用をしようとするのでしょうか。それから原

子力防災についてきちんと国民に知らせる義務を怠っていると思います。そこなくして再稼働な

どありえません。そしてきちんと人の命や避難されている方々の権利を尊重する判決を出してほ

しいです。 
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728E12 

福島第一原発事故はいつ収束するかも分からず検証も終わっていません。福島第一と同型の東海

第二原発はトラブルが多発した老朽原発であり、経年劣化した諸設備のどこでどんな不具合が発

生するか分からないので、運転期間を 20 年間延長しての再稼働は絶対に認められません。どこ

まで責任を負う覚悟なのか不明な日本原電と規制委員会の判断は信用できません。即刻廃炉を求

めます。 

728E13 

１．福島第一原発事故は収束していないし、検証も終わっていないのに福島第一原 発と同型で

老朽化した東海第二原発の再稼働は反対です。２．液状化が懸念される地盤に原発を立地すべき

ではない。防潮壁が崩れないとい う保証はない。３．ブローアウトパネルの閉止操作を確認す

る実験は失敗したのだから、再稼働の 許可をすべきではない。４．日本原電に経理的基礎はな

い。多額の借金がある原電は、安全対策費を銀行か ら借りることが出来なかった。東電が銀行

の代わりに資金提供するというが、巨 額の公的資金が注入されている東電が、他社の原発を支

援することが許されるで しょうか。そんな資金があるなら、被災者たちに賠償すべきです。５．

東海第二原発から 30 キロ圏内居住者 96 万人の避難計画は出来ていません。他県 で受入を表

明している自治体がありますが、避難経路の検証も未熟で、移転後の 衣食や文化的生活の保障

も定かではありません。これから 20 年稼働延長など、正気の沙汰とは思えません。経済界の欲

のために、子々孫々まで、人命を差し出すことには大反対です。東海第二原発の再稼働に反対し、

廃炉にすべきです。                       以上 

728E14 

福島第一原発事故はいつ収束するかも分からず検証も終わっていません。福島第一と同型の東海

第二原発はトラブルが多発した老朽原発であり、経年劣化した諸設備のどこでどんな不具合が発

生するか分からないので、運転期間を 20 年間延長しての再稼働は絶対に認められません。どこ

まで責任を負う覚悟なのか不明な日本原電と規制委員会の判断は信用できません。即刻廃炉を求

めます。 

728E15 運転期間 40 年は古すぎます。再稼働は余りにも危険です。反対です。 

728E16 

まず原子力発電所はすべて廃止し、その技術開発力、資金、支援金の全てを自然エネルギー開発

に注ぎ込めば、世界で既に主流となっているように、日本でも安定した主力電源として活用でき

るはずです。ことに東海第二発電所は古く、新規基準に適合させるため巨額の資金を必要としま

す。それでもすべてを新しくするわけではなく、事故の不安は払拭されません。その金額の多く

を東京電力が負担することは、既に破綻するはずの企業が国民の税金で支えられている現実の中

許されません。福島で原発による被害の大きさが衆目に明らかにされた今、より首都圏に近く、

３０キロ圏だけでも１００万人近い人口を抱える東海第二原発の稼働は認められません。日本

は、広島・長崎での被爆に加え、福島での大規模原発事故を経験し、被曝の重大な影響を経験し

ています。原子力発電から脱却するべきです。 
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728E17 

もう４０年もたった老朽化した東海第二原発の再稼働に絶対反対です。福島第一原発も、絶対安

心・安全と地域の人々を信用させていたものが、想定外の自然災害であのような過酷な事故を起

こし、大勢の福島県民の故郷を奪っただけでなく、被曝した人々は （福島県民だけではない）、

生涯、健康被害に怯えながら暮らして行かなければなりません。また、福島の過酷事故もまだま

だ収束していません。いまだに大量の汚染水が溜まり続けている有様です。放射線量が下がった

と政府は勝手に宣言し、住宅手当をストップすることによって避難者を強制的に福島に返そうと

していますが、実際故郷に戻った人々は、元の住民の１０％ぐらいだと言われています。このよ

うな中、又巨大地震がが何時日本を襲うか誰にもわかりません。想定外の自然災害は、いつでも

起こりうるのです。福島第一原発の事故に対し、まだだれも刑事責任を負っていません。もしま

た巨大地震が関東地方を襲い、東海第二原発が過酷事故を起こすようなことがあれば、日本は本

当に太刀打ちできなくなるでしょう。まず第一に、東海第二原発には、過酷事故が起きた場合、

経済的に賠償を払う能力が全くありません。ＣＥＯ達や安倍首相は「税金で賄えばよい」と思っ

ているのかもしれませんが、それは余りに無責任です。私はその時は税金の支払いを拒否しま

す。金属疲労に関する専門家たちの話を聞きましたが、どれほどメンテナンスがこれまでおこな

われていたにしろ、金属は４０年もすると、いろいろ劣化が生じ、それが大事故につながりかね

ないとのこと。４０年も経った原発を更に長期に再稼働するとはもっての外です。特に日本のよ

うな地震大国で、使用済み燃料の処分所も全くない国で、原発は危険すぎます。世界の潮流は安

全な自然エネルギーへの移行です。ぜひ日本国民が、地震の度に原発事故のことを心配しないで

いいような国作りに英知を注いでほしいものです。東海第二原発、その他の原発の再稼働には絶

対反対です。 

728E18 

原子力規制委員会の東海第 2 原発の再稼働に反対します。まして、運転を 20 年延長することは

全く理解できません。3.11 時も偶然が重なって、すんでのところで、冷温停止ができたこと、ま

た、40 年も前の耐震設計の緩い設計で、3.11 時に被災していること、すべてを鑑みても、廃炉

にしなければいけないと思います。安全対策を施しているとのことですが、難燃性ケーブルの交

換率が 15%だとか、ケーブルによる炎症によって、原発が火災を起こしたら、使用済み核燃料、

核廃棄物が複合災害を招くのは明らかです。首都圏が壊滅状態になり、日本は再起不能の恐ろし

い状態になるでしょう。日本の未来を考えるなら、東海第 2原発の再稼働、運転延長を決してす

べきではないと思います。 

728E19 

老朽化した原発を使い続けるなど、すぐに事故が起きてもおかしくない。国民の安全・安心第一

に動くべき政府が、どうしてこんなことを許すのか理解できません。福島の悲劇はまだ終わって

いないし、政府が国民を平気で切り捨てるのを私たちは見てきました。その上、またこのような

悲劇を生む土台作り、到底許されるものではありません。安心できない原発はすべて廃炉にし、

環境保全型のエネルギーへと転換させていく舵取りこそ政府に求められます。 
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728E20 

東海第二原発は再稼働すべきではないというのが私の結論です。理由は本パブリックコメントで

は技術的問題について述べろとの指示がありますが、そもそも４０年寿命の原子炉を６０年寿命

で再稼働させたいのは日本原電であり、東京電力を含む電気事業連合会であり、その支援により

支えられている与党自民党の安倍内閣と経済産業省と原子力規制委員会です。例えば安倍総理が

原発再稼働で大丈夫か？と聞かれたら日本の原発は世界最高レベルの基準で審査しているから

大丈夫と答えています。ここで技術的問題について答えたことありません。つまりあいまいであ

り誰も責任を取らない建前なのです。この適合基準について国会で審議されたことはなく、ま

た、国の第三者機関で検討されたわけでもなく、さらに国際的機関で検討されたわけでもありま

せん。つまり、安倍総理得意の再稼働支持の有識者を選び、再稼働に批判的識者を外して決めた

だけの基準に過ぎず、どこを指しても世界最高レベルとはいえず、地震大国、火山大国の日本独

自の基準があることを世界レベルと言い換えるレトリック子供だましの言葉に過ぎません。つま

り東海第二原発は４０年前に稼働した当時の安全性であり安全性が向上したわけではありませ

ん。そのことは原発は原子炉の本体の放射能による劣化は止められません。原発は劣化が進行し

故障して初めて不具合を発見するのであって事前にここはもう寿命だから交換しようというこ

とができないシステムです。このことは再稼働直後に配管腐食の発見、蒸気漏れと数えると限が

ないほど不具合が発生していることからわかります。言い換えれば原発は不具合が起きれば修理

すればいいというレベルで再稼働されているわけで、その不具合が致命的なとき運が悪かったで

すまされる恐れがあります。なぜなら事故が発生しても誰も責任を取らなくていいからです。福

島原発事故の教訓として追加検討されているベント設備は原子炉の爆発的破壊を防止するもの

であって、放出された高濃度の放射性ガスが周辺地域に拡散し周辺住民および地域には甚大な放

射能被害を及ぼします。つまり安全対策は地域住民の安全を保障するものではありません。東海

第二原発を再稼働させてはいけない理由について述べます。1.原発設置場所の海抜が低く、防潮

堤も高くないので津波が越えてくる。（福島第一事故当時 東海第二も浸水）2.電源盤が地下に

ある。（福島第一原発と同じ）3.原発の設置の地盤が弱い。（ボウリング調査データが開示されて

いない。）4.原子炉は４０年以上前の設計で地震に弱い。5.全長 1400ｋｍのケーブルのうち 15％

のみが難燃性、他は可燃性。福島第一３号機でケーブル焼損の疑いがある。九州電力の例になら

い可燃性ケーブルに難燃性テープを巻きつけて対策。これは地震の時剥がれたりしないか？大丈

夫か疑問。旧式の狭い原子炉で作業は確実に適正に実施可能か疑問。6.シュラウドひび割れ 原

子炉圧力容器内の燃料集合体と制御棒を覆うステンレス製カバーであるシュラウドにひびが入

っている。このことは燃料と制御棒の距離がヒビの具合で変化し、反応の度合いを制御する操作

に悪影響を与える恐れがある。7.隣接する再処理工場には使用済み核燃料と核廃棄物を保管。こ

ちらは防潮壁なし。東海第二特有の環境であり、これは福島第一で周辺放射能が強くてベントバ

ルブを操作できず原子炉が爆発した事情に酷似している。8.東海第二原発の周囲 30ｋｍ圏内の

人口は９６万人。県庁所在地の水戸市をはじめとして１４市町村が含まれる。最大の問題は人口

密集地にあり、避難が困難をきわめること。そのうち東海第二原発の日本原子力発電（株）は５

市（水戸、那珂、ひたちなか、日立、常陸太田）と協定を結んでおり、再稼働に当たっては東海

村を含めて 6市町村の事前了解をとることになっている。9.東京都まで約 100ｋｍの距離にある

東海第二原発。福島第一原発事故を考えると事故が発生したとき、放射能汚染により首都機能が

停止するなどその被害は計り知れません。10.日本原子力発電（株）は安全対策費１８００億円

の資金がなく、東京電力と東北電力に支援の依頼。資金面で不安定な会社に原発を再稼働させて

はいけません。緊急の修理、保守が必要になったとき、果たして日本原電は迅速な対応をとれる

体制は確立しているか不安です。なぜなら緊急の作業を可能な人材、資材は借金まみれの日本原

電にとって足枷以外の何物でもないので体制は最小限に限られるはずです。 

728E21 

原電の経理的基礎について原発を運転するには技術的基礎と経理的基礎は必須条件です。今回の

パブコメでは経理的基礎が対象外であることには納得できません。事実、原電は新規制基準に適

合するための工事費用を自前では賄えない状況です。東電等の電力会社の支援を受けて対処する

と報じられています。工事費用も現在の見積もり額で済むという保証もありません。このような

状況下、かりに再稼働された場合、再稼働後の安全運転（従業員教育、保守点検等）が十分に実

施されるのかきわめて不安と言わざるを得ません。老朽原発という観点からも規制委員には再稼

働不適当、廃炉が妥当との決定をしていただきたい。 
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728E22 

再稼働は認めないでください。Ｐ４には、『発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するため

に必要な技術的能力がある ことを要求している。』となっていますが、経済的能力も必要です。

東海第二は、東京電力からの融資がないと、再稼働出来ない経済状態です。経済能力の無い東海

第二は廃炉にするべきです。その、融資をしてくれる東京電力ホールディングスは、福島第一原

発事故の収束作業中であり、何時、収束作業が終了するか、未だに分かっていません。そして、

原発事故で被害を受けた人々に対しての保証も終わっていません。今もなお、全国で被害者達に

よる補償を求める訴訟が多く起こされ、多くが係争中であります。事故から 7 年を過ぎても、避

難者を含む多数の被害者達と補償を巡る係争中の東京電力ホールディングスは、東海第二に対し

て、融資をする資格があるとは思えません。融資をする資金があるのなら、被害者への補償に、

その資金を充てるべきです。東京電力ホールディングスが、東海第二に、いかなる形態であろう

とも融資することは、社会通念の上からも許されないことです。更に東海第二が、事故を起こし

た場合は、被害者に対して、経済的補償が出来る保証はありません。そして、事故の収束に関わ

る費用は、何処が出すのでしょうか？収束作業と被害者補償で、手一杯の東京電力ホールディン

グスが、東海第二の分まで資金援助が出来るとは思えません。税金を充てるのでしょうか？経済

的能力が無いと知れ渡っている、東海第二原発は、技術的能力を論ずる以前の問題として、事故

の収束作業や被害者補償も出来ていない東京電力ホールディングスからの融資を受けるべきで

はありません。充分な自己資金を持たない東海第二老朽原発は、廃炉にするべきです。日本原子

力発電は、再稼働では無く廃炉に対しての、技術的、経済的な準備を急いで始めるべきです。茨

城県沖に懸念されている、東日本大震災より大きな津波に破壊される前に。東日本大震災の時

も、東電の『津波対策先送り』に同調せず、『出来る事をやっておく』と決め、低地のグラウン

ドに、廃土を使った、盛り土をして、危うく福島第一発電所のような電源喪失にならずに済みま

した。首都圏の 3000 万人の、避難が不可能であった事と、避難後の大混乱を想像すると恐ろし

い限りです。原子力規制庁は、東海第二の廃炉に対しての技術的助言に徹するべきです。東海第

二の再稼働に断固反対します！ 

728E23 

福島第一原発事故は収束しておらず、検証も終わっていないのに、同型で老朽炉である東海第二

原発を稼働させてはならない。30 キロメートル圏内に在住だが、居住地の市においても避難行

動計画は非現実的な内容で、周知も図られていない。 

728E24 

Ｐ96 （火災による損傷の防止） 新規制基準では今後再稼働する原発は難燃ケーブルであるこ

とを義務付けた。東海第二は非難燃性ケーブルの時代に作られた最後の原発である。原電はすべ

てのケーブルを難燃性に交換することは困難だとして、難燃化率は全ケーブルの４０％とし、難

燃化できないケーブルは防火シートで包むとしている。規制委委員会はこの原電の案を了承し、

審査を通した。しかし防火シートは内部で蒸し焼きになる危険性が高く、火災による損傷の防止

にならない。新規制基準通りすべてのケーブルを難燃性に交換すべきであり、それができないな

ら原子炉設置変更を許可すべきでない。Ｐ135 （重大事故等対処施設及び重大事故対処に係る

技術的能力） 東海第二原発から２．７ｋｍしか離れていない東海再処理工場の事故からの影響

を考慮することは東海第二の再稼働の審査において必須条件である。高レベル廃液を３６０立方

メートルも貯蔵している東海再処理工場が津波などにより過酷事故を引き起こせば、東海第二も

コントロール不能となる。東海第二原子炉設置変更許可において別個の施設であり、審査の対象

ではないとして、東海再処理工場の事故について何ら考慮していないで審査を通したのは許され

ない。審査をやり直すべきである。 
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728E25 

原発を狙ったテロを防ぐことは出来ません。テロによる大規模な放射能被害を受ける恐れのある

原発は、再稼働せずに廃炉にしてください。Ｐ１７８  大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズ ムへの対応原発は、大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズ ムに対して対応できません。出来ない物に対して、原子力規制庁は、

どのような対応が出来るのか、具体的な対応がこの案には書かれていません。書かれていないの

に、どういった基準で審査をするのでしょうか？たとえば、『環境への放射性物質の放出低減を

最優先に考えた対応を行う』となっていますが、具体的な実行可能な手順や対応など全く書かれ

ていません。そもそも、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ 

ムなどが起きた時に、人間は平常心では行動出来ません。机上の空論を並べ立てても、実際には

役に立ちません。フクイチの事故でも、手順とは違う行動をした為、事故の規模が大きくなった

とも指摘されています。電力会社や国が、使った言葉、『想定外』になる事が決定的です。対応

できない事が、文字で著す事が可能なのでしょうか？テロに対しても対応不可能です。報道で

は、オウム真理教が起こした地下鉄サリン事件の前には、日本全国の原発の全てに、5人～10 人

のオウム信者が現場作業員として働いていたそうです。オウム信者は原発作業員として得た給料

をオウムに上納するために仕事ぶりは真面目で良く働いていたそうです。酒を飲まず、仲間内で

喧嘩もせず、作業員として原発施設内でオウム信者は大歓迎されていたそうです。作業員であれ

ば原子炉内に、プラスチック爆弾など、金属探知機で確認できない物を持ち込むことが可能だっ

たと元オウム信者が証言しています。かなり警備は甘かったとの証言もあります。非破壊検査の

会社をオウム信者が経営して、オウム信者を作業員として送り込んでいたとも証言されていま

す。サリンを製造し、地下鉄で撒いて死傷者を出すほどの大規模テロを起こしたオウムが、何故、

もっと大規模な被害を起こす原発を標的に選ばなかったのかは、単に、麻原が思いつかなかっ

た、原発に興味が無かった、幹部信者が、原発テロを進言しなかったからなのではないでしょう

か？単なる偶然が、原発テロに至らなかった、のだと思います。これは、オウム信者だけに限っ

たものではありません。満州事変や盧溝橋事件のように目的を持って自作自演で、原発テロを起

こす事も大いにあります。報道を支配すれば何でもありの世界です。航空機の衝突を想定して

も、その航空機は小型機です。旅客機やジェット戦闘機、大型輸送機、を想定してはいません。

未亡人製造機のオスプレイは、落ちる確率が高いです。対応できない事故やテロを起こす原発

は、廃炉にしてください。 

728E26 

福島第一がなぜ次々にメルトダウンしたのか、本当に津波だけが原因だったのか。まだ何もわか

っていない。同じ型の原発それも建築後４０年も経過する原発が本当に大丈夫なのか。しかも人

口密集地の近くにあって、もし何かが起こった時の避難は、そして日本という国の存続に与える

打撃はどうなるか。一企業の近視眼的な存続に拘泥して大きな進路を誤ることは許されない。そ

れでなくても歴史的に科学技術は数十年単位で大きくパラダイムの更新を経てきた。そのスピー

ドは加速こそすれ決して同じ水準にとどまらない。４０年を経過した原発はすでに滅びるしかな

いマンモスだ。なのに「原発の電気は安い」という理屈を無理やり存続させるためにこうした古

い原発を再稼働させてモトを取ろうとしても我々は結局もっと高い金を払わされあまつさえ未

来にツケを回す（長期間管理しなければならない核のゴミをふやすことによって）だけだ。この

辺ではっきりと方向転換してもらいたい。東海第二も廃炉にしてもらいたい。 
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728E27 

審査書（案）99 ページ申請者はここで現行の非難燃性ケーブルを全面的に難燃性ケーブルに交

換しないとしている。一方、規制委は 2013 年に定めた原発の「火災防護に係る審査基準」にお

いて、「ケーブルは難燃ケーブルを使用すること」と明確に規程している。この基準に鑑み、申

請者の行為は明確な違反であり、これを許容することは許さるべきではない。万一様々な理由を

こじつけて非難燃性ケーブルで可としたなら、基準をつくり、それを躱して結局は業者の言いな

りになるという日本の悪しき習性を世界から、また次世代の日本の歴史から糾弾されないではお

れない。実に重大間問題である。赤恥である。そもそも電線・ケーブルの耐用年数の目安は日本

電線工業会の資料ではせいぜい 30 年とされている。もしその２倍の年数に亘って使用を許可す

るとすれば、工学的にその非常識を避難されるし、とんでもない恥さらしとなる。こんな規制委

を戴くとすれば我々国民が恥ずかしい。かつて米国のブラウンズフェリー原発で可燃ケーブルに

よる火災事故があったが、東海第二でもし同様にケーブル火災が起これば原子炉の冷却が不能に

なり福島第一原発の事故の再来があり得る。2016 年 10 月、埼玉県新座市の洞道火災でケーブル

火災の消火が誰の予想も超えた長期にわたったことはまだ記憶に新しいが、ケーブルが燃えると

いうことは大変恐ろしいことである。一般の地下ケーブルならさほど広範囲な住民に危険を及ぼ

すとは言えないかもしれないが、原発においては誠に重大なことであり絶対ゆるされない。よっ

て、難燃性ケーブルに全量変えなければ絶対審査を通すべきではありません。 

728E29 

東海第二原発の 30 キロ圏には、水戸市の 27 万人を含め 96 万人が住んでいます。 原発事故時の

大混乱の中で、どう考えても全員が安全に避難することは難しいでしょう。東電福島原発の 30

キロ圏の人口は 14.1 万人でした。原発の稼働には断固反対です。廃炉を強く望みます。 

728E30 

Ｐ．１０－Ｐ．３３設計基準対象施設地震による損傷の防止（第４条関係）想定される地震から

計算される基準値振動が小さい。基準値振動の策定方法は過少評価されている。東海第二原発は

建設時２７０ガルの揺れに耐えられるように設計された。今や基準値振動は１００９ガルにまで

引き上げられている。ストレステストで原子炉が破壊される地震動は１０３９ガルと計算されて

いる。もう耐震設計上の余裕がなくなっており、基準値振動を超えた地震に襲われば原子炉は崩

壊する。私はこのような東海第二原発の寿命 20 年延長と再稼働を認めない。東海第二原発は即

刻廃炉にし、日本原電は廃炉専門会社として生きていくべきであると私は考える。 

728E31 

40 年も経過した老朽原発であり、延長は本来できないものです。福島原発の原因も究明できて

いないし、東海村には再処理施設もあって複合的連鎖的な事故が起きる可能性は否定できません

福島事故後の節電・省エネ推進によって電気は原発に頼らなくても十分余裕があります。中国は

太陽光発電に力を注ぎ今や世界一のシェアを持つに至りました。この地震火山列島では危険の大

きすぎる原発を推進するのには無理があります。規制委員会は避難には関与しないという立場の

ようですが、膨大な人口を 100 キロ圏内に抱え避難計画もできていない、周辺自治体の合意も得

ていない原発を再稼働させるのはどう見ても納得できません。政府と責任のなすりつけ合いをせ

ずに敢然と勇気をもって再稼働をさせない英断をしてほしいと思います。よろしくお願いしま

す。 

728E32 

（Ｐ．４－Ｐ．９）発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力原子炉等規制法第４３条の

３の６第１項第２号これまでに政府事故調査委員会、国会事故調査委員会、民間事故調査（福島

原発事故独立検査委員会）東電の事故調査と、事故の調査報告書をまとめた。しかしながら、未

だに事故原因は完全に解明されていない。福島第一原発と同じ沸騰水型軽水炉である東海第二原

発で教訓の反映は出来ていない状況である。そのような中で、東海第二原発の寿命を 20 年延長

し、さらに再稼働させようとしていることは言語道断であり、私は全く容認することはできな

い。 

728E33 

（Ｐ．９６－Ｐ．１０９）火災による損傷の防止（第 8 条関係）新規制基準の火災防護基準では

「ケーブルは難燃ケーブルであること」とされている。東海第二原発は可燃ケーブルが全長１４

００ｋｍ。日本原電は「５２％を難燃ケーブルに交換する」と申請し規制委員会はこれを認めた。

５２％交換とは、実は安全系ケーブル４００ｋｍの％５２で、全長１４００ｋｍのケーブルから

するとわずか「１５％」しか難燃ケーブルに交換しない。明らかに規制基準違反で東海第二原発

で火災が発生すれば原子炉は火の海となる。そのような中で、東海第二原発の寿命を 20 年延長

し、さらに再稼働させようとしていることは言語道断であり、私は全く容認することはできな

い。 
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728E34 

１．防火対策が不十分・ｐ９８の対策として不十分。防火シートでは対策となっていない。・消

化が極めて困難・この対策は必須のはず。２．水蒸気爆発の危険性がある型式ではないか。・な

ぜ、事故を起こした同様の型式が許されるのか。３．防波堤が不完全・いくら防潮堤のルートを

変更しても、想定外の災害となった場合、制御できないではないか。・地下水の上昇が想定され、

現在検討中の防潮堤では津波は抑止できない。４．地震対策が不十分・地震に対し、上記水蒸気

爆発や格納容器破損がないと、どうして言い切れるのか 上記を鑑み、設置変更許可に関する審

査書案の了承は妥当ではないと考える。 

729E2 

私は以下の理由により東海第二原発の再稼働に絶対反対です。１．古い設計で地震に弱い。２年

前の熊本地震ではマグニチュード 6.5 の前震の 28 時間後に同 7.3 の本震があった。例え一回の

地震に耐えられる建造物でも、本震と同程度の前震または後震が起きると、熊本地震の時のよう

に倒壊の可能性が高い。強い前震、後震を伴う地震が起きる可能性は大いにある。現在、千葉県

沖を震源とする地震が多発しており、いつでも大地震が起きる可能性がある。２．東海第二原発

周辺には、使用済み核燃料、核廃棄物等を貯蔵する再処理工場等があるが、本年７月 13 日の院

内集会で原子量規制委員会の方より、「東海第二原発の敷地以外は今回の審査の対象外」との説

明があり、大災害に対する備えがないことが判明３．本年６月 21 日に実施したブローアウトパ

ネルの加振試験で扉を動かすチェーンが切れるトラブルが発生。東海第二原発に装備されている

ブローアウトパネルで放射性物質を閉じ込めることは不可能。 

729E3 

そもそも設置許可してはならない東海第二原発の再稼働に反対する理由を以下に述べる。  4 ペ

ージの「発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力において、福島第 1 原発事故を踏まえ

て新たに要求された重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力」についての審査結果は、299 ページ及び 319 ページで記載するとある。  299 ページで

は重大事故に対処するための手順に対する共通の要求事項(重大事故防止技術的能力基準 1.0 関

係)のアクセスルートの確保に「可搬型重大事故対処設備を運搬するための又は他の設備の被害

状況を把握するため、発電所内の道路及び通路が確保できるよう、迂回路も考慮して複数のアク

セスルートを確保する方針であること」と述べている。しかし、既に柏崎刈羽原発差止訴訟にお

いて、「想定を超える大地震が発生した場合、格納容器バイパス冷却材喪失に加えて、全電源喪

失が生じ、本件原発の敷地及び周辺の地盤の脆弱さによりケーブルの断線や道路・高台法面の崩

壊などが生じて”可搬式”の対策が困難となり、炉心溶融と水素爆発による破局的な放射性物質

の放出、さらに悪くすると使用済み燃料プールの破壊による燃料溶融となる。長期にわたる大量

の放射性物質の放出も加わった福島原発事故をさえ超える大事故に至る可能性がある」と指摘さ

れて、東海第二原発も同様な事態が予測されている。さらに、南に位置する旧動燃の再処理施設

も巻き込んでの重大事故になってしまう可能性も指摘されている。加えて、前記の様な重大事故

において全電源喪失とメルトダウンという事態になってしまえば、現場は想定通りに動けない

し、指揮官側も情報不足や勘違いで十分な対応が取れないという事を、福島原発事故対応に関し

ての吉田調書(2011 年 8 月 8、9日聴取調書第 3 分冊 8ページ、2011 年 11 月 25 日聴取調書 8ペ

ージ、2011 年 7 月 22 日聴取調書 42～43 ページ、2011 年 7 月 29 日 14 ページ)からも十分窺え

る。従って、今回の審査を経たこれらの対策は実効性のないものと判断でき、再稼働は認めるべ

きでは無いと思われる。  そして、319 ページでは「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備及び手順(第 44 条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.1 関係)」を示している

が、1985 年の東海第二原発の控訴審で問題提起された全電気負荷喪失・タービンバイパス弁不

動作の際にスクラム(緊急停止)が僅か 0.5 秒遅れたら暴走事故となって圧力容器が破壊される

という解析に対しての答えになっていない。緊急停止に失敗した時点で、暴走事故が発生してし

まい、全く安全対策とはなっていない事からしても東海第二原発は再稼働すべきではないと思わ

れる。 

729E4 

その他自然現象に対する設計方針において、積雪に対しては、建築基準法に基づく積雪量から積

雪荷重を設定するとの記載があるが、建築基準法を確認すると東海二号が立地する東海村の垂直

積雪量は３０ｃｍと記載されている。一方、２０１８年５月３１日に実施された事業者ヒアリン

グの資料（６条（火山）－１－資料４－２ページ）に記載されている積雪条件では、堆積量とし

て１０．５ｃｍとしており、平均的な積雪量との記載がある。設定する積雪量に差異があるが、

どのような評価をしたのか（９１－９２ページ）。 
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729E5 

■地震対策 東海第二原発は、40 年を越す老朽原発であり、抜本的な地震対策はなされていませ

ん。2016 年には 1009 ガルに耐えうると言っていますが、これは配管のことであり、原発本体な

どの主要施設についてはきちんと対策されていません。また、フィルターつきベントの問題もあ

ります。そもそも、フィルターつきベントは放射性物質を外に漏らさないという社会との約束を

違反しています。■可燃性ケーブル(審査書案 p.98～)東海第二原発は、致命的な欠陥がありま

す。それは可燃性ケーブルが使用されていることです。 今現在、世界中の原発は原則として可

燃性ケーブルを使用していると動かせません。にもかかわらず、防火シートを巻いたから動かせ

るとはどういうことでしょうか？ 全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは

「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳にな

っています。防火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも対策しないケーブルが 45%

以上となります。この事は、絶対に再稼働を許してはならないことであり、廃炉を決定付ける事

実だと思います。■水蒸気爆発の可能性(審査書案 p.241)福島第 1 原発ではコンクリートの上に

メルトダウンしましたが、東海第二原発で同じことが起きた場合、炉心の真下にあるのは水であ

り、水蒸気爆発の危険性が高いです。審査書案ではきちんと評価対策されておらず、この事も、

老朽原発に再稼働を許してはならない理由だと思います。■大型船が寄港する港と隣接する再処

理施設について東海第二原発の側には大型船が寄港する港が２つもあり、停泊中の大型船がいる

ときに津波がおきたら、この大型船が東海第二原発や隣接する動燃の再処理施設に直撃する可能

性もあります。ここには、高レベル放射性物質の廃液が 360 立方メートルも保管されています。

こんな状況で再稼働はあり得ません。もし最悪の事態が起きたら、首都圏 100 万人の避難はどう

なるのでしょうか？■日本原電の経営能力 東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たん

を免れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができません。この

時点で、「経理的基礎はない」とみるべきでしょう。 事故が起きても、賠償金すら払えない会社

に再稼働する資格はあり得ません。また、東電は公的資金を投入されている会社であり、そこか

らお金が流用されることは許されないことだと思います。 

729E7 
地震の多い日本では、原子力発電所の設置は危険が大きすぎる。即時廃止に向けて作業を始める

べきです。 
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729E8 

【日本原電の経理的基礎について】日本原電の経理的基礎については、審査において大きな争点

になったのにもかかわらず、また、多くの国民の関心であるのにもかかわらず、パブリック・コ

メントの対象とはされていない。パブコメの対象とするべきであろう。結論からいって、日本原

電に経理的基礎はなく、原子力規制委員会の「経理的基礎がある」という判断には以下の理由か

ら根拠がないと考える。■純利益の推移敦賀原発、東海第二原発が動いていた 2003～2010 年の

純利益の平均は 17 億円。2011 年～2017 年の平均は 25 億円の赤字。廃炉しなければならない敦

賀原発１号機、東海原発をかかえて、2011 年以前の水準まで戻すのは難しいだろうが、仮に戻

せたとしても、安全対策費を回収するのに 100 年かかる。■巨額の建設仮勘定の資産性に疑問日

本原電の有価証券報告書では、建設仮勘定として、2017 年度 1,732 億円が計上されている。こ

の内容は不明であるが、仮に建設途上の敦賀３・４号機であるとするならば、新規原発を稼働で

きるかどうかは可能性が少なく、その資産性には疑問がある。仮に資産性がないと判断されれ

ば、日本原電の純資産は 1,649 億円であるため、債務超過におちいる恐れがある。■銀行が貸し

付けを行わない時点で、経理的基礎は怪しい 2017 年 11 月 14 日の審査会合で、原子力規制委員

会は、日本原電に対して、債務保証の枠組みとして、だれが債務保証を行うのか、その意思はど

うかについて、書面で示すことを要求した。しかし、そもそも誰かが債務保証をしなければ銀行

が貸し付けを行わない時点で、日本原電の経理的基礎は怪しいとみるべきではないか。■東電・

東北電からの書面は根拠にならない。日本原電は、2018 年 3 月 14 日付で、東京電力と東北電力

の二社に対して、「電気料金前払、債務保証等によって弊社に支援資金する意向を有している旨、

書面をもってご説明いただきたく何卒よろしくお願いいたします」と要請を出した（2018 年 3 月

14 日付）。ここで、債務保証のみならず、「電気料金前払」という言葉を入れていることに注意が

必要である。東電と東北電の二社は 3 月 30 日付で「工事計画認可取得後に資金支援を行う意向

があることを表明いたします」と文書で回答。しかし、両者とも「なお、本文書は、…何ら法的

拘束力ある約諾を行うものではないことを申し添えます」とも書いてあり、資金支援を確約した

ものではない。この文書は、原発をめぐる電力会社のもたれあいの構造を示すだけであり、日本

原電の経理的基礎を何ら示すものではない。■東電による資金支援は説明がつかない。巨額の公

的資金が注入されている東電が、日本原電の支援を行うことは、まったく説明がつかない。実質

的には、国からの資金の「迂回融資」にあたるのではないか。 

729E9 

そもそもなぜ原発を再稼動しないといけないのかという理由がわかりません。エネルギーが逼迫

でもしているのでしょうか。理由が知りたいです。その理由を全国民に提示して、最低限周囲に

住む市民の納得を得てから審査等に進むのが正しい順番ではないでしょうか。本来、政府は国民

よりも先を見通して、国民が安全、安心に暮らしていけるように、最新の技術、知見、情報に基

づき国を運営していくべきもので、それができる優秀な人が集まり、その人達に国民は税金を託

して働いてもらっていると考えています。それがなぜ、“過去の遺物”にずっとしがみつき、国

民を危険に陥れることしか考えないのでしょうか。不思議でなりません。世界では“自然エネル

ギー”が主流なはず。あの中国でさえ、日本よりは自然エネルギーに投資していると何かで読ん

だ気がします（原発増設も活発らしいですが…）。東海第二原発に限らずですが、もう日本に原

発は要りません。いい加減、政府は目を覚まして、時代に即した根本的なエネルギー政策の改革

をして欲しい、ちゃんと前に進んで欲しいです。40 年の老朽原発を動かす必要が本当にあるの

でしょうか。正当な理由が本当にあるのでしょうか。資金難の日本原電を救って、助けてまで動

かす理由はなんでしょうか。資金面で助ける企業が東電とは。東電はまず福島の被災者に対する

万全の対応をしているのでしょうか。まずそれが先ではないでしょうか。まずそれに東電が儲け

たお金を使うべきなのではないでしょうか。福島の原発事故後、済し崩しで、何兆円も“国民”

に助けてもらっている東電が、原発稼動に関わること自体、冗談かと思います。政府には、もっ

と“常識的”“合理的”な判断ができる人が集まって欲しいです。 
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729E10 

（審査書案１３５～４７３ページ）それぞれ起こりうる事故の対策に、大変細かいシミュレーシ

ョンはされているが、実際の自然災害時には、それらが個別に起こるわけではなく、地震・津波・

電源喪失・余震・・・等々は重複して発生し、しかも対応する担当者のケガなどの人的確保も困

難になるなど、シミュレーション通りに事故処理が滞りなく進行するとは到底信じられない。そ

うであれば、重大事故を回避するためには、Fail-Safe の原理がシステムとして保証されなくて

いなくはならないはずである。根本的に、原子力発電所は全く逆で、「停止したら危険になる」

システムでしかなく、安全への保証とコントロールが効かないものであり、自然・社会に取り返

しの利かない害を及ぼす可能性を除去できないものであり、存在を許してはいけないシステムで

しかない。科学技術の開発で原則として基底すべき Fail-Safe を確保できない以上、発動しては

ならないと考える。 

729E11 

（審査書案１００ページ）使用ケーブルについて、原子力規制委員会は安易な例外を認めてしま

っていることは、安全をないがしろにしていると言わざるを得ない。火災防護基準として規定さ

れているはずの「難燃性ケーブル」を、東海第二発電所で使用されている「非難燃性ケーブル」

に防火シートを巻くだけで認可することになるが、科学的安全性の確保を保証できないのではな

いか。 

729E12 

福島の事故を教訓にしてください。2011 年 3 月の東京電力福島第一原発の事故は多くの人の生

命、暮らし、故郷を奪いました。東海第二原発は福島の教訓を学び、廃炉にするべきです。40 年

経過した老朽原発、人口密集地、避難対策ができない、日本原電の赤字経営など多くの問題を抱

えた原発は「不適合」にしてください。 

729E13 

"1. 30km 圏内には約 96 万人が居住。まもなく 40 年の老朽原発でもあり、東日本大震災のとき

に津波をかぶり、つなわたり運転を３日半続けてようやく冷温停止にいたった被災原発である。

事故あらば 96 万人のみならず首都圏全体がプルームの中で廃墟と化す事は福島事故を見ても明

らか。再稼働するなどは狂気の沙汰である。また近隣の東海村核施設には４００立米の高レベル

核廃棄溶液があり、これを巻き込む程の過酷事故に至れば日本のみならず世界中への核汚染が広

がる。2. 日本原電は所有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」

でかろうじて破たんを免れている状況であり 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りること

が出来ない。この時点で、「経理的基礎はない」とみるべきである。日本原電は、東京電力と東

北電力の二社に対して、「電気料金前払、債務保証等によって弊社に支援資金する意向を有して

いる旨、書面をもってご説明いただきたく・・・」と要請を出した。東電と東北電の二社は「工

事計画認可取得後に資金支援を行う意向があることを表明いたします」と文書で回答。しかし、

「なお、本文書は、…何ら法的拘束力ある約諾を行うものではないことを申し添えます」とも書

いてある。東京電力に関しては、巨額の公的資金が注入されており、他社の原発を支援すること

は、許されない。 3. ケーブルの防火対策 （審査書案 p.98）  全長約 1,400km のケーブルの

うち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを

巻く」が約 14％という内訳。防火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも対策しな

いケーブルが 45%以上となる。「防火シートで巻く」対策では、防火シートを通してケーブルが

加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が

極めて困難となるといった状況が懸念される。また、防火シートによって延焼は防げたとして

も、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われることによって、プラントの状態がわからなく

なったり、機器の遠隔制御が不能になり得る。「何も対策しない」45％では、非難燃性の OF ケー

ブルがそのまま残ることになり、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発生した

火災と同様のリスクをかかえる。4. 水蒸気爆発の危険性 （審査書案 p.241 など）東海第二原

発の格納容器は MARKII 型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水であ

り、水蒸気爆発の危険性が高い構造。 しかし、審査書案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は極

めて低い」として、評価を行っていないのは欠格。" 
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729E14 

東海第二原発再稼働につき、対策工事を条件として適合とした貴委員会の判断に下記の通り反対

の意見を述べます。首都圏内に設置され３０キロ圏内に百万人弱が居住している原発の再稼働を

審査するに当たっては慎重の上にも慎重な検討が必要であり、周辺自治体が再稼働につき充分安

全性が担保されていると納得しうる内容であるか特段の吟味が欠かせない。特に当該原発は本来

一般に耐用年数である４０年を経過した老朽原発であり、事業者たる日本原子力発電に老朽原発

を再稼働するに際しての能力の有無を慎重に判断する必要性が高い。電力需給情勢・趨勢を考え

た場合再稼働に要する追加工事費用を支出してまで再稼働をする必要性が認められず、事業者の

財務状況も他の電力会社からの融資保証が無ければ追加工事実施が覚束ない極めてお粗末な始

末で再稼働を行う必然性が全く理解できない。 以上のことから東海第二原発の再稼働を適合と

した貴委員会の判断に異議を申し立てます。 

729E15 

東海第二原発の再稼働に繋がる許可に反対します。・運転開始から 40 年たった老朽原発は本来

なら廃炉にするべきで、再稼働する理由がありません。電力が足りないわけでもなく、ただ日本

原子力発電という 1 民間会社の経営事情に過ぎません。その 1 民間会社の都合で動かすにはリ

スクが大きすぎます。・設備が古く脆弱化している上に、緊急対策所が免震構造ではないこと(審

査書案 P465)。福島原発事故で免震重要棟の重要性が示されたはずなのに、また、基準規則 61 条

で「基準地震動に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を喪失しないようにする」こと

を要求しているのに、免震構造ではないまま許可を出すことは規制委員会が自らを否定すること

になってしまいます。・使われているケーブルには非難燃ケーブルが多く使われていますが、火

災防護基準ではこれを難燃ケーブルに置き換えることを要求していますが、一部(全てのケーブ

ルのうち 14％)は難燃ケーブルでなければならない箇所でも、防火シートを巻くという対策で済

ませようとしていますし、巻かない箇所もあるそうですが、これも規制委員会が自らの規制基準

を否定するものだと思います(審査書案 P99)。・当初原発敷地内で液状化が起こる可能性はない

という前提だったのを、後に可能性があるとして防潮堤を鉄筋コンクリート壁構造を津波対策と

するそうですが、液状化が起こる可能性のある場所、しかも津波の危険が大きい場所に原子力発

電所があることがあまりにリスクが高すぎます(審査書案 P34)。避難計画すらもまともにない原

発、地域住民にも他の電気を使う消費者にも何らメリットはなく、リスクだけの老朽原発の再稼

働に繋がる許可に反対します。 

729E16 

津波浸水による最終ヒートシンク喪失（審査書案 P.215）「全交流動力電源喪失」や「最終ヒー

トシンク喪失」では、逃がし安全弁による原子炉圧力容器の減圧を行った後、可搬型代替注水中

型ポンプによる原子炉圧力容器への注水により、原子炉水位は回復し、炉心の冷却が維持される

としている。しかし、減圧が急速であることから、炉心及び機器（配管、圧力容器、炉心シュラ

ウド、燃料集合体構造物など）は、注水開始時点で高温状態と考えられる。したがって、炉心損

傷防止対策が有効なものであるか否かは、崩壊熱の除去だけではなく構造物の冷却を考慮した解

析モデルでなければ判断できない。可搬型代替注水中型ポンプの仕様、解析条件及び解析結果を

具体的に説明してください。 

729E17 

・100 ページ：原子力規制委員会はこの審査で非燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めて

いる。格納容器の中まである非燃性ケーブルを防火シートをまく方法は現実的には無理であり膨

大な費用もかかる。防火シートは電気を通さないぜつえんたいになっている。ケーブルからの自

然発火する問題はないのか。 

729E18 

審査書１１６ページ（溢水による損傷の防止等）について、没水対策として堰を設置することと

しているが、堰を設置した上部に水系配管があった場合、当該配管の破損を想定した場合、堰内

側に水が滞留し安全機能に影響を及ぼすことが考えられるが、審査においてどのような確認を行

っているか？また、取り纏め資料に対策の考え方を示すべきではないか。 

729E19 

審査書（１１４ページ）の溢水経路の設定について、第９条溢水による損傷の防止等の取り纏め

資料（添付資料１０「鉄筋コンクリート壁の水密性について」）では、地震に起因する機器の破

損に伴う溢水は、建屋最地下階に貯留されるため、最地下階の耐震壁に限定して評価を行ってい

るが、上階における溢水経路上の壁床については、その健全性（ひび割れの影響）をどのように

確認したのか。 
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729E20 

取り纏め資料（重大事故等対処設備 補足説明資料 共‐８重大事故等対処設備の内部溢水に対

する防護方針について）の「共８‐４０」ページでは、設計基準対象施設の機能に期待せず、重

大事故等対処設備によって、主要な安全機能を確認する評価内容が記載されている。本評価で

は、溢水源としてスロッシングによる影響のみを考慮しているが、耐震性が確保されていない機

器の破損を考慮しなくとも良いとした理由について確認したい。 

729E21 

審査書１１４ページ（溢水による損傷の防止等「３．（２）溢水経路の設定」）において、火災に

より貫通部の止水機能が損なわれる場合は、消火水の流入を考慮するとしている点について、具

体的にどのような条件で止水機能が喪失すると整理しているのか。例えば、保守的に火災発生区

画は一律機能喪失するとしているのか、あるいは、火災荷重や離隔距離など火災防護側の条件を

適用しているのか。 

729E22 

福島第一原発事故も収束しておらず、検証も終わっていません。同型の東海第二原発は再稼働す

べきではありません。多くの茨城県民が反対しており、96 万人も避難させるのは不可能です。

重大事故発生に伴う広域避難計画の策定内容を審査せずに、再稼働合格はあり得ないと思いま

す。審査のやり直しをすべきです。また日本原電には再稼働する経理的基盤がないのも明らかに

なっています。東電や東北電力が支援表明をしていますが、巨額の公的資金が投入されている東

電が支援するというのも納得できません。 

729E23 

審査書９８ページ（火災による損傷の防止「３．火災の発生防止に係る設計方針」）について、

難燃性材料を使用する範囲は、安全機能を有する機器等と記載しているが、”等”の範囲は具体

的に何を指すか明確にすべきである。また、火災防護に係る審査基準では、安全機能を有する構

築物、系統及び機器となっており、対象が明確となっているが、それ以外に確認したものはある

か？（参考）火災防護に係る審査基準における対象機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の

筐体、及びこれらの支持構造物のうち、主要な構造材、変圧器、遮断器、ケーブル、換気設備の

フィルタ、保温材、建屋内装材 

729E24 

取り纏め資料（重大事故等対処設備 補足説明資料 共‐８重大事故等対処設備の内部溢水に対

する防護方針について）の「共８‐４０」ページでは、設計基準対象施設の機能に期待せず、重

大事故等対処設備によって、主要な安全機能を確認する評価を行っており、溢水源はスロッシン

グのみを考慮している。一方、取り纏め資料（添付資料１．０．２「可搬型重大事故等対処設備

保管場所及びアクセスルートについて」 別紙３２「地震随伴内部溢水の影響について」）では、

溢水源をスロッシングおよび耐震性が確保されない機器としている。上記資料は同じ重大事故を

想定していると考えるが、溢水源の想定が異なる理由はなぜか。 

729E25 

取り纏め資料（添付資料１．０．２「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」 別紙３２「地震随伴内部溢水の影響について」）では、溢水源のうちスロッシングに

ついては、使用済燃料プールを考慮しているが、原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールの

スロッシングを含めていない理由は何か？施設定期検査中は重大事故に至ることがないから考

慮しないのか？ 

729E27 
多くの茨城県民が反対しており、周辺の自治体で反対決議があがっている。96 万人を避難させ

ることはできない。 

729E28 

ブローアウトパネルで放射能放出（Ｐ416 他）・ブローアウトパネルは、水素だけでなく大量の

放射能を意図的に放出させる装置である。放水砲では放射能の拡散を止めることはできない。水

素だけを放出する別の対策を講ずるべき・閉止操作を確認する実験は失敗したのだから、再稼働

を許可するべきではない。 

729E29 

地盤の液状化と防潮壁（審査書案Ｐ34）・液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきでない。

防潮壁が崩れない保証はない。・周辺には東海再処理工場やそこに設置された高レベル廃液タン

クなど周辺には危険物がある。少なくともそれらの津波対策が明ら 

729E30 

火山灰で原子炉の屋根が崩れる？（Ｐ７４～７７） 火山灰が設計層厚の５０センチを超えると

原子炉建屋の屋根が崩れる危険性が生じるのは問題がある。除灰もできず対応のしようがない。

強度不足ではないか。設計をやり直すべき。 
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729E31 

99 ページから、可燃性ケーブルに対する対応についてのべられているが、想定外の災害、人災

が起きた際には重大事故を引き起こす可能性があると考えられる。この対策は一時しのぎにしか

ならず、あらゆる災害、人災に対応できない。10 ページから、想定される地震の規模についての

べられているが、そもそもの想定が甘い。福島の事故では想定外の事象が起きているのに、その

後の対策がこの状態で、何故許可できるのか。この変更許可申請書にある対策では重大事故を回

避できない。それを「対策は十分」としているこの審査書案は不適当である。この申請書の許可

のあとに控えるのは新たな事故であり、損害賠償、国土の汚染、世界に対する日本の信用の失墜

等、多くの重大なリスクであると考える。 

729E32 

100 ページ原子力規制委員会はこの審査で「非難燃性ケーブル」に防火シートを太鼓巻きにする

方法を認めていますが、新規制基準に規定された「難燃性ケーブル」の原則から外れています。

新規制基準でも「非難燃性ケーブルは×」と定められています。今回の東海第 2原発のような例

外措置を認めると、緊急時に予測できない事態が発生する可能性があり、例外を認めるべきでは

ないと考えます。つまり、東海第 2 原発には再稼働の資格がないと考えます。 

729E33 

日本原電に経理的基礎はない審査対象だが、パブリックコメントの対象から外されている。対象

にすべき。なぜなら銀行が融資を断った段階で、原電に経理的基礎はない。多額の借金があり、

負債が膨らまないうちに、きちんと破綻させるべきである。 

729E34 

意見提出箇所、ページ 99、(2)安全機能を有する機器などにおける火災の発生防止、丸 3の難燃

ケーブル使用の必要条件に対し、非難燃ケーブルを使用する場合は難燃ケーブルの使用以上の難

燃性を持った設計と実証実験とありますが、この難燃度（性）を計るモノサシあるいは指標を設

計目標と実証実験値を対比して、各々、現状非難燃ケーブル、難燃ケーブル、非難燃ケーブル複

合体のデータで見ないと確信のための説得性がないと思います。よろしくお願いします。また

100 ページの中ほどに複合体内部からの発火の想定がありますが、すでに 40 年を過ぎているケ

ーブルは当然機械的的強度の劣化以上に絶縁性の劣化にはどう対策が織り込まれていますか？ 

729E35 

パブリックコメントについて、多分これは意見として通らないでしょう。でも、このパブリック

コメントは誰を対象に行っているのでしょうか。500 ページ近い専門用語だらけ？とっつきにく

い文章の資料、読むだけでも骨が折れます。そして、科学的技術的ななコメント、いろいろ要求

が続きます。とても、市井の主婦でそれほど賢くない私には読むのも大変、意見を述べるのも立

ち止まってしまう、結局は意見を述べたくても躊躇したまま終わってしまう、パブリックコメン

トの募集です。しかしながら、東海第 2原発に何かあったら、一番の被害を受けるのは私たちで

しょう。その私たちにもっと率直な意見を求めるのがパブリックコメントではないでしょうか。

私は東海第 2 原発再稼働反対です。もともと 40 年の耐用期間で立てられた原発です。設計者や

建設に携わった人たちが言っています。東日本大震災の時も間一髪で難を逃れました。再稼働す

るにも多くの修理をしなければならないのに、東電が肩代わりするだのなんだかんだ言っていま

すが、費用もありません。そして、東海村や周辺住民の避難計画が立てられていますが、ひとた

び惨事が起これば、関東一円、いいえ日本全体がだめになるでしょう。チェルノブイリの事故で

は 300 キロメートル離れたベラルーシの子供多胎が白血病で亡くなっているのです。日本でも

お茶に被害がありました。水素爆発の危険性をはらんだ古い機種の沸騰水型原発、可燃性ケーブ

ルの問題、5 重の壁で放射能を封じ込めるといいながら、いざという時はベントで放射能を放出

して格納容器の破損を防ぐという矛盾、周辺施設は核廃棄物施設だらけ、こんな施設を何十億の

お金を変えて再稼働させるなんて私たちをバカにしているとしか思えません。世界の潮流は今や

再生可能エネルギーです。なぜ、原発にこだわるのですか。私は絶対再稼働に反対です。このコ

メントではだめなのでしょうか。 

729E36 
東海第二原発の再稼動を許可しないでください。水蒸気爆発の危険性など様々な危険性の回避に

対する措置がまだまだ不十分です。経済性より国民の生命の安全を第一に考慮するべきです。 
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729E37 

＜意見＞ 東海第二原発は、今年 11 月 28 日で運転期限が切れます。本審査書案は、同日までに

運転延長を認められたいという「日本原子力発電」（以下「原電」）の「経営事情」に配慮したも

のであり、新規制基準の厳格な適用によって過酷事故のリスクを最小限にするという、原子力規

制委員会の任務を逸脱したものです。本委員会は、原電の設置変更申請を突き返し、高経年化対

策を網羅した、新たな申請書の提出を命じるべきです。＜理由＞ 本審査書案には、目次、本文

を含め、高経年化対策を明確に意識した記述はゼロです。例えば、原発の最も重要な基礎素材で

ある、鋼鉄などの金属の劣化に関わる次のような項目、語句が皆無です。数例をあげれば、「高

経年」による「照射脆化」、その結果低下する「脆性遷移温度」、それを確認するための「監視試

験片」といった用語が皆無、「脆性」「靭性」など、金属素材の健全性に関わる用語も全く使われ

ていません。このことは、原電の申請書が、高経年化対策を明確・具体的に示していないことを

意味します。こうした申請書を審査すること自体が無意味です。 

729E38 

私は水戸市議会議員です。２０１８年６月議会において、東海第二原発の再稼働を認めない意見

書を１７対２の圧倒的多数で可決しました。市民の安全確保に責任を持つ水戸市長も再稼働には

慎重な姿勢を取っています。３０キロ圏内に９６万人が住んでいます。広域避難などできるわけ

がありません。東海第二原発は動かしてはいけない原発です。 

730E1 

東海第二原発審査書案に対する意見全般的な意見事故の終息も検証も終わっていない福島第一

原発と同じ沸騰水型炉で、運転開始から４０年となる老朽炉である東海第二原発は運転してはな

らない。周辺住民は世界に例がないほどの９０万人を超えている。事故時の避難は不可能であ

る。原子炉設置変更許可審査において「経理的基礎」についての検討がなされたが、原電は変更

に必要な資金の融資を受けられなかった。原電に経理的基礎は存在しないので審査書案は誤りで

あり、再稼働は認められない。地盤の液状化と防潮壁（審査書案３４ページ）液状化の恐れがあ

る敷地に原発を立てるべきではない。液状化による倒壊の危険から防潮壁の構造の設計変更をし

たが、それによって敷地内の地下水水位が上昇し、建屋内部に浸水する可能性がある。事故時に

大量の汚染水が発生する原因となる。防潮壁の範囲から除外された「低レベル放射性廃棄物埋設

施設」に対する津波対策は不明のままである。なぜこのような設置許可変更申請が認められるの

か。審査書案の撤回を求める。 

730E2 

東海第二原発審査書案に対する意見全般的な意見事故の終息も検証も終わっていない福島第一

原発と同じ沸騰水型炉で、運転開始から４０年となる老朽炉である東海第二原発は運転してはな

らない。３０キロメートル周辺住民は９６万人を超えている。事故時の避難は不可能である。原

子炉設置変更許可審査において「経理的基礎」についての検討がなされたが、原電は変更に必要

な資金の融資を受けられなかった。原電に経理的基礎は存在しないので審査書案は誤りであり、

再稼働は認められない。ケーブルの防火対策（審査書案９９ページ）火災防護基準に照らして難

燃ケーブルに置き換えなければ、設置変更許可は認められないはずなのに何も対策しないケーブ

ルの延長が全長の４５パーセントになっている。さらに、難燃性ケーブルに変えなければならな

い非難燃性電線を、防火シートで被う対策をする長さが全長の１４パーセントだという。防火シ

ートで巻くことによって延焼は防げたとしても条件によっては内部被覆の損傷から、制御や監視

機能に重大な欠陥が生じることになる。火災防護基準はケーブルの全てに適用し設置変更されな

ければならない。本案は見過ごすことのできない瑕疵があり、撤回をもとめる。 

730E3 

福島の事故原因が未だにわかってない時点で、再稼動は考えられません。非常電源を丘に移した

といっても、それでも、時代に逆行しています。アメリカはおろか、他の先進国は原子力がリス

クが高すぎることから自然エネルギーに移行しています。日本のエネルギー基本計画で、原発が

ベースロード電源という事を骨子にしてしまった自民党。民意は得た。と言ってますが、民意は

原発反対です。世論調査ではっきりでています。原発の電源は無くとも、電気は足りてますし、

自民党の当時経産省大臣の茂木敏光氏がシェールガスの買い付けをアメリカから出来るように

してあるはずです。たしか、2012 年の時に、そういった外交をやっているはずです。電気が足り

ない。そういったことは、わたしはリスクの高い原子力発電には頼る必要が無い時代であると心

底思います。再稼動は認められません。老朽化した原発はやはりリスクが高すぎます。認められ

ません。それから、まともな避難計画すらできていないでしょうし、福島の事故で 200 キロ以上

ヨウ素１３１は飛んでいます。ヨウ素剤の配布は各自治体毎に完備されていません。これで、再

稼動できない理由が明白であると思います。 
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730E4 

機械は必ず壊れます。自動車・洗濯機・冷蔵庫。ましてや原発は、高温・高圧力・高振動・超複

雑な機械。４０年動かすのがぎりぎりではないですか？ 原子力規制委員会などの優秀な皆さん

が、それをお分かりにならないはずはない。莫大な建設資金を使って、４０年のうち、半分近く

は定期点検。生み出す電力はたかが知れています。 ウラン採掘から廃炉処理まで、あらゆる場

面で被爆労働を強いる過酷な機械。これ以上動かし続ける経済的倫理的正当性はありません。も

う、あきらめましょうよ。１００年後の世代のために。 

730E5 

東海第二原発は、2011 年の東日本大震災でメルトダウンした福島第一原発と同型の老朽原発で

ある。福島原発では、事故後 7年以上もたった今も人が直接近づけず、検証ができず、燃料デブ

リも取り出せない現状で、故郷を失ったたくさんの住民を生んだ悲惨な事故である。それなの

に、国が次々と原発再稼働を進めることは異常である。 多くの茨城県民が東海第二原発の再稼

働に不安を抱き反対している。周辺自治体でも反対決議が上がっている。地震や津波、集中豪雨

等による地盤の液状化、防潮壁の崩壊、原子炉建屋の浸水がきっかけとなり、ひとたび原発事故

が起これば、96 万人もの住民が避難することは不可能であり、再稼働に反対することは当然で

ある。 東海第二原発は動かすべきではない。 

730E6 

100 ページで、新規制基準で難燃性ケーブル使用とされている基準を、原子力規制委員会は、代

用としてこの審査で、非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めている。この様な防火に

対して不安のある方法を、例外として認めることにより、予想できない危険な事例が発生する可

能性がある。この方法は認められない。安全が確保されないので、東海第二原発の再稼働をして

はいけない。 
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730E7 

日本原子力発電(株)が申請した東海第二原子力発電所の再稼働・運転 20 年延長を却下すべきと

の立場から意見を述べます。 【ケーブルの難燃性】原子力規制委員会の新規制基準では、電気

ケーブルには難燃ケーブルを使うかそれと同等以上の防火性能を確保するよう定められている。

40 年前に営業運転を始めた東海第二のケーブル（全長約 1400km）は、全面的に難燃ケーブルに

交換されるものと私は思っていた。 ところが、今年７月 13 日に議員会館で行われた市民団体

との会合で、規制庁職員によれば、日本原電の申請書は「安全系ケーブル（約 400km）のうち 52％

を難燃ケーブルに交換する」とのこと。残りは交換をしないか、防火シートで巻くとしている。

だが、これは理解しがたい。なぜ、安全系のほぼ半分に難燃ケーブルを用いない申請書を、新規

制基準に違反すると知りながら認めるのか。規制委員会・規制庁の姿勢が問われる。 2016 年

10 月に東京近郊で東京電力の地下埋設送電ケーブルが一時は手のつけられない火災を起こした

ことは、記憶に新しい。これが原発で起きた火災だとしたら、空恐ろしい。規制委員会は日本原

電の手抜き対策を認めてはならない。  【複合災害への考慮】東海村の太平洋側には、東海第

二以外にも様々な核施設が目白押しだ。とりわけ、日本原子力研究開発機構の核燃料サイクル工

学研究所には高レベル放射性廃液 360 立方ｍが溜めてある。同機構の原子力科学研究所にも、ド

ラム缶に詰めた低レベル放射性廃棄物が相当量保管されている。 上述の７月 13 日の会合で、

市民団体側が東海第二の複合災害について問いただしたのに対し、規制庁職員は「審査は施設ご

と（に行う）」と言い切った。他の施設との複合災害は考慮しない方針に驚くと共に、市民感覚

との大きなズレを感じざるを得ない。首都圏の多くの住民がこんな規制委員会・規制庁の姿勢を

憂慮している。 【津波の際の海水取水口】東海第二が７年前の３・11 の際、防潮堤の高さぎり

ぎりの津波に襲われ、あわや交流電源喪失に陥りかねなかったことは日本原電のホームページで

読み取れる。では、津波の際に海水取水口に船舶などが乗り上げることはないのか。 規制庁職

員は上述の会合で、日本原電から「津波警報の発令で船舶は的確に緊急離岸させられ、取水口が

損なわれることはない」と伝えられている旨を説明した。想定通りに収まるとの解釈は甘すぎな

いか。原電側の説明だけでなく、規制庁自身による確認が必要だ。 【避難計画】新規制基準に

避難計画はない。だが、原発の立地条件を考慮することは、災害が起きた場合を考える重要な要

因だ。今年７月 16 日に実施された東海村の避難訓練では、いざ災害の場合の交通渋滞や弱者の

搬送が大きな課題に上っている。少なくとも、東海村当局に事情をよく聴く必要があろう。 茨

城県都水戸市の市議会は東海第二の再稼働を認めないよう国に求める意見書を６月 19 日付けで

提出した。その中で「実効性の伴う広域避難計画の策定も十分とは言えず、現時点で住民理解が

得られるものではない」と強調している。このような自治体や住民の強い危機感に規制委員会・

規制庁は耳を傾けて欲しい。 東海第二の半径 30km 圏には、全国のどの原発よりも多い 96 万人

が暮らしている。しかも東京都心まで 110km しかないのだ。 【経理的基礎】これも技術の問題

ではないが、触れない訳にはいかない。一般に安全対策を施すには十分で確実な資金が必要だ。

日本原電は重大事故の対策やテロ対策施設を建設するのに、東京電力からの財政支援（1740 億

円）を前提にしている。だが、東電自身が福島第一・第二原発の廃炉や柏崎刈羽の安全対策に巨

費の投入を強いられ、実質的に国有化で救済されている企業なのだ。 規制委員会の５月の議事

録から伴信彦委員の発言を引用する。「違和感が拭えないのは、国の支援を受けて経営を再建中

の東京電力が他社を支援することが（略）許されるのか」 伴委員の発言通り、日本原電への東

電の支援が許されてはならない。 

730E8 

首都圏に近い東海第二原発が事故を起こせば、首都圏に人が住めなくなってしまいます。 世界

の主流は、自然エネルギー発電になっています。自然エネルギー発電なら、日本でも、「エネル

ギーの地産地消」が可能。化石燃料の購入費・約２５兆円が、地元に還元されれば、日本経済を

大きく発展させることになります。ソラーシェアリングで日本農業も再生でき、地域創生が可能

です。 
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730E9 

日本原電東海第二原子力発電所は、即刻廃炉にするべきです。原発の寿命は 40 年です。電化製

品も 10 年の寿命が来ると故障をします。原発はただの機械ではありません。一度事故を起こせ

ば過去から未来にかけて天井知らずの甚大な被害を及ぼします。事故や故障が許されるものでは

ありません。そもそもの寿命が長すぎます…。それを更に 20 年も延長しようなどとは言語道断

です。また、東海第二原発は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災で被災したボロボロの原発です

…。通常時でも数々の事故を引き起こすのが原発です。直ちに廃炉にしてください。また、東海

第二原発から 30 キロ圏内には 96 万人もの方々が暮らしを営んでいます。先祖代々からの暮ら

しを受け継いだり、農業や漁業を営んだり、小さな子どもを育てている家庭もあります…。多く

の生き物も暮らしています！日本原電は、大地や風や命の水が流れる川や大海や、そこで共存す

る人や生き物を見てください！原子力発電所（核）など動かせるはずがありません！東京電力が

引き起こした福島第一原子力発電所の過酷事故によって人生を狂わされ、故郷を奪われて、何度

も避難生活を余儀なくされた福島の被害者の方々を一日も忘れないでください!!!茨城県と福島

県は隣合わせです。あの過ちは二度と繰り返してはならないものです。福島の被害者の方々はも

う耐えられません！日本と世界が崩壊します。また、福島第一原子力発電所過酷事故の責任をと

っていない東京電力が、国民の血税や電気料金から命をやっとつないでいる東京電力が、どうし

て日本電源の債務保証をするのでしょうか!?!?!?甚だおかしいです。東京電力はありったけの資

金で、福島の被害者の方々の賠償をして、倒産するべきです。国の主導で本当の復興をしてくだ

さい。全ての原発は廃炉にしてください。それが、世界最大級の過酷事故を引き起こした日本と

東京電力の責任の取り方です。何の落ち度もない、最大の被害者である、子ども達や生き物や未

来の子ども達にこれ以上負の遺産を残さないでください!!! 
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730E10 

規制委の委員長が代わって更田氏となり田中氏と違い物事を鋭く判断できる公平さをお持ちと

期待をしましたが両氏とも考えてみれば原発ムラ出身で最終的にはそこの利益を死守する運命

を担っている人材と解釈でき規制委の下す数々の判定に疑問が噴き上がっているにもかかわら

ず今回の東海第二原発やその他の原発を合格させてきた意気込みに敬意を表します。今回の規制

委の合格判定については以下に述べるように数々の問題があり、このまま通しては過酷な原発事

故等が発生した時に想定外の事故だと規制委が主張して責任逃れをしようとしたとき想定外で

はなかったとする根拠を残しておくことで、それに伴う相応の責任が規制委に必然的に生じま

す。前田中委員長は審査基準は世界一のレベルと述べ、安倍総理も引用していたが、現在の規制

委にもその否定がないので追認しているとみられます。本当に世界一のレベルなのか嘘なのか。

言い換えれば嘘の基準レベルで合格したのか。これは東海第二原発にも当てはまり極めて重要な

ので議論しておきます。まずヨーロッパでは「コア・キャッチャー」が原発メルトダウン時の過

酷事故用の装置として義務化されているがそれがない。福島でのこの過酷事故経験にもかかわら

ず、メルトダウン事故対策用のこの安全装置を放棄している。もし起きたら想定外では済まされ

まい。次にアメリカの原子力規制委には住民の避難計画とか防災計画は法律で許認可要件となっ

ているが日本の規制委にはその規制基準や審査もない。人身の安全はどこか別のところで勝手に

扱えばよいとする無責任さ故にどこの原発合格地にもまともな避難計画がない有様である。また

ヨーロッパでは大型商用航空機衝突に耐え設計圧力を高めた二重構造の格納容器の設置を求め

ているが、それもない。更に、ヨーロッパの原発設計基準にはメルトダウンに至る事象の始まり

から１２時間格納容器保護のために人的対応に依存してはならないとある。このように原発安全

対策には莫大な投資が必要となるのが事実。そのため日本の審査基準は意図的にそのような審査

を外している。また危険な使用済み核燃料の廃棄処理や保管場所も無解決のまま放棄合格となっ

ている。爆発物搭載ドローンやミサイル攻撃に対処する審査基準はどうなっているのでしょう

か。これらは現時点での重要な課題です。このような審査が無い合格は無効である。これらに起

因する万一の事故は未必の故意となり当然規制委がその責を負う。   地盤の液状化と防潮壁

（審査書案 P34）。液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきではない。防潮壁が崩れない保

証はない。防潮壁の設計変更により、敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させてしまうことに

なる。原子炉建屋についても排水ポンプが停止し地下水位が地表近くまで上昇し建屋内に流入す

るリスクが高まる。他にも東海再処理工場やそこに設置された高レベル廃液タンクなど周辺には

危険物がある。少なくともそれらの津波対策が明らかでないうちに再稼働すべきではない。 （審

査書案 P96）サイバーテロの外部遮断設計とあるが完璧に機能する設計などありえない。どのよ

うな審査過程で実証したのか明らかにしてほしい。溶融燃料の水蒸気爆発（審査書案 P240～）

炉心溶融事故が発生し溶融燃料が流出した場合、ペデスタル部に落とし水冷することにしている

が,そこで 溶融燃料と水が接触し水蒸気爆発が生じる恐れがあります。審査書案では、「実験的

研究と分析から発生確率は極めて低いと判断されている」としたうえで「申請者が水蒸気爆発の

発生可能性は極めて低いとしていることは妥当」と判断しています。しかし実機の条件を網羅し

た実験は行われていません。呆れた判断です。ブローアウトパネルで放射能放出（P416 他） ブ

ローアウトパネルは水素だけでなく大量の放射能を意図的に放出させる装置である。放水砲では

放射能の拡散を止めることはできない。水素だけを放出するような別の対策を講ずるべき。閉止

操作を確認する実験は失敗したのだから再稼働を許可すべきではない。 火山灰で原子炉の屋根

が崩れる？（P74～77） 火山灰降灰量のシミュレーション約 49ｃｍに対し設計層厚 50ｃｍでは

安全を担保する余裕値がなく安全設計値としては失格。50ｃｍも火山灰が降るような場所に立地

すべきではない。50ｃｍを超えると原子炉建屋の屋根が崩れる危険性が生じ強度不足ではない

か。日本原電に経理的基礎はない。銀行が融資を断った段階で原電に経理的基礎はないと判断す

べき。 東電はＡＤＲの和解案を蹴ってまで被災者への賠償を値切っているのが実情。東電が銀

行に代わって資金を出すなどとんでもない。原電との契約を打ち切り無駄な基本料金を払うのも

やめ被災者の賠償にあてるべき。負債が膨らまないうちに原電を破綻させるべきである。 
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730E11 

福島第一原発の事故は収束しておらず、事故の検証が終わっていない状況で、東海第２原発のよ

うな老朽化した原発は再稼動すべきでない。ひとたび事故が起きれば、避難を余儀なくされ、避

難する人々で道路は渋滞、自力で避難できない人々は取り残されます。また、事故が起きたらそ

の後何年もその土地には住むことができない、これはフクイチの事故でも明らかになったことで

す。避難するしかない原発は稼動すべきではない。また、東電が資金を出すなど言語道断です。

そもそも電気は不足していません。今年のような猛暑でも十分に足りているのです。原子力に頼

らないエネルギーを考えていくべきです。ひとたび原発事故が起きれば取り返しのつかない大惨

事となり、都心は壊滅的な被害を受け、流通は止まります。これは東日本大震災で発生し、今で

は簡単に予想がつくことです。震災だけではなく、豪雨でも同様のことが考えられます。茨城県

民として、十分な避難ができるとは到底考え難く、今後、また大きな地震が起こる可能性も高い

ことから、東海第２原発の再稼動には断固として反対します。 

730E12 

●経理的基礎について日本原電に経理的基礎がないのは銀行がお金を貸さない事からも明らか

であるのに、なぜ許可を出すのでしょうか？●ケーブルについて原発は安全を第一としなければ

ならないのだから全てのケーブルを難燃性に変えなければならないのではないでしょうか？採

算が合わなくても安全性の向上と引き換えにして良いものなのでしょうか？●ブローアウトパ

ネルについてちゃんと閉まらなかったのだから安全性を第一とする原発の場合ちゃんと閉まる

ようになってから合格を出すのが普通だと思うのですが、、違うのですか？●漂流物による破壊

について津波によって流されて来る船舶等の大型漂流物による設備の破壊について、予想津波の

軌道計算によるとそういったものは来ないと言う事がわかりました。と言っていますが、その方

が単にそう思ったという可能性もあるわけで我々は何で判断すれば良いのですか？●東海再処

理施設について廃止処置段階なので津波などが来ても危険度が低減しているので津波対策は行

わないそうですが、これも上記と同じく我々はその方が危険度は低減していると思っているだけ

である場合もあるわけで、、何で判断すれば良いのですか？ 

730E13 

東海第２原発に限らず、福島第１原発の事故後、原発を再稼働させようとする行為は犯罪だと思

っています。まず、事故の処理はどうなっているでしょうか。福１はメドが立っていません。ど

こがアンダーコントロールなのでしょうか。事故の責任は誰がとるのでしょうか。事故が起きた

らもうその地域は誰も住めない、壊滅するのです。福１で誰が責任をとりましたか。誰が事故前

の状況に戻せますか。誰もできないのです。だったら設置しない、再稼働しない、廃棄するしか

ないのです。経済をいう人がいます。まず、原発は経済的にペイしないことは誰の目にもあきら

かでしょう。事故を起こさなくても核廃棄物の処理ができません。それだけで原発が欠陥商品で

あることは明白です。事故が起きたらその処理にいくらかかるかわかりません。それどころか国

土を失います。人々を流民にします。まさに亡国の原発です。通常に運転していても、石油・石

炭・ガスなどの火力発電や自然エネルギーと比べ、さまざまな経費を考えると決して優位ではあ

りません。現在、原発がなくても電力が足りていることははっきりしています。原発を研究用と

して最小限動かすことまでは否定しません。ですがまず核の処理技術を開発することが先決で

す。廃棄物を処理できないでたまる一方なのに、運転するなんて常識では考えられません。まし

てや、事故の危険を考えたら今の日本で原発を再稼働するなんて世界中の人たちから笑い物にな

るでしょう。原発の再稼働はありえません！原発は国民の生存権を脅かしています。即刻原発ゼ

ロにすべきです。以上 

730E14 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉のことですが、老朽化しているこの原子

炉を稼働させることに反対です。科学的技術的な意見とのことですが、科学的技術的に放射性物

質を取り除くことや、きれいにする方法などが確立されていませんので、原子炉を動かすことは

無理です。福島の原子力発電所の爆発事故で、千葉県我孫子市は放射性物質が降下したことによ

って汚染されましたので、未来の日本をとても心配しています。よろしくお願いいたします。 

730E15 

茨城県にあるため、福島原発より首都圏に近い、我孫子市にさらに近いのです。2016 年も放射

性廃液漏れ事故があり、今後にも不測の事態は起きる可能性があります。再稼働すれば予測外の

ことが追々に出てきます。第二に、今後 1,740 億円もの資金を調達しても、基本的な経理が危う

い日本原電を援助する格好になると識者は疑問視しています。東海第二の再稼働工事に使うよ

り、福島原発の被災地に回す方が現状で望ましいはずです。 
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730E16 

日本原電には、東海第二原発を再稼働する資格がないと考えます。なぜなら、1740 億円の安全

対策費の銀行からの借り入れが不可能な企業は、存続できません。資本主義社会においてこれは

単純明快な事実です。従って、そういう企業に再稼働の許可を出したこと自体が大きな間違いで

あったと考えます。この仕組みを知らないで、どのように精緻な科学的・技術的な装いをしたと

しても、再稼働は許されません。資本主義社会においてあるまじきことですが、東電ですら、国

民の税金によってかろうじて存在できていることをお忘れなきように。 

730E17 

４ページから始まる「組織」についてですが、日本原子力発電株式会社は、自社だけでは資金が

足りないと報道されています。そのような会社が、優秀な技術者を選任したり訓練教育できるの

か、また機器の品質を保証することができるのか、大変疑問です。規制委員会、規制庁に置かれ

ましては、運転許可を出すだけでなく、今後とも厳しい監視を続け、疑義が生じた場合にはただ

ちに許可の見直しをしていただくようお願いいたします。 

730E18 

五番 審査結果新規制基準は既存原発を動かすための穴だらけ「珍既成基準」～東海第二原発・

院内ヒアリング集会と定例記者会見で再確認～  ２月 22 日の「東海第二原発の再稼働審査を

問う」原子力規制委員会院内ヒアリング集会で、改めて「新規制基準」の問題点を確認した。以

下の３点に絞って記載する。これらの理由で東海第二の設置変更許可を取り消すべきだ。（１）

「立地審査基準は取り入れていない」 東海第二原発の原子炉設置許可についての質問に規制庁

担当が「立地審査基準は取り入れていない」と答えた。新規制基準では、従来の原発規制指針体

系の基本的な指針の一つである「原子炉立地審査指針」を適用しないのだ。 同指針では基本的

目標として「重大事故の発生を仮定しても周辺の公衆に放射障害を与えないこと」、「重大事故を

超えるような技術的見地からは起こるとは考えられない事故の発生を仮想しても、周辺の公衆に

著しい放射線災害を与えないこと」、「仮想事故の場合には集団線量に対する影響が十分に小さい

こと」を定めている。 本来ならば、３．１１東電福島第一原発事故を経験して、各東海第二に

おいてこれらの基本的目標が達成できるかどうかを見直すべきであるのに、そうすると敷地境界

での被ばく積算線量 100mSV をはるかに上回ることが明らかだから立地評価自体をやめている。

今からでも遅くは無い、評価し直すべきだ。（２）原子力災害対策は審査対象外 原子力規制委

員会は原子力防災計画を審査対象としていない。ＩＡＥＡ深層防護の第５層を「新規制基準」は

対象外としていることをここでも確認した。原子力規制委員会の初仕事が原子力災害対策指針の

策定であったにも拘らず、これを審査対象とするといずこの原発も動かせなくなるからだろう。

ＩＡＥＡも第５層の評価を規制当局がやるべきとは言っていないと原子力規制庁が弁明してい

るがこれは詭弁だ。問題は誰も納得できる地域防災計画も住民避難計画も出来ていないにも拘ら

ず、運転延長・再稼働を容認しようとしていることだ。（３）複合基立地と稼働 新規制基準は

複数基の立地と稼働を認めている。が、集会で災害時のアクセスルートの検討で東海原発からの

放射能汚染を考慮していることが判明した。そこまでして、東海原発や再処理工場と関連施設や

核のゴミに囲まれた東海第二を動かす必要は無い。 また、７年前の東電福島第一原発１～４号

機の収束作業の悪夢を思い起こせば、複数基立地と同時稼働を許してはいけない。（４）地震に

よる配管破断の審査 ２月 28 日の記者会見で記者から「事故の検証の必要性」を問われて、更

田委員長は「検証して、分析をして、その結果を諸外国に向けて発信するのは、これは事故の当

事国として日本の義務であろうと思っています」と答えた。 ところが、記者が「なぜこういう

事故が起きたのか検証して規制に生かしていく」ことがあるのかの問いに対して、津波の話を持

ち出したり長々と答えながら、国会事故調が指摘した地震による配管破断については全く言及し

なかった。これも「新規制基準」で逃げている重要な課題だからだ。イチエフ事故の検証をやり

直して、「新規制基準」を作りなおしてから審査をやり直すべきだ。以上 
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730E19 

＜意見＞ 今回の設置変更許可申請に対して「立地審査指針」を適用し、審査をやり直すべきで

す。＜理由＞ 1964 年（昭和 39 年）に原子力委員会が決定し、その後一部改訂された「立地審

査指針」は、「最悪の場合には起るかもしれないと考えられる重大な事故の発生を仮定しても、

周辺の公衆に放射線障害を与えないこと」を要求しています。 不当にも、原子力規制委員会は、

これまでの審査で、この最も重要な指針のひとつを無視してきました。 当審査書案は、「IV-

1.2.2. 格納容器破損防止対策」（p220～）で原子炉等規制法 37 条第 2項が「発電用原子炉施設

は、重大事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異

常な水準の放出を防止する ために必要な措置を講じたものでなければならないと要求してい

る」と述べています。 しかし、そのような措置を講じたとしても放射性物質の流出があり得る

ことは、3・11 の福島第一原発事故が教えています。 今回の審査対象となった東海第 2 原発は、

11 月 28 日に運転期限が切れる老朽原発です。重大事故発生の確率は、福島第一原発と同じか、

それ以上に大きいとみるべきです。また、原発から半径 30 キロ圏には、100 万人近くが居住し

ており、昼間人口は、その 3 倍にも及ぶと推定されています。これらの人々を避難させる大規模

訓練は、これまで行われておらず、スムーズな避難の実現可能性は、原子力規制委員会の審査対

象外となっています。 このような、「運を天に任せる」審査は、原発事故被害のリスクを考慮

しない、全く無責任なものと言わざるを得ません。 

730E20 

100 頁 「世界ー厳しい新規制基準」では非難燃性ケーブルの使用では、再稼働は認められない。

東海第二では、取り換えられない場所が有り、そこは防火シートを巻くことで認めた。これは、

新規制基準を無視した、ルール違反だ。 先日、多摩市の工場で大火災が有った。「ケーブルが

燃えて、停電して逃げ道が分からなかった。」と、作業員が証言している。ケーブルが燃える事

は、そういう事なのだ。と、再確認した。原発では、停電したら冷却もできない。 「新規制基

準」通りの審査を、やり直して下さい。 

730E21 

東海第二原発は 1978 年 11 月 28 日に営業を開始した老朽原発。今年で 40 年になり、本来廃炉を

迎えるべき原水です。7年が経過した福島第一原発事故は収束しておらず、検証も終わっていな

いままです。その福島第一原発と同型で老朽炉である東海第二原発を動かすべきではありませ

ん。そもそも避難計画が必要なエネルギー政策など、根本的に間違っています。 

730E22 

火山灰による摩耗の影響について、「降下火砕物の硬度が砂と同等又は砂より硬度が低い」と記

載されているが、東海２号で想定すべき降下火砕物に対して、どのような確認を行ったのか。ま

た、非常用ディーゼル発電機に火山灰が吸い込まれた場合の影響（摩耗、溶融、腐食、詰まり等）

についてどのような評価・確認を行ったのか（８０ページ） 

730E23 

東海第二は設備に対して、火山灰の除灰を実施するとしているが、想定では、降灰と風と雪が同

時に発生する可能性があるとしている。暴風と大雪が降る環境での除灰の成立性について、どの

ような確認を実施したのか。（７８、８１頁） 
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731E1 

意見提出箇所（全体） 経理的基礎の判断原子炉設置変更許可の審査では 「経理的基礎」、つま

り経営基盤の視点が含まれています。原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借り入れす

ることができませんでした。原電は、保有する 4つの原発が動いておらず、東電、関電などから

の「電気料金の基本料金(電力量ゼロの場合の料金)」でかろうじて破たんを免れている状況で

す。銀行が融資を断念した段階で、原電には経理的基礎はないと判断すべきです。東電と東北電

が経済的支援の「意向」を表明する文書を提出し、「借入金による調達の見込みがあることを確

認した」ことになっていますが、そもそも東電には巨額の公的資金が注入されており、他社の原

発を支援することは許されません。その費用は福島第一原発事故の被災者への賠償へ回すべきで

す。意見提出箇所（413 ページ）  高濃度汚染水への抑制対策福島第一原発事故では、高濃度

汚染水の一部が環境中に漏れ出しました。基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場合等に

おいて、「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない」

としています。格納容器上部が破損し放射能が放出した場合、原電の対策は、それを放水砲で叩

き落とすというだけで、高濃度汚染水についての抑制対策がされていません。意見提出箇所（98

～99 ページ） 難燃ケーブルへの代替東海第二原発は、「非難燃ケーブル」が多く使われており、

これを「難燃ケーブル」に置き換えることを要求しています。全長約 1,400km のケーブルのう

ち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40％、「防火シートを巻

く」が約 14％という内訳になっています。また、何にも対策しないケーブルが 45％以上となり

ます。防火シートで巻く対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を

始め、条件次第では火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が

懸念されます。防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆が損傷しケーブルの機能が失わ

れ、プラントの状態がわからなくなったり、機器の速隔制御が不能になったりする可能性がある

ため、火災防護基準に厳格に従うべきです。意見提出箇所（全体）東海第二原発は、2018 年 11

月 28 日で運転開始後 40 年の寿命を迎えます。原発から 30 キロ圏内には最も多い 96 万人が居

住しており、実効性のある避難計画がありません。重大事故を想定した避難計画を含む原子力防

災計画が適切かつ実効性のあるものがどうかを確認する法的手続きがなく、審査の対象とされな

いのは重大な欠陥です。周辺自治体６市村と再稼働の事前同意について新協定を締結しています

が、水戸市議会では６月に、「住民理解を得ないままの再稼働は認めない」とする意見書を可決

しており、同意が得られる見通しは立っていません。また、福島第一原発事故の検証と事故被害

者への賠償等が収束していないなか、福島第一原発と同型で老朽化している東海第二原発を再稼

働させるべきではありません。世界のエネルギー事情は自然エネルギーが主になりつつありま

す。発電コストが安価になってきていることと、地球温暖化防止の観点から再生可能エネルギー

の伸びが著しいです。いつまでも原発にしがみつく時代遅れの政策はやめてください。以上 
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731E2 

○意見提出箇所（全体） 経理的基礎の判断原子炉設置変更許可の審査では 「経理的基礎」、つ

まり経営基盤の視点が含まれています。原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借り入れ

することができませんでした。原電は、保有する 4 つの原発が動いておらず、東電、関電などか

らの「電気料金の基本料金(電力量ゼロの場合の料金)」でかろうじて破たんを免れている状況で

す。事業体として自ら収益をあげることのできない原電に対して銀行が融資を断念したのは当然

の判断です。こうした状況から原電には経理的基礎はないと言えます。東電と東北電が経済的支

援の「意向」を表明する文書を提出し、「借入金による調達の見込みがあることを確認した」こ

とになっています。しかし、そもそも東電には巨額の公的資金が注入されており、他社の原発を

支援する余裕は本来ないはずです。東電は福島第一原発事故の被災者への賠償を第一に行うべき

であり、経理的基礎がない原電への支援に費用を使うことは許されることではありません。○意

見提出箇所（全体）東海第二原発は、2018 年 11 月 28 日で運転開始後 40 年の寿命を迎えます。

役割を終えた施設として廃炉にしてくのが本来のありようです。東海第二原発から 30 キロ圏内

には最も多い 96 万人が居住しており、実効性のある避難計画がありません。重大事故を想定し

た避難計画を含む原子力防災計画が適切かつ実効性のあるものがどうかを確認する法的手続き

がなく、審査の対象とされないのは重大な欠陥です。周辺自治体６市村と再稼働の事前同意につ

いて新協定を締結していますが、水戸市議会では６月に、「住民理解を得ないままの再稼働は認

めない」とする意見書を可決しており、同意が得られる見通しは立っていません。避難計画の策

定も自治体への同意も、再稼働をせず、廃炉する方針とすれば、必要がなくなります。多大な労

力と資金を他のことに使う方がよほど地域の活性化につながるはずです。福島第一原発事故か

ら、7年以上が経過した今でも、検証と事故被害者への賠償等が収束していません。そんな中で

福島第一原発と同型で老朽化している東海第二原発を再稼働は許されることではありません。私

たちは原発事故がもたらす被害の大きさと長期化をあの事故で身を持って知りました。二度と原

発は動かすべきではない、と私たちは確信しています。悲劇を繰り返さないためにも、将来世代

に安心してくらせる環境を作っていくためにも、原発は即刻廃止するべきです。以上 
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731E3 

〇全般的な意見・東海第二原発を動かすべきではありません。理由は、老朽炉であること、そし

て過酷事故を起こした福島第一原発と同型であり、福島第一原発事故の検証も終わっていないか

らです。・東海第二原発の稼働については、多くの茨城県民が反対しています。また、周辺自治

体でも反対決議が上がっています。この声を無視して稼働するべきではありません。・反対して

いる県民の東海第二原発の再稼働への同意を取り付けるのは困難です。なぜなら、老朽した炉を

動かすべきではないというのは真っ当な判断だからです。再稼働のための工事に多額の費用をか

ける前に、廃炉を決めるべきです。〇地盤の液状化と防潮壁について（審査書案 34 ページ）・液

状化が懸念される地盤の上に原発を立地するべきではありません。「絶対に防潮壁がくずれない」

という保証がありません。・防潮壁の設計変更によって、敷地内に地下水がたまったり、水位を

上昇させてしまったりすることになりかねません。また、原子炉建屋についても、排水ポンプが

停止してしまう、地下水位が上昇し、建屋内に流れ込む、集中豪雨の際、敷地内が水びだしにな

るなどのリスクが高まります。このようなリスクのある場所に立地するべきではありません。・

低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策が明らかになっていません。・他にも、高レベル廃

液タンクなど、周辺には厳重な管理の必要なものがあります。すくなくともそれらの津波対策が

しっかりとされないうちは、再稼働するべきではありません。〇ブローアウトパネルで放射能放

出することについて（416 ページ他）・ブローアウトパネルによる放出では、水素のみならず大

量の放射能を意図的に放出されることになります。放水砲では、放射能の拡散を止めることはで

きません。水素だけを放出するような、別の方法を講ずるべきです。・ブローアウトパネルの閉

止操作を確認する実験は失敗しています。このことからも、再稼働を許可できる状況ではありま

せん。〇老朽化が進んでいることについて東海第二原発は、2018 年 11 月末に運転開始から 40

年になります。再稼働するには、原子炉設置変更許可に加え、運転期間延長認可と、その前提条

件である工事計画認可が必要です。運転延長の審査は始まっていますが、すでに様々な問題が浮

かび上がっています。このような状況で、再稼働の手続きを進めるべきではありません。〇緊急

時対策所が免震構造になっていないことについて（465 ページ～）緊急時対策所の機能は、「重

大事故などに対処するために必要な指示を行う」ことです。基準規則 61 条は、「基準地震動に対

し、免振機能等により、緊急時対策所の機能を喪失しないようにする」ことを要求しています。

そのためには、免振機能は必須です。しかし原電は、東海第二原発の緊急時避難対策所について、

免震構造ではなく、耐震構造にする方針です。これでは緊急時対策所が十分な機能を果たせない

可能性があります。〇日本原電に経理的基礎がないことについて原電は、東海第二原発を再稼働

するための安全対策費の融資を、銀行から断られています。銀行が融資を断った段階で、原電に

経理的基礎がないと判断すべきです。・東京電力は、ADR の和解案をけっても被災者への賠償を

値切っている、というのが実情です。その東電が銀行に代わって資金を出すのは、とんでもない

話です。原電との契約を打ち切って、被災者の賠償に充てるべきです。・原電は、負債が膨らま

ないうちに、きちんと破綻させるべきです。〇原子力防災計画の欠如について・重大事故を想定

した避難計画を含む、原子力防災計画が適切で実効性ある物かどうかを確認する法的な手続きが

ありません。審査でも、検討の対象となっていないのは、審査の重大な欠陥です。・要支援者の

避難安定用素材の配布と、事故時に服用が必要な人にもれなく適切に服用させる方法、避難経路

の特定、避難方法、大地震や大水害等、他の自然災害との複合災害の場合の避難方法や経路、避

難対象となった地域のペットももれなく同伴避難させることなど、実効性のある避難計画が立て

られていません。東海第二原発の事故時に避難対象となる 96 万人もの人を避難させる計画は、

事実上不可能です。これらのことから、東海第二原発は絶対に再稼働させるべきではありませ

ん。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E70 - 
 

整理番号 意見全文 

731E4 

審査書案 p99。東海第二発電所は 2018 年 11 月 28 日に運転開始 40 年の寿命を迎える老朽原発で

す。当時の基準ではケーブルの可燃性についてに基準がなく、東海第二発電所に使用されている

のは多くが非難燃性ケーブルです。福島事故後のいわゆる「新基準」の火災防護基準では、ケー

ブルを難燃性ケーブルであることを要求しています。ケーブルには交換不能な箇所も多くあり、

そのため、東海第二発電所は当初再稼働申請は不可能という見通しを立てていました。ところ

が、日本原電はこの非難燃ケーブルを「防火シート」で巻いて代替手段とする、という計画を立

てています。これを認めることは、ダブルスタンダードで基準を運用することになり、「世界一

厳しい規制基準」とは言えなくなります。審査に合格とするなら、あくまで火災防護基準に従っ

て難燃性ケーブルに交換できる計画を提出させ、その実効可能性を審査し、可能であれば審査基

準適合とすべきであり、防火シートで合格にすべきではありません。ケーブルが火災を伝え、消

火が極めて困難となった事例は原子力発電所を待たずして多くの事例報告があります。また、ケ

ーブルを交換できない部位に防火シートを巻くという案自体も果たして実行可能な計画である

のか再度精査すべきです。 

731E5 

福島原発の補償も満足にできない東電が、何故東海第二原発を動かすための資金を出すのか？水

素爆発対応をしない言い訳が、「水素爆発はほぼ起こりえないから」なんてひどすぎる。実際福

島では起こったのだから考えるべき。地球が活発に活動を始めている。火山の噴火や地震。想定

外の天候も計り知れない。今夏の西日本のような水害が起こった時の対策はきちんとできている

のか？すでに世界は自然エネルギーにシフトしている。このままでは日本はエネルギー後進国に

なってしまう。原発は人の手には負えず先が見込めないエネルギーであることは他の先進国の例

を見ても明らかだ。スタート時点からトイレなきマンションと言われていたのに未だにその解決

策もない。茨城で福島のような事故が起こったら、その災害規模は福島どころではなくなるだろ

う。原発は現代の人の手に負えるようなものではなかったと反省して、新たなエネルギー政策に

かじを切ってください。 

731E6 

東海第 2 原発再稼働に反対します。首都圏に近く、事故が起こったら膨大な数の被害者が出ま

す。行き場がありません。この原発は 40 年もたっている老朽原発とのこと、事故のリスクは高

い、再稼働などとんでもない。 

731E7 

東海第二原発の審査には大事な事が抜けています。避難についての項目が書かれていない審査

は、日本原子力発電株式会社第二発電所所 の 発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書

として不適当です。東海第二原発の３０キロ圏内には。９６万人の人々が居住しています。この

方々の避難に関して何も書かれていません。原発事故が起き、避難をするべきか、しないで済む

べきかの判断基準が書かれていません。避難しなければならない状況になった時に、住民たちに

知らせる方法が書かれていません。避難する方法も書かれていません。全て、居住者や自治体任

せとなっているようです。最低限、事故が起きた時に、どの時点で避難開始を判断するかさえ書

かれていません。原子炉建屋の破損状況、周辺施設の破損状況、発電所に至る道路や、送電線、

冷却水の配管の損傷状況、施設作業員の確保状況、通信施設の損傷状況、等々、判断基準が示さ

れていれば、発電所の関係者以外の自治体が、避難指示を出す判断材料になります。原発災害は、

一刻の猶予もありません。早い判断が望まれます。発電所からの発表を待って、自治体が避難指

示を出すのでは遅すぎます。一部の自治体で避難を想定した取り組みがされていますが、現実的

に、道路の渋滞が懸念され、車を使った、速やかな避難は不可能だと言われています。放射能に

汚染された地域に長時間待機することになってしまいます。高齢者や障害者、病人は、避難でき

ず、施設や家庭に取り残されると言われています。避難が不可能なので、施設に放射能防護シェ

ルターを作る話も出ています。大混乱の中で、１週間や１０日で、この方たちが避難できる状況

に持っていけるのでしょうか？住民が、運よく避難出来ても、避難の期間は未定です。福島のよ

うに何年どころか、何十年も避難先で過ごす事にもなってしまいます。風向きと事故の状況で

は、人口密度の高い首都圏にも放射能汚染が広がります。３０キロ圏内で放射能が収まるとは言

い切れません。東海第二は、首都圏に近い原発です。３０キロ圏内の住民、３０キロ圏外の住民

が、避難しなければならないような危険性のある原発を、再稼働すること自体が、国民の生命、

財産を保証した憲法違反です。老朽原発、東海第二の再稼働に反対です。今すぐ廃炉にしてくだ

さい。 
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＜意見＞KROTOS 実験の水槽は，途中から変更されたにも関わらず，一連の実験としており，実

機で水蒸気爆発が起こりにくいことのエビデンスにするのは不適切である＜理由＞ 申請者は

申請書[1]で「水蒸気爆発が発生した KROTOS、TROI (以下略）の一部実験の特徴としては、外乱

を与えて液－液直接接触を生じやすくしていること、又は、溶融物の初期の温度を高く設定する

ことで、溶融物表面の蒸気膜が安定化する反面、溶融物表面が冷却材中で固化しにくくさせてい

ることが要因である」として，実機では起こりにくいとした．KROTOS 実験は，高温液を 1 次元

状（細長いパイプ形状）の水槽に分散配置して，下方から高圧ガスの解放という方法で外部トリ

ガーを加え，熱的デトネーションが起こるか否かを調べるのが主たる目的で，必ずしも，核燃料

溶融物の水蒸気爆発の発生の有無を明らかにすることを目的とするものではない．そのため，直

径が 95mm，水深が約 1000mm の水槽という実験装置の形状は，およそ実機の条件（水深が数メー

トル，直径が 6メートル以上）とはかけ離れている． さらに，自発的な水蒸気爆発が起こらな

かった理由は，水槽の容量が非常に小さいことにも理由の一つがあると推定される．資料などに

よれば，内径 95mm，水深 1078mm とあるので，水量は 9 リットルに満たない量である．このよう

な水槽に，温度が 2800K から 3000K 程度の物質を 2kg から 5kg 投入するということは，溶融物の

熱エネルギーの 4，5％が，水に伝わることで，水温が飽和温度付近まで急上昇する計算になる．

さらに，円管壁の存在によって水の流動が著しく妨げられることも予想される．つまり，KROTOS

実験では，初期状態を常温程度（高サブクール度）の水としてあっても，膜沸騰で沈降中に水温

が上昇して低サブクール度となり，水蒸気爆発が起こりにくい条件を作り出していると考えられ

る．結局，水量が少ないため，投入後水温が上昇して，自発的な水蒸気爆発が抑制され，水蒸気

爆発が起こらなくなっている可能性がある． このためもあってか，KROTOS 実験では，その後

水槽の直径を 200ｍｍにしている[2][3]．しかしながら，実験データの番号は連続している．い

つの時点で 200ｍｍになったのか不明だ．実験装置を変更したのであるから，そのことを反映し

た実験番号とすべきであろう．少なくとも SERENA プロジェクトでは，200mm の装置で実験が行

われているようだ．電力会社資料[4]によれば，1999 年の文献でも 200mm となっている．95mm の

水槽に比べて水量は，4 倍以上となり，水の流動状態も変わってくる．両者の実験は区別して考

えるべきである．しかるに，申請書の引用は，どちらの水槽の結果のものか定かではない．少な

くとも，95mm の水槽による実験は，水温の上昇，管壁の影響を受けた流動状態になることから，

実機の現象の参考にするには無理がある．少なくとも KROTOS 実験の結果を引用するのであれば，

どちらの水槽を用いた結果であるかを明記すべきである．一連の実験として扱うことは不適切で

ある． 文献 [1] 原子力規制委員会，東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（ 発

電用原子炉施設の変更）に関する審査書，2018 年７月４日，ｐ.240．[2]  I Huhtiniemi, H 

Hohmann, D Magallon , FCI experiments in the corium/water system，Nuclear Engineering 

and Design，Volume 177, December 1997, Pages 339-349[3]NEA/CSNI/R(2007)11，OECD RESEARCH 

PROGRAMME ON FUEL-COOLANT INTERACTION STEAM EXPLOSION RESOLUTION FOR NUCLEAR 

APPLICATIONS - SERENAFinal Report - December 2006, ｐ.74．[4] 東北電力株式会社ほか，重

大事故対策の有効性評価に関わるシビアアクシデント解析コード（第 5 部 MAAP)添付２ 溶融

炉心と冷却材の相互作用について，2015 年６月．p.5-2-17 
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＜意見＞ FARO 実験では，水蒸気爆発とみなせる激しい現象が確認されており，水蒸気爆発が

起こりにくいことのエビデンス（証拠）とするのは疑問．＜理由＞ 申請者が「水蒸気爆発が実

機において発生する可能性」が極めて低いとする根拠の一つは，炉心溶融物の実験である FARO

の結果である．しかし，水蒸気爆発起こりにくいことのエビデンスにできない理由を指摘する． 

申請者は，審査資料[1]で FARO 実験の「L- 33（ サブクール度： 12．4K） では， 水蒸気爆発

が発生していない」と，FARO 実験では，水蒸気爆発は発生していないとしている．しかし，実験

番号 L-33 の結果は，後述するように，爆発とみなすことが妥当であり，「水蒸気爆発は発生して

いない」と断定するには無理がある． なお，これらの 12 回の実験中，8 回はサブクール度が 0

から２Kという低サブクール水で行われている．水蒸気爆発発生に関するこれまでの知見では，

水温が飽和温度もしくは飽和温度に近い低サブクール度の条件では，起こらない，もしくは極め

て起こりにくい，ということが明らかにされている[2]．その理由は，低サブクール度の条件で

は，高温溶融物を覆う膜沸騰蒸気膜内の水蒸気が，凝縮しにくくなるためである．このことは，

これまでの研究で十分確認されている． 他の 4回の実験のうち，2001 年に報告された FARO 実

験に関する論文[3]によると，L-33 の結果は，論文中の図に示すように，発生圧力が 10MPa を超

えていることや，圧力波が下方（水槽底部）から上方（水面）に向かって，成長しながら伝播し

ていることが確認できる． これらの点から，L-33 の結果は，水蒸気爆発が発生したとみなす

べきであろう． ところが，申請者は FARO 実験では，「爆発しない」としている．しかし，本実

験結果に関する原著論文[3]では，タイトルで「ENERGETIC EVENT（激しい現象）」，本文中では

「mild explosions（弱い爆発)」と，弱いながらも「爆発」としている．さらに，2002 年から開

始された，過酷事故（シビアアクシデント）時の水蒸気爆発現象を対象とした国際研究プログラ

ムである SERENA 計画[4]では， TROI 実験の TROI-13 や，KTROTOS-44 の結果とともに，FARO 実

験の L-33 の結果を，「爆発した場合」の例として，解析コードによって解析を行い実験結果との

比較を行っている．これらのことから，FARO 実験の L-33 では水蒸気爆発が発生している，とす

る方が自然である．また，FARO では 80％UO2-20％ZrO2 の溶融物でのみ実験を行っており，TROI

で自発的な水蒸気爆発が確認された 70％UO2-30％ZrO2 の成分の溶融物での実験は行っていない

点も不十分な点である．文献[1] 東海第二発電所，ペデスタルでの物理現象発生に対する対応方

針（添付資料），2017 年 6 月，日本原子力発電株式会社，添付 1-10．[2]例えば，庄司 正弘・ 

高木 二郎（水中落下溶融すずに生ずる小規模水蒸気爆発に関する実験的研究〔含 討論〕，日本

機械学会論文集． B 編 48(433) 1982．09 p．1771）．[3] D． MAGALLON, I．HUHTINIEMI ,ENERGETIC 

EVENT IN FUEL-COOLANT INTERACTION TEST FARO L-33 Proc． 9th Int． Conf． Nucl． Eng．

(ICONE-9), Nice, 2001,p．6.  p.6 では，「最大圧力は容器底から 1390mm の位置で 10．6MPa と

なり，底部から上方に向かっての伝播速度が 370m/s と推測される」と記述．[4] D．Magallon et 

al．, FCI Phenomena Uncertainties Impacting Predictability of Dynamic Loading of Reactor 

Structures (SERENA programme) ，Workshop on Evaluation of Uncertainties in Relation to 

Severe Accidents and Level 2 Probabilistic Safety Analysis Hotel Aquabella, Aix-en-

Provence, France, November 7-9, 2005,p．8． 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E73 - 
 

整理番号 意見全文 

731E10 

p.59 に、「c. 取水口付近の漂流物」として、「ア． 津波の数値解析の結果を踏まえ、本発電所敷

地内及び本発電所近傍半径 5km の範囲で漂流物となる可能性のある施設、設備等を調査して抽

出する」としながら、結論は、「本発電所内の燃料等輸送船等は、津波警報等発表時に緊急退避

するため漂流物とならない」としているが、検討は極めて不十分である。理由１ 地震時の護岸

への衝突による損傷等を考慮すると、いかなる場合も津波襲来までに緊急退避が完了すると断定

する根拠はないと考える。もし、あるのならば、具体的に示されたい。理由２ 「発電所近傍半

径 5km の範囲で施設、設備を調査、抽出」と言いながら、発電所敷地内の物揚岸壁のことしか言

及していない。 しかし、発電所の北、約２km に茨城港日立港区、発電所の南、約 3 km に茨城

港常陸那珂港という２つの中核国際港湾が存在している。日立港の入港船舶数は、平成 24 年度

で、1,439 隻、総トン数 9,305,975 トン。平均約 6,500 トンの船が４隻/日停泊している計算に

なります。同様に、常陸那珂港の入港船舶数は、平成 27 年度で、1,464 隻、総トン数 18,523,140

トン。平均 12,650 トンの船舶が 4 隻/日停泊している計算になり、２港合わせて考えると、500

トン～57,000 トンの船舶が、8 隻/日停泊しているという計算になる。 特に大きな船舶の場合、

津波警報が発せられても、すぐに離岸するのが困難であることは、東日本大震災の際に、全長約

100ｍの大型貨物船が岸壁に打ち上げられた岩手県釜石港の例に止まらず、各地で大型船舶が岸

壁に乗りあげた事からも明らかである。その可能性は決して低いとは言えない。 「審査書案」

にある、「取水口呑み口が十分に大きいことから取水口が閉塞することはない」というようなレ

ベルの問題ではない。防潮壁、取水口、排水口、建屋等の構造物を損壊する可能性も高い。特に、

取水口の閉止板が破壊したら、大量の海水が構内に流れ込む事は必至である。 そのような検討

がまったくなされておらず、新規制基準に適合しているとは言えないものと考える。 

731E11 

避難計画は、パブコメの対象外です。しかし、そもそも、IAEA の言う「５層の防護」の一つであ

る原子力防災について、審査をせずに、原発の再稼働を容認することは無責任です。福島の現状

を見てください。政府は 7年が経過して帰還を進めていますが、いまだに畑や田んぼに放射性廃

棄物が山積みになっています。そんなところで、以前の生活が取り戻せるわけがない。農家はど

こで作物をつくるのか。30 キロ圏 96 万人を避難させるような実効性のある避難計画はありま

せん。茨城県が過去に実施したシミュレーションによれば、 5 キロ圏の住民 8 万人が、 5 キロ

圏外に出るまでに 30 時間かかるとされています。また、体が不自由な要支援者を避難させるた

めの車が確保できないことから、茨城県は、病院や施設などに「屋内退避」させることを 決め

たことが報道されました。しかし、いつ救援がくるかもわからない中での屋内避難は、見捨てる

ことにもなりかねません。原発が原子力規制委員会の規格に合っているだけでは、再稼働を認め

ることはできません。 

731E12 

100 ページ：原子力規制委員会は本審査において、非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を

許可しているが、火災防護基準に照らすなら非難燃性ケーブルをすべて難燃性ケーブルに交換し

なければならない。しかし実際には、東海第二原発のすべてのケーブルを難燃性ケーブルに交換

することは原発の構造上不可能であるため、本原発は再稼動可能な規制基準の水準に到達してお

らず、本原発を再稼動することは不可能である。非難燃性ケーブルへの交換を行わなければ、

1975 年のブラウンズフェリー原発火災事故のような危機的事故を誘発し得る条件が存在するこ

とになり、規制当局が再稼動を許可することは不可能だと考えるべきだ。また、日本原電が再稼

動対策のための 1740 億円という資金を銀行から借りることができないため、東京電力が日本原

電に資金支援を行う、という資金スキームにも重大な問題がある。東京電力は過酷事故を起こし

たために公的資金によってかろうじて存続している企業であり、発電を行っていないために東京

電力の収支に悪影響を及ぼしている日本原電に資金援助を行う合理的理由がない。東京電力は日

本原電に資金援助を行う資金があれば、その費用を原発事故被害者への十分な賠償に回すべきで

ある。こうした理由から、再稼動のための対策資金を自ら賄うことのできない日本原電は、むし

ろ破綻処理させることが望ましいと考えられる。 
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731E13 

＜意見＞ 過酷事故時に格納容器下部への事前水張りは，水蒸気爆発の恐れがあり，やめるべき

である．自殺行為である．＜理由＞ 溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI)を防止するため

には溶融した炉心を冷却する必要がある．このため，ドライウェル部に注水するという．当初，

申請者の計画は 6.1ｍの水深だったようだが，規制委員会の指示で 1m となったようだ．なぜ

「6.1m」だったのか？ また，なぜ「１ｍ」にしたのかの根拠が不明である．科学的根拠のない

仕様変更は希望的観測に基づくもので，およそ科学的とは言えない． 水深の浅い方が，深刻な

水蒸気爆発が起こりにくいとの判断と推測する．しかし，TROI 実験では水深 1.5m の場合でも自

発的な水蒸気爆発が複数回確認されている[1]．水深が浅い場合は，溶融物が水槽底部に到達す

ることで，トリガーがかかりやすいと考えられている．規制委員会は「実験で水蒸気爆発は起こ

しにくい」と認識し，MCCI を防ぐことのみを考えているようだが，SERENA プログラムの実施責

任者である欧州委員会エネルギー研究所（European Commission Institute for Energy）の

DANIEL MAGALLON は，BAL RAJ SEHGAL 編集の NUCLEAR SAFETY IN LIGHT WATER REACTORS Severe 

Accident Phenomenology ( Elsevier Science Publishing Co Inc， 2011)で，次のように記述

している[2]．以下，日本語に訳して掲載する． 「これまでの議論から，実機の中で水蒸気爆

発がトリガーされるか，されないかを予測することは事実上不可能」，「水蒸気爆発を防ぐ対策を

明確にすることは非常に困難」としている．すなわち，「膜沸騰状態にある溶融燃料と冷却材の

混合物には，十分なエネルギーが供給されれば，水蒸気爆発が発生しうる．問題は，トリガーの

大きさと，事故時の炉心溶融状態にその大きさのトリガーが生じうるかどうか」だが，「これま

での研究は，このような点について結論が出ておらず，そして，FCI（燃料－冷却材相互作用）

の研究についての現状から言って，近い将来においてもこの分野での研究の進展はほとんど期待

できない」ので，「水蒸気爆発発生リスクについては，FCI があれば水蒸気爆発は必ず起きると

考える（すなわち，トリガリングされる確率は 1），そして，周辺の構造は，水蒸気爆発に耐えら

れるように設計」すべきである，と結論づけている． さらに，原発メーカでさえ，福島原発事

故が起こる前から「EUR は IVR もしくはコアキャッチャーを容認．事前水張りの実施例は海外で

は存在しない」，「水蒸気爆発防止- 下部ＤＷへの事前水張りの禁止」[3]という認識を持ってい

たことが分かる．にもかかわらず，審査対象の原発では格納容器下部に注水して，溶融炉心を落

下冷却するという．とんでもないことだ．コアキャッチャーの設置を義務付けるべきである． 

なお，EUR は European Utility Requirements：欧州電力事業者要求仕様，IVR は In-Vessel 

Retention：炉内保持，DW はドライウェルの意．文献[1] Jin Ho SONG, Seong Wan HONG, Jong 

Hwan KIM, Young Jo CHANG,Yong Seung SHIN, Beong Tae MIN and Hee Dong KIM，Insights from 

the Recent Steam Explosion Experiments in TROI，Journal of NUCLEAR SCIENCE and 

TECHNOLOGY, Vol. 40, No. 10, p. 784． [2] Edited by BAL RAJ SEHGAL，NUCLEAR SAFETY IN 

LIGHT WATER REACTORS   Severe Accident Phenomenology，Elsevier Science Publishing Co 

Inc(2011),p．265．[3] 佐藤崇（東芝），世界標準と安全設計について~原子力エンジニアからの

一提案，日本原子力学会 2010 年秋の大会原子力安全部会企画セッション（2010．09.17）． 
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＜意見＞ コリウムシールドの有効性は疑問である．場合によっては，水蒸気爆発が発生する可

能性もあり，水蒸気爆発が起こらなかった場合でも，MCCI に至る可能性がある．＜理由＞ 「重

大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」の「1 重大事故等の拡大の防止等（第

３７条関係）」のさらに「１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用（261 頁)」において，

申請者は過酷事故時の MCCI を防ぐために，「コリウムシールド」なるものを設置するとして，規

制委員会もそれを認めたようである．申請に当たって「コリウムシールドの構造材であるジルコ

ニア耐熱材の侵食試験結果に基づき、コリウムシールドの侵食開始温度を 2,100℃と設定した」

とある[1]．この資料には，浸食開始温度などについては記述があるものの，実機の事故の際に

メルトダウンした場合の炉心溶融物の温度の記述が見当たらない．確かに，コリウムシールド

が，溶融炉心と接触した場合は，界面から合金となって融解が始まる．しかし，接触界面温度が

シールド材の融点より高い場合は，より速い速度で直ちに融解する．コリウムシールドの接触界

面温度は，計算から簡単に求めることができるが，それすら行っていないように思える．この温

度は，両物体が半無限固体とみなせる場合のみ有効である[2]が，短時間であれば，十分信頼の

おける値が得られる．コリウムシールドは厚さが有限であり溶融炉心が液体であることから，界

面温度は溶融炉心温度に接近していく．場合によっては融点以上になり融解が急速に進む可能性

がある．   東京電力福島第一原発の事故では，東京電力の解析[3]では，例えば 2号機では，

炉心損傷開始からわずか 3時間足らずでで 2800℃(3073K)まで温度が上昇して，メルトダウンし

ている．当然コリウムシールドの健全性・有効性は，安全性を考慮して界面温度を炉心温度

2800℃とした場合に対して検討するべきである．2800℃としなかったのは，効果が期待できない

ためではないか．資料[1]では「模擬溶融炉心の温度が，目標温度範囲（2,000℃～2,100℃）」と

あるが，明らかに温度が低すぎるように思われる． 結局，「コリウムシールド」の有効性は疑

問である．場合によっては，水蒸気爆発が発生する可能性もあり，水蒸気爆発が起こらなかった

場合でも，MCCI に至る可能性がある．さらに，申請者が資料[1]で述べている溶融物拡がりに関

わる実験であるＰＵＬｉＭＳ実験では，非常に激しい層状の水蒸気爆発が発生している[4]が，

この点に全く触れていないことを付記しておく．文献[１] 東海第二発電所，ペデスタルでの物

理現象発生に対する対応方針（添付資料），2017 年 6 月日本原子力発電株式会社．[2]例えば，

日本機械学会編，伝熱工学，丸善 2005 年，P.43．[3]東京電力株式会社，MAAP コードによる炉

心・格納容器の状態の推定，2012 年 3 月 12 日，p.31.[4]D. Grishchenko et al., Insight into 

Steam Explosion in Stratified Melt-Coolant Configuration, NURETH15-599, 2013. 

731E15 

＜意見＞ 実機事故時の炉外での FCI に関する溶融物温度の見積もりが低すぎる．<理由> 「重

大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」の「1 重大事故等の拡大の防止等（第

３７条関係）」の，さらに「１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 （240

頁）」において，申請者はメルトスルー時の溶融物について，「溶融物温度が約 2 65 0K 以下と水

蒸気爆発が発生したＴ Ｒ Ｏ Ｉ 試験よりも十分低いと考えられ，大規模な水蒸気爆発の発生の

可能性は十分小さいと考えられる[1]」としているが，明らかに温度が低くすぎると思われる．

東京電力の解析[2]では，例えば 2 号機では，炉心損傷開始からわずか 3時間足らずで 2800℃ま

で温度が上昇して，メルトダウンしている．2800℃は 3073K であり，申請者の見積もりは，この

温度より 423K も低い．自発的な水蒸気爆発が観察された実験のひとつである TROI－14 の温度

は 3000K であり，極めて実機に近い条件である．TROI-14 では，溶融物の温度の測定は，IRCON

とチノの 2つの温度計で行っているが，チノの温度計での測定値は使用しておらず，温度計測の

不確かさという記述は根拠がない．文献[１]東海第二発電所，ペデスタルでの物理現象発生に対

する対応方針（添付資料），2017 年 6 月日本原子力発電株式会社，添付 1-9．[2]東京電力株式

会社，MAAP コードによる炉心・格納容器の状態の推定，2012 年 3 月 12 日，p.31. 
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731E16 

＜意見＞ ペデスタルで水蒸気爆発が発生した場合のシミュレーションでは，コンクリート床外

壁表面とペデスタル円筒部外壁表面に生じる反射波による引張応力の評価を行っていないと思

われる．＜理由＞ 「重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」の「1 重大

事故等の拡大の防止等（第３７条関係）」の，さらに「１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融

燃料－冷却材相互作用 （240 頁）」について． 申請者の資料[１]では，ペデスタルでの水蒸気

発生時の構造物に与える影響についてシミュレーションを行っている．水蒸気爆発に関しては

JASMINE コード，応力解析については LS-DYNA コードによって解析を行っている．衝撃的圧力波

は，コンクリート床面（あるいはコリウムシールド）やペデスタル円筒部内表面には圧縮波とし

て作用してそれぞれ内部に圧縮応力を生ずる．一方，外側面では反射することで，引張応力を生

じる．反射面では数百 MPa の応力変動が発生すると推測される．実際の爆発時には，時間的，空

間的に複雑な応力分布となり，降伏応力を上回ることも予想できる．  ご案内のように，衝撃

圧力波が反射波となるコンクリート床面やペデスタルの壁の内部には，圧縮応力が反転した形の

引張応力が生じる．とりわけ外側外壁や亀裂部分は，大きなダメージを受ける（Hopkison effect：

ホプキンソン効果．身近な例としては，水中衝撃波で結石を破砕する際に利用する物理現象）． 

そもそも，鉄筋コンクリート製の床やペデスタルは圧縮荷重には大きい強度を示すが，引張荷重

に対しては，圧縮荷重に対する強度の８から 10％程度しかなく極めてもろい．コンクリート自

体は 10MPa 以下の強度しかない．これを補うため鉄筋を入れているものであるが，床外表面，ペ

デスタル円筒部外表面については補強にならない．また，内部でコンクリートに亀裂が入るなど

することで，原子炉圧力容器を支えることが出来なくなれば，圧力容器が倒壊または脱落する危

険がある．さらに，格納容器の破損などに至り，原発の健全性を脅かすことになる．文献[1] 東

海第二発電所，ペデスタルでの物理現象発生に対する対応方針（添付資料），2017 年 6 月日本原

子力発電株式会社，添付 11-1． 

731E17 

＜意見＞ 格納容器圧力逃がし装置（フィルター付ベント装置）の健全性・有効性への疑問．＜

理由＞ 「炉心損傷防止対策」の「冷却・減圧」の手段として「  最終ヒートシンク確保」と

しての，格納容器圧力逃がし装置は，格納容器内の水蒸気をスクラバー容器内の冷水で凝縮させ

た後に，フィルターで放射性物質を除去する装置である．一般に，高温高圧の水蒸気を冷水に直

接放出すると，水蒸気の放出条件によっては，振動，騒音，水撃現象による衝撃圧力の発生など

が起こることが知られている[1]．特に，凝縮圧力波の発生は，スクラバー容器の破損の可能性

も考えられる．その際には，放射性物質や水素を含む気体が大気中に放出されることになってし

まう．凝縮圧力波や振動の発生がないことを確認しているのであろうか？文献[1] 賞雅寛而ほ

か 3名，水中噴出蒸気の凝縮圧力振動に及ぼす蒸気出口条件の影響，日本舶用機関学会誌 第 26

巻 第 1号(1991),p.816. 

731E18 

５９～６０ページ 東海第二発電所敷地外で漂流する可能性があるものとして複数検証されて

いるが、当発電所の北南に位置する日立港、常陸那珂港に停泊中の大型船舶が津波によって漂流

し、発電所敷地内に影響を与える可能性が検証されていない。東日本大震災でも岩手県で現実に

発生している事象である。検証するべきと思う。 
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731E20 

Ｐ３９０ フィルタベント１ フィルタベントについては、電力会社所説のとおり放出放射能量

の削減効果があるとしても、１基の設置でよいとする規制基準は住民の安全を確保する措置とし

ておざなりである。設置した１基が故障・不作動のときに管理放出を行いようがない。東海第二

原発は 7 年前の３．１１大津波に襲われ非常用ディーゼル発電機が１基使用不能となったが、他

のもう１基が無事に稼働し続けられたので事なきを得た。２系統設置されていたから事なきを得

たのである。この経験からも、単基のフィルタベント設置で十分とする考え方は危うい。複数設

置を求めるべきである。再審査を求める。２ 仮に２基設置したら、それで管理放出態勢は十分

に確保されたという訳にはいかない。工学的に最善を尽くしても突破されることがあり得ること

を前提に、原子炉立地審査指針が設けられている。東海第二原発は国道 245 号線沿いの敷地境界

まで５００メートル足らずであって、１２００～１３００メートルある福島第一の半分もない。

その福一の敷地境界線における放射線量は事故直後 1 年間で１０００ミリシーベルトを超えた

と推計されている。類似の事故が東海第二で生じたとき、１００ミリシーベルトとか２５０ミリ

シーベルトをはるかに上回る高線量が記録されるはずである。 ３ そもそも東海第二原発は、

７年前の３．１１で津波に被災ばかりでなく、地震動によって原子炉圧力容器の制御棒の挿入が

１８５本中５本不良になった、また再循環系ポンプのモーターに擦れ痕を生じた。震度６弱の揺

れだったが、更に強い揺れに襲われた場合が懸念される。原子炉立地審査指針では、工学的対応

の限界を見据え、「万一の事故に備え、公衆の安全を確保するためには、原則的に次のような立

地条件が必要である。(一) 大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことは

もちろんであるが、将来においてもあるとは考えられないこと。また、災害を拡大するような事

象も少ないこと。」と規定している。これに照らせば、東海第二はたちどころに不許可になるべ

き原発である。原子力規制委は、原発の立地について工学的対処策に溺れることなく、立地審査

指針を厳格に適用（バックフィット）して、東海第二の再稼働を非とする判断をすべきである。 

731E21 

福島第一原発事故による放射能汚染がどれだけ人々の生活を破壊するのかを、今日まで見てき

て、原発を進めようとする方々はなぜ危険を冒してまで、再稼働しようとするのか理解できませ

ん。 東海第二原発は７年前の震災で被災し損傷した老朽原発です。近隣の住民は７年も止まっ

たままなのだから当然に廃炉になると思っています。しかも、東電・常陸那珂火力発電が福一事

故後に１００万キロワット増産し、今日では２００万キロワットの発電施設となっています。東

海第二の発電能力にとって代わっています。無理して東海第二を動かす必要はないと、皆さん考

えています。原発を進めようとする人々が、国の方針であるとか、電力の安定供給やクリーン、

コストが安いとか、いまでも言い続けていることに驚きを覚えます。なぜ、再生エネルギーの普

及推進に目が行かないのでしょうか。エネルギーの面から日本は世界に大きく立ち遅れるのでは

ないかと危惧しております。 ３０キロ圏内には９６万人も住む人口密集地です。全員の避難は

無理な話です。どんな原発事故であっても、もたらす被害は甚大になります。 東海第二は東京

電力の支援を受けるとのことですが、東電は、福島の事故収束も先がみえず、賠償も十分な責任

を果たしていない状況です。被災者賠償に不真面目な態度をとる東電が支援する東海第二で事故

が起きれば、被災者は十分な賠償も受けられない福島の二の舞となることでしょう。 東海第二

の運転期限が迫っているからとして、期限前に審査の終了を急ぐ原子力規制委員会には、９６万

人の命が目に入っているのでしょうか。拙速な審査は、必ず禍根をもたらします。電力会社の事

情を忖度するのでなく、住民の安全を最優先に、時間をかけ審査してください。それが、原子力

規制委員会の使命の筈です。 
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731E22 

経理的基礎を欠いた技術対策で原発の安全を確保するという考えは空想に過ぎない。原発の経理

的基礎は、安全対策工事費が確保されればよいというものではない。再稼働後、安全対策に要し

た借金の返済を上回る利益が、市場の自由化の中で、規制基準や保安規定を順守し原発の安全に

徹したうえで確保できる見通しが確実に得られなければ、以下に見るように原発の安全性が軽視

され、場合によっては犠牲にされる危険性が現実味を持つのだから、再稼働後の経営基盤に焦点

を当てて審査すべきであり、おざなりな審査姿勢は有害無益である。規制委は再審査し、以下に

見るとおり再稼働は不相当であるから、不許可とすべきである。（１）テロ対処施設を含め規制

基準クリアーに要する資金は利息込みで２５００億円、さらに毎年度借り換えしている短期資金

の半分５４０億円を東海第二原発の利益から返済しなければならないとすれば３０００億円以

上の新たな利益を生み出さなければならない。 ところが、延長運転後の実稼働期間は２０年延

長後に安全対策工事、テロ対処施設工事のため、うまくいって１７年。稼働率を東北地方太平洋

沖地震前の１０年間（東海第二運転開始から２２～３２年の１０年間）の７１．９パーセントと

して計算すれば、東海第二原発自身が消費する電力分を除けば、販売可能電力は１１００億キロ

ワット程度であるから、１キロワット当たり３円程度コストアップになる。東北地方太平洋沖地

震以前の日本原電の販売単価（東海第二単独の単価は公表されていない）が１１円５０銭だった

から、再稼働後の販売単価はこれに３円上乗せした１４円５０銭となる。（２）東京電力が日本

原電庇護の態度をとっている当座はともかく、先々１４円５０銭もの高価な電力を自由競争の中

で販売し続けることは困難であるから、コスト削減が至上命題になる。つまり〇原電社員に賃金

抑制、社員数の削減〇協力会社（下請け会社）への発注単価切り下げ〇機器や部材の更新先送り

と粗悪品の導入〇定期点検期間の短縮で点検の見落とし増加これらにより、原電社員や協力会社

社員の意欲喪失、人手不足をもたらし、危険性の潜む運転とならざるを得ない。 よって規制委

は経理的基礎について、単に工事費が手当てされればよいというのではなく、東海第二原発頼み

の日本原電が安全性を最優先に健全な経営を確保できる経理的基盤を有しているのか否か、立ち

入って本格的に審査すべきである。そうすれば経理的基礎の欠けていることが明瞭となる。 

731E23 

Ｐ２４０、Ｐ３８２１ ペデスタルに原子力圧力容器から噴出又は落下した溶融デブリがスワン

ネックを直撃し、覆ってしまうか排水口をふさいでしまった場合は、水深のコントロールができ

なくなり容易に水深１メートル超となり、水蒸気爆発の規模を大きくする。 反対に、ペデスタ

ルへの注水口が塞がれる事態になれば、溶融デブリの冷却が不能となり、サブレッションプール

に落下し、そこで大きな水蒸気爆発を引き起こす危険性が生まれる。 そもそも、半径３メート

ル、高さ７メートルのペデスタルの空間において、噴出又は落下してくるデブリの多少にかかわ

らず水蒸気爆発を発生させることなく、デブリを冷却しようとする発想が綱渡りのように危険な

発想である。前述のケースのほかにも多様なケースが想定されるが、それに逐一対応できる対策

になっていない。したがって再審査を求める。２ 高温の溶融デブリをペデスタルにおいて冷却

水で冷却する手法も、水蒸気爆発の危険があり取りやめるべきである。下述のとおり過去の試験

データでは多くの試験で水蒸気爆発が起きている。これを無視することは常識のある判断とは思

えない。原子力規制委は、国民が納得する方法で納得できる結果を得てから、マーク２型原発に

おいても水蒸気爆発は絶対起きないと言うべきであって、電力会社の都合に合わせた解析をもっ

て絶対安全と判断すべきではない。ＡＬＰＨＡ試験（旧日本原研）では、外部トリガーなしで１

９回中１１回水蒸気爆発が起きている。ＫＲＯＴＯＳ試験（ＪＲＣ イスプラ研）では、１９回

中外部トリガーありで５回、無しで５回おきてる。ＴＲＯＩ試験（韓国）などでも高い頻度で水

蒸気爆発が起きている。しかも溶融物が大量になればなるほど起きやすい傾向にあることを踏ま

えれば、実機での水蒸気爆発は高い確率で発生すると見るのが自然である。電力会社は、過酷事

故に至ってもなお人間の手でペデスタルでの状況をコントロールできると履き違いをしていて、

たいそう危険である。 規制委は、どんな場面を想定しても、実機において水蒸気爆発は起きな

いということを、電力会社の都合に沿った解析に基づく判断ではなく、国民が納得する方法で、

国民が納得する結果を得て初めて、実機ペデスタルでの、またサブレッションプールでの水蒸気

爆発は生じないと言うべきである。 審査の一切のやり直しを求める。３ 東海第二原発は、首

都圏の原発である。その事故は、数千万人の避難を強い、いのち、健康、財産などを奪うだけで

なく、日本の産業、政治などの中枢を破滅させる危険を有する原発である。規制委は電力会社の

意向に沿うのでなく、住民、県民、国民の安全のために、最大限の安全を追求されることを要望

する。 
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731E24 

全般的な意見事故の終息も検証も終わっていない福島第一原発と同じ沸騰水型炉で、運転開始か

ら４０年となる老朽炉である東海第二原発は運転してはならない。３０キロメートル周辺住民は

９６万人を超えている。事故時の避難は不可能である。原子炉設置変更許可審査において「経理

的基礎」についての検討がなされたが、原電は変更に必要な資金の融資を受けられなかった。原

電に経理的基礎は存在しないので審査書案は誤りであり、再稼働は認められない。溶融燃料の水

蒸気爆発（審査書案２４０ページ）炉心溶融事故に際して圧力容器から溶融燃料が溶け出た場

合、下部ペデスタルに水を張って冷却するとしている。大規模な炉心溶融に至れば、数十トン、

四千度の核燃料デブリが流出する。その冷却がペデスタルの水深１メートルの水で成しうるとは

到底考えられず、水蒸気爆発・反応水素の爆轟は避けられないのではないか。実験的検討・解析

から発生確率は低いとして、原電の申請を認めているが、その実験とは「実機において、溶融核

燃料を使ってなされた」はずはない。低いとはいえ、水蒸気爆発はあり得るし、それへの対策と

考慮が「起こらない」として放棄されている。溶融燃料を受ける「コアキャッチャー」設置を技

術的にも対策費用の点からも、一顧だにしていない。このような審査書案をもって再稼働、この

ような老朽炉の運転延長など到底認めることはできない。設置変更申請は撤回させるべきであ

る。 

731E25 

審査書の P81 において，「火山ガイドは、降下火砕物による間接的影響として長期間の外部電源

の喪失及び発電所へのアクセスの制限を想定し、外部からの支援がなくても、原子炉及び使用済

燃料プールの安全性を損なわないように対応が必要であることを示している。申請者は、原子炉

及び使用済燃料プールの安全性を損なわないように非常用ディーゼル発電機の 7 日間の連続運

転により、電力の供給を可能とする設計としている。」との記載があるが，１．火山ガイドでは

「長期間」の電源喪失，アクセス制限を想定するとしていることに対して，審査においては「７

日間」として評価を行っている。「長期間」を「７日間」とすることに対する技術的な根拠を示

すこと。２．大規模な火山噴火による降灰が発生した場合には，広範囲に影響を及ぼし，降下火

砕物が道路に堆積することによる交通の途絶に伴うものと考えるが，発電所までのアクセスの除

灰の実施，外部支援については，事業者が責任を負うのか，国が責任を持って対応するのか，明

確に説明すること。 

731E26 

日本原電に経理的基礎はない。日本原電は安全対策費 1740 億円を自己調達できず、銀行からの

融資も断られ、東京電力と東北電力に資金借り入れを求め、支援する意向を表明した。しかし、

巨額の公的資金が注入されている東京電力が他社への支援を行うなど許されることではない。規

制委員会の経理的基礎の審査は、「合格」のためのでたらめな審査であり、明らかに間違ってい

る。・ 東海第二原発が事故を起こせば関東一円に甚大な被害をもたらし、首都も壊滅する。東

海第二原発は動かしてはならない。・ 東海第二原発は、2018 年 11 月 28 日に運転開始 40 年の

寿命を迎える老朽原発である。数年前も炉心シュラウドにひび割れが確認されている。設計当時

からすでに４０年が経ち老朽原子炉の劣化が起きており、規制委員会は、再稼働に許可を与えて

はいけない。 

731E27 

古い型の原発の再稼働には反対します。また、万が一の場合の避難体制も整っていません。かつ

てのＪＣＯ事故の場合のような、考えられない事態も起こります。想定外ということでは済まさ

れません。原発の廃炉に向けた体制づくり―エネルギー政策の転換―が大事であり、運転期間が

過ぎたものを動かすなど、もってのほかです。 

731E28 

東海第二原発は 40 年を迎える老朽原発である。原子炉の劣化も始まっており、絶対に再稼働す

べきではないと考える。重大事故が起これば、首都圏に甚大な被害をもたらすことになる。その

責任は誰も負うことはできないし償うこともできない。 
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731E29 

ペデスタル：コアキャッチャー化計画の荒唐無稽               東海第２原発

（以下、Ｔ２と記す）の原子炉ＢＷＲマーク２型は福島第１原発（Ｆ１と記す）のマーク１型と

比べると、構造がかなり簡素化されている。マーク１の安全性能を削って廉価版にしたことは明

らかである。一番の問題点は圧力容器の直下に水を大量に湛えたサプレッションプールが配置さ

れていること。Ｆ１の事故では圧力容器の底部を貫通した溶融燃料が落下した先はただのコンク

リート床とみられている。しかし、Ｔ２で同じ事態が起きればそれでは済まない。メルトダウン

した溶融核燃料の温度はどのくらいなのだろうか？ Ｆ１の事例が貴重な参考になる。Ｆ１の事

故の後、１００Ｋｍ以上離れたつくば気象研究所の敷地で、自然界には存在しない放射性物質テ

クネチウムが検出されている。Ｆ１からの飛来物である以外考えられない。テクネチウムの沸点

は４８７７度Ｃである。このことからメルトダウンが起きた時の溶融核燃料の温度は３０００度

をはるかに超え、少なくとも部分的には４０００度を超えていたとみられる。すさまじい高温。

さらに筆者の記憶ではＴ２の燃料集合体の重量は約７０ｔ（違いがあれば許されたい）いずれに

してもそんなシロモノがプールの水に落下する危険性を否定できない。そうなれば末期的な巨大

水蒸気爆発もあり得る。近接する東海再処理施設の存在と相まって国家崩壊的な事態も否定でき

ない。原電はこの度の運転期間延長のための改造で、圧力容器とプールの中間にあるペデスタル

と呼ばれるコンクリート製の床面を特殊な金属の板で覆い、さらにその床上１mの水深で水を張

るという。この改造により圧力容器を貫通して落下した溶融核燃料を冷却保持して、プールへの

落下を防止できると主張している。本当？ 本当なら、これはまさにあのコアキャッチャーの機

能とほぼ同じである。まさにペデスタル・コアキャッチャー化計画。コアキャッチャー装備の新

型原発の建造費は非常に高価で従来の２倍を軽く超え、３倍に近いものさえ珍しくない。ここに

記すまでも無い周知の事実であろう。原電の主張が真実なら、近年の原発建造費のベラボーな高

騰に頭を抱えている世界中のメーカーがチープな費用で済むＴ２方式に飛びつかないはずはな

いのだが。しかし、そんな話は全く聞こえてこない。コアキャッチャー自体の建造費はいくらな

のか筆者の知るところではないが、高価な特殊耐熱煉瓦が大量に必要とされているとのことなの

で、かなり高額であることは、想像に難くないであろう。震災で震度６弱で強烈にゆすられ、建

造後４０年以上も過ぎる老朽化したコンクリートの床に、チープな改造を付け足したものが、高

価なコアキャッチャーと同じ機能を発揮できるなんてあり得ない。コンクリートはもともと熱に

は弱く、耐火煉瓦どころかごく普通の赤煉瓦と比べてさえ耐熱性では劣る。多くの人が知る常識

であろう。笠間や益子などの窯業組合に電話してコンクリート製の窯業窯があるか尋ねるがよ

い。笑われるのがオチでしょう。原発以外の業界では実機を使った製品テストをするのが常識。

三菱航空機のＭＲＪは完成した実機を三機も米国に派遣してテスト飛行を一年以上も続けてい

る。その結果、不具合個所が次々に見つかり顧客への納入時期の延期に追い込まれている。モノ

ヅクリも人生も計算どおりにゆくとは限らない。旅客機の墜落事故は悲惨だが、原発の過酷事故

はその比ではない。原電のペデスタル・コアキャッチャー化計画が有効というなら実機・溶融核

燃料を使って実証試験をする必要が本当はあるはず。そんな危険なことは出来ない？ だからＴ

２は法定期限で廃炉にするべきなのです。Ｔ２は絶対に再稼働をしてはならない。 

731E30 

ブローアウトパネルについて、水素爆発を予防するために設置されるとのことですが、福島原発

事故では水素とともに大量の放射能が放出されたものです。ブローアウトパネルの開口部を覆う

ように放水して放射能拡散を抑制することとしていますが、大規模損壊時に放水機能が維持でき

るのかどうか、放水によりどの程度放射能拡散が抑制できるのでしょうか？放水でなく、水素を

逃がし放射能を閉じ込める機能となっていません。また手動操作も想定していますが、事故時に

高線量で人が立ち入れるかどうかも分かりません。周辺住民として求めるのは「抑制」ではなく、

「放出させないこと」です。「奉祝させないこと」の一番の安全策は、「東海第二原発を再稼働し

ないこと」です。また、開閉操作実験では「加振試験において，閉止装置の電動用駆動チェーン

に破損が確認」されました。検証が失敗・不充分にもかかわらず、良しとしたことも問題です。

チェーンが破損してもデータが取れたからいい、ものではありません。本来であれば、取得した

データを基礎に、再度、再再度と検証し、安全な作動を確認しなければならないものです。「時

間切れ」の可能性があるからと、拙速な検証のみで終わらせ、「問題なし」とする姿勢は大きな

疑問を覚えます。ブローアウトパネルの問題だけに限りませんが、問題を矮小化し、次々と良し

とする姿勢には、規制委員会として扱っているものの危険さをどれだけ感じているのか、疑問に

思います。東海第二原発は再稼働せずに廃炉が妥当です。 
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731E32 

基準津波を超え敷地に遡上する津波によって使用済燃料乾式貯蔵建屋が浸水する可能性がある

のは大問題である p.318 に、「２．審査過程における主な論点」として、遡上津波対策について

記している。 日本原電は、「流入経路の特定、施設及び設備が漂流物となる可能性の評価等を

行った上で、新たな流入経路に対する流入防止対策、漏水による重大事故等対処設備が有する機

能への影響防止対策、屋外タンクの損傷による溢水と敷地に遡上する津波の重畳に対する浸水防

止対策、引き波による水位低下の影響防止対策等を講じるとの方針を示した」として、「規制委

員会は、敷地に遡上する津波を考慮した耐津波設計方針が適切なものであることを確認した」と

述べているが、以下の指摘をしたい。意見１ 規制委員会が示している「東海第二発電所に関す

る審査の概要(案)」の、p.111 にある図は、T.P.＋11ｍ以上の地点には津波が遡上しないかのよ

うに描かれているが、その保証はあるのか。どのように検討されたのだろうか。具体的に示され

たい。意見２ T.P.＋8ｍの地点には、使用済燃料乾式貯蔵建屋がある※が、この施設が浸水す

ることになる。その影響をどのように評価したのか。審査書案には、見当たらない。 漂流物が

乾式キャスクに衝突して破損させたり、逆に乾式キャスク自身が漂流物となって、他の重要な施

設を破壊する可能性もあり、非常に危険である。※「主要設備(ＤＢ)の設置標高」として、「耐

津波設計に係る新規制基準への適合のための対応方針について(参考資料)」(平成 29 年 4 月 13

日)の p.３に、使用済燃料乾式貯蔵建屋 以上のような点について十分な検討がなされたように

は見えず、新規制基準に適合しているとは言えないものと考える。 

731E33 

多くの茨城市民が反対してるにもかかわらず、また、福島第 1 原発事故が収束していなく、検証

も終わっていないのに、同型の東海大 2原発を動かすべきではない。多くの国民が故郷を出ざる

を得なくなったことを、自分に置き換えて考えるべきである。 
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731E34 

＜意見＞ COTELS 実験は水蒸気爆発が起こりにくいことのエビデンスにはならない．＜理由＞ 

申請書案［1］では「原子炉圧力容器外の FCI には、衝撃を伴う水蒸気爆発と、溶融炉心から冷

却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急激な圧力上昇（以下「圧力スパイク」という。）がある

が、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いと考えられるため、圧力スパイクについて考慮す

る。」としている．低いと考えられる根拠については，「（１）水蒸気爆発が実機において発生す

る可能性」の中で，「申請者は、実機において想定される溶融物（二酸化ウランとジルコニウム

の混合溶融物）を用いた大規模実験として、COTELS、FARO、KROTOS 及び TROI を挙げ」ている． 

COTELS 実験では水蒸気爆発が起こらなかったとして，実機で水蒸気爆発が起こりにくいことを

説明するのに利用している． しかしながら，COTELS 実験の結果は水蒸気爆発が起こりにくい

エビデンスにはならない．以下，COTELS 実験の装置や手法について疑問点を 2 点指摘したい． 

1 点目は，溶融物の温度を測定していないことである． COTELS 実験の FCI あるいは水蒸気爆発

に関して，柏崎刈羽原発6，7号機申請書においても，東北電力らが示している資料[2]中のCOTELS

に関する唯一の引用文献[3]と，インターネットで入手可能な他の文献[4]には，溶融物の温度が

示されていない．水蒸気爆発の実験・研究において，溶融物温度は必須のデータである．これで

は実験といえない．したがって，COTELS 実験の結果は水蒸気爆発が起こりにくいエビデンスと

することは不適切である」と指摘した．これの指摘に対して，東京電力は新たに文献[5]を提示

したが「Temperature of molten corium before pouring was estimated to be 3000－3100 K.」

（投入前の溶融コリウムの温度は 3000 から 3100K であろうと見積もられた）とあるものの，測

定値ではなく，推測した値であることが明記されている．しかも推測に関する記述が全くない．

これでは，高温物質の状態が，不明であり，水蒸気爆発が２液体間の現象であることの前提が崩

れている．水蒸気爆発が起こらないエビデンスとするのは不適切といえる． 2 点目は，ほとん

どの実験は低サブクール水による実験であるということである．サブクール度が 20℃以下では，

自発的な水蒸気爆発が発生しないかまたは発生しにくいことが分かっている[6]．COTELS 実験は

8 回の結果が報告されているが，2回はサブクール度＝ゼロ．すなわち飽和温度水での実験，3回

は 20℃以下，３回は 24℃以下であり，高サブクール度での実験はわずか 1 回のみである．実質

1 回の実験で水蒸気爆発は起こらないという結論を導き出すのは無理といえる． なお，文献

[3]，[４]，[5]は全く同じと言ってよい内容で，すべて会議での報告であり，査読を経て雑誌等

に掲載される学術論文とは異なるものである．文献[1] 原子力規制委員会，東海第二発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請書（ 発電用原子炉施設の変更）に関する審査書，2018 年７月４日，

ｐ.240．[2]東北電力株式会社ほか，重大事故対策の有効性評価に関わるシビアアクシデント解

析コード（第 5 部 MAAP)添付２ 溶融炉心と冷却材の相互作用について，2015 年６月．[3] 

Masami Kato et al., OECD Workshop on Ex-Vessel Debris Coolability Karlsruhe, Germany, 

15-18 November 1999.[4]Masami Kato and Hideo Nagasaka ，2.3 COTELS Fuel Coolant 

Interaction Tests under Ex-Vessel Conditions，JAERI-Conf 2000-015,pp.36-42[5] Masami 

Kato et al.，Fuel Coolant Interaction Tests using UO2 Corium under Ex-vessel Conditions，

JAERI-Conf 99-005,p.305.[6]例えば，庄司正弘・高木二郎，水中落下溶融すずに生ずる小規模

水蒸気爆発に関する実験的研究[含 討論］，日本機械学会論文集． B 編 48(433) 1982．p．1771．

によれば，大気圧下で行われたサブクール度 20℃（水温 80℃）以下の条件では水蒸気爆発は全

く発生していない． 
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731E35 

さん－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 田中前委員長が、カルデラ噴火が起こったら

「九州全域の人はほとんど即死状態になると言われています。そのような状況のときに一原発だ

けの問題として捉えていいのか」と川内原発再稼働を推進した。 しかしながら「人類は、制御

できない悲惨な被害をもたらす技術を取得してしまった。だからこそ、予想されるどんな自然災

害に対しても、地球上の総ての生き物に説明できる備えをするべきである」 一方、広島高裁が

２０１７年１２月１３日に伊方原発運転差止仮処分の抗告審で「火山影響評価ガイド」に従って

検討すると「立地不適」になると判断し、伊方３号機は９月まで稼働を止められている。 この

状況を打破するために更田委員長率いる原子力規制委員会が自ら定めた「火山ガイド」を無効に

しようとしている。以下は、添田孝史さんが週刊金曜日４月２０日号に書いた文章から。＜○原

子力規制庁は１８年３月７日、とても不思議な文書を出した。「原子力発電所の火山影響評価ガ

イドにおける『設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価』に関する基本的な考え方」（以

下、基本的考え方）だ。○河合弘之弁護士は批判：火山ガイドに素直に従えば広島高裁のような

判断が続くことになる。…、巨大噴火のリスクが大きい原発の運転に目をつぶるため、ガイドの

改訂という手続きを経ずに、骨抜きにしようとしているのだ。○火山災害だけは原発以外の分野

で想定していないことを理由に、１万年に１回の巨大噴火を無視しようとしている。○「基本的

考え方」によれば、１万年に１回の火山噴火による事故を容認することになるので、…、ＩＡＥ

Ａの大規模事故確率目標「１０万年に１回」よりも１０倍危険度の高いものにしてしまい、「世

界で最も甘い基準」になる。○「基本的考え方」という根拠のよく分からない運用の抜け穴をつ

くってしまうのは「いつか来た道」である。原子力安全・保安院や原子力安全委員会が福島第一

原発事故を引き起こしたのと同じ道をたどりつつある。＞ 私は、原子力規制委員会の「基本的

考え方」にある次の文を容認できない。＜原子力規制委員会「基本的考え方」から○巨大噴火が

差し迫った状態にあるかどうか、及び運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合理性の

ある具体的な根拠があるかどうかを確認○巨大噴火は、広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引

き起こすものである一方、その発生の可能性は低頻度な事象。巨大噴火によるリスクは社会通念

上容認される水準であると判断できる。○運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合理

性のある具体的な根拠があるとはいえない場合は、少なくとも、運用期間中は、「巨大噴火の可

能性が十分に小さい」と判断できる。＞ 稼働を容認する為の余りに甘い考え方だ。他の多くの

規制審査においてもこのような甘い考え方で審査しているのであろう。原子力規制委員会の審査

は全く信用できない。以上 

731E36 

福島第一原発事故は収束しておらず、検証も終わっていない。福島第一原発と同型で老朽炉であ

る東海第二原発を動かすべきではない。多くの茨城県民が反対しており、周辺の自治体で反対決

議もあがっている。96 万人を避難させることはできない。かすみがうら市は３０キロ圏外でひ

たちなか市民を受入れるとしているが、過酷事故が起これば我々市民も避難するしかない。これ

が福島第一原発事故の教訓だ。原電は東海第２原発の再稼働に必要な安全対策工事費１７４０億

円を自力調達できず、電気料金前払いや債務保証などの資金支援を東電に要請するとしている。

東電が支援しなければ再稼働しない。東電が原発を動かすことと同じである。福島事故を起こし

た東電に他社の原発再稼働を支援する資格はない。東電は、賠償と廃炉の責任を果たすべきだ。

最優先すべきは福島の賠償。原電の支援は許されない。 

731E37 

東海第二原発は老朽炉です。東日本大震災の影響も受け停止して７年を超えています。審査は通

っても安全とは言えません。特にＵＰＺ圏９６万人を抱え、避難の問題は避けて通れません。地

震、津波、暴風雨、噴火等々の災害が多発し、もしこのような災害と重なったら、身動きが取れ

ません。原発再稼働を進めたい都心に住む方々も、一番巻き込まれやすいところにいるのではな

いでしょうか。恐怖はありませんか。東電に力を借りるなど経済基盤もなく、将来性もない日本

原電に血税を注ぐのは間違っています。敦賀３号も諦めて欲しいです。 

731E38 

東海第二原発の３０ｋｍ圏内には、水戸市の２７万人を含め９６万人が住んでいます。ひとた

び、原発事故が発生すれば、住民避難はできません。福島第一原発事故の検証や収束もされない

中、福島第一原発と同型で老朽炉である東海第二原発を再稼働させるべきではない。原子力規制

委員会はあまりにも無責任な組織であると言わざるを得ません。 
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731E39 

審査書の P75 では原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として 13 火山抽出しているが，こられ

らの火山の性状や特徴を踏まえて，降下火砕物の特性を設定していることを示すこと。特に，P78

では直接的影響として挙げている項目に関わる特性である以下の事項については，火山ガイドで

示す内容について，影響を及ぼし得る火山に関わる調査結果を踏まえて説明すること。１．荷重：

降下火砕物の密度（湿潤密度），雪が積もっている状態での全体の荷重２．閉塞：降下火砕物の

粒径３．摩耗：降下火砕物の硬度（火山灰に含まれる粒子の硬度）水中での挙動，空中での挙動

４．腐食：降下火砕物が含む腐食成分（塩素イオン，フッ素イオン，硫化物イオン等）の影響こ

れらが技術的に説明できないと火山に対する原子炉の安全性の保証ができないと考える。 

731E40 

審査書の P77 に降下火砕物の乾燥密度を 0.3g/cm3，湿潤密度を 1.5g/cm3 としているが，この設

定根拠を示すこと。先行のプラントでは湿潤密度を 1.7g/cm3 としている場合もあり，想定する

火山との相関も含めて合理的な説明がないと，原子力発電所の設備への影響が技術的に問題がな

いことを確認できない。 

731E41 

審査書の P79 の水循環系の閉塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食）の記載において，「摩

耗については、降下火砕物の硬度が砂と同等又は砂よりも硬度が低くもろいことから摩耗による

影響は小さい」との記載があるが，この具体的な根拠を示すこと。また，また火山灰については，

各火山により性状が異なることから，発電所に影響を及ぼし得る 13 火山との関係性を考慮して

評価していることを示すこと。 
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731E42 

＜意見＞ 福島第一原子力発電所 2 号機では，圧力容器を破損させるほどの水蒸気爆発かもし

くはそれに近い激しい現象が起こっており，原子炉圧力容器内での水蒸気爆発の「発生確率は極

めて低い」とすることはできない．<理由> 福島第一原子力発電所 2 号機では，(1)3 月 14 日の

22:50 頃と，(2)3 月 15 日 12：00 頃の 2回 FCI（Fuel Coolant Interaction)があり，圧力容器

を破損させるほどの水蒸気爆発かもしくはそれに近い激しい現象が起こっていたことが推測さ

れる． 審査書案[1]によれば，「格納容器破損モードに分類されない 2つの破損モード（原子炉

圧力容器内での水蒸気爆発及び格納容器隔離失敗）‥については、以下の理由から新たな格納容

器破損モードとして考慮する必要はない。原子炉圧力容器内での水蒸気爆発については、国内外

における実験的研究と専門家による物理現象に関する分析により、発生確率は極めて低いと判断

されていること。(p.144)」とされている．このことは，事実上，圧力容器内では水蒸気爆発は

起こらないとしているに等しい． 確かに，炉内での水蒸気爆発は起こりにくく，むしろ TMI-2

事故のように溶融プールが形成され，その後圧力容器ごと落下することの可能性が懸念されてき

た．このような落下は，炉外での重大な水蒸気爆発の発生の危険性が増大すると考えられるから

である[2]． ところが，国会事故報告書[3]には，次のような記述がある．すなわち，2011 年 3

月 15 日 12：00 頃「D/W 圧力低下の直後，原子炉圧力と D/W 圧力に同期した鋭いピークが出現し

ている．原子炉圧力は急降下から一転，減圧前と同じ 0.65MPa[g]まで急上昇したが，その直後に

再び急降下している」．この現象の原因は「短時間に大量の水蒸気発生が原子炉内であったこと」

によるとしている．さらに「炉内での蒸気の大量発生は，溶融炉心が原子炉圧力容器底部にメル

トダウンし，原子炉圧力容器底部に残存していた冷却水と溶融炉心が接触したことによるものと

推定される」と，溶融燃料-冷却材相互作用（FCI)があったとしている． 続けて「その結果，

原子炉圧力容器の底部にも比較的大きな新しい破損が発生したと推定される」と，この時の FCI

が，圧力容器を破損させるほど激しいものであったとしている．つまり，この現象は水蒸気爆発

そのものであったと認めているに等しい．国会事故調では，この時の「接触」に伴う現象によっ

て圧力容器底部が破損したのではないかと「推定」している． この時の炉内条件は，炉内圧力

が 0.25MPa[gage]（測定値），炉心温度は約 2800℃（推定値），水位が TAF マイナス 1300mm（測

定値）．圧力容器底部の水は，外部から注入された海水であり，サブクール度が大きいと推定さ

れる．注水量は約 30m3/h とされている[4]．つまり，運転時の圧力，水温と異なり，水蒸気爆発

が起こりうる条件になっており，水蒸気爆発が起こっても何ら不思議ではない． なお，2 号機

については，熱力学モデルに基づいて解析を行った円山重直の報告書[5]でも，「14 日 22 時 50

分頃 RPV 内で小規模な水蒸気爆発が発生し，RPV に等価直径 21ｃｍ以上の破損分が発生したと

推定される」と結論付けている．国会事故調の報告書とは異なる時間の現象であるが，水蒸気爆

発の発生を推定した部分がある． 以上の検討結果から，沸騰水型原発である福島第一 2 号機で

は，(1)3 月 14 日の 22:50 頃と，(2)3 月 15 日 12：00 頃の 2回 FCI があり，圧力容器を破損させ

るほどの水蒸気爆発かそれに近い激しい現象が起こっていたことが推測される．このことから，

炉内で水蒸気爆発が起こりにくいとすることはできないと考えられる．文献[1] 原子力規制委

員会，東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（ 発電用原子炉施設の変更）に関す

る審査書，2018 年７月４日，ｐ.144．[2]DANIEL MAGALLON，NUCLEAR ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 

VOL.41 NO.5 JUNE 2009,p.604.[3]東京電力福島原子力発電所事故調査委員会，国会事故調 報

告書，徳間書店（2012），p.168.[4] 東京電力株式会社，MAAP コードによる炉心・格納容器の状

態の推定，2012 年 3 月 12 日，p.24.[5] 円山重直，福島第一原子力発電所 2 号機事故の熱流動

現象推定（熱力学モデルによる事故シナリオの検証），日本機械学会論文集（B 編），78 巻 796 

号 （2012-12），p.87． 

731E44 

P4 技術的能力 技術的な面だけを引き合いに出して安全性を語ること自体、この目次の分類自

体に問題がある。 ここには、地域住民の安全性に対する視点が完全に欠落している。避難計画

を自治体に作らせ、政府も規制委員会も関知しないことが失当であり、違法性がある。 そこに

想像力が働かないのだとしたら、無能であり、知っていて触れないのだとしたら悪質である。 

また、日本原電の経理面に深く切り込まない審査など、一面的に過ぎず、再稼働の判断ができる

べくもない。 東海第二の再稼働には反対である。技術的な審査だけでは尽くせない問題を素通

りし、アリバイづくりのようにパブコメを利用してはならない。 
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731E45 

五番 審査結果審査にかかわる情報の公開が不十分で、審査結果の可否判断ができない。原子力

規制委員会設置法 (平成二十四年法律第四十七号)の第２５条には次の記載がある。「（情報の公

開）第二十五条 原子力規制委員会は、国民の知る権利の保障に資するため、その保有する情報

の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならない。」また、原子力規

制委員会の組織理念の（３）には次の記載がある。「（３）透明で開かれた組織   意思決定の

プロセスを含め、規制にかかわる情報の開示を徹底する。また、国内外の多様な意見に耳を傾け、

孤立と独善を戒める。」 ところが、規制委は審査の仮定で私たちには理解しがたい隠しごとを

頻繁に行なっている。東海第二の審査について次の３点の隠蔽を指摘する。このように審査の隠

蔽をしている理由は、審査の妥当性が欠如しているからではないか。（１）第５８８回審査会合

（６月１４日）の画像公表について 同会合では、「資料 2-1 東海第二発電所工事計画認可申請

に係る論点整理について（コメント回答）」の説明の途中で、突然中継動画が切れ、「公開できな

い内容が入り込んでしまったから」との説明のあと、何と 1 週間経った 6 月 21 日の夜中にアッ

プされた。○問題視されている東海第二であるから、企業秘密などよりも「国民」が安全性を確

認することを重視するべきだ。（２）「黒枠・白抜き」について相変わらず多数の「黒枠・白抜き」

が多い。これでは誰にも審査の妥当性を確認できない。以前に情報公開を重視する発言「透明性

が最も大事なので技術的に可能なら本来ヒアリングは公開に」との更田委員長の発言があった

が、全く改善されていないではないか。第５７１回（５月１５日設置変更） 特に、工事計画の

審査における耐震評価において、計算された「裕度」を総て「黒枠・白抜き」にしているのはな

ぜか？基準地震動を設計時よりも４倍近く上げているため、裕度が全くなくなるか、あるいはマ

イナスになっているのではないか。（３）特重施設規制委資料に「特定重大事故等対処施設（以

下「特重施設」という。）に係る審査結果のとりまとめに関して、その内容は原則公開すること

を基本とする。」とあるのに、多くの特重関連施設の審査が非公開で行われるために、審査の妥

当性を判断できない。全てを公開してからパブリックコメントをかけるべきで、公開できないな

ら不合格とするべきだ。以上 

731E46 

東海第２原発は東日本大震災で大きなダメージを受け、その後、泥縄的対策を行ってきた。そう

した対策の積み重ねが有効かどうかは、稼働してみないとわからないというのが実態ではない

か。 事業者である日本原電は半ば破綻しており、東海第２原発の再稼働に必要な資金も税金に

よって破綻を免れている東電の資金をあてにする始末です。そうすると、無理をしても再稼働を

急がなければならず、それが事故の可能性を高めないではおかないでしょう。 規制委は住民避

難に関知しないとしているが、事故対策として第１に考えるべきことを放置して再稼働はあり得

ない。それは、住民避難を考慮に入れたら原発稼働はあり得ないことを示している。 東海第２

原発の再稼働させて、いたずらに日本原電を延命させるようなことはやってはならない。日本原

電はすでにその役割を終えているので、安らかに退場させるべきである。 

731E47 

1 ページから 東海第二原発の再稼働には反対である。１ このパブコメは「技術的」な事柄に

限定している。そのこと自体が問題を矮小化して本質を見えにくくしており、規制委の視野の狭

さと判断力のなさと不誠実さを浮き彫りにしている。真摯な基本的思想が欠如している。２ 再

稼働を考えるには、原電の経理的基礎・核廃棄物の行く末・作業員の被曝・広域避難計画・テロ

対策など多方面にわたって、技術的なことと平行して、それ以上に重視して考えるべき重大事項

が山積している。考えるべきそれらを全く考慮することなく、狭小な技術的事項のみを採り上げ

てきたことが、不適当である。３  技術的なことにしても、耐震基準の甘さ、難燃ケーブル１

５％という基準違反、圧力容器内試験片の不足など重大問題を掘り下げることなく合格を出して

いる。どんなに不備があろうと初めからスケジュールに合わせた合格ありきで進めていることが

ありありとわかる。４ 経理的基礎については、今回の認可で経理的基礎ができている印象を広

めている。これは基本姿勢が間違っている。経産省の判断などを待つまでもなく、原電に金がな

いこと、破綻企業の東電が債務保証をすること、これらは子どもでもわかるでたらめさである。  

大飯原発についても圧倒的に再稼働反対のパブコメが集まったが、いっさい無視されている。ど

こまでも国民を無視した、アリバイづくりのためだけのパブコメになった。今回はより真摯にパ

ブコメを捉えるべきである。むろん、圧倒的多数の地元の住民は再稼働に反対である。５ 避難

計画については、住民を避難させてまで原発を再稼働させようという考えが間違っている。避難

計画を作らなければならないような代物を存在させてはならない。そういう視点の欠落した規制

委員会の判断に効力はない。 
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731E48 

100 ページ 「燃えるケーブルに防火シートを巻く」こんな突然出てきた提案に、規制委員会が

同意したのが、信じられません。いかにも危ない、燃えるに違いない方法です。ケーブルが燃え

れば、停電になります。原発の致命傷です。 86～88 ページ 東海村には、米国、英国、などが

恐れるほど、大量のプルトニウムが有ります。私達にとっては、まるで自爆テロ装置です。 企

業の存在意味は、利益を社員に分配して、その家族を守る事。企業の社会的責任は、社会（人々）

の為になる仕事をする事。さらに利益があるなら、教育や文化の向上に、貢献する事。 残念な

がら、今、儲かっている企業は、株主と内部留保しか考えていません。とても生きずらい世の中

です。今後の原燃の社会的使命は、廃炉専門企業として、再生する事です。 

731E49 

１００ページ：原子力規制委員会は新規制基準に規定された難燃性ケーブルの原則から外れ、こ

の審査で非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めている。以下の理由で認めるべきでは

ないと考える。 そもそも、日本電線工業会によるとケーブルの耐用年数の目安は 10～30 年と

言われている。にも拘らず、建設時に敷設したケーブルを 40 年を過ぎ、使い続けることは代替

措置以前の問題と考える。また、防火シートを巻く代替措置は、熱の放出が妨げられ絶縁物の劣

化が早まる、防火シートを巻く作業の際にストレスを与える可能性がある、防火シートで重くな

りケーブルトレイの耐久性が問題となる、等々。 難燃性ケーブルに取り替えず、代替措置によ

る安全性が保証できない中で、再稼働は絶対許されないと考える。 

731E50 

電気ケーブルの火災発生防止について、非難燃ケーブルについて防火シートを用いた複合体を形

成する方針とされているが、複合体内部の非難燃ケーブル自体から何らかの原因で火災が発生し

た場合、複合体内部の他の非難燃ケーブルへの延焼が防止できないのではないかと危惧します。

「ケーブルは非難燃ケーブルを使用する」との規定にかかわらず、防火シート等を用いた対策で

審査基準に適合しているとすると、これが他の原子力発電所の申請の全例となり、規定そのもの

の意義が失われてしまうと思われます。既設の原子力発電所に対し、上記の規定を適用するのは

困難な面があるのは理解します。しかし、審査の途中から方針を変更するのは審査の信頼性を損

なってしまうのではと思います。なお、審査の対象ではないかも知れませんが、重大事故を想定

した避難計画が実効性があり、適切なものかを審査する必要があると思います。以上 

801E1 

反対します。  技術、安全性、緊急時の対策など、全て誰も責任をとるようになっていません。  

前の震災での事故でも、責任はあれでもう取れたといえるのでしょうか。    責任をまずと

るべきです。 

801E2 

本文９９ページから１００ページ、新規制基準では難燃性ケーブルが義務付けられたはずです。

しかしながら、原子力規制委員会は、非難燃性ケーブルに防火シートを巻くという原電の案を了

承しています。原則を踏み外しています。老朽化原発になればなるほど、ケーブルも当然老朽化

し、火災の要因が大きくなります。２年ほど前に起こったケーブル火災でも信じられない大停電

の事態となりました。これを東海第２原発に置き換えられたら、予想のできない惨事です。原則

から外れることを認めるべきではありません。 

801E3 

審査書案 P99 非難燃ケーブル対策について：非難燃ケーブルに防火シートを巻いた複合体を難

燃ケーブルの代替として使用するのは安全上問題があります。たとえ実験で複合体の難燃性能が

実証されたとしても、製造後 40 年以上経過したケーブル自体の健全性が保障されていないから

です。ケーブル製造業者が規定している耐用年数の目安 10～30 年をゆうに過ぎていることから、

今後使い続けると経年劣化による不具合が危惧されます。それが重大事故のきっかけとなる危険

性もありますし、経年劣化が進んでいるケーブルが重大事故の際に急激に劣化が進み、制御不能

となって更に事故を苛酷なものにしてしまう可能性もあります。事故は原則から外れた事をする

と必ず起きます。全てのケーブルを難燃性のものに取り換えるべきで、古いケーブルの使用を前

提とした対策を審査するのは根本的に間違っていませんか？ 取り換えられないのであれば、適

合と判断すべきではないと思います。 

801E4 

東海第二原発は、2018 年 11 月 28 日で運転開始後 40 年を迎えます。原発から 30 キロ圏内には

96 万人が居住しており、実効性のある避難計画がありません。重大事故を想定した避難計画を

含む原子力防災計画が適切かつ実効性のあるものがどうかを確認する法的手続きがなく、審査の

対象とされないのは重大な欠陥だと考えます。周辺自治体６市村と再稼働の事前同意について新

協定を締結していますが、水戸市議会では６月に、「住民理解を得ないままの再稼働は認めない」

とする意見書を可決しており、同意が得られる見通しは立っていません。また、福島第一原発事

故の検証と事故被害者への賠償等が収束していないなか、福島第一原発と同型で老朽化している

東海第二原発を再稼働させるべきではありません。 
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801E5 

東海第２原発の再稼働に反対します。1.原子力規制委員会の基準合格は安全を意味しない。先の

田中俊一委員長が再三発言していたように「基準の合格は基準の合格に過ぎない。安全を保障す

るものではない」。この言葉は侵しがたい重みがある。例えば、学校の試験において全ての科目

で 100 点を取ったとしても、すべての知識を習得しているか。まして人間として完全か。と言え

ば否である。人が不確実性の塊であると同様に、自然も、自然災害も、装置の構造も、人の操作

も完璧はあり得ない。私たちはフクシマを経験した。科学的基準にもっと謙虚であるべきだ。2.

フクシマの事故は未だ解明されていない。2011 年 3 月から 7 年が経過した。しかし、事故の全

容は未だ明らかにされていない。こうした状況の中で、原発を再稼働させようという感覚が理解

できない。国民の安全を第一に考えれば再稼働という発想自体あり得ない。また、唯一のよりど

ころとする経済的合理性も事故により覆された。にもかかわらず再稼働しようとする理由は、一

部の利益集団のためでしかないだろう。3.日本原電に経済的能力がない。日本原電は東海第２の

再稼働に向けて 1740 億円の調達を試みたが、銀行からの融資を断られた。これは社会通念に当

てはめるもなく、事業者として当事者能力がないことを示している。その上、こともあろうにフ

クシマの事故の収拾もつかない東電、および東北電力が資金提供をするという。社会人としての

常識の欠如も甚だしい。4.耐用年数を超えて再稼働する無責任。すべての構造物、装置には耐用

年数がある。経年劣化はもちろん稼働することによる劣化は考えるまでもない。建設当初に耐用

年数を 30 年としたことはそれなりの見識の上でのことだっただろう。今日に至りそれを伸ばそ

うとする無責任さは醜悪でもある。5.避難計画がなければ建設・稼働できないものは世に存在し

てはならない。これまでの歴史の中で、避難計画がなければ造ることも稼働することもできない

施設はあっただろうか。現在でも兵器工場、花火工場、ガス工場、製鉄所など危険な施設は多々

ある。しかし、それらには原発のような規制はない。何故ならこれらの危険施設で事故があった

としても範囲や影響は限定されるからだ。東海第２原発はどうだろう 30km 圏に 100 万人近くの

人口を抱えている。フクシマの実態をみれば被害は 100km を超えている。つまるところ、いった

ん事故が起きれば人間の手に負えぬことの証左ではないか。それでも安全というなら首相官邸を

隣に移せばいい。6.自然エネルギーに政策転換をはかるべき。いま着々と太陽光、風力などの自

然エネルギーが伸びている。しかしベースロード電源は原発という。それは、そうゆう政策をと

っているだけのことだ。例えば自動車の排ガスを飛躍的に減少させたマスキー法。2020 年を目

途に電気自動車への転換を図るドイツなどの国々。つまり、政策を転換することで現時点での可

能性を飛躍的に伸ばすことができるのだ。原発に固執する愚かさは技術の進歩を阻害するだけ

だ。 

801E6 

地盤が液状化する恐れがある。老朽化している。水蒸気爆発の可能性がある。福島原発を見れば

明白なように、事故が起これば、必ず犠牲者は出るし、対応策など無いに等しい。付近住民は財

産を失うことになる。付近だけでなく、千葉、埼玉、東京など人口密集地帯も近く、被害の出る

可能性は高い。東海第二発電所の発電用原子炉は廃炉しかありません。それが最も公益に即し、

国民にとって有益なことと考えます。 

801E7 

ケーブルの防火対策は不十分。100％耐火対策しないと、かって東電の地下大火災を生む可能性

が大である。まずは、実証実験を行うのが大原則と思います。原電に至急行わせるべきと思いま

す。それなしに再稼働は認めるべきではありません。 

801E8 

1 ページ～目次のどこにも、 原電の経理的基礎 について書かれていない。大項目としない時

点でだめだ。原電は、所有する４つの原発がすべて動いておらず、東電などの「電気料金」でか

ろうじて破綻を免れている。1740 億円もの安全対策費を貸す銀行はない。また廃炉費用もない。

事故の際の補償費用もない。資産はわずかである。再稼働しても純利益はわずかで、とても借金

を返せる余裕などない。ここまで経理的基礎がない企業はすでに死に体である。福島事故の加害

者東電には、巨額の公的資金（税金）が投入されており、原電を支援することは、どう考えても

許されることではない。東電は福島の原発事故による被害者に加害者としての責任を放棄してい

る。無責任極まりない。それをなぜ規制委員会が理解できないのか。いや、わかっていて身内の

経産省に判断を丸投げするなど卑怯である。規制委がいくら技術分野しかわからないといって

も、借金まみれの人間が、他人の保証人になれないことは、子どもでも分かることである。原電

が東電に債務保証してもらうなどデタラメにもほどがある。このような原電が危険な原発を扱う

ことなどあってはならない。再稼働どころではない。 
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801E9 

避難計画について避難計画が対象外となっていること自体を批判する。なぜ原発事業者の利益の

ために、地域の住民が避難計画に従わなければならないのか。なぜ日々、事故の危険におびえな

がら暮らさなければならないのか。なぜ国の命令で自治体がカネと労力と時間をかけて避難計画

を作らされなければならないのか。法的なものとは別に、根本的におかしいではないか。こんな

おかしなことがまかり通るのが法律によるのであれば、何という法律なのか。その法律は憲法に

違反している。避難計画自体が違憲である。規制委は判断を放棄し、逃げている。こんなパブコ

メなど、見もしないのだろうし、見ても本気で考えようとはしないのだろう。住民が避難するの

ではなく、原発を地域から撤退させるのが、まともな判断である。それがわからないのなら規制

委員の資格はない。東海第二原発を動かしてはならない。 

801E10 

当方は原発や高速増殖炉もんじゅなどが林立する福井県(高浜)に１００ｋｍに満たない位置に

居住するものです。東海第２原発にたいする設置変更許可にかかる審査書案について異議を申し

上げます。下記のような点がその理由です。１．運転期間がこの１１月に４０年になる老巧原発

であること２．日本原電は１７６０億円の安全対策費を銀行から借り入れ出来なかった （銀行

は債権という意味で危ないので貸さなかった）３．安全性の面で問題が多々指摘されている  

ケーブルの防火対策、水蒸気爆発の危険性、防潮堤計画への疑問、避難計画がない４．３０キロ

圏内に９６万人が居住している。  周辺自治体６市村と再稼働の事前同意についての新協定を

締結している  水戸市議会では再稼働は認めないという意見書を可決している以上。 

801E11 
東海第二原発の再稼働を認めません。低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策はまだ明らか

でない。放射性廃棄物が流されるようなことはあってはならない。 

801E12 

30km 圏内には約 96 万人が居住する地域で、まもなく 40 年の老朽原発でもあり、東日本大震災

のときに津波をかぶり、つなわたり運転を３日半続けてようやく冷温停止にいたった被災原発

で、福島第一原発と同型の沸騰水型。廃炉しかないでしょう？ 

801E13 

原子力発電は確かに今は役にたつでしょう。しかしそこから出るゴミは、解決不能、先の世代へ

押し付けている現実。福島の事故で、多大な負債が汚染土と共に溜まり続ける現状。得たものは

何でしょうか？目先はともかく、なぜ手を出すのかわからない。再生可能なエネルギーの開発を

進める技術と節度は、何処にあるのでしょうかドイツは大戦から目覚ましい転換をし、注目され

ています。次世代を見る目を持った、領土は小さくとも信頼される、成熟した国策を選択できる

国に    将来近づけるような一歩をお願いしたいです。 

801E14 

審査書案の 130 頁から 132 頁に、「申請者は、同一の送電鉄塔に架線しない 275kV 送電線（東京

電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）と 154kV 送電線（東京電力パワーグリッド株式会

社村松線・原子力１号線）から、設計基準対象施設に電線路を接続する設計としている。また、

送電鉄塔については、異なる送電鉄塔の間に離隔距離を確保した上で、大規模な盛土崩壊、大規

模な地滑り等による被害の最小化を図るため、鉄塔基礎の安定性を確保するとともに、強風又は

着氷雪による事故防止対策の実施により、外部電源系からの電力供給が同時に停止することがな

い設計であることを確認したとしている」として、規制委員会としても、275kV 送電線が 2回線

遮断しても、154kV から受電できるので全く問題ないと確認したかのように記されている。 し

かし、これは、あくまでも 275kV 送電線が 2回線遮断した場合でも、154kV 送電線による受電に

よって、発電所において必要な電力が全てまかなえるという前提条件があってこそ成り立つもの

と考える。 275kV を受電するための所内変圧器と 154kV を受電するための予備変圧器の容量を

比較してみると、前者が約 50,000kVA が 2 台、合計約 100,000kVA である。それに対し、後者は

約 38,000kVA が１台あるのみで、容量としては、前者の 40％弱しかないということになる。（平

成 30 年 06 月 21 日、日本原電が規制委員会に提出した「東海第二発電所発電用原子炉設置変更

許可申請書（発電用原子炉施設の変更）本文及び添付書類の一部補正（4/5）」の P.8-10-84「第

10.3－4 表 変圧器の設備仕様」より） この事が何を意味するか。154kV の受電では、原子炉冷

却などに必要な全機器に対して供給すべき電力が極めて不十分であるということである。したが

って、154kV 受電をもって、275kV 受電の代替とすることは不可能ということになる。 275kV 系

統は 2回線あっても、同一の送電鉄塔を使用して、同一の那珂変電所から受電しているから、独

立した接続とはならないのは審査書案も認めるとおりである。よって、「外部電源系からの電力

供給が同時に停止することがない設計である」とは言えない。 よって、「保安電源の信頼性」

という点においても、新規制基準に適合しているとは言えない。 
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801E15 

日本原電の経理的基礎が意見募集資料では明らかにされていない。これを説明して意見募集にか

けるべきである。科学的・技術的意見だけでは審査書を評価したことにならない。各種資料から、

東海第二原発の電気は、決して安価ではないことが明らかにされている。東電による日本原電支

援は、経営的な側面から行っても説明がつかない。これらの無駄なコストは消費者・需要家が負

うことになり、経済全体および家計にマイナスの影響を与える。日本原電は東海第二原発の廃炉

に事業転換すべきである。 

801E16 

新規性基準について「火災の発生防止に係る設計方針 火災防護基準」の一として「不燃性材料

又は難燃性材料、難燃ケーブルを使用すること」と定めているところ、本審査に際し、申請者が

設計・設計目標（防火シート等）・実証試験という前提の下、非難燃ケーブルを使用するという

申請に対し、原子力規制委員会は、非難燃ケーブルの使用を認めていますが、この認可は冒頭の

新規性基準に規定された「難燃ケーブルを使用」という原則から外れています。過去の大事故の

原因には原則から外れた材料・部品の使用とか操作方法に基づくものが多数あります。また、福

島原発事故にみられるように、異常事態が発生したときには、予測できない、又は想定外の事態

が発生し、また状況が把握できず対処が困難になるという事態が出来します。いかに設計目標等

でカバーするとしても、非難燃ケーブルの使用に係り、予測できない、想定外の事態をゼロとす

ることはできないと考えます。これらの理由から原則を外して認可することは、大きな災害を招

く原因となり得ることから、原則を外した非難燃ケーブルを使用するという申請は認めるべきで

はありません。以上 

801E17 

当該原発の建設時に適用された立地についての「原子炉立地審査指針」の「バックフィット」を

すべきと考える。 なぜ「原子炉立地審査指針」の「バックフィット」を実施しないのか。 当

該原発周辺は、現在では半径３０km 圏内に約 100 万人が居住する人口密集地になっているから、

バックフィットした原子炉立地審査指針の厳格な適用は極めて重要である。 さらに、「安全な

観点から」の規制であることを強調する意味でも、強力な権限を発動する原子力規制委員会への

改善に向けた第一歩としても、「原子炉立地審査指針」の厳格な適用のための「バックフィット」

を実施すべきである。以上。 

801E18 

非難然性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めている様ですが、防火シートを巻く事によって

ケーブルから発生する熱の放出が妨げられ、これによってケーブルの劣化が早まる可能性があり

ます。すでに劣化が進行している事が確実であるケーブルが使われたまま再稼働させた場合、緊

急時には予測も出来ない事態を引き起こしかねません。認めるべきではないと考えます。 

801E19 

100 ページ原子力規制委員会では今回の審査で、非難燃性ケーブルに防火シートを巻くという対

策を認めている。これは新規制基準に規定された難燃性ケーブルの原則から認められないことで

ある。このような例外的な措置を認めることは安全性からも信頼性からも問題がある。認めるべ

きではないと考える。 

801E20 

100 ページ：2017 年に埼玉でケーブル火災があった。これは可燃性ケーブルの老朽化による火災

である。同じ事がケーブルが老朽化した東海第二原発で起こらないとは言えない。安全な難燃性

ケーブルに交換できない状況で審査に合格を認めるべきではない。 

801E21 

100 ページ：原発のケーブル問題は安全性に関わる重大な事項である。東海第二原発は 40 年が

経過し、ケーブルそのものも老朽化しており、火災の危険が大きいと考える。可燃ケーブルはす

べて難燃ケーブルに交換するべきである。 

801E22 

100 ページ  難燃ケーブルとするべきの、複合体から安全機能を有する機器等に接続する非難

燃ケーブル及び放射線モニタケーブルは、それ単体では延焼を確実に防止できない。電線管に収

納し、電線管外部からの酸素の供給防止のため、 両端を難燃性の耐熱シール材で処置する設計

とあるが、これだけでは安全性の確保は不十分であると考える。火災防護基準の規定通り難燃ケ

ーブルに交換すべきである。 

801E23 

P100 40 年経過した東海第二原発かケーブルも老朽化している。新基準では難燃ケーブルに交

換すべきとしているが、原電は一部放火シートを巻くということで申請している。老朽化したケ

ーブルに放火シートを巻く影響の試験はどのようにしているのか。新しいケーブルではなく、40

年経過したケーブルでの燃焼試験を行いその安全性をデータで示すべきである。現在の審査状況

で認めるべきではない。 
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801E24 

（審査書案 p.100）今回の原子力規制委員会の審査では、約 1400ｋｍのケーブルの一部を「難

燃ケーブルに取り替える」としており、その他は取り替えではなく「可燃ケーブルに放火シート

を巻く」ということを認めています。このような例外措置はケーブルの老朽化が問題視される東

海第二原発においては適正ではないと考えるので、認めるべきではない。 

801E25 
P100 規制委員会は、申請者による火災発生防止の設計方針が、火災防護基準に規定している事

項に沿っていないことを重要視し、審査を認めるべきではない。 

801E26 

○目次：サイバー攻撃、情報漏洩、盗聴、妨害、情報操作、ネットワークセキュリティに関する

検討が行われていない。○44～64 ページ：防潮堤の計画にコストの検討がない。発電は国民の

電気料金を原資に運営される公営事業であり公共事業と同様に説明責任がある。公共事業では、

公共構造物の形式やルート・工法を選定するにあたり、設計条件に適合した数案について経済

性、構造特性、施工性、維持管理、環境影響などを比較し総合的に評価、選定する。中でも経済

性は最も大きな配点（100 点満点のうち 60 点など）を与えられる。少ないコストで最大の効果

が得られるような構造物を選定することが基本である。この審査書ではそういった検討がどこに

もない。防潮堤だけでなく他の安全施設・手法についても同様である。それぞれ「設計する」「整

備する」となっているが、設置するための費用はどうなっているのか。コストを度外視した安全

対策は現実的でなく机上の空論に過ぎない。工事費用は東電が負担するということのようだがこ

れも確約ではない。コストを考慮した検討をする必要がある。○138～150 ページ：想定事故や

災害に対処できる体制を作り訓練を行うのは当然。できて当たり前。想定外の事故や災害にも対

応できるような体制や訓練が必要。そういう検討がなされていない。被害拡大の防止と共に職員

の安全確保も重要。○413 ページ：放水砲及び大型ポンプによる放水により大気への放射性物質

の拡散を抑制するとなっているが、放水砲による拡散抑制効果はどの程度あるのか。検証は行わ

れているのか。行っているならばどのような条件で検証したのか。結果はどうだったのか。現実

との差はないのか。○466 ページ：緊急時対策所が免震構造でなく耐震構造である理由は何か。

また、備蓄は、飲料水と食料だけでは不足。医薬品や日用品、水が使えない場合の簡易トイレな

ど共に医師や看護師が常駐できる設備も必要。さらに、最大 100 人収容の対策所の面積は、4階

建て、災害対策本部 350 平方メートル、宿泊・休憩施設 70 平方メートルで十分なのか。災害対

策本部は、近くにある茨城県原子力オフサイトセンターの災害対策室に比べるとかなり狭いよう

である。トイレ（特に女子）やシャワールームの数なども余裕をもって設置する。 

801E27 

・ 福島第一原発事故は収束しておらず、検証も終わっていない。福島第一原発と同型で老朽炉

である東海第二原発を動かすべきではない。・ 多くの茨城県民が反対しており、周辺の自治体で

反対決議もあがっている。96 万人を避難させることはできない。・ 再稼働の同意は困難であり、

多額のお金を無駄に工事につぎ込む前に廃炉を決めるべき。お金は福島第一原発事故の賠償にあ

てて欲しい。 

801E28 

審査書案 p.244 東海第二原発は沸騰水型原発で、制御棒の制御方法が下からなのでメルトダウ

ンした核燃料が格納容器に流れ出す危険性がある。そして万が一炉心溶融が発生した場合、炉の

下にあるのは水のプールであり、水蒸気爆発の危険性が高い構造となっている。それにも関わら

ず、規制委員会は、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いと判断している。これは正当な評価

とは思えない。 
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801E29 

非難燃性ケーブルについて、ケーブル交換のできる箇所については交換、交換不可能な場所は防

火シートでくるむとしています。一般的に原子力施設で使用されるケーブルは、「放射線による

ケーブル被覆材料の劣化が起こり、被覆材料の欠落による絶縁効果をはじめとするケーブル保護

機能の低下や、難燃性の低下による火災時の延焼等の恐れがある。そのため、放射線環境に晒さ

れるケーブルは定期的に交換して機能を維持・管理する必要がある」「放射線暴露によるケーブ

ル被覆の劣化により、機械特性・難燃性等が低下するため定期的に貼り替える必要がある」とさ

れています（フジクラ技報「耐放射線ケーブル」より）。東海第二原発が「ケーブルの交換を想

定していない」設計であるということは、４０年以上の運転は想定しなかったものと思われま

す。「交換できない場所」について、たとえ防火シートにくるんだとしても、長年の放射線暴露

や、経年による劣化により機能低下までは補うことはできません。燃焼については実験・検証を

されていますが、経年劣化した非難燃ケーブルの機能がどれだけ保たれるのか、検証はされてい

るのでしょうか？また、防火シート内部での延焼についても、止める方法について検証されてい

るのでしょうか。一般的なケーブルの寿命は３０年、原子力施設などで使用される特殊なケーブ

ルでも寿命は４０年とされています。一般的な建造物、発電施設より、より安全性が求められる

原子力発電所であり、少なくとも全ケーブルの交換が前提でなければ安全を担保したことにはな

りません。上記のとおり、東海第二原発は全ケーブルが交換できる設計ではなく、たとえ交換工

事を行うにしても、発電による収入ではまかないきれないほどの、相当額の工事費用がかかるこ

とが想定されます。とってつけたような安全対策で「安全である」と軽々な判断はせず、首都圏

を含めた周辺住民の安全、廃炉を含めた将来的な見通しなど総合的な判断を求めます。 

801E30 

99 ページ：40 年前に建設された東海第二原発に使用されている高圧ケーブルは、老朽化による

火災の危険性が十分ある。難燃性に交換できない可燃性ケーブルに防火シートを巻くだけという

対策を例外的に認めることは、新規制基準から外れている。認めるべきではない。 

801E31 

P102  復水貯蔵タンク、使用済燃料プール及び使用済樹脂貯蔵タンク室に 消火設備を設置し

ないとしていることについては、発火源がなく可燃物を置かない運用とすることで火災を発生さ

せないとしているが、火災は予知しない事態から起こるものであるから運用で防ぐというのは不

十分である。この場所にも消火設備が必要と考える。 

801E32 

P100 ： 原発の可燃性ケーブルの危険は、国内の原子力関係施設で起きている火災事故からみ

ても重大である。すべてのケーブルを難燃ケーブルに交換できないのであれば、規制委員会は、

原電の設計方針が火災防護基準に規定していないことを認め、合格させるべきではない。 

801E33 

P100 火災防護に係る審査基準の中の火災の発生防止の項目では、ケーブルは難燃ケーブルを使

用すること、とあるが、今回の申請では一部を難燃ケーブルに交換するだけとなっている。交換

できないところはそのままのケーブルに防火シートを巻くとしているが、40 年経過したケーブ

ルそのものの老朽化を考慮していない。施工時にすでに大量の摩擦損傷が付いていたという報告

もある。そのような古いケーブルに防火シートを巻く対策だけで、新基準に合格という例外措置

は認めるべきではない。 

801E34 

P100  東海第二原発で交換が必要なケーブルのうち、難燃ケーブルに交換するのは半分に留ま

っており、残り半分のケーブルは防火シートで巻くという代案で審査を合格させようとしてい

る。これは明らかに新規制基準から外れているため認めるべきではない。 

801E35 

P102 老朽化した東海第二原発は、非難燃ケーブルが使われています。火災防護基準の規定では

これを「難燃ケーブル」に置き換えることとしています。ところが原電は、難燃ケーブルでなけ

ればならない場所についても、非難燃ケーブルに「防火シート」を巻いたものを使う事を申請し

ています。防火シートで巻く対策では、逆にケーブルが加熱され、被覆材の熱分解により場合に

よっては、火災がケーブルに伝わって広がり消火が困難となることが危険視されます。火災防護

基準の規定通り難燃ケーブルに交換すべきです。 

801E36 

東海第二原発再稼働に反対です。もうすぐ運転開始 40 年経つ古い施設、また被災していて安全

確認出来ていない原発を稼働することは危険すぎる。40 年といえば本来廃炉を迎えるべき原発

です。古い原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケーブルで

ないものも使われているなどの問題があるはずです。このような危険な原発再稼働のためにお金

を使うのではなく、福島原発事故のまだされていない補償にあてるなどしてください。 
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801E37 

東北大震災であわや爆発し大惨事を起こしかけた、第二原発を動かすことには絶対反対です。建

設されてから４０年を過ぎ、老朽化も心配されます。７年前にあれほどの惨事を起こし、今なお

大勢の人たちが苦しんでおり、今後も身体的・経済的・精神的に苦難は続いていくと思われます。

２度も原子爆弾を落とされ、ビキニ沖で被爆し、今度は原発で苦しめられる！いつまで同じ過ち

を繰り返すのですか？政府と東電の厚顔無恥なその神経が分かりません。昨年、世界で核兵器を

無くそうと、核兵器禁止条約が採択されました。日本こそ世界に先んじて、原発や核兵器を無く

す運動に参加すべきと思います。原発は国民のために作られているのですか？アメリカと財界の

儲けのために作られているとしか思えません。国民は強く反対しています。電気は足りている

し、足りなければ自然エネルギーに変えていくべきです！放射線被害者を二度と出さないため

に、政府と東電は責任を持ち、原発を無くして安全を最優先してください。私は被爆２世です。

私自身の健康や子ども達の健康がとても心配です。被爆者の父も若くして肺がんで亡くなりまし

た。原発の再稼働には絶対反対します。国民の安全と安心を考えてください。あなた方の家族に

も関係することです。 

801E38 

2017 年に埼玉でおきたケーブル火災は実家の近くだった。これは可燃性ケーブルの老朽化によ

る火災である。東海第二原発では同じ可燃性ケーブルを使用しており、一部を防火シートで被

う、というごまかしで審査に合格させる事は不当であると考える。 
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801E39 

審査書案 98 頁から、火災発生防止の観点からケーブル難燃化問題と代替措置：複合体化などに

ついて記されているが、極めて不十分な誤った評価であると考える。 日本原電はこれまで、「ケ

ーブル難燃化率は 52％」とし、あたかも、半分以上は難燃化するかのように喧伝してきた。だ

が、「原電によると、安全機能を持つ設備につながるケーブルは長さが約 400km あり、約 80km は

既に難燃ケーブルを使用。残り約 320km のうち新たに約 120km を難燃ケーブルに交換し、残り約

200km は防火シート工法での対応を想定」（「茨城新聞」2017 年 7 月 21 日）、「総延長千四百キロ

に及ぶケーブルの四割弱を燃えにくいケーブルへ交換し、ほかは防火シートなどで覆う」（「東京

新聞」2018 年 7 月 4 日）との報道をふまえ、ケーブル総延長の 1400km の難燃化率が 40％と仮

定した場合、その内訳は、下記のとおりとなる。a.「非安全系」のうち、難燃性になっているも

の：約 360km：25.7％、b.同じく、非難燃性のまま何もしないもの：約 640km：45.7％、c.「安

全系」のうち、「複合体」にするもの：約 200km：14.3％、d.同じく、難燃性にするもの：約 200km：

14.3％ 以上のような事実をふまえ、問題点を指摘したい。問題点１．火災発生防止の観点から、

ケーブルの延焼性が問題とされてきた事からすると、非安全系であっても、発火すれば発電所内

に広く延焼することもあり得る。火炎は、安全系／非安全系を選ばない。「安全系のみを対象に

すれば良し」と言うのが誤っている事は、第 411 回の審査会合(平成 28 年 10 月 27 日)で、規制

庁・山田知穂審議官が「安全機能がある、ないではなくて、安全機能があるものは、火災によっ

て機能喪失をしないので、安全機能がないものでも、それが安全上必要な設備に影響を及ぼす場

合については、対策をとっていただく必要はあるということになります」（公式議事録のママ）

が指摘しているとおりである。日本原電は、「もちろん、影響するようなところは一緒に取替え

ないといけないと思ってはございます」と応じているが、この言明がどのように具体化されたの

か不明である。 全体の約 46％が、燃え易いケーブルのまま残されると言うのは、大きな問題

である。因みに、東海第二発電所の後に建設された原子力発電所においては、安全系／非安全系

の区別無しに、基本的に難燃性ケーブルが使われている。問題点２．「非安全系は難燃化義務対

象外」とされている結果、非常に危険と考えられるＯＦ(Oil Filled)ケーブルが残される事にな

る。このＯＦケーブルは、2016 年 10 月、東京電力が火災事故を発生させたものと同型で、高圧

電力を送るためのもので、通電する銅製の導体の内側に絶縁のための油が流れるパイプがあり、

電線の外側には油を染み込ませた紙が何重にも巻かれ、漏電を防ぐ構造となっている。東京電力

は、ＯＦケーブルは維持管理に手間がかかり、劣化による漏電の危険もあるため、油を使わない

ケーブルへの切り替えを進めているが、一般的に言われる耐用年数 30 年を過ぎ 35 年間も使用

していたことが問題視された。東海第二発電所のケーブルは、それよりもはるかに旧く、敷設後

40 数年経っているものと推測される。 経産省は同年 11 月に、東電はじめ電力会社にたいし対

策指示文書を発している。ただし、送電業務を持たないという理由なのか、日本原電については

除外されている。原発については、規制委員会が指示して然るべきものである。 日本原電は住

民説明会において、「外部電源の受電回路にＯＦケーブルを使用している。だが、安全上、重要

な機器に接続していないので、すぐに交換することは考えていない。地下に敷設しているので、

類焼しない」と答えたが、このような危険で耐用年数が過ぎているケーブルの継続使用を、認め

ることはできない。問題点３．代替措置としての「複合体化」によって生じかねない逆効果につ

いて、全く検討されていない。 例えば、「防火シートで空気が遮断されるか、あるいは少ない

状態であっても、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始める（燻焼のよ

うな現象）、条件次第では、例えば、ケーブルが多数、密に束ねられた状態では熱分解熱が蓄積

され、火炎による加熱が無くなっても、蓄熱により熱分解が持続され、火災はケーブルを伝わっ

て拡がり、消火が極めて困難となる。しかも、熱分解温度(炭化温度)が高くなると、熱分解残滓

は電気の良導体となり、短絡を引き起こす可能性がある」という指摘があるが、このような逆効

果について真剣な検討がなされたようには見受けられない。 以上、ケーブル「防火対策」は、

新規制基準に適合しているとは言えない。 
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801E40 

審査書案 98 頁から 100 頁に、火災発生防止の観点から、ケーブルの難燃化問題と代替措置とし

ての複合体化などについての評価が記されているが、ケーブルについては、火災発生防止の観点

のみならず、本来有している機能の健全性が確保されるのかという観点での検討が極めて不十分

と考える。問題点１。平成 29 年 8月 22 日に茨城県が開催した東海第二原発安全性ワーキングチ

ーム会合で、「防火シートの中で温度が上がり、被覆が溶けるかもしれない」との委員からの指

摘にたいし、日本原電は「一つのケーブルトレイに火災が発生した場合においては、そこのケー

ブルトレイにおいては、恐らく機能確保はできないだろうと考えております」と回答している。 

この１点だけとっても、ケーブルがもつべき機能の健全性が喪失してしまうという点において、

審査書案が言う「難燃ケーブルを使用した場合と同等以上」という効果は無いと考える。問題点

２．ＯＦ(Oil Filled)ケーブルが、「安全上、重要な機器に接続していない」という理由で、そ

のまま残される事になっている。ＯＦケーブルは外部電源を受電している部分に使用されている

ものであり、このケーブルが老朽化によって焼損するか、または焼損に至らずとも何らかの原因

によって、機能が失われる様な事があれば、即、「全外部電源喪失」という事態に至る可能性が

大きい。 日本原電は住民説明会において、「外部電源の受電回路にＯＦケーブルを使用してい

るが、安全上、重要な機器に接続していない」と主張した。だが、非常用電源を備えているから

と言って、外部電源の重要性を否定する事はできない。これは、審査書案の 131 頁で、「(3)電線

路の物理的分離」の必要性が強調されている事からも明らかである。 外部電源の全遮断につな

がる可能性が大きい回路に耐用年数が過ぎているＯＦケーブルを使用し続けるのは、ケーブルと

それに付随する発電所機能の健全性喪失という面から見ても、大きな問題であり、認めることは

できない。 したがって、ケーブルの「防火対策」という面と合わせ、「機能保全」という観点

らかも、新規制基準に適合しているとは言えない。 

801E41 

審査書案の全般に対して- 複雑さがシステムの把握を難しくすることの認識が欠落している。 

原子炉を過酷事故から守る、あるいは過酷事故に至った場合、その進展を阻止するための考え方

が間違っている。 この出来事に対応するために、これこれの準備、それに対応するためにあの

備えと、原発システムをどんどん複雑にさせている。 一見、安全性を向上させているように見

えるかもしれないが、システムが複雑になると、その把握・管理が難しくなる。 そのようにシ

ステムをどんどん複雑にしていった状態では、本当に必要なときに間違いなく機能することを期

待するのは楽観的すぎる。 これは、規制の考え方の基本部分の間違いと考える。 そこには無

理にでも現在の軽水炉を動かそうとする意識があり、万全の安全を放棄している。 特に東海第

2 発電所について云えば、日本原電関係者のシステム把握能力は決して高くない。 それは、こ

れまでの東海第 2 発電所の各種のトラブルに対して、日本原電が出した報告書を見た者には容

易に推測できることである。 安全を高めるために行っているようでも、システムが複雑になる

と、安全の向上にはならない。 

801E42 

審査書案全般に対して- 発電所周辺の環境の評価が全くないのは不当 IAEA でさえも、原発立

地周辺の環境:人口分布、社会資産の分布などを評価すべしとしている。 そこでは、審査の時

の状態だけでなく、将来の変化も評価しろと言っている。 しかし、規制委員会にはその考えが

全くない。 大きな事故が起こりえないと考えているようにしか見えない。 規制員会のどこに

周辺の住民や資産がどう配置しているかを考えたものがあるのか？ これは今の規制基準、規制

体制の大問題である。 いうまでもなく、東海第 2 周辺には、30km 圏内に 100 万人近くの人が

いる。 そのすぐ外には首都圏がある。 それは同時に莫大な資産がそこにあるというでもあ

る。 大量の放射能放出が起きれば、たとえ、住民が円滑に避難できても、社会的な損害は莫大

になる。  広域避難計画なるものが、周辺自治体で作られようとしているが、真に有効な避難

計画は、作りようがないと多くの人が認めるところ。 それは、規制委員会が扱う範囲ではない

と考えているようだが、それは間違っている。  周辺の人口や資産を考えたら、東海第 2 に合

格を出すべきではない。 
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801E43 

審査書案全般に対して- 不完全な規制基準を絶対のもののようにした審査しかしないのは間違

い 東海第 2発電所に限ったことではないが、原子力規制委員会は、福島第一事故の後、拙速に

作った規制基準で審査している。そしてその基準に適合しているかどうかしか見ようとはしてい

ない。 しかし、そこで寄り添っている規制基準は、原子力発電の安全が担保される十分なもの

ではない。 新規制基準が作られた時の規制員会の口上には、「この新規制基準は原子力施設の

設置や運転等の可否を判断するためのものです。しかし、これを満たすことによって絶対的な安

全性が確保できるわけではありません。原子力の安全には終わりはなく、常により高いレベルの

ものを目指し続けていく必要があります」との文言があった。この理念が今の規制実務のどこに

生かされているのか。 一方では、総理大臣に「世界一の安全基準」などと全く根拠のないこと

を言わせたままでいる。 規制委員会がすべきことは、安全を守ること、特に巨大な事故を間違

いなく起きないようにすること。 表面を取り繕うことではない。 審査の在り方の基本が間違

っている。 

801E44 

審査書案 p478、p90 に関連して- 大型航空機の激突に対する見込みが甘すぎる。 大型航空機、

たとえば、エアバス A380 は最大離陸重量は 500 トンをこえ、最大積載燃料は 320m3 にもなる。

原子炉格納容器が激突で破壊されないとしても、一面火の海になり、消火活動を行ってすぐに鎮

火できると考える方がおかしい。 審査書案の記述は、ただ合格と言っているだけに等しい。 

どういう前提で、何をどう審査したのか見えない。 テロ対策を言い訳にして、中身がないこと

をそのままにしておくのは納得できない。 そもそも、上述のような大型航空機落下について、

設計時点でほとんど何も対策されていない発電所で、後追いの対策で十分なものができると考え

る方がおかしい。 今日の国際環境ではが、原子力発電所への計画的なテロが起こりえないわけ

ではないことから、審査合格とするのは、妥当ではない。 

801E45 

審査書案 p10- 地震対策の基本、地震動の想定、耐震設計の評価について、判断が妥当ではな

い 本来原発を考える時に必要なのは、起こりそうな地震・地震動だけではないはず。 地震調

査委員会などが、確率的に起こりそうな地震を示しているが、それは一般防災に関しては妥当で

あっても、一つの事故が極めて大きな被害を起こす可能性がある原発に対しては決して十分なも

のではない。 われわれは、地下深くのことについて、分かっていないことが多いことを認識し

なければならない。 規制委員会の規制方針は、分かっていることを基礎としているようだが、

分かっていないことが沢山あること・誤解していることがあるだろうことを考慮していない。 

だから、いくつかの想定地震源の計算から、最大の加速度が 1009gal で、それが、原発が耐えら

れる加速度よりもいくばくか小さいので、「合格」などとするのは、全く間違いである。 もっ

とずっと大きな余裕がないと合格とすべきではない。 

801E46 

福島県では避難解除された地区で帰還した人が少なく街は荒廃している。一度、放射能で汚染さ

れた地域はなかなか元にはもどらない。 茨城県、つくば市でも市民の多くが東海第二再稼働に

ついては反対している。 2011 年に事故を起こした福島第一原発の検証が終わっておらず、事

故原因もはっきりわかっていない状況で同型の東海第二原発を動かして、事故が起きた場合、誰

が責任を取るのでしょうか？ 故郷を失うということを、国も政治家も企業も規制庁も一人一人

が自分のこととして考えるべきです。 東海第二・原発の再稼働に固執するのでなく、知恵ある

人間として新たな道を模索して未来に進むべきです。 
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801E47 

原発立地指針  １９６４年の制定された原発立地指針では、たとえ技術的にありえないような

仮想事故が起きても「周囲の公衆に著しい放射線災害を与えないこと」となっているが、３０キ

ロ圏内９６万人、５０キロ圏内に１４４万人もの住民が居住するにもかかわらず、公衆の被ばく

回避の最終手段である信頼性のある避難計画はない。東海第二原発はこの点だけでも原発立地指

針に反しているのだから、新規制基準の適合性検討以前の段階で、すみやかに廃炉を決めるべき

である。沸騰水型原子炉  東海第二原発の原子炉は史上最悪の過酷事故を起こした福島第一発

電所と同型の沸騰水型原子炉であり、炉心溶融した各号機の詳細な事故経緯が判明していないた

め、信頼性の高い事故防止対策を講じることは原理的にできない。従って、過酷事故対策は信頼

性の低い弥縫策にならざるを得ず、安全性を担保できない。重大事故  東海第二原発じたい東

日本大震災では深刻な被害を受け、ぎりぎりのところで大事故を回避できたが、冷温停止までに

３日以上かかり、一歩間違えば福島第一原発のように炉心溶融を起こしていた可能性が高いと、

多くの専門家が指摘している。しかも運転期限の４０年を迎える老朽原発である。そのような原

発を動かして、重大事故のリスクを、１００万人を優に超える周辺住民に押し付けることは反社

会的行為である。水蒸気爆発（審査書案 p240～）  炉心溶融事故に対しては、溶融した炉心を

ペデスタルに張った水深１メートルの水で受け止めることになっていて、その際に水蒸気爆発を

起す可能性は十分に小さいとされている。しかし、それは数学的解析結果にすぎない。実機での

実験は不可能にしても、それに準ずる実験を行って確かめない限り安全性を担保できない。水蒸

気爆発を起せば原子炉内の放射性物質の全量が環境に放出されるのだから、この実験は必須であ

る。ブロウアウトパネル（審査書案 p416～）  開閉式ブロウアウトパネルの実験は、閉止操作

で失敗したのだから、信頼性を保証できない。また、事故時には開放すれば爆発の危険のある水

素と一緒に放射性物質を環境に放出することになる。放水砲だけでは放射能の拡散を防ぐことは

できない。福島原発事故では水素爆発を免れた２号機が最大の放射能汚染源となった事実を過小

評価すべきではない。難燃性ケーブル（審査書案 p99）  火災防護基準は原発のケーブル類を

「難燃性ケーブル」にすることを要求しているが、老朽原発である東海第二原発では「非難燃性

ケーブル」が多く使われている。これを全て難燃性のものに交換することは原発を解体しない限

り不可能である。よって安全性を重視すれば老朽原発の再稼働はできないというのが筋である。

しかるに審査書案では非難燃性ケーブルも防火シートで巻けば難燃性ケーブルと同じレベルの

安全性を確保できるとしている。このような甘い評価を原発のような危険な施設で行ってはいけ

ない。緊急時対策所（審査書 p465～）  福島原発事故では免震重要棟が事故対応基地の役割

を担った。免震重要棟があったから現在の規模の事故で済んだとも言える。緊急時対策所は単に

地震動に耐えられればよいのではなく、余震が続く中でも振動に邪魔されずに事故対応に専念で

きなければならない。すなわち免震機能は必須であり、それ以下の設備では代替できない。経理

的基礎  保有する４つの原発が全て停止し、発電量ゼロにもかかわらず、日本原電は各電力会

社から受け取る基本料金を唯一の収入源にして倒産を免れている。これから行う予定の安全対策

工事の資金源もはっきりしていない。つまり日本原電に原発を運転する経理的基礎はない。銀行

融資は断られたので、東電と東北電が資金的支援をすることになっているが、民間会社としては

実質的に倒産し、国から莫大な資金援助を受けている東電に他の電力会社を支援する資格はな

い。そんな金があるなら原発事故被災者への賠償と事故収束作業に回すべきである。避難計画  

原発を保有する先進国では規制基準に避難計画を含めるのが標準だが、福島事故を受けて作られ

た日本の新規制基準からは避難計画が除外されているので、この点だけでも世界標準の規制レベ

ルに達していない。しかし、３０キロ圏内の人口が１００万人に近く、水戸や日立のように昼間

人口が多い都市に近接している東海第二原発では、避難計画を各自治体まかせにしたままの再稼

働など考えられない。にもかかわらず、規制基準に含まれていないという理由で避難計画につい

て検討を放棄するならば世界標準の「規制」とはとても言えないだろう。原子力規制委員会は、

避難計画なしに「規制基準を満たしている」という理由で審査書を通して再稼働を後押しするよ

うなことはあってはならない。 

801E48 

溶融燃料の水蒸気爆発（審査書案 P、240）東海第二原発で、炉心溶融が発生し、原子炉圧力容器

から溶融燃料が流出した場合原電は、ペデスタルに１メートルの水を張り、そこで溶融燃料を受

け止めるとしています。しかし、水と高温の燃料が接触するわけですから、水蒸気爆発の危険性

を否定することはできません。実験から水蒸気爆発の発生確率は極めて低いとの原電の判断を規

制委員は妥当としていますが、本来ならコアキャッチャーに準ずる対策が講じられるべきです。

それが出来ない場合は審査に不適合とすべきと思います。 
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４０年前、原発の寿命は２０年と聞いていました。それを伸ばして４０年にしたのは、あなた方

です。それを更に運転するのは爆発してください、と言っているのと同じ。狂気の沙汰です。電

力は余っています。原発は高いです。原発を動かしたら、放射性廃棄物が出ます。その廃棄物の

解決方法は４０年経っても全く解決出来ていません。大地震のリスクも高まっています。引き返

すのも勇気です。非科学的な原発推進は辞めてください。 

801E50 

審査書案 99 ページの内容について意見があります。古い東海第二原発は「非難燃性ケーブル」

が多く使われていました。火災防護基準はこれを「難燃性ケーブル」に置き換えることを要求し

ています。ところが原電は難燃ケーブルでなくてはならない箇所についても「非難燃性ケーブル

に防火シートを巻いたもの」を使うとしています。防火シートで巻くというその場しのぎの対策

では、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解をはじめ、条件次第では、火災

がケーブルに伝わって広がり、消化が極めて困難になるといった状況が懸念されます。また防火

シートによって火災の延焼が防げたとしても、被覆が破壊されれば、ケーブルの機能が失われ、

プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔操作が不能になったりする可能性がありま

す。火災防護基準に厳格に従っていない状態では、再稼働を認めることがあってはならないと強

く意見いたします。 

801E51 

484ｐ40 年の老朽原発、東海第二原発は 30 キロ圏に 96 万人もの人が住んでおり、事故が起こっ

た場合、東電福島以上の惨状になることがあきらかです。ぜひこの原発は一刻も速く廃炉にして

いただけるようお願いいたします・ 

801E52 

ｐ99「（２）安全機能を有する機器等における火災の発生防止」によれば、「ただし、申請者は、

非難燃ケーブルについては、非難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い、

結束ベルト及びシート押さえ器具により固定することにより複合体を形成する方針を示した。」

とあります。しかしこの対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を

始め、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がる、あるいは火災に先行して、何らかの衝

撃などにより防火シートが損傷を受け、損傷部位から被覆材の燃焼が進行するなどの可能性があ

ります。ケーブルの機能が失われるとプラントの状態把握ができなくなり、遠隔制御が不能にな

ることが予想されます。異常事態は例えば「火災」「地震」「津波」などが単独で起きるわけでは

ありません。東海第二原発は「非難燃ケーブル」が多く使われているそうですが、神経系統に当

たるケーブルが機能しなくなると回復不能になる恐れが十分にあります。最低限「火災防護基

準」には厳格に従うべきです。 

801E53 

・避難計画のない原発の再稼働の容認は許されません福島第１原発事故の反省から、原発事故は

起こりえることを前提とし、状況によってはベントによって放射性廃棄ガスを外部に放出するこ

とを前提にした審査を行っているにも関わらず、避難計画が地方自治体に丸投げで審査をせずに

容認している現状はどう見ても異常です。実質３０Ｋ圏９６万人を非難させるような避難計画は

なく、５Ｋ圏においても、住民が守られるような実効性を持った避難計画になっていないと聞き

ます。そもそも原発事故発生時、いつ、どの時点でベントが行われ、どの時点でどのような放射

性物質がどの程度放出されるのか、メルトダウン危機への時間的余裕がどのぐらいあるのかなど

など地方自治体が原発の稼働状況を現場管理者並みに把握できるはずもありません。避難計画に

は、このような知識を前提とした上で、気象の状況や災害状況を照らし合わせ、どの時点でヨウ

素剤を飲ませたら良いか、いつごろまでに移動を終えたら良いか、どの様な避難設備、監視設備

をどこに配置したら良いか考えねばなりません。このような事を考え、指導できるの組織は国

（原子力規制庁）しかないと思います。 もし、東海第２原発で福１と同様の原発事故が起きれ

ば、関東全域の３０００万人が被ばくする可能性が十分考えられる状況です。しかも、日本列島

は地震活動期に入っていると聞きます。茨城県沖や房総沖において津波地震が生じる可能性は高

く、２０１１年の福１事故の時は、ぎりぎりセーフだったとしても、次に起こる地震で安全だと

は言い切れません。しかも、稼働から４０年超過の老朽原発です。例え配管などを取り替えても、

圧力容器本体も同じように老朽化しています。原子炉容器に中性子が当たり強度が、どんどん劣

化している状況で、ちょっと衝撃でも破壊に至る可能性は新設当時よりもかなり高いのではない

ですか。原発がなくても、エネルギー供給ができている現状において、このようなリスクを負っ

てまで再稼働を容認する必要が、どこにあるのでしょうか？ 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E99 - 
 

整理番号 意見全文 

801E54 

５ページ、「２．技術者の確保」の（１）：「さらに、発電所では、自然災害及び重大事故等の対

応に必要な大型重機等を運転する資格を有する技術者を確保する。」の「自然災害及び重大事故

等【の】対応」は、「自然災害及び重大事故等【への】対応」の方が適切では？８ページ、丸数

字３，：「設計及び工事並びに運転及び保守において不適合が発生した場合、各業務を主管する組

織の長は、不適合を除去し、原因を特定した上で是正処置を実施する。」の「是正処置」は「是

正措置」の方がよい。１２ページ、丸数字３：「これらの不整形地盤が【，】敷地の地震動に与え

る影響について、敷地及び敷地周辺で実施した屈折法地震探査、微動アレイ探査結果等に基づき

作成した二次元地盤モデルを用いて【，】敷地の解放基盤表面における地震動について検討した。

二次元地盤モデルを用いた解析結果では【，】敷地周辺において特異な増幅を示す傾向は見られ

ず【，】敷地直下の地盤構造に基づく成層モデルによる解析結果を下回ることを確認した。」の【】

部コンマ（，）は読点（、）に統一すべき。１４ページ：「これに対して、申請者は、Ｆ１断層及

び北方陸域の断層と塩ノ平地震断層【との同時活動】については、断層の走向・傾斜の類似性等

を勘案し、これらの断層の同時活動を考慮【して】、Ｆ１断層南端から塩ノ平地震断層北端まで

の約 58km を、震源として考慮する活断層と【評価を見直した】。」の【】部表現は「同時活動」

が重複している等文章として不適切。「これに対して、申請者は、Ｆ１断層及び北方陸域の断層

と塩ノ平地震断層については、断層の走向・傾斜の類似性等を勘案し、これらの断層の同時活動

を考慮するよう評価を見直し、Ｆ１断層南端から塩ノ平地震断層北端までの約 58km を、震源と

して考慮する活断層とした。」とすべき。１８ページ、b.：「SMGA の短周期レベルは、諸井ほか

（2013）で検討されている宮城県沖【，】福島県沖【，】茨城県沖で発生した地震の平均的な短周

期レベルを設定した。」の【】部コンマ（，）は読点（、）に統一すべき。２１ページ、「これに対

して、申請者は、2004 年北海道留萌支庁南部地震については、佐藤ほか（2013）で推定された

基盤地震動に不確かさを考慮した【地震動も】「震源を特定せず策定する地震動」として採用し

た。」の【】部「地震動も」は「地震動を」では？３１ページ、「丸数字２ 許容限界」：「Ｓクラ

スの機器・配管系について、……塑性域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さ

なレベルにとどまって破断延性限界のひずみに対して十分な余裕を有し、【その施設の機能に影

響を及ぼすことがない限度に応力、荷重等を制限する値を許容限界とする。】」の【】部分の表現

は日本語になっておらず、不適切。「応力、荷重等を制限する値」の「値」とは何の値か？ 「荷

重」は評価の条件であって、許容限界ではないのでは？ 【】部分は「その施設の機能に影響を

及ぼすことがない最大の応力、ひずみ等を許容限界とする。」又は「その施設の機能に影響を及

ぼすことがない応力、ひずみ等の制限値を許容限界とする。」といった文言にすべきでは？３４

ページ、１行目：「審査の過程において、申請者は、…その後、耐震裕度向上の観点から、盛土

防潮堤を鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁に構造・仕様を変更した。」は文章として不適切。「審査

の過程において、申請者は、…その後、耐震裕度向上の観点から、盛土防潮堤【の構造・仕様を

再検討し、】鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁【の形式に変更した。】」とすべき。 

801E55 

86～88 頁：近隣の産業施設における火災・爆発の検証がなされているが、東海第二原発から２．

８キロしか離れていない原子力研究開発機構・核燃料サイクル工学研究所の再処理施設（以下

「東海再処理施設」）に関する検証がなされていない。東海再処理施設には、プルトニウムを抽

出した後の高放射性硝酸溶液が液体の状態で保管されており液体のまま タンクに詰められて

いるので 東海第２が事故を起こした場合 その関係でタンクに割れ目が出来るだけでも外に

漏れ出てくる。、人が近寄るだけで 20 分で死に至るほどの濃度だ。超高放射性廃液だから発熱し

続けるので絶えず冷却の必要がある。もし 電源が失われて冷却機能がとまれば、一定時間後に

爆発に至る。これらの爆発或いは水素爆発によって環境中に放出される放射性物質の影響は甚大

であり、因みに秒速 5ｍの風が東京から大阪方面に向かって吹くと最悪の場合帯状に最悪首都圏

を含む滋賀、京都 あたりまでの人間の半数が死亡するほどの量だ。（ノルウエー政府がイギリ

スの再処理施設が爆発したときを想定、同様にドイツ政府が旧東ドイツ地域にあった再処理施設

が爆発を起こした場合をシミュレーションした放射脳拡散算出方法を 高木仁三郎博士が日本

に当てはめて計算したのがこの結果）このような極めて危険な東海再処理施設には東海第２より

3ｍも低地にあるのに防潮提の計画すらない。東海再処理施設が事故をおこしても 東海第２が

事故を起こしても 複合災害は 避けられない。核戦争並みの災害に発展するおそれもあるのに 

この現実に対して検証がなされていないのは余りにも杜撰であり、検証が必要であると考える。 
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ｐ321 規制要求に対する設備及び手順等審査書案によれば、、「ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能）及び ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ（※63）を重大事故等対処設備

として新たに整備する。」としています。確かにこのような代替対処設備を設けることは改善に

は違いありませんが、しょせん同類の機構をダブルトラックで設けるのみであり、制御プログラ

ムの不具合はカバーできるかもしれないが、信号系統の不具合、動力機構の不具合等は同じよう

に起こる可能性は高いと思われます。手順書で、自動挿入が行われないときは手動で行う、とあ

りますが別に動かない制御棒を人が現場で肩に担いで持ち上げるわけでもなく、重力作用で動か

すわけでもなく、「スイッチを手動で押す」ということにすぎないと思います。3.11 事故のとき

は幸いにも制御棒がうまく挿入されましたが、もし制御棒の変形などにより、挿入できていなか

ったらあの程度の被害では済まなかったと思われますが、ここで示された代替機能ではカバーで

きないと思われます。この原子炉は異常時に自然に安全サイドに収束するというものでない以

上、我々人類に制御できる代物ではないように思われます。 

801E57 

９８ページ、丸数字１、ａ．：「発火性又は引火性物質の漏えいやその拡大の防止」の「発火性又

は引火性物質」は「発火性又は引火性【の】物質」とすべき。〔「発火性物質」又は「引火性物質」

の意味であるので。〕９８ページ、丸数字１、ｂ．：「発火性又は引火性物質を内包する設備との

離隔距離等の確保」の「発火性又は引火性物質」は「発火性又は引火性【の】物質」とすべき。

〔「発火性物質」又は「引火性物質」の意味であるので。〕９８ページ、丸数字１、ｅ．：「発火性

又は引火性物質の貯蔵量の制限」の「発火性又は引火性物質」は「発火性又は引火性【の】物質」

とすべき。〔「発火性物質」又は「引火性物質」の意味であるので。〕１０１ページ、丸数字３：

「感知器の誤作動を防止するため、平常時の状況の温度や煙の濃度を監視し、……」の「平常時

の状況の温度や煙の濃度を監視し、」は文章として不適切。「平常時の温度や煙の濃度を監視し、」

とすべき。１０２ページ、（２）、丸数字１：「……自動消火設備又は中央制御室からの手動操作

による固定式消火設備を設置する。」の「中央制御室【からの手動操作による】固定式消火設備」

は、表現不適切。「中央制御室【での遠隔手動操作が可能な】固定式消火設備」とすべき。１０

３ページ、第２段落：「また、……自動起動の消火設備又は中央制御室からの手動操作による固

定式消火設備を設置する。」の「中央制御室【からの手動操作による】固定式消火設備」は表現

不適切。「中央制御室【での遠隔手動操作により作動する】固定式消火設備」とすべき。１０３

ページ、丸数字６，c.：「中央制御室への消火設備の故障警報を発するための吹鳴機能の確保」

の「中央制御室への消火設備の故障警報を発する」は文章として不適切。「中央制御室【に】消

火設備の故障警報を発する」とすべき。１０５ページ、１行目：「申請者は、消火設備の放水に

よる溢水に対して、安全機能を有する機器等の安全機能が損なわれないよう設計するとしてい

る。」の「消火設備の放水」は「消火設備【から】の放水」とすべき。１０５ページ、第２段落：

「なお、消火設備の放水による溢水に対する防護設計については、……」の「消火設備の放水」

は「消火設備【から】の放水」とすべき。１０８ページ、丸数字６の下：「規制委員会は、申請

者による原子炉格納容器における火災の影響軽減対策が、……」の「原子炉格納容器における火

災」は「原子炉格納容器【内】における火災」とすべき。１１１ページ、３行目：「……使用済

燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために……」は「……使用済み燃料プールの冷却

機能及び【同プールへの】給水機能を維持するために……」とすべき。１１１ページ、２．の上：

「……使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために……」は「……使用済み燃料

プールの冷却機能及び【同プールへの】給水機能を維持するために……」とすべき。 
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２０２ページ、ｄ．：「格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の排気流量は、二次隔離弁

を全開として、格納容器圧力が 0.31MPa[gage]において、13.4kg/s とする。」は文章として不適

切。「格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の排気流量は、【二次隔離弁全開、原子炉格

納容器内の圧力 0.31MPa[gage]の条件で、】13.4kg/s とする。」とすべき。２２４ページ、d. 機

器条件：「可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への窒素注入量は、原子炉格納容器内の

酸素濃度上昇抑制に必要な量を考慮して 200m3/h（窒素 198m3/h 及び酸素 2m3/h)とする。」とあ

るが、「m3/h」は基準状態（大気圧、0℃）での値か？ そうであるなら、「m3/h[normal]」と記

述すべき。そうでないなら、体積流量を定義する圧力・温度を明記すべき。２２５ページ、１行

目：「可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への窒素注入は、原子炉格納容器内の酸素濃

度が 4.0vol%（ドライ条件）到達時に実施し、……」は、文章として不適切。「「可搬型窒素供給

装置による原子炉格納容器内への窒素注入は、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.0vol%（ドライ

条件）【に到達した時】に実施し、……」」とすべき。２２６ページ、d.：「原子炉格納容器から

原子炉建屋へ漏えいし環境に放出される Cs-137 の放出量は、7 日間で約 7.5TBq であり、100TBq 

を下回っている。なお、原子炉格納容器内の酸素濃度が約 4.3vol%（ドライ条件）に到達するこ

とにより使用する格納容器圧力逃がし装置を経由して原子炉格納容器から環境に放出される

Cs-137 の放出量も含めた場合は、100 日間で約 7.5TBq であり、100TBq を下回っている。」の

後半の文章は説明不足であり、不親切。「……格納容器圧力逃がし装置を経由して原子炉格納容

器から環境に放出される Cs-137 の放出量【を含めた場合でも、同放出量が非常に少ないので、】

100 日間で約 7.5TBq であり、100TBq を下回っている。」とすべき。２５４ページ、d.機器条件：

「代替循環冷却系の循環流量は、原子炉圧力容器の破損前及び破損直後は原子炉格納容器内のス

プレイに 250m3/h とし、その後の流量配分は、原子炉格納容器内のスプレイに 150m3/h、原子炉

圧力容器の注水に 100m3/h とする。」の「原子炉圧力容器の注水に」は「原子炉圧力容器【へ】

の注水に」とすべき。２６２ページ、ＩＶ－１．２．３．１ 想定事故１：「……使用済燃料プー

ルの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、……」は「……使用済燃料プールの冷却機能

又は【同プールへの】注水機能が喪失することにより、……」とすべき。２６２ページ、１．（１）、

丸数字１：「……使用済燃料プール内の水温が徐々に上昇し、沸騰して蒸発することによって使

用済燃料プール水位が低下し、燃料が露出して損傷に至る。」とあるが、BWR の使用済み燃料プ

ールの最高使用温度は６６℃である。使用済み燃料プール内の水が沸騰して１００℃になるとい

うことは、使用済み燃料プールの最高使用温度６６℃を逸脱することを意味する。これが、なぜ

許容されるのか、理由を明らかにされたい。また、コンクリートの耐熱温度は６６℃（長時間に

ついて）であるが、使用済み燃料プール内の水温が１００℃になれば、コンクリート温度は６

６℃を超え、コンクリートの健全性は維持できない。こうした点を踏まえない審査は極めて甘い

と言わざるを得ない。なお、これまで、使用済み燃料プールの冷却機能が喪失した場合には注水

すればよいということが極めて安易に語られてきた。しかし、使用済み燃料プールに注水するこ

とによって水位は維持できても、水温を下げることはできない。したがって、使用済み燃料プー

ルが冷却機能を喪失した場合、一刻も早くその冷却機能を復旧し、プール水を循環冷却すること

によってプール水温を下げることこそが決定的に重要である（このことは、福島事故でも明らか

になった）。また、地震によって使用済み燃料プールの冷却機能が喪失しないよう、使用済み燃

料プールの冷却系の耐震クラスはＳクラスにするべきである。同時に、使用済み燃料プールの冷

却系を多重性を有する安全系として扱うよう安全重要度分類及び設計を見直すべきである。 
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１１２ページ、（２）の上：「規制委員会は、……単一の破損を設定する方針としていることを確

認した。」の「単一の破損を設定する」という表現は分かりにくい。「隔離範囲内で単一の破損箇

所を設定する」とすべきではないか。１１８ページ、（６）：「……使用済み燃料プールの冷却及

び給水機能……」は「……使用済み燃料プールの冷却【機能】及び【同プールへの】給水機能…

…」とすべき。１１８ページ、下から２行目：「……使用済み燃料プールの冷却及び給水機能…

…」は「……使用済み燃料プールの冷却【機能】及び【同プールへの】給水機能……」とすべき。

１２７ページ、下から２行目：「新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及び配管につい

ては、クラス１機器における要求を満足していることを確認する。」とあるが、「新たに原子炉冷

却材圧力バウンダリとなる機器及び配管」とは具体的に何か？１３２ページ：「（４）複数号炉を

設置する場合における電力供給確保」の記載内容は東海第２原発の設計基準対象施設のみに関す

る記述となっているが、東海１号は廃止措置状態にあるのだから、本項目は対象外となるので

は？１３５ページ、１．の上：「また、Ｖ章においては、重大事故等防止技術的能力基準２．１

項に適合しているか否かを審査した。審査の概要は、以下のとおりである。」とあるが、「また、

Ｖ章においては、重大事故等防止技術的能力基準２．１項に適合しているか否かを審査した。」

はＶ章に記述すべき文章であり、ここでは不要。ここでは「審査の概要は、以下のとおりである。」

のみを記述すればよい。１３６ページ、（２）、丸数字１：「設置許可基準規則第三章「重大事故

等対処施設」及び重大事故等防止技術的能力基準第１項では、主として福島第一原子力発電所事

故の教訓から導かれた要求事項から構成されている。」の「第１項では、」は「第１項は、」とす

べき。１３７ページ：「３．大規模損壊対策（重大事故等防止技術的能力基準２．１）」は、Ｖ章

（478 ページ）で記載されているので、ここでは不要では？１３７ページ、注記（※6）：「停止中

評価ガイドには、「原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起動過程におけ

る主発電機の並列まで」を原子炉の運転停止中の期間と示している。」は「停止中評価ガイドで

は、「原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起動過程における主発電機の

並列まで」を原子炉の運転停止中の期間と定義している。」とすべき。〔「停止中評価ガイドには、

……と示している。」→「停止中評価ガイドでは、……と定義している。」〕１３９ページ、丸数

字３、a.：「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能の喪失」は「使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能又は【同貯蔵槽への】注水機能の喪失」とすべき。１４０ページ、ｂ．：「内部事象、地震及び

津波以外の事象について、現時点では、内部事象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シ

ーケンスを検討した。」の「現時点では」は「現時点での知見に基づき」といった表現にすべき

では？１４２ページ、e.「国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、……」の「国

内外の先進的な対策」とは具体的には何か？ 
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２６２ページ、１．（１）丸数字１：「……使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失によ

り、……」は「……使用済燃料プールの冷却機能又は【同プールへの】注水機能の喪失により、

……」とすべき。２６３ページ、丸数字１、ｂ．：「……使用済燃料プールの冷却機能及び注水機

能が喪失する……」は「……使用済燃料プールの冷却機能及び【同プールへの】注水機能が喪失

する……」とすべき。２６３ページ、丸数字２、ａ．：「……使用済燃料プールの冷却機能及び注

水機能の喪失により、……」は「……使用済燃料プールの冷却機能及び【同プールへの】注水機

能の喪失により、……」とすべき。２６４ページ、下から２行目：「……使用済燃料プールの冷

却機能及び注水機能の喪失……」は「……使用済燃料プールの冷却機能及び【同プールへの】注

水機能の喪失……」とすべき。２９６ページ、（※51）：「R. Gauntt et. al, ""MELCOR Computer 

Code Manuals Vol.2:Reference Manuals Ver1.8.5.,"" NUREG/CR-6119,Vol.2, Rev.2 / 

SAND2000-2417/2, （May 2000）」の「et. al,」は「et al.,」が正。「Ver1.8.5.」は「Ver.1.8.5.」

とすべき。２９６ページ、（※52）：「R. Gauntt et. al, ""MELCOR Computer Code Manuals Vol.3: 

Demonstration Problems,"" NUREG/CR-6119,vol.3, NRC. （2001）」の「et. al,」は「et al.,」

が正。「vol.3」は「Vol.3」とすべき。３０８ページ、（２）：「また、杭基礎構造部は、その周辺

地盤を強制的に液状化させることを仮定した場合においても、支持機能及び構造成立性が確保さ

れるよう設計する方針としている。」の「強制的に液状化させることを仮定した場合」は、意味

不明。液状化は評価の条件であるので、「その周辺地盤を強制的に液状化させることを仮定した

場合においても、」は、「その周辺地盤の液状化を仮定した場合においても、」とすべき。３０９

ページ、（５）：「緊急時対策所建屋について、強制的に液状化させることを仮定した場合は、第

四系の杭周面摩擦力を支持力として考慮せず、杭先端の支持岩盤への最大鉛直力度（接地圧）に

対する支持力を評価した。」の「強制的に液状化させることを仮定した場合は、」は、意味不明。

液状化は評価の条件であるので、「強制的に液状化させることを仮定した場合は、」は、「液状化

を仮定した場合は、」とすべき。３１１ページ、（３）：「……塑性域に達するひずみが生じる場合

であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界のひずみに対して十分な余裕を有

し、【その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力、荷重等を制限する値を許容限界と

する。】」の【】部分の表現は日本語になっておらず、不適切。「応力、荷重等を制限する値」の

「値」とは何の値か？ 「荷重」は評価の条件であって、許容限界ではないのでは？ 【】部分

は「その施設の機能に影響を及ぼすことがない最大の応力、ひずみ等を許容限界とする。」又は

「その施設の機能に影響を及ぼすことがない応力、ひずみ等の制限値を許容限界とする。」とい

った文言にすべきでは？３１６ページ、丸数字３：「……使用済燃料プールの冷却機能及び注水

機能を有する設備等……」は「……使用済燃料プールの冷却機能及び【同プールへの】注水機能

を有する設備等……」とすべき。 
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審査書案 P33～日本原電東海第二原子力発電所は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災において、

間一髪で津波被害を免れたが、一歩間違えば、東京電力福島第一原子力発電所と同様の被害を受

けた可能性がある。そして、今後、千葉県東方沖地震などの大規模な地震被害、津波被害が予想

される立地になる。日本原電は、新規制基準の審査にあたり、当初は「液状化発生の可能性はな

い」という主張のもと「盛り土防潮堤」を採用しようとしたが、液状化発生の可能性を認め、防

潮堤の設計変更を行った。しかし、そのために地下水位が上昇し、建屋内に地下水が浸入するリ

スクが高まる。また、防潮堤の設置箇所変更により、低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対

策が宙に浮いている。東海再処理工場の高レベル廃液タンクなどの津波対策も示されていない。

そもそも、液状化が懸念される土地で原子力発電所を稼働してはいけない。よって審査書案は不

適切である。審査書案 P74～日本原電東海第二原子力発電所は、赤城山噴火時に大量の火山灰の

降灰が予想されている（降灰分布事例から約 23cm、シミュレーションでは 49cm）。それに対し、

設計層厚は 50cm であり、安全マージンが全く見込まれていない。そもそも、そのような大量降

灰のもとでは、一切の事故対応、避難が不可能に近い。そのような立地に原子力発電所を設置・

稼働してはいけない。よって審査書案は不適切である。審査書案 P98～全長 1400km にも及ぶケ

ーブルの難燃化対策が極めて不充分であり、火災防護基準に従っていない。2016 年 10 月に埼玉

県において発生した東京電力地中送電線の大規模火災と同様の事態が懸念される。よって審査書

案は不適切である。審査書案 P241～東海第二原発は炉心溶融を起こした場合、直下の水と反応

して水蒸気爆発を起こす可能性が極めて高いにもかかわらず、審査書案は「水蒸気爆発が起こる

可能性は極めて低い」として評価を行っていない。しかし、実機環境下で検証されたわけではな

く、水蒸気爆発の危険性を考慮しないのは非科学的である。よって審査書案は不適切である。審

査書案 P413～格納容器が破損し、気体状放射性物質が放出された場合、それを放水で拡散抑制

するというだけでは、施設外への放射物質拡散防止策としてまったく不充分である。よって審査

書案は不適切である。審査書案 P416～ブローアウトパネルの動作試験において不具合が認めら

れ、また、ブローアウトパネルという装置自体、動作させれば大量の放射性物質を拡散させる恐

れがあるため、他の安全対策に代替する必要がある。よって審査書案は不適切である。審査書案

P465～緊急時の対策指揮所が免震構造でないのは致命的な欠陥である。東京電力福島第一原子力

発電所事故の教訓が全く活かされていない。免震重要棟の設置済みであることを確認しない審査

書案は不適切である。審査書案全体として東海第二原子力発電所の原子炉は、運転開始からまも

なく 40 年を迎える老朽設備である。脆性破壊の危険が増大しており、再稼働してはいけない。

原子炉設置変更許可には、事業者の経理的基礎も審査されるはずであるが、東海第二原子力発電

所の事業主体である日本原電は経理的基礎を有していない。福島第一原子力発電所事故の被災者

に対する賠償義務がある東京電力が、資金を賠償に当てずに日本原電を支援するなど、もっての

ほかであり、許されない。日本原電は、東海第二原子力発電所再稼働を断念し、事業を整理精算

し、廃炉作業に専念すべきである。また、原子力防災計画に対する評価を含まない規制基準とそ

の審査自体、原子力災害対策として全く機能しないことは明らかである。よって審査書案全体が

不適切である。東海第二原子力発電所は再稼働せず、直ちに廃炉作業に入るべきである。 
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東海第２原発は福島原発と同じＧＥ製の欠陥炉で、稼働 40 年目前の老朽炉です。しかも東海第

２原発の近辺２．８キロは「再処理工場」があり、大量の放射性廃棄物が蓄積されている。こん

な危険な原発は直ちに廃炉にすべきです。1,ケーブルの防火対策 （審査書案 p.98）全長約

1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが

40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳になっています。防火シートは、対策としては不

十分であり、また、何にも対策しないケーブルが 45%以上となります。「防火シートで巻く」対策

では、防火シートを通してケーブルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災

がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念されます。また、防

火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われることに

よって、プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制御が不能になり得ます。「何も対

策しない」45％では、非難燃性の OF ケーブルがそのまま残ることになり、東京電力の埼玉県で

の地中送電線で 2016 年 10 月に発生した火災と同様のリスクをかかえることになります。2.水

蒸気爆発の危険性 （審査書案 p.241 など）東海第二原発の格納容器は MARKII 型。万が一の事

故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構造です。 

しかし、審査書案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は極めて低い」として、評価を行っていま

せん。3.ブローアウトパネルの不具合は先送り？  （審査書案 p.402）ブローアウトパネルは、

主蒸気配管破断を想定した場合の放出蒸気による圧力等から原子炉建屋 や原子炉格納容器等を

防護するため，放出蒸気を建屋外に放出することを目的に設置されています。放出後は速やかに

閉まらなければなりません。ところが、ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験では、ブロ

ーアウトパネルが 5cm 空いてしまいました。その改善案の検討はこれからです。ブローアウト

パネルの規制要求としては、「開放した場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） できること」と

されていますが、実験結果はこれが満たされないことを示してしまいました。放射性物質を含ん

だ空気が周辺に漏れ出すリスクがあります。 
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４０９ページ、丸数字３－１）、b.：「a.の手順着手の条件に至った場合であって、常設低圧代替

注水系ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプによる使用済燃料プールへの注水ができない場合

には、……」の「ディーゼル駆動消火ポンプ」は自主的対策設備であるので、ここでは記述不要

では？４１０ページ、丸数字３－３）：「……使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し

……」は「……使用済燃料プールの冷却機能又は【同プールへの】注水機能が喪失し……」とす

べき。４１２ページ、（１）、丸数字１：「……使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し……」は「……使用済燃料プールの冷却機能又は【同プールへの】注水機能が喪失し……」と

すべき。４１４ページ、最下行、a.：「可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は、海

を水源とし、車両等により運搬、移動でき、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できるとと

もに、原子炉建屋の最高点である屋上に放水できる容量を有する設計とする。」とあるが、「原子

炉建屋の最高点である屋上に放水できる容量」は、ポンプの揚程を決める根拠となるだけであ

り、本来の「容量」すなわちポンプ・放水砲の流量はどのように決めているのかが不明である。

結局「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」とは、ただ建屋の屋上に「放水」

できればよい。それがどのような「放射性物質の拡散を抑制」する効果を持つかは問わないとい

う極めてずさんな要求であり、申請者の「設計方針」もそれに安易に乗っかったものでしかない。

もし、「放水」により放射性物質の放出を「抑制」できるというなら、定量的に、その評価結果

を示すべきである。もしそれができないのであれば、本件に関する審査結果は無効であると言わ

ざるを得ない。４１６ページ、b.：「可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による放

射性物質の大気への拡散抑制を行うと判断した場合には、……」の「行うと判断した場合には、」

は文章として不適切。「行う【必要がある】と判断した場合には、」とすべき。４１７ページ、丸

数字１：「可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による放射性物質の大気への拡散抑

制を行うと判断した場合には、……」の「行うと判断した場合には、」は文章として不適切。「行

う【必要がある】と判断した場合には、」とすべき。４１８ページ、表ＩＶ－４．１２－１：「ガ

ンマカメラ及びサーモカメラ」は本文に記述がない。４１９ページ、丸数字１：「原子炉冷却材

圧力バウンダリが低圧時に炉心【へ】注水するための代替水源……」〔「炉心注水する」→「炉心

へ注水する」〕４２０ページ、丸数字１：「原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心【へ】注

水するための水源……」〔「炉心注水する」→「炉心へ注水する」〕４２０ページ、丸数字２：「原

子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に炉心【へ】注水するための代替水源……」〔「炉心注水する」

→「炉心へ注水する」〕４２１ページ、h.：「淡水から海水への水源切替え。」の「切替」は「切

替え」とすべき。〔公用文表記に準拠。〕４３８ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「高

圧炉心スプレイ系系統流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の高圧炉

心スプレイポンプの最大注水量（438L/s）を監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」

とすべきでは？〔単位が L/s であるので。〕 

801E64 

茨城県北部、水戸市の北にある東海第 2原発は、首都圏唯一の商用炉で全国の原発では最多の半

径３０キロ圏内に９６万人が住んでいます。福島第一原発と同じ炉型で今年で稼働 40 年を迎え

る老朽原発です。しかも 3.11 に被災し、あわや大惨事という寸前に停止できた経緯があります。

安全面ではケーブルの防火対策、水蒸気爆発の危険性、防潮堤計画の疑問、避難計画がないこと。

原子力規制委員会は再稼働に積極的で、20 年の運転期間延長を認可しようとしていること。 
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１４３ページ、b.：「内部事象以外の事象については、現時点では、内部事象レベル 1.5PRA（※

13）の手法と工学的な判断により検討を実施した。」の「現時点では」は「現時点での知見に基

づき」といった表現にすべきでは？１４３ページ、b.：「地震による原子炉格納容器本体の損傷

については構造的な損傷による直接的な閉じ込め機能喪失であり国内外の先進的な対策と同等

のものを講じても、原子炉格納容器損傷防止が困難であることから、……」の「国内外の先進的

な対策」とは具体的には何か？１５０ページ、「格納容器破損防止対策」「水素燃焼」「大破断 LOCA

＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗」の「選定理由」欄：「……大破断 LOCA 高圧炉心冷却

失敗＋低圧炉心冷却失敗とした。」は「……大破断 LOCA【＋】高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却

失敗とした。」とすべき。１５０ページ、「運転停止中の原子炉における燃料破損防止対策」「崩

壊熱除去機能喪失」の「重要事故シーケンス」欄：「RHR 機能喪失(RHR 喪失)」は「RHR 機能喪

失(RHR【フロントライン系故障】)」とすべき。１５０ページ、「運転停止中の原子炉における燃

料破損防止対策」「原子炉冷却材の流出」の「重要事故シーケンス」欄：「原子炉冷却材の流出(RHR 

系統切替時の LOCA」の「系統切替時」は「系統切替え時」とすべき。〔公用文表記に準拠。〕１５

４ページ、３行目：「格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の排気流量は、二次隔離弁

を全開として、原子炉格納容器内の圧力が 0.31MPa[gage]において、13.4kg/s とする。」は文章

として不適切。「格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の排気流量は、【二次隔離弁全

開、原子炉格納容器内の圧力 0.31MPa[gage]の条件で、】13.4kg/s とする。」とすべき。１７７ペ

ージ、e. 操作条件：「可搬型代替注水中型ポンプによる炉心の冷却開始時間は、現場操作による

系統の構成、可搬型代替注水中型ポンプの接続等に要する時間を考慮して、事象発生から 3 時

間後とする。逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧は、可搬型代替注水中

型ポンプによる原子炉注水の準備が終了した後に実施するものとし、操作時間を考慮して、事象

発生から 3 時間 1 分後とする。」とあるが、「可搬型代替注水中型ポンプによる炉心の冷却開始

時間」は「可搬型代替注水中型ポンプによる炉心の冷却【の準備終了】」とすべき。〔ポンプによ

る注水開始は原子炉圧力容器の減圧後に行うのであるから。〕１８９ページ、４行目：「格納容器

圧力逃がし装置の排気流量は、二次隔離弁を全開として、格納容器内の圧力が 0.31MPa[gage]に

おいて、13.4kg/s とする。」は文章として不適切。「格納容器圧力逃がし装置の排気流量は、【二

次隔離弁全開、原子炉格納容器内の圧力 0.31MPa[gage]の条件で、】13.4kg/s とする。」とすべ

き。１９５ページ、e. 機器条件：「逃がし安全弁（逃がし弁機能）の自動作動により原子炉圧力

容器内の圧力上昇を抑制するとし、1 個当たりの容量は設計値とする。」の「圧力上昇を抑制す

るとし、」は「圧力上昇を抑制する【もの】とし、」とすべき。２０１ページ、ｃ．：「破断位置は、

原子炉圧力容器に接続された配管の中で接続位置が低く最大口径である再循環系配管（出口ノズ

ル）（最大破断面積：約 2,900cm2）とする。」の「（最大破断面積：約 2,900cm2）」は「（最大配管

内断面積：約 2,900cm2）」とすべき。〔破断面積は、約 3.7cm2 であるのだから。〕 
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３６ページ、（２）：「また、杭基礎構造部は、その周辺地盤を強制的に液状化させることを仮定

した場合においても、支持機能及び構造成立性が確保されるよう設計する方針としている。」の

「強制的に液状化させることを仮定した場合」は、意味不明。液状化は評価の条件であるので、

「その周辺地盤を強制的に液状化させることを仮定した場合においても、」は、「その周辺地盤の

液状化を仮定した場合においても、」とすべき。３６ページ、下から２行目：「杭基礎構造を有す

る耐震重要施設について、強制的に液状化させることを仮定した場合は、第四系の杭周面摩擦力

を支持力として考慮せず、杭先端の支持岩盤への最大鉛直力度（接地圧）に対する支持力を評価

した。」の「強制的に液状化させることを仮定した場合は、」は、意味不明。液状化は評価の条件

であるので、「強制的に液状化させることを仮定した場合は、」は、「液状化を仮定した場合は、」

とすべき。３７ページ、（６）：「なお、杭を介して岩盤で支持する施設における極限支持力度の

算定においては、杭周面摩擦力を支持力として考慮していない。」の「極限支持力度」は「極限

支持力」では？４１ページ、（９）：「茨城県沖から房総沖に想定する津波波源に対して、パラメ

ータの不確かさについて、破壊開始点、破壊伝播速度及び立ち上がり時間を合理的と考えられる

範囲で詳細パラメータスタディを実施した。」は文章として不適切。「茨城県沖から房総沖に想定

する津波波源に対して、パラメータの不確かさについて、破壊開始点、破壊伝播速度及び立ち上

がり時間を合理的と考えられる範囲で【変化させた】詳細パラメータスタディを実施した。」と

すべき。〔【】部追加。〕５１ページ、e.の下：「規制委員会は、……津波防護施設を設置するとと

もに、併せて浸水防止設備を設置することとしており、……」とあるが、「浸水防止設備」が d.

で言われている「防潮扉」のことであれば、「併せて浸水防止設備【としての防潮扉】を設置す

る」と明記するべき。〔【】部追加。〕５３ページ、オ．の下：「なお、本発電所を含む地域に大津

波警報が発表された場合、循環水ポンプ及び補機冷却系海水ポンプの停止並びに放水路ゲート閉

止手順を整備する。」の「閉止手順」は「閉止の手順」とすべき。〔「循環水ポンプ及び補機冷却

系海水ポンプの停止並びにゲート閉止」の手順であるので。〕５９ページ、エ．「なお、上記以外

に本発電所敷地内の物揚岸壁に停泊する燃料等輸送船等が挙げられるが、津波警報等発表時に緊

急退避するため漂流物とならない。」とあるが、確実に退避できるという保証はない。燃料輸送

船を漂流物とした場合の評価を実施するべきではないか。６５ページ、（５）「また、燃料等輸送

船、浚渫船、貨物船等の港湾内に停泊する船舶については、津波警報等が発表された場合におい

て、荷役作業等を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとともに、緊急離岸する船側との

退避状況に関する情報連絡を行う手順等を整備して、緊急離岸を的確に実施することにより漂流

物としないとしている。」とあるが、確実に退避できるという保証はない。燃料輸送船を漂流物

とした場合の評価を実施するべきではないか。９８ページ、丸数字１：「火災区域に、発火性又

は引火性物質を内包する設備を設置する場合、以下を考慮した設計とする。」の「発火性又は引

火性物質」は「発火性又は引火性【の】物質」とすべき。〔「発火性物質」又は「引火性物質」の

意味であるので。〕 
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４３８ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「高圧代替注水系系統流量」、「重要計器の計

測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の常設高圧代替注水系ポンプの最大注水量（38L/s）を

監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が L/s であるので。〕４

３８ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「原子炉隔離時冷却系系統流量」、「重要計器の

計測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の原子炉隔離時冷却系ポンプの最大注水量（40L/s）

を監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が L/s であるので。〕

４３８ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「低圧炉心スプレイ系系統流量」、「重要計器

の計測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の低圧炉心スプレイ系ポンプの最大注水量（456L/s）

を監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が L/s であるので。〕

４３８ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「代替循環冷却系原子炉注水流量」、「重要計

器の計測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の代替循環冷却系による原子炉圧力容器注水時

における最大注水量（100m3/h）を監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきで

は？〔単位が m3/h であるので。〕４３８ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「低圧代替

注水系原子炉注水流量（常設ライン用）」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等

時の低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器注水時における最大注水量（378m3/h）を監

視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるので。〕４

３８ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「残留熱除去系系統流量」、「重要計器の計測範

囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の残留熱除去系ポンプの最大注水量（470L/s）を監視可能。」

の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が L/s であるので。〕４３８ページ、

脚注（※132）：「LOCA の発生がなく、水位を主蒸気配管より上まで注水した場合には、原子炉圧

力（SA）とサプレッション・チェンバ圧力の差圧から炉心の冠水を推定。」の「水位を主蒸気配

管より上まで注水した場合」は文章として不適切。「水位【が】主蒸気配管より【上になるまで】

注水した場合」とすべき。４３９ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「低圧代替注水系

格納容器スプレイ流量（常設ライン用）」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等

時の代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイ時における最大注水量

（300m3/h）を監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h で

あるので。〕４３９ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「代替循環冷却系格納容器スプ

レイ流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の代替循環冷却系による格

納容器スプレイ時における最大注水量（250m3/h）を監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水

流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるので。〕４３９ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要

計器欄「低圧代替注水系格納容器下部注水流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄：「重

大事故等時の格納容器下部注水系による格納容器下部注水時における最大注水量（80m3/h）を監

視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるので。〕 
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３２１ページ、（３）の第２段落：「規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が第４３条

及び重大事故等防止技術的能力基準１．０項（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通的な

要求事項。以下「第４３条等」という。）【等】に従って重大事故等対処設備及び手順等を適切に

整備する方針であることを確認した。」の【】内の「等」は不要。〔「（第４３条等）等」となり、

「等」が重複するため。〕３２１ページ、脚注（※63）：「以降、”ATWS 緩和設備（代替制御棒挿

入機能）及び ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ”を、”ATWS 緩和設備（代替

制御棒挿入機能）”という。」の「以降」は「以下」とすべき。〔「以降」は時間について「ある時

より後」の意味であるので。〕３２２ページ、脚注（※64）：「以降、”ATWS 緩和設備（代替再循

環系ポンプトリップ機能）、再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ及び低速度用電源装置遮断器手

動スイッチ”を、”ATWS 緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）”という。」の「以降」は

「以下」とすべき。〔「以降」は時間について「ある時より後」の意味であるので。〕３２４ペー

ジ、下から４行目：「以上の確認などから、規制委員会は、申請者が丸数字１に掲げる設備を用

いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的な要求事

項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。」の「重大事故等防止技術的能

力基準１．０項（手順等に関する共通的な要求事項）【等】」の「等」は何を意味するのか？ こ

の最後の「等」は不要であり、「重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通

的な要求事項）」とすべきではないか。もし「等」をつけるのであれば、「「重大事故等防止技術

的能力基準１．０項」以外の要求事項を明示すべき。なお、この「重大事故等防止技術的能力基

準１．０項（手順等に関する共通的な要求事項）等」という表現は、これより先の記述に頻出す

るので、同様に訂正すべき。３２４ページ、脚注（※67）：「以降、”ATWS 緩和設備（代替制御棒

挿入機能）の手動操作を実施した場合であって、制御棒 1 本よりも多くの制御棒が未挿入の場

合”を、”ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止が失敗した場

合”という。」の「以降」は「以下」とすべき。〔「以降」は時間について「ある時より後」の意

味であるので。〕３２６ページ、丸数字７：「ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作

による原子炉緊急停止が失敗した場合であって、原子炉出力が基準値以上の場合又は原子炉が隔

離状態の場合には、給水系（タービン駆動給水ポンプ、電動駆動給水ポンプ）による給水量の調

整等により、レベル 1 より 500mm から 1,500mm 高い原子炉水位を維持するように原子炉水位の

低下操作の手順に着手する。」の「給水系」は、３２７ページの表ＩＶ－４．１－１と整合を取

り、「給水制御系及び給水系」とすべき。３２７ページ、表ＩＶ－４．１－１、「手動スクラム・

スイッチ及び原子炉モード・スイッチ「停止」」の欄：「手動スクラム・スイッチ」は、３２６ペ

ージの丸数字１では「手動スクラムボタン」となっている。整合をとるべき。３３５ページ、表

ＩＶ－４．２－１：「ほう酸水注入系（原子炉へ【の】注水を継続させる場合）」〔「原子炉へ注水」

→「原子炉への注水」〕３４１ページ、脚注（※78）：「……することをいう。（以降、本節におい

て同じ）」の「以降」は「以下」とすべき。〔「以降」は時間について「ある時より後」の意味で

あるので。〕 

801E69 

１００頁：新規制基準によれば、ケーブルは難燃性ケーブルを使用すべきと規定されているにも

拘わらず、本案件はその約６０％が非難燃性ケーブルに防火シートを巻くという例外措置を認め

ている。これは明白な規制基準違反であることは明白である。さらに格納容器の中には ケーブ

ルはないのだろうか？あるとすれば 技術的には交換不能、さらに防火シートもまけない、なぜ

なら格納容器を壊さなければ ならないからである。このような杜撰な例外措置は認めるべきで

はない。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E111 - 
 

整理番号 意見全文 

801E70 

３４１ページ、脚注（※79）：「……することをいう。（以降、本節において同じ）」の「以降」は

「以下」とすべき。〔「以降」は時間について「ある時より後」の意味であるので。〕３４３ペー

ジ、d.：「逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な作動窒素ガスの供給圧力が低下し、自

動減圧系作動用アキュムレータ圧力低警報が発生した場合には、窒素供給系から非常用窒素供給

系への切替の手順に着手する。」の「切替」は「切替え」とすべき。〔公用文表記に準拠。〕３４

３ページ、f.：「……により、インターフェイスシステム LOCA の発生を判断した場合には、漏

えい箇所の隔離の手順に着手する。」の「インターフェイスシステム LOCA の発生を判断した場

合」は表現不適切。「インターフェイスシステム LOCA【が発生したと】判断した場合」とすべき。

３４５ページ、下から２行目：「……により、インターフェイスシステム LOCA の発生を判断し

た場合には、漏えい箇所の隔離の手順に着手する。」の「インターフェイスシステム LOCA の発

生を判断した場合」は表現不適切。「インターフェイスシステム LOCA【が発生したと】判断した

場合」とすべき。３５１ページ、丸数字３：ここでの記述はａ．が低圧代替注水系（可搬型）に

よる原子炉注水の手順、ｂ．が低圧代替注水系（常設）による原子炉注水の手順となっているが、

脚注 86 では、注水に使用する手段は、低圧代替注水系（常設）、低圧代替注水系（可搬型）の順

で選択することになっている。したがって、ここでの記述は、ａ．とｂ．を逆にすべきではない

か？３５２ページ、下から４行目：「規制委員会は、申請者の計画において、a)フロントライン

系故障時の手順の優先順位を b.、a.の順に、……」となっているが、「a.、b.の順に」でなく、

「b.、a.の順に」となっているのは奇異である。上記の３５１ページのａ．とｂ．の順序を入れ

替えるなら、「優先順位を a.、b.の順」でよいはず。３５８ページ：「規制委員会は、申請者の計

画において、a)残留熱除去系冷却に用いる緊急用海水ポンプを代替電源から給電することによ

り、……」の「緊急用海水ポンプ【を】代替電源から給電することにより、」は文章として不適

切。「緊急用海水ポンプ【に】代替電源から給電することにより、」とすべき。３６６ページ、脚

注（※95）：「……（以降、本節において同じ）」の「以降」は「以下」とすべき。〔「以降」は時

間について「ある時より後」の意味であるので。〕４０３ページ、（１）：「……使用済燃料プール

の冷却機能又は注水機能が喪失……」は「……使用済燃料プールの冷却機能又は【同プールへの】

注水機能が喪失……」とすべき。４０７ページ、ｄ．：「……使用済燃料プールの冷却設備又は注

水設備が機能喪失……」は「……使用済燃料プールの冷却設備又は【同プールへの】注水設備が

機能喪失……」とすべき。４０９ページ、丸数字３－１）、ａ．：「……使用済燃料プールの冷却

機能又は注水機能が喪失し……」は「……使用済燃料プールの冷却機能又は【同プールへの】注

水機能が喪失し……」とすべき。 
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４３９ページ、脚注（※137）：「代替循環冷却系ポンプ吐出圧力から流量を推定し、この流量か

ら原子炉格納容器へのスプレイ流量（または原子炉圧力容器への注水量）を差し引いて、代替循

環冷却系原子炉注水流量（または代替循環冷却系格納容器スプレイ流量）を推定。」の「原子炉

圧力容器への注水量」は「原子炉圧力容器への注水流量」とすべき。〔「ポンプの流量」から差し

引くとなっているので、「注水量」でなく「注水流量」であるべき。〕４４０ページ、脚注（※142）：

「基準点（0m）は通常運転水位 EL.3,030【mm】（サプレッション・チェンバ底部より 7,030【mm】）。」

〔水位の退位として mm を追記。〕４４１ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「代替循環

冷却系原子炉注水流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の代替循環冷

却系による原子炉圧力容器注水時における最大注水量（100m3/h）を監視可能。」の「最大注水量」

は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるので。〕４４１ページ、表ＩＶ－４．１

５－１、重要計器欄「代替循環冷却系格納容器スプレイ流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場

合」欄：「重大事故等時の代替循環冷却系による格納容器スプレイ時における最大注水量

（250m3/h）を監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h で

あるので。〕４４２ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「残留熱除去系系統流量」、「重

要計器の計測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の残留熱除去系ポンプの最大注水量（470L/s）

を監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が L/s であるので。〕

４４２ページ、脚注（※154）：「原子炉圧力容器温度と残留熱除去系熱交換器入り口温度の関係

（実績値）を元に推定。」の「入り口」は「入口」とすべき。４４４ページ、脚注（※163）：「静

的触媒式水素再結合器動作監視装置の熱電対で測定される入ロと出ロの温度差で推定。」の「入

ロ」は「入口」に、「出ロ」は「出口」に。〔カタカナの「ロ」でなく、漢字の「口」に。〕４６

３ページ：「規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、b)発電用

原子炉施設から放出される放射線量の測定について、……」の「放出される放射線量」は「放出

される【放射性物質からの】放射線量」とすべき。４６７ページ、丸数字１：「緊急時対策所は、

耐震構造とするとともに、基準津波の影響を受けない位置に設置する。」とあるが、免震構造と

しなかった理由を記載すべき。４７０ページ、第２段落：「なお、災害対策要員の被ばくによる

実効線量の評価については、想定する放射性物質の放出量等を東京電力福島第一原子力発電所事

故と同等とし、マスクの着用、交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を条件に入れて

いない評価を行い、緊急時対策所は 7 日間で約 35mSv であることを確認した。」の「緊急時対策

所は 7 日間で約 35mSv である」は文章として不適切。「緊急時対策所【にとどまる災害対策要員

の被ばくによる実効線量】は 7 日間で約 35mSv である」とすべき。４７８ページ、下から２行

目：「III 章及びＩＶ章において、設計基準対象施設に関して変更申請がなされた内容について

審査し、結果を示した。また、重大事故等に対処するために必要な設備及び手順等に関して適切

に整備する方針であるか審査し、結果を示した。」は表現不適切。「III 章において設計基準対象

施設に関して、また、ＩＶ章において重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力

等に関して、変更申請がなされた内容について審査し、結果を示した。」とすべき。４７９ペー

ジ、２行目：「加えて、大規模損壊に対する対応を要求している。本章において、申請者の方針

が要求事項を踏まえた適切なものであるか審査した。」となっているが、日本語になっていない。

「本章においては、大規模損壊への対応を要求している重大事故等防止技術的能力基準２．１項

に適合しているか否かを審査した。審査の概要は、以下のとおりである。」とすべき。 
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原発立地指針１９６４年の制定された原発立地指針では、たとえ技術的にありえないような仮想

事故が起きても「周囲の公衆に著しい放射線災害を与えないこと」となっているが、３０キロ圏

内９６万人、５０キロ圏内に１４４万人もの住民が居住するにもかかわらず、公衆の被ばく回避

の最終手段である信頼性のある避難計画はない。東海第二原発はこの点だけでも原発立地指針に

反しているのだから、新規制基準の適合性検討以前の段階で、すみやかに廃炉を決めるべきであ

る。 沸騰水型原子炉 東海第二原発の原子炉は史上最悪の過酷事故を起こした福島第一発電所

と同型の沸騰水型原子炉であり、炉心溶融した各号機の詳細な事故経緯が判明していないため、

信頼性の高い事故防止対策を講じることは原理的にできない。従って、過酷事故対策は信頼性の

低い弥縫策にならざるを得ず、安全性を担保できない。重大事故 東海第二原発じたい東日本大

震災では深刻な被害を受け、ぎりぎりのところで大事故を回避できたが、冷温停止までに３日以

上かかり、一歩間違えば福島第一原発のように炉心溶融を起こしていた可能性が高いと、多くの

専門家が指摘している。しかも運転期限の４０年を迎える老朽原発である。そのような原発を動

かして、重大事故のリスクを、１００万人を優に超える周辺住民に押し付けることは反社会的行

為である。 水蒸気爆発（審査書案 p240～）炉心溶融事故に対しては、溶融した炉心をペデスタ

ルに張った水深１メートルの水で受け止めることになっていて、その際に水蒸気爆発を起す可能

性は十分に小さいとされている。しかし、それは数学的解析結果にすぎない。実機での実験は不

可能にしても、それに準ずる実験を行って確かめない限り安全性を担保できない。水蒸気爆発を

起せば原子炉内の放射性物質の全量が環境に放出されるのだから、この実験は必須である。 ブ

ロウアウトパネル（審査書案 p416～）  開閉式ブロウアウトパネルの実験は、閉止操作で失

敗したのだから、信頼性を保証できない。また、事故時には開放すれば爆発の危険のある水素と

一緒に放射性物質を環境に放出することになる。放水砲だけでは放射能の拡散を防ぐことはでき

ない。福島原発事故では水素爆発を免れた２号機が最大の放射能汚染源となった事実を過小評価

すべきではない。 難燃性ケーブル（審査書案 p99）火災防護基準は原発のケーブル類を「難燃性

ケーブル」にすることを要求しているが、老朽原発である東海第二原発では「非難燃性ケーブル」

が多く使われている。これを全て難燃性のものに交換することは原発を解体しない限り不可能で

ある。よって安全性を重視すれば老朽原発の再稼働はできないというのが筋である。しかるに審

査書案では非難燃性ケーブルも防火シートで巻けば難燃性ケーブルと同じレベルの安全性を確

保できるとしている。このような甘い評価を原発のような危険な施設で行ってはいけない。 緊

急時対策所（審査書 p465～）  福島原発事故では免震重要棟が事故対応基地の役割を担った。

免震重要棟があったから現在の規模の事故で済んだとも言える。緊急時対策所は単に地震動に耐

えられればよいのではなく、余震が続く中でも振動に邪魔されずに事故対応に専念できなければ

ならない。すなわち免震機能は必須であり、それ以下の設備では代替できない。 経理的基礎 保

有する４つの原発が全て停止し、発電量ゼロにもかかわらず、日本原電は各電力会社から受け取

る基本料金を唯一の収入源にして倒産を免れている。これから行う予定の安全対策工事の資金源

もはっきりしていない。つまり日本原電に原発を運転する経理的基礎はない。銀行融資は断られ

たので、東電と東北電が資金的支援をすることになっているが、民間会社としては実質的に倒産

し、国から莫大な資金援助を受けている東電に他の電力会社を支援する資格はない。そんな金が

あるなら原発事故被災者への賠償と事故収束作業に回すべきである。 避難計画 原発を保有す

る先進国では規制基準に避難計画を含めるのが標準だが、福島事故を受けて作られた日本の新規

制基準からは避難計画が除外されているので、この点だけでも世界標準の規制レベルに達してい

ない。しかし、３０キロ圏内の人口が１００万人に近く、水戸や日立のように昼間人口が多い都

市に近接している東海第二原発では、避難計画を各自治体まかせにしたままの再稼働など考えら

れない。にもかかわらず、規制基準に含まれていないという理由で避難計画について検討を放棄

するならば世界標準の「規制」とはとても言えないだろう。原子力規制委員会は、避難計画なし

に「規制基準を満たしている」という理由で審査書を通して再稼働を後押しするようなことはあ

ってはならない。 
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審査書 P224「4－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」

における代替循環冷却系の運転可能性と液面加圧事業者の計画では事故後９０分で代替循環冷

却系により格納容器からの除熱を開始するとされています。その運転可能性については主に代替

循環冷却ポンプの有効吸込水頭の評価をもって代替循環冷却系全体の運転可能性を判断してい

ます。しかし水源からポンプまでのサクションラインが長く高低差が大きい上に高温水が流れる

場合には系統のうち高温かつ低圧となる箇所の正味の静水圧と飽和蒸気圧の比較検討を行い系

統の運転可能性を評価する必要があります。また、サプレッションプール水温が高い場合にも代

替循環冷却系の安定運転ができるように液面加圧効果を目的とした窒素供給を行う旨を明示的

に示す必要があります。（理由）代替循環冷却運転を行うとサプレッションプール→RHR ポンプ

→RHR 熱交換器の区間は 80℃を超えるような最も高温の熱水が循環します。また、一般的なレイ

アウトではRHR熱交換器はサプレッションプール水面よりも 5～10ｍ程度高い位置にあり RHRポ

ンプが機能喪失している場合には RHR 熱交換器入り口付近は系統内の圧力が最も低くなります。

こうした高温かつ低圧の部位ではボイドが生じたり水柱分離が発生する可能性があります。安定

的な運転を行おうとするとサプレッションプール水面に 0.03～0.07MPa の液面加圧が必要です

が確実にそれを付加する方法が明示的に担保されていません。初期重点されている窒素や蒸気に

よる加圧効果だけでは不足する状況が多分に存在しますので、いろいろな状態への対応能力を高

めるために可搬型窒素供給装置による窒素加圧効果も積極的かつ明示的に評価や審査に織り込

む必要があります。 

801E74 

審査書案 P377 5０条における代替循環冷却系の使用判断時期５０条における代替循環冷却系

の使用判断として「炉心損傷を判断し、残留熱除去系の復旧に見込みがなく、原子炉格納容器内

の酸素濃度が 4.3vol%以下」とされています。しかし「炉心損傷」の判断が無い状態で代替循環

冷却系をインサービスすることで悪影響があるわけではないので「炉心損傷前からの代替循環冷

却系の使用を妨げるものではないはずです。故に炉心損傷前からの代替循環冷却系の使用を制限

すると解釈されかねないような記載は避けるべきです。事故対処の連続性を考えた現実的な運用

方法に沿った記載は「残留熱除去系の復旧に見込みがなく、原子炉格納容器内の酸素濃度が

4.3vol%以下の場合に代替循環冷却系の使用開始を判断し炉心冷却の継続及び格納容器ベント時

期の遅延を図る。その後に炉心損傷に至った場合にあっても代替循環冷却系は継続使用して格納

容器破損防止を図る。」の趣旨とすべきです。（理由）代替循環冷却系は「事故後の影響緩和機能」

だけでなく格納容器の圧力・温度、SP 水位を低く抑えることを通して炉心冷却の継続という観

点で「重大事故防止機能」の一部を担っています。「炉心損傷判断」が無くとも「残留熱除去系

の復旧に見込みがない」こと等をもって代替循環冷却系の使用判断をすべきです。「炉心損傷」

の判断を待つ必要はどこにもないので、公衆被ばくを抑制する観点から４８条設備としても代替

循環冷却系を登録するよう事業者を指導すべきです。実際に「格納容器圧力逃がし装置」は５０

条（影響緩和設備）だけでなく４８条（重大事故防止設備）としても登録されています。 

801E75 

審査書 P359 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等の「3 手順等の方針」現

在の設備、手順では a. 緊急用海水系による残留熱除去系海水系のバックアップ b. 格納容器圧

力逃がし装置による格納容器ベント c.耐圧強化ベント系による格納容器ベントの三段階の手順

構成とされています。このうち aと bの間では、電源喪失、RHR ポンプの故障等の場合直ちに格

納容器ベントによる対処に移るとされていますが、代替循環冷却が有効な対処であるので手順選

択の判断順序が飛躍しています。系外放出を伴わない代替循環冷却系を最終ヒートシンクに熱を

移送する手順として格納容器ベント（上記 b および cの手順）の前の選択肢として位置付ける必

要があります。（理由）「4－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）」の有効性評価において、全交流動力電源喪失下においても代替循環冷却系は、緊急

用海水系の準備を含めて９０分でインサービス可能とされています。（審査書 P224）伝熱容量は

14MW であるのでその時点での崩壊熱と釣り合うには少し不足ですがサプレッションプール水の

熱バッファ機能を含めれば 48 条として有効な手段である上、炉心冷却を継続させることとベン

トタイミングを遅らせる意味でも中継ぎとしての重要な機能を果たせます。公衆被ばくの抑制の

観点から格納容器ベント前の４８条機能を果たす設備群の一部として代替循環冷却系を登録し

それを活かした対処手順に改善する様、事業者を指導すべきです。 
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○意見提出箇所（全体） 経理的基礎の判断原子炉設置変更許可の審査では 「経理的基礎」、つ

まり経営基盤の視点が含まれています。原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借り入れ

することができませんでした。原電は、保有する 4 つの原発が動いておらず、東電、関電などか

らの「電気料金の基本料金(電力量ゼロの場合の料金)」でかろうじて破たんを免れている状況で

す。銀行が融資を断念した段階で、原電には経理的基礎はないと判断すべきです。東電と東北電

が経済的支援の「意向」を表明する文書を提出し、「借入金による調達の見込みがあることを確

認した」ことになっていますが、そもそも東電には巨額の公的資金が注入されており、他社の原

発を支援することは許されません。その費用は福島第一原発事故の被災者への賠償へ回すべきで

す。○意見提出箇所（33～34 ページ） 防潮堤と地盤の液状化によるルート変更原電は当初、 

原発敷地内で液状化が発生する可能性はない前提で「盛土防潮堤」を採用するとしていました。

審査の過程で規制庁から液状化の可能性について指摘を受け、原電は否定していましたが、最終

的に液状化の可能性を認め、 地盤改良を行い支持杭形式の「鉄筋コンクリート防潮壁」を設置

する方針としました。この設計変更により、低レベル放射性廃棄物埋設事業所が防潮堤の中に含

まれるルートから周辺を避けるルートに変更されました。液状化が懸念される地盤に原発を立地

すべきではないこと、防潮壁の設計変更により、敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させてし

まうリスクが高まること。津波の発生時に低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること。以上

の対策が明らかでないうちに設置許可が行なわれるべきではないと考えます。○意見提出箇所

（402、416 ページ他） ブローアウトパネルの改善ブローアウトパネルは、原子炉建屋に設置

された開閉扉のことで、 配管破損事故時に流出する水蒸気や炉心溶融事故で発生した水素が建

屋に留まり、建物損壊や水素爆発を起こすことがないように開く設計になっています。また、「閉

止の必要があるときは容易かつ確実に閉止操作ができること」が基準規則により要求されていま

す。放出後は速やかに閉まられなければなりませんが、実施試験において扉のチェーン破損によ

り完全には閉止しませんでした。改善策や再検証が行われない段階で設置許可は行なわれるべき

ではないと考えます。以上 

801E77 

審査書 P153  P191「なお、格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系には、それぞれサプ

レッション・チェンバ側及びドライウェル側の 2 経路がある。」取り出しペネトレーションは同

じであるので「それぞれ」という表現は不適切。「それぞれ」は削除すべき 

801E78 

ケーブルの防火対策 （審査書案 p.98）全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」も

しくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内

訳になっています。防火シートの安全性が１００％ではなく、かなり不安の残る対策です。また、

何の対策もしていない無放置状態のケーブルが 45%以上となったいます。「防火シートで巻く」

対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され被覆材が熱分解状態になったり、火災がケー

ブルに伝わって大規模な状態となり、消火が極めて困難となるといったことも心配です。また、

防火シートによって何とか火は消し止められたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が

失われることによって、プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制御不能になる可能

性もあります。非難燃性ケーブルの問題は極めて危険な状態です。 
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801E79 

審査書 P218「4－１．２．１．８ 津波浸水による最終ヒートシンク喪失」において、単に「（長

期 TB の際に）原子炉格納容器内の圧力及び温度が最大となるのは事象発生から 24 時間後より

も前であることから、」を理由として緊急用海水系による対処が可能と言っていますがこれでは

理由にはなっていません。次の段落に記載のある崩壊熱と除熱容量の観点からの理由付けに一本

化すべきです。（理由）1F-2.3 2F-1.2.4 の経時変化が示すように格納容器の圧力・温度は代替

格納容器スプレイを開始した時点で一旦は見かけ上の低下傾向を示しますが、それは大きな上昇

トレンドの中の一時的な圧力・温度の低下傾向でしかありません。全体的なエネルギー総量の上

昇トレンドの中で、スプレイによる比エンタルピーの一時的な低下傾向をとらえてあたかもピー

クアウトしているような表現は不適切です。２４時間以内に現れているピークは格納容器スプレ

イによる一時的な比エンタルピーの低下傾向をとらえているだけです。格納容器全体で見たマク

ロのエネルギーバランスから言えば、 RHR や循環冷却系などの除熱システムがインサービスし  

崩壊熱＜除熱量 ＋ 境界から逃げるエネルギーの関係が成立しない限りはエネルギー総量は

単調増加が続きます。停止後２４時間以内は崩壊熱が 17～20MWt 程度あります。このような段階

から、もしもエネルギー総量がピークアウトするような解析となっているのであれば境界電熱量

等の目に見えないパラメータ設定等が現実的な物かどうか再点検しておく必要があります。実例

として東海第二と同型（改良型でない MARK-2 型）の格納容器を持つ福島第二１号機では代替格

納容器スプレイを続けても４４時間程度まで圧力・温度の上昇トレンドが続いていました。格納

容器内のエネルギー総量（比エンタルピー×水量）の観点でも解析そのもののパラメータ設定が

適切なものか検証をしっかり行っておく必要があります。 

801E80 

東海第二原発の再稼働に反対いたします。 日本原電が現在所有している原発は４つあります

が、すべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たんを免れています。

日本原電には 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができません。これは「経理的

基礎はない」と考えるべきです。 また日本原電に対し東京電力と東北電力の二社が「電気料金

前払、債務保証等によって弊社に支援資金する意向を示しているそうですが、福島第一原発事故

の廃炉作業や被災者への補償のために巨額の公的資金が注入されている東京電力が、他社の原発

にお金を出して支援することは断じて認められません。  ケーブルの防火対策が不十分でこの

まま原発を動かせば東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発生した火災と同じよ

うな危険をかかえることになります。 東海第二原発の格納容器は事故が起きて炉心溶融が発生

した場合、水蒸気爆発が起こりかねない構造です。 しかし、審査書案ではその危険性を軽視し、

評価を行っていません。 ブローアウトパネルの不具合が改善されておらず、事故の時に周囲に

放射性物質をまき散らす危険があります。 津波が到来した場合敷地の地面の液状化が懸念され

防潮堤が当初の計画とは違うものになりましたが、これでは今度は事故時に防潮堤により地下水

がさまたげられ、地下水位の上昇で施設が水浸しになる可能性があります。  パブコメの対象

外にはなりますが原発の再稼働の審査に具体的且つ実効性のある避難計画は外せません。 30

キロ圏の住民 96 万人を避難させるような実効性のある避難計画はありません。茨城県が過去に

実施したシミュレーションによれば住民の迅速で安全な避難はまず不可能と考えられます。 以

上の理由により東海第二原発の再稼働には反対いたします。 また、ここ最近、パブコメでの結

果を無視したかのような政策がとられることが多い様に感じています。 パブコメをただのガス

抜きではなく結果を反映する政治を行っていただきたいと強く要望いたします。 
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801E81 

東海第二原発は首都圏で唯一の原発で、半径 30km 圏内には 96 万人も住んでいます。30km 圏内

は避難計画を策定し、重大事故の際には屋内退避などの防護措置を行う「緊急防護措置を準備し

なければなりません。具体的な避難計画の策定は困難であり、避難計画を立てても実効性のある

ものにはなりえないとの指摘もあります。全国の原発のうち 30km 圏内で人口が一番多く、人口

密集地での避難は解決しなければならない問題が山積みです。避難計画が困難であるということ

は再稼働は困難であるということになります。また施設内の電気ケーブルは難燃性のものが使わ

れておりません。審査ではケーブルを交換せずに防火塗料や防火シートで被うことで適合としま

したが、ケーブルを交換しないで延焼が防げるのでしょうか。高温になった時に溶ける危険性が

あります。安全性に疑問が残ります。被災した原発で新基準に適合とする審査案を出したのは初

めてです。東海第二原発が再稼働するためには、40 年の運転期限の 11 月下旬までに新規制基準

とは別に、運転延長の認可と設備の詳細設計を記した工事計画の認可を得る必要があります。資

金繰りも含めて間に合うのでしょうか。認可後も県や原発のある東海村に加え、周辺の 5 市から

も事前了解を得るとの協定を結んでいます。周辺 5 市の一つ水戸市議会は今年の 6 月に再稼働

に反対する意見書を可決しています。周辺自治体の了解を得ることも難しいでしょう。 東海第

二原発は震災後想定する津波の高さを約 17ｍにかさ上げしました。それで高さ 18～20ｍ、全長

1.7km の防潮堤が必要となり、液状化対策などで工事費は 1740 億円にも膨らみました。日本原

子力発電に 1740 億円の工事費用を負担できる経営基盤があるのでしょうか、日本原子力発電が

まかなえない場合、東京電力と東北電力が支援する意思を示しています。実質国有化されている

東京電力、廃炉や除染で国民の税金を大量に使っている東京電力、被害者への賠償も遅れている

東京電力が他社の再稼働を支援する資格などありません。支援を受けなければできない工事はや

めるべきで、安全対策ができなくなり、必然的に再稼働はできません。福島の事故で地震がどう

影響を及ぼしたか、いまだに解明されていません。先ずは福島第一原発に対する地震の影響を解

明することが、先決だと考えます。以上の事から東海第二原発は廃炉にすべきです。 

801E82 

原発は事故が起きないと 100%言い切れるものではなく、数%の確率しかないとしても危険な存在

です。たった一回の放射能漏れで生物多様性は失われる可能性が充分にあると思います。そのよ

うな物を増やすことには反対です。 

802E1 

p376 の e）において、 「格納容器圧力逃し装置の使用後においても原子炉格納容器の負圧破損

を防止するために、…原子炉格納容器内に窒素を供給する」ように指導しているが、これは、誤

っている。 熱源は原子炉圧力容器内である。 熱伝達率の悪い窒素では断熱効果が増して熱除

去の妨害となる故、熱伝達率の良いヘリウムを使用して、原子炉格納容器内の圧力調整と熱除去

をすべきである。このようなことは旧原研で実施していたキャプセル設計では常識であった。

JMTR 等でキャプセル設計を行なっている経験者の話を聞いて見ると良い。 

802E2 

ケーブルの防火対策は不十分 約 400 キロメートルとされる安全機能を持つ設備につながるケ

ーブルのうち、既に難燃ケーブルを使用しているのはわずか 80 キロである。残り 320 キロのう

ち 120 キロは難燃ケーブルに交換するとしているが 200 キロものケーブルが防火シート工法で

の対応が想定されている。 また新座市において火災事故を起こした OF ケーブルも、開閉所と

変電所の間で使用していると聞く。所内開閉所は外部電源の受電にも使用されているから、この

場所で火災が発生したら外部電源を失いリスクが高まることは明白である。OF ケーブルはすみ

やかに交換すべきである。 規制基準においては本来は不燃ケーブルに変更することとされてい

るが「非難燃ケーブルを使用する場合は、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性を確

保するための措置を講じた設計とし、実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した上で使用

する。」など曖昧で検証不能な定義で、とても基準とはいえない。 そもそも防火シートでは、

内部で蒸し焼きになる危険性が高く、ケーブルの安全対策にはならない。防火シートによる複合

体形成はケーブルをシートでくるむことになるので内部に熱がこもり、ケーブル自体を蒸し焼き

にしてしまう危険性が否定できない。ケーブルが内部で加熱発火するような事態になれば、その

複合体は全部が通電不能となる。他の回線を使って信号を送るとする原電の説明はあまりにも楽

観的に過ぎます。 東海第二発電所の今回の炉設置変更許可申請は、以上の点だけをとっても許

可すべきではないと考えます。 
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802E3 

液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきではない。防潮壁が崩れない保証はない。 防潮壁

の設計変更により、敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させてしまうことになる。原子炉建屋

についても排水ポンプが停止し、地下水位が地表近くまで上昇し、建屋内に流入するリスクが高

まる。福島第一原発事故では、これが大量の汚染水発生の原因となった。集中豪雨の際、敷地内

が水浸しになるおそれもある。このような場所に立地すべきではない。 低レベル放射性廃棄物

埋設事業所の津波対策はまだ明らかでない。放射性廃棄物が流されるようなことはあってはなら

ない。 東海再処理工場やそこに設置された高レベル廃液タンクなど周辺には危険物がある。少

なくともそれらの津波対策が明らかでないうちに再稼働すべきではない。 ブローアウトパネル

は、水素だけでなく大量の放射能を意図的に放出させる装置である。放水砲では放射能の拡散を

止めることはできない。水素だけを放出する別の対策を講ずるべき。 閉止操作を確認する実験

は失敗したのだから、再稼働を許可すべきではない。 火山灰の影響評価について、シミュレー

ション結果約 49 センチに対し、設計層厚 50 センチでは保守性が見込まれていない。さらに大き

い値にすべきである。 50 センチも火山灰が降る状況では救援も避難もできない。このような

場所に立地すべきではない。 火山灰が設計層厚の 50 センチを超えると原子炉建屋の屋根が崩

れる危険性が生じるのは問題がある。除灰もできず対応しようがない。強度不足ではないか。設

計をやり直すべき。 電気ケーブルについて、防火シートで巻く対策では、防火シートを通して

ケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、

消火が極めて困難となるといった状況が懸念される。また、防火シートによって延焼は防げたと

しても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われ、プラントの状態がわからなくなったり、

機器の遠隔制御が不能になったりする可能性がある。火災防護基準に厳格に従い、難燃ケーブル

に交換すべき。 基準規則 61 条は「基準地震動に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機

能を喪失しないようにする」ことを要求している。緊急時対策所の機能は、「重大事故等に対処

するために必要な指示」を行うことであり、免震機能は必須とみるべき。 基準規則 55 条は、

格納容器の破損に至った場合等において「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備を設けなければならない」としているが、原電の対策は、格納容器上部が破損し、気体の

放射能が放出した場合、それを放水砲で叩き落とすというだけで、高濃度汚染水という形態での

放射性物質の放出についての抑制対策はない。基準規則を満たしているとはいえない。 経理的

基礎について、銀行が融資を断った段階で、原電に経理的基礎はないと判断すべき。 東電は、

ＡＤＲの和解案を蹴ってまで、被災者への賠償を値切っているのが実情。東電が銀行に代わって

資金を差し出すなどとんでもない。原電との契約を打ち切り、無駄な基本料金を払うのもやめ、

被災者の賠償にあてるべき。 原電は、負債が膨らまないうちに、きちんと破綻させるべき 重

大事故を想定した避難計画を含む原子力防災計画が適切で実効性のあるものかどうかを確認す

る法的な手続きがなく、審査でも検討の対象となっていないのは重大な欠陥である。 要援護者

の避難、安定ヨウ素剤の配布、スクリーニング場所の確保、避難経路の特定など、実効性ある避

難計画は立てられていない。96 万人を避難させる計画など立てようがない。住民の被ばくが前

提となっており、とても再稼働は認められない。 

802E4 

意見提出箇所（ 設計基準対象施設 ）津波・地震東海第二は、冷却機能喪失の危機にあったこと

が知られています（「あわや全電源喪失…津波「想定」ぎりぎり 東海第二原発」Asahi.com 2011

年 4 月 20 日）。東日本大震災時に東海第二原発がメルトダウンを免れたのは、茨城県による「津

波浸水想定」に基づいて防波壁を 6.1 メートルにした嵩上げ工事が震災時に完了していたから

でした（「東電、津波被害再評価後回しで間に合わず 東海第２と明暗」Sankei.jp 2011 年 4 月

3 日）。嵩上げ工事が間に合っていなければ、非常用ディーゼル発電機は水没して冷却機能が喪

失したでしょう。原子力安全推進協会は「嵩上げが行われなかったら、すべての非常用ディーゼ

ル発電機はオフサイトの電源喪失のため失われた。つまりこの工事は大事故を防いだ」としてい

ます（http://www.genanshin.jp/english/news/data/report_OnTk.pdf）また、東日本大震災の

後、基準地震動を 600 ガルから 901 ガルに引き上げています。それにともない、津波対策などを

施しますが、基本設計を変えることはできません（建設し直しになってしまいます）。東海第二

原発は今年運転開始から 40 年となる老朽原発です。東海第二原発が設計されたのは 1960 年代

から 1970 年代初頭にかけてであることを考えれば、日本原電が 901 ガルに耐えうるとすること

には信頼性がありません。 
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802E5 

該当箇所はありませんが、以下の２つの意見を提出します。避難計画について新規制基準の審査

では、避難計画の実効性については審査対象となっていません。東海第二原発の 30 キロ圏には、

水戸市の 27 万人を含め 96 万人が住んでいます。 東電福島原発の 30 キロ圏の人口は 14.1 万人

でした。1999 年の東海村の臨界事故以来、自治体の災害対策の改善に取り組んできた村上達也

前東海村村長は、「福島と違って一帯は人口密集地であるだけに、２０キロ圏内の７５万人が避

難できる場所はなく、避難計画はつくれない。原発の立地条件として不適切だ」として東海第二

原発の廃炉を求めています（「東海第二原発の廃炉を提案 地元村長が細野担当相に」2011 年 10

月 11 日）。日本原電の経済状態について日本原電は、電源として原発しか所有しておらず、その

収入源である原発は、2011 年 3 月以来止まっています。東海第二原発を再稼働させるための安

全対策費用を銀行から借りることができずに東京電力と東北電力が支援する「意向」を表明して

おり、これを持って規制委員会は安全対策費用を調達の見込みがあると確認したとしています。

しかし、東京電力は日本原子力発電にあてた文書の中で最終決定は社内で総合的な検討結果を踏

まえて判断としています。経済支援はなんら担保されていません。このような状態で 1,740 億

円かかると言われる追加の安全対策費用をまかなえるものなのでしょうか。きわめてあやしいと

言わざるをえません。 

802E6 

意見提出箇所（ 火災による損傷の防止（第８条関係） ）老朽化-ケーブル火災について東海第

二原発の運転期間延長は、40 年間、熱や放射線照射、湿気・湿度などのストレスにさらされてき

た機械にさらなるストレスをかけることを意味します。原発で多用されているケーブルについて

も同様です。火災事故は、原発にとって最も深刻なリスクの一つです。ケーブルジャケット、絶

縁材料などが劣化し、運転期間を重ねるに従いケーブルの不具合の数は増加傾向を示します。ケ

ーブルの健全性は実証試験で確認できるものではありません。実証試験で使われるケーブルは、

実際使用されているものと全く同じ条件のものでなければなりませんが、実際には不可能でしょ

う。また、東海第二では非難燃ケーブルが使われており、火災防護基準ではこれを難燃性のもの

に取り替えることを要求しています。しかし、原電では、難燃性ケーブルではなく、非難燃ケー

ブルに不燃材の「防火シート」で覆って結束ベルトなどで固定するとしました。ケーブル自体を

難燃性のものに取替るほうが防火のためには効果的であり、これは、「最高水準」の対策ではあ

りません。 

802E7 

日本原電・東海第二原発の設置変更許可にかかる審査書案は認めることができない。その大きな

理由は、日本原電に「経理的基礎」はないからだ。その理由は、日本原電の所有する４つの原発

がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たんを免れており、1,740

億円もの安全対策費を銀行から借りることができない。これだけでも「経理的基礎はない」とい

える。また、原子力規制委員会は、日本原電に対して、債務保証の枠組みとして、だれが融資保

証を行うのか、その意思はどうかについて、書面で示すことを要求した。これに対し、日本原電

は、東京電力と東北電力の二社に対して、「電気料金前払、債務保証等によって弊社に支援資金

する意向を有している旨、書面をもってご説明いただきたく・・・」と要請を出した。東電と東

北電の二社は「工事計画認可取得後に資金支援を行う意向があることを表明いたします」と文書

で回答。しかし、「なお、本文書は、…何ら法的拘束力ある約諾を行うものではないことを申し

添えます」とも書いている。つまり、両者の融資保証は覆る可能性が大きいのである。他方、保

証主体の一方である東京電力は、巨額の公的資金が注入されており、他社の原発を支援すること

を国民として認めるわけにはいかない。したがって「経理的基礎」の無い日本原電・東海第二原

発の設置変更許可にかかる審査書案は認めることができないのである。 

802E8 

（P１．I はじめに）１．設置許可の瑕疵ー４０年も経っている老朽原発であり、金           

属疲労あり、難燃ケーブルも使用していない(約８０キロはすでに難燃ケーブル？１４００キロ

のうち６%)。（P10.地震による損傷の防止）１２．地震の不安定さが十分に考慮されていない。

ー日本一の軟弱地盤に立つ原発、１Ｆと同じ地震が起きた得は多分壊滅状態であろう。再稼働あ

りきは余りにも愚かしい。再度原発事故が起きたらもう日本の国土は無い。 

802E9 
絶対反対です。老朽化したものを使うなんてありえません。しかも東電の協力のもと、どこまで

市民を欺くのですか。 
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802E10 

IV 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力 本章全体を通して、諸計算コー

ドを用いた申請者の事故解析に関して、規制委員会がクロスチェック解析をまったく行うことな

く、申請者の解析結果を妥当なものと判断していることは、審査の科学的厳正さを欠いている。

クロスチェック解析用として原子力規制庁が整備してきた過酷事故総合解析コード MELCOR を用

いて、対象ケースは抜き取りでよいからクロスチェック解析を実施することを求める。 その理

由は次のとおりである。 福島原発事故以前の設置（変更）許可審査においては、設計基準事故

に関する申請者の解析結果の妥当性を定量的に判断する科学的に厳密な方法として、規制機関が

申請者とは別の解析コードを用いて同じ事故ケースを解析し、結果を綿密に照合するクロスチェ

ック解析を導入していた（解析対象ケースは抜き取り）。しかし、過酷事故を評価対象に加える

ことになった規制委員会による新規制基準適合性審査（設置変更許可審査）になってからは、ク

ロスチェック解析がまったく実施されておらず、今般の審査書案にも申請者の解析結果を妥当と

判定する客観的で定量的な裏付けは何ら示されていない。過酷事故の物理化学現象は、設計基準

事故よりも複雑、多岐にわたるので、過酷事故解析コードの精度は未だ確立されたものではな

い。過酷事故に関するクロスチェック解析の重要性は設計基準事故に関する以上に大きい。（旧）

原子力安全基盤機構は米国 NRC が開発した過酷事故総合解析コード MELCOR を導入して過酷事故

のクロスチェック解析用に整備していた。原子力規制庁はその MELCOR を用いて PWR と BWR の過

酷事故に関わる重要事象の分析研究(*)を行っている。過酷事故のクロスチェック解析用に国の

予算を使って解析コードを整備、運用しておきながら、実際の審査においてクロスチェック解析

をしないことはまったく理が通らない。(*)BWR については、NTEC-2016-2001 原子力規制委員

会 NRA 技術報告「格納容器破損防止対策の有効性評価に係る重要事象の分析（BWR）」（平成 28 年

3 月） 付言すると、この技術報告の内容は、事業者が使用する過酷事故総合解析コード MAAP に

よる解析結果との照合は何もなされていないので、クロスチェック解析に相当するものではな

い。なお、先んじて実施された柏崎刈羽６、７の審査書案に関するパブリックコメントで提出さ

れた同趣旨の意見に対する「規制委員会の考え方」は、それ以前の PWR 審査書案に関するパブコ

メ意見への回答を踏襲したものであり、クロスチェック解析の実施要求にまともに答えることの

ない不誠実なものであった。その「考え方」には、「「NRA の解析」が申請者の解析コードによる

解析結果と同様の傾向であることを確認した」とあるが、「同様の傾向の確認」は、意見で実施

を求めているクロスチェック解析ではない。クロスチェック解析は、「傾向」ではなくて、「定量

的値」を比較して検証することであり、規制委員会はこの点の基本的認識をしていただきたい。 
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802E11 

IV-1.2.1.7 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）ｐ.208 格納容器バイパス事

故の評価対象として、「過渡事象（原子炉自動停止）＋主蒸気隔離弁の閉止不能＋ECCS 注水機能

喪失＋全交流動力電源喪失」事故を取り上げることを求める。その理由は次の通りである。設置

変更許可申請書では「原子炉冷却材バウンダリと接続された系統の納容器隔離弁の故障等によ

り、開閉試験中に残留熱除去系 B系の熱交換器フランジ部からの冷却材漏えい」事故が選ばれて

いるが、この事故よりも周辺住民の放射線被ばくと環境汚染が厳しくなるおそれのある別の事故

がある。具体的には、佐藤暁氏（原子力情報コンサルタント）が参考文献（１）で指摘している

「原子炉自動停止＋主蒸気隔離弁の閉止不能＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」の事

故である。炉心が冷却できず空焚きになって損傷し、ジルコニウム・水反応により発生する水素

ガスが主蒸気管、蒸気タービンを経て復水器に溜まって空気と混合すると復水器内で爆発を生じ

たり、タービン軸受部から漏洩するとタービン建屋で爆発を生じる可能性がある。水素爆発が生

じると、大量の放射性物質が大気中に直接に放出されることになる。この事故の場合には損傷し

た炉心から放出される放射性物質は格納容器を貫通する主蒸気管を通って外部に出ていくので、

格納容器の気密性もフィルター付きベント装置も放射性物質の放出低減には何ら役に立たない。

このような住民への放射線影響及び環境汚染の上で極めて厳しい結果を生じるおそれのある格

納容器バイパス事故を想定していないことは不合理であり、この事故想定に関する重大事故防止

対策の有効性評価を求める。なお、柏崎刈羽原発６、7 号機の審査書案に対するパブリックコメ

ントにおいて上記と同趣旨の意見が出され、それに対する規制委員会の考え方として、意見に記

された事故シーケンスについて、「地震 PRA にもとづいて頻度及び影響度の観点から総合的に判

断して排除することを妥当とした」旨述べている。しかし、地震 PRA にもとづく頻度及び影響度

は何ら検証されたものではなく、定量的に信頼できるものではないので、規制委の判断は不適切

である。原発の設計、保守管理等の有識者・佐藤暁氏の見解に真摯に耳を傾けるべきである。ま

た、規制委員会の考え方には、放水砲等を用いた大規模損壊対策による影響緩和が図られること

が挙げられているが、放水砲による原子炉建屋から放出される放射性物質量の低減特性について

は実証試験結果が何ら示されておらず、その効果に期待すること自体科学的妥当性を欠いてい

る。そこで、質問二つを提出する。（１）地震 PRA にもとづく頻度及び影響度を検証した資料が

あるのか。あれば資料名を提示されたい。（２）放水砲による放射性物質低減実証データがある

のか。あれば資料名を提示されたい。＜参考文献＞(1)佐藤暁「安全文化：試される良心と勇気」

『科学』Vol.85、No.8、746～757（2015 年 8 月号） 

802E12 

東海第二原発 30 キロ圏内には 96 万人が暮らしており、事故時の住民の避難計画が不十分では

ないでしょうか。また、老朽原発には不安があります。2011 年の福島第二原発の事故で、原発事

故がどれだけ甚大で取り返しのつかない被害をもたらすか、多くの人々が知るにいたり脱原発世

論は圧倒的です。世界的にも再エネブームが起きており、原発の代替発電の見込みもあり、現に

原発を稼働しなくても電力はたりています。（原発による発電比率は 2%にも及ばない）東海第二

だけではなく、すべての原発の再稼働は必要ではなく、ただちに脱原発・再エネ社会への転換を

するべきです。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E122 - 
 

整理番号 意見全文 

802E13 

□ブローアウトパネルでの放射能放出（p.416 他）ブローアウトパネルは、水素だけでなく大量

の放射能を意図的に放出させる装置である。放水砲では放射能の拡散を止めることはできない。

水素だけを放出するような別の対策を講ずるべきで、それができなければ設置の許可など論外で

ある。また、ブローアウトパネルは、閉止の必要があるときは容易かつ確実に閉止操作ができる

ことが要求されている。原電は、地震時にも閉止操作ができることを確認するために、振動台を

用いた試験を実施したが、扉を閉めるためのチェーンが破損し、完全には閉止できなかった。こ

のような不確実な欠陥装置は、審査基準をみたしておらず、再稼働を許可すべきではない。□火

山灰に対する原子炉屋根の耐久性（p.74～77）原電は原発敷地における火山灰の設計層厚を 50 

センチとしているが、シミュレーション値約 49 センチに対し余りに安全係数が低すぎる。この

ような甘い想定に基づく申請は却下すべきである。火山灰が設計層厚の 50 センチを超えると

原子炉建屋の屋根が崩れる危険性が生じるのは問題がある。除灰もできず対応しようがない。強

度不足と判定し、設計をやり直させるべきだ。また、50 センチも火山灰が降る状況では救援も

避難もできない。この観点からも、そもそもここは最初から原発を建ててはならなかった場所で

ある。この１点だけをもっても、原電の申請を丸ごと門前払いするのに十分な用件である。□老

朽化東海第二は今年で運転から 40 年を迎える老朽施設であり、本来の設計寿命や安全のため

の施策が次々と耐用限界を迎えつつあり、手の打ちようのない状態になっている。原電による

と、東海第二原発の炉心シュラウドにしきい照射量を超える箇所があり、初期欠陥を想定してひ

び割れの評価を行ったところ、最短で 5.2 か月でひび割れが基準値を超えるとの結論だった。

シュラウドの点検周期 10 年に対し、中性子照射量が多い部分は約 4.6 年間隔で目視点検を実

施することで対処するとしている。しかし、目視点検というのはビデオカメラによる映像の確認

で、ひび割れを見落とすこともあり、またカメラが入れない箇所もある。また、原電は原子炉圧

力容器の中性子脆化の状況を把握するために、材料の試験片を入れ、ときどき取り出して試験を

行い、脆化の予測式を立てている。しかし、原電が運転開始時に入れた５つの試験片はあとひと

つしか残っておらず、40 年を超えて操業することは自動車で言えば目隠し運転をするにも等し

い暴挙である。またそもそも予測式があてになる保証はない上、予測式は最大で 27℃で、最低

使用温度である 53℃に迫っており、最早マージンは残されていない。□非難燃ケーブル（審査

書案 p.99）原電は、難燃ケーブルでなければならない場所についても、非難燃ケーブルに「防

火シート」を巻いたものを使い、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能を確保する

という設計目標を定め、実証試験により所期の難燃性能が達成できることを確認するとしてい

る。ここで問題となるのは、実証試験の結果、必要とされる性能が達成できなかった場合に、必

要な火炎防護基準をみたす保証がないことである。一度この審査で原電の方針を認めてしまった

場合、実証試験の結果次第で原電の無謀な操業を食い止めることが担保できない。このようなデ

タラメな申請は却下すべきである。さらに、実証試験の結果を都合よく隠蔽・改竄することがで

きないよう、実証試験は外部の第三者機関に委託して厳格に行う必要があるが、そのこともどこ

にも明記されていない。このままでは、原電は都合の悪い試験結果を隠蔽・改竄し放題であり、

何ら実効性がない難燃化方針になっている。実際、防火シートで巻く対策では、防火シートを通

してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡

がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念されている。加えて、防火シートによって延

焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われ、プラントの状態がわからな

くなったり、機器の遠隔制御が不能になったりする可能性があって、実証試験の先行きは見通せ

ない。火災防護基準に厳格に従うべきだ。□緊急時対策所が免震構造でない（p.465～）原電は、

東海第二原発の事故時の指揮所となる緊急時対策所について、免震構造ではなく、耐震構造にす

る方針としている。基準規則 61 条は「基準地震動に対し、免震機能等により、緊急時対策所の

機能を喪失しないようにする」ことを要求している。緊急時対策所の機能は、「重大事故等に対

処するために必要な指示」を行うことであり、免震機能は必須である。 
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IV-1.2.2 格納容器破損防止対策 (220 頁) 「格納容器破損防止対策の評価項目」として、「周

辺の公衆に対して放射線障害を与えないこと。そのめやす線量を敷地境界での全身に対して

100mSv とする。」を追加すべきである。その理由は、次のとおりである。福島原発事故以前の設

置(変更)許可審査においては、「重大事故に関して、周辺の公衆に対して放射線障害を与えない

こと。そのめやす線量は全身に対して 250mSv とする。」（立地審査指針）をもとに、その後の国

際動向を反映してめやす線量を 100mSv とより厳しくして運用されていた。新規制基準での重大

事故に関しても「周辺の公衆に対して放射線障害を与えないこと」は守られるべきことであり、

そのめやすとして敷地境界で全身 100mSv が適用されるべきである。新規制基準では、「格納容器

破損防止対策の評価項目」として、（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚

染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめること。」とし、その判断基準を「想

定する格納容器破損モードに対して、Cs-137 の放出量が 100TBq を下回っていること」(有効性

評価ガイド)としているが、これは Cs-137 の放出量のみを制限しているだけであり、事故後初期

の公衆被ばくで問題となる放射性の希ガスとよう素も含めて、放出されるすべての放射性物質に

よる周辺の公衆の被ばく線量の制限には何ら結びつくものではない。Cs-137 の放出量制限に付

け加えて、放出されるすべての放射性物質による公衆被ばく線量の制限をすべきである。設置

(変更)許可審査で重大事故に関する周辺の公衆への放射線被ばくの影響をまったく無視してい

ることは、住民の安全を守る上から容認できない規制改悪である。なお、柏崎刈羽６、７号機の

審査書案に関するパブリックコメントで提出された同趣旨の意見に対して、「規制委員会の考え

方」では、「新規制基準における放射性物質の放出量の制限値は、シビアアク シデントが発生し

た場合の格納容器内への放射性物質の放出を 具体的に想定した上で、格納容器の破損による放

射性物質の大量 放出を防止するための対策の有効性を評価するためのものです。 東京電力福島

第一原子力発電所事故を踏まえ、重大事故により避 難を余儀なくされた住民の方々の帰還が困

難となる区域を発生 させない観点から、諸外国の安全目標も参考にしつつ、放出量が 多く半減

期が比較的長い核種である Cs-137 を対象に、100TBq と いう制限値を設定したものです。希ガ

スについては、地表面に沈 着することなく拡散するものであることから、評価対象とはなりま

せん。」とする意見提出者の論点を外した不誠実な回答がなされた。末尾にある「希ガスについ

ては、地表面に沈着することなく拡散するものであることから、評価対象とはなりません。」は、

希ガスも大量に放出されるおそれのある放射性物質であることから「新規制基準における放射性

物質の放出量の制限値は、格納容器の破損による放射性物質の大量放出を防止するための対策の

有効性を評価するためのものです。」に自ら反する表現であるとともに、「事故により周辺公衆に

対して放射線障害を与えないこと」を規制の対象外としていることを示していることにほかなら

ず、不当極まりない。 
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まず、大規模災害時の周辺住民の避難計画が審査・パブリックコメントの対象外にされているこ

とは論外であり、厳重に抗議する。東海第二は首都圏に最も近く、30 km 圏内だけでも 100 万

人近くの住民がいる。有事の際に、これほど大量の住民を、必要とされる秩序を保って安全に避

難させることなど不可能だ。避難計画の実効性の検討をすることなく再稼働を容認することは、

周辺住民の生命の存立基盤を無視できない現実性を持って犠牲にするものであり、絶対に認める

こ と は で き な い 。 以 下 、 FoE Japan が 指 摘 す る 問 題 点

http://www.foejapan.org/energy/stop_restart/180710.html に則って述べる。□地盤の液状化

と防潮壁（審査書案 p.34）原電は当初、原発敷地内で液状化が発生する可能性はない前提で「盛

土防潮堤」を採用するとしていた。審査の過程で規制庁から液状化の可能性について指摘を受け

て液状化の可能性を認め、地盤改良を行い、支持杭形式の「鉄筋コンクリート防潮壁」を設置す

る方針としている。地盤改良と防潮壁の設計変更により、閉じ込められた地下水位が地表近くま

で上がるため、廃炉となった東海発電所の廃棄物を埋めておく低レベル放射性廃棄物埋設事業所

については、当初は防潮堤の中に含むルートであったものが、埋設事業所周辺を避けるルートに

変更された。これについては、まずそもそも液状化が懸念される地盤に原発に立地されているこ

とが大問題である。防潮壁が崩れない保証はなく、本来原発を作ってはならない土地である。次

に、防潮壁の設計変更により、敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させてしまうことになる。

原子炉建屋についても排水ポンプが停止し、地下水位が地表近くまで上昇し、建屋内に流入する

リスクが高まる。福島第一原発事故では、これが大量の汚染水発生の原因となった。集中豪雨の

際、敷地内が水浸しになるおそれもある。このような場所に立地すべきではなく、審査のやり直

しを要する。また、低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策はまだ明らかでない。放射性廃

棄物が流されるようなことはあってはならない。他にも東海再処理工場やそこに設置された高レ

ベル廃液タンクなど周辺には危険物がある。少なくともそれらの津波対策が明らかでないうちに

再稼働すべきではない。□溶融燃料の水蒸気爆発（審査書案 p.240～）東海第二原発では、炉心

溶融事故が発生し、原子炉圧力容器から溶融燃料が流出した場合、あらかじめ水深１メートルで

水張りしたペデスタル部に落とし、水冷することにしている。そこで溶融燃料と水が接触し、水

蒸気爆発が生じるおそれがあるが、審査書案では、「実験的研究と分析から発生確率は極めて低

いと判断されている」としたうえで、「申請者が水蒸気爆発の発生可能性は極めて低いとしてい

ることは妥当」と判断している。しかし実機の条件を網羅した実験は行われておらず、また何よ

りも、低確率の事象を無視することは、一度の重大事故が計り知れない量的損害をもたらす原子

力災害の特性に照らして決して認められない。あってはならない事故を確実に防ぐために最大限

の予防措置をとることが事業者及び審査者には求められており、その要件をみたさない申請を通

過させるような杜撰な審査はあってはならない。□ブローアウトパネルでの放射能放出（p.416 

他）ブローアウトパネルは、水素だけでなく大量の放射能を意図的に放出させる装置である。放

水砲では放射能の拡散を止めることはできない。水素だけを放出するような別の対策を講ずるべ

きで、それができなければ設置の許可など論外である。また、ブローアウトパネルは、閉止の必

要があるときは容易かつ確実に閉止操作ができることが要求されている。原電は、地震時にも閉

止操作ができることを確認するために、振動台を用いた試験を実施したが、扉を閉めるためのチ

ェーンが破損し、完全には閉止できなかった。このような不確実な欠陥装置は、審査基準をみた

しておらず、再稼働を許可すべきではない。 
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□高濃度汚染水対策がない（審査書案 p.413～）基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場

合等に「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない」

としているが、原電の対策は、格納容器上部が破損し、気体の放射能が放出した場合、それを放

水砲で叩き落とすというだけで、高濃度汚染水という形態での放射性物質の放出についての抑制

対策はない。これでは、福島第一原発事故と同様に容器下部が破損し、原子炉の冷却水が溶融燃

料に触れて発生するような高濃度汚染水に対しては無力である。福島第一と同様に、建屋に入り

込んだ地下水が混ざることにより、大量の汚染水継続して発生し続けるようなことになれば、手

の打ちようがなくなることも福島第一と同じである。□日本原電に経理的基礎はない避難計画と

同様、これもパブリックコメントの対象から外されているが、その不当性には強く抗議する。多

額の借金を負っている原電は、東海第二原発を再稼働させるための 1740 億円（これは当面の金

額であり、さらに膨れ上がるかもしれない）の安全対策費を銀行から融資が受けられなかったた

め、東電と東北電が経済的支援の「意向」を表明する文書を提出しました。しかしながら、東電

は、ADR の和解案を蹴ってまで、被災者への賠償を値切っているのが実情であり、東電が銀行に

代わって資金を差し出すことは到底許されない。巨額の公的資金が注入されている東電が他社の

原発を支援するなどもってのほかで、原電との契約を打ち切り、無駄な基本料金を払うのもや

め、被災者の賠償にあてるべきだ。そもそも銀行が融資を断った段階で、原電に経理的基礎はな

いと判断すべきで、原電は、負債が膨らまないうちに、きちんと破綻させることが適当である。 

802E17 

新規制基準は難燃性ケーブルが義務付けられていますが、原子力規制委員会では、非難燃性ケー

ブルに防火シートを巻く旨の原電の案を了承しました。この原子力規制委員会の判断は、重要な

原則を逸脱していると思います。原則を無視することは、トラブルや事故を更に大きくしてしま

う恐れがあり、断じて容認することができません。 

802E18 

IAEA の言う「５層の防護」の一つである原子力防災について、審査もせずに原発の再稼働を容

認することは無責任です。30 キロ圏 96 万人を避難させるような実効性のある避難計画はあり

ません。茨城県が過去に実施したシミュレーションによれば、 5 キロ圏の住民 8 万人が、 5 キ

ロ圏外に出るまでに 30 時間かかるとされています。また、体が不自由な要支援者を避難させる

ための車が確保できないことから、茨城県は、病院や施設などに「屋内退避」させることを 検

討しているそうです。しかし、いつ救援がくるかもわからない中での屋内避難は、見捨てること

にもなりかねません。 

802E19 

p.818.降下火砕物の間接的影響に対する設計方針「非常用ディーゼル発電機及び軽油貯蔵タンク

を備え、非常用ディーゼル発電機の 7 日間の連続運転を可能とするものであり、火山ガイドを

踏まえたものであることを確認した。」としているが、赤城火山の降灰想定は５０cm であり、そ

の場合に人も車両も構内を移動できないが、軽油貯蔵タンクからどのようにして非常用ディーゼ

ル発電機に給油すると確認したのか説明を求める。審査会合資料では、経由貯蔵タンクの位置が

白抜きになっているため検証ができない。 ５０cm の降灰時に給油ができない場合は不許可と

するよう強く求める。 
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１ページ １．本審査書の位置付けへの意見「経理的基礎に係る規定に関する審査結果は、別途

取りまとめる」としている。しかし、これまでの審査において、東海第二発電所の受電電力会社

である東北電力株式会社及び東京電力ホールディングス株式会社が資金支援を行う意向を表明

した書面を提出し、これにより、工事に要する資金のうち、借入金による調達の見込みがあるこ

とを確認したとしているにも関わらず、なぜ別途とするのか。説明が必要ではないのか。「別途

取りまとめる」旨をわずか３行の記述とするのは不十分である。さらに、経理的基礎の審査結果

については、今回と同様にパブリックコメントを行うべきであり、そのことを明記すべき。いず

れにしても、借入金による調達が「確実」ではなく「見込みがある」という程度の判断で経理的

基礎があると確認することはできないと考える。さらに、２社からの資金支援意向表明書面は、

規制委員会が「確認した」と判断するに値する何らかの拘束力があるのか、あるとすれば法的根

拠を示すべき。仮に、日本原電に技術的能力があるとしても、それを担保する経理的能力が不確

実であれば、技術的能力が発揮される保障はない。にもかかわらず、経理的基礎に対する審査は

随所に曖昧な点があり、厳正な審査に対する規制委員会の責任を果たすべき。２６１ページ  使

用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策への意見「想定事故１」として、使用済燃料プールの

冷却機能又は注水機能が喪失することにより、プール内の水温が上昇し、蒸発により水位が低下

する場合において、燃料損傷防止対策（可搬型スプレイノズルの設置、ホースの敷設、重大事故

等対応要員の移動及び準備等）に有効性があるかを確認するにあたり、▽水温が約 5.1 時間後

に 100 度に到達し、水位が緩慢に低下し始める。▽事象発生から 8 時間後、使用済燃料プール

の水位は通常水位から約 38ｃｍ低下するが、放射線の遮蔽を維持できる最低水位は確保されて

おり、この時点で使用済燃料プールへの代替注水を開始する。▽注水が遅れた場合でも、使用済

燃料プールの水位が放射線の遮蔽を維持できる最低水位（通常水位から約 86ｃｍ低下）に到達

するのは事象発生から約 11 時間後であり、十分な時間余裕がある。としているが、防止対策の

いずれかに不具合が生じるなどして代替注水ができないか、もしくは想定した 11 時間を超える

可能性を考慮し、それに代わる対策を講じるべき。5時間、8時間、11 時間などという時間はあ

っという間に過ぎていく。 「想定事故２」についても同様と考える。 格納容器の中に入って

いる圧力容器と異なり、燃料プールの使用済燃料は何ら容器に収められることなく水に遮蔽され

ただけの状態で原子炉建屋内に設置されており、その危険性に比して防護措置があまりにも不十

分である。審査書案に触れられていない意見東京電力福島原子力発電所事故後に国会が設置した

調査委員会における班目春樹・原子力安全委員長の証言（2012 年 2 月 15 日）は、委員長自身が

当時の安全指針そのものに瑕疵があったことを認め、とくに 1964 年の原子炉立地審査指針とい

う時代に沿わない指針をもとに現在の発電所設置が許可されていること、福島事故では同指針に

規定する仮想事故よりもはるかに多くの放射能が放出され、発電所の安全性に大きな問題がある

ことが明らかになった。これは、原子力発電所を建てられない日本に、建てられるように指針を

作ったものである。よって、新規制基準が作られても、当時の指針に基づいて建てられた既存原

発が適合しないことは明らかであり、東海第二発電所のケーブル問題ひとつを例にとっても大き

な矛盾が生じているのはそのためである。さらに、茨城県の場合、1965 年に日本最初の商用炉

が東海村に立地され、東海発電所として建設されていくが、その前年 1964 年に原子炉立地審査

指針が作られた当時の東海村の人口は約１万６千人であったが、東海第二発電所の運転開始時

1978 年には約２万８千人となり、現在は約３万８千人にまで村人口が増加している。この東海

村を含む東海第二原発から５ｋｍ圏内 PAZ には約８万人、３０ｋｍ圏内 UPZ には全国最多の約

９６万人が存在している。1964 年当時の立地審査とはまったく違う社会的状況の中に設置され

ている東海第二発電所は、立地そのものが「不適合」と判断されるべきである。また、茨城県や

東海村が当時、原子力発電所の設置を受け入れ誘致した背景には、「重大事故の発生を仮定して

も、周辺の公衆に放射線障害を与えないこと」が約束されており、福島第一原発事故によって広

域的な公衆の財産と健康に甚大な放射線障害を与える危険が明らかになった原子力発電所の設

置変更は許可されるべきではない。 
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設置変更の「安全基準適合」の判断には心底腹が立つ。規制庁のヒアリングにも参加したが、旧

型炉への耐震対策、可燃性ケーブルの問題、漂流物に対する建前ばかりの対策…いずれも納得で

きる内容ではありませんでした。福島であれだけ大きな被害が出ていながら、「規制委員会」は

規制するつもりがないのかと疑う。税金で喰っているんでしょう？冗談じゃありませんよ。国が

原発政策を改めず、国民の血税を無意味に使うどころか、国民を危険に晒すために使っている。

ようするに、国庫に私企業や役人さんが群がっているだけではないですか。そして事故が起きて

も責任も負わない。そんなことを続けていれば、国土は荒廃し、国民生活も成り立たない。こと

もあろうに、環境省の下部組織がそれを行っているとは信じがたい。官僚の皆様には深い反省

と、国民の意見を反映した厳しい原子力規制を行っていただきたい。あなたがたにも子や孫があ

るだろう。子孫に放射能まみれの大地と海を残すのが、どれだけの罪悪であるか、想像してほし

いと思います。 

802E22 

東海第二原発は、40 年を超えての再稼働となります。制限を 40 年としたのは、いろいろなとこ

ろに亀裂、故障が起こる恐れがあるからだと思います。つまり、すべての部品を再点検しなけれ

ば安全に動かせないということです（すべての配管を点検するのは不可能です）。また、再稼働

にあたって、東電に資金援助を依頼しています。資金がないのであれば、ふつうの企業であれば、

原発を動かそうとしないと思います。まして東電は税金を投入している企業です。納税者をばか

にしている所行で、そのような日本原子力発電株式会社の原発の再稼働を承認するのは、規制委

員会の役目を果たしていません。30 キロ圏に 96 万人が生活し、過酷事故が起これば、この 96 万

人が避難しなければなりません。しかし、いつものように避難計画は自治体任せ。規制委員会は、

住民にとって大切な避難計画を審査しないのでしょうか。避難計画を審査すると、再稼働できな

くなるから、というのが正解だろうと思います。東海第二原発の再稼働には反対です。 最近の

パブコメ、審査書案のページを示すようにと書かれています。規制委員会は専門家なのですか

ら、意見を見れば、どこについての意見かはすぐにわかると思います。パブコメを出させないた

めの方策と思います。今後はこのような規制をつけないでほしいと思います。 
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802E23 

日本原電・東海第二原発 パブコメ・ガイドを見ました。再稼動はストップを要求します。原発

を動かす事業者の「経理的基礎」も審査の一つです。所有する４つの原発がすべて動いておらず、

東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たんを免れている日本原電は 1,740 億円もの安

全対策費を銀行から借りることができません。原子力規制委員会は、日本原電に対して、債務保

証の枠組みとして、だれが融資保証を行うのか、その意思はどうかについて、書面で示すことを

要求。これにより、日本原電は、東京電力と東北電力の二社に対して、「電気料金前払、債務保

証等によって弊社に支援資金する意向を有している旨、書面をもってご説明いただきたく・・・」

と要請を出しました。東電と東北電の二社は「工事計画認可取得後に資金支援を行う意向がある

ことを表明いたします」と文書で回答。しかし、「なお、本文書は、…何ら法的拘束力ある約諾

を行うものではないことを申し添えます」とも書いてあります。東京電力に関しては、巨額の公

的資金が注入されており、他社の原発を支援することは、許されません。ケーブルの防火対策 

（審査書案 p.98）全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケー

ブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳になっています。防

火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも対策しないケーブルが 45%以上となりま

す。「防火シートで巻く」対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され被覆材が熱分解を

始めたり、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった

状況が懸念されます。また、防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケ

ーブルの機能が失われることによって、プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制御

が不能になり得ます。「何も対策しない」45％では、非難燃性の OF ケーブルがそのまま残ること

になり、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発生した火災と同様のリスクをか

かえることになります。。水蒸気爆発の危険性 （審査書案 p.241 など）東海第二原発の格納容

器は MARKII 型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水であり、水蒸気爆

発の危険性が高い構造です。 しかし、審査書案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は極めて低い」

として、評価を行っていません。ブローアウトパネルの不具合は先送り？  （審査書案 p.402）

ブローアウトパネルは、主蒸気配管破断を想定した場合の放出蒸気による圧力等から原子炉建屋 

や原子炉格納容器等を防護するため，放出蒸気を建屋外に放出することを目的に設置されていま

す。放出後は速やかに閉まらなければなりません。ところが、ブローアウトパネル閉止装置の機

能確認試験では、ブローアウトパネルが 5cm 空いてしまいました。その改善案の検討はこれか

らです。ブローアウトパネルの規制要求としては、「開放した場合は，速やかに閉止（遠隔及び

手動） できること」とされていますが、実験結果はこれが満たされないことを示してしまいま

した。放射性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクがあります。 防潮堤は大丈夫？ （審査

書案 p.33）当初、日本原電は防潮堤の設置場所として、低レベル放射性廃棄物埋設事業所を含

む敷地全体を取り囲むこととし、セメント固化盛土形式の防潮堤を採用するとしてました。しか

し、その後、地盤の液状化の可能性が否定できないことから、すべての防潮壁の杭先端を新第三

系鮮新統～第四系下部更新統の岩盤まで到達させる支持杭形式に変更しました。また、杭の支持

形式の変更及び防潮堤近傍の表層地盤の地盤改良等による地下水の流況に及ぼす影響を考慮し

て、低レベル放射性廃棄物埋設事業所周辺を避けるように防潮堤のルートを変更しました。しか

し、津波時に、低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること、事故時に防潮堤により地下水が

さまたげられ、地下水位が上昇し、施設が水浸しになる可能性があります。30 キロ圏 96 万人を

避難させるような実効性のある避難計画はありません。茨城県が過去に実施したシミュレーショ

ンによれば、 5 キロ圏の住民 8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 30 時間かかるとされていま

す。また、体が不自由な要支援者を避難させるための車が確保できないことから、茨城県は、病

院や施設などに「屋内退避」させることを 決めたことが報道されました。しかし、いつ救援が

くるかもわからない中での屋内避難は、見捨てることにもなりかねません。 

802E24 

パブコメの前提条件について日本原電に原発を再稼働させる経理的基礎はありません。原子炉設

置変更許可の審査には「経理的基礎」が含まれます。日本原電は保有する４つの原発が動いてお

らず、東電、関電などからの「発電料金の基本料金」でかろうじて破たんを免れています。この

ような事業者の原子炉設置変更許可申請の審査を行う行為自体が犯罪行為でパブコメ以前の問

題です。規制委は、「借入金による調達の見込みがあることを確認した」としています。しかし

この支援には、この原発で利益を上げるなどの前提条件がついています。また、巨額の公的資金

が注入されている東電が他社の原発を支援することは許されません。被災者への賠償にまわすべ

きです。 
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802E25 

火災による損傷の防止（96ｐ）に問題がある。全てが防火対策ケーブルではないため、対策が出

来ていない。防火シートで対策するとしているが、内部で蒸し焼きになる危険性が高く、対策に

はならない。女川の高エネルギーアーク損傷火災のような火災の可能性があり、高エネルギーア

ーク損傷火災ではケーブルが導火線になる。また、信号ケーブルが一部でも焼損したら信号が途

絶し機能喪失する。また、交換できないケーブルには被覆の損傷や硬化が起きている。 

802E26 

液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきではない。防潮壁が崩れない保証はない。防潮壁の

設計変更により、敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させてしまうことになる。地下水位の上

昇により建屋内に地下水の流入するリスクが高まる。 

802E27 

○意見提出箇所（全体） 経理的基礎の判断原子炉設置変更許可の審査では 「経理的基礎」、つ

まり経営基盤の視点が含まれています。原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借り入れ

することができませんでした。原電は、保有する 4 つの原発が動いておらず、東電、関電などか

らの「電気料金の基本料金(電力量ゼロの場合の料金)」でかろうじて破たんを免れている状況で

す。銀行が融資を断念した段階で、原電には経理的基礎はないと判断すべきです。東電と東北電

が経済的支援の「意向」を表明する文書を提出し、「借入金による調達の見込みがあることを確

認した」ことになっていますが、そもそも東電には巨額の公的資金が注入されており、他社の原

発を支援することは許されません。その費用は福島第一原発事故の被災者への賠償へ回すべきで

す。○意見提出箇所（全体）東海第二原発は、2018 年 11 月 28 日で運転開始後 40 年の寿命を迎

えます。原発から 30 キロ圏内には最も多い 96 万人が居住しており、実効性のある避難計画があ

りません。重大事故を想定した避難計画を含む原子力防災計画が適切かつ実効性のあるものがど

うかを確認する法的手続きがなく、審査の対象とされないのは重大な欠陥です。周辺自治体６市

村と再稼働の事前同意について新協定を締結していますが、水戸市議会では６月に、「住民理解

を得ないままの再稼働は認めない」とする意見書を可決しており、同意が得られる見通しは立っ

ていません。また、福島第一原発事故の検証と事故被害者への賠償等が収束していないなか、福

島第一原発と同型で老朽化している東海第二原発を再稼働させるべきではありません。     

以上 

802E28 

私は老朽化し、また安全性にも疑問が残る東海第二原発再稼働に反対です。原発は福島の事故を

見てもわかるように一度事が起きれば取り返しのつかない大惨事を招きます。それでなくても日

本は地震大国、災害大国。原発には向きません。脱原発、そして原発ゼロの英断をすべきです。 

802E29 

今年 11 月に 40 年になる東海第 2 原発は 2011 年の福島原発事故の時にも津波等で被災してお

り、再稼働に堪えられない原発と考えます。人口減少が進み、電気の消費量は少なくなると思わ

れる中、どうして新規制基準に対応する工事を行ってまで再稼動しなければならないのか、理解

不能です。工事費用はもしかしたら原発事故を引き起こす可能性を作り出すためのものとなるか

もしれません。地球温暖化を、海で冷却する原発は進めているとも考えます。福島原発事故のよ

うな過酷事故を起こすかもしれない東海第 2 原発の再稼動に反対です。96 万人の避難計画がで

きるとも思われません。できたとの明確な説明がないまま，再稼働を認めるわけにはいきませ

ん。原子力規制委員会が、東海第 2 原発の審査書を承認したことに関して、無責任と日本の未来

にとってひどい組織と思わずにはおれないことが、一市民として悲しいことと思います。世界は

原発・脱炭素社会へ向かっていると思います。経済産業省の組織として、日本の経済がより良く

発展するために、原発から離脱することを政府に意見していただけると嬉しいです。ご検討いた

だきますよう、よろしくお願い致します。 

802E30 

99～100 ページ東海第二原子力発電所では、燃え易い非難燃性のケーブルが、建屋全域に総延長

約 1,400km にわたって敷設されている。これに対して原子力規制委員会は、日本原電が、非難

燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆う方法を安全であると認めている。し

かし、ケーブルは、「電力用」ケーブル、「計装・制御用」ケーブルの機能を持ち、プラント全体

にはり巡り、非常に重要な役割を持っている。ケーブルの機能が失われたら、プラント全体の健

全性を失うことになる。例えば、原子炉内の状態がわからなくなったり、機器の起動・停止がで

きなくなったりする。そうした事故を防止するために、ケーブルの健全性はきわめて重要であ

る。 新規制基準では、安全性を追求するために、難燃性ケーブルを使うことが求められている

にもかかわらず、このような例外を認めることは、緊急時に予測できない事態が起きる可能性を

否定できず、認めるべきではないと考える。 
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802E31 

事故が発生する確率は、ゼロで無いのだから、大地震、設備の腐食等で、放射能漏れの事態とな

れば、首都圏は、居住出来なくなります。二千万人位の、被災難民が発生する事態に陥る可能性

があります。廃炉とするべきです。核の有効利用という、人類史上初の躁的否認がもたらした、

「チェルノブイリと、フクシマの原発放射能漏れ事故」。   再び、躁的否認で、突き進んでしま

ったら、未来に「トウカイ原発放射能漏れ事故」の可能性が有ります。人類は、核と共存は出来

ません。人類の選択は「廃炉」のみです。ヒロシマ、ナガサキ、スリーマイル、チェルノブイリ、

フクシマ、他核実験等により放射能被曝は、有ったのです。人間は、核と共存出来ません。 

802E32 

東海第２発電所の近傍には東海再処理工場やそこに設置された高レベル廃液タンクなどの危険

物がある。少なくともそれらの地震や津波対策が明らかでないうちに再稼働すべきではない。東

海第２単独で安全性について審査するべきではない。 

802E33 
安全という神話は、福島の例でもわかりませんか。しかも、40 年前の原発を再稼働するのは狂

気の沙汰としか思えない。 

802E34 

40 年原則を放棄するのは絶対反対します。30 キロ圏に 100 万人近い住民がいます。100 キロ圏

には 1000 万人はいるでしょう。車をもち運転できる健常者ばかりではありません。住民はどう

なってもよいと言うことでしょうか。そんな無謀な再稼動は絶対反対です。 
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802E35 

○意見提出箇所（全体） 経理的基礎の判断原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借り入

れることができませんでした。原電は、保有する 4 つの原発が動いておらず、東電、関電などか

らの「電気料金の基本料金(電力量ゼロの場合の料金)」で破たんを免れている状況です。銀行が

融資を断念した段階で、原電には経理的基礎はないと判断すべきです。東電と東北電が経済的支

援の「意向」を表明する文書を提出し、「借入金による調達の見込みがあることを確認した」こ

とになっていますが、そもそも東電には巨額の公的資金が注入されており、他社の原発支援より

福島第一原発事故の被災者への賠償へ回すべきです。○意見提出箇所（33～34 ページ） 防潮

堤と地盤の液状化によるルート変更原電は当初、 原発敷地内で液状化が発生する可能性はない

前提で「盛土防潮堤」を採用するとしていました。審査の過程で規制庁から液状化の可能性につ

いて指摘を受け、原電は否定していましたが、最終的に液状化の可能性を認め、 地盤改良を行

い支持杭形式の「鉄筋コンクリート防潮壁」を設置する方針としました。この設計変更により、

低レベル放射性廃棄物埋設事業所が防潮堤の中に含まれるルートから周辺を避けるルートに変

更されました。液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきではないこと、防潮壁の設計変更に

より、敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させてしまうリスクが高まること。津波の発生時に

低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること。以上の対策が明らかでないうちに設置許可が行

なわれるべきではないと考えます。○意見提出箇所（402、416 ページ他） ブローアウトパネル

の改善ブローアウトパネルは、原子炉建屋に設置された開閉扉のことで、 配管破損事故時に流

出する水蒸気や炉心溶融事故で発生した水素が建屋に留まり、建物損壊や水素爆発を起こすこと

がないように開く設計になっています。また、「閉止の必要があるときは容易かつ確実に閉止操

作ができること」が基準規則により要求されています。放出後は速やかに閉まられなければなり

ませんが、実施試験において扉のチェーン破損により完全には閉止しませんでした。改善策や再

検証が行われない段階で設置許可は行なわれるべきではないと考えます。○意見提出箇所（240

～241 ページ） 水蒸気爆発の危険性炉心溶融事故が発生し、原子炉圧力容器から溶融燃料が流

出した場合、審査書案では、 「実験的研究と分析から発生確率は極めて低いと判断されている」

としたうえで、「申請者が水蒸気爆発の発生可能性は極めて低いとしていることは妥当」 と判断

しています。東海第二原発の格納容器は MARK2 型であり、事故で炉心溶融が発生した場合、真下

にあるのは水のため水蒸気爆発の危険性が高い構造です。実機の条件を網羅した実験は行われて

いないなか、設置許可は行なわれるべきではないと考えます。○意見提出箇所（413 ページ）  

高濃度汚染水への抑制対策福島第一原発事故では、高濃度汚染水の一部が環境中に漏れ出しまし

た。基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場合等において、「工場等外への放射性物質の拡

散を抑制するために必要な設備を設けなければならない」としています。格納容器上部が破損し

放射能が放出した場合、原電の対策は、それを放水砲で叩き落とすというだけで、高濃度汚染水

についての抑制対策がされていません。○意見提出箇所（98～99 ページ） 難燃ケーブルへの

代替東海第二原発は、「非難燃ケーブル」が多く使われており、これを「難燃ケーブル」に置き

換えることを要求しています。全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今

後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40％、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳になって

います。また、何にも対策しないケーブルが 45％以上となります。防火シートで巻く対策では、

防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、条件次第では火災がケーブル

に伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念されます。防火シートによって

延焼は防げたとしても、被覆が損傷しケーブルの機能が失われ、プラントの状態がわからなくな

ったり、機器の速隔制御が不能になったりする可能性があるため、火災防護基準に厳格に従うべ

きです。○意見提出箇所（全体）原発から 30 キロ圏内には最も多い 96 万人が居住しており、実

効性のある避難計画がありません。原子力防災計画が適切かつ実効性のあるのかを確認する法的

手続きがなく、審査の対象とされないのは重大な欠陥です。また、福島第一原発事故の検証と事

故被害者への賠償等が収束していないなか、福島第一原発と同型で老朽化している東海第二原発

を再稼働させるべきではありません。以上 
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802E36 

100 ページ新規制基準について、電気事業連合会の解釈では「新規制基準は設計基準の強化と、

その設計の想定を超える事象にも対応するシビアアクシデント対策の二本柱で構成」とあり、ま

た原子力規制委員会のＨＰでも「新規制基準は原子力施設の設置や運転等の可否を判断するため

のものです。しかし、これを満たすことによって絶対的な安全性が確保できるわけではありませ

ん。原子力の安全には終わりはなく、常により高いレベルのものを目指し続けていく必要があり

ます。」と述べています。新規制基準においてケーブルは難燃性と義務付けられていたはずです。

しかし、東海第２原発は、非難燃性ケーブルで作られた原発です。非難燃性ケーブルに防火シー

トを巻くという日本原子力発電案を、原子力規制委員会も下記のように認識しているにもかかわ

らず、基準を無視し、基準を下げた代替策を認めるべきでありません。何のための基準でしょう

か。「申請者によるこれらの設計方針が、火災防護基準に規定している事項と同一ではない」ま

た安全保護系のケーブルも同じように基準に達していません。安全保護系のケーブルが一部でも

焼損すれば、信号が遅れなくなり、シビアアクシデントにつながります。原子力規制委員会が基

準を守り、日本原子力発電により高いレベルを求めるようお願いします。 

802E37 
東海第二原発は「運転 40 年目前の老朽原発」で 2011 年３月 11 日の東北地方太平洋沖地震でも

傷ついている。廃炉にすべきだ。 

802E38 

想定地震のうち震源を特定しない地震が過小評価である。少なくとも直下Ｍ7.3 以上を想定すべ

きである。また基準地震動の策定方法は過小評価であり、想定される地震から計算（入倉式等）

される基準地震動が過小評価されている。 

802E39 
東海第二原発は運転 40 年目前の老朽原発で、2011 年３月 11 日の東北地方太平洋沖地震でも傷

ついている。今年の 11 月 28 日で廃炉にすべきです。 

802E41 

（65ｐ 外部からの衝撃による損傷の防止） 竜巻評価が過小だ。このところ 日本国内では大き

な竜巻発生が増え気象は激烈化している。思わぬ飛来物により原発の構造物が破壊、損傷する可

能性がある。 

802E42 

ケーブルの防火対策 （審査書案 p.98） 全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」も

しくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内

訳になっている。防火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも対策しないケーブル

が 45%以上となる。「防火シートで巻く」対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され被

覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難

となるといった状況が懸念される。また、防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダ

メになり、ケーブルの機能が失われることによって、プラントの状態がわからなくなったり、機

器の遠隔制御が不能になり得る。「何も対策しない」45％では、非難燃性の OF ケーブルがそのま

ま残ることになり、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発生した火災と同様の

リスクをかかえることになる。 

802E43 

日本原電に「経理的基礎」はない 日本原電は、所有する４つの原発がすべて動いておらず、東

電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たんを免れている。日本原電は 1,740 億円もの安

全対策費を銀行から借りることができない。この時点で、経理的基礎はない。日本原電は、東京

電力と東北電力の二社に対して、「電気料金前払、債務保証等によって弊社に支援資金する意向

を有している旨、書面をもってご説明いただきたく・・・」と要請。東電と東北電の二社は「工

事計画認可取得後に資金支援を行う意向があることを表明いたします」と文書で回答。しかし、

「なお、本文書は、…何ら法的拘束力ある約諾を行うものではないことを申し添えます」とも書

いてある。東京電力に関しては、巨額の公的資金が注入されており、他社の原発を支援すること

は、許されない。 

802E44 

水蒸気爆発の危険性 （審査書案 p.241 など）東海第二原発の格納容器は MARKII 型。万が一の

事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構造。 し

かし、審査書案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は極めて低い」として、評価を行っていない。 
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802E45 

ブローアウトパネルの不具合先送りは無責任  （審査書案 p.402）ブローアウトパネルは、主

蒸気配管破断を想定した場合の放出蒸気による圧力等から原子炉建屋 や原子炉格納容器等を防

護するため、放出蒸気を建屋外に放出することを目的に設置されている。放出後は速やかに閉ま

らなければならない。ところが、ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験では、ブローアウ

トパネルが 5cm 空いてしまった。放射性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクがあるので、 

その改善案の検討はこれからでよいというのは許されない。ブローアウトパネルの規制要求とし

ては、「開放した場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） できること」とされているので、実験

結果はこれが満たされていないことを示している。 

802E46 

東海第二原発で使われているケーブルは全長１４００ｋｍにも及ぶ、しかし、難燃性ケーブルへ

の交換はそのうちわずかに１５％ほどである。これは老朽化した原発で致命的な欠陥である。過

酷事故につながる危険性は十分にある。絶対再稼働してはならない。 

802E47 

1)老朽原子炉圧力容器の中性子照射脆化の危険性 日本電気協会の規定に定められた脆化予測式

の「２０１３年追加版」は様々な問題点が指摘されているが、規制委は無理やりの理屈で２０１

６年１０月に承認した。しかし、その後に規制委は日本電気協会に「特別指導文書」を出し、２

０１８年予定の改定でその規定の根本的見直しを求めていた。 今回の東海第二原発の稼働４０

年を超す安全審査には、上記の改定された規定を使ったかどうかは、今回の「審査書」には記載

されていない。 この点についての確認はどうなされたか、明記願いたい。2)火山の影響に対す

る設計方針（P７７４） 火山灰の影響について、適切に対応策が講じられているか、今回の「審

査書」では読み取れない。50cm 堆積を想定しているとあるが、対応できるこれに設備となって

いるか、検証が必要だ。具体的には「吸気フィルタの」火山灰目詰まりだが、産業技術藏合研究

所の試験（2016 年、山元氏、古川氏、奥山氏らの研究資料）によれば、700mg／m3 の条件下では、

10.3 分でフィルタ目詰まりが発生したとある。想定される最悪事態で、フィルタの数は十分に

設置されているか、交換するフィルタの在庫は十分か、などの細部までの検証はさた上で「条件

に合致」ということになっているのだろうか。3)周辺住民の過酷事故時の避難は不可能 96 万人

が 30 キロ圏内の住民数。原発の過酷事故時の避難方法は周辺自治体が作成することになってい

て、原発の安全審査には無関係ということになっている。米国の例を挙げるまでもないだろう

が、現在の（原発）規制基準は余りにも無責任で不備だらけだ。住民避難についてその準備の有

無を原発の安全審査から対象外とすることに現規制委は基準の不十分さを感じているはず。審査

基準外とせず踏み込んで避難方法について判断すべきである。  因みに、96 万人の避難とは、

私の在住する大田区の区民全員以上の住民を避難させることだが、現実問題として可能とは到底

考えられない。（短期間での移動方法、そして避難住民の受け入れ先確保‐居住、食料などライ

フライン）以上 

802E48 

（96ｐ 火災による損傷の防止） ケーブルの防火対策が不十分である。 一部だけを防火対策ケ

ーブルにしただけでは安心できない。住民説明会において東海第二の電気ケーブルについて「総

延長 1400 キロメートル のうち、安全系は 400 キロメートル」と説明しているそうだが、言語道

断だ。すべてを取り換え、OF ケーブルも交換すべきである。 

802E49 

非難燃性ケーブルに防火シートを巻く対策について、原電の試験では、シート内部のケーブルの

延焼を防ぐ効果があると理解するが、シートを巻くことでシート内部が加熱され燃焼してしま

い、消火困難になるのではないか問題である。また、防火シートが燃えなくても、内部のケーブ

ルが燃えれば、ケーブルそのものの機能が失われ、原発機器の制御が効かなくなり大事故に繋が

るのも大きな問題である。その上、難燃性にも替えられず、防火シートを巻くこともできない部

分については、現状のままと解するが、火災の際は交換できない非難燃性ケーブルが導火線とな

り、広範囲の火災に拡大するのではないか大きな問題である。 

802E50 

（96ｐ 火災による損傷の防止）ケーブルの防火シートは対策にならない。 内部で蒸し焼きにな

る危険性が高く、安全対策とはいえな い。 防火シートによる複合体形成はケーブルをシートで

くるむことになるため内部に熱がこもり、危険性だ。 ケーブルが内部で加熱発火すれば、その

複合体は全部が通電不能となるのみならず、ケーブル自体が導火線になり火災を広げるかもしれ

ない。 
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802E51 

（96ｐ 火災による損傷の防止）安全保護系のケーブルが一部でも焼損すれば、信号は途絶し機

能喪失する。ケーブル火災が発生した場合、これらが焼損するリスクが高まる。「火災耐久試 験

により耐火性能を確認した隔壁等により互いに異なる系統を分離することを確認した。」とのこ

とだが、これまでの経緯から原電の説明は信用できない。誰がどのように確認したのか、責任は

だれがとるのか。国民にわかりやすく真摯な説明が必要である。規制委はどうやって系統分離が

出来ていることを確認したのかを明らかにすべきだ。 

802E52 

原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部 審査グループ実用炉審査部門 御中当該審査書

(案)P61.１防潮堤及び防潮扉 c. に記載されている止水ジョイントの一種類として審査説明資

料「補足 60 改 14」5.14、「補足 60-1 改 38」6.12 に記載されているシートジョイントについて

再検証が必要と考えます。「理由」Ａ．止水性能 1.止水ジョイントであるシートジョイントは

堤外側から遮光シート、遮水シート、土木シート、遮光シートの４層構造とし、遮水シートで止

水、土木シートは遮水シートのバックアップとされ、遮光シートで劣化防止となっています。 

シートジョイントには、上記の構造上、表裏があり、波力等の外力に対抗する構造となっていま

すが、止水ジョイントは防潮堤の両面に設置を検討されています。堤体基礎部は地盤改良されて

おり、水を通しにくくなっています。この場合、ジョイント間には雨水等により水が溜まり、最

悪の場合、堤体高さ分の水圧がシートジョイントに加わり、防潮堤側の遮光シートが損傷し遮水

シートのみで水圧を受ける形となりますが、その検証がされておりません。 本件の様な高水圧

で使用される止水ジョイントは、補強繊維と止水性のある弾性体を一体構造とし、裏表のない構

造が理想であると考えます。 2.シートジョイントの遮水シート・遮光シートで使用される塩ビ

シートは長年使用しているうちに、含有している可塑剤が製品表面に滲み出たり揮発する現象が

発生することがあり長期使用では弾力性の低下が懸念されます。  以上の点から耐候性試験で

促進老化試験を行って土木シートの強度検証はしていますが、止水を受け持つ遮水シートについ

ての耐候性による強度検証が必要と考えます。 3.固定部の止水構造については M16 ボルトを

100mm ピッチで配置し 12mm厚 65mm幅の平鋼を介して前記 4層の部材を締め付ける構造となって

います。 計算より締付面圧は 2.66N/mm2 と記載されているので平鋼 65mm 幅当りの締付面圧は

172.9N/mm となり、発生する張力 188.18N/mm よりも下回るので締付面圧では引抜力に対抗して

おらず、土木シートの両端に配置されているロープ部が平鋼に当ることで引抜きを抑えることに

なります。したがって土木シートはロープ部の内側で張力を受けることとなり、その引張荷重に

応じて繊維は伸ばされる為、遮水シートも含め長穴に延ばされて抜出す事による止水性低下が懸

念されます。Ｂ．性能確認試験方法 引張試験で 500mm 幅の試験片を使用しているが引張荷重に

応じて土木シートの繊維は伸び遮水シートもそれに追随します。実際のシート幅は 1ｍ～2.5m と

長い筈なので伸び量は比例して大きくなります。 したがって「有意な漏えいを生じない変形に

留まることを確認する」のであれば実際のシート幅での試験が必要と考えます。 又、シートの

耐圧形状は圧力を均一にシート断面で受けると考えるのでカテナリー曲線とはならず、薄肉円筒

の耐圧式より単一半径を持った弧となると考えます。 耐圧試験で「直径 300mm の筒状に縫製し

たシート(遮水シートを内側・土木シートを外側)を円筒状鋼管に取付け、両端部を固定した状態

で、鋼管と遮水シートの間に水圧を与える。」としています。１m～２m程度の相対変位時の耐圧

状態を再現するとなると発生張力を合わせる為に円筒状鋼管の直径を 1m～2m とする必要がある

と考えます。 仮に直径300mmでは土木シートに掛かる周方向の張力は、水圧×半径より100N/mm

程度となり、想定している張力 188.18N/mm より、はるかに小さな値となります。 又、固定部

を実際の固定方法であるボルトと押え板による水圧試験をすべきと考えます。 以上 

802E53 

（96ｐ 火災による損傷の防止）原電が運転延長のために提出した「（東海第二）劣化状況評価書」

のなかの「ケ ーブルの技術評価」において「シースの硬化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象で はないと判断」という記述がある。その判断の根拠はどこにあるのか。 もともと傷が

あるシースの効果が進めば、亀裂は進展し、大きな揺れなどが加われば容易に割ける。また、機

械強度の低下だけでなくシースの劣化は絶縁性能の低下をも招く。そのような破損だらけのケー

ブルは全部交換すべきであり、放置して運転するなど論外だ。事故が起こった場合の影響は甚大

であり、無責任にもほどがある。 
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802E54 

（96ｐ 火災による損傷の防止）交換できないケーブルには被覆の損傷や硬化が起きており、ケ

ーブルノ敷設時に強く引っぱったためシース（被覆）材に傷を付けるケースが多くあったことが

日立製作所の内部資料「日立原子力_創成期の仲間たち 昭和 32 年～50 年頃」 （平成 21 年 1月

発行）に書かれている。東海第二建設時に、「ケーブルシースに 3,000 か所 に及ぶ磨耗損傷個所

が発見された。損傷はシースを貫通しない程度から介在物露出、介在物損傷、導体絶縁損傷、導

体損傷まで程度の差は広く」とのことで、「損傷個所をケーブルメーカ ーが修復」したというが、

これらの中には既に敷設されていたため交換は出来なかったものも多いと考えられ、シースのひ

び割れが多数残留しているのではないか。常識的に考えて、劣化の進んだケーブルも混じり込ん

でいると思われ、今のままで安全であるとは楽観的にすぎる。事の重大さを認識できていない。 

802E55 

東海第二原発は 1978 年 11 月 28 日に営業を開始した老朽原発。今年で 40 年になり、本来廃炉を

迎えるべき原発です。老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば

難燃ケーブル（燃えにくくないケーブル）でないものも使われている（今後取り替えたり対策を

とるが不十分）などの問題があります。 

802E56 

1.福島第一原発事故の検証は終わっておらず、いまだに収束の目処すら立っていません。福島第

一原発と同型で老朽炉である東海第二原発を動かすべきではないと考えます。2.事故が起きれば

取り返しがつかないことは、福島原発事故で誰もが経験したはずです。 再稼働のために、多額

のお金をかけるべきではありません。廃炉を決め、廃炉に向けた研究や福島第一原発事故の賠償

にこそお金を使うべきです。3.東海第二原発は、2018 年 11 月 28 日に運転開始 40 年の寿命

を迎えます。再稼働のためには今回パブコメの対象となっている、原子炉設置変更許可に加え

て、11 月 28 日までに運転期間延長認可とその前提条件となる工事計画認可を取得しなければ

なりません。運転期間延長の審査は始まっていて、原子炉の特別点検や劣化評価などが行われて

いますが、既にさまざまな問題点が浮かび上がっています。このような状況で、再稼働の手続き

を進めるわけにはいきません。4.原子炉設置変更許可の審査には「経理的基礎」が含まれます。

原電は、保有する４つの原発が動いておらず、東電、関電などからの「電気料金の基本料金（電

力量ゼロの場合の料金）」でかろうじて破たんを免れています。多額の借金を負っている原電は、

東海第二原発を再稼働させるための 1,740 億円（これでは済まないかもしれません）の安全対

策費を銀行から借りることができませんでした。銀行の代わりに東電と東北電が経済的支援の

「意向」を表明する文書を提出しました。それも当初は債務保証でしたが、後に電気料金の前払

いが加わりました。銀行が債務保証付きでも全額の融資はできないと断ったので、東電が銀行の

代わりに資金を差し出すということです。規制委は、「借入金による調達の見込みがあることを

確認した」（申請書の基準への適合について（案））としています。しかしこの支援には、この原

発で利益を上げるなどの前提条件がついています。また、巨額の公的資金が注入されている東電

が他社の原発を支援することは許されません。被災者への賠償にまわすべきです。原子力発電は

人間が制御できるものではありません。当初の計画通り、寿命を迎えた原発は直ちに廃炉の手続

きをしてください。 

802E57 

規制委員会は、避難計画も審査すべき避難計画は、パブコメの対象外だが、そもそも、IAEA の言

う「５層の防護」の一つである原子力防災について、審査をせずに、原発の再稼働を容認するこ

とは無責任。30 キロ圏 96 万人を避難させるような実効性のある避難計画はない。茨城県が過去

に実施したシミュレーションによれば、 5 キロ圏の住民 8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 

30 時間かかるとされている。体が不自由な要支援者を避難させるための車が確保できないこと

から、茨城県は、病院や施設などに「屋内退避」させることを決めた。いつ救援がくるかもわか

らない中での屋内避難は、見捨てることにもなりかねない。頻繁に大地震が起きると、いつ崩壊

するかわからない屋内で退避してとどまるなんて怖くてできない。真夏に災害停電中で、家の中

を密封状態にして屋内待避したら、熱中症で死ぬ。 

802E58 

脱原発が世界の流れです。核廃棄物を何十万年も保管するコストを考えれば、安いはずがありま

せん。つい最近でも、西日本豪雨災害、逆走台風でわかるとおり自然災害は何があるかわかりま

せん。特に日本は地震列島です。南海トラフ地震も想定されています。福島原発事故のように、

事故がおきれば取り返したつきません。東海第二原発の再稼働に反対します。 
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802E59 

溢水による損傷の防止等取りまとめ資料 補足説明資料３０ 「施設定期検査中における溢水影

響について」について，地震時，プールスロッシング水を下階へ流下させた場合，安全機能が損

なわれることから，堰の一部を切欠き，スロッシング水をプールへ戻す対策を行うこととしてい

る。スロッシング水をプールへ戻す所要時間は，５分から１０分程度であり，短時間であること

から滞留による他への影響等は考慮していないと評価している。⇒地震と同時に躯体は損傷する

と考えられるが，原子炉建屋６階床面に５分から１０分程度滞留しても問題ないとした根拠を明

確にすべき。少なくとも，躯体評価と漏水量の観点から説明が必要である。 

802E60 

東海第２原発の３０ｋｍの範囲には９６万人が暮らし、その背後の首都圏には３，０００万人が

生活しています。私が住む東京までは１１０ｋｍの距離にあり、過酷事故が起これば日本の首都

は壊滅状態になります。さらに４０年の法定寿命を迎える古い原発でもあります。稼働させるこ

とに反対の立場で、日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

に関する審査書案に対する意見を述べます。Ｐ２３ 耐震設計方針建設時の２７０ガルから１，

００９ガルに引き上げられたが、ストレステストで原子炉が破壊される地震動は１，０３９ガル

と計算されており、耐震設計上の余裕がない状態である。Ｐ３３ 津波防護施設（防潮堤）の審

査の経緯当初、日本原電は防潮堤の設置場所として、低レベル放射性廃棄物埋設事業所を含む敷

地全体を取り囲むこととし、セメント固化盛土形式の防潮堤を採用するとしていたが、その後、

地盤の液状化の可能性が否定できないことから、すべての防潮壁の杭先端を新第三系鮮新統～第

四系下部更新統の岩盤まで到達させる支持杭形式に変更した。また、杭の支持形式の変更及び防

潮堤近傍の表層地盤の地盤改良等による地下水の流況に及ぼす影響を考慮して、低レベル放射性

廃棄物埋設事業所周辺を避けるように防潮堤のルートを変更した。しかし、津波時に、低レベル

放射性廃棄物の流出が懸念されること、事故時に防潮堤により地下水がさまたげられ、地下水位

が上昇し、施設が水浸しになる可能性がある。Ｐ９８ ．火災の発生防止に係る設計方針全長約

1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが

40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳になっている。防火シートは、対策としては不十

分であり、また、何にも対策しないケーブルが 45%以上となる。「防火シートで巻く」対策では、

防火シートを通してケーブルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災がケー

ブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念される。また、防火シート

によって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われることによって、

プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制御が不能になり得る。 

802E61 

東海第二原発は建設後４０年になろうとしており、また、２０１１年の大地震以来運転を停止し

ている。この原子炉を運転することは下記の理由により大変危険なものであり、廃炉にすべきも

のである。廃炉にすべき理由は下記の２点だけではなく、その他様々な根拠があり、今回はこの

２点に絞って述べる。1.ケーブル火災について  新規制基準では、難燃ケーブル又は難燃ケー

ブルと同等以上の性能が求められているが、当原発は古いため難燃化したケーブルを使っていな

いため、ケーブルを防火シートで覆うまたはケーブルに防火塗料を塗ることで火災対策とし、こ

の防火塗料の難燃性の試験はバーナーで２０分間あぶることとなっている。しかし、現実に火災

が発生した場合、２０分以上の加熱の可能性は大きく、２０分以内という想定は馬鹿げている。

防火シートも同じく長時間の過熱により中のケーブルに熱が伝わりケーブル自体が熱損傷する

可能性がある。 また、ケーブルの全長は１０００ｋｍ以上あり、安全上重要なケーブルだけで

も数百ｋｍある。建物内部の重要なケーブルを防火シートで覆う、あるいは全部防火塗料を塗る

ことは不可能あるいは膨大な費用がかかり、非現実的で数千億円と見込まれる。結局、防火シー

トで覆わないケーブルや防火塗料を塗らないままのケーブルがあちらこちらに放置されること

になるのは目に見えている。ボヤ程度の火災により２０分以上加熱されケーブルが熱損傷され、

過酷事故につながる可能性があり、新規制基準に沿わないこの対応は認められない。２．シュラ

ウドについて 圧力容器内のシュラウドにひび割れがあり、原子炉を運転する場合はこのシュラ

ウドを交換して運転すべきものである。ひび割れが進展すると、最悪の場合破断して制御棒を挿

入できなくなり原子炉を停止できないということになる。それはまた過酷事故の再来であり、ひ

び割れたシュラウドのままの運転は断じておこなってはならない。 
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802E62 

東海第二は 40 年に達する老朽原発であり再稼働すべきではありません。放射線による金属の劣

化をはじめ様々な不安があります。20 年延長はあくまで例外措置であり安易に適用するのは間

違っています。万が一、事故が発生した場合を考えると近隣住民の人数は福島の比ではなく首都

圏からも 100km 圏であることを勘案するならなおさらです。東海第二は再稼働ではなく廃炉す

べきです。 

802E63 

・意見提出箇所（240～241 ページ） 水蒸気爆発の危険性炉心溶融事故が発生し、原子炉圧力容

器から溶融燃料が流出した場合、審査書案では、 「実験的研究と分析から発生確率は極めて低

いと判断されている」としたうえで、「申請者が水蒸気爆発の発生可能性は極めて低いとしてい

ることは妥当」 と判断しています。東海第二原発の格納容器は MARK2 型であり、事故で炉心溶

融が発生した場合、真下にあるのは水のため水蒸気爆発の危険性が高い構造です。実機の条件を

網羅した実験は行われていないなか、設置許可は行なわれるべきではないと考えます。・意見提

出箇所（413 ページ）  高濃度汚染水への抑制対策福島第一原発事故では、高濃度汚染水の一

部が環境中に漏れ出しました。基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場合等において、「工

場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない」としていま

す。格納容器上部が破損し放射能が放出した場合、原電の対策は、それを放水砲で叩き落とすと

いうだけで、高濃度汚染水についての抑制対策がされていません。・意見提出箇所（98～99 ペー

ジ） 難燃ケーブルへの代替東海第二原発は、「非難燃ケーブル」が多く使われており、これを

「難燃ケーブル」に置き換えることを要求しています。全長約 1,400km のケーブルのうち、「難

燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40％、「防火シートを巻く」が

約 14％という内訳になっています。また、何にも対策しないケーブルが 45％以上となります。

防火シートで巻く対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、

条件次第では火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念さ

れます。防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆が損傷しケーブルの機能が失われ、プ

ラントの状態がわからなくなったり、機器の速隔制御が不能になったりする可能性があるため、

火災防護基準に厳格に従うべきです。・意見提出箇所（全体）東海第二原発は、2018 年 11 月 28

日で運転開始後 40 年の寿命を迎えます。原発から 30 キロ圏内には最も多い 96 万人が居住して

おり、実効性のある避難計画がありません。重大事故を想定した避難計画を含む原子力防災計画

が適切かつ実効性のあるものがどうかを確認する法的手続きがなく、審査の対象とされないのは

重大な欠陥です。周辺自治体６市村と再稼働の事前同意について新協定を締結していますが、水

戸市議会では６月に、「住民理解を得ないままの再稼働は認めない」とする意見書を可決してお

り、同意が得られる見通しは立っていません。また、福島第一原発事故の検証と事故被害者への

賠償等が収束していないなか、福島第一原発と同型で老朽化している東海第二原発を再稼働させ

るべきではありません。以上 
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802E64 

筆者は若い時期に外航船舶の航海士であった。筆者が受けた船員養成教育では、通常の風に起因

する波や激しい潮流による波、またその双方が影響しあって発生する波についてはその物理的な

特性に始まって、波に関する船舶操縦上の方法論や注意点などの教育を受けた。しかし、津波に

関しての教育は皆無であった。地震大国の日本の船員でさえこのような有様であるから、外国人

船員ではなおさらであろう。港内停泊中に大地震が発生し、大津波警報が発令されたら、緊急離

岸といっても、やらねばならない事はあまりにも多い。まず荷役中であれば、船倉内の積み荷の

固定をしなけばならない。この作業をラッシングと呼んでいる。脱出する途中で波のために船体

が傾いた際に固定されていないと積み荷が船の傾いた側に移動してしまい、それによって船はま

すます傾き、転覆の原因になる。ラッシングは貨物船では欠かすことができない大事な作業であ

る。通常の貨物よりも比重がとびぬけて重い核燃料ならばなおさら危険性が高い。核燃料を運ぶ

船は、船倉内に核燃料を固定する専用のラックのようなものがあるのだろうか。もしそんなもの

が無くて、一般の貨物船と変わらないのであれば、貨物の固定作業だけて急いでも３０分から１

時間は掛かってしまうだろう。もし、揚げ荷中の場合はそもそもラッシングの作業員は居ないか

ら、あらためて手配する必要がある。おいそれとはいかないのである。第一、津波警報が発令中

の港に人を呼び寄せるわけにはいかない。次に荷役の為に開放されているハッチカバーをしっか

り閉鎖する。高い波が上甲板を乗り越えてハッチがら浸水しないためにどうしても必要な作業で

ある。津波によって船体が傾斜することを考慮しなければならず、また、津波襲来時が天候安定

で海が凪ぎとは限らない。もともと外海へ出るには津波がなくても常にそれだけの備えは必要で

ある。核燃料積載船が沈没でもすれば、ただごとではない。その間に、全乗組員に出港スタンパ

イを発令し、機関室・船橋・船首・船尾の各所に配置する。荷役と積みラッシングの作業員など、

乗組員以外の人間が船を離れた事を確かめてから、陸上と船を渡すタラップを収納しなければな

らない。この作業だけでも少なくとも１０分はかかるのではないだろうか。次に、いよいよ船長

の命令に従って岸壁との係留索を順次外す。しかし、ここでも大きな問題がある。１０ｔや２０

ｔの船と違い、大型船は係留索を外す陸上要員が最低船首と船尾に各一人は必要である。津波が

襲来する状況の港の水際に人間を待機させておけるわけがない。次善の策が無いわけではない。

例えば緊急時用に係留索切断用の斧を船首船尾に常備する。または係留索をバイトにとる。バイ

トに取るとは通常は陸側に送る索の先端を船側に固定して索を往復させることである。すると離

岸の際は、船側の先端を外して巻き上げれば索は往復して動き、回収できる。しかし、接岸作業

が、かなりめんどくさいものになる。いつ来るか分からない大津波のためにやり続けるだろう

か。まして、原発とは無関係な日立港やひたちなか港の入港船がそんなことするわけがない。斧

の準備だって不特定多数の船だからおそらく、世界を巻き込んで、ＳＯＬＡＳ条約でも改正しな

いかぎり普及はしないだろう。また、タグボートの問題もある。これも、津波が襲来するのに港

内にいれば危険だから、外海がよほど時化ていない限り、なるべく早く沖に出たほうが安全なは

ずだ。だからタグボートは期待できない。院内ヒアリングで規制庁の職員がタグボートを使用す

ると発言していたが、タグの乗組員の人命を軽視する方策だと思う。以上のように、船舶の緊急

離岸など不可能である。東日本大震災では震源に近い気仙沼では本震後２４分で津波は襲来して

いる。とても間に合う時間ではない。問題はまだまだたくさんある。津波の際は押し波が襲来す

る前に引き波の現象が多々みられるのは良く知られている。東日本大震災ではやはり気仙沼で本

震後わずか１３分で引き波の現象が記録されている。引き波で港の水深が異常の浅くなり、船舶

は海底に擱座して身動きがとれなくなることもありうる。係留索を外していざ港外へと言う時点

で引き波で身動きが出来ずにいる所へ津波が来週して原発の取水口に船体が激突する危険を考

えなければならない。また「想定外」では済まされないのだ。どこの港でも多くは水深はそれほ

ど余裕のあるものではない。字数が残り少なくなってしまった。漂流物の問題は、津波を起こす

震源地も地震の強さも、海底の地滑りなどの態様も特定できない。漂流物の最初のありかも重さ

も量も形状もまた特定できない。なのに漂流物の軌跡解析をしたから大丈夫となぜ言えるのだろ

うか。またこれも事故が起これば「想定外」ということになるにちがいない。東海第２原発は絶

対に再稼働してはならない。 

802E65 

東海第二原発は、今年 2018 年 11 月で運転開始 40 年の老朽原子力発電所です。 当原発の３０

ｋｍに私の住む水戸市を含め、９６万人もが生活しています。事故が起きてからでは遅すぎま

す。 委員の皆様には科学者の良識をもって再稼働を認めないで下さい。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E139 - 
 

整理番号 意見全文 

802E66 

たかが電気のために、原料の採掘、輸送、原発の稼働、廃炉、放射性廃棄物の処理、すべての工

程にわたって人の命を危険に晒す発電方法はやめるべきです。そして東海第二原発の再稼働には

断固反対です。稼働 40 年の予定で作られた原発であり、さらに東日本大震災で被災している老

朽化原発を再稼働するべきではありません。すべての構造物が劣化しているだろうことは素人で

もわかることです。最低限全て構造物を新品に交換するなどの処置が必要です。（放射性物質に

よってできないでしょうが）また、日本原電には経済的基礎がなく、巨額の公的資金を投入し維

持されている東京電力が経済的支援をするなどということは許されません。また、福島の事故で

わかったように、30 キロ圏 96 万人を避難させることは不可能でし、実効性のある避難計画はあ

りません。審査書案 p.34 そもそも液状化の危険性のある地盤に原発を作ったことが間違いです。

また、しっかりとした津波対策が為されていないにもかかわらず、再稼働するのは論外です。審

査書案 p.74～77 噴火による火山灰の積厚の想定に対する許可値が低すぎます。ここでも想定外

は許されません。審査書案 p.413～高濃度汚染水の対策が為されていません。審査書案 p.465～

福島事故や柏崎刈羽原発の経験からすれば、緊急時対策所は免震構造にすべきです。できうる限

りの対策をしておくことが必要です。 

802E67 

P251~P26 炉心溶融、炉心落下について、数々の防護策が講じられているが何れも余裕が感じら

れず、巧くいけば行けば防げる、かもしれないの域を出ない。福島第一原発事故での溶融した炉

心はコンクリートを突き抜け地中に在るのではないかと言われている。当時地下水との接触によ

って大爆発を起こすのではないかと専門家を含め多くの人が恐れた。福島は上部での水蒸気爆発

で済んだことが不幸中の幸いで燃料の大部分は原発内に留まっていると聞いている。この東海第

二原発はサフレッションチェンバーを炉心の真下に置いている。格納容器底のコンクリートにコ

リウムシールドを施すとあるが、熱伝導を含め余りにも余裕がない手立てが続く。同規模で繰り

返し実験を行った訳でもなく、行える訳もなく無謀としか思えない。ほんの少しの不測の事態が

起これば、水蒸気爆発により炉心の大部分が環境中にばらまかれる事態も考えられる。認可は考

えられなと思う。 

802E68 
「老朽原発を動かすな」「大事故を起こしたら首都圏も汚染されるぞ」「避難計画なしに再稼働を

進めるな」「核燃サイクル施設には広島原爆約１万８千発分の高濃度廃液があるんだぞ」 

802E69 

30 キロ圏内に 96 万人が居住している地域に立地している原発であり、安全制以前の問題だと思

います。各自治体が策定する避難計画は、実行性の伴わない机上の空論であり、いざ何事か語起

こった場合には福島第 1 原発の比ではない大災害になり、首都圏が壊滅する恐れもあると思い

ます。 技術的な問題より、実効性の伴った避難計画ができない限り、再稼働を認めないことが

世界基準であると思いますので、熟慮をお願いします。 
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802E70 

０）初めに・・そもそも東海第二原発は福島原発事故前から法令届け出トラブルがとび抜けて多

く、炉内構造物（シュラウド）のひび割れが進む老朽原発です。圧力容器の脆性破壊のおそれが

あり 20 年延長に耐えられない恐れがある。その上に被災し、あわや福島第１原発と同様の過酷

事故寸前の事態に陥った危ない原発です。古い設計で地震に弱いのに、房総沖に巨大な活断層が 

存在することが判明し、重大 な危険性がある。 原子力規制委員会は、再び「想定外」を繰さ

ないために、311 以前への後戻りの姿勢をただちにやめ、規制委員会本来の「規制」の姿勢を取

り戻して、厳しい審査に徹してください。20 年延長スケジュールありきの安易な判断はしない

でください。以下、審査書案反対理由：１）ケーブルの防火対策 （審査書案 p.98）全長約 1,400km

のケーブルのうち「難燃ケーブル」もしくは「難燃ケーブルに取り換える」ものが今後の計画を

含め 40%、「防火シートを巻く」（防火対策として不十分）が約 14％。何も対策しないケーブルが

45%以上あり、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発生した火災と同様のリスク

をかかえることになる。これは致命的欠陥であり、火災防護基準に厳格に従うべきです。２）緊

急時対策所が免震構造ではない（P465～）免震構造ではなく、耐震構造にする方針という。基準

規則 61 条は「基準地震動に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を喪失しないように

する」ことを要求している。「重大事故等に対処するために必要な指示」を行う緊急時対策所の

機能をはたすためには免震機能は必須です（福島第一原発事故では免震構造だったためにこの機

能が保てた）。３）地盤の液状化と防潮堤（ p.33）敷地海抜が低く液状化が懸念される地盤に原

発を立地すべきではない。防潮壁の設計変更により、敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させ

てしまう。集中豪雨の際、敷地内が水浸しになるおそれがあり、建屋内に流入するリスクも高ま

る。このような場所に立地すべきではない。 さらに、東電福島第一原発事故の最も重要な教訓

である複数基の 同時被災・同時トラブル発生を考慮すべきであり、低レベル放射性廃棄物埋設

事業所の津波対策や他にも東海第 2 原発から 2.5km しか離れていない東海再処理工場やそこに

設置された高レベル廃液タンクなどの津波対策を確認したい。４）ブローアウトパネルで放射能

放出（P４０２，416 他）「開放した場合は，放射能の拡散を防ぐために速やかに閉止（遠隔及び

手動） できること」とされているブローアウトパネルが、実験では閉止できなかった。放射性

物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクがあり、再稼働を許可すべきではない。またこのパネ

ルだけでは放射能の拡散を止めることはできない。水素だけを放出するような別の対策を講ずる

べき。５）火山灰（P74～77）原子炉建屋の屋根に積もる火山灰の荷重が、最大で許容値の 97％

に迫る箇所があることが明らかになっている。赤城山の噴火（大規模噴火レベル）で火山灰の影

響評価のシミュレーション約 49 センチに対し、設計層厚 50 センチでは保守性が見込まれてい

ない。火山灰が設計層厚の 50 センチを超えると原子炉建屋の屋根が崩れる危険性が生じ、除灰

もできず対応できない。６）水蒸気爆発の危険性 （p.241 など）炉心溶融が発生した場合、真

下に水があり、水蒸気爆発の危険性が高い。 しかし、審査書案では、評価を行っていない。７）

高濃度汚染水対策がない（P413～）パブコメの対象外だが、８）避難計画の欠如原発施設の周辺

住民の実効性ある避難計画の策定と着実な運用こそ、福島原発事故の教えるものであり、審査で

検討の対象となっていないのは重大な欠陥である。 30km 圏内人口は約 96 万人、50Km 圏内で約

144 万人、最小エリアの５km 圏内（ＰＡ Ｚ）で約５万人。この状況で、防災計画にシビアアク

シデント対策は全く取られていない。これでは立地指針に反している。この原発の設置許可は無

効 である。９）日本原電に「経理的基礎」はない安全対策の工事に必要な資金 1,740 億円を自

社のみで調達できないことなどが明らかになっている。東北電力と共に経済的支援の意向を示す

東電は、巨額の公的資金が注入されている上、ＡＤＲの和解案を蹴ってまで、被災者への賠償を

値切っているのが実情であり、東電が銀行に代わって原電に資金を差し出すなどとんでもない。

東電は原電に無駄な基本料金を払うのもやめ、被災者の賠償にあてるべきだ。 

802E71 

P59~P60 漂流物による波及的影響に対する設計に於いて、排水量 15 トンの小さな漁船が最大

想定となっている。近隣に大きな港が二つあり大型客船の出入り停泊もある。全く規模が違う船

舶について触れていない。東日本大震災でも陸地奥まで乗り上げているし、いくらでもある、又

起こり得る事象で有るにも関わらず検討されていない。小さな漁船以外は原子力発電所を守るた

めに必ず遠くに行ってくれるはずは虫は良すぎる。あの岩手ビルの上に乗っていた船の持ち主の

方も何らかの方法を講じ叶わず、ああした結果になったのだと思う。認可するのであれば、検討

し納得できる対応策をお示し頂きたい。 

802E72 
（10ｐ 地震による損傷の防止）地震の 想定、特に震源が特定できない地震のマグニチュード数

値が過少であり、これでは安心できない。 
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802E73 
（38ｐ 津波による損傷の防止）  太平洋沖で発生する津波の選定が不明確で、根拠が不明だ。

基準津波を過小評価せず、30 メートル級と想定すべきである。 

802E74 

東海第二原発は、廃炉にするべきだ。1ページ（はじめに） 40 年を経ようとしている東海第二

は、当初設置許可を出した時とまるで状況が変わってしまった。老朽原発は廃炉にするべき。福

島第一原発事故の原因究明はできていない。同じ沸騰水型軽水炉である東海第二で教訓の反映が

できていない。東海第二への資金投入は福島事故対策の妨害になる。日本原電に経理的基礎がな

く、巨額の公的資金が注入されている東京電力が他社の原発を支援することは許されない。96 ペ

ージ（火災による損傷の防止）電源ケーブルの防火対策は不十分。すべてが防火対策ケーブルで

はないため、対策はできていない。2 ページ（判断基準及び審査方針）避難できないおおぜいの

人びとを放置する。規制委員会は、原子力防災にも責任があるので避難計画の当否を見るべき

だ。135 ページ（重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）原発事故はリスク

ベネフィットに見合わない。原発からの利益は一回の事故で吹き飛ぶ。原発はなくても電力不足

などなかった。この 7 年あまり、原発がほとんど動かなくても電気は足りている。 

802E75 

福島第一原発事故は収束しておらず、まだその検証も終わっていません。福島第一原発と同型で

老朽炉である東海第二原発を動かすべきではありません。 多くの茨城県民が反対しており、周

辺の自治体で反対決議もあがっています。96 万人を避難させることはできません。 再稼働の

同意は困難であり、多額のお金を無駄に工事につぎ込む前に廃炉を決めるべきです。そのお金は

福島第一原発事故の賠償にあてて欲しいと思います。次の点について意見があります。１審査書

案（P99～） 新規制基準では今後再稼働する原発は（燃えにくい）難燃性ケーブルであること

と義務付けられました。ところが原子力規制委員会は、東海第２原発は非難燃性ケーブルに防火

シートを巻くという原電の案を了承しました防火シートで巻く対策では、防火シートを通してケ

ーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、

消火が極めて困難となるといった状況が懸念されます。また、防火シートによって延焼は防げた

としても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われ、プラントの状態がわからなくなったり、

機器の遠隔制御が不能になったりする可能性があります。 原子力規制委員会の判断は「原則」

を踏み外しています。 原則を踏み外して運転すると、トラブルが起きた時にそこからトラブル

が悪化する危険性があります。 このような原則から外れることは認めるべきはないと思いま

す。火災防護基準に厳格に従うべきです。２高濃度汚染水対策がない（審査書案 P413～） 福島

第一原発事故における高濃度汚染水は、原子炉の冷却水が溶融燃料に触れ、格納容器下部の破損

口から流出して生じました。一部が環境中に漏れ出ました。また、建屋に入り込んだ地下水が混

ざることにより、大量の汚染水が生じています。基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場

合等において「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければなら

ない」としていますが、原電の対策は、格納容器上部が破損し、気体の放射能が放出した場合、

それを放水砲で叩き落とすというだけで、高濃度汚染水という形態での放射性物質の放出につい

ての抑制対策はありません。３緊急時対策所が免震構造でない（P465～） 事故時の指揮所につ

いて、福島第一原発事故では免震重要棟が用いられました。国会に呼ばれた当時の東電清水社長

は、福島第一原発に免震重要棟がなかったと考えると「ぞっとする」と答弁しています。 しか

し原電は、東海第二原発の事故時の指揮所となる緊急時対策所について、免震構造ではなく、耐

震構造にする方針です。 基準規則 61 条は「基準地震動に対し、免震機能等により、緊急時対

策所の機能を喪失しないようにする」ことを要求しています。緊急時対策所の機能は、「重大事

故等に対処するために必要な指示」を行うことで。免震機能は必須です。 

802E76 

100 ページ：2017 年に埼玉でケーブル火災がありました。これは可燃性ケーブルの老朽化による

火災であることが知られています。同じ事がケーブルが老朽化した東海第二原発で起こらないと

は言えないと思います。安全な難燃性ケーブルに交換できない状況で審査に合格を認めるべきで

はないと思います。ドイツは福島の原発後、脱原発に舵を切りました。日本政府にも英断を期待

したいと思います。 
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802E77 

以下の問題点から原子力規制委員会の事実上の合格審査に異議を申し上げます。審査書案 P34

１．原電も認めた原発敷地内での液状化の危険性。対策が十分ではなく、防潮壁が十分に機能す

るという保証は全くない。想定外を想定すべき。審査書案 P99２．東海第二原発では非難燃ケー

ブルを使用していたため、難燃ケーブルへの交換が必須ですが、すべての交換が難しく、部分的

に防火シートで凌ぐとされています。防火シートすら巻けない箇所もあると考えられており、仮

に交換ができたとしても、一般の建造物よりも安全対策を徹底すべき原発の防護柵として不十分

です。火災が起きた時に消火活動ができない可能性も大きく、その影響力の大きさを鑑みれば、

ゴーサインを出すのは、あまりにも危険すぎます。審査書案 P465３．日本一老朽化した原発で

あること、福島第一原発のような免震構造のある緊急事対策所が設置されないこと、周辺に 100

万人近い市民が住んでいること、実行可能な避難計画が立てられていないこと、なども重く見る

べき。事故が起きてからでは遅すぎることは、福島第一原発の事故により明らかになっているは

ず。 

802E78 

100 ページ：原発のケーブル問題は安全性に関わる重大な事項であるとおもいます。東海第二原

発は 40 年が経過し、ケーブルそのものも老朽化していることが分かっている以上、火災の危険

性が大きいのは疑いの余地がない。。可燃ケーブルはすべて難燃ケーブルに交換するべきである

と思います。 

802E79 

古い原発は順次廃炉にするべきです。ほとんどの原発が止まっている今の状況でなぜ無理矢理老

朽化した原発を動かそうとするのか理解に苦しみます。液状化の懸念がある地盤、ブローアウト

パネルの改善がされていないこと、難燃ケーブルへの交換が完了していないこと等々、再稼働を

目論むのはどうかしていると思います。再稼働はやめましょう！ 

802E80 

IAEA の「５層の防護」の一つ原子力防災について規制委員会が審査しないのはおかしい避難計

画は、パブコメの対象外。しかし、そもそも、IAEA の言う「５層の防護」の一つである原子力防

災について、審査をせずに、原発の再稼働を容認することは無責任。東海第二原発の 30 キロ圏

には、水戸市の 27 万人を含め 96 万人が住んでいる。 過酷事故が起こったら、大渋滞が起きて、

全員が被ばくせずに避難することは不可能。東電福島原発の 30 キロ圏の人口は 14.1 万人。 

802E81 

Ｐ１、「経理的基礎に係る規定に関する審査結果は別途取りまとめる」とあるが、経理的基礎に

係る審査は、今回の設置変更申請の内容の実効性を担保するために欠かせないものである。その

審査結果を含まない今回の審査書案に対して、パブリックコメント手続きを行うこと自体に問題

がある。規制委員会は経理的基礎に係る規定に関する審査結果案についても、期限内にパブリッ

クコメントを実施する義務がある。その点を分割、後回しにしたままで、新規性基準に適合して

いると判断する規制委員会の判断は誤りである。 
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802E82 

東海第二原発の審査書案に、次の各理由により、絶対に反対いたします。(審査書案 P.98)まず

再稼働ありきの、スケジュールありきの審査をしないで下さい。東海第二原発は、無数の可燃ケ

ーブルと難燃ケーブルが混在しており、なおかつ、40 年近く稼働してきた老朽原発です。可燃

ケーブルを防火シートで巻けば良いという乱暴な対策がどうして審査を通るのでしょうか？新

規制基準では、可燃ケーブルの使用は不可です。これは、火災の時、可燃ケーブルが燃えれば、

機器の遠隔制御等ができなくなるから、そうなっているのです。根本的な対策として、難燃ケー

ブルへの全入れ替えをやらないとダメです。どうして、このことを原子力規制庁（以下、規制庁

と言う）は指導しないのですか？しかも、40 年近く稼働してきた老朽原発なのに、こんな雑な

対応で、なぜ延長許可が出せるのでしょうか？格納容器や配管類の放射線による脆性劣化はどう

なっているのでしょうか？ここら辺、何も審査がなされていません。また、新たな安全神話に浸

っていると言わざるをえません。これは、最初に再稼働ありき、スケジュールありきの審査をや

っているからです。原子力規制庁は、監督官庁として、恥を知りなさい。(審査書案 全体)次に、

経営主体に問題ありです。経営主体の日本原電ですが、1,740 億円の安全対策費を自前で捻出で

きすに、あろうことか、東京電力（以下、東電と言う）に支援を頼んでいる始末です。自前でこ

のような安全対策費も用意できなくて、何が原発再稼働ですか？しかも、支援しようとしている

東電は、今、福島第一原発事故の止まらない汚染水の対策費や廃炉費用、損害賠償費用で、多大

なる公的資金が注入されている分際で、他社支援などやっていい権利などありません。原発事故

の被害者国民に多額の賠償を負っている企業は、多額の不良債務を抱えている問題企業と一緒な

んですよ。これに関しても、規制庁は、一言も、東電に対して「他社への支援の資格なし」とい

うことを言いません。なぜですか？おかしいじゃないですか。国民には原発事故の後始末の費用

のツケを回して、電気料金と税金から徴収し、東電への巨額の公的資金を国民に支払わせ、自分

たち東電は、日本原電へ金銭的支援をするなど、全く許されることではありません。賠償中の企

業として、全く道理が通りません。東電は、他社へ融通できる金銭があるのなら、公的資金をも

らわずに自分たちで賠償しなさい！！国民は、怒りで一杯です。このことを指導しようともしな

い規制庁へも怒りで一杯です。それから、東電に関しては、公的資金が注入されながら、福島県

の原発事故被害者への賠償が、満足になされていないという問題があります。報道によると、浪

江町民約 1万 5700 人が、原発事故の賠償の慰謝料増額を求めた裁判外紛争解決手続き（ADR）の

打ち切りを受けて、今秋にも提訴すると報道されました。これは、東電が、被害者への賠償を真

摯に行っておらず、逃げ回っているということです。被害者への賠償も満足に行っていない東電

が、なぜ日本原電に巨額の支援などできるのしょうか？そんな金銭があるのなら、まず原発事故

の賠償へ回すべきでしょう。東電には、巨額の公的資金が入っているのですよ。巨額の公的資金

が入ってるのに、なぜ経産省と規制庁は、このことを東電に突きつけて、指導しないのですか？

国民から見たら、まったく許されない税金の使い方がまかり通っています。(審査書案 P.402、

P.33)放出蒸気を屋外に放出するブローアウトパネルがきちんと閉まらないというブローアウト

パネルの不具合問題が何も解決されていません。これが未解決で、審査 OK などありえません。

防潮堤によって、地下水が遮られ、建屋が水浸しになる可能性がある問題は、検討すらなされて

いません。どうなっているのですか？以上より、まとめますと、東電は賠償企業としての責任を

果たしておらず、日本原電は、このような金銭支援を受けることなど絶対に許されません。日本

原電への支援より前に、東電は被害者への賠償を正しく行って下さい。それを、規制庁は、きち

んと指導して下さい。東海第二原発は稼働年数 40 年近い老朽原発なのに、新規性基準違反であ

る可燃ケーブル混在問題も、放射線により劣化した老朽配管類問題も、ブローアウトパネル不具

合問題も、防潮堤による水浸し問題も、いずれも全て解決されていません。このような状況下で、

審査が通るなどということはありえません。即刻、審査書案を破棄し、指摘された問題の対策・

検討を行い、審査をやり直して下さい。最初からスケジュールありきの東海第二原発の再稼働

は、絶対に許されません。 

802E83 

意見提出箇所 99-100 ページにつきまして、以下を懸念します。ケーブル及びケーブルトレイ

を防火シートで覆い結束ベルトで覆う方式では、防火シート内に若干の空気が残ってしまうこと

は避けきれず、ケーブル内部からの発熱した場合、非難燃性のケーブルの被覆が燃焼・溶解し、

格納されたケーブル同士が電気的に短絡し、さらなる発熱を招く事態にならないか。防火シート

はその熱より、破れケーブルの燃焼を招かないか。 
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802E84 

○意見提出箇所（全体） 経理的基礎の判断原子炉設置変更許可の審査では 「経理的基礎」、つ

まり経営基盤の視点が含まれています。原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借り入れ

することができませんでした。原電は、保有する 4 つの原発が動いておらず、東電、関電などか

らの「電気料金の基本料金(電力量ゼロの場合の料金)」でかろうじて破たんを免れている状況で

す。銀行が融資を断念した段階で、原電には経理的基礎はないと判断すべきです。東電と東北電

が経済的支援の「意向」を表明する文書を提出し、「借入金による調達の見込みがあることを確

認した」ことになっていますが、そもそも東電には巨額の公的資金が注入されており、他社の原

発を支援することは許されません。その費用は福島第一原発事故の被災者への賠償へ回すべきで

す。福島をなかったことにしないでください。○意見提出箇所（33～34 ページ） 防潮堤と地盤

の液状化によるルート変更原電は当初、 原発敷地内で液状化が発生する可能性はない前提で「盛

土防潮堤」を採用するとしていました。審査の過程で規制庁から液状化の可能性について指摘を

受け、原電は否定していましたが、最終的に液状化の可能性を認め、 地盤改 良を行い支持杭形

式の「鉄筋コンクリート防潮壁」を設置する方針としました。この設計変更により、低レベル放

射性廃棄物埋設事業所が防潮堤の中に含まれるルートから周辺を避けるルートに変更されまし

た。液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきではないこと、防潮壁の設計変更により、敷地

内に地下水が溜まり、水位を上昇させてしまうリスクが高まること。津波の発生時に低レベル放

射性廃棄物の流出が懸念されること。以上の対策が明らかでないうちに設置許可が行なわれるべ

きではないと考えます。○意見提出箇所（402、416 ページ他） ブローアウトパネルの改善ブロ

ーアウトパネルは、原子炉建屋に設置された開閉扉のことで、 配管破損事故時に流出する水蒸

気や炉心溶融事故で発生した水素が建屋に留まり、建物損壊や水素爆発を起こすことがないよう

に開く設計になっています。また、「閉止の必要があるときは容易かつ確実に閉止操作ができる

こと」が基準規則により要求されています。放出後は速やかに閉まられなければなりませんが、

実施試験において扉のチェーン破損により完全には閉止しませんでした。改善策や再検証が行わ

れない段階で設置許可は行なわれるべきではないと考えます。。○意見提出箇所（全体）東海第

二原発は、2018 年 11 月 28 日で運転開始後 40 年の寿命を迎えます。原発から 30 キロ圏内には

最も多い 96 万人が居住しており、実効性のある避難計画がありません。重大事故を想定した避

難計画を含む原子力防災計画が適切かつ実効性のあるものがどうかを確認する法的手続きがな

く、審査の対象とされないのは重大な欠陥です。周辺自治体６市村と再稼働の事前同意について

新協定を締結していますが、水戸市議会では６月に、「住民理解を得ないままの再稼働は認めな

い」とする意見書を可決しており、同意が得られる見通しは立っていません。また、福島第一原

発事故の検証と事故被害者への賠償等が収束していないなか、福島第一原発と同型で老朽化して

いる東海第二原発を再稼働させるべきではありません.日本を廃墟にしないでください、 

802E85 

報告書の 100 ページの非難燃ケーブル化の検証の内容に関して疑問があります。地震などの機

械的外力により、防火シートに断裂や穿孔が発生して、酸素が供給されていしまい、ケーブルの

外部及び内部からの発熱によりケールが燃焼する可能性が排除できないと考えます。 

802E86 

報告書の 100 ページにおいて、「また、難燃ケーブルとすべき、複合体から安全機能を有する機

器等に接続する非難燃ケーブル及び放射線モニタケーブルは、電線管に収納し、電線管外部から

の酸素の供給防止のため、両端を難燃性の耐熱シール材で処置する」とのことであるが、地震な

どの機械的外力により、電線管が破損・断裂することにより、同ケーブルの防火性能が基準以下

に低下するのではないか。 
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802E87 

意見提出箇所１． P99“規制委員会は、申請者による安全機能を有する機器等における火災の発

生防止に係る設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっているものであることを確認した“と

ありますが、1978 年 11 月 28 日運転開始の東海第二原発において建設時に敷設されたケーブル

は既に 40 年を経過しており、古い東海第二原発のケーブルが一般的な耐用年数を過ぎているこ

と。ケーブル製造業者が規定している耐用年数の目安である 10～30 年をとうに過ぎている。仮

に、今後 20 年間の運転期間の延長が行なわれるならば、48％が非難燃のまま残されるケーブル

は 20 年後には、60 年間に亘って使用するケーブルが存在することになる。つまり、一般的な耐

用年数の上限値である 30 年の 2倍以上に亘って使い続けることになる。「これは、常識的には考

えられない異常な事態と言わなければならない」というのが多くの人たちの思いであり、私も強

い不安を感じます。製造後 40 年以上にわたる使用によって経年劣化が進んでいるケーブルが、

重大事故の環境下で急激に劣化が進行することによって絶縁性能低下が顕在化し、制御不能に陥

る可能性を排除できないのではないでしょうか。東電が 2016 年 10 月に埼玉県新座市の地下で

火災事故を起こした OF ケーブルが、東海第二原発でも継続使用されるということになるのでは

ないでしょうか。防火シートを巻く逆効果の指摘に対して、規制委員会は、「火災感知器、消火

器を備えるからいい」と言っていますが防火シートでケーブルを包みこみ空気が遮断されるか、

あるいは少ない状態になっても、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始

める。例えば、ケーブルが多数、密に束ねられた状態では、火災を発しなくても熱分解熱が蓄積

され、ケーブルを伝わって拡がり、消火が極めて困難となると危惧する声があります。かつての

茨城県安全性検討ワーキングチーム会合でも指摘があり、原電はそれを否定できないことがあり

ました。以上のことから再稼働の認可は断固すべきではありません。２． P416“原子炉建屋内

の水素濃度が低下しないことにより原子炉建屋外側ブローアウトパネル等を開放する場合“とあ

りますが、ブローアウトパネルは、原子炉制御室の作業員を被ばくから守るために閉止の必要が

あるときは、容易かつ確実に閉止操作ができることが基準規則により要求されているものです。

規制委員会が東海第二原発の再稼働に向けた審査で重要な判断材料としていた設備の、6/21 兵

庫県三木市での性能試験において、１分半ほど強く揺らし、縦横５メートル、重さ２トンのパネ

ルが閉じた状態を保てるか試した揺れでチェーンが破損し、パネルは約５センチ開いたトラブル

はあり完全に閉止しませんでした。作業員が手動で閉じ、原電は今後、確実に閉じた状態を保つ

よう設計を変える対策は必要だが、基本的な設計には問題がないとの認識を示し、「きょうの試

験で一つ大きな山を越えた」と規制委員が述べと報道されました。しかし、閉止操作を確認する

実験は完全に失敗だったのではないでしょうか。ブローアウトパネルは、水素だけではなく大量

の放射能を意図的に大気中に放出させる装置になってしまうと言われています。住民の命とくら

しを壊す再稼働は絶対に認めることのないようにお願いします。 

802E88 

審査書案火災による破損の防止の項の 100 ぺページの内容に対してご意見をさせていただきま

す。新規制基準では難燃性ケーブルが義務付けられたはずです。ところが原子力規制委員会は、

非難燃性ケーブルに防火シートを巻くという原電案を了承しております。例えば、その対策で防

火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになりケーブルの機能が失われることによ

って、想定外のことは起こらないでしょうか？ そもそも原子力規制委員会の判断は「原則」を

踏み外しております。原則を踏み外して運転すると、トラブルが起きた時にそこからトラブルが

悪化する危険性があるというのは過去の重大事故の検証を見ても考えられることであります。こ

のような原則から外れることは認めるべきはないと考えます。よろしくお願いします。 
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802E89 

○意見提出箇所（全体） 経理的基礎の判断原子炉設置変更許可の審査では 「経理的基礎」、つ

まり経営基盤の視点が含まれています。原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借り入れ

することができませんでした。原電は、保有する 4 つの原発が動いておらず、東電、関電などか

らの「電気料金の基本料金(電力量ゼロの場合の料金)」でかろうじて破たんを免れている状況で

す。銀行が融資を断念した段階で、原電には経理的基礎はないと判断すべきです。東電と東北電

が経済的支援の「意向」を表明する文書を提出し、「借入金による調達の見込みがあることを確

認した」ことになっていますが、そもそも東電には巨額の公的資金が注入されており、他社の原

発を支援することは許されません。その費用は福島第一原発事故の被災者への賠償へ回すべきで

す。○意見提出箇所（33～34 ページ） 防潮堤と地盤の液状化によるルート変更原電は当初、 

原発敷地内で液状化が発生する可能性はない前提で「盛土防潮堤」を採用するとしていました。

審査の過程で規制庁から液状化の可能性について指摘を受け、原電は否定していましたが、最終

的に液状化の可能性を認め、 地盤改 良を行い支持杭形式の「鉄筋コンクリート防潮壁」を設置

する方針としました。この設計変更により、低レベル放射性廃棄物埋設事業所が防潮堤の中に含

まれるルートから周辺を避けるルートに変更されました。液状化が懸念される地盤に原発を立地

すべきではないこと、防潮壁の設計変更により、敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させてし

まうリスクが高まること。津波の発生時に低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること。以上

の対策が明らかでないうちに設置許可が行なわれるべきではないと思います。○意見提出箇所

（240～241 ページ） 水蒸気爆発の危険性炉心溶融事故が発生し、原子炉圧力容器から溶融燃

料が流出した場合、審査書案では、  「実験的研究と分析から発生確率は極めて低いと判断され

ている」としたうえで、「申請者が水蒸気爆発の発生可能性は極めて低いとしていることは妥当」 

と判断しています。東海第二原発の格納容器は MARK２型であり、事故で炉心溶融が発生した場

合、真下にあるのは水のため水蒸気爆発の危険性が高い構造です。実機の条件を網羅した実験は

行われていないなか、設置許可は行なわれるべきではないと考えます。○意見提出箇所（413 ペ

ージ）  高濃度汚染水への抑制対策福島第一原発事故では、高濃度汚染水の一部が環境中に漏

れ出しました。基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場合等において、「工場等外への放射

性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない」としています。格納容器上

部が破損し放射能が放出した場合、原電の対策は、それを放水砲で叩き落とすというだけで、高

濃度汚染水についての抑制対策がされていません。○意見提出箇所（98～99 ページ） 難燃ケ

ーブルへの代替東海第二原発は、「非難燃ケーブル」が多く使われており、これを「難燃ケーブ

ル」に置き換えることを要求しています。全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」

もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40％、「防火シートを巻く」が約 14％という

内訳になっています。また、何にも対策しないケーブルが 45％以上となります。防火シートで

巻く対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、条件次第では

火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念されます。防火

シートによって延焼は防げたとしても、被覆が損傷しケーブルの機能が失われ、プラントの状態

がわからなくなったり、機器の速隔制御が不能になったりする可能性があるため、火災防護基準

に厳格に従うべきです。○意見提出箇所（全体）東海第二原発は、2018 年 11 月 28 日で運転開

始後 40 年の寿命を迎えます。原発から 30 キロ圏内には最も多い 96 万人が居住しており、実効

性のある避難計画がありません。重大事故を想定した避難計画を含む原子力防災計画が適切かつ

実効性のあるものがどうかを確認する法的手続きがなく、審査の対象とされないのは重大な欠陥

です。周辺自治体６市村と再稼働の事前同意について新協定を締結していますが、水戸市議会で

は６月に、「住民理解を得ないままの再稼働は認めない」とする意見書を可決しており、同意が

得られる見通しは立っていません。また、福島第一原発事故の検証と事故被害者への賠償等が収

束していないなか、福島第一原発と同型で老朽化している東海第二原発を再稼働させるべきでは

ありません。世界の潮流は自然エネルギーです。日本は一日も早く原発とは縁を切り、自然エネ

ルギーで暮らす社会にかじを切りましょう。 
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802E90 

100 ページ目原子力規制委員会は、この審査書案の中で、非難燃性ケーブルをまとめて防火シー

トを撒く方法を認めていますが、そもそも、原子力規制委員会の新規制基準に規定された難燃性

ケーブルの原則から外れています。自分たち自身が原子力の安全のために規定した、難燃性ケー

ブルの例外的な措置を認めることはおかしいと考えます。私が住んでいる取手市で、昨年の 4月

にラーメン屋で建物火災が起こりました。通行人より午前 1 時 46 分に 119 番通報。午前 2 時半

には鎮火。店内厨房の壁などの一部を焼損しました。3 時 27 分に、消防隊は、目視、用手、臭

い、熱画像装置などのあらゆる方法で残火確認実施。各部に熱や煙などがないことを持って判断

してから現場を引き揚げ。消防分団は、その後も警戒に当たり、異常がないので、午前 4時過ぎ

に引き上げ。しかし、午前 4 時 24 分に再度 119 番通報があり、午前 4時 29 分に消防隊・消防分

団が出場。午前 6 時 50 分に店舗全焼し鎮火。出火原因は不明だが、考えられる原因として、ダ

クト内に残っている油などがくすぶっていて、再出火したのではないかと考えられている。この

ように、特に非難燃性の燃えるケーブルをまとめて防火シートを撒くことは、見えない火災の危

険性をアップさせるように見えます。そのため、非難燃性ケーブルをまとめて防火シートを撒く

方法は、本当に安全性を上げるのか、検証を丁寧に行うべきと考えます。 

802E91 

運転開始から 40 年を迎える東海第二原発の再稼働問題だが、東海第二の最大の問題は、ケーブ

ルの問題だろう。2018 年 5 月 2日、参議院会館にて行われた第二回規制庁ヒアリング。その際、

市民団体側から明らかにされた重要な事実がある。東海第二原発は建設時にケーブルに大量の傷

がついた、という指摘である。 ケーブルの傷問題は、現在廃炉となっていないプラントの中で

は、東海第二特有のリスクと言えるだろう。このリスクが規制庁に提出された各種評価に織り込

まれているとは、とても思えない。やはり早急な廃炉しかないと思う。 再稼動などもってのほ

かです。 

802E92 

東海第二原発の 30 キロ圏内には、約 96 万人の人たちが暮らしています。ひとたび事故が起これ

ば、それだけ多くの人たちが安全な場所に避難できるでしょうか？避難計画、避難対策が万全に

行えない状況で、原発再稼働再稼働はありえません。もうこの原発を動かすのは、断念してくだ

さい。 

802E93 

・使用済み核燃料・核廃棄物の行き場を失っている現状で原発の再稼働の容認は許されません 

六ケ所村の再処理工場の試運転終了の度重なる延期で安全審査も出来ない状況が続いています。

しかもフランスとの共同研究も滞っていると聞きます。東海第２原発でも、使用済み核燃料は燃

料プールに置かれた状態です。再稼働されれば、さらにどんどん増えていきます。そのため燃料

プールでの保管方法を工夫して、より高密度の保管を可能にしようとしています。しかし、もし

地震・津波などの天災や人為ミス、テロなどにより燃料プールの冷却水が止まったり、漏れたり

した場合に、最悪核反応に至る事も考えられ、高密度化により反応速度を速めるリスクがありま

す。燃料プールは防御構造が脆弱であることから、極めて危険な行為のように思われます。従来

から言われているように再稼働容認は使用済み核燃料・核廃棄物の処理が具体化され実現の見込

みがついてからというのが本来の有り様ではないですか。 もし、東海第２原発で福１と同様の

原発事故が起きれば、関東全域の３０００万人が被ばくする可能性が十分考えられる状況です。

原発がなくても、エネルギー供給ができている現状において、このようなリスクを負ってまで再

稼働を容認する必要が、どこにあるのでしょうか？ 
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802E94 

II-2 技術者の確保労働契約（ｐ.5）重大事故時や武力攻撃、意図的な航空機の墜落などの時に

は、多数の作業員が放射線量の高い環境の中で、過酷な作業に従事しなければならない。そのよ

うな作業は、警察・消防・自衛隊など生命の危険を伴う作業と同等である。そういう職業に従事

する人々に対しては特別の労働契約が必要である。そのような労働契約を行わない状態では、審

査内容に実効性はない。（理由）福島第一原発事故の際に、多くの作業員が吉田所長の意図に反

して第二原発へ避難するという出来事があって混乱が見られた。それは、重大事故発生を想定し

ない作業条件であったからである。現在の規制は重大事故対処を全面的に電力会社運転員に要求

している。労働安全衛生法第 25 条には、「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるとき

は、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならな

い」と規定している。また、それを補完する通達（昭 47.9.18 基発第 602 号）には、「本条は事

業者の義務として、災害発生の緊急時において、労働者を退避させるべきことを規定したもので

あるが、客観的に労働災害の発生が差し迫っているときには、事業者の措置を待つまでもなく、

労働者は、緊急避難のため、その自主的判断によって当然その作業場から退避できることは、法

の規定を待つまでもないこと」と記載されている。原発の重大事故対処作業として審査書の中で

想定されている労働条件はまさしくこのような環境であり、通常のプラント運転に係る労働条件

とは格段に異なる。当然現場の労働契約を改めなければ審査書が予定している重大事故対処作業

は実現不可能である。III-1.1 基準地震動４．基準地震動の策定(1)敷地ごとに震源を特定して

策定する地震動(22 頁)基準地震動として、採用された最大加速度（水平方向）1009 ガルでも、

すでに原子炉圧力容器スタビライザの強度は限界にある。しかも、東海第 2原発は老朽化してお

り、かつ被災原発である。このような限界状態にある原発は直ちに廃炉にすべきである。［理由］

ストレステスト（一次評価）の結果報告書によると、基準地震動を 600 ガルとした場合に、「炉

心損傷直結」に至る「原子炉圧力容器スタビライザ」の「耐震裕度」は 1.73 と評価されている

（同報告書、ｐ.5-1-10）。つまり、クリフエッジ（耐震限界）に相当する地震動は 1038 ガル（=600

ガルｘ1.73）である。この度採用された基準地震動は 1009 ガルであって、その余裕は 1.03 倍で

しかない。しかも、この計算は、材料が新しくかつ設計・製作誤差がない場合の破断強度に基づ

いた評価である（材料強度が規格値であるか、またはミルシート値であるかは不詳）。建設後 40

年を経ており、かつ東日本大震災を被災した原発であることを考慮すれば、安全性が保障されて

いない原発といわなければならない。ほかにも余裕のない部位は、主蒸気配管（裕度 1.80）、原

子炉冷却材再循環系配管（同 1.77）、低圧炉心スプレイ系配管（同 1.88）、残留熱除去系配管（同

1.80）、炉内建造物（同 1.74）、原子炉圧力容器（同 1.89）などがある。 

802E95 

（条項）II-4 品質保証活動体制（意見）品質マネジメントシステム（QMS）を中心とした社内

体制の構築を行なうこと。（理由）検証・確認の対象が品質保証であることに国内外の動向から

の決定的な遅れを感じる。産業界では 2000 年に改定（現在は 2015 年版）された ISO9001「品質

マネジメントシステム（QMS）」を中心に据えて、マネジメントシステム自身の不断の改善を求め

ている（代表的なツールが PDCA サイクル）。品質管理(QC)、品質保証（QA）等の活動は QMS の一

環としてマネジメントの対象となるべきものである。現状の「品質保証活動体制」を「品質マネ

ジメント体制」の構築として、社内 QM 体制の全面的な見直し、組み立てと、それに見合った ISO

基準を始めとする国際基準に合致した QM 関連文書の改定・整備が必要である。 

802E96 

申請者の適格性及び経理的基礎（別紙 2）経済産業大臣宛て日本原電は東京電力に債務保証を求

めており、それが実現してようやく安全対策費が捻出できるという経理状態にある。そのような

公的資金に依存している会社の債務保証を頼りに再稼働の設備投資を行うという計画自体が、不

確実なものであり、かつ道義的にも許されないことである。［理由］東京電力は、実質上経理的

には破たん状態にあり、政府資金に支えられて営業を続けている。そして、当面の計画では、22

兆円の資金援助を受け、そのうち 16 兆円を 30 年間で返済するとしている。そのためには年間 5

千億円余の利益を継続して稼がなければならない。年間 5 千億円の純利益を稼ぎ出している会

社は国内には 10 社に満たず、かつ連続してその規模の利益を稼ぎ出すことはきわめてむずかし

い。しかも、電力業界は自由化の方向にあって今後競争が激しくなるから、市場環境は現在より

厳しくなる。さらに、上記の 22 兆円は、すべての賠償および事故処理費用を賄うに十分とはい

えない現状での暫定試算であって、たとえば日本経済研究センターの試算ではその 2 倍以上の

費用発生（50～70 兆円）を予測している。そのような無理を重ねた計画に正統性はない。 
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802E97 

審査書案 p241 など 東海第二原発の格納容器は MARK2 型。万が一の事故で炉心溶融が発生した

場合、真下にあるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構造になっている。しかし、審査書

案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は極めて低い」として、評価を行っていない。根拠を示す

べきだ。 まもなく運転 40 年を迎える老朽原発である東海第二原発は、ただちに廃炉にすべき。 

802E98 

（P1～）重大事故を想定した避難計画を含む原子力防災計画が適切で実効性のあるものかどうか

を確認する法的な手続きがなく、審査でも検討の対象となっていないのは重大な欠陥である。要

援護者の避難、安定ヨウ素剤の配布、スクリーニング場所の確保、避難経路の特定など、実効性

ある避難計画は立てられず、万一の場合、住民の被ばくが前提となる原発は稼働すべきでない。

また、原子炉設置変更許可の審査には「経理的基礎」が含まれており、再稼働の審査対象となっ

ており、パブリックコメントでも対象にすべきである。銀行が融資を断った段階で、日本原電に

経理的基礎はないと判断すべき。東京電力は、ＡＤＲの和解案を蹴ってまで、被災者への賠償を

値切っているのが実情であり、銀行に代わって資金を差し出すのはおかしい。原電との契約を打

ち切り、無駄な基本料金を払うのもやめ、被災者の賠償にあてるべき。日本原電は、負債が膨ら

まないうちに、きちんと破綻させるべきである。（P34)液状化が懸念される地盤に原発を立地す

べきではない。防潮壁が崩れない保証はない。防潮壁の設計変更により、敷地内に地下水が 溜

まり、水位を上昇させてしまうことになる。原子炉建屋についても排 水ポンプが停止し、地下

水位が地表近くまで上昇し、建屋内に流入するリスクが高まる。福島第一 原発事故では、これ

が大量の汚染水発生の原因となった。集中豪雨の際、敷地内が水浸しになるおそれもある。この

ような場所に立地すべきではない。低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策 はまだ明らか

でない。放射性廃棄物が流されるようなことはあってはならない。他にも東海再処理工場やそこ

に設置された高レベル廃液タンクなど周辺には危険物がある。 少なくともそれらの津波対策が

明らかでないうちに再稼働すべきではない。（審査書案 P240～）ブローアウトパネルは、水素だ

けでなく大量の放射能を意図的に放出させる装置である。放水砲では放射能の拡散を止めること

はできない。水素だけを放出するような別の対策を講ずるべき。閉止操作を確認する実験は失敗

したのだから、再稼働を許可すべきではない。（P74～77）火山灰の影響評価について、シミュレ

ーション約 49 センチに対し、設計層厚 50 センチでは保守性が見込まれていない。さらに大

きい値にすべきである。50 センチも火山灰が降る状況では救援も避 難もできない。このような

場所に立地すべきでない。火山灰が設計層厚の 50 センチを超えると原子炉建屋の屋根が崩れ

る危険性が生じるのは問題がある。除灰もできず対応しようがない。強度不足ではないか。設計

をやり直すべき。またシュラウドの点検周期について、中性子照射量が多い部分は約 4.6 年間

隔でビデオカメラによる映像確認による目視点検を実施するとのことだが、ビデオカメラの映像

では、ひび割れを見落とすこともあり、またカメラが入れない箇所もある。中性子脆化の状況を

把握のための試験を行い予測式を立てているようだが、予測式があてになる保証はなく、脆性破

壊の可能性が大いに考えらえる危険性もある状況で再稼働は認められない。 （P99）難燃ケーブ

ルでなければならない場所についても、非難燃ケーブルに「防火シー ト」を巻いたものを使う

とのこと。防火シートで巻く対策では、防火シートを通しケーブルが加熱され、被覆材が熱分解

を始め、 条件次第では火災がケーブルに伝わって拡がり、 消火が極めて困難となるといった状

況が懸念される。また、防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブ

ルの機能が失われ、プラントの状態がわからなくなったり、 機器の遠隔制御が不能になったり

する可能性がある。火災防護基準に厳格に従うべきでありこのような状況で再稼働すべきではな

い。（P465～）基準規則 61 条は「基準地震動に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を

喪失しないようにする」ことを要求。緊急時対策所の機能は、「重大事故等に対処するために必

要な指示」を行うことで、免震機能は必須であり、このような状況で再稼働は認められない。

（P413～）福島第一原発事故における高濃度汚染水は、原子炉の冷却水が溶融燃料に触れ、格納

容器下部の破損口からの流出により生じ一部、環境中に漏れ出た。また、建屋に入り込んだ地下

水が 混ざることにより、大量の汚染水が生じた。基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場

合等において「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければなら

ない」としているが、原電の対策は、格納容器上部が破損し、気体の放射能が放出した場合、そ

れを放水砲で叩き落とすというだけで、高濃度汚染水という形態での放射性物質の放出について

の抑制対策はない状況で再稼働は認められない。 
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802E99 

IV-1.2.1.3 全交流動力電源喪失ｐ.165 代替原子炉補器冷却系として可搬式熱交換器ユニットを

手動で接続し、それによってサプレッション/チャンバーの熱水を冷却することを計画している。

それは、装置としての信頼性が低いばかりでなく、作業者にも過酷な手動操作を要求することで

あり、きわめて信頼性が低い。格納容器内に噴射する水は、放射能を含まない水を供給すべきで

ある。その上、格納容器内の水噴霧は水蒸気爆発の危険があるので、適切ではない。［理由］可

搬式ユニットは、それ自体信頼性が低い。その上、高温でかつ放射線量の高い熱水を格納容器ド

ライウェル内に放射することはさらに放射線レベルの高い空間を多く作ることになって望まし

くない。IV-4.12 発電所外への放射能拡散を抑制ブローアウトパネル（ｐ.416）ブローアウト

パネルを開放することは放射能を発電所外へ大量に放出することを前提としており、また、その

構造から、いったん開放したらシールが困難である。格納容器から管理しながら過圧ガスを放出

するシステムとしてフィルタ・ベントを設けるのであるから、同様に管理しながらろ過してガス

放出するシステムに変更するべきである。IV-4.12 発電所外への放射能拡散を抑制放水砲

（ｐ.416）ブローアウトパネルから放出する場合に、「放水砲による放射性物質の大気への拡散

抑制を行う」ことを前提としている。放水砲はいわば水鉄砲であり、それで 3 次元に拡散する放

射性物質含有のプルームを洗浄するというのはまったく不可能である。福島第一原発事故の際に

ヘリコプターで使用済み燃料プールに海水を投下して、一種の精神主義を演じたが、それよりは

るかに効率が低い。このような不合理はやめるべきである。文献：筒井哲郎「水鉄砲で火の粉を

落とす：形骸化する規制審査」『科学』Vol.85 No.5 (2015) p.506-509IV-4-15 計装設備及びそ

の手順等 ｐ.437 水位計は改善が必要である。現在の水位計は冷却機能を失ったときに水位計

測不能に陥り、重大事故対処を不能にする。（理由）審査書は依然として旧来の「差圧式水位計」

を使用するとしている。このタイプは、福島原発事故の際に、基準水位面が蒸発して水位が TAF

以下になっても、TAF 以上と誤解させて、大災害への誘因の一つとなった。この水位計を交換し

なければメルトダウンに至る重大事故に対処できない。IV-4.18 緊急対策所及びその居住性等に

関する手順等 ｐ.465 緊急対策所は免震構造であるべきである。ｐ.467 に「耐震構造にする」

と言っているが、免震性こそが居住性の必要条件であり、この判断では審査を尽くしたとは言え

ない。（理由）免震重要棟の必要性は、東京電力柏崎刈羽原発と福島第一原発で清水社長以下経

営者たちが痛感したと言っている。福島第一原発事故の際には、3 月末までのテレビ電話におけ

る発話数は合計 3万 4432 回で、そのうち吉田所長の発話数は 5559 回である。そして、同所長は

事故発生から 72 時間の後に精魂が尽きて、休憩に入ったという（NHK スペシャル『メルトダウ

ン』取材班『福島第一原発 1 号機冷却「失敗の本質」』2017 年、ｐ.228）。事故が大地震をきっか

けに発生した場合、初期の緊迫した時期は余震が頻繁に襲ってきて、もし免震機能のない部屋で

最大の緊張を強いられながら、多面的な状況認識と敏速な判断を強いられたら、だれしもミスを

犯すであろう。そのような危機を乗り越えるためには少しでも冷静が保てて、外乱のために神経

が乱されることを防ぐ環境が必要である。すでに、その必要を痛感したと言いながら、従業員の

作業環境に思いが至らない経営者に管理能力があるとどうして言えようか。 

802E100 

（意見） 原電に必要な工事資金を調達する経理的基礎はなく、規制委員会の判断は拙劣と言わ

ざるをえない。（理由）規制委員会はＨ３０年７月４日付けの審査書案関連の書類（別紙１）に

て、「工事に要する資金の調達は可能と判断」、「日本原電には必要な経理的基礎があると認めら

れる」と明記している。最低でも１７４０億円と見積もられている規制基準への適合ならびに４

０年を超える運転延長のために必要な工事費用は東電ならびに東北電力による資金支援を前提

にしたものである。しかしながら、以下の諸点でこの経理的基礎の根拠はきわめて薄弱であり、

規制委員会の判断は誤っていると断言せざるを得ない。１ 必要資金の総額が不明確。東電、東

北電力による支援「表明」額は、報道されている１７４０億円を超えてもなお有効なのか？２ 

原電の純利益は３・１１以前であっても極めて低い水準で推移している。例えば、２００６年か

ら２０１０年の平均は約２２億円であり、２０年間の延長運転を行なったとしても借入金額には

到底及ばない。投資計画そのものが破綻しているのである。３ 東電は支援の根拠として、「良

質な電源を安価で調達することは経営上のメリットである」との主旨を述べている。「良質」か

どうかは措くとしても、原電の販売料金に上述の貸付金返済額を加味したらとても安価とはいえ

ない。購入電力の料金レベルならびに融資の回収スキームを含めた財務的合理性の根拠の提示な

しに、規制委員会が東電・東北電力の資金支援表明の書面のみをもって経理的基礎があると判断

することはあまりの手抜き審査と言える。４ 市中銀行が融資に応じない計画に経理的基礎はな

い。 
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802E101 

多くの茨城県民が東海第 2原発の再稼働には反対しており、6月には水戸市議会でも反対決議を

採択している。東海第 2 原発の 30 キロ圏内には水戸市の 27 万人も含め 96 万人が住んでいま

す。ひとたび原発事故が発生すれば、住民避難はできません。 東海第 2原発は運転開始から 40

年の寿命を迎える老朽原発であり、数年前にも炉心シュラウドにひび割れが確認されていて、老

朽原子炉の劣化が起きている。規制委員会は再稼働の許可を与えてはいけない。 

802E102 

火事の危険性について先日も建設中のビルで大きな火災が発生して、多くの方々が死傷した。バ

ーナーの火花の引火が原因であった。東海第２原発の耐火ケーブルについて、取り替えられない

ものが多くあるときき、心配している。すべてのケーブルを耐火ケーブルに取り替えるべきであ

る。そしてそれができないなら廃炉にするべきである。 

802E103 

（条項）ＩＶ－４・１５計装設備及びその手順等(重大事故等防止技術能力)（意見）２０１１年

３月１１日の東北地方太平洋沖地震時、東海第二原発で発生した計装電源喪失により原子炉水位

（広域帯）の計測が一時不可能となったことへの根本的解決がなされていない。（理由）地震と

津波に伴う外部電源と一部非常用電源の喪失時に中央計器室の記録計とプロセスコンピュータ

データに記録の欠落が生じた。とりわけ、原子炉水位（広域系）の記録が数時間にわたって途絶

えたことは深刻な問題である。記録計による Historical Trend の把握はオペレーターが事態の

推移を把握する上で、また後日の経過究明の上で欠くべからざる情報である。なお、日本原電は

「指示計には一貫して表示がなされており対処出来ていた」と主張しているようだが、検出器へ

の電源も一時的に喪失した模様であり、指示計への表示も 37 分間にわたって途絶えたことが疑

われている。重大事故時にもっとも重要な原子炉水位計測の不具合については徹底的な原因の解

明と根本的な解決が不可欠である。１９７０年代に建設された本計装設備はＤＣＳ（分散型制御

設備）とは異なり旧式のアナログ型計装であり、性能(演算速度、保有データ量、冗長信頼性等々)

は大きく劣る。加えて、上述の３・１１の際の不具合は老朽化に起因するトラブルとも推察でき

る。電気・計装設備の老朽化が懸念される本設備の安全・信頼性向上のためには、DCS を中心と

した計測・記録・制御システムへの抜本的な更新が不可欠である。 

802E104 

津波対策、特に防潮堤の工事について東海第２原発の防潮堤の地盤には流動化の恐れがある。現

在申請されている工事のやり方でほんとうに津波に対応できるのだろうか。とても不安である。

柏崎原発の防潮堤は流動化でだめになる恐れがあるというが、東海第２はほんとに大丈夫なのだ

ろうか。福島原発の事故で、東電の元取締役の刑事裁判では、東電元取締役側は「たとえ対策を

うっていても、あの事故は防げなかった」と主張している。だったら原発をう動かすべきでない

と検察側の指定弁護士は主張している。あの事故から７年たったが、事故の記憶が風化して、危

機感が薄れてきているのではないか。ほんとに今申請されている防潮堤などの津波対策で、津波

による過酷事故を防ぐことができるのか。 

802E105 

１ページはじめに、「経理的基礎に係る規定に関する審査結果は別途取りまとめる。」について。

（技術的な事柄ではありませんが、あえて意見を書かせていただきます。） 今回の一連の東海

第二原発の審査において、規制委員会は原電に対し、『「経理的基礎」の健全性』的な根拠の提示

を強要して来た印象があります。このことは、今までの規制委員会の仕事とは異なり、とても恣

意的な事柄として感じられます。東北電力・東京電力・経産省から、文章等の「同意」を得、そ

の結果を公表していることが、規制委員会の仕事とは思いません。原電の「経理的基礎」に問題

がないというイメージの操作を、規制委員会が積極的に行っていると言わざるを得ません。 2

千億円弱の工事費用を拠出し工事完成させても、地元自治体の再稼働不同意の判断により、東海

第二原発が運転されない可能性も十分あります。本来、福島第一原発事故の被災者支援や福島第

一原発の廃炉作業に使われるべき東京電力の資本が、原電の債務の保証のため、全くムダになる

可能性もあります。絶対に許されることではありません。 私は、経理的基礎のない原電に、原

発を動かす資格はないと思います。 
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802E106 

東海第二原発の設置変更許可申請に対する審査書案には以下の理由で反対する。審査書案ｐ1～

3 の「２．判断基準および審査方針」において、運転開始から 40 年を超えた原発の運転延長に

必要な技術的「基準」「ガイド」が明示されていない。それにもかかわらず政府は原子力規制委

員会の安全審査を通った原発は再稼動するとしている。このため「例外的」にのみ認められると

されている稼動期間の 20 年延長が常態化している。審査書案ｐ99～100 で老朽原発に特徴的な

可燃性の電源ケーブルの火災対策について、本来ならすべて交換する必要がある。日本原電は非

難燃ケーブルについては、非難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い、結

束ベルト及びシート押さえ器具により固定することにより複合体を形成する方針を示し、これを

審査では実証抜きで了承した。しかもこの工法の有効性を確かめる実証試験は工事計画認可の審

査に先送りしている。審査書案ｐ200～240 の格納容器破損防止対策において、老朽原発に特徴

的な原子炉圧力容器の中性子線照射による脆化、脆性転移温度の上昇の影響がどのように考慮さ

れているのか明確ではない。審査書案ｐ16 以降で基準地震動及びいわゆる「レシピ」の適用に

ついては島崎邦彦氏など地震学の専門家の意見もあり議論はいまだ収束していない。また、熊本

地震のように複数回の強い揺れの影響について考慮されていない。このような重要事項について

結論を急ぎ見切り発車することは許されない。慎重な検討が必要である。審査書案ｐ74 以降で

火山の影響について「火山ガイド」にもとづき原子力発電所の運用期間における火山活動に関す

る個別評価をおこなっているとしている。しかし、「火山ガイド」は原子力規制庁の「基本的な

考え方」により歪められ、火山科学で危険性を具体的に指摘できないのであれば、そのリスクを

無視することを容認している。こうした状況でいかに「個別評価」において「影響を及ぼす可能

性は十分に小さい」と評価しても、到底それを納得することはできない。審査書案ｐ319 以降の

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備及び手順等では炉心が著しく損傷する重

大事故において、注水により熔融炉心を冷却することを想定している。このことは大量の放射能

汚染水の発生を意味する。福島第一原発では放射能汚染水、とくにトリチウム水が莫大な量にな

り、その処理のめどがたっておらず、事故の収束には程遠い状況にある。原発再稼働の前提とな

る原子力規制員会の審査は、この福島での事態を打開する対策の確立を待って行われるべきであ

る。さらに、審査書では重大事故を想定した避難計画を含む原子力防災計画が適切で実効性のあ

るものかどうか、適合性審査でも検討の対象となっていないのは重大な欠陥である。 
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申し訳ありませんが、8/1 に送付した提出意見２．に意見を追加していますので、再度送付いた

します。差し替えをお願いします。意見提出箇所１． P99“規制委員会は、申請者による安全機

能を有する機器等における火災の発生防止に係る設計方針が、火災防護基準の規定にのっとって

いるものであることを確認した“とありますが、1978 年 11 月 28 日運転開始の東海第二原発に

おいて建設時に敷設されたケーブルは既に 40 年を経過しており、古い東海第二原発のケーブル

が一般的な耐用年数を過ぎていること。ケーブル製造業者が規定している耐用年数の目安である

10～30 年をとうに過ぎている。仮に、今後 20 年間の運転期間の延長が行なわれるならば、48％

が非難燃のまま残されるケーブルは 20 年後には、60 年間に亘って使用するケーブルが存在する

ことになる。つまり、一般的な耐用年数の上限値である 30 年の 2 倍以上に亘って使い続けるこ

とになる。「これは、常識的には考えられない異常な事態と言わなければならない」というのが

多くの人たちの思いであり、私も強い不安を感じます。製造後 40 年以上にわたる使用によって

経年劣化が進んでいるケーブルが、重大事故の環境下で急激に劣化が進行することによって絶縁

性能低下が顕在化し、制御不能に陥る可能性を排除できないのではないでしょうか。東電が 2016

年 10 月に埼玉県新座市の地下で火災事故を起こした OF ケーブルが、東海第二原発でも継続使

用されるということになるのではないでしょうか。防火シートを巻く逆効果の指摘に対して、規

制委員会は、「火災感知器、消火器を備えるからいい」と言っていますが防火シートでケーブル

を包みこみ空気が遮断されるか、あるいは少ない状態になっても、防火シートを通してケーブル

が加熱され、被覆材が熱分解を始める。例えば、ケーブルが多数、密に束ねられた状態では、火

災を発しなくても熱分解熱が蓄積され、ケーブルを伝わって拡がり、消火が極めて困難となると

危惧する声があります。かつての茨城県安全性検討ワーキングチーム会合でも指摘があり、原電

はそれを否定できないことがありました。以上のことから再稼働の認可は断固すべきではありま

せん。２． P416“原子炉建屋内の水素濃度が低下しないことにより原子炉建屋外側ブローアウ

トパネル等を開放する場合“とありますが、ブローアウトパネルは、原子炉制御室の作業員を被

ばくから守るために閉止の必要があるときは、容易かつ確実に閉止操作ができることが基準規則

により要求されているものです。規制委員会が東海第二原発の再稼働に向けた審査で重要な判断

材料としていた設備の、6/21 兵庫県三木市での性能試験において、１分半ほど強く揺らし、縦

横５メートル、重さ２トンのパネルが閉じた状態を保てるか試した揺れでチェーンが破損し、パ

ネルは約５センチ開いたトラブルはあり完全に閉止しませんでした。作業員が手動で閉じ、原電

は今後、確実に閉じた状態を保つよう設計を変える対策は必要だが、基本的な設計には問題がな

いとの認識を示し、「きょうの試験で一つ大きな山を越えた」と規制委員が述べと報道されまし

た。しかし、閉止操作を確認する実験は完全に失敗だったのではないでしょうか。ブローアウト

パネルは、水素だけではなく大量の放射能を意図的に大気中に放出させる装置になってしまうの

では？と多くの不安の声があがっています。「5 重の壁で守られ、万万が一事故が起きても大丈

夫！」という強い安全宣言のもと建設され、運転してきた東海第 2原発は、東電福島原発事故後

停止してきた老朽原発です。さらにブローアウトパネルの新たな設置によって穴だらけの建屋に

なる恐ろしさを感じずにはいられません。住民の命とくらしを壊す再稼働は絶対に認めることの

ないようにお願い致します。 

802E109 

日本原電は廃炉専門の企業として再生すべきです。経営的に、事故を起こし税金が投じられた東

電からは原発再稼働のための資金をもらうべきではありません。東海第二原発は老朽化のため即

時廃炉にし、延命のために予算を使うべきではありません。廃炉中も、使用済み核燃料の乾式貯

蔵化など、地震・津波による重大な事故に繋がらない方策をすぐに取流べきです。 

802E110 

東日本大震災で被災していながら 40 年。維持コストを削りながらの 20 年延長、とても恐ろしく

て孫たちに顔向けできません。96 万人の避難計画のお粗末さ、障がい者さん・要介護者さんな

ど社会的弱者への置き去りっぷり、SDGｓ（国連持続可能開発目標 2030）の「誰一人取り残さな

い」の精神に真っ向から反します。福島被災者の ADR を拒絶しておきながらの東電の資金投入。

道徳心を思い出し、子供たちの目に向かって延長します、と言える人、経済成長神話を理由に逃

避しているだけかと。このようなパブコメにかかる予算や時間すら、あまりに非生産的です。優

秀な頭脳の皆さんには、分散・循環・節制型の再生可能エネルギーへのシフトにこそ尽力してい

ただきたいと切に切に、本当に切に願います。よろしくお願いします。 
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802E111 

原電の「経理的基礎」について 自力で再、生できない会社を認めてはいけない。原発技術の評

価と共に、経理的評価は重大。過酷事故に経済的補償が出来ない会社は、そもそも原発を動かす

権利がない。 再稼働をみとめたなら、貴規制委も重大な共犯者となる。原電の経済的・経理的

分析を科学的に行い、原発運営に問題ないことを天下に示してください。 

802E112 

福島第一原発事故の原因究明はできていません。あの事故の被害から人々も地域も回復していな

いというのに、おなじ沸騰水型軽水炉である東海第二を稼働することは暴挙でしかありません。

まだ 7 年しかたっていないというのに、あの甚大な事故を教訓としない今回の原子力規制委員

会の設置変更許可には反対です。近年、世界各地で地震が多発しています。地震国日本で、原発

を稼働することは、国民の生命を無視することと同じです。30 キロメートル圏内に約 100 万人

が暮らしています。事故がおきたらどこにどう非難するのか、避難計画はあるのでしょうか。原

子力規制委員会は、その計画を確認していますか。それをなしに許可するのはあまりにも無責任

ではないでしょうか。 

802E113 

初めに、科学的・技術的意見という制限を付け続ける規制委のスタンスに抗議します。原発は一

部科学者や技術者の見解ではなく、国民的問題なので、どんな意見も集約する姿勢が見えず、極

めて傲慢です。日本原電は、所有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電

気料金」でかろうじて破たんを免れている。安全対策費を自己調達できませんので、経理的基礎

はありません。資金援助する東電は巨額の公的資金が注入されているので、他社の原発を支援す

ることは許されません。負債を抱えた企業にもかかわらず他社に資金援助する企業があるのでし

ょうか？あまりに非常識で、何でもありで再稼働させることは合ってはならないことです。東海

第二原発は、まもなく 40 年を迎える老朽原発です。基本 40 年で廃炉の原則を捻じ曲げても再稼

働を容認してはいけません。まして、東日本大震災のときに津波をかぶり、つなわたり運転を３

日半続けてようやく冷温停止にいたった被災原発です。再稼働中に再び大きな地震と津波に襲わ

れたら取り返しがつきません。規制委であろうと、誰であろうと防潮堤の補強で安全とは言い切

れませんが、規制委は安全と言い切れるのでしょうか？30km 圏内には約 96 万人の居住者への配

慮を欠いた適合には、東日本大審査の教訓が微塵も感じられず。規制委の不誠実な審査に心底怒

りを感じます。 

802E114 

第 18 会原子力規制委員会の配布資料 1の中の、『案』第 100 ページ以降について 貴委員会は、

この審査の中で、非難燃性ケーブルに防火シートを巻く措置を認めているが、それで十分な防火

対策になるとは考えられない。原則はすべてを難燃性ケーブルにすべきなのだが、経費の問題か

ら非難燃性ケーブルに防火シートを巻くことを認めたものだと思う。しかし、このような例外措

置を認めると、緊急時に予測できない事故が発生する危険性がある。対策として認められた防火

シートについて考えてみる。シートによって空気が遮断されるか、少なくなる状態は作れるだろ

うが、防火シートを通してケーブルが加熱されると、ケーブルが束ねられているような場合には

被覆材が蓄熱によって、熱分解されてしまう危険性がある。そうなると、火災はケーブルを伝わ

って拡がり、消化が困難になって、重大事故を引き起こしかねない。原発において、ケーブルの

安全性は非常に重要である。電力用ケーブルにしても計装・制御用にしても、それらに異常が発

生したら、プラント全体の安全性が失われてしまう。炉内の状態がわからなくなったり、機器の

起動や停止ができなくなったりする危険性がある。更には原発が暴走してしまうことさえ考えら

れよう。このような事故を防止するためにケーブルの健全性は極めて重要である。代替措置でま

かなえるようなものではない。特に東海第二原発のように 40 年を経過し、本来運転を止めなけ

ればならない原発において、ケーブルの健全性が確保できないのは致命的である。したがって、

東海第二原発の再稼働は認めるべきではない。 

802E115 
原発再稼働反対！想定外の事故を起こしたら首都圏も汚染されてしまう。避難計画なしの再稼働

案はありえない！ 
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803E1 

想定外が普通に起こりえるという意見書を書きます。原発を建設するときに活断層があると分か

っていたらその地を避けて建設します。ところが福島原発事故以降の再調査によって滋賀原発、

泊原発、東通原発、敦賀原発が活断層の上にあるとされています。電力会社は活動性ないと主張

しているが、活動性あるかないかは判断のしようがないのが現状だからあってはいけない活断層

の上に発電所をつくってしまったということが問題、いわゆる想定外ですまた、最大地震動の算

定でも実際の地震動では柏崎刈羽原発の例でも想定以上の実際の方がずっと大きく、いわゆる想

定外福島原発事故では貞観地震の調査記録から警告があったにもかかわらず想定外として無視

した結果の大災害では東海第 2 原発ではどうか？３．１１大地震で冷却水ポンプと非常用発電

機どちらも故障しました。かろうじて残った発電機とポンプで九死に一生を得て大事故を免れた

が “想定外の判定負け”でした。多少部品を新しくしてもケーブルの一部を新しくしてもすべ

て新しいわけではないので老人の痛む歯をセラミック歯にしたようなもので根本はやっぱり老

人であることは同じ さらに昨今の気候変動による高温であらゆる装置の制御装置の劣化が進

み、主要な機器が正常でも周辺のユーティリティの不具合で思わぬ誤動作が発生、中央制御室で

は原因と対策を判断できないうちに手遅れということも考えられます。 このようなことに必ず

バックアップがあるから大丈夫とか言いますがジャンボジェット機が御巣鷹山に墜落の原因の

ようにすべての油圧装置が一度にダメージを受けたようにやっぱり想定外のところに障害が起

きてバックアップがあっても運転ができないということが起きる これをもっと具体的に書け

ば、補機系統の電源ケーブルケース内での火災（すべて難燃性ケーブルでないので起きる）が発

生、バックアップ含めてすべての安全装置が操作不能となる。 このようなことが起こりえる、

自然火災でなくテロということなら弱点を突くわけなのでどんなことでも起こりえるそれでも

事業者側は安全神話を壊れたレコードのように言うのです。 どんなに言いくるめても高いとこ

ろのものは落ちるという本質危険はなくすことはできない、生まれた以上老いて死ぬという原則

を変えることはできない である以上、本質危険のないエネルギーの自然エネルギー技術に原発

に注ぐ無駄予算を投資して本当に安心安全なエネルギーを得る、その段階に現代人は生きている

ということを知るべきです。 これは原発のみならず火力発電が発生する CO2 で人類が危機に

向かって進んでいることも同じで早急な自然エネルギー利用社会への維新を行うべき時代と知

るべきです。経産省の役人、有識者と呼ばれる人は少なくても一般人より多少は知識があるので

だから率先してその方向を示すべきでしょう 

803E2 

審査書案２２５，２５５ページ IV-1.2.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損） 1-1（2）1（丸数字） 解析手法 IV-1.2.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用  1.

（2）1（丸数字） 解析手法 原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい率は，「原子炉格納容

器内の圧力に応じた設計漏えい率を用いる。」とあるが，「原子炉格納容器内の圧力に応じて設計

漏えい率を基に評価する。」が適切ではないか。 

803E3 

「東海第二原発の 30 キロ圏内には 96 万人が暮らしているそうですね。この方たちが、事故が起

こったときに安全に避難できる計画が不十分なまま再稼働するなどあってはならないと思いま

す。また、空気・水はどこまでも広がり、放射能による汚染は限界なく拡大していきます。汚れ

た水が大地に降って、海に流れ出ていく。汚染の循環は断たれません。本当に人に害を与えない

ためには、原発は不経済すぎる発電だと思われます。人と地球に安全ではないものの稼働は止め

るべきです。 

803E4 

審査書案２３４ページ IV-1.2.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）3.（２）Cs-137 の放出量評価におけるベント経路の影響「原子炉格納容器の許容漏えい率に

基づいて原子炉格納容器内圧力に応じた漏えい率を仮定し」とあるが，「原子炉格納容器の設計

漏えい率に基づいて原子炉格納容器内の圧力に応じて漏えい率を仮定し」が適切ではないか。 

803E5 

審査書案２５４～２５６ページ IV-1.2.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 1.（2）1（丸数

字）解析手法，2（丸数字）解析結果 東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書では「高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」で示された Cs-137 の放出量評価が，審査書では「溶

融炉心・コンクリート相互作用」で示されている。記載箇所の誤りではないか。 

803E6 

審査書案２５６ページ IV-1.2.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 1.（2）2（丸数字） 解

析結果 原子炉格納容器から環境への Cs-137 の放出は，「原子炉格納容器が健全であるため，

設計基準で見込まれた原子炉格納容器からの漏えい率を考慮する」とあるが，「原子炉格納容器

内の圧力に応じて設計漏えい率を基に評価した漏えい率を考慮する。」が適切ではないか。 
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803E7 

東海第二原発を再稼働させるべきではない。理由）福島第一原発事故は収束しておらず、検証も

終わっていないなかで、福島第一原発と同型で老朽炉である東海第二原発を動かすべきではな

い。多くの茨城県民が反対しており、周辺の自治体で反対決議もあがっている。再稼働の同意を

得ることは非常に困難であり、早急に廃炉を決めるべきである。30 キロ圏内に約 100 万人がく

らし、避難計画の策定はほぼ不可能である。 

803E8 

40 年という期限があるのにそのルールを変更してまで危険を冒す価値がどこにあるのか。福島

の事故から何も学んでいない証拠だ。福島はまだ収束していないし、できるはずもない。原子力

の専門家が人間の手に負えるものではないと断言しているのに、まだそんなものにしがみついて

いるのは狂気の沙汰。もんじゅの解体作業だって手を付けられず、福島の汚染水は海に流し、「除

染」などとふざけたことを言って集めた土などの処分場がないから日本中にばらまくなんて狂っ

ている。痛み分けをするって一体どんな了見なのか。腹黒い世襲議員に支配された日本では、金

の群がるバカ者たちがどんどん常識の通じない社会を作っている。こんな国に住みたいのか。安

心して食べるのも、安心して生活することも、息をすることさえもできない。一体だれのためな

のか。経済がそんなに大事なのか。そんなに大事に思う経済ですら下降線をたどる一方。どんな

口から出まかせを言ったって、今の日本経済が停滞し改善する兆しはない。そして原発をその出

まかせのために使っている有様。原発など必要ない。これからの日本は再生可能エネルギーで十

分やっていける。その分野をどんどん育てていかなければならない。こんなにポテンシャルのあ

るクリーンなエネルギーこそ自信大国の日本には望ましい。すべての原発を廃炉にしろ。廃炉作

業だって、何十年かかるか分からない。手遅れになる前に、また事故が起こる前に、さっさと始

めろ。福島の被害者に謝罪しろ。いままで日本中に建てた原発のある市町村に真実を話せ。札束

で顔を叩いて、うそをついて作ったことを謝罪しろ。核のゴミをこれ以上増やすな。発電しなく

ても維持費が莫大にかかるようなものはさっさと片付けろ。原発は要らない。北朝鮮や中国が日

本の脅威であるなら、すぐにでも全原発の解体作業に入れ。凍土壁だのできもしないことに一体

どれだけの時間と労力、金を無駄にしたのか。素人でもわかるようなバカなことにじゅいやす時

間と金があるなら、汚染を食い止めることを考えろ。福島はアンダーコントロールだなんてどこ

かのバカに言わせて地球市民をだませたと思うな。子どもにだってわかる。アンダーコントロー

ルならば、デブリの回収をさっさとしろ。やくざや外国人を使って非人道的な作業をするのをや

めろ。オリンピックに使う金があるなら、福島のために使え。オリンピックのために人権侵害を

するな。 

803E10 

日本中すべての原発は即時廃炉にすべき。地震大国の日本に原発は要らない。クリーンな再生可

能エネルギーだけで十分。どんなうそをつこうと、みんなもう気が付いている。原発は高くて危

険なエネルギーだと。危険と隣り合わせになってまでそんなものを使う必要はないと。福島の事

故から学べないのを恥じよ。避難計画は出来ているのか。できているはずもない。なぜなら、福

島の事故と真剣に向き合わず、逃げて忘れることを待つことにしかエネルギーを使っていないの

だから。東電は被災者に謝罪もしないし、補償もしない。そんなバカな話があるか。持っていた

ものをすべて奪われた人たちのことをどう思っているのか。うそをついて原発を作らせたくせ

に、大惨事になったらケツをまくって逃げるとは、人間のすることじゃない。恥を知れ。詐欺師

め。そんなものをいつまでも置いておかずにさっさと解体しろ。老朽化した原子炉をこれ以上使

うな。置いておくな。維持費が莫大にかかるのだからなおさらさっさと片付けろ。 

803E12 

廃炉のルールを変えてまですることか。この地を第 2の福島にするつもりか。事故が起こった時

の責任の所在は。事故が起こった時の詳細な避難計画は。福島の事故でもうすでにだれも責任を

取らず、被災者に差材も補償もしないことが分かっているのに、だれが再稼働などに賛成できる

ものか。日本は十分に汚染された。今後何百年も人間の住むべき場所でななくなった。それをさ

らにひどくする必要があるのか。原発利権の人間を肥やすために私たちの生活を差し出すわけに

はいかない。再稼働反対。福島返せ。原発反対。原発今すぐ廃炉。 
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803E13 

1．原子力施設の地震力に対する安全は地震が来て始めてわかる。  構造物は下式を満足した

とき安全であると判断する。      「地震力より構造耐力が大」地震力は地震が起きて構

造物に地震力として入力したとき初めて地震力の数値を知ることが出来る。一方、構造耐力は構

造体に地震が入力したとき初めて抵抗力が生じる。従って構造体が上式を満足するかどうかは地

震が来てみなければわからない。２．構造耐力及び地震力の予測で、安全確認をすることが出来

るか？予測は誰でもが何にでも可能だが、予測する対象物によっては予測で判断してはならな

い。地震力で場合によっては壊れることがある構造物、建築や土木構造物等は、構造計算をする

などの予測により安全を確認することにしている。絶対に壊してはならないものは、壊れないで

あろうとする推理、推論、推量、予測で、安全を確認してはならない。原子力を扱う施設構造体

はこれに当たる。3．構造物が損傷したとき、周辺住民を避難させなければならないものは絶対

に壊してはならない構造物としなければならない。「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の

発電用原子炉設置構造物」は絶対に壊してはならない構造物に該当する。2014.3.26 原子力規制

委員会記者会見で「規制委員会が実施している適合性審査は絶対安全って言う意味で安全ではな

い」と発言した。原発は絶対安全でなければならない。原子力規制委員会認めることはできない。 

803E14 

１．全般的な意見・福島第一原発事故は 7 年後の今も収束しておらず、検証も終わっていない。

福島第一原発と同型で経年 40 年の老朽炉である東海第二原発を再稼働すべきではない。・多く

の茨城県民も反対しており、水戸市議会が６月に再稼働反対の意見書を可決するなど周辺の自治

体で反対決議もあがっている。（2018 年 7 月 5 日朝日新聞）・３０キロ圏の１４市町村には全国

の原発で最多の９６万人が住んでおり、これらの人々を避難させることは非常に困難である。 

各自治体は計画の策定が義務づけられているが、これまでに作ったのは３市だけ。２７万人を抱

える水戸市は９万人分の避難先が確保できていない。２．地盤の液状化と防潮壁（審査書案 P34）

原電は当初、原発敷地内で液状化が発生する可能性はない前提で「盛土防潮堤」を採用するとし

ていた。審査の過程で規制庁から液状化の可能性について指摘を受け、原電は否定していたが、

最終的に液状化の可能性を認め、地盤改良を行い、支持杭形式の「鉄筋コンクリート防潮壁」を

設置する方針とした。地盤改良と防潮壁の設計変更により、閉じ込められた地下水位が地表近く

まで上がるため、廃炉となった東海発電所の廃棄物を埋めておく低レベル放射性廃棄物埋設事業

所については、当初は防潮堤の中に含むルートであったものを、埋設事業所周辺を避けるルート

に変更された。＜意見／理由＞・液状化が予想される地盤に原発を立地すべきではなく、防潮壁

が崩れない保証はない。・防潮壁の設計変更により、敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させ

てしまうことになる。原子炉建屋についても排水ポンプが停止し、地下水位が地表近くまで上昇

し、建屋内に流入するリスクが高まる。福島第一原発事故では、これが大量の汚染水発生の原因

となった。集中豪雨の際、敷地内が水浸しになるおそれもある。このような場所に立地すべきで

はない。・低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策はまだ明らかでない。放射性廃棄物が流

されるようなことはあってはならない。・他にも東海再処理工場やそこに設置された高レベル廃

液タンクなど周辺には危険物がある。少なくともそれらの津波対策が明らかでないうちに再稼働

すべきではない。３．溶融燃料の水蒸気爆発（審査書案 P240～）東海第二原発では、炉心溶融事

故が発生し、原子炉圧力容器から溶融燃料が流出した場合、あらかじめ水深１メートルで水張り

したペデスタル部に落とし、水冷することにしている。そこで溶融燃料と水が接触し、水蒸気爆

発が生じる恐れがある。審査書案では、「実験的研究と分析から発生確率は極めて低いと判断さ

れている」としたうえで、「申請者が水蒸気爆発の発生可能性は極めて低いとしていることは妥

当」と判断しているが、実機の条件を網羅した実験は行われていない。 

803E15 

多くの茨城県民が反対しており、周辺の自治体で反対決議も上がっている。現実的な避難計画も

ないまま再稼働を行うことは許されない。万一のことがあった場合、日本原電、認可した国は責

任が取れるのか。 
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803E17 

３頁 ３．本審査書の構成 人口密集地に原発があってはならないはずです。なきものにされて

しまった「原子炉立地審査指針」の基本的考え方には、「仮想事故の発生を仮想しても周辺の公

衆に著しい放射線災害を与えないこと」と明記されています。公衆が著しい放射線災害の被害者

とならないようにするのが、規制当局としての、第一の任務ではないですか。審査書案には、そ

のことが一切触れられていないのは納得いきません。福島事故の放射線災害の規模を検証して、

新たな原発立地審査指針を作成し直し、そもそもそこに原発があってよいかどうか、現存する全

原発について、審査をやり直すべきです。その作業を省略している審査書案には、重大な欠落が

あります。 さらに、住民の避難計画について、自治体に丸投げしているのは、規制当局の責任

逃れです。公衆に放射線災害を与えないため、少なくとも原発周辺５０キロ圏内の住民全員が初

期被曝を避けるために逃げ込める放射線防護施設を、電力会社の費用負担で事前に設置させるこ

と、その後の避難計画、移住計画などについても審査するのが、原子力規制委員会の任務ではな

いでしょうか。原子力防災計画について、原発再稼働を許可する審査の要件にしていないこと

は、規制委員会の怠慢です。審査書案には、原子力防災についての審査結果が不可欠です。 以

上２つの根本的欠落がある審査書案は、原子力災害被害者となりうる首都圏住民として、到底受

け入れるわけにはいきません。欠落事項の審査を新たに行い、結論を出し直すよう求めます。 

803E18 

原発利権に群がる人間に、コントロール不能な原発を託すことはできない。一つ一つの小さなミ

スを数えれば、だれがどう考えても原発が安全だなんて言えないのにもかかわらず、いまだに安

全神話を使って国民をだまそうとしている。恥を知れ。福島の人々に直接会って、目の前でまだ

そんなウソを言えるのか。ふざけるな。規制委員会と称するなら、規制をしろ。お前らは寄生し

ているだけだ。すべてを奪われた人の苦しみや悲しみが分かるか。福島で解体作業に没頭しろ。

デブリを取り出してこい。 
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803E19 

「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書

案」（以下「（案）」とする）に対する意見を以下に提出ページごとに列挙します。99 ページ下か

ら 4行目「ただし、申請者は、非難燃ケーブルについては、非難燃ケーブル及びケーブルトレイ

を不燃材の防火シートで覆い、結束ベルト及びシート押さえ器具により固定することにより複合

体を形成する方針を示した。この複合体が、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能

を有することについて、外部の火炎に加え、複合体内部からの発火の想定も考慮して、以下のと

おり、複合体に対する設計目標を定めて、その成立性を実証試験により確認するとしている。」

これは、そもそも火災防護基準に規定された難燃性ケーブルの原則から外れている。このような

例外措置を認めるのであれば、以下の質問に答えて欲しい。1.「確認するとしている」というこ

とは、まだ確認していないということか？2. 当該原子力発電施設において使用されている非難

燃ケーブルの総長を教えて欲しい。また、その非難燃ケーブルを覆うためにどのくらいの防火シ

ートを必要とするのか概算量を教えて欲しい。また、その作業に掛かる日数等具体的な計画につ

いて教えて欲しい。3.当該原子力発電施設において使用されている非難燃ケーブルは表に出てい

る状態なのか？つまり容易に防火シートで覆うことができる状態なのか、教えて欲しい。（通常

の建物ではケーブル類は壁中を這わせてあるなど、様々な様態で配置されている。全部が表に出

るように当該原子力発電施設では設計をしてきたのか？）4. 従来のケーブルの点検方法につい

て具体的に教えて欲しい。5.防火シートで非難燃ケーブルを被覆した場合に内部の断線等のチェ

ックはどのように行うのか。目視は不可能と思われるが、他のどのような方策を考えているの

か、教えて欲しい。6. 防火シートでケーブルを覆う場合に、一本一本のケーブルを巻くのか、

それとも複数のケーブルをまとめて覆うのか教えて欲しい。また複数のケーブルを巻いた場合

に、放熱不良による火災を誘発するリスクが生ずるが、それをどの程度と見繕っているのか教え

て欲しい。7. 防火シートの材質を教えて欲しい。8. 従来用いられている防火シートも一時的に

火炎を防ぐという程度の用途で用いられるものであり、それは避難の時間を稼ぐという意味であ

ると私は理解しているが、この「（案）」で用いられている防火シートはどのような火炎であって

も燃えることがない材質出てきているのか？もしそうであれば、一体、廃棄はどのようにするの

か？教えて欲しい。防火シートの表と裏で温度差はどの程度と想定されているのか。9. 防火シ

ートの耐用年数を教えて欲しい。10. 防火シートの繋ぎ目の養生の仕方を開示して欲しい。つな

ぎ目から炎が入る、あるいは熱が伝播する可能性をどのくらいに見積もっているのか。187 ペー

ジ～188 ページ「１－２ 崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系が故障した場合)」について「4. 安

定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び低圧代替注水系（常設）によ

り、炉心の冷却を継続するとともに、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容

器内の冷却を実施する。」とあるが、逃がし安全弁を用いた場合、その弁を通して放射性物質が

拡散される危険はいかほどと算定されているのか。またその範囲はいかほどと算定されているの

か。東海第二原発は近隣に水戸を始めとする大都市を抱え、多くの住民が周囲に居住している。

山の中や、海の孤島にある発電所ではない。もし山の中や海の孤島であったとしても、風に乗っ

て、あるいは海流に乗って長期的には放射性物質の飛散は予見される。ましてや、周囲には多く

の居住区域が存在するのであるから、爆発は元より、放射性物質飛散は絶対に防がなければなら

ない。逃がし安全弁が無ければ稼動できないような装置の再稼動には反対だ。 以上 
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803E20 

「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書

案」（以下「（案）」とする）に対する意見を以下に提出ページごとに列挙します。28 ページ「４．

荷重の組合せと許容限界の設定方針」に関して、4（１）「常時作用している荷重及び運転時 に

作用する荷重と基準地震動による地震力との組合せに対する評価にお いて、」等、様々に作用す

る荷重・応力を念頭において、許容限界を設定しているが、建築構造物の経年劣化によって、地

震耐力の低下が懸念されるが、経年劣化に関してはどのように評価をするのか？わかりやすく書

くべきだ。30 ページ（2）「その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界 のひずみに対して

十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を 及ぼさないこと。」とある。が、ここで

いう破断延性限界のひずみの具体的な数値を教えて欲しい。また十分な余裕は破断延性限界の何

パーセントを想定しているのか？判り易く書くべきだ。30 ページ（2）「応答が全体的におおむ

ね弾性状態にとどまること」とあるが、建物全体が揺れた時に建物の中で応力に不均一が生じる

心配はないのか。つまり、配管の（特に）継ぎ目等に応力が集中し破断する可能性はないのか、

考えを教えて欲しい。また、応力が弾性状態にとどまるということは、変形は弾性変形だけつま

り可逆的に元に戻る変形しかなく、塑性変形は想定していない、ということでよいのか。また、

一般の建物を考えてみても全体的におおむね弾性状態にとどまったと考えられるような（倒壊も

変形も余りしていないように見える）建物であっても、内部はぐちゃぐちゃということはよくあ

る。弾性状態というのは一体どのような状態を指すのか？明確に指し示すべきだ。30 ページ（2）

「その施設に要求される機能に影響を 及ぼさないこと。」とあるが、そもそも論であるが、Aの

基準を設けるのに、「Aの機能に影響を及ぼさない」という書き方はよくわからない。Aの機能に

影響を及ぼさないための基準を書いているのであるから、A の機能に影響を及ぼさないように基

準を設定するのは当たり前ではないのか。 別の発電所（例えば B とする）で、ある地震が起き

た時に壊れなかったという実績があるから、その実績に基づいて、Bで用いられた基準を Aでも

援用します、などの具体的な事象・実験結果があるのならば、それは説得力がある。しかし、実

験結果があるわけでもなく、過去の何らかの地震のデータを援用するというわけでもなく、東海

第二原発で破壊実験が行われたわけでもないのに、「機能に影響を及ぼさないように基準を設定

しました」、といわれても、これを丁寧な説明であると認めるわけにはいかない。卓球の球の基

準は、卓球板に落とした時に弾性係数が 1 であることであるが、これはつまり、きちんと跳ね返

って卓球が出来ればいいのだというような基準の設け方である。卓球のような単純な現象であれ

ばそれでもいが、複雑な建物、機器、配管の場合に、「機能に影響を及ぼさないように基準を設

定しました」というような説明では私は納得できない。31 ページ（３）津波防護施設、浸水防止

設備等に関して、津波による海水が防護施設を乗り越えて入ってきてしまった場合に、防護施設

があると却って海水が排出されないのではないか。その際の、対策は考えてあるのか。教えて欲

しい。59 ページ c. 取水口付近の漂流物当該原子力発電所の北に位置する日立港、南に位置する

常陸那珂港に停泊中の大型船舶が津波によって漂流し、発電所敷地に影響を与える可能性につい

て検証がされていないのはなぜか？東日本大震災では実際に岩手県において大型船舶の漂流が

発生しているが、そのことは情報として知っているか？この事例に関しては検証する必要がある

と私は考える。 以上 

803E21 

敷地内が液状化することは、日本原電も認めている。防潮堤が崩れた場合に備えてどの様な方策

を実施するのか、具体的に示してほしい。もし無いのであれば、日本原電はどう考えているのか、

見解を明らかにしてほしい。 
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803E22 

「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書

案」（以下「（案）」とする）に対する意見 215 ページ 基準を超えた津波が敷地に遡上すること

によって東海第二原発に重大事故が発生する場合、東海第二の南 2.8ｋｍに位置する旧・動燃の

再処理施設（現・原子力研究開発機構・核燃料サイクル工学研究所）においても東海第二と同確

率で重大事故が発生すると予見される。両者を連携させた事故対策が必要ではないのか。他の核

施設と友好的に有効な連携をとることは念頭に置かないということであれば、再稼動は一切承服

できない。同業者とも連携を取れない企業が地域住民と連携を取れるとは考えられないからだ。

28 ページから 473 ページ 1. 「地震が起きても大丈夫なように基準を作った」「津波が来ても大

丈夫なように基準を作った」・・・だから大丈夫だ、という論調であるが、では万が一に「地震

が来たけれど大丈夫ではなかった」場合、「津波が来たけれど大丈夫ではなかった」場合に、で

はどうするのか、ということは書かれていない。準備万端で臨みますという決意、決意をこれだ

けしているから大丈夫に違いないという申請者ならびに許可者の希望だけが示されている。事故

が起きた場合にすぐに避難できるわけではないので、このような杜撰な認可は近隣に住む者とし

ては納得できない。対策を練ったが万が一に何か起きてしまった時に、ここまではできます、こ

ういう対策は練っています、というような明確な方針を申請者は示すべきであるし、それがなけ

れば認可者は認可すべきではない。一旦事故が起こった場合には、周囲の人間に速やかにヨウ素

を配布します、周囲の人間全員を避難させる費用は、いかなる長期間にわたろうとも全て日本原

電がもちます、避難は日本原電がすべて責任を持って行います、避難民の全財産を保証しますと

いうような表明でも構わないが、そういうものがないのであれば、原発の再稼動には反対せざる

を得ない。 もっとわかりやすい例を挙げれば、病気が起きないようにみんなに予防接種を受け

させます、というのは当たり前。全員に予防接種を受けさせたが、なぜか免疫がつかなかった人

が発症した場合の病院・医師・看護師ならびに医薬品の確保までも視野に入れて初めて行政とし

てのスタートラインに立ったといえる。 今回の案は、これだけ考えたから大丈夫、と原子力規

制庁や日本原電の希望的な予測を書いてあるだけで、対策すらもまだ現実に実行していない。非

難燃ケーブルを防火シートで覆うということもまだしていないどころか、非難燃ケーブルを防火

シートで覆ったものが、難燃ケーブルと同等の防炎性があるということもまだ確認していない

（ので現実には本当にそうなのかわからない）。こんな見切り発車のような認可は聞いたことが

ない。こんな状態では、再稼動を承服することは到底出来ない。 2. 通常の災害と原子力発電

所の災害の違いについての考察・検証が甘いのではないか。通常の災害は、止めれば後は収束に

向かう、というものだ。しかし、原子力発電所の場合は、発電を止めれば収束に向かうのではな

く、電気が止まってしまうと炉心が過熱したり、大爆発につながる。一般の事故と物事の起こり

方が違う。人々が慣れ親しんだ発想方法、止めればなんとかなる、というのと全く発想を変えね

ばならない。このような発想の根本を変えねばならない状況に対処する術をまだ我々は持ってい

ないと思う。であるから、原子力発電施設が、住宅密集地に存在することがそもそも無理なこと

ではないのか。 補足：以下の二つの質問・意見は技術的なものではないが、再稼動を認可する

というのであれば認可者もまた申請者も答えなければ成らない質問であるし、それに対して意見

を持つべきだ。 第一が出資の問題。日本原電に東京電力が出資するのは国民としては承服でき

ない。東京電力は普通であれば倒産していて全くおかしくない企業だが、税金を投入する形で倒

産を免れている状態だ。その不良企業が他の企業に出資するといった場合に、その原資は元を質

せば国税ではないのか。このような経済行動は、倫理的におかしい。このような経営を国税を用

いて行うことを国民として看過出来ない。東海第二原子力発電所の再稼動が東京電力の援助を前

提とするのであれば、技術以前の問題として、再稼動は倫理的に許されない。 第二に住民避難

の問題だ。この「（案）」には住民避難のことはまったく触れられていない。一旦事故があれば、

それが小さかろうと、住民への影響は甚大だ。多くの住民が避難を強いられる。そのことに関し

ては全く触れようとしないのは不誠実といわざるを得ない。このような不誠実な企業に対して再

稼動を承服することは全く出来ない。 
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803E24 

頁 74 から頁 77 福島原発過酷事故は、地震それもマグニチュード 9 という想定外の事故によ利

引き起こされたと一般に考えられているのではないでしょうか。日本はプレート理論では、太平

洋、フィリピン、ユーラシアプレートがぶつかり合う位置にあり、地震に加えて、火山の爆発に

対しても想定外などというセリフは、こと原子力発電所の運転には禁句であることは、福島の事

故で明白であります。東海第二原発の火山の爆発の影響では、赤城山の爆発による降灰の影響が

検討されていますが、設計層厚 50 センチは、シュミレーションの結果が 48.8 センチと出ている

ことから余裕が無さすぎます。7/30 日の毎日新聞 3 面には、富士山爆発による東京への影響に

ついて気象庁の研究が載っておりますが、それによりますと最大で 30 センチから 1 メートルに

達するとの研究結果が報告されています。赤城山の噴火で 50 センチの降灰で、建屋崩壊の危険

性があるようでは、過酷事故に繋がりかねず、福島の事故の再来となり故郷を追われるのは何と

しても避けたい。 

803E25 

格納容器が破損した場合、放射性物質の拡散を抑制するための設備が義務付けられている。日本

原電の対策は、格納容器の上部が破損した場合に放水砲で叩き落とすというだけだが、この方法

により放射性物質の拡散を抑えられるという科学的根拠は示されているのか。関東地方に居を構

える国民として、大丈夫であることのエビデンスを公開されることを求める。国が認可するので

あれば、国側の見解も聞かせてほしい。 

803E26 

（審査書案 p.98）全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケー

ブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳になっています。防

火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも対策しないケーブルが 45%以上となりま

す。「防火シートで巻く」対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され被覆材が熱分解を

始めたり、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった

状況が懸念されます。また、防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケ

ーブルの機能が失われることによって、プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制御

が不能になり得ます。「何も対策しない」45％では、非難燃性の OF ケーブルがそのまま残ること

になり、リスクをかかえることになります。 （審査書案 p.33）当初、日本原電は防潮堤の設置

場所として、低レベル放射性廃棄物埋設事業所を含む敷地全体を取り囲むこととし、セメント固

化盛土形式の防潮堤を採用するとしてました。しかし、その後、地盤の液状化の可能性が否定で

きないことや、表層地盤の地盤改良等による地下水の流況に及ぼす影響を考慮して、低レベル放

射性廃棄物埋設事業所周辺を避けるように防潮堤のルートを変更しました。津波時に、低レベル

放射性廃棄物の流出が懸念されること、事故時に防潮堤により地下水がさまたげられ、地下水位

が上昇し、施設が水浸しになる可能性があります。東日本大震災時に地震や津波の被害を受け電

源設備が壊れたように、事故が起こることがあり得ます。 (審査書案 P413~) 福島第一原発事故

における高濃度汚染水は、原子炉の冷却水が溶融燃料に触れ、格納容器下部の破損口から流出し

て生じ、一部が環境中に漏れ出ました。また、建屋に入り込んだ地下水が混ざることにより、大

量の汚染水が生じています。 基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場合等において「工

場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない」としていま

すが、原電の対策は、格納容器上部が破損し、気体の放射能が放出した場合、それを放水砲で叩

き落とすというだけで、高濃度汚染水という形態での放射性物質の放出について の抑制対策は

ありません。東海第二原発は 2018 年 11 月 28 日に運転開始 40 年の寿命を迎えます。すでに様々

な問題が浮かび上がっている老朽化した原発を更に動かすことに懸念を感じます。 

803E27 

事故を起こした福島原発の処理がまだ始まってもいないのに、再稼働などあり得ません。個人的

には、元東電の職員だったので、あの会社の公務員体質、無能さも知っています。30 キロ圏内に

９０万人以上。非常事態に陥った時、助けられないに決まっています。リスクが大きすぎます。 

803E28 

千葉県在住だが、４０年前の老朽原発の稼働は絶対やめてほしい。福島原発の処理も終わってい

ないし、核燃料処理もまともにできないのになぜ動かすのか？福島の時も津波対策を怠った自民

党は何も責任をとらなかったじゃないか。 
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803E29 

意見提出箇所（34 ページ）３－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係）についてその前のペ

ージ６．津波防護施設（防潮堤）の審査の経緯 から引用>>第四系の層の一部の砂質土層等にお

い て液状化の可能性が否定できないという規制委員会からの説明を求める文に記載されている

ように液状化が懸念されている地盤でありそのようなところに原発を立地することはあっては

ならない。科学的・技術的な意見が一般市民の何名に出せるのかとても疑問です。しかし、パブ

コメくらいしか私たちの声を公に見てもらえる機会がないのでこのような簡単なものでも提出

させていただきます。本当は、審査から外れている防災計画の欠如とか老朽化が進むのに動かし

続けることへの懸念なども市民の不安です。広く市民の意見を募ってそしてできればくみ取って

いただきたいです。そのような姿勢でいていただきたいです。 

803E30 

p.322 に、「重大事故等対処設備の設計方針」が記されているが、具体性に欠けていると言わざ

るを得ない。１．「ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び ATWS 緩和設備（代替再循環系ポ

ンプトリップ機能）」という表記がある。この後にも数回、出てくる。 ATWS 緩和設備と総称す

る設備のなかに、「代替制御棒挿入機能をもった設備」と「代替再循環系ポンプトリップ機能を

もった設備」の２種類あるということと解釈したが、そうであれば、「ATWS 緩和設備」という呼

称ではなく、その機能にふさわしい設備名を表記するのが普通だと考える。それをしないのは、

その機能をどのように実現するかという見通しが立っていないからではないのか。 設置変更許

可審査は、「基本設計」を対象にするものであるとは言っても、実は、その「基本設計」すらで

きていないということを示すもので、これでは審査した事にならないのではないか。２．規制委

員会が平成 27 年 1 月 7 日に開催した「特定重大事故等対処施設について」の会合で配布した資

料「特定重大事故等対処施設について（平成 27 年 1月 7日）」では、p.1 の図に、特定重大事故

等対処施設として、「緊急時制御室」を設置する事が示されている。これは、中央制御室がなん

らかの理由により使用不能となった場合に、原子炉の一定程度の監視と制御を行うバックアップ

制御室の機能をもつものと考えるが、この緊急時の制御機能を東海第二発電所においてどう具体

化するのか、審査書案には全く記されていない。 5 年間の猶予措置があるにせよ、特に 40 年

以上も前に設計された原発の場合、新規制基準に必要な設備を追加しようにも不可能なこともあ

り得るので、設置変更許可審査の段階において、実現の可否を検討する必要があると考える。 

以上、述べてきたとおり、「重大事故等対処設備の設計方針」について、満足に審査したとは認

めがたく、新規制基準に適合しているとは言えない。 

803E31 

審査書案３７８ページ IV－４．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順

等（第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７関係）２．（１）3（丸数字）手順の方針 

「全交流動力電源喪失時の手順の優先順位を 3（丸数字）－１）a.，3（丸数字）－２）a.の順に

設定して明確化していること（中略）などを確認した。」とあるが，3（丸数字）－１）a（代替

循環冷却系による減圧及び除熱）が期待できない場合は，外部電源喪失と設計基準対象施設の非

常用所内交流動力電源喪失の重畳に加え，可搬設備を含む重大事故等対処施設の電源も喪失して

いると考えられるため，3（丸数字）－２）ｂ.（格納容器圧力逃がし装置による減圧及び除熱（中

操操作））ではなく，3（丸数字）－２）a. （格納容器圧力逃がし装置による減圧及び除熱（現

場操作）を優先する手順を妥当と確認した旨を明確化すべきではないか？＜参考＞手順 3（丸数

字）－１）ａ.：代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順手順 3（丸数字）

－２）ａ.：格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順（現場操作）

手順 3（丸数字）－２）ｂ.：格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の

手順（中操操作） 

803E32 

ブローアウトパネル（ｐ.416)本来、ブローアウトパネルが開くということは、あってはならな

いことですが、事故時、建屋に溜まった水素等を逃がし、水素爆発を防ぐのが目的とされていま

す。水素と一緒に放射性物質も放出される危険があります。放射性物質の拡散を防ぐために、放

水砲で水をかけるとしていますが、そんなことで放射性物質の拡散が防げるとは信じられませ

ん。他のもっと確実な方策を講じるべきです。また、パネルの耐震性を調べる実験ではパネルが

きちんと閉じずに実験は失敗でした。再稼働すべきではありません。 

803E33 

科学的・技術的なことに絞ってのパブコメ事態に 疑問があるそもそも、人口が 100 万人近い地

域で万が一の事故が起きた時にその人たちの安全を守りつつ避難させる技術があるのだろうか。

避難計画がきちんとあることが、原発の安全の最後の壁であったはず。そして、東海第二原発は 

まもなく 40 年を迎える 老朽原発。再稼働させることには、リスクが高すぎるこのまま廃炉に

する、というのが、合理的な考え方と思う。 
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803E34 運転 40 年になる老朽原発の再稼働は危険 

803E35 

東海第二原発の再稼働及び、運転延長は絶対にしないでください。□非難燃ケーブル使うのは基

準に則っていないと思います。 (審査書案 P99)古い東海第二原発は、「非難燃ケーブル」が多 

く使われていました。火災防護基準はこれを「難 燃ケーブル」に置き換えることを要求してい

ます。 ところが原電は、難燃ケーブルでなければならな い場所についても、非難燃ケーブルに

「防火シー ト」を巻いたものを使うとしています。防火シートで巻く対策では、防火シートを

通し てケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、 条件次第では、火災がケーブルに伝わっ

て拡がり、 消火が極めて困難となるといった状況が懸念さ れます。また、防火シートによって

延焼は防げた としても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が 失われ、プラントの状態がわか

らなくなったり、 機器の遠隔制御が不能になったりする可能性が あります。火災防護基準に厳

格に従うべきです。福島の事故で、180 キロ離れた私の住む松戸市も、汚染されてしまい、幼い

子どもたちに、安全な遊び場や安全な食べ物を用意するのは大変なことでした。もう放射能を撒

き散らす原発事故はこりごりです。40 年も稼働させた東海第二をそうまでして動かすのは、も

はや国民のためとも思えません。この老朽原発を廃炉にする判断こそ、規制委員会が行うべき仕

事だと思います。 

803E36 

受付番号：201808010000482427 への追加である。 「審査書案 98 頁から 100 頁に、火災発生防

止の観点から、ケーブルの難燃化問題と代替措置としての複合体化などについての評価が記され

ているが、ケーブルについては、火災発生防止の観点のみならず、本来有している機能の健全性

が確保されるのかという観点での検討が極めて不十分と考える」として、問題点を２つに分けて

指摘したが、さらに１点を追加したい。問題点３． 『日立原子力_創成期の仲間たち 昭和 32

年～50 年頃』と言う日立製作所の内部資料（平成 21 年 1月発行）に、東海第二発電所建設時に

ケーブル敷設作業において、「ケーブルシースに 3,000 か所に及ぶ磨耗損傷個所が発見された。

損傷はシースを貫通しない程度から介在物露出、介在物損傷、導体絶縁損傷、導体損傷まで程度

の差は広く（中略）損傷個所をケーブルメーカーが修復」と言う記述がある。 日立製作所が編

纂した『東海第二発電所建設記録』にも、ケーブルに傷が付いた過程について詳細に触れている。

これによれば、「損傷は合計 620 点」とあり、そのうち 10 点は再布設したが、残り 610 点は「補

修」で済ませたことになる。本来、全数取り替えてしかるべきをそうしなかったのは、建設が遅

れてしまうという理由だったと思われるが、まさに「弥縫策」というほかない。 傷がついたケ

ーブルを「補修」で済ませたことにより、ケーブルの経年劣化を早めてしまうという問題が発生

する可能性が考えられるが、火災対策、地震対策と言う面からも検討されてしかるべきである。

即ち、傷が残っていることによって、燃え易さが増したり、地震の際に引っ張る力が加わり断線

し易くなるという可能性の検討である。 こうした課題は、劣化評価に属する問題ではないので

「運転延長審査」ではなく、「設置変更許可審査」段階でやられてしかるべきだと考えるが、も

し、やっているなら示されたい。 いずれにしても、以上に述べたてきたことを検討のうえ、審

査したとは認めがたく、新規制基準に適合しているとは言えない。  なお、この問題について

は、2018 年 5 月 2 日に行われた、市民団体による規制委員会ヒアリングの場で問題提起と資料

が提供されていることを申し添えておく。 また、『岩見浩造◆の福島原発事故研究ブログ』に

おいて、「【規制庁も原電も】東海第二のケーブルは大量の傷がついていた【把握せず】」として

詳細に論じされているので、参照されたい。http://iwamin12.cocolog-nifty.com/ 

803E37 

◎日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉は原則 40 年間の運転期間が本年 11

月と目前に迫っており、このような直前期に技術審査を実施し、かつ審査合格として 40 年ルー

ルをなし崩しにすることは、他の老朽化した原子力発電所を延命させることにつながり、事故の

可能性を増大させる。なお、高浜原子力発電所については、１年以上かけて厳格な審査を行った

にもかかわらず、今回の東海第二発電所に関しては、審査が短兵急で行われている印象は否めな

いところ。◎原子力規制委員会作成の本審査書案作成にあたっては、日本原電による工事計画資

料の提出が前提となる。当該過程において、日本原電は資料提出の遅延、不備などを連発してい

る。本審査書案には当該内容は記載されていないが、万が一のミスも許されない原子力発電の再

稼働に関して考慮が必要ではないか。また、本年春には、規制委員会の一部委員から「日本原電

には技術的な能力面に課題がある」とのコメントもあった。上記 2点を鑑みると、本審査書案を

元に設備面の安全性を判断することへの課題はないといえるのか。国民の生命・財産に多大な影

響を与える可能性を有する東海第二発電所の再稼働の前提となる本審査書案は最高が必要では

ないかと考える。 
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803E38 

以下に意見を述べます。P86（2）近隣の産業施設の火災・爆発について申請者は「外部火災ガイ

ドは、近隣の産業施設の火災・爆発に対して、安全施設の安全機能が損なわれないよう防護設計

を行うために、発電所敷地外の石油コンビナート等に火災・爆発が発生した場合における発電所

への影響（飛来物による影響を含む。）を評価する方法を示している」とし、P88 で「規制委員会

は、申請者による近隣の産業施設等の火災・爆発に対する設計方針が、外部火災ガイドを踏まえ

たものであり、算出された危険距離及び危険限界距離等に対して、必要な離隔を確保すること

で、安全施設の安全機能が損なわれないようにするものであることを確認した」あります。 し

かし、「算出された危険距離及び危険限界距離等」についてどのように確認したのか明確に示さ

れていない。また、1997 年のアスファルト固化施設での爆発事故について評価が行われたのか？

方法が示されていても、実施されなければ意味がない。P99（2）安全機能を有する機器等におけ

る火災の発生防止について、申請者は、3． 難燃ケーブルは、実証試験によりケーブル単体で自

己消火性及び延焼を確認したケーブルを使用する。また、非難燃ケーブルを使用する場合は、難

燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性を確保するための措置を講じた設計とし、実証試

験により自己消火性及び延焼性を確認した上で使用するーよう対策を講じるとしている。また、

この点について、P100 で規制委員会は「非難燃ケーブルを使用する場合は、難燃ケーブルを使

用した場合と同等以上の難燃性を確保するための措置を講じた設計」については、申請者による

これらの設計方針が、火災防護基準に規定している事項と同一ではないものの」としながら、「こ

の設計目標の成立性を確認する実証試験には～、十分な保安水準が確保されることを確認した。

難燃ケーブルとすべき、複合体から安全機能を有する機器等に接続する非難燃ケーブル及び放射

線モニタケーブルは、それ単体では延焼を確実に防止できないものの、電線管に収納し、電線管

外部からの酸素の供給防止のため、両端を難燃性の耐熱シール材で処置する設計とすることによ

り、十分な保安水準が確保されることを確認した。」としている。しかし、規制委員会が「確認

した」根拠となるデータも示されず、「十分保安水準が確保された」とは到底容認しがたい。ま

た、「火災防護基準に規定している事項と同一ではないものの」と斟酌するのは「基準はあって

なきが如し」と同じことであり、こちらも容認できない。その他 再稼働後、停止した原発が 2

基あるが、いずれも、再稼働に当たり審査は行われていたはずである。2018 年 3 月 31 日、玄海

原発３号機（佐賀県玄海町）は再稼働から 1週間目、高浜原発４号機（福井県高浜町）は再稼働

後 3日目に停止している。これらの原因は何か、技術的問題は何かなどの解決がされぬまま、別

な原発を再稼働するのは、異議を申し立てたい。 

803E41 

原子力の専門家が人間には制御不要だと言っている原子力発電が、福島の大惨事以降もどうして

日本で稼働されているのか。原子力規制委員会はその独立性が全くなく、職務が全く機能してい

ない。そんな人間たちの手にこんな危険なものを任せるわけにはいかない。責任感もなく、事故

が起これば真っ先に逃げ出し、国民には正確な情報を公開せず、ひた隠しにして改ざんするよう

な人間に原発を動かすことは不可能。万が一真剣に考えていると言いたいのならば、福島穂大惨

事を片付けろ。汚染水を海に流すな。汚染土を国中にばらまくな。亡くなった人、病気になった

人、具合の悪い人の補償をしろ。福島で被災した人々、汚染されたすべてが元に戻ってから寝言

を言ってみろ。そうすれば聞いてやらないでもない。避難計画を詳細に練り、住民に公開し意見

を問え。それもできないうちから再稼働するなんて夢にも思うな。原発は日本にも世界にもいら

ない。こんな危険で高くつくものは要らない。安全だというなら、原子炉の横にお前たちの家を

建て、その隣で育てた作物を食べてから言ってみろ。 
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803E42 

(1)既に東海第二原発再稼働の差し止め訴訟で指摘されてきたように、地震対策がなっていませ

ん。(2)新規制基準で不可とされた可燃性ケーブルを使っているため、そもそも東海第二原発は、

再稼働審査を要請する要件を欠いています。(3)施工可能な所だけ難燃性シートで覆っても（見

た目が誤魔化せるだけで）安全確保は不可能です。(4)ケーブルが燃えると電源喪失で何の制御

が不能になるのか予想がつかないからです。(5)冷却できなくなれば、福島原発事故のように加

熱した挙句、福島原発事故よりも悲惨な結果になることが予想されます。(6)東海第二原発の構

造では、（福島原発と違って）水に直接、落ちるため水蒸気爆発が避けられないからです。(7)幸

い、東海村は、商業用原発は１基だけで、東海村の原子力関連収入は研究用が大半ゆえに「原発

なしのまちづくり」実現のモデルケースになれます。(8)茨城県は、避難計画を立てたとしてい

ますが、数合わせをしたのみであり、実行不可能と現場の人は皆、知っています。(9)何かあっ

てベントだけで済む場合にも、放射性キセノンなど希ガスは（フィルターベントでも減らせず）

そのまま外に排出されるため避難が必要です。なのに、実行可能な避難計画は存在しません。

(10)規制委の判断がおかしいので、首都圏住民の命や暮らしを危険にさらす特権を原子力マフィ

アに行使させないでください。以上、東海第二原発の再稼働は、すべきではないし、(7)の現状

を活かして廃炉技術の研究を進めることが日本国のためになると言えます。 

803E44 

原子力規制委員会は、日本原電に対して、債務保証の枠組みとして、だれが融資保証を行うのか、

その意思はどうかについて、書面で示すことを要求。これにより、日本原電は、東京電力と東北

電力の二社に対して、「電気料金前払、債務保証等によって弊社に支援資金する意向を有してい

る旨、書面をもってご説明いただきたく・・・」と要請を出しました。東電と東北電の二社は「工

事計画認可取得後に資金支援を行う意向があることを表明いたします」と文書で回答。しかし、

「なお、本文書は、…何ら法的拘束力ある約諾を行うものではないことを申し添えます」とも書

いてあります。東京電力に関しては、巨額の公的資金が注入されており、他社の原発を支援する

ことは、許されません。 

803E45 
あれだけ多くの人が住むところでもし事故が起きたとして避難させられるのか？非常に非現実

的だ。さっさと廃炉にすべきだ。 

803E46 

原子力規制委員会というのであれば、批判的な視点で原子力発電について行動尾を起こすべき。

そんな姿勢は一切見せず、むしろ原子力に寄生するウジ虫のようにそこから利益を自分の懐に入

れることしか考えずに規制委員会を名乗るな。避難計画はあるのか。あったところでその内容に

現実味はあるのか。事故が起これば想定外で逃げ切る汚い人間はもう見たくもない。税金で後始

末をさせ、自分たちは一切責任を問われることも、負うこともなく、のうのうとそれまでの生活

を続けて行けるような社会で許されたと思うな。福島の大事故の責任をとれ。被災者に謝罪と補

償をしろ。 

803E47 

東海第二発電所は再稼働すべきではありません。東海第二発電所は建造から４０年以上経過した

老朽原発であり、経年劣化によって事故の危険性が高まっています。また、３０ｋｍ圏内の人口

が約９６万人、全国最多であり、避難計画を立てるのは困難であり、事故が発生した際に国民を

被曝から守ることが不可能です。以上の理由から、東海第二発電所の再稼働には反対します。 

803E48 運転 40 年になる老朽原発の再稼働は危険である。 
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803E49 

本件パブリックコメント募集について掲載されている電子政府の総合窓口 e-Gov において、審

査書案は直接リンクが貼られているが、その審査書案では限られた大まかなことしか書かれてい

ないため、意見を書こうと思うと審査書案の根拠となる詳細資料を見る必要がある。そこで、e-

Gov 掲載の「関連資料、その他」の「東海第二発電所 審査状況」としてリンクが貼られている

サイトを開くと「関連審査会合」と「事業者との審査ヒアリング概要・資料」に大別された資料

へのリンクがあるだけであり、それぞれの先に日付ごとにある資料を逐一探さなければならない

状況である。キーワードで検索をするとしても、うまく出てこない場合も少なくなく、また、審

査の過程では変更も多いため、どれが最終的な資料なのかを見極めるのは大変な手間と時間がか

かる。そこで、どのように探したらよいのか規制庁担当者にお聞きしたところ、審査書案の基と

なる資料は審査の終盤に一括して提出され掲載されているが、それが事業者とのヒアリングの方

に載っているとのことであった。まさかそのような重要な資料がヒアリングの方に載っているな

ど思いもよらなかったことであるし、しかも、ヒアリングの方の資料の掲載は当該資料のタイト

ルも書かれておらず資料１などと番号のみが付されているだけなので、議事要旨を参考にしなが

ら、ひたすらリンク先を開けてみる必要があり、以前より大変な不便を感じていた。  少なくと

もパブリックコメント募集の e-Gov サイトには、審査書案の根拠となる最終的に提出された資

料＜本件では、「事業者とのヒアリング概要・資料」掲載の本年６月２７日「新規制基準適合性

審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０８５））＞については、掲載場所に直接リンク

を貼るなどして、探さずとも把握できるようにするよう強く求める。  また、本件パブリックコ

メント募集についても、本年６月２７日「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東

海第二（１０８５））のリンク先を明示して募集期間を延長して行うよう強く求める。 さらに、

「事業者とのヒアリング概要・資料」の掲載においては、資料の内容がわかるファイル名をつけ

て掲載するよう強く求める。 
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803E50 

（1 ページ  はじめに） ２０１１年３月１１日、東日本大震災で福島原発震災が発生し、原

子力施設の地震・津波対策、過酷事故対策には実効性がないことを実証した。 従来の原子力規

制は、原子力安全委員会が原子炉等規制法に則り一次審査を実施、原子力安全・保安院が二次審

査を行いダブルチェックで実効性を確認するとされていた。しかし震災と津波の前には無力だっ

た。 震災後、国が最初にすべきだったのは全原発を止めて安全体制の確認を実施すると共に、

設置許可を一旦取り消すことだった。とりわけ老朽化した原発は直ちに廃炉にする必要があっ

た。当時、政府は原発が準じていき点検で停止していく中で運転再開を認める場合はストレステ

ストを行い、緊急津波/地震対策の有効性を確認するとした。しかし鳴り物入りの「ストレステ

スト」すら尻切れ蜻蛉に終わった。 原子炉等規制法が改正され、2014 年からは再稼働の際は

改正法の下で地震と津波対策及び重大事故対策の有効性を確認することとされた。設計段階で想

定していない規模の地震や津波に後付けで十分な対策が可能なのか大いに疑問だった。そこで当

時の政府は厳格な審議を行うとした。 日本原子力発電東海第二原発は、最大の人口密集地帯、

東京圏から最も近い原発だ。 原子力委員会が１９６４年に定めた立地指針には次のように記載

されている。 「敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地からみ

て、最悪の場合には起るかもしれないと考えられる重大な事故（「重大事故」という。）の発生を

仮定しても、周辺の公衆に放射線障害を与えないこと。」「更に、重大事故を超えるよう技術的見

地からは起るとは考えられない事故（「仮想事故」という。）の発生を仮想しても、周辺の公衆に

著しい放射線災害を与えないこと。」（原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすに

ついて） ３０ｋｍ圏内人口は約９６万人、５０Ｋｍ圏内で約１４４万人、最小エリアの５Ｋｍ

圏内（ＰＡＺ）で約５万人だ。これでは立地指針に反している。この原発の設置許可は無効であ

ると考える。 これについて規制庁は、立地指針で想定した事故（想定事故並びに仮想事故）は

現時点では過小評価であると言い出した。福島第一原発事故のような事故発生地点から周囲３０

キロメートルを遙かに超える距離まで避難する事態は、想定外だ。大規模な住民避難が出来るよ

うに自治体に原子力防災計画の制定を求めることもしてこなかった。 規制庁が「立地指針は非

現実的で現在は適用していない」というのならば、その前提で建設された原発も「非現実的存在」

（つまり廃炉）としなければおかしい。一方は現実に存在し続け、いざとなれば避難せよとはあ

まりに勝手な言い分だ。 少なくても政府が認めた原子力緊急事態を想定する範囲３０キロ圏

は、事故が起きれば住民避難が必要となる可能性が高い。これら地域の人々全員に再稼働の是非

を問うことなく議論を進めることも許されない。「重大事故が起きても影響は敷地内部に留まる」

とした立地指針の違反である。 規制委員会は立地指針を無効なものと捉えているが、勝手な言

い分である。立地指針を信用して原子力を受け入れ、或いは立地点からの距離が離れているから

対策をしてこなかった自治体には同意を求めなければならない。 

803E51 

私は東海第二原発の再稼動を望んでいません。理由は、原発の技術自体が現段階の科学技術にお

いては安全性が確保できないこと、避難計画にも実現性がなく、被曝を防げないことです。一人

の人間として生きようとする時、原発との共存はできないのです。原発運転により発生する使用

済み核燃料を完全無害にはできないこと、原発が運転を続ければ永久にそれが蓄積していくこ

と、事故処理に大量の被曝を免れないこと。福島の原発事故で明らかになり、まだ解決していな

いことです。原子力規制委員会の規制になんの意味があるのか疑問です。 
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803E52 

（2Ｐ 判断基準及び審査方針） 設置許可時との状況の変化 当初設置許可を出した時と、ま

るで変わってしまった 東海第二が建てられた時期は７０年代の高度経済成長下で電力生産の

ために数多く発電所が建設されていた。当時も東海第二の３０キロ圏内人口は十分大きかったと

考えらるが、原子力非常事態に際しての事故想定は敷地内に留まるとされていた。６０年代に過

酷な汚染に見舞われ７０年代以降は公害問題が社会問題化し、立法措置が取られてきた。６７年

に公害対策基本法、６８年に大気汚染防止法、７１年に環境庁が作られ、９３年には環境基本法

が制定された。これら公害の定義は「人の活動に伴って生じる相当の範囲にわたる大気汚染、水

質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に係

る被害が生ずること」とされ、放射性物質は含まれなかった。しかしながら公害防止費用や賠償

について「汚染者負担の原則」が取り入れられ、「無過失責任主義」として故意や過失が無くて

も責任を負うこととされた。また、濃度規制ではなく汚染物質の総量規制も取り入れられて環境

への影響を低減させる努力が定められた。 原子力発電所についても同様に規制されるべきであ

ったが、これらの考え方が十分には取り入れられていない。放射性物質は依然として濃度規制で

あり、福島第一原発事故の後に賠償責任を負うべき東電に対しては税金を投入したり他電力の支

出金を充てるなど、原則を逸脱する賠償方法を、法律を作ってまで実施した。さらに福島第一原

発事故の際には存在すらしなかった新電力に対してまで託送電力料金として費用負担を強いて

いる。 東海第二原発の設置許可当時と現代では、大きく環境が異なっており、こうした点を考

慮してもなお、再稼働を目指すべきであるかを考える必要がある。 

803E53 

東海第二原発の再稼働は容認できません。（P34～）立地の地盤の液状化が懸念されています。防

潮堤を設置したところで安心できません。（P413～）［基準規則 55 条］では、格納容器の破損に

至った場合などにおいて、工場等外への放射性物質の拡散を抑制する為に必要な設備を設けなけ

ればならない－－とありますが、原電の対策は、高濃度汚染水の放出についての抑制対策はあり

ません。また、東海第二原発は老朽化が進んでいることや、実効性のある避難計画がないことな

どから見ても、再稼働には反対です。 

803E54 

規制委員会は、非難燃性ケーブルを使用することを認める根拠として、申請者が行うとした実験

結果を確認することが当然必要にもかかわらず、それをしないまま審査基準適合と認めていま

す。よって、審査自体が不適切であり規制委員会自体の怠慢とみなします。原発の被害を再び受

ける可能性のある国民に対して不誠実です。 

803E56 

p.76 3.原子力発電所への火山事象の影響評価本件審査書案においては、降下火砕物の最大層厚

を５０cm と設定した、乾燥密度を 0.3g/cm3、湿潤密度を 1.5g/cm3 と設定したとの記載はある

が、気中降下火砕物濃度については記載がない。「事業者とのヒアリング概要・資料」掲載の平

成 30 年 06 月 27 日の「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０８５））

（その１）」の資料 3-6 によれば、設計層厚 50cm で 3.5g/m3 と設定したことが書かれている。し

かし、層厚５０cm に対し、気中濃度が 3.5g/m3 は、規制委員会が示した計算手法の例と比較し

ても濃度が小さいため、審査資料を確認したところ、当初は過去の降灰の層厚からシミュレーシ

ョンにより噴出量を２５km3 と設定していたところ、審査会合での指摘により山元 2016 論文で

示されている５km3 にしたとされていた。しかし、次の噴火が５km3 規模とは限らないため、安

全側にみて層厚からのシミュレーションによる２５km3 で少なくとも想定すべきでである。 

803E57 

p.76 3.原子力発電所への火山事象の影響評価本件審査書案においては、降下火砕物の最大層厚

を５０cm と設定したとしているが、５０cm もの降灰があった場合、外部電源が絶たれるばかり

でなく、原発サイト内での移動も困難となり、給油や給水等も困難となることは明らかである。

降下火砕物の最大層厚を５０cm と想定した以上、本件原発は立地不適として本件許可を不許可

とするよう強く求める。 
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803E58 

（１９３Ｐ 原子炉停止機能喪失）沸騰水型軽水炉の欠陥 炉心安定性の欠如と核暴走の危険性 

軽水炉は原子炉内部の核分裂反応と炉心燃料の冷却共に「水」を使う。その中でも沸騰水型軽水

炉は冷却材と減速材である水が常に沸騰しているので、密度が大きく変化する。アワが多い炉心

上部は減速材密度が小さく、アワが少ない炉心下部は減速材密度が大きい。核分裂反応は原子炉

下部が盛んになる。これを平均化するために中性子を吸収する「ガドリニウム」を下部により多

く添加したり制御棒操作により燃焼を平均化する作業を行う。 再循環ポンプにより原子炉内の

水の流れを作ることで、アワを効率よく上部に押し流すことで燃料の周囲に存在するアワの密度

を整えている。 この強制循環を炉心流量というが、再循環ポンプが全部止まると原子炉出力は

効率的な中性子の減速が出来なくなるため、４０％程度にまで急降下する。また、炉内の水が減

ると水位が低下し、相対的に冷却能力も低下するためアワの密度が増えて出力が急降下する。 

これらは「ボイド（アワ）反応度係数が負」という性質を説明したもので、原子力の専門家から

は「固有の安全性」などとも言われている。しかし裏返せば急激なアワの減少や冷たい水の投入

はアワを消す方向に働くので、ボイド反応度係数が負であるために炉心出力が急激に増加する要

因でもある。 特に運転中に再循環ポンプが止まったり動いたりを繰り返せば、それだけで炉内

出力は極めて不安定になるし、冷水投入は原子炉冷却材喪失事故でＥＣＣＳ（緊急炉心冷却装

置）炉心スプレイ系を作動させれば自動的に炉内温度より低い水を送り込むことになるので炉心

の不安定化について容易に条件を満たすこととなる。 炉心の減速材密度すなわちアワと水の比

率は、再循環ポンプが停止すると不規則に変動し始めるが、これに伴い原子炉出力も変動する。

そのことを説明した図が「「東海第二発電所 重大事故等対策の有効性評価 補足説明資料」の

１３ページ「補足６－２」の第１ 図 有効性評価「原子炉停止機能喪失」における運転特性図上

での運転点の推移」だ。ギザギザに乱高下しているグラフは炉心流量（横軸）と出力（縦軸）の

関係を表している。矩形で引かれたラインは原子炉起動から通常運転時における制限範囲を表し

ており、この外に逸脱することは禁じられている。 炉心流量は再循環ポンプで、出力は制御棒

でコントロールされており、再循環ポンプが停止した場合、その状態に応じて制御棒を挿入し、

出力を大きく下げている。これを「選択（または代替）制御棒挿入操作」または「ハーフスクラ

ム」という。 しかし今回の重大事故等対策では制御棒は全挿入失敗、再循環ポンプは全台停止

を前提とするので運転制御はできない。 いかなる方法で炉を止めるのか、それには中性子を吸

収するホウ素を投入する。ほう酸注入系統がそのために設置されている。このような設備を「後

備停止系」という。 では、この系統が機能しない事態を招いたらどうするのか。例えば地震で

ある。制御棒駆動機構１８５本が全部破損し、制御棒が入らない事態になるということは、ほう

酸注入系統の配管かノズルが破損して入らなくなっている事態も考えられる。重大事故等対策と

はそういった「あり得ない」ほどのことも想定しなければならない。 唯一の漉された手段は、

中性子減速材である水を減らすことである。給水システムをコントロールし、原子炉内の水位を

ギリギリまで下げていく。その「ギリギリ点」はレベル１近傍。有効炉心頂部からわずか４０セ

ンチ上のレベル１の、５０から１５０センチ上を目指すという。 最早綱渡り運転である。念の

ために言えば、この段階で原子炉は完全に停止してはいない。１０％か２０％か、出力は残って

いる。崩壊熱だけの冷却にすら失敗しメルトダウンを来した福島第一原発事故の教訓は感じられ

ない。 この炉心安定性の欠如にはもう一つ大きな問題がある。出力が不安定化し、乱高下して

いる状態でも冷却は続ける必要がある。方法は二つ。水を入れるか熱を抜くかだ。水を入れるの

はＥＣＣＳなどの注入系ポンプの駆動。しかしこれは水が入るため炉心の不安定さをますます酷

くする。もう一つは圧力逃がし弁からサプレッション・プールに熱を捨てる方法。一定の時間は

使えるが冷却能力を超えてプール水の温度が高くなると止まる。 不安定な状態が続くと出力は

激しく上昇し、最悪の場合は暴走状態となり爆発的に反応する。チェルノブイリ原発事故のよう

に。 福島第一原発事故はいわばＴＭＩ型であったが、次に東海第二で起きるときはチェルノブ

イリ原発事故のような性質かも知れない。その場合、福島第一原発事故のような放射能拡散予測

とそれに対する避難態勢の準備は全く実態に合わない問題がある。 

803E59 

東日本大震災から 7年を経ても、まだ福島原発事故の出口も見えず、自宅に帰れない避難民が多

くいる中で、どうして再稼動を目指すのか？原発事故の再発を防ぐ手立てがない以上、再稼動は

すべきではないと考える。 
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803E60 

（３３０Ｐ 規制要求に対する設備及び手順等（１）第４５条等の規制要求に対する設備及び手

順等） 欠陥水位計が曝露された福島事故 原子炉水位さえ見えなくなる原発 沸騰水型軽水炉

の炉心水位計は圧力容器の下部と上部から管を引き出す構造になっている。上部には基準面器

（凝集槽）と呼ばれるタンク構造を持っている。管が真下に延び、その先は圧力容器下部から引

き出された管につながり間に差圧計を付けている。 原子炉内部の気水混合状態に対し、凝集槽

につながる配管は水で満たされており、圧力容器内部の水面を外に出すことで計測している。通

常は水位測定に問題は生じないが、容器内の冷却材が減少し、基準水面が失われた後に再度冷却

材を投入した場合、液面が正しく計測できなくなる場合がある。福島第一原発事故の後に起きた

水位計測のミスはこうして起きた。 実際には圧力容器内が空炊き（有効燃料下部を下回ってい

た）状態でも水位は燃料の中央付近にあると指示していた。このため冷却はできていると考え、

その後の対応に失敗しメルトダウンを引き起こした。 この水位計の欠陥はおよそ沸騰水型軽水

炉であればＢＷＲの全てのタイプにおいて起こりえる。 東海第二は水位計を増設し、従来は一

つしかなかったものを３箇所に取り付け、仮に誤差が生じた場合は多数決で決定するとした。一

見対策になっているようで実際には無効である。 福島第一原発事故のようなケースでは三つの

水位計総てが同じエラーを出すだろう。仮にバラバラに出ていたとして、多数決で正しい水位を

取ることなど出来ない。 対策を取るのであれば、計測原理の異なる水位計を複数取り付けるこ

とだ。例えば中性子の減速能を考慮し、炉心から出る中性子線を圧力容器外部で測定し、減速能

の変化から水位を読み取ることが出来る。また、炉心下部に取り付けられている中性子計測計配

管のノズルなどを利用し、差圧計を多数取り付ければ、単純な重力計測だけでその上部にある水

の体積をつかむことは難しくないであろう。これら原理の異なる複数の測定装置を組み合わせ

て、炉心の冷却材が大幅に減少しても計測できる体制を取ることくらいは出来るはずである。 

803E61 

p.818.降下火砕物の間接的影響に対する設計方針「非常用ディーゼル発電機及び軽油貯蔵タンク

を備え、非常用ディーゼル発電機の 7 日間の連続運転を可能とするものであり、火山ガイドを

踏まえたものであることを確認した。」としているが、「事業者とのヒアリング概要・資料」掲載

の平成 30 年 06 月 27 日の「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０

８５））（その１）」の資料 3-6 によれば、事業者は添付資料-1「非常用ディーゼル発電機の吸気

フィルタの閉塞について」で、「非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタが閉塞するまでの時間

を，米国セントヘレンズ火山噴火の濃度値(33,400 /m3)を用いて試算した。」としているだけで

ある。すでに規制委員会において過小評価であるとされたセントヘレンズ火山噴火の濃度値を用

いての試算は何ら意味がない。本件において設定した気中降下火砕物濃度 3.5g/m3 で試算した

資料を提出させ、審査をやり直すよう強く求める。 
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803E63 

（１２７Ｐ 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第１７条関係）） 応力腐食割れなど老朽化で破損 

炉内構造物も配管もＳＣＣで壊れてゆく 東海第二原発の炉内構造物の内、原子炉圧力容器の真

ん中付近にあるシュラウドには多くのひび割れが発生している。 このひび割れは今回の規制基

準適合性審査においても考慮したはずだが、問題が無いとされた。「維持基準内」のひび割れと

の評価だ。 しかし亀裂のある構造物をそのままにすることは問題が多い。 例えば大きな地震

を想定すれば、亀裂が進展して破断する可能性は亀裂が無い場合に比べて大きくなる。その評価

は基準時振動で行われているが、もっと大きな揺れも想定しなければならないし、さらに２０年

間にわたり亀裂が進展することも考えなければならない。あまりにも不確実性が高いのだが、そ

れでも亀裂を残したまま再稼働しようとしている。 応力腐食割れとは、材料と環境と応力の組

み合わせで発生する。材料とは金属材料中の不純物の量が影響する。具体的には炭素である。炭

素含有量の大きい材料は応力腐食割れに弱いが、これを対策していたとしても、溶接に使用した

材料も問題がある。インコネル６００という材料は応力腐食割れに弱いとされるが東海第二で使

用している。 環境とは水に含まれる酸素や水素、混じり込む塩素などが影響することを意味

し、ＢＷＲの場合は応力腐食割れ対策として水素を添加している場合がある。また塩素は海水の

漏れ込みによっても侵入するが、海水冷却を行う日本の原発は極めて不利な状況にある。 これ

に加え応力つまり引っ張りの力が掛かることでひび割れが進展する。引張応力の代表格は製造時

の溶接による残留応力だが、東海第二のように古い原発の場合は、中性子照射による照射脆化、

あるいはＥＣＣＳ緊急炉心冷却装置の作動に伴う熱応力なども考えなければならない。 これら

の要素を全て見た上で、シュラウドのひび割れが過酷事故につながらないとの証拠を明らかにす

る義務が事業者にも規制委にもあるはずだが、材料や寸法や構造設計などの基本情報を白抜きに

して隠している限り証明など出来ない。 再度、資料を明確に示しながら問題が無いことを明ら

かにすべきだ。 

803E64 

p.99(2)安全機能を有する機器等における火災の発生防止丸囲み数字の３で「難燃ケーブルは、

実証試験によりケーブル単体で自己消火性及び延焼性を確認したケーブルを使用する」「実証試

験により自己消火性及び延焼性を確認した上で使用する。」との記載があるが、難燃ケーブルも

しくは非難燃ケーブルの難燃性を確保するための措置について、その延焼性を確認したのか？そ

れとも耐延焼性の間違いか？ 
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１．非難燃ケーブル（審査書案 P99）について 古い東海第二原発は「非難燃ケーブル」が多く

使われており、火災防護基準は「難燃ケーブル」に置き換えることを要求しているが、原電は、

難非難燃ケーブルに「防火シート」を巻いたものを使うとしている。この対策では、防火シート

を通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、 条件次第では、火災がケーブルに伝わ

って拡がり、 消火が極めて困難となる。また、防火シートによって延焼は防げたとしても、被

覆がダメになり、ケーブルの機能が失われ、プラントの状態がわからなくなったり、 機器の遠

隔制御が不能になったりする可能性がある。火災防護基準に厳格に従うべきではないか。２．緊

急時対策所について（P465～）緊急時対策所が免震構造でない（P465～） 福島第一原発事故で

は免震重要棟が用いられたが、原電は、東海第二原発の事故時の指揮所となる緊急時対策所を免

震構造ではなく、耐震構造にする方針である。基準規則 61 条は「基準地震動に対し、免震機能

等により、緊急時対策所の機能を喪失しないようにする」ことを要求している。緊急時対策所の

機能は、「重大事故等に対処するために必要な指示」を行うことであり、免震機能は必須ではな

いのか。３．高濃度汚染水対策がないことについて（審査書案 P413～） 福島第一原発事故にお

ける高濃度汚染水は、原子炉の冷却水が溶融燃料に触れ、格納容器下部の破損口から流出して一

部が環境中に漏れ出た。建屋に入り込んだ地下水が混ざることで大量の汚染水が生じている。 

基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場合等において「工場等外への放射性物質の拡散を

抑制するために必要な設備を設けなければならない」としているが、原電の対策は、格納容器上

部が破損し、気体の放射能が放出した場合、放水砲で叩き落とすというだけで、高濃度汚染水と

いう形態での放射性物質の放出についての抑制対策はない。４．日本原電に経理的基礎はないこ

とについて 原子炉設置変更許可の審査には「経理的基礎」が含まれます。原電は、保有する４

つの原発が動いておらず、東電、関電などからの「電気料金の基本料金（電力量ゼロの場合の料

金）」でかろうじて破たんを免れている。多額の借金を負っている原電は、東海第二原発を再稼

働させるための 1,740 億円の安全対策費を銀行から借りることができず、東電と東北電が経済

的支援の「意向」を表明する文書を提出した。規制委は、「借入金による調達の見込みがあるこ

とを確認した」としているが、銀行が融資を断った段階で、原電に経理的基礎はないと判断すべ

きである。東電は、ＡＤＲの和解案を蹴ってまで、被災者への賠償を値切っており、東電が銀行

に代わって資金を差し出すなど許されない。５．原子力防災計画の欠如について  重大事故を想

定した避難計画を含む原子力防災計画が実効性あるものかどうかが、審査対象となっていないの

は重大な欠陥である。要援護者の避難、安定ヨウ素剤の配布、スクリーニング場所の確保、避難

経路の特定など、実効性ある避難計画は立てられていない。私の住む水戸市は約 27 万人の人口

があり、昼間人口は 30 万人近い。医療機関や福祉施設、保育園や小中学校も多数あり、行政機

関も数多く存在するなかで、避難先も避難手段も見通しが立たず、住民の被ばくを前提とするよ

うな避難計画は認められない。96 万人を避難させる計画などは立てようがなく、東海第二原発

は再稼働させず廃炉とすべきである。 
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１．全般的意見福島第一原発事故は収束せず検証も終わらない中、同型で老朽化した東海第二原

発は再稼働すべきでない。多くの茨城県民が反対し、県庁所在地の水戸市議会をはじめ周辺自治

体ので反対決議があがっている。96 万人の避難は不可能である。 ２．地盤の液状化と防潮壁（審

査書案 P34）について  原電は当初、原発敷地内で液状化が発生しないとして「盛土防潮堤」を

採用するとしたが、最終的に液状化の可能性を認め地盤改良 を行い、支持杭形式の「鉄筋コン

クリート防潮壁」を設置する方針とした。防潮壁が崩れない保証はなく液状化が懸念される地盤

に立地すべきでない。防潮壁の設計変更で敷地内の地下水水位を上昇させる。原子炉建屋につい

ても地下水位が地表近くまで上昇し、建屋内に流入するリスクが高まる。福島第一原発事故では

大量の汚染水発生の原因となったが、集中豪雨により敷地内が水浸しになるおそれもある。３．

燃料の水蒸気爆発（審査書案 P240～）について東海第二原発では、炉心溶融事故が発生し、原子

炉圧力容器から溶融燃料が流出した場合、あらかじめ水深１メートルで水張りしたペデスタル部

に落とし、水冷することにしている。そこで 溶融燃料と水が接触し、水蒸気爆発が生じるおそ

れがあると考えるがどうか。審査書案では、「実験的研究と分析から発生確率は極めて低いと判

断されている」としたうえで、「申請者が水蒸気爆発の発生可能性は極めて低いとしていること

は妥当」と判断しているが、実機の条件を網羅した実験は行われておらず、妥当との判断は根拠

が乏しいといわざるをえない。４．ブローアウトパネルで放射能放出（P416 他）について ブロ

ーアウトパネルは、原子炉建屋に設置された開閉扉で、配管破損事故時に流出する水 蒸気や炉

心溶融事故で発生した水素が建屋に留まり、建物損壊や水素爆発を起こすことがないように開く

設計になっている。福島第一原発事故では、３号機が水素爆発した際に、２号機の建屋に穴が開

き、そこから水素が放出され、水素爆発を逃れたが、２号機の建屋の穴からは、水素とともに大

量の放射能が放出され、飯舘村などの汚染をもたらしたと言われている。これを開放した際に

は、 放射能の拡散を防ぐために、 放水砲で外から水をかけて放射能の拡散を抑制することにな

っている。ブローアウトパネルは、原子炉制御室の作業員を被ばくから守るために、閉止の必要

があるときは容易かつ確実に閉止操作ができることが基準規則により要求されている。原電は、

地震時にも閉止操作ができることを確認するために、振動台を用いた試験を実施した。しかし、

扉を閉めるためのチェーンが破損し、完全には閉止しなかった。そもそもブローアウトパネル

は、水素だけでなく大量の放射能を意図的に放出させる装置である。放水砲では放射能の拡散を

止めることはできないし、操作実験は失敗した。作業員の安全も周辺住民の被ばくも避ける保証

は何もない。したがって再稼働を許可すべきではない。 ５．老朽化している東海第二原発につ

いて老朽化が進んでいる東海第二原発は、2018 年 11 月 28 日に運転開始 40 年の寿命を迎え

る。原子炉圧力容器は中性子を浴びると脆くなる。原電は、中性子脆化の状況把握のため材料の

試験片を入れ試験を行っているが、運転開始時に入れた５つの試験片はあとひとつしか残ってお

らず 40 年で終えるつもりでいたことを表している。炉内構造物（シュラウド）もひび割れが進

んでいる。原電が炉心シュラウドのひび割れの評価を行ったところ最短で 5.2 か月でひび割れ

が基準値を超えるとの結論であった。シュラウドの点検周期は 10 年だが、中性子照射量が多い

部分は約 4.6 年間隔で目視点検を実施するから問題はないとしているが、見落とすことやカメ

ラが入れない箇所もあり、安全性の担保にはならない。 
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（３１９Ｐ 重大事故等対処設備及び手順等） 福島第一原発事故の原因究明は出来ていない 

同じ沸騰水型軽水炉である東海第二で教訓の反映は出来ていない メルトダウンを起こした３

機の原子炉は、どんな推移でメルトダウンに至ったか。これについては明確に捉えられていな

い。 特に水位と圧力と温度のデータが正確に把握できなくなってから数時間でメルトダウンを

した１号機については環境放射線の増加との関係が分かっていない。炉心が空炊きになった時刻

すら未確定だ。 これでは他の原発の安全対策を取ることはできない。 原子炉への給水が止ま

ってから、炉心が露出するまでの間、注水が出来なければどうなるかの理解が運転員にあったと

は思えないのである。 冷却材が入らないままで作動したのはＩＣ非常用復水器のみである。こ

の装置は炉心から出る蒸気を、細管を通じて二次系の冷却水に移し、二次系冷却水は蒸気となっ

て外部に放出される構造だ。炉内の冷却水は全く増えない。 一方、全電源喪失状態では、原子

炉から冷却材が漏れていくことは常識である。特に大きな量が抜ける要因は原子炉圧力を下げる

ために逃がし弁の作動だが、１号機では作動していない。従って、逃がし弁以外の、給水系ポン

プ軸受部と再循環ポンプの軸受部からの漏えいが大きな喪失源になるだろう。 このような漏え

いはいわば小口径破断にあたり、原子炉内の圧力は下がらないので、シビアアクシデント対策と

して備えていた消防用水配管からの注水は出来ない。 これは２、３号機でも起きたことだが、

減圧しなければ１０気圧程度の注入能力しかない消防用水ポンプから水は入らない。 冷却材を

喪失してから炉心破壊が起きるまでについても、海水注入と燃料の冷却能力の変化の関係やＭＯ

Ｘ燃料体の存在と炉心溶融の速度や発生点の解明、燃料が熔けてから圧力容器の何処を破って下

部に到達したかの経路の解明、炉心スプレイ系を使っての冷却水の注入の効果と別の方法で行っ

た場合との比較評価、落下したデブリの挙動、特に２号機で何故全体の７５％もの放射性物質を

放出させるに至ったか、格納容器の破損の状況とメカニズム、そしてベント装置の効果と動作確

認などは、緊急対策から新規制基準に取り入れられた重大事故対処設備の有効性や成立性につい

て重要な情報を有することばかりだ。 解明をしないままに次々に再稼働をさせ、それに成立性

も信頼性も怪しいベント装置など新たな過酷事故対策装置を取り付けて、次の事故がこのような

後付けの装置の不備や欠陥で起きたらどう責任を取るつもりか。 先行する事故を徹底して解明

し、再発防止対策を講じてから、新たな段階に進むべきなのである。 

803E68 

●発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（P416～418） 原子炉格納

容器の破損のおそれがあると判断した場合、原子炉建屋内の水素濃度が低下しないことにより原

子炉建屋外側ブローアウトパネル等を開放する場合、燃料プールにスプレイができない場合、又

はモニタリング・ポストの指示値が一桁上昇した場合には、放水砲による放水を開始することに

なっています。ブローアウトパネルは、水素だけでなく大量の放射能を意図的に放出させる装置

です。放水砲では放射能の大気中への拡散を抑制こそすれ止めることはできないはずです。実験

的に大気中への拡散抑制効力がどの程度あるのか、定量的に明らかにすべきです。そしてブロー

アウトパネル等には水素だけを放出するような別の対策を講ずるべきです。 

803E69 

P100 火災防護に係る審査基準の中の火災の発生防止の項目では、ケーブルは難燃ケーブルを使

用すること、とありますが、今回の申請では一部を難燃ケーブルに交換するだけとなっていま

す。交換できないところはそのままのケーブルに防火シートを巻くとしていますが、40 年経過

したケーブルそのものの老朽化を考慮していないと思います。施工時にすでに大量の摩擦損傷が

付いていたという報告もあります。そのような古いケーブルに防火シートを巻く対策だけで、新

基準に合格という例外措置は認めるべきではありません。 
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日本原電に「経理的基礎」はない原発を動かす事業者の「経理的基礎」も審査の一つです。所有

する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たんを免

れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができません。この時点

で、「経理的基礎はない」とみるべきでしょう。原子力規制委員会は、日本原電に対して、債務

保証の枠組みとして、だれが融資保証を行うのか、その意思はどうかについて、書面で示すこと

を要求。これにより、日本原電は、東京電力と東北電力の二社に対して、「電気料金前払、債務

保証等によって弊社に支援資金する意向を有している旨、書面をもってご説明いただきたく・・・」

と要請を出しました。東電と東北電の二社は「工事計画認可取得後に資金支援を行う意向がある

ことを表明いたします」と文書で回答。しかし、「なお、本文書は、…何ら法的拘束力ある約諾

を行うものではないことを申し添えます」とも書いてあります。東京電力に関しては、巨額の公

的資金が注入されており、他社の原発を支援することは、許されません。＞いろいろと不可解な

日本原電の経理的基礎。大手の電力会社、とりわけ東電からの奇妙な「電気料金」などについて

はこちら。ケーブルの防火対策 （審査書案 p.98）全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケ

ーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％

という内訳になっています。防火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも対策しな

いケーブルが 45%以上となります。「防火シートで巻く」対策では、防火シートを通してケーブ

ルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、消

火が極めて困難となるといった状況が懸念されます。また、防火シートによって延焼は防げたと

しても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われることによって、プラントの状態がわから

なくなったり、機器の遠隔制御が不能になり得ます。「何も対策しない」45％では、非難燃性の

OF ケーブルがそのまま残ることになり、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発

生した火災と同様のリスクをかかえることになります。。水蒸気爆発の危険性 （審査書案 p.241 

など）東海第二原発の格納容器は MARKII 型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場合、真下に

あるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構造です。 しかし、審査書案では、「水蒸気爆発

が起こる可能性は極めて低い」として、評価を行っていません。ブローアウトパネルの不具合は

先送り？  （審査書案 p.402）ブローアウトパネルは、主蒸気配管破断を想定した場合の放出

蒸気による圧力等から原子炉建屋 や原子炉格納容器等を防護するため，放出蒸気を建屋外に放

出することを目的に設置されています。放出後は速やかに閉まらなければなりません。ところ

が、ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験では、ブローアウトパネルが 5cm 空いてしま

いました。その改善案の検討はこれからです。ブローアウトパネルの規制要求としては、「開放

した場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） できること」とされていますが、実験結果はこれ

が満たされないことを示してしまいました。放射性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクが

あります。防潮堤は大丈夫？ （審査書案 p.33）当初、日本原電は防潮堤の設置場所として、低

レベル放射性廃棄物埋設事業所を含む敷地全体を取り囲むこととし、セメント固化盛土形式の防

潮堤を採用するとしてました。しかし、その後、地盤の液状化の可能性が否定できないことから、

すべての防潮壁の杭先端を新第三系鮮新統～第四系下部更新統の岩盤まで到達させる支持杭形

式に変更しました。また、杭の支持形式の変更及び防潮堤近傍の表層地盤の地盤改良等による地

下水の流況に及ぼす影響を考慮して、低レベル放射性廃棄物埋設事業所周辺を避けるように防潮

堤のルートを変更しました。しかし、津波時に、低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること、

事故時に防潮堤により地下水がさまたげられ、地下水位が上昇し、施設が水浸しになる可能性が

あります。要支援者は、見捨てるの？避難計画は、パブコメの対象外です。しかし、そもそも、

IAEA の言う「５層の防護」の一つである原子力防災について、審査をせずに、原発の再稼働を容

認することは無責任です。30 キロ圏 96 万人を避難させるような実性のある避難計画はありま

せん。茨城県が過去に実施したシミュレーションによれば、 5 キロ圏の住民 8 万人が、 5 キロ

圏外に出るまでに 30 時間かかる 

803E71 

審査書案 p.244 東海第二原発は沸騰水型原発です。このタイプは制御棒の制御方法が下からな

のでメルトダウンした核燃料が格納容器に流れ出す危険性があります。そして万が一炉心溶融が

発生した場合、炉の下にあるのは水だらけのプールであり、水蒸気爆発の危険性が高い構造で

す。それにも関わらず、規制委員会は、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしています。

これは評価に不足があるとしか思えません。 
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803E72 

（２７９Ｐ 原子炉冷却材の流出） 再循環ポンプという大きな弱点 圧力容器の下部に巨大配

管のリスク 従来型のＢＷＲは圧力容器の下に再循環系出口配管が二箇所取り付けられている。

これは再循環系に炉心の冷却材を送るためだが、燃料領域の下に内径５５センチの配管の存在

は、冷却材喪失事故に対して脆弱である。 旧安全審査において、最も重大な事故の一つは再循

環系出口配管のギロチン破断であった。現在でも過酷事故の一つであることは間違いない。 再

循環ポンプの事故は福島第二原発３号機で８９年１月に発生した。ＢＷＲタイプ５の再循環ポン

プはそれまでのポンプの規模を拡大して作られていたため、ポンプの回転により水切り部から発

生する水圧の変化を伴う振動周波数が低周波側に動いていた。これとポンプの内部に取り付けら

れていた水中軸受のリングが運転領域の９０％を超えたあたりで共振し、溶接部分に応力が集中

して亀裂が発生、溶接が完全溶け込みではなく隅肉溶接と呼ばれる脆弱な方式であったため、亀

裂が進展して破断した。 運転中にリングが脱落し回転翼とか見込みを起こし、大量の金属片が

原子炉に流れ込み一部は燃料に突き刺さった。ｌ 東電の推定で約３０キロのステンレス片が燃

料の間や制御棒駆動機構に入り込んだため７６４体の燃料と１８５体の制御棒は全部交換、炉内

も長期間を掛けて洗浄し、ポンプの軸受部の構造を改良型に付け替え運転を再開した。これらは

設計ミス、施工ミス、運転管理ミス、そのうえ事故発生直後の情報公開を怠るミスも加えて、あ

らゆるミスを繰り返した。 再循環ポンプは炉内から冷却材を引き抜くところから入れるところ

まで、全てに大きなリスクを持っていることを忘れていたかの行為に、多くの人々が強い憤りを

持った。 圧力容器から出ている大口径配管の危険性は容易に想像が付くが、ポンプそのものと

出口配管であるリングヘッダー配管については、大口径破断を考慮すればそれに包絡していると

考えられている。しかし実際はそうではない。 冷却材喪失事故には大口径破断、中口径破断、

小口径破断とに分けられる。 出口配管の破断は大口径破断であるが、電源を失ったポンプその

ものは小口径破断に相当し、リングヘッダー配管の一部（一本）破損は中口径破断に相当する。 

福島第一原発事故では全電源喪失時にポンプが止まり、軸受部に流れていたパージ水も止まっ

た。 軸受にながされるパージ水とはポンプ内部に係る圧力（約７０気圧）により炉内の冷却材

が軸受部を伝って外部に漏れ出ることを防ぐために、ポンプで加圧した純水を軸受部に押し込む

水を言う。 電源喪失によってパージ水を送るポンプも止まるが、再循環系配管部は閉鎖できな

いので炉内圧力はそのままかかかり続ける。圧力差で冷却材がポンプの軸受を伝って漏えいする

ので、事実上の小口径破断事故と同様の事態となる。同じことは給水系配管に取り付けられてい

る給水ポンプでも生ずる。 このような場所からの漏えいを想定して水位低下時にはＥＣＣＳを

作動させることとなるが、電源喪失ではこれも出来ない。原子炉圧力を下げるための逃がし弁か

らの漏えいだけでなく、こういったところからの冷却材喪失は想定されていない。 
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803E73 

[対象] 申請者の経理的基礎（１はじめに１．本審査書の位置付け  P１）[意見-１]  申請

者は発電用原子炉を設置するために必要な経理的基礎を有しないと考えられる。審査書案は経理

的基礎の審査結果は別途取りまとめるとしているが、その内容を明らかにし広く意見募集を行う

べし。    [理由-１](主旨)  原子炉等規制法（許可の基準）にて、発電用原子炉を設置す

るために必要な経理的基礎があると認めるときでなければ、発電用原子炉設置変更許可申請の許

可をしてはならないとしている。従って、経理的基礎は意見募集の対象として必須の項目であ

る。(説明)  原子炉等規制法はその（許可の基準）第四三条の三の六 にて「原子力規制委員

会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合

していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一（略）、 二 その者に発

電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。」と規定している。

[理由-２](主旨)  申請者は 2012 年以降、発電量（売電）はゼロにも拘わらず、電力５社から

電気基本料金と称して毎年 1,000 億円以上（2017 年度 1,103 億円）の収入を得て延命している。

2011 年 3 月末の純資産額は 1761 億円であり、本来とっくに巨大な債務超過となり倒産してい

る。従って、申請者に当該経理的基礎は全くない。(説明)  申請者の有価証券報告書に依ると、

売上高・純利益・純資産の推移は以下の通りである。会計年度   2005  2006  2007  

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017   売

上高(億円)  1496    1557     1784    1493    1445  1743  1453    1520  1248   

1319    1138    1085    1135  純利益(億円)    5.5     19.6     21.2    27.4     

23.4   5.8   △13 3.1    4.3 △ 38.1    12.4 △ 66.8    24.7 純資産(億円)  1665    

1684     1705    1731    1756   1761    1626    1629   1634  1596   1608  1541   

1567[理由-３](主旨)  仮に 2021 年から東海第二原発が再稼働できたとしても、安全対策費

1740 億円を 17 年で回収するためには、年間 102 億円の利益を上げる必要がある。その上テロ対

策費が別途数百億円必要との話も洩れ伝わっている。ところが、申請者の敦賀原発１・２号機、

東海第二原発が動いていた 2005～2009 年度平均の売上高は 1555 億円、純利益は 19.4 億円であ

る。これでは必要最低利益 102 億円等の回収見込は絶望的である。従って、申請者に当該経理的

基礎は全くない。(説明)  [理由-２]の(説明)参照[理由-４](主旨)  申請者の安全対策費

1740 億円調達計画によると、金融機関の融資前提条件として、債務保証と電気料金前払いが要

件となっており、東電・東北電からの負担・支援により構成されている。周知の通り、東電は福

島第一原発の事故以降実質国有化され公的資金注入（現時点で約１４兆円）により延命してい

る。この様な延命会社に日本原電支援の余裕など有る筈もなく、延命公的資金のかさ上げに繋が

る。依って、申請者の資金調達計画は認められない。従って、申請者に当該経理的基礎は全くな

い。(説明)  審査会合第 527 回議事録（平成 29 年 11 月 14 日）と第 562 回議事録（平成 30 年

4 月 5 日）参照 

803E74 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の再稼働に反対します。理由を以下に記載します。1、

東海第二原発は東日本大震災に襲われた原発です。かろうじて冷温停止となりましたが、ダメー

ジを無視することはできません。再稼働はあまりにも危険性大です。2、日本原燃株式会社には

経理的基礎はありません。東京電力からの債務保証等に援助されるようですが、そもそも東京電

力は莫大な借金を抱えている企業で、それに依存することは許されることではありません。3、

避難計画がたてられない原発です。事故が起きれば 96 万人の避難が必要とされています。避難

計 画 も 立 て ら れ な い 原 発 は 稼 働 す べ き で は あ り ま せ ん 。                          

以上 
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803E75 

P34 原電は原発敷地内で液状化が発生することはない前提で「盛土防潮堤」を採用するとていま

したが、審査の過程で規制庁から液状化の可能性について指摘を受け、原電は否定していました

しかしながら、最終的に液状化の可能性を認め、地盤改良を行い、支持杭形式の「鉄筋コンクリ

ート防潮壁」を設置する方針を示しました。 地盤改良と防潮壁の設計変更により、閉じ込めら

れた地下水位が地表近くまで上がるため、廃炉 2 となった東海発電所の廃棄物を埋めておく低

レベル放射性廃棄物埋設事業所については防潮堤の中に含むルートであったものを、埋設事業所

周辺を避けるルートに変更されました。・ 液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきではあり

ません。防潮壁が崩れない保証がるのでしょうか、ないと思います。防潮壁の設計変更により、

敷地内に地下水が 溜まり、水位を上昇させてしまうことにもなります。原子炉建屋についても

排水ポンプが故障し、地下水位が地表近くまで上昇し、建屋内に流入するリスクが高まります。

福島第一 原発事故では、これが汚染水発生の原因となりました。。ゲリラ豪雨が起こってしまっ

たら、敷地内に水でいっぱいになります。このような場所に立地するのはおかしいと思います。 

低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策も明白ではありません。放射性廃棄物が流されるこ

とが起こってはなりません。 他にも東海再処理工場や高レベル廃液タンクなど周辺には危険個

所がたくさんあります。津波対策が明白でない現時点では再稼働すべきではありませんし、老朽

化した東海第 2 原発には耐えられないことばかりです。 

803E76 

東海第二原発を再稼働させてはなりません。その理由● 首都圏に最も近い原発であること。 一

度事故が起きれば、その影響は、首都圏全般に及び、東京の首都機能すら危うくなります。こん

な危険を冒してまで、わずか一台の原発を動かす必要は全くありません。最初から考慮の対象外

とすべきです。● 近く、使用開始から４０年を迎える老朽原発であること。 ２０年延長など

とんでもありません。● 日本原電に、経営基盤がないこと。 東海第二の審査適合を認めるこ

とが、原発しか所有せず、その原発が全て稼働していない日本原電を、無理やり延命するために

だとしたら、全くの誤りです。原子力規制庁がそんなことを考慮するのは、お門違いです。危険

な上に、経済的に割の合わない原発はさっさと市場から退場してもらいましょう。よろしくお願

いします。 

803E77 
地盤の液状化と防潮壁（審査書案Ｐ34）・低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策はまだ明

らかではない。放射性廃棄物が流されるようなことがあってはならない。 

803E78 

原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第２６条、第５９条及び重大事故等防止技術的

能力基準１．１６関係）（P449、P451～454、P456） ブローアウトパネルは、原子炉制御室の作

業員を被ばくから守るために、閉止の必要があるときは容易かつ確実に閉止操作ができることが

基準規則により要求されています。 日本原電は、地震時にも閉止操作ができることを確認する

ために、振動台を用いた試験を実施したが、扉を閉めるためのチェーンが破損し、完全には閉止

しなかったと聞いています。 もしそうなら、閉止操作を確認する実験は失敗しているのですか

ら、再稼働を許可すべきではありません。 

803E79 

（１Ｐ 「なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が平和の

目的以外に利用されるおそれがないこと。）及び同項第２号の規定のうち経理的基礎に係る規定

に関する審査結果は、別途取りまとめる。」について） 東海第二への資金投入は福島事故対策

の妨害になる 巨額の資金の多くは、電力からの支援金や債務保証だ 東海第二原発の電力を最

も多く買うのは東電である。東電は原電に役員を出しており、密接な関係にある。東海第二の再

稼働について東電と東北電は支援を約束している。東北電は債務保証を含む支援を検討している

が、東電は債務保証をは言っていない。ではどのような支援をするのか。 現在に至るも東電は

その内容を明らかにしていない。しかし東電自身が福島第一原発震災の加害企業として賠償責任

を負っている。その履行については極めて大きな問題が生じており、事実上賠償責任を放棄して

いるとみられる場面がある。 これら賠償をしない企業が、またしても他の原発への支援資金を

出すことなど認められない。 

803E80 

（１０ｐ 地震による損傷の防止） 想定地震のうち震源を特定しない地震が過小 少なくても

直下Ｍ７．３以上を想定すべきである 基準地震動を策定するにあたり、プレート間地震と海洋

プレート内地震と内陸地殻内地震と震源を特定しない地震をそれぞれ想定しなければならない

が、そのうちの震源を特定しない地震については、１０キロ以内でマグニチュード６．５を想定

している。しかしながら現代では、震源が特定できない地震で最大は２０００年１０月６日にマ

グニチュード７．３の鳥取県西部地震が起きており、想定規模を拡大する必要がある。 従って、

震源を特定しない地震としてマグニチュード７．３の兵庫県南部地震を想定すべきである。 
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803E81 

[対象] 避難計画（全般）[意見] 「避難計画」は、過酷事故対策規制の枠組み上、最終段階の

「深層防護第５層：放射性物質の環境への大規模な放出に対する防災対策」として最も重要であ

り、「原発の安全性」を確保する為、本件審査の対象とすべきである。    [理由-１](主旨) 

原子力規制委員会(以下、委員会)は防災計画(「避難計画」)作成を指導・助言し審査する責任が

ある。(説明) １．「原子力災害対策指針」委員会は「原子力災害対策特別措置法(以下、原災法)」

に基づき「原子力災害対策指針」を作成し、原子力事業者・市町村等が「住民の視点に立った防

災計画を策定すること」と定めている当事者であり、事業者を指導する立場である自治体の長

に、防災計画策定に関わる勧告・報告・改善を求める責任がある。２．「原災法」第３２条(立入

検査)具体的には、「原災法」第３２条(立入検査)にて「・・委員会・・は、・・・その職員に原

子力事業所に立ち入り、原子力事業者の施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関

係者に質問させることができる。」と権限が付与されている。３．「原災法」第３０条(原子力防

災専門官(以下原災専門官))かつ「原災法」第３０条(原災専門官)にて「原災専門官は、・・原子

力事業所について、・・原子力事業者防災業務計画の作成その他原子力事業者が実施する原子力

災害予防対策に関する指導及び助言を行うほか、・・その状況の把握のため必要な情報の収集、

地方公共団体が行う情報の収集及び応急措置に関する助言その他原子力災害の発生又は拡大の

防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。」と義務が負荷されている。この原災専門官

は委員会の事務局である原子力規制庁(全国の各原発分庁)に３０名配属されていることは周知

の通りである。４．「原子力災害対策マニュアル」又、実際の原子力災害対策体制として内閣総

理大臣のもと内閣府及び委員会が初動体制を作り、当該事業所及び自治体を含む関係部署との総

合調整を図る本部となっていることは、「原子力災害対策マニュアル」にも明らかである。５．

委員会の責任しかるに委員会は、「避難計画は地方自治体の問題であり委員会の関知せざるもの」

と表明しているのは無責任かつ当事者意識に欠けると言わざるを得ない。これでは「原発の安全

性」は確保できない。[理由-２](主旨) 「避難計画」を審査対象とするのは世界基準である。

(説明) 周知の通り米国の原子力規制委員会では避難計画も審査対象としており、それが世界的

基準である。実際ニューヨーク州で建設された原発が、細長い半島に位置して避難が殆ど不可能

として稼働不認可と成っている。 

803E82 

地盤の液状化と防潮壁（審査書案Ｐ34）・防潮壁の設計変更により、敷地内に地下水が留まり、

水位を上昇させてしまうことになる。原子炉建屋についても排水ポンプが停止し、地下水位が地

表近くまで上昇し、建屋内に流入するリスクが高まる。福島第一原発事故では、これが大量の汚

染水発生の原因となった。集中豪雨の際、敷地内が水びたしになる恐れもある。このような場所

に立地するべきではない。 

803E83 

・銀行が貸付を行えない東海第二原発は経済合理性を欠いており電力会社の実質的な援助がな

ければ存立出来ない中で築 40 年をすぐに超えてしまう老朽化原発を稼働を可とするのは妥当で

はない。 

803E84 

P102  復水貯蔵タンク、使用済燃料プール及び使用済樹脂貯蔵タンク室に 消火設備を設置し

ないとしています。発火源がなく可燃物を置かない運用とすることで火災を発生させないとあり

ますが、火災は予知しない事態から起こるものではないでしょうか。したがって運用で防ぐとい

うのは不十分です。この場所にも消火設備が必要です。 
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803E85 

審査書案 449 頁に「ブローアウトパネル開口部を閉止するための設備」という表現でブローアウ

トパネル閉止装置について記されているが、まったく具体性に欠けている。 そもそも、日本原

電は、東海第二発電所のブローアウトパネルの存在を住民に説明してこなかった。本年 2018 年

2 月から 3月にかけて東海第二発電所周辺市町村で開催した住民説明会のなかでも、フィルター

付ベント装置についての説明はあったが、ブローアウトパネルとその閉止装置については、全く

説明してこなかった代物である。 この間の審査会合と加振試験の経過について、次のような問

題点を指摘せざるを得ない。(1)本年 6 月末に実施した加振試験において、扉に隙間ができたこ

と及び扉を動かすためのチェーンが切れるなどの問題点が発生したという事と、それを解決する

ために閂なる装置を付加する必要性が生じたという事実は、「設置変更許可申請書」に示された

「基本設計」に重大な欠陥があったことを示すものである。(2)規制委員会は、そのような問題

点をかかえている「設置変更許可申請書」を認めたことになる。(3)その欠陥を修復する対策と

して、日本原電は閂を設けることにしたが、審査会合に示された検討資料を国民に公開する際、

その閂の構造については、全て白塗りとしている。隠蔽と言わざるを得ない。(4)しかも、7月末

に実施した 2回目の加振試験においては、1回目の加振試験とはうって変わって、マスコミに非

公開のうえで実施した。公開を建前としてきた規制委員会のやり方として、不穏当である。 以

上のような問題点に鑑み、ブローアウト閉止装置の問題でも、新規制基準に適合しているとは言

えない。 

803E86 

P100 ： 原発の可燃性ケーブルの危険は、国内の原子力関係施設で起きている火災事故からみ

ても重大です。すべてのケーブルを難燃ケーブルに交換できないのであれば、規制委員会は、原

電の設計方針が火災防護基準に規定していないことを認め、合格させるべきではありません。 

803E87 

（１６Ｐ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震） 基準地震動の策定方法は

過小評価 想定される地震から計算（入倉式等）される基準地震動が小さい 震源から求められ

る地震動の元となるマグニチュードは、原電の資料では入倉等の式を用いて震源長さなどからマ

グニチュードを算出している。しかしこの方法では過小評価になることが明らかになってきてい

る。 地震は地下の断層面（破壊面）のエネルギーが地中を伝播して地表面に達して被害を与え

るが、地下の破壊面の大きさと滑るエネルギー量で破壊の強さを導きだし、これが地上に与える

影響を評価する。これは経験式により導き出されるので、その式の整合性が何処まで実際の地震

に迫れるかが課題となる。 ２０１６年の日本地震学会報告ではこれまでの平均すべり量の経験

式は地震モーメントの三分の一乗に比例していたが、７．５×１０の１８乗の値（モーメントマ

グニチュードで６．５に相当する値）を超えるあたりから地震モーメントの二分の一乗に比例し

て大きくなる傾向を示している」。 地震モーメントとは地盤の剛性と震源断層滑り量の平均値

と震源断層の面積を掛けたもので、地震の規模を表している。この値から地震の大きさを示すモ

ーメントマグニチュードを計算するが、その際に過少となっているという。 同じ地震モーメン

トでもモーメントマグニチュードの計算方法が変わるだけで地震の規模、さらには基準地震動の

大きさも変わる。 原発のよう重大事故が起きた場合の影響が極めて大きいから、安全のために

はより大きな値になる計算手法を採用すべきである。 

803E88 

40 年前の古い設計で、自身に対して弱い。長期停止後の再稼働は非常に危険と思います。東京

は 100 キロ圏内に入り、過酷事故が発生したら非難は出来ません。使用済み核燃料や核廃棄物の

処理方法も決まっていません。欠陥と心配の要因がたくさんあることは、誰の目にも明らかで

す。関東を廃墟として人間が住めなくなることを恐れます。この首都圏原発の 20 年運転延長を

辞めてください。 

803E89 

（２１Ｐ 震源を特定せず策定する地震動） 地盤の不安定さが十分考慮されていない 日本一

軟弱地盤に立つのだから、これを考慮すべきである。 原発の下には軟弱な地層が３７０メート

ルにわたり続いている。Ｖｓ７００メートル（横波が秒速７００メートルで進む固さを持つ地

盤）の基盤はマイナス３７０メートルに存在するが、これは日本で最も深い地点である。 地盤

が悪いと、大きな地震が発生した場合、液状化が発生する。さらに地面の下で地震の揺れが増幅

したり減衰したりと、予想外の動きをする。例は中越沖地震で柏崎刈羽原発が、あるいは２００

９年８月１１日に駿河湾地震が起きた時の浜岡原発が挙げられる。１０年あまりで二度も地盤の

不安定さから異常な地震動に遭遇したことは、東海第二にとっては大きな脅威であり、同様の事

態を想定すべきである。 
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803E90 

東海第二原発の再稼働にあたって、東京電力が資金援助をするという意向を表明してぃます。東

京電力は、福島第 1 原発事故の収束もしておらず、被害者への補償、賠償も打ち切っています

が、資金はこちらに回すべきです。本来、福島第 1原発事故の収束および補償に充てるべき資金

に頼る形で、東海第二原発を再稼働するなど、道義的にも決して許されることではありません。 

803E91 

本件、科学的、技術的意見の募集という事ですので、社会科学的、政治技術的問題点をまず書か

せていただきます。40 年で運転終了という原則はどこに行ってしまったのでしょうか。今回の

審査はスケジュール優先で審査を端折ったようにも見えます。東海第二原発のような古い原発

は、他の原発よりも慎重な審査が要求されるはずです。避難計画もないような運転計画、福島第

一原発事故を起こし、政府の資金が投入されている東京電力から資金調達をするというのも無理

を通して道理が引っ込んでいます。日本原電の経営を助けるために規制をゆがませるのは規制委

員会の存在理由にも関わる大問題です。その判断の理由は、可燃性のケーブルの扱いだけで十分

でしょう。東海第二原発は、事故を起こした場合の想定影響範囲の人口が過密な原発です。審査

がスケジュール優先とみられるだけで失格です。 

803E94 

[対象] 避難計画（全般）[意見] 「避難計画」は、過酷事故対策規制の枠組み上、最終段階の

「深層防護第５層：放射性物質の環境への大規模な放出に対する防災対策」として最も重要であ

り、「原発の安全性」を確保する為、本件審査の対象とすべきである。     [理由](主旨) 

自治体（30km 圏内 14 市町村）作成の「避難計画」（現時点で策定を終えたのは笠間と常陸太田、

常陸大宮の 3市のみ）は委員会策定の「原子力災害対策指針」に定める「住民の視点に立った防

災計画」として瑕疵があり実効性がない。(説明) １．茨城県は「避難計画」を未策定であり、

国の全面的な指導・支援が必要茨城県は避難シミュレーションなどはしているが、30km 圏内 14

市町村各自治体の「避難計画」策定を待ち、その全体調整を行う予定である。一方各自治体は住

民説明会開催などで計画案作成段階が殆どで、県・国の指導・調整機能を待っているのが実状で

ある。特に 30km 圏内住民 96 万人と観光客（年間４百万人）などと対象者が余りに膨大で、現実

的な計画は覚束ない。国（委員会）の全面的な指導・支援が必須である。２．避難計画圏の範囲

が狭い現状の避難計画は 30km 圏内に限定しているが、福島原発事故で明らかな様に 30km 圏内

は言うに及ばず、250km 圏内（首都圏は 100km）の避難も有り得ることを踏まえて計画すべきで

ある。「原子力災害対策指針」には３０キロ圏の外側でも放射線量の基準を超えた場合には避難

が必要であると規定されている。「原子力災害対策指針」に定める「計画」としては瑕疵がある。

３．避難バス体制、避難道路体制構築の見通しが全くない   茨城県内３０km 圏内には約 96 万

人の住民と観光客（イベントなどで 10 万人以上もある）がおり、住民避難で利用するバスは２

万台以上、運転手２万人以上を要すると言われているが、県も自衛隊も対応出来ないのは自明で

ある。避難道路も冬は雪国（福島県への避難が多い）としては対応出来ない。これだけでも避難

計画の実効性は全くない。４．避難計画サポート要員への被害保障体制がない避難バス運転手・

安定ヨウ素剤配布者・要介護者支援者など避難計画をサポートする人への被爆等被害保障が定ま

っておらず、ボランティア的協力者以外の要員確保の見通しが全くない。これでは避難計画の実

効性は全くない。５．被爆前提の避難一般的に、過酷事故後２０分で炉心溶融(メルトダウン)、

９０分でメルトスルーの可能性がある。この様な短時間の間に避難出来る人は殆どいない。一例

では、３０km 圏外に出るのに最短でも１５時間、最長で２９時間となっている。依って、避難は

被爆を前提としてせざるを得ない。しかも、現状の避難計画は、5 キロ以遠では屋内退避を原則

としており、毎時 500 マイクロシーベルトという高レベルの放射能が観測されてはじめて避難

を開始するというものである。わずか２時間で一般人の年間許容被爆線量１ミリシーベルトに達

してしまう。つまり、２時間以内に安全な場所まで避難しなければならない。これは全く期待出

来ない。毎時５００マイクロシーベルトという数値は、単純に乗ずれば１年間では４シーベルト

という（経過時の減衰勘案でも年２シーベルト位か）東海村ＪＣＯ臨界事故が起きた時、生死を

分けた数値であり、こんな空恐ろしい超高数値を住民避難の基準にするとは、将に「人格権の侵

害」である。ちなみに、福島原発が爆発した時、保安院の職員が慌てて郡山に逃げ出したのは、

室内が毎時１２マイクロシーベルトに上昇した時であった。国際放射線防護委員会(ＩＣＲＰ)の

設定している一般人の許容被爆線量は年１ミリシーベルト（毎時 0.23 マイクロシーベルト）で

あり、日本も適用しているのは周知の通りである。依って、「避難計画」は被爆を前提に作成さ

れているものであり、又、熊本地震の経験でも屋内退避など非現実的なことは明らかである。こ

の様な実効性のない非人道的な避難計画（＝原発稼働）は許されない。 
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803E95 

東海第二原発の審査書案に対する意見を述べます。まず総論として、東海第二原発は 2011 年に

大事故を起こした福島第一原発と同型で、東日本大震災では津波をかぶり、被災しています。福

島第一原発事故はいまだ収束しておらず、事故原因や損傷個所の検証も進んでいません。同型の

東海第２原発についても、目に見える損傷部位は補修したとしても、複雑な機械のすべてのパー

ツが健全な状態であるかどうかの確認はできていません。しかも、既に４０年が経過しようとし

ています。老朽原発は、長年放射線を浴びて金属がもろくなります。炉心シュラウドや圧力容器

のひび割れや脆性破壊の恐れがあります。設計も古く例えば火災防護基準に適合しない非難燃ケ

ーブルが多く使われている（参照 P.99：今後防火シートを巻くなどの対策をとるとしています

が、火災時の安全性に疑問が提されています。）など、多くの問題があります。さらに、30 キロ

圏内の 96 万人が避難できる避難計画がありません。避難計画については審査から外されていま

すが、福島第１原発事故が実際に起き、避難の中で多くの命が失われているにもかかわらず、こ

の項目について審査の対象でないこと自体、非常に問題だと言わざるを得ません。その他、各論

的に見ていくと、緊急時対策所が免振構造でない（P.465～）、高濃度汚染水対策がない（P.413）、

火山対策が不十分で安全性が確保されていない（P.74～77）、地盤の液状化対策としての防潮壁

の設計変更により、地下水位が上昇し建屋内に流入する危険がある（P.34）、低レベル放射性廃

棄物埋設事務所の津波対策の明示がない。ブローアウトパネルの閉止操作実験が失敗し、改善策

の検討がなされていない。（P.416 等）溶融燃焼の水蒸気爆発について、実機の条件を網羅した

実験は行われていない（P.240～）等々の、いずれも安全性について深刻な疑問、不安がありま

す。もう一つ重要な問題は、経理的基礎についてです。東海第二原発は基準に対応するための安

全対策工事費 1740 億円を自ら調達することができず、銀行は債務保証付きでも融資を断りまし

た。この時点で経理的基礎はないとみるべきです。が、日本原電は東京電力と東北電力に支援を

要請し、両電力は条件付きで支援の「意向」を表明し、規制委員会は、債務保証を制設置許可変

更申請の許可要件にしているにもかかわらず、これをもって「調達の見込みがある事を確認し

た」としています。しかし、両電力とも支援は「工事計画認可取得後に」としており、東電は、

「何ら法的拘束力ある約諾」ではないとも表明しています。これは、規制委員会）が当初求めた

債務保証でないことは明らかです。また、東電は福島第１原発事故の事故処理や補償のため、巨

額の公的資金が投入されている会社です。とても、他社を支援することなどできず、するべきで

もありません。したがって、日本原電には東海第二原発についての経理的基礎はありません。と

ころが、経理的基礎についてこのパブコメは対象としていません。しかし、これは需要な問題で

あり、何故対象としていないのか、理解に苦しみます。この点については、スルーしてしまうつ

もりなのでしょうか？原発は４０年で廃炉にする事が原則です。しかし、東海第二原発について

は、上記の点を始め、数々の問題点があります。どうみても、20 年延長という例外規定を適用す

る理由がありません。この審査書案が初めから結論ありきで作られたのかという疑問さえ感じて

しまいます。日本原電が協議書を交わしている東海第 2 原発の周辺自治体の多くが反対を表明

しています。周辺地域の住民の意向を無視して、再稼働を進めることはできません。再稼働のお

墨付きを与えるような今回の審査書案について、全面的な見直しを求めます。 
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803E96 

（２３Ｐ 耐震重要度分類の方針） 耐震重要度分類は不合理である 福島第一の経験は耐震重

要度分類の不合理を証明している 信じがたいことに、今でも外部電源の耐震重要度分類が最低

ランクのＣである。 電源喪失が極めて危険なことは福島第一原発事故を経て身にしみていると

思っていたが、そうではない。 外部電源設備を耐震重要度分類クラスＳで設備するのは多額の

費用が掛かろう。しかし敷地内に非常用ディーゼル発電機を有しているのだから、外部からの給

電設備をクラスＳでつくることは可能である。 旧安全設計審査指針では「重要度の特に高い安

全機能を有する構築物，系統及び機器が，その機能を達成するために電源を必要とする場合にお

いては，外部電源又は非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられる設計であること」

（安全設計審査指針４８．電気系統）とされていた。外部電源は非常用電源と並列的にいずれか

からの電気が供給される設計を要求される重要な系統である。 福島第一原発事故では、外部電

源については地震の揺れによる地盤崩壊で送電鉄塔が倒壊、送電線が断線し、構内の受電遮断器

も地震で損傷したため全部喪失した。これを招いたのは外部電源の耐震重要度分類が最低ランク

のクラスＣであったからだ。 従来は全交流電源が喪失しても３０分で復旧できるとの根拠のな

い発想で、クラスＣでもかまわないとされてきた。しかし福島第一原発事故の教訓は、何日も外

部電源が無いままに電源車などをいくら準備しても恒設の設備にうまくつながらないことだっ

た。 せめて福島第一原発事故の教訓くらいは生かすべきである。 さらに冷却材の供給につい

ても異常事態が起きている。 消防用水ポンプと消火系ポンプに配管。これがクラスＣで設備さ

れているのは、もともと原子炉冷却用に想定されていないからだ。建物の防火設備で過酷事故時

の原子炉冷却を担わせるなど想像も出来ない。 これは吉田所長も疑問に思っていたことだが、

実際に他に手段がないため消防用水ポンプを使った給水を試みている。案の定、メルトダウンを

阻止することなどできなかった。 消防用水ポンプと配管をクラスＳにして設備し直すならばい

ざ知らず、従来の性能のままで依然として過酷事故対策として使うという。これは二重の意味で

間違っている。 

803E97 
低レベル放射性廃棄物埋没事業所の津波対策はまだ明らかではない。放射性廃棄物が流されるよ

うなことがあってはならない 

803E98 
審査対象に避難計画が入っていませんが、深層防護の観点から、これでは安全審査が不完全であ

るとみなさざるを得ません。深層防護をきちんと見積もってください。規制が緩すぎます。 

803E99 

東海第２原発は全国１の人口過密地域に立地し、事故が起きた際に住民が避難することは不可能

です。県民の多くが再稼働に反対し、廃炉にすべきと考えています。自治体での反対決議も上げ

られています。絶対に再稼働させるべきではありません。 

803E100 

緊急時対策所が免震構造でない（P465） 日本原電は、東海第二原発の事故時の指揮所となる緊

急時対策所について、免震構造ではなく、耐震構造にする方針です。基準規則 61 条は「基準地

震動に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を喪失しないようにする」ことを要求して

います。緊急時対策所の機能は、「重大事故等に対処するために必要な指示」を行うことです。 

免震・制震・耐震の構造と性能の違いは明らかです。緊急時対策所は、耐震構造ではなく、免震

構造と同等レベル以上の機能を有する構造が必須です。 
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803E101 

（１０Ｐ 地震による損傷の防止（第４条関係）） 残余のリスクを評価していない 基準地震

動の範囲内で評価するのは誤りだ。限界応力値を示せ 基準津波を超える津波を想定する。これ

が新規制基準において取り入れられた超過津波だ。しかし基準地震動を超える地震を想定しな

い。残余のリスクについては新規制基準では取り入れなければならない。 例えばＥデフェンス

で行われたブローアウトパネルの閉鎖試験ではＳｓの１．１倍を掛けたところ閉鎖せず５～８．

５センチ開いた。Ｓｓの範囲では問題なかったと事業者は考えているようだが、それは間違い

だ。 このように設計値では機能しても超えると機能しなくなるのだから、その限界点を見極め

る必要がある。 Ｓｓでの応力評価値と機器類などとの限界値の差が二倍もないところは特に、

「超過地震」に遭遇した場合損傷すると考えなければならない。 震災発生後に当時の原子力安

全・保安院は安全裕度評価ストレステストの１次評価、２次評価を計画した。このうち２次評価

は装置類の限界を見極めることにしていたが、１２年９月に中止した。その理由は当時規制委は

規制基準において二次評価を取り入れるとしたからだった。その後、規制基準適合性審査におい

ても具体的に二次評価で評価する項目が設けられたとは認められず、経過や結果を表す審査書に

も工事認可申請の認可結果においても「二次評価」に相当する「材料の強さ」が評価されて数値

が明記されているわけでもない。 そのため実際にＳｓを超える揺れや超過津波についての原子

力設備の真の実力は明らかにされていないと考えざるを得ない。 審議の場に提出された数多く

の資料において、そのような評価を行った結果が記載されているのかも知れないが、大半の具体

的なデータ類や図面等が「白抜き黒枠」で非開示とされているため、判断不能である。開示され

ていない以上、評価等は成されていないとするほかはない。 

803E102 

59 ページの c.取水口付近の漂流物について、護岸部にある鉄筋コンクリート造建物、鉄骨建物、

車両等について、漂流の可能性があるとして抽出検証されているが、東海第 2 発電所敷地外の北

南に日立港、常陸那珂港があり、そこには大型船舶が常に停泊中である。東日本大震災では、岩

手県で多くの船舶が津波によって漂流物として陸に上がってきており、これらは一歩間違えば発

電所を襲う危険な弾丸となる。本当に取水口は十分な大きさを備えているのだろうか？これらを

踏まえて検証する必要がある。 

803E103 

（３１０Ｐ 地震による損傷の防止） クリフエッジを示すべきである 地震におけるクリフエ

ッジを明記して解析するべき 電力会社により策定される各種資料において、裕度が示されるこ

とはあるがクリフエッジについては関西電力の一部の原発などで示されたことはあるが、東海第

二については示されていない。東海第二のクリフエッジが示されたのは、２０１２年８月３１日

付けで当時の保安院に提出された文書においてのみである。 この時のＳｓは６００ガルであ

り、例えば原子炉圧力容器スタビライザーにおいてはクリフエッジは１０３８ガル相当だと見な

された。比率は１．７３倍に相当する。 これを今日の１００９ガルのＳｓと比較をすれば、１．

０３倍以下になってしまい、極めて危険なことは言うまでもない。 現時点でいろいろな対策を

施したであるから、クリフエッジは当時よりもあがっているというのであれば明確にしなければ

ならない。 この値を公表したうえで、どのような対策を行った結果としてどの部分のクリフエ

ッジがどうなったかを示すべきである。 
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803E104 

貴委員会の審査結果は「原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的 能力に係る部

分に限る。） 、第３号及び第４号に適合しているものと認められるというものである。これに反

対する。貴委員会の審査は、原子炉規制法の条項に限っている。しかし、この審査結果は、事実

上、再稼働を求める政府・電力会社・機関に再稼働開始 OK のお墨付きを与える役割を果たして

いる。今回のパブコメの意見募集は、貴委員会の判断に対する科学的・技術的意見の募集、に限

定しているが、上記の役割に照らして、より広い見地から意見を述べたい。 エネルギーの将来

を考えるとき原発依存は全くありえない。１．現在は原発に固執する制度・政策が、送電線をふ

くめ再生エネルギーの拡大のテンポを弱めている。再生エネルギーの育成政策を促進すれば電力

は足りる。２．日本が地震、津波、を主にして自然災害が集中する国であり、原発の安全性を訴

えても成り立たない。３.そもそも長く休止していた老朽原発を再稼働させること自体が安全性

無視だ。４．原発が生み出す使用済み核燃料他の廃棄物の棄て場所が無い。５．汚染物質を含む

温排水による海洋汚染・海中生態系を傷つける。６．原発再稼働開始に向けてと維持のための費

用は無駄な支出だ。７．そもそも、経済的基盤のない日本原電が、東海第二の再稼働をめざすこ

とは、既に破たんしている東電からの融資を受けるなどは電気料金と税金の投入を計ることであ

り、二重、三重の国民・住民負担に拠ろうとするものだ。８．人口周密地に位置し、巨大人口を

擁する首都圏に近い。９．事故発生時に避難などできない。 あらゆる角度から検討して、原発

固執、東海第二原発の再稼働はありえない。これを無視して再稼働に固執する者は、原発を知ら

ず、もし知っているなら国民・住民にウソを語り、愚弄しその声を無視しているのであり、日本

の将来に全く無責任な、厚顔な少数者だ。 貴委員会の判断が、上記の、国民・住民の期待や安

全の諸問題に答えているものでないこと、明確にし、これを公表しないで、適合とすること自体

が、貴委員会の無責任性を示すものである。故に、貴委員会の結論に反対する。 

803E105 
原子力発電は必要ないです。廃棄物も処理しきれず、解体にも莫大なお金が必要で、まさに未来

への負の遺産でしかありません。これ以上稼働すべきではないと思っています。 

803E106 

審査全体が、日本原子力発電を救済するためにスケジュール優先で行われたように見えます。規

制委員会は何のために存在するのでしょうか。寿命間近の旧式原発を無理やり延命するような馬

鹿な真似を止めるのが規制委員会の役割ではないでしょうか。MarkII をいつまで動かすつもり

ですか。古い自動車なら排ガス規制もなしで車検は通りますが、古い自動車をいつまでも動かす

のとはわけが違います。事故を起こした場合の影響範囲が大きいことはわかっているはずです。 

803E107 水蒸気爆発についての危険性に関して調査がされていない。容認できません。 
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803E108 

[対象] 避難計画（全般）[意見] 「避難計画」は、過酷事故対策規制の枠組み上、最終段階の

「深層防護第５層：放射性物質の環境への大規模な放出に対する防災対策」として最も重要であ

り、「原発の安全性」を確保する為、本件審査の対象とすべきである。    [理由](主旨) 自

治体（30km 圏内 14 市町村）作成の「避難計画」（現時点で策定を終えたのは笠間と常陸太田、常

陸大宮の 3市のみ）は委員会策定の「原子力災害対策指針」に定める「住民の視点に立った防災

計画」として瑕疵があり実効性がない。(説明) １．避難指示基準が大甘避難指示区域基準とし

て年間被爆線量を、Ａ:「帰還困難区域(立入禁止)」は５０ミリシーベルト超、Ｂ:「居住制限区

域(宿泊禁止)」は２０超～５０以下ミリシーベルト、Ｃ:「避難不要区域」は２０ミリシーベル

ト以下としている。これは国際放射線防護委員会(ＩＣＲＰ)が一般の人の許容被爆線量を「原発

事故等緊急時は年２０～１００ミリシーベルト」とし、「復旧期は年２０ミリシーベルト以下」、

「平常時は年１ミリシーベルト以下」としていることを根拠としている。福島原発事故経験から

「年１ミリシーベルト」のレベル迄減染・除染するのに何年かかるか分からないのに、「年１～

２０ミリシーベルト」の状態下に避難不要のまま何時まで晒して置く積りなのか？こんな大甘な

基準は全く認められない。福島原発事故後５年以上経過した現在、未だ「原子力緊急事態宣言」

下にあり、復旧期段階と見做し２０ミリシーベルト基準での避難解除が進められている、しかも

今後何十年緊急事態基準が適用されるか分からず、解除の見通しもない。それでいて、あたかも

平常時であるが如く避難解除が実施され、原発再稼働が拡がりつつあるのは言語道断である。

２．SPEEDI 使用につき委員会と政府の方針が違う SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予測ネットワ

ークシステム）の使用につては、委員会は「予測は不確実で弊害が多い」として原災指針から削

除し、モニタリングポスト（放射線測定器）の実測値で避難対応を判断する方針に転換した。一

方、政府は多くの自治体の要望に鑑み、自治体の責任で SPEEDI を避難に活用することを容認し、

近々活用法を示す方針である。SPEEDI は予測に基づき放射性物質の到達前に早い段階で避難或

いは避難準備が出来るのが最大の長所である。福島事故時に採用出来なかった為、放射性物質到

達地域に避難してしまった苦い経験は周知の通りである。一方、モニタリングポストは測定要員

が被曝危険を冒して放射性物質到達を待って実測値を確認するもので、所謂後の祭りとなるのは

必定である。しかも、圏外へ避難する基準は毎時５００マイクロシーベルトを超えた時と定めて

おり、わずか２時間で一般住民の年間被曝線量の上限１ミリシーベルトに達してしまう。これで

は、測定要員・住民の被爆を前提とした基準・計画であり、到底容認出来ない。委員会は原災指

針を変更し SPEEDI 使用を容認すべきである。尚、SPEEDI を使用すると不安を煽り多くの住民が

一斉に避難し混乱するため、使用に反対との意見もあるが、これぞ本末転倒であり、避難など出

来ない危険な原発事故であれば原発自体を廃炉とすれば解決することは自明である。３．避難の

基準を測定できないモニタリングポスト委員会は SPEEDI 使用を否認し、モニタリングポストで

実測値を確認し避難の判断をするとしているが、肝心の設置されているモニタリングポストの多

くが避難基準の毎時５００マイクロシーベルトが高過ぎて測定出来ない状況である。こんな避難

計画に実効性は期待出来ない。 

803E109 

99 ページ：40 年前に建設された東海第二原発に使用されている高圧ケーブルは、老朽化による

火災の危険性が十分ある。難燃性に交換できない可燃性ケーブルに防火シートを巻くだけという

対策を例外的に認めることは、新規制基準から外れている。認めるべきではない。 
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803E110 

（３１０Ｐ 地震による損傷の防止） 地震応答解析により「十分な強度」は有しないことが判

明 Ｓｓを用いた解析でさえ強度は２倍を下回る箇所が多々ある クリフエッジについてはス

トレステスト一次評価しか行われておらず、その時点での正確なデータは存在しないと思われ

る。その後Ｓｓを改定し、１００９ガルにした後に評価を行っているが、裕度についてはほとん

ど明らかにされていない。 そこで推定するほかはないが、圧力容器スタビライザーにおいては

クリフエッジを従来の一時評価値と同じ１０３８と仮定した場合、Ｓｓの１００９ガルと比較を

すると１．０３倍になる。これはもはや裕度など呼べる代物ではない。事実上裕度はないと考え

るべき水準だ。 もちろんクリフエッジを超えれば直ちに破断するとは言えないが、安全上重要

な設備では認められる値ではない。 圧力容器スタビライザーとは圧力容器を支える役割を持つ

装置で、これが地震の揺れに耐えきれなくなれば大きく揺れ動く恐れがでてくる。その結果、圧

力容器をコンクリート製のペデスタルに固定している基礎ボルトにも大きな応力が掛かり、ボル

トが折れてしまうかもしれない。折れないまでも塑性変形を起こせば圧力容器は傾いてしまい、

圧力容器内部の燃料が変位したり制御棒の挿入が出来なくなる恐れが出てくる。 圧力容器がま

っすぐに立っていることは、炉心を正常な位置に置くために極めて重要であり、さらに炉心安定

性の維持のためにも重要だ。 また、圧力容器が傾けばつながっている配管に全て大きな応力が

係ることになる。再循環ポンプにつながる大口径から小口径の計装用配管までどれ一つとっても

破損は命取りになる。 
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803E111 

「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書

案」に対する意見１ 審査を「技術的能力にかかわる部分に限る」としたことの理由を問う日本

原電による東海原発二号炉の原子炉設置変更許認可申請に対して、原子力規制委員会は「適合」

との審査結果を出したが、同案の「はじめに」で断っているとはいえ、原子炉等規制法では事業

者に「経理的基礎があること」も求めているのに対して、これを敢えて除外して審査し、「適合」

との結論を出したのは国民の原子力規制委員会に対する期待を損なうものである。原子炉等規制

法が「経理的基礎があること」をうたっているのは、通常時、事故時とも、技術的能力とともに

「経理的基礎」があって初めて安全な原発を保証し得るからである。このことついては多くの研

究者やメディアからも指摘されていることであり、「経理的基礎」が不安定ならこの申請書で縷々

述べられている対策もまったく絵に描いた餅になるだろう。あるいは最初から対策費用は消費者

や国民に負担させることを前提としているのかもしれない。津波や重大事故対策、施設設備の更

新費用が不足している原電は、きわめて曖昧な形での東京電力などからの出資もしくは支援を前

提にして、申請しているとすれば由々しき問題である。原子力規制委員会が４０年の寿命の来た

原発をさらに２０年延長させようと、期限内に審査を終了するために拙速と思える審査を行なっ

たとしたら重大問題である。原子力規制委員会は老朽原発が事故を起こしたら責任を取ることが

出来るのか、各委員は真剣に考える必要がある。不十分な審査に基づいてかつ資金不足でいい加

減な対応工事しか出来ないまま、東海第二原発を再稼働して事故を起こせば、委員一人ひとりの

責任が問われる。無論日本原電の経営者の責任はいっそう重い。理念も倫理も欠いたまま、対症

療法的な対策だけで４０年前の基本技術（設計時はさらに数年から１０年前）の問題点を乗り切

れるわけがない。その一つの例がケーブルの難燃化であるが、全部は出来ない（p.98 -p.107）。

また緊急時の非常用ディーゼル発電機の位置も動かせない（p.45 他）。２ 大地震対策の再検討

を要す（III-1 に関して）日本における地震学や津波研究は長い歴史があるように見えるが、地

質年代の観点から言えば、きわめて短い。記録されたもっとも古い記録のある地震でもせいぜい

千数百年足らずで、個々の地震の原因や特質もその概要がわかってきた程度に過ぎず予知は出来

ないと見られており、いかに減災するかの方が重要であると考えられるようになった。2011 年

の東日本大震災と津波被害を歴史地震から予測し警告した研究者もいたが、東京電力経営陣は地

震と津波対策を怠り、福島第一原子力発電所は全電源喪失事故を起こして炉心溶融事故にまで発

展し、未曾有の放射能公害を惹起した。なぜ研究者の指摘を受け止めず対策を先送りしたのか、

いま当時の東電経営陣は刑事訴訟でその責任を問われている。構造的な問題、人為的な対応上の

問題など解明されていない点が多い中で、2016 年４月に熊本地震が発生したが、本震より大き

い余震が発生し、被害は増大した。それはこれまでの知見を覆すものであった。東海第二原発の

地震動評価については、III-1 で地震による原子炉の損傷と対策が検討されているが、熊本地震

の経験を詳細に検証し具体的な対策に役立てたのか記述がない。地震は一回の本震で終わるもの

ではないし、大きな余震もあり得る。大きな余震や繰り返し発生する地震をどのように教訓化し

ているか、まったく検討していないのはなぜか。繰り返される地震動によって炉心や格納容器、

建屋はどのような影響を受けるのか、解析し直してもらいたい。また、それに基づいた対策も示

すべきである。３ 安全対策の「体制」づくりの具体策なし原子力規制委員会は危機の構造上の

強度計算などは計算方法を変えるなどして具体的な数値に基づいて安全を保証している。条件設

定や計算方法によっては数値が変わること、数値が絶対的安全を保証するものではないことを指

摘しておきたい。また重大事故を予防するための組織づくりについては本審査書の各所で論じら

れているが、驚くべきは原電申請書で具体的方策については触れずに、「適切に整備する」とか

「これから検討する」とか「考慮する」としているだけなのにそのまま認めてしまっていること

である。とくに最終章の Vの大規模自然災害や大型航空機の衝突、テロについては具体的対策は

まったく考えられていない。これでは今日言われている減災にはほど遠い。東海第二原発の２０

年延長、再稼働は危険きわまりない。４０年経った原発は原則閉鎖なのだから原子力規制委員会

は「適合」の結論を取り消すべきである。 
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803E112 

（３８ｐ 津波による損傷の防止） 基準津波の策定方法が不明確である 太平洋沖で発生する

津波の選定が不明確である 基準津波は新規制基準適合性審査から明記された。それまでは津波

随伴事象という名の位置づけの不明確な存在であり、しかも過去の津波想定さえも十分吟味せ

ず、過小評価を放置し続けてきた。危険性を指摘する声にさえ耳を傾けなかった。 例えば福島

県沿岸部に襲来する津波の最大級は、隣接する三陸沖で発生している有史以後の津波を見ている

だけでも３０メートル級を想像できたはずである。 福島第一原発事故の後に機械的に最大１

７．５メートルまで対策を取ると、当時の原子力安全・保安院が定めたが、これが今も同程度の

津波対策しか行っていない「下敷き」にでもなっているかのようである。 東海第二もまた福島

県沖を含む日本海溝沿いの津波波源域の一部であり、さらに南に目を転ずれば相模トラフから小

笠原諸島へとつながる大きなプレート境界にも隣接しており、どちらの影響も大きく受ける地域

に当たる。 さらに近年の研究で知られるようになった、日本海溝に沿って南北方向に延びる海

底活断層の存在も無視できない。 これらがどのくらいの津波を引き起こすかは明らかではない

が、最大級を想定するべきである。 東海第二では基準津波を１７．１メートルとしているが、

これは過小評価と考える。超過津波を３０メートル級としているのだから、基準津波を３０メー

トル級とすべきではないか。 

803E113 

[対象]   使用済核燃料(全般)[意見]  使用済核燃料の保管余力（再処理工場を含め）は殆ど

なく、東海第二もあと 2.５年位であり、かつ再処理（六ヶ所村）工場の稼働見通しもない状況

下、原発再稼働をしても安定した運用確保は難しく、使用済核燃料の処理・保管能力が国全体と

して確保出来るまで再稼働は認められない。 [理由-１]  (主旨)  使用済核燃料の保管・

処理・処分の体制作りの見通しがない。(説明)  使用済核燃料を始めとする放射性廃棄物の処

理・処分は国家的・世界的大問題でありその解決の見通しは絶望的とも言える現状であることは

周知の事実である。      従来原発の運用期間中に解決されるであろうとの希望的観測の

もと原発は推進されてきたが、既に半世紀程たってもこの有様である。日本の原発では貯蔵プー

ル等での保管余力はあと数年～１０年前後と限られており、六ケ所村再処理施設も運転再稼働の

見通しがなく現在保管余力はほぼゼロ、中間・最終貯蔵施設は施設の設置は不透明である。青森・

むつ市の中間貯蔵施設は 2013 年に貯蔵容量約３０００トンの施設が完成し新規制基準審査中で

はあるが、許可見通しは不透明である。  この状況下再稼働を進めると当面自己貫徹型の敷地

内処理体制を強いられ、長くても１０年（大飯原発は 2.5 年だが敦賀 2号機が廃炉となり持ち込

まれると忽ち満杯）も経たない内に満杯となる。 そもそも使用中核燃料のみならず、使用済み

核燃料を大量に抱えた状態では重大事故時の対応能力に過大負荷が架かるものであり、その量は

極力減らすべき筈であるが、その検討がなされていないのは重大な欠陥である。 ＭＯＸ燃料の

適用も考えられているが、使用済ウラン燃料なら数年で冷却が済むところ、使用済ＭＯＸ燃料は

１００年近くプールで冷却管理する必要があり、危険なものの長期保管の問題のみならず、使用

済核燃料の貯蔵能力がウラン燃料でも逼迫しているのに益々困窮化する問題がある。この様な非

現実的な再稼働はすべきでないし、再稼働しても忽ち行き詰まることは必定である。[理由-２] 

(主旨)  申請者は使用済核燃料の保管期間延長のため「リラッキング」を考えているが非常に

危険である。(説明)  申請者は「リラッキング」（「使用済核燃料」の間隔を狭めて「使用済み

核燃料プール」に保管する）による使用済核燃料保管能力増大を考えているが、ただでさえ危険

な状態（衝突による発熱・臨界が発生し易い）が益々危なくなる。委員会も「リラッキングは望

ましくない」と改めて難色を示し、一定期間プールで冷却した燃料を特殊な金属製容器に入れ、

外気で冷やす空冷式の「乾式貯蔵施設」でのサイト内対応を促している。但し、容器に入れる前

にプールで 10 年程度は冷やす必要があるし、地元の理解が得られるかどうかも不透明ではある。

又、「乾式貯蔵」であれ飽くまでも最終処分でなく暫定的方法であり、地震・噴火大国日本で絶

対的安心は得られない。 

803E115 

火山国である日本では、原発の火山灰対策も重要です。東海第２原発が立地する地域に降り注ぐ

可能性のある火山灰は、赤城山からのもので、約５０センチ積もる可能性があるとされます。た

とえ５０センチの降灰を想定して設備を整えても、あまりに膨大な量の降灰では想定外の事態も

十分起こりうるし、ほんの数センチの降灰で交通機関はマヒするといわれています。そのような

状態で、原発の過酷事故が起きたら住民は避難できず被ばく、最悪の場合茨城県は壊滅します。

東海大に原発は再稼働せず、速やかに廃炉にすべきです。 
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803E116 

（３８Ｐ 基準津波） 最新知見を取り入れていない 東海第二を襲う津波について新しい知見

が取り入れられていないのは最新の知見を取り入れるとした規制基準に反する。 津波波源につ

いては、従来の通説の通り日本海溝沿いの波源域を茨城県から千葉県沖に置き換えて評価したも

のを使っているが、相模トラフから延びるプレート境界にぶつかる点までの区間に存在する海底

活断層が活動した場合のケースは評価されていない。 この断層の活動も含めた津波評価が再度

必要である。 

803E117 

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（１）水蒸気爆発が実機において発生する可能性

（P144 P240 P245） 水蒸気爆発の発生確率がゼロであるといえない理由を明らかにすべきで

す。 東海第二原発では、炉心溶融事故が発生し、原子炉圧力容器から溶融燃料が流出した場合、

あらかじめ水深１メートルで水張りしたペデスタル部に落とし、水冷することにしています。そ

こでは溶融燃料と水が接触し、水蒸気爆発の可能性があります。審査書案では、申請内容で「原

子炉圧力容器内での水蒸気爆発については、国内外における実験的研究と専門家による物理現象

に関する分析により、発生確率は極めて低いと判断されていること。」（P144 )を受けて、「格納

容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」において、申請者が水蒸気爆

発の発生可能性は極めて低いとしていることは妥当と判断した。」(P244)とされています。しか

し実機の条件を網羅した実験は行われていません。 また、発生確率がゼロであるといえない理

由を明らかにすべきです。格納容器破損という重大事故について、「実機においては、液－液直

接接触が生じるような外乱となり得る要素は考えにくいこと、・・溶融物表面の固化が起こりや

すいこと」(P245）「・・発生可能性は極めて低い」（P244) というだけでは到底安全を保証する

ことはできません。 

803E118 

P99 東海第二原発は『非難燃ケーブル』が使われていましたが。火災防護基準はこれを『難燃ケ

ーブル』にすることを要求しましたが、原電はこれを防火しーとを巻いて使うとしていますが、

これはとても危険だと思います。防火と難燃は全然違うものです。防火とは燃えないということ

ではないのです。防火シートを通してケーブルが熱分解すると被膜がだめにな ri 大きな事故に

つながると思います。このように安易な方法で基準をクリアしたと、再稼働をしようというの

は、とんでもないことで、再稼働はやめるべきです。 

803E119 

（３３Ｐ 津波防護施設（防潮堤）の審査の経緯） 防潮堤の液状化対策が終わっていない 防

潮堤基部における液状化対策の審査がされていない 東海第二原発立地地点は解放基盤表面ま

で３７０メートルあるほど、中間には軟弱な地盤が広がる。柏崎刈羽原発でも解放基盤表面まで

約３００メートルある。２００７年の中越沖地震では敷地内部で大規模な液状化が発生し、大き

な被害を出している。 そのため柏崎刈羽原発では１から４号機の建つ荒浜側の防潮堤について

は地盤の液状化の影響を受ける可能性があり、対策を取る必要があるとされ、新設する緊急時対

策所を３号機から５号機に、さらなる移設を余儀なくされた。 一方、再稼働予定の６、７号機

の予定地は、液状化をしたとしても海抜１２メートルほどの敷地高さがあるため影響は少ないと

されている。 東海第二は防潮堤予定地の海抜は８メートル、一方津波は１７．１メートル想定

で、基準津波が直接防潮堤を叩く。その状態で基礎部が液状化していれば強度評価はまるで意味

を失うので防潮堤の津波対策は基準津波を前提としても十分耐えられる強度設計になっている

ことを確認しなければならない。 設置許可変更申請においては設計基準事故（基準津波による

損傷防止）を十分満たす設計になることを評価し決定しなければならないから、防潮堤の設計施

工が行われていない現状では許可条件を満たしていないから無効である。 

803E120 

33 年前にＵターンして、無農薬有機農業に取り組んできた。しかし長年の努力がフクイチの放

射能で台無しにされた。加害者である東京電力は賠償に関して不誠実な対応を重ねている。自分

の頭のハエも終えず、実質的にはとっくに倒産しているのが東京電力である。日本原電という会

社は、安全対策の費用について銀行から融資を断られた時点で企業経営として破綻している。そ

んな会社を、あろうことか倒産状態にある会社が債務保証をするなど、モラルハザードも極まれ

りではないか。パブコメは技術的問題に限るとされているが、その技術なるものに基づいて施設

を整備するための経理的基礎が虚構では話にならないではないか。技術論の前提がないというこ

とだ。枝葉末節の技術論に紛れ込ませて、ありえない東海第二原発の再稼働を企むことも、それ

を容認することも、将来の子孫たちに申し開きができるはずはない。まっとうな大人の責任を果

たしてほしいし、果たしたい。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E192 - 
 

整理番号 意見全文 

803E121 

[対象]  火山灰設計層厚（３.4.2.2 火山の影響に対する設計方針１原子力発電所に影響を及

ぼし得る火山の抽出 ２     原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価 

３原子力発電所への火山事象の影響評価  P74～77 ）[意見]  過去大量降灰の事例（赤城山）

及びシミュレーション結果の検討からの「敷地における降下火砕物の最大層厚設定値 50cm」で

は保守性があまりに小さく、さらに大きくした上で影響評価を厳しくすべきである。。[理由-

１](主旨)  シミュレーション結果は 49cm であり、設定値 50cm では保守性を確保出来ない。厳

しい安全性が要求される場合は、20～30％位は最低大きくするのが一般的ではないか。(説明)  

実際、既に工事計画認可の審査の過程で、原子炉建屋の屋根に積もる火山灰の荷重が、最大で許

容値の 97％に迫る箇所があることが明らかになっている。[理由-２](主旨)  火山灰が設計層

厚の 50 センチを超えると原子炉建屋の屋根が崩れる危険性がある。除灰もできず対応の仕様が

ない。 強度不足であり再設計が必要な問題がる。(説明)  火山灰の設計層厚は、関電の原発

は 10 センチ、川内原発でも 15 センチと比較的小さいことも影響し、原子炉建屋の屋根強度設計

が甘くなっているのではないか。 

803E122 

P.413～418 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等で、第５５条等で、

海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備及び手順等が求められていることを明記しながら、考

慮されているのは放水に伴う汚染水だけであり、福島原発で問題になっているような、大量の汚

染された冷却水の処理方法について、なにも検討されていない。高濃度汚染水の対策なしに、再

稼働を認めるべきではない。 

803E123 

バカな真似はやめてください。なんで 30km 圏に 100 万人の人口を抱える東海第二原発の運転を

許すんですか。東海第二原発は古すぎませんか？可燃性ケーブルのまま稼働を許すとかどういう

ことですか。世界では EPR とか第三世代プラスの原発の時代に。原則 40 年までと言ってた規制

委が止めないのはおかしいじゃないですか。前言撤回ですか？規制委員会の信頼性を棄損してし

まいます。現存するなかでも古いぼろい原発を止めないのでは、規制そのものが緩いとみなされ

るのが道理というものです。何考えてるんですか。もう少し常識的に考えてください。なんの為

の規制委員会ですか。 

803E124 

東海第二発電所の再稼働について意見を述べます。東海第二は東日本大震災の際に幸運にもかろ

うじて全電源喪失によるメルトダウンをまぬがれた原発です。これを再稼働することは許されま

せん。運営主体の原電は財政的に自立できず他電力会社からの援助によって存続しているゾンビ

企業であり、原発を運営する資格を欠いています。 規制委員会の審査の対象外とされている避

難計画ですが、そもそも避難が現実に可能な場所に原発があるのでしょうか。30 キロ圏に 100 万

人といいますが、30 キロを超えて放射能が拡散することは福島で実証すみです。首都圏だどれ

だけの人間が避難を強いられるのか、それは可能なのか、こうしたことの検証抜きに再稼働を議

論すること自体が無責任です。東海第二原発の再稼働を認めないでください。 

803E125 

100 ページに関して原子力規制委員会は、この審査で非難燃性ケーブルに防火シートを撒く方法

を認めています。しかし、それでは新規制基準に規定された難燃性ケーブルの原則から外れては

いませんか？このような、例外措置を認めると、緊急時に予測できない事故が発生する可能性が

あります。認めるべきではありません。 
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803E126 

（６５Ｐ 漂流物による波及的影響に対する設計） 津波の漂流物評価がおかしい 漂流物の衝

突解析が現実を無視している 東海第二の北約２キロの地点に茨城港日立港区、南に約３キロの

地点に茨城港常陸那珂港という２つの中核国際港湾が存在している。 ７月１３日に国会議員会

館内で行われた規制庁ヒアリングにおいて、津波に伴う船舶の漂流に関して担当者は「津波警報

が出れば船舶は避難行動を取るから漂流物となる可能性はない」と断定し、事業者が５０トンを

超える自力航行船舶の漂流を検討対象としないことを是認した。あまりに非常識であり、現実を

無視する行為である。 船舶の漂流については東日本大震災では全長約１００ｍの大型貨物船ア

ジアシンフォニー（４，７２４トン）も漂流し岩手県釜石港の防波堤を破損させるなどの被害が

あったばかりか、他にも漂流船舶が火災を起こす事例もあった。 事業者は港湾管理者に対して

津波警報時の船舶避難について要請をしたという。その程度のことで津波発生時に漂流船舶が出

ないことを保証できるはずがない。それを真に受ける規制庁も理解不能だ。 現実に大規模な津

波災害では漂流船舶の発生は避けられないことであり、それに対する備えがないならば運転を認

めてはならない。 さらに漂流物の評価も現実離れしている。石油タンクの流出やコンテナ流出

は避けることは出来ず火災の発生も想定しなければならない。外部火災については評価している

ものの炎上する漂流物が津波と共に敷地内に入り込むことは無視している。ご都合主義と言うほ

かない。 事業者も規制委も非現実的想定を止めるべきだ。 

803E127 

98 ページからの「火災の発生防止に係る設計方針」の中のケーブル難燃化問題について、４０

０キロメートルのケーブルのうち２００キロメートルについてはケーブルをまとめて束ねて「複

合体」にしたものを防火シートで包むという対策は、あまりにも危険なのではないでしょうか。

ケーブルをまとめただけでも温度が上がって高い熱による火災が発生しやすいのではないでし

ょうか。防火シートで外側からの火災を防げても、内側のケーブル自体が発火したらケーブルを

通じて火が瞬く間に広まる。 

803E128 

全体 通り一遍の資料、私タイ地のことはだれが考えているのだろう。東海第 2はけんせつされ

て、４０ねん、設計も耐用年数も 40 年と考えられている。どうしてそんな老朽化した原発に多

大なお費用をかけ、再稼働をしようとしている。誰が考えても愚かなことである。 

803E129 
首都東京から 100 キロ圏内にある原発が、原則廃炉になる老朽原発であることのリスクは、途轍

もなく大きいと思います。再稼働に繋がる許可には反対です。 

803E130 

東海第２原発には「非難燃性ケーブル」が使用されています。原電はこれらのケーブルを難燃性

ケーブルに交換する代わりに「防火シート」で被う、としています。しかし、いくらシートで覆

ってもケーブル自体は非難燃性のままであり、何かのきっかけでケーブルのどこか１か所が燃え

た場合には、ケーブルを伝って火が施設全体に広がり、壊滅的な被害を及ぼしかねません。すべ

てのケーブルを「非難燃性」に交換することができない限り、東海第２原発は再稼働すべきでは

ありません。 

803E131 

（３１３Ｐ 津波による損傷の防止） 超過津波設定が過小である 超過津波を２４ｍ超として

いるが、３０ｍ超をベースにすべきだ 基準津波を超える津波の想定は、既往最大を超えるとし

なければ意味はない。日本海溝という同一波源域からの津波を想定するのであれば、３０メート

ルを超える規模をもってしなければ超過津波対策にはならない。実際に東日本大震災において最

高到達点は４０．５メートルとされる。超過津波を既往最大の波高（遡上高）を超える高さを基

準として評価しなければ過去最大を超える評価にはならないのでやり直すべきである。 
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803E132 

[対象]  ケーブル難燃化問題（３-６ 火災による損傷の防止（第８条関係）／3 「火災の発

生防止に係る設計方針」／pp.98-100） [意見]  総延長 1400km のケーブルの内約４割しか難燃

化しておらず、火災発生防止の基本（火災防護基準）からはずれている。残りは防火シートで被

覆としているが、実際には約 46％は旧来の非難燃性のまま放置されている。直接安全対処設備

につながっていなくても、原子炉建屋に延焼すれば安全系施設にも影響を及ぼす。ケーブル取替

えの現実的な難しさがある様ではあるが、安易な評価は許されない。[理由-１](主旨)  「火災

発生防止」という観点から、ケーブルの延焼性が問題とされてきた事からすると、非安全系であ

っても、発火すれば原子炉建屋内に広く延焼することも十分にあり得る。火炎は、安全系／非安

全系を選ばない。(説明)  「原電によると、安全機能を持つ設備につながるケーブルは長さが

約 400 キロあり、約 80 キロは既に難燃ケーブルを使用。残り約 320 キロのうち新たに約 120 キ

ロを難燃ケーブルに交換し、残り約 200 キロは防火シート工法での対 応を想定」（「茨城新聞」

2017 年 7 月 21 日）、「総延長千四百キロに及ぶケーブルの四割弱を燃えにくいケーブルへ交換

し、ほかは防火シートなどで覆う」（「東京新聞」2018 年 7 月 4日）との報道をふまえ、ケーブ

ル総延長の 1400km の難燃化率が 40％と仮定した場合、その内訳は、下記のとおりとなる。（１）

「非安全系」のうち、難燃性になっているもの：約 360km：25.7％、（２）同じく、非難燃性の

まま何もしないもの：約 640km：45.7％、（３）「安全系」のうち、「複合体」にするもの：約 200km：

14.3％、（４）同じく、難燃性にするもの：約 200km： 14.3％。[理由-２](主旨)  代替措置と

しての「複合体化」（防火シートで被覆など）によって生じかねない逆効果について、全く検討

されていないが、このような逆効果について真剣な検討がなされたようには見受けられない。

(説明)  「防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、条件次第では、

火災がケーブルに伝わって拡がり、 消火が極めて困難となるといった状況が懸念される。また、

防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われ、プラ

ントの状態がわからなくなったり、 機器の遠隔制御が不能になったりする可能性があり得る。」

という指摘もある。 

803E133 

もうすぐ定年を迎える原発を延長して使うにあたって、住民の避難計画はどうなっているんでし

ょうか。どう考えても不可能で、万全の避難など期待できません。事故が起こってから想定外と

いって逃げるのはやめましょう。どんな事態でも対応できると言える現実味のある避難計画を少

なくとも住民全員に提示し、全員から許可をもらってください。老朽化した、本来であれば今年

定年の原発は細部のすべての部品に至っても安全だと言えるのでしょうか。まず言えませんね。

専門家が言っている通り、継続運転していたものより危険度が高まっているうえ、それを交換す

ることはおろか、検査すらできていない状況でしょう。それを規制委員会が合格を出せるはずが

ありません。独立性のない規制委員会に職務の遂行は不可能です。これは素人が考えても分かる

ことです。いったん事故が起これば、身を切ることなく税金で何とかすればいいという卑怯な企

業体質は福島で露呈しました。その改善に努力することもなく、自分の利益のためだけに我々を

危険にさらすのはやめてほしい。日本の原子力関係者に原発を動かす資格がないのは明白です。

潔く日本のすべての原発を廃炉にし、再生可能エネルギーを普及させることに今後の労力を費や

し、福島の被災者の人々に償っていくことを強く求めます。 

803E134 

いかなる技術的な対応がなされても、東海第２原発の再稼働に反対します。技術的な問題とし

て、１つのみ指摘すます。原発内部の火災への対応として、、ケーブルの不燃化措置が挙げられ、

難燃ケーブルへの交換、不燃材の防火シートによる被覆が予定されていますが、全てのケーブル

に現実的にその措置が取り得るのか疑わしい。防火シートでの被覆の効果はとりわけ疑わしく、

高温に晒されれば、隙間から容易に発火するはずと考えられます。つまり、本質的な対応と評価

できず、火災への対応として不十分といわざるを得ません。従って、この措置で、十分な安全性

を確保できるとは考えられないので、再稼働には単体です。 

803E135 

59～60 ページについてもし、地震による津波等で、東海第 2 原発の南北に位置する日立港や常

陸那珂港に停泊中の船舶などが漂流してきた場合、当該発電所に影響があるかもしれません。検

証が必要です。 
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803E136 

首都圏に近い老朽原発を動かさないでください。３０キロ圏内・９６万人の避難は出来ません。

核廃棄物の行き場はなくこれ以上原発を動かすことは自滅への道です。安全対策後も全体の約 

46%が、燃え易いケーブルのまま残されると言うのは、大きな問題です。因みに、東海第二発電

所の後に建 設された原子力発電所においては、安全系/非安全系の区別無しに、基本的に難燃性

ケーブルが使われています。それくらいも出来ないという老朽原発であるのなら、廃炉の方法を

けんとうすべきではないでしょうか？専門家の集団がそろっているのに、あまり知識のない市

民・住民が十分理解できないのをいいことに、適当な審査をすることは、倫理に反すると思いま

す。 

803E137 

全体として再稼働は憲法違反である。・３．１１の福島原発事故は、私たちに原発と人類は共存

できないことを示した。もし、共存すれば、生死のリスクを常に私たちにせまる。そのことは、

憲法が認める基本的人権に対して、違憲である。第十三条 すべて国民は、個人として尊重され

る。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法

その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。この基本的人権の章の、生命、自由及び幸福を

追求する権利に対して、稼働することで侵害する。・設置許可をしてはならない２０１１年３月

１１日、東日本大震災で福島原発震災が発生し、原子力施設の地震・津波対策、過酷事故対策に

は実効性がないことを実証した。震災後、国が最初にすべきだったのは全原発を止めて安全体制

の確認を実施すると共に、設置許可を一旦取り消すことだった。老朽化した原発は直ちに廃炉に

すべきだった。日本原子力発電東海第二原発は、最大の人口密集地帯、東京圏から最も近い原発

だ。３０ｋｍ圏内人口は約９６万人、５０Ｋｍ圏内で約１４４万人、最小エリアの５Ｋｍ圏内（Ｐ

ＡＺ）で約５万人だ。この人々の避難計画は困難である。この原発の設置許可は無効であると考

える。・日本原電に「経理的基礎」はない原発を動かす事業者の「経理的基礎」も審査の一つで

す。所有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破

たんを免れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができません。

この時点で、「経理的基礎はない」とみるべきでしょう。原子力規制委員会は、日本原電に対し

て、債務保証の枠組みとして、だれが融資保証を行うのか、その意思はどうかについて、書面で

示すことを要求。これにより、日本原電は、東京電力と東北電力の二社に対して、「電気料金前

払、債務保証等によって弊社に支援資金する意向を有している旨、書面をもってご説明いただき

たく・・・」と要請を出しました。東電と東北電の二社は「工事計画認可取得後に資金支援を行

う意向があることを表明いたします」と文書で回答。東京電力に関しては、巨額の公的資金が注

入されており、他社の原発を支援することは、許されません。・非難燃ケーブル使用は摘要外で

ある（審査書案 P99）古い東海第二原発は、「非難燃ケーブル」が使われている。火災防護基準は

これを「難燃ケーブル」に置き換えた。ところが原電は、難燃ケーブルでなければならない場所

についても、非難燃ケーブルに「防火シート」を巻いたものを使うとしている。 防火シートに

よって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われ、プラントの状態が

わからなくなったり、機器の遠隔制御が不能になったりする可能性がある。よって適格ではな

い。 
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803E138 

○意見の箇所：P.76、77「III－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」「３．原子力発電所

への火山事象の影響評価」及び「８．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針」意見の内容： 

降下火砕物の設計層厚が過小ある。P.76 では「過去の分布状況から想定される層厚として約

40cm 」「移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した結果、最大層厚としては、約

49cm 」ゆえに「敷地における降下火砕物の最大層厚を 50cm と設定した」ことが書かれている

が、シミュレーション結果に対して設計層厚が２％の裕度しかないのは、少なすぎる。 また、

降下火砕物が５０cm も積もるような状態で当原子力発電所を稼動したり、あるいは原子炉を止

めたとしてもその後の操作を行うのは困難だと考えなければならない。気象庁の資料でも、１．

３cm の降灰でトランスが故障し、電柱火災が発生、５cm で除灰が不可能となり道路の通行もで

きなくなると書かれている。この１０倍の降灰に対して安全を維持することが可能であるとの判

断は無理があるのではないか。大きな事故でなくとも、トラブルが起きただけで対応することが

できず、重大事故に発展する可能性がある。立地指針を適用するならば、このような場所に原子

力発電所を設置してはいけない。○意見の箇所：P．81．「III－４．２．２ 火山の影響に対する

設計方針」「８．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針」意見の内容： 「申請者は、原子

炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないように非常用ディーゼル発電機の７日間の連続

運転により、電力の供給を可能とする設計としている。」と書かれているが、非常用ヂィーゼル

発電機の機能評価に使われたデータが審査書案の中にでてこない。事業者ヒアリングの資料にあ

ると知人に聞き探せたが、大事な評価の根拠資料がどこにあるのかがすぐに分からなくなってい

ることは、国民への情報提供のあり方として問題である。役所として国民への説明責任を果たす

という意味でも、公開資料は、誰が見ても根拠が辿れるように文書を整理し、タイトルも内容が

わかるようにつけてほしい。 なお、非常用 ディーゼル発電機の評価を検討するために参考資

料－１７「気中降下火砕物対策に係る検討について」を見ると、この発電機のフィルタについて

は、気中濃度を 3.5g/立方 m と設定して評価したとある。しかしこれは、設計層厚５０cm の降灰

における濃度としては過少と思われる。例えば関西電力の高浜発電所や美浜発電所では大山の噴

火による降灰を想定して、層厚１０cm で 1.4g/立方 mないし 1.7g/立方 m であるのに対し、その

５倍の層厚であれば倍の７g/立方 m であってもおかしくない。なぜこのような条件になってい

るのか不明である。また、3.5g についても、このような気中濃度に対応できる設計が現実的に

可能なのかは甚だ疑問がある。 また、非常用ディーゼル発電機の機能だけでなく、そもそも設

計層厚までいかずとも、過去の最大層厚４０cm であっても、広範に降り積もった降下火砕物に

より、外部からのアクセスが８日以上途絶える可能性はある。一般には５cm で除灰が不可能に

なるのであるから道路も使えなくなる上、気中濃度も上がるのでヘリコプターの運行も困難にな

るだろう。少なくとも１ヶ月程度は外部から隔離した状態で原子炉の安全を確保できる体制にし

ておかなければ不十分である。しかし、このような場所に原子炉施設という、停止した後も人の

管理が必要となるようなものを設置することに無理があるのではないか。 
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803E139 

（意見１）規準地震動による地震力と設計基準事故時に生じる荷重の組み合わせ ｐ.30 原子炉

格納容器においては、地震による荷重は、地震動による揺れに加えて圧力抑制プールのスロッシ

ングによる動的荷重が加わるが、設計基準事故（LOCA）による水力学的動荷重が同時に加わった

場合の評価をすべきである。また、重大事故時に蒸気と共に、非凝縮性ガスが大量に出ることで、

格納容器が過圧、過温状態になるが、余震等による地震力やスロッシングによる荷重を同時にか

かるものとして評価をすべきである。(理由)地震の発生と LOCA の発生か重なる可能性は小さい

として評価しないことは、１．「放射性物質を閉じ込める原子炉格納容器の機能の重要性を考慮

していないこと。２．地震とそれに伴う LOCA（配管破断等）は同時に発生しやすい事象であるこ

とを考えていない。３．LOCA は、地震より若干遅れて発生するが、熊本地震で起きたように、極

めて大きな余震が繰り返し発生することが明らかになった以上、地震と LOCA の発生確率による

荷重組み合わせは見直すべきである。また、重大事故時に格納容器の圧力・温度が限界状態にな

っている時に、余震による地震力やスロッシングによる荷重が加わる場合の評価はしておくべき

である。（意見２）水密扉の手動操作 p.64「水密扉について津波の襲来時に確実に閉止できる

手順を整備することにより入力津波に対して浸水防止機能を維持できる設計すること」としてい

るが、地震発生後、津波襲来までの時間的な余裕が明らかでないため、水密扉を人の手で閉止す

るとすることは、危険側の判断であり、容認できないと考える。（理由）津波が敷地に流入する

ことを防止するための、放水路ゲートは電動駆動式と自重降下式として、多様性及び独立性を確

保している（p.62）。同じ津波の侵入を防ぐための水密扉が人の手で閉めるというのは、１．地

震から津波までの時間が短い可能性があり、人が閉めるのは間に合わないことが危惧される。２

同じ理由により、津波が襲ってきた時に、人が扉を閉めに行くこと自体が極めて危険である。東

北地方太平洋沖地震で、防潮堤の水門を閉めに行った消防団員が津波で殉職している。新規制基

準において、人の手による対策を随所で認めているが、基本的に人の手による対策はできる限り

避けるべきである。なぜなら、人は柔軟に対応できる利点もあるが、非常時に役割を果たすこと

（例えば、たまたま体調が悪くなることもあるし、精神的に追い込まれて誤ったことをする可能

性も否定できない）ができるとは限らないことも想定される。規模の大きなシステムで、安全を

確保するために人に依存することは、信頼性の観点から避けるべきである。（意見３） 外気取

入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針 p.80「降下火砕物を含む空気の流路となる設計

対処施設（外気を取り入れた屋内の空気を取り込む機構を有する施設を含む。）については、機

械的影響（閉塞、摩耗）に対して、降下火砕物が侵入し難い設計とすることとともに、バグフィ

ルタ等の設置、換気空調系の停止等により、閉塞及び摩耗に対して機能が損なわれないよう設計

している。また、降下火砕物がフィルタに付着した場合においても取替え又は清掃が可能とする

設計としている。」としているが、大量の降下火砕物が非常用ディーゼル発電機の空気取り入れ

口のフィルタを目詰まりさせてしまった場合に、フィルタを「取替え又は清掃が可能とする設

計」とすることでは、事故対応として不十分であり、不適切である。（理由） 非常用ディーゼ

ル発電機は大量の空気を取り入れる必要があり、火山による降下火砕物（いわゆる火山灰）が空

気取り入れ口のフィルタを目詰まりさせてしまう可能性は極めて高い。火山の噴火という非常事

態に、フィルタが目詰まりしたら人の手で交換するなどといったやり方を事故対策とすること

は、その信頼性等と重要性からみて余りに非常識である。火山の噴火による火山灰が、航空機の

ジェットエンジンを止めてしまう事態は過去に起こっており、仕組みとして人手によらない対策

をすべきである。こうした、極めて不確かな対策を認めること自身が、審査基準として誤ってい

る。 

803E140 

40 年の寿命を迎えようとしている東海第二原発を動かすべきではない。寿命延長のために、巨

額の費用を投じ、それに東電から支援を得るなど認められません。東電は、福島原発事故の被災

者への補償も、大量の汚染水処理をはじめ事故の後処理も終わっておらず、国からの支援なしに

これらを遂行できない状況であるのに、その資金を東海第二原発の再稼働支援に拠出するという

のは非常識です。このような非常識を前提に再稼働しようとする企業に、原発運転の資格がある

とは思えません。 
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803E142 

（３１４Ｐ 重大事故等対処設備（第４３条第１項関係）） 超過津波の防潮堤耐性評価と損傷

モード解析が不透明 超過津波で防潮堤を越えて破壊される規模が不明確 超過津波では防潮

堤の大きな損傷はないとされているが、実際の東北地方太平洋沖地震に伴う津波では多くの防潮

堤が決壊した。その結果を受けて損傷の発生を前提としても大規模な崩壊は生じないとすること

なのか、それとも破壊そのものは生じないとの結論なのかが、判然としない。 超過津波が過小

であることもあり、損傷を受けても大規模破壊が生じないとする結論は受け入れがたいので、想

定そのものに無理があると考える。 

803E143 

日本原電には、原発事故が起きた際に被害者へ支払う賠償や事故処理に必要な経理的基礎があり

ません。銀行から安全対策費を借りることができず、東電と東北電が経済的支援の「意向」を表

明しましたが、その東電はＡＤＲの和解案を蹴ってまで福島原発事故被害者への賠償を出し渋っ

ているのが現状です。そもそも、巨額の公的資金が投入されている東電が原電に経済的支援をす

るとこ自体がおかしな話です。福島原発事故被害者への賠償にこそ、最優先で回されるべきで

す。日本原電には、経理的基礎があるとは言えず、よって東海第２原発は再稼働せず廃炉にすべ

きです。今回のパブリックコメントは「科学的・技術的意見にのみ絞られているが、これはおか

しいです。経理的基礎についても、パブリックコメントの対象とすべきです。 

803E144 

59～60 ページ:東海第二発電所敷地外で漂流する可 能性があるものとして複数のモノの検証が

されている が、当発電所の北南にそれぞれ位置する日立港、常 陸那珂港に停泊中の大型船舶が

津波によって漂流し 発電所敷地に影響を与える可能性が検証されていな い。東日本大震災でも

岩手県で現実に発生している 事象であり、検証する必要がある。 

803E145 

避難計画はちゃんとあるのか。もしまた事故が起こったらだれが責任を取るのか。責任をとれる

のか。原発が安全だとなぜ言えるのか。ただでさえ今年定年の原発を動かす必要がどこにあるの

か。日本の電力はこの猛暑にもかかわらず足りている。原発は要らない。全原発を即時廃炉にせ

よ。危険で高い原発は今すぐ解体作業に入れ。 

803E146 

（３１６Ｐ 可搬型重大事故等対処設備（第４３条第３項関係）） 超過津波の漂流物評価が非

現実的だ 防潮堤を越えてくる漂流物の評価が現実離れしている 超過津波の波高または遡上

高は３０メートルを超えると仮定すれば船舶の喫水線から防潮堤上端部まで１０メートルもあ

るので多くの大型船舶も通り抜ける。超過津波を２４メートルとして２０メートルの防潮堤を越

えるのは４メートル以下の吃水の船であるとの仮定で大型船舶は超えないとしているのか、超過

津波と漂流物の評価における整合性がはっきりしていないので明確にすべきだ。同時に大型船舶

はそもそも漂流物にならないとの事業者の見解を認めるべきではない。 さらに大規模に流れ込

むのは瓦礫や車両あるいはコンテナである。東日本大震災でも常陸那珂火力の港湾施設で車両や

コンテナが流された形跡がある。これらが３０メートルを超える津波で防潮堤を越えてきた場

合、敷地内はローダー程度では動かせない重量漂流物が大量に残留する。これらを撤去するには

大型クレーンを持ってきても何日もかかる。 福島第一原発事故の時も同様に多くの車両やタン

ク類を含む瓦礫が長期間にわたり撤去できず、収束作業に困難を来した。そのような想定がない

ままでは同じことになる。 

803E147 

シュラウドのひび割れと原子炉圧力容器の脆化について 日本原電によると、東海第二原発の炉

心シュラウドにしきい照射量を超える箇所がありました。そこで、初期欠陥を想定してひび割れ

の評価を行われていますが、最短で 5.2 か月でひび割れが基準値を超えるとの結論でした。シュ

ラウドの点検周期は 10 年ですが、原電は中性子照射量が多い部分は約 4.6 年間隔で目視点検を

実施するから問題はないとしています。目視点検というのはビデオカメラによる映像の確認です

が、ひび割れを見落とすこともあり、またカメラが入れない箇所もあります。このような状況で

再稼働は認められません。 日本原電は、原子炉圧力容器の中性子脆化の状況を把握するため

に、材料の試験片を入れ、ときどき取り出して試験を行っています。また、脆化の予測式を立て、

脆性破壊を起こす温度が、運転時の温度より低いことを確認しています。しかし、原電が運転開

始時に入れた５つの試験片はあとひとつしか残っていません。40 年で終える計画での材料試験

片による試験をしてきた実績に基づく予測式であると思いますが、材質のバラツキと中性子照射

のバラツキも考慮すると、この予測式が将来にわたって信頼できるかどうかは疑問です。 
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803E148 

原子力規制委員会が、東海第二原発の新規制基準適合へ向けた原子炉設置変更許可申請に対し

て、審査書案で適合の判断をしたことに驚愕。規制委員会は、運転開始 40 年を超える老朽原発

については、そもそも新規制基準適合の可否をすべきでない。なぜなら、第 1 に、福島第一原発

苛酷事故を教訓とすれば、想定外の事故が起こり得ること。二重、三重の事故が複合的に起きる

可能性があり、老朽原発はその可能性が高く、対応しきれないこと。第 2 に、東日本大震災によ

るダメージを老朽原発は払しょくしきれないこと。劣化した細管のひび割れ一歩手前など点検し

きれない。難燃ケーブルへの交換が全長約 1400km の 15％でしかないこと一つをみても、安全性

強化は図れていないこと。つまり安全性に疑念があること。第 3 に、福島第一事故処理に費やさ

れる労力・経費・時間及び被曝の問題が天文学的負担になることが分かっているにもかかわら

ず、原発再稼働への道を開くことは、再事故が起きた場合の膨大な被害、多大な税金の投入を受

け入れることを意味する。苛酷事故は二度と起こしてはいけない。最大の防御は原発を封印す

る、つまり廃炉にするしかないこと。クリーンで安全なエネルギーへの転換が可能である現状

で、原発の存在意義はないこと。第 4に、今年の猛暑でも、原発ナシで電力不足は起っていない。

埼玉県熊谷市で観測史上最高の 41.1 度を記録した 7 月 23 日の東京電力管内は、最大需要に対

する供給余力（予備率）は 7.7％であり、最低限必要とされる 3％を上回ったことが報道されて

いる。危険な原発をあえて稼働させねばならない逼迫した電力状況はないこと。第 5に、原発を

動かせば使用済み核燃料が増える。「もんじゅ」の失敗、再処理技術の未確立で核燃料サイクル

は破綻。放射性廃棄物最終処分の展望がないまま、これを直視せずに、プルトニウムを現状以上

に増やしてはいけないこと。以上、審査書の技術的観点の土台となる観点から見て、本審査書は

容認できない。 

803E149 

●全般的な意見まず、福島の事故は何ら収束していないのに何もなかったかのように再稼働しよ

うという姿勢に怒りを覚えます。また、茨城県は首都圏に近く多くの人が住んでおり、万が一の

場合、これらの人々にも大きな被害も与えることは容易に想像できます。そういった近隣の人々

の声も聞かず、利益のために原発を動かそうというのは言語道断です。そもそも 40 年も経った

老朽化原発を動かすこと自体が間違っています。他の老朽原発に関しても腐食など様々な問題が

でています。ましてや東日本の時に波をかぶっている東海第二はなおさらでしょう。■液状化と

防潮壁液状化が懸念されるような場所につくるものではない。防潮壁を作ろうともその防潮壁が

壊れてしまえば意味がない。■経理的基礎動いていない原発を持つ日本原電を我々が支払ってい

る電気料金の基本料金で支えていることに腹が立ちます。この時点で経理的基礎がない。しかも

再稼働させるために東電や関電が支援するという話。まったくもって国民をばかにしている。こ

のような企業が存続している意味はない。福島の被災者ではなく、原発利権の仲間たちを支える

ために電気代の一部が使われていることに国民は納得するはずもない。 

803E150 

火山の影響に対する設計方針について（P74～81）  審査書案では、東海第二原発の火山灰最大

層厚を 50 センチと評価している。そして、機器や建屋への影響については、いずれも「安全機

能が損なわれない方針としていることを確認した」となっている。しかし、50 センチもの火山

灰が積もる状況では、建屋の屋根が壊れたりする危険性もある。そしてなにより、過去の事例や

気象庁が発表している降灰の影響からすれば、事故時の緊急車両は運転できず、事故対応はでき

なくなる。 気象庁の資料によれば、これまでの事例では降灰 1センチ前後で交通機能のまひが

起こっている。交通への被害想定として、一日 5センチ以上の降灰で除灰は不可能となり、道路

は通行不能になる。降雨時では一日 5 ミリの降灰で除灰車が動けず通行不能になると想定して

いる。 これらを考慮すれば、原発敷地内の重大事故対策の消防車両や電源車等、また原発周辺

からの事故対策応援車両等も動けず、事故収束は不可能となる。さらに、ＵＰＺ内の約 100 万人

の住民は降灰の影響で避難できなくなり、被ばくする。 そのため、50 センチもの火山灰層厚

となるよう原発の運転は許されない。審査書案は撤回し、東海第二原発は廃炉にすべき。 
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803E151 

（４４Ｐ 耐津波設計方針） 排水機構（ゲート）の信頼性評価に無理がある 超過津波の排水

機構の成立性に問題がある 通常、津波とは海底の土砂や陸上の瓦礫等を巻き込んで襲いかかる

ものであり、これらが何メートルも堆積してしまうことさえあり得るのだから、排水機構を埋め

てしまうのではないかと危惧される。しかしながら海側の設計では瓦礫等の流入を防ぐ装置はあ

るだけで、排除するための構造は見当たらない。 流入防止機構を設けるということは、瓦礫等

の流入を想定しているのであり、それを入口（出口）で防ぐのだから、その場に堆積するのは道

理である。 これを排除する構造がないままに運用した場合、津波と同時に流入する瓦礫で防潮

堤外周部は埋まっているだろう。 排水機構の成立性は到底確認されたとは言えないので、設計

はやり直すべきだ。 

803E153 

（ケーブルの防火対策 （審査書案 p.98） 全長約 1,400km のケーブルのうち、１４％は防火シ

ートで巻く」対策のみ、４５％は何もしないというお粗末な対応です。防火シートを通してケー

ブルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、

消火が極めて困難となるといった状況が懸念されます。また、防火シートによって延焼は防げた

としても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われることによって、プラントの状態がわか

らなくなったり、機器の遠隔制御が不能になり得ます。「何も対策しない」45％では、非難燃性

の OF ケーブルがそのまま残ることになり、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に

発生した火災と同様のリスクをかかえることになります。これでなぜ安全を担保できるのでしょ

うか。水蒸気爆発の危険性 （審査書案 p.241 など）東海第二原発の格納容器は MARKII 型。万

が一の事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構

造です。 しかし、審査書案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は極めて低い」として、評価を行

っていません。ブローアウトパネルの不具合先送り （審査書案 p.402）ブローアウトパネル

は、主蒸気配管破断を想定した場合の放出蒸気による圧力等から原子炉建屋 や原子炉格納容器

等を防護するため，放出蒸気を建屋外に放出することを目的に設置されています。放出後は速や

かに閉まらなければなりません。ところが、ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験では、

ブローアウトパネルが 5cm 空いてしまいました。その改善案の検討はこれからです。ブローア

ウトパネルの規制要求としては、「開放した場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） できること」

とされていますが、実験結果はこれが満たされないことを示してしまいました。放射性物質を含

んだ空気が周辺に漏れ出すリスクがあります。 防潮堤は大丈夫 （審査書案 p.33） 当初、日本

原電は防潮堤の設置場所として、低レベル放射性廃棄物埋設事業所を含む敷地全体を取り囲むこ

ととし、セメント固化盛土形式の防潮堤を採用するとしてました。しかし、その後、地盤の液状

化の可能性が否定できないことから、すべての防潮壁の杭先端を新第三系鮮新統～第四系下部更

新統の岩盤まで到達させる支持杭形式に変更しました。また、杭の支持形式の変更及び防潮堤近

傍の表層地盤の地盤改良等による地下水の流況に及ぼす影響を考慮して、低レベル放射性廃棄物

埋設事業所周辺を避けるように防潮堤のルートを変更しました。 しかし、津波時に、低レベル

放射性廃棄物の流出が懸念されること、事故時に防潮堤により地下水がさまたげられ、地下水位

が上昇し、施設が水浸しになる可能性があります。 要支援者対策（全体） 避難計画は、パブコ

メの対象外です。しかし、そもそも、IAEA の言う「５層の防護」の一つである原子力防災につい

て、審査をせずに、原発の再稼働を容認することは無責任です。30 キロ圏 96 万人を避難させる

ような実効性のある避難計画はありません。茨城県が過去に実施したシミュレーションによれ

ば、 5 キロ圏の住民 8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 30 時間かかるとされています。また、

体が不自由な要支援者を避難させるための車が確保できないことから、茨城県は、病院や施設な

どに「屋内退避」させることを 決めたことが報道されました。しかし、いつ救援がくるかもわ

からない中での屋内避難は、見捨てることにもなりかねません。この老朽原発が、福島第一原発

と同型の沸騰水型で、東日本大震災のときに津波をかぶり、つなわたり運転を３日半続けてよう

やく冷温停止にいたった被災原発であることを忘れたのでしょうか。今だけここだけ自分だけと

いう態度しか感じられません。国民の安全に責任を果たしていただきたい。 

803E154 

再稼働に反対する。事故が起きる確率がどんなに小さくてもゼロではない。それを無視した結果

が福島第一原発事故だった。原子力による発電そのものが過去の遺物でもある。でんきはもっと

遥かに安全に作ることとができる。そして、電気の使用量を減らす減電の生き方もある。電力は、

大型プラントから地域分散型の水平統合型の給電へ変えるべきである。 
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803E155 

東海原発の廃棄物を埋めておく低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策は、まだ明らかにな

っていません。他にも、東海再処理工場や高レベル廃液タンクなど、東海第２原発の周辺には危

険物が多くあります。少なくとも、それらの津波対策が明らかでないうちは東海第２原発を再稼

働すべきではありません。 

803E156 

（意見４） 航空機落下を確率計算で評価対象外にすること p.93「３－4.2.3 外部火災に対す

る設計方針」において考慮すべき外部火災において「航空機落下火災による熱影響等並びに二次

的影響としてばい煙及び有毒ガスによる影響を考慮する」（p.83）としているが、航空機落下で

最も厳しい事象は、原子炉建屋やタービン建屋への航空機の直撃であり、火災を含むその他の影

響より安全上はるかに影響が大きいので、航空機の直撃による建屋や格納容器、使用済燃料プー

ル等の評価すべきである。しかるに、「３－4.2.5 その他人為事象に対する設計方針では、飛来

物（航空機落下）については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価において（平

成 14・07・29 原院第 4 号）」等に基づき、航空機落下確率を評価した結果、発電用原子炉施設は

約 8.5×10-8 回／炉・年、発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋を除く。以下本節におい

て同じ。）から物理的及び機能的に独立して設置されている使用済燃料乾式貯蔵建屋は約 6.1×

10-8 回／炉・年であり、防護設計の要否判断の基準である 10-7 回／炉・年を超えないため、航

空機落下による防護については、設計上考慮する必要がない。」としているが、直接評価をせず

に確率を計算して評価対象から外すことは、ことがらの重要性からみて妥当ではないと考える。

（理由）「航空機落下による火災の設定が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、航空機落下

確率が 10-7 回/炉・年となる範囲が設定されている。当該落下確率の評価に当たっては、対象と

なる飛行範囲における落下事例のない航空機についても、全国における落下事故の発生件数等か

ら保守的に落下確率を算定していること、搭載された全燃料が燃焼した場合を想定しているこ

と、その上で輻射強度が最大となる航空機の種類と落下地点を想定することにより、航空機落下

による火災が保守的に設定されていることを確認した。」（p.89-90）としているが、これほど細

かく火災の影響を評価しているのに、航空機が直接、建屋等へ落下する確率は小さいので無視す

ることがどうして妥当なのか。防護設計の要否判断の基準 10-7 回／炉・年が H14 年当時の基準

で果たして現在も妥当なのか疑問が残る。また基準は妥当だとしても発電用原子炉施設の落下確

率、約 8.5×10-8 回／炉・年は、基準値 1 に対して 0.85 相当であり、使用済燃料乾式貯蔵建屋

も 0.61 という基準値に近い値である。これらの落下確率は航空機の路線等をモデル化して求め

た結果のばらつきの大きいもので、1 桁以上、少なくとも倍、半分程度の幅のあるものと考える

べきものである。航空機落下は、曖昧な確率で評価することをやめて、直撃した場合の構造強度

評価とその二次的影響を評価するべきものである。航空機の直撃を意図的に無視して、施設周辺

への航空機落下による火災影響評価だけを詳細にやっているが、茶番である。また、航空機の直

撃を考慮すると、火災の影響評価も大きく変わってくる。恣意的な確率に基く評価は、ことの重

大性から考えて許されるものではないと考える。 

803E157 

原子炉圧力容器は中性子を浴びると脆くなっていきます。中性子脆化の状況確認のために、東海

第２原発の運転開始時に原電が入れた５つの試験片はすでに最後の１つとなり、それももう取り

出して調査すべき時期をとうに過ぎています。もし運転延長し再稼働したら、今後はどのように

中性子脆化の状況を確認するというのでしょうか？東海第２原発は、当初の予定通り４０年で運

転終了とすべきです。また東日本大震災で被災したことを考えれば、再稼働せず今すぐ廃炉にす

べきです。 

803E158 

p.99(2)安全機能を有する機器等における火災の発生防止非難燃ケーブルについては、非難燃ケ

ーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い、結束ベルト及びシート押さえ器具によ

り固定することにより複合体を形成して対応するとしており、実証試験により確認するとしてい

て、その内容が妥当とされているが、「事業者とのヒアリング概要・資料」掲載の平成 30 年 06

月 27 日の「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０８５））（その１）」

の資料 3-7 で使用されている古河電工のプロテコシートーP2・eco という商品は、同社のパンフ

レットによれば、ガラスクロスの基材にアクリロニトリルブタジエンゴムに水酸化アルミニウム

を添加したものを含浸させた 0.4mm のシートということである。８１５度で２０分加熱の試験

に合格しているとされているが、本商品に使われている水酸化アルミニウムを添加したアクリロ

ニトリルブタジエンゴムおよびガラスクロスの耐熱温度はそれぞれ何度か？ 
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p.99(2)安全機能を有する機器等における火災の発生防止非難燃ケーブルについては、非難燃ケ

ーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い、結束ベルト及びシート押さえ器具によ

り固定することにより複合体を形成して対応するとしており、実証試験により確認するとしてい

て、その内容が妥当とされているが、「事業者とのヒアリング概要・資料」掲載の平成 30 年 06

月 27 日の「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０８５））（その１）」

の資料 3-7 および同日付「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０８

５））（その２）」の資料 3-8 において、複合体の内外から溶融金属の付着によって延焼防止シー

トや非難燃ケーブルが溶融もしくは燃焼することを想定した場合の耐延焼性が確認されたのか

どうかは確認できない。東海第二原発では、平成２６年１２月１９日に溶接作業による火災事故

を起こしているが、これは TIG 溶接では火種の飛散はないと思い込み、防火対策が取られなかっ

たことによるものとされている。平成 27 年 1 月 23 日 日本原子力発電株式会社東海第二発電所    

廃 棄 物 処 理 建 屋 3 階  送 風 機 室 (B) に お け る  火 災 の 発 生 に つ いて  ( 原 因 ・ 対

策)http://www.japc.co.jp/news/press/2014/pdf/270123.pdf この後、平成２７年 ８月 ４日 

に岐阜県土岐市にある核融合科学研究所の大型ヘリカル実験棟ヘリウム液化冷凍機室において、

やはり配管の TIG 溶接作業により、溶融したステンレスの塊が防炎シートを破り配管の断熱材

に引火して火災となり、作業員のうち 1 名が死亡、1 名が負傷する惨事が起きている。 この

時に岐阜県が聴取した溶接の専門家からは、防炎シートの養生は可燃物を置くようなもので不燃

シートでも十分とは言えず、防炎シートも養生も関係なく、とにかく燃える可能性のあるものは

影響が及ぶ範囲から全部はずす必要があるとの指摘をいただいたとのことであった。  伊方原

発最高裁判決は原発の安全審査について「災害が万が一にも起こらないようにするために」行わ

れるものとしている。 よって、原発の災害が万が一にも起こらないようにするためには、少な

くとも非難燃ケーブルを全て難燃ケーブルに取り替える必要がある。非難燃ケーブル対策として

複合体を容認する本件審査書案は撤回するよう強く求める。 
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【意見１】・該当箇所 Ｐ３４防潮堤の設置について、原電は当初、原発敷地内で液状化が発生す

る可能性がないことを前提に「盛土防潮堤」を採用するとしていたところ、規制委から液状化の

可能性があるとの指摘を受けて設計変更をしています。このことにより、閉じ込められた地下水

位が地表近くまで上がるため、廃炉となった東海発電所の廃棄物を埋めておく低レベル放射性廃

棄物埋設事業所が、防潮堤に囲われない形となりました。・防潮堤の設計変更により、敷地内に

地下水が溜まり、水位の上昇を招きます。原子炉建屋についても、排水ポンプが停止した場合地

下水位が地表近くまで上昇し、建屋内に水が流入するリスクが高まります。津波に限らず、集中

豪雨の際に敷地内が水浸しになるおそれもあります。設計変更前、変更後、いずれの場合も安全

性が担保されません。・低レベル放射性廃棄物埋設事業所の津波対策が明らかとなっていません。

放射性廃棄物が流されるようなことは、絶対あってはなりません。・そもそも、液状化が懸念さ

れる地盤に原発を立地すべきではありません。【意見 2】・該当箇所Ｐ74～Ｐ77 東海第二原発に最

も大量の火山灰をもたらすとされる赤城鹿沼テフラの噴火について、シミュレーションによる火

山灰の最大層厚は 49 センチです。これにより原電は火山灰の設計層厚を 50 センチとしていま

が、この層厚では、原子炉建屋の屋根にかかる荷重が、最大で許容値の 97％に迫る箇所があり

ます。・火山灰の影響評価について、シミュレーション結果 49 センチに対し設計層厚 50 センチ

は、保守性が見込まれていません。設計層厚を超えた場合、原子炉建屋の屋根が崩れる危険があ

ります。設計のやり直しが必要です。・そもそも 50 センチも火山灰が降る状況では救援も避難も

極めて困難となります。このような場所に原発を立地すべきではありません。【意見 3】・該当箇

所Ｐ99 東海第二原発には非難燃ケーブルが多く使われていたところ、火災防護基準はこれを難

燃ケーブルに置き換えることを要求しています。しかしながら原電は難燃ケーブルでなければい

けない場所についても非難燃ケーブルに「防火シート」を巻いたものを使うとしています。これ

に対し規制委は、安全機能を有する機器に非難燃ケーブルを使用する場合は、難燃ケーブルを使

用する場合と同等以上の難燃性能を確保するという定めに照らして十分な保安水準が確保され

るとしています。・非難燃ケーブルを防火シートで巻く対策では、防火シートを通してケーブル

が過熱され、被覆材が熱分解を始め、条件によっては火災がケーブルに伝わって拡がり、消化が

極めて困難になる状況が懸念されます。また防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆が

損傷してケーブルの機能が失われ、聞きの遠隔制御が不能となる可能性があります。従って、防

火シートのような代替的な方法ではなく、火災防護基準に厳格に従うべきです。【意見 4】・該当

箇所Ｐ240～P245 申請によれば、炉心溶融事故が発生した場合、溶融炉心とコンクリートの相互

作用によって水素や有毒ガスが発生することを防ぐことを優先し、水深１ｍの水を張ったペデス

タ部に溶融燃料を落とし、水冷する方法を採用しています。この場合、溶融燃料と水が接触し、

水蒸気爆発が起こるおそれがありますが、審査書案では、水蒸気爆発発生の可能性を極めて低い

としていることを「妥当と判断」しています。その判断材料としている実験は、実機の条件を網

羅したものではなく不十分です。判断のやり直しを求めます【意見 5】・該当箇所 Ｐ416 他水素

爆発を防ぐためのブローアウトパネルは、解放することにより水素だけでなく大量の放射能も放

出します。申請では、解放した際には放水砲で外から水をかけて放射能の拡散を防ぐとしていま

す。放水砲では放射能の拡散を止めることはできません。水素だけを放出する別の対策を講じる

べきです。また、ブローアウトパネルは、閉止の必要があるときは容易かつ確実に閉止操作がで

きることが基準規則による要求されていますが、原電による６月の実験ではチェーンの破損によ

り完全には閉止しませんでした。閉止操作確認の実験に失敗したままで、再稼働を許可すべきで

はありません。意見 6】・該当箇所 Ｐ465～基準規則 61 条は「基準地震動に対し、免震機能等に

より、緊急時対策所の機能を喪失しないようにする」ことを要求しています。しかし原電は、東

海第二原発の事故時の指揮所となる緊急時対策所について免震構造ではなく耐震構造にする方

針とし、規制委はこれを「適合」と判断しています。福島第一原発事故における免震重要棟の存

在に見るように、緊急時対策所が重大事故等発生時に機能するためには、免震機能は必須です。

判断のやり直しを求めます。 
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803E162 

１．ブローアウトパネルで放射能放出（P416 他）ブローアウトパネルは、原子炉建屋に設置され

た開閉扉のことで、配管破損事故時に流出する水蒸気や炉心溶融事故で発生した水素が建屋に留

まり、建物損壊や水素爆発を起こすことがないように開く設計になっている。福島第一原発事故

では、３号機が水素爆発した際に、２号機の建屋に穴が開き、そこから水素が放出され、水素爆

発を逃れた。しかし、２号機の建屋の穴からは、水素とともに大量の放射能が放出され、飯舘村

などの汚染をもたらしたと言われている。これを開放した際には、放射能の拡散を防ぐために、

放水砲で外から水をかけて放射能の拡散を抑制することになっている。ブローアウトパネルは、

原子炉制御室の作業員を被ばくから守るために、閉止の必要があるときは容易かつ確実に閉止操

作ができることが基準規則により要求されている。原電は、地震時にも閉止操作ができることを

確認するために、振動台を用いた試験を実施した。しかし、扉を閉めるためのチェーンが破損し、

完全には閉止しなかった。＜意見／理由＞・ブローアウトパネルは、水素だけでなく大量の放射

能を意図的に放出させる装置である。放水砲では放射能の拡散を止めることはできない。水素だ

けを放出するような別の対策を講ずるべきである。・閉止操作を確認する実験は失敗したのだか

ら、再稼働を許可すべきではない。２．火山灰で原子炉の屋根が崩れる（P74～77）東海第二原

発に最も大量の火山灰をもたらすのは赤城山の噴火（大規模噴火レベル）によるものである。降

灰分布の事例から約 23 センチ、シミュレーション結果から約 49 センチとなり、原電は原発敷地

における火山灰の設計層厚を 50 センチとし、規制委はこれを確認した。火山灰の設計層厚は、

関電の原発は 10 センチ、川内原発でも 15 センチである。原電はこの層厚を前提に、荷重やフィ

ルターなどの閉鎖、摩耗や腐食などについて影響評価を行うとしている。工事計画認可の審査の

過程で、原子炉建屋の屋根に積もる火山灰の荷重が、最大で許容値の 97％に迫る箇所があるこ

とが明らかになっている。＜意見／理由の＞・火山灰の影響評価について、シミュレーション約

49 センチに対し、設計層厚 50 センチでは保守性が見込まれていない。さらに大きい値にすべき

である。・50 センチも火山灰が降る状況では救援も避難もできない。このような場所に立地すべ

きではない。・火山灰が設計層厚の 50 センチを超えると原子炉建屋の屋根が崩れる危険性が生

じるのは問題がある。除灰もできず対応しようがない。強度不足ではないか。設計をやり直すべ

き。□老朽化が進んでいる東海第二原発は、2018 年 11 月 28 日に運転開始 40 年の寿命を迎えま

す。再稼働のためには今回パブコメの対象となっている、原子炉設置変更許可に加えて、11 月

28 日までに運転期間延長認可とその前提条件となる工事計画認可を取得しなければなりませ

ん。運転期間延長の審査は始まっていて、原子炉の特別点検や劣化評価などが行われています

が、既にさまざまな問題点が浮かび上がっています。このような状況で、再稼働の手続きを進め

るわけにはいきません。３．炉内構造物（シュラウド）のひび割れが進む炉心シュラウドは原子

炉内にあるステンレス製の筒状の構造物が、中性子をある値（しきい照射量）以上浴びるとひび

割れが進みやすくなる。本構造物は、ＢＷＲ炉内構造物点検評価ガイドラインが作られているよ

うに、原子炉では重要な部分である。以下の問題点が指摘されていた。原電によると、東海第二

原発の炉心シュラウドにしきい照射量を超える箇所があった。そこで、初期欠陥を想定してひび

割れの評価を行なった。すると最短で５．２か月でひび割れが基準値を超えるとの結論でした。

シュラウドの点検周期は１０年ですが、原電は中性子照射量が多い部分は約４．６年間隔で目視

点検を実施するから問題はないとしている。目視点検というのはビデオカメラによる映像の確認

だが、ひび割れを見落とすこともあり、またカメラが入れない箇所もある。このような状況で再

稼働は認められない。(参考資料)ＢＷＲ炉内構造物点検評価ガイドライン   ［炉心シュラウ

ド ］ (第 5 版)平成 27 年 3 月 一般社団法人 原子力安全推進協会 炉内構造物等点検評価ガ

イドライン検討会 

803E163 

審査書案 p.241 など。ブローアウトパネルの不具合の改善が不明確。審査書案 p.33 など。防潮

堤が実際にはあてになるのかに不安がある。日本原電の経済的基礎が確かなものでは無いこと。

公的資金が注入されている東京電力が「支援する」というのも道義的に問題がある。更に、間も

なく 40 年を迎える老朽原発であること。それらの「不安」が払拭出来ていない。パブコメで「避

難計画」が対象になっていないことにも納得が出来ない。私は再稼働には反対します。 
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803E164 

（１４１Ｐ ＰＲＡ の結果を考慮した事故シーケンスグループの特定） 超過津波による浸水

範囲と高さに問題がある 超過津波の溢水を想定しているのに敷地全部は冠水しないとは？ 

超過津波対策は重大事故等対策として考えることとされている。ところが２３メートル盤に配置

されている非常用電源車等はこれら超過津波によっても水没しない。これは理由が明確にされて

いない。 超過津波は最大３０メートルを超えるとの記述もあり、実際に何メートルをどれだけ

の時間声続けるのか判然としないのだが、超えてくる海水の量を少なく解析すればかん水しない

との計算も可能であろう。しかしこれでは超過津波の対策にならない。すなわち過小評価であ

る。 重大事故対処設備の設置されているところまで津波でかん水することを想定した対策を構

築するべきである。 

803E165 

どんな理由で再稼働したいのか。40 年の期限をもうじき迎える原子炉を再稼働必要がどこにあ

るのか。電力は足りているのに高い税金を無駄にして再稼働をするのはなぜか。現実的な避難計

画はどの程度できているのか。住民に説明責任を果たしたのか。原子炉の安全を検査したのか。

本当に安全だと言えるのか。どんな事態になっても想定外だとは言わせない。福島の被災者たち

に謝罪も補償もしないくせに、どうして再稼働などという発想ができるのか。原発で死んだ人間

が山ほどいる現実を無視し、政治家とグルになって常用を隠蔽する企業に原発など任せられるも

のか。再稼働には断固反対する。したいのであれば、上記の疑問にまっとうに答え、福島を、日

本を事故の前の姿に戻してからにしろ。今すぐ日本にあるすべての原発を廃炉しろ。 

803E166 

（１３５Ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力） 最低限、各種実証試

験をすべきだ 超過津波の影響と地震による液状化との合成した実証実験を行うことが必要 

防潮堤の鋼鉄防波壁の対津波健全性について「設計確認が解析のみで十分であることを説明する

こと」と規制委が原電に問うている。これに対し原電は「アンカーボルトを含む各部材は，弾性

範囲内で設計するが，これらの部材が一体挙動する状態を三次元解析（ＣＯＭ３）で再現し，弾

性範囲内での挙動であることを確認する。三次元解析（ＣＯＭ３）は，弾性範囲内であれば実験

データを十分に再現できることが文献で示されているため，改めての実験は必要でないと思われ

る。」と回答し規制委もこれを了承しているが、実際に生じる応力集中や津波に加え地盤変状に

よる変位などが正しく再現できる保証はないから実証試験は必要である。 そのうえで解析結果

との照合を行う必要がある。この種の防波壁建設は過去に例が無いので、解析のみで正しく条件

の確認が出来る保証はない。また、弾性範囲を超える応力が生じた場合、解析結果とは合わなく

なる。 

803E167 

東海第２原発は東日本大震災で被災しましたが、原電は被災による施設の損傷について十分な調

査と情報開示をおこなってきたとは言い難い状況です。原発は巨大な精密機械であり、また万が

一事故が起こった際の、放射性物質による周辺住民への影響は計り知れません。東海第２原発の

再稼働に反対します。 

803E168 

（６５ｐ 外部からの衝撃による損傷の防止） 竜巻評価がフジタスケールｆ３（１００ｍ／

ｓ）は過小である 日本の気象記録は歴史が浅いこと、近年の気象変動を考慮しｆ５（１４１ｍ

／ｓ）で対策するべき。 近年日本でも大きな竜巻発生の機具が高まっている。気象の激烈化は

年々悪化の一途を辿っており、その脅威は高まり続けている。米国でも竜巻を含む気象災害は大

きくなりつつある。これまでほとんど発生したことがないとされるフジタスケールｆ５の、竜巻

が今後発生する危険性が高まっているとみられている。 地震や津波同様、一旦発生した場合は

重大な事故になる大規模竜巻災害を想定することを新規制基準は要求しているから、ｆ５クラス

の竜巻にも耐えられる強度設計をすべきである。この場合、固定されているような構造物も引き

はがされたり倒壊したりするとみるべきだし、その威力で飛来物が飛んでくると想定しなければ

ならない。大型トレーラーやタンクローリー、船舶も飛来物となる可能性がある。この程度の破

壊を想定して重大事故等対策を考えるべきだ。 

803E169 

（６８Ｐ 竜巻に対する設計方針） 竜巻想定で外部電源及び屋外電源設備は全て喪失させるこ

と 竜巻では屋外電源設備と非常用ＤＧ（海水ポンプ）は全損を想定すべき 大規模な竜巻被害

では、空中線は全部破壊されることは避けられない。また、敷地内に設備されている電源装置類

は飛来物により破壊されると想定すべきである。 敷地内電源車については竜巻対策が十分取ら

れていなければ吹き飛ばされてしまう。また飛来物で破壊される可能性も高い。そのように考え

ると、発電所建屋外の電源設備は全損を前提として、それでも炉心冷却を確保する術を持つ必要

がある。例えば主要幹線は地上と地下に多重化するなどだ。 
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803E170 

（意見５) 評価対象とする格納容器破損モードの抽出 p.144「必ず想定する格納容器破損モー

ドに分類されない２つの破損モード（原子炉圧力容器内での水蒸気爆発及び格納容器隔離失敗）

及び３つの破損モード（早期破損モード（未臨界確保失敗時）、格納容器バイパス（インターフ

ェイス LOCA）及び過圧破損（崩壊熱除去失敗）については、以下の理由から新たな格納容器破損

モードとして考慮する必要がない。」としているが、少なくとも前２つの破損モードを除外する

ことは間違っているので、再考を求める。（理由）１．原子炉圧力容器内での水蒸気爆発は、「国

内外における実験的研究と専門家による物理現象に関する分析により、発生確率は極めて低いと

判断」しているが、そもそも温度差が 1000℃以上もある溶融物と水が接触した場合に、一般的

には水蒸気爆発の発生が危惧されるところ、具体的に発生確率が極めて低いとする根拠が薄弱で

ある。判断をした根拠があるなら、各パラメータの組み合わせを含めて定量的な限界値を示すべ

きである。また、たとえば原子炉内の圧力が高いと水蒸気爆発は起こりにくいとされているが、

事故時には原子炉は高圧時の破損だけではなく原子炉圧力バウンダリーが破損し低圧状態にな

る可能性もあるので「高圧では水蒸気爆発は起きにくい」とする評価は「原子炉は一般に高圧状

態にあることが多いので水蒸気爆発は起きにくい」という蓋然性を言っているに過ぎない。実プ

ラントにおける事象の曖昧さを無視して、原子炉および原子炉格納容器の破損に関係する判断を

断定することは、不確かな状況における安全性の証明という点で信憑性がない。原子炉内圧力や

サブクール度、トリガリングの有無等があるていど関係することは分かっているものの、原子炉

への注水時の状況の多様性、原子炉逃がし安全弁の故障を含む原子炉圧力容器貫通部の破損モー

ド、それに加え、格納容器の破損モードの多様性など重大事故状態における様々な状況を厳密に

評価せずに、「原子炉内の水蒸気爆発は極めて起こりにくい」とする判断は、「起こることもあり

得る」としている訳で、その起こりにくさの程度を言っていることになるが、説得力がほとんど

ない。２．格納容器隔離時失敗について、「定期検査及び原子炉起動前の格納容容器隔離機能の

確認や手順書に基く確実な操作を実施すること、原子炉運転時には原子炉格納容器圧力を 1 日

に１回確認する運用であること及び事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離版閉止状

態を運転員が確認する手順となっていることなどにより、人的過誤による発生確率は極めて低い

と評価したこと。」は、原子力安全の基本思想を疑わしめるような主観的な評価であり、再考す

べきである。具体的には、「定期検査や起動前の手順書に基く確実な操作」など、原発でなくて

も当たり前の検査や手順で、これを確実に実施できるかどうか、また実施できなかったあるい

は、実施しても有効ではなかった場合に隔離弁が機能しない事態をどう防ぐか、あるいは機能し

なかった場合の仕組みとしての対策が問われている。さらに「運転時に格納容器圧力を 1 日 1回

確認する運用」とか「格納容器隔離信号発信時には隔離版閉止状態を運転員が確認する手順」と

なっていることも、人的過誤（人の操作ミスや判断ミス）が起こりにくい根拠としているが、そ

れらをもって事故に至る可能性が小さいとして無視することは、原子力発電プラントの過去の事

故を全く理解していない、あるいは甘く見ているとしか思えない評価である。米国 TMI 事故で

は、補助給水ポンプのバルブが、検査時に閉めたまま開け忘れていたこと、運転操作室のパネル

に札が付いていてバルブの開閉状態がわからなかったこと等から、蒸気発生器への給水ができず

原子炉系の圧力、温度があがり加圧器の圧力逃がし弁が開き、原子炉が自動停止した。圧力逃が

し弁が開いて圧力は下がったが、圧力逃がし弁が開いたままになってしまい（開固着）、蒸気発

生器の水位が下がり ECCS が働き原子炉一次系は水が確保できた。しかしながら、水位が分かる

構造になっていなかったので、運手員が原子炉が満水と判断し ECCS を止めてしまい、そのまま

炉心溶融へと事故が進展した。この事故で分かるように、多くの人的過誤と圧力逃がし弁の故障

が重なり、その状態を把握できるような計測系の不備が重なりメルトダウンしてしまったことを

考えると、下記のように結論できる。格納容器隔離時失敗に対する対応を「人的過誤を起こしに

くい」としてさらなるハード面の対策をしないことは、「事故時の格納容器の機能喪失」という

安全上の重要な事態に対して対策が不十分であると考える。 

803E171 

１．日本原電に「経理的基礎」はないことは明白であること。２．巨額の公的資金が注入されて

いる東電が、他社の原発を支援することがなぜ許されるのか。まったく理解できない。３．福島

原発事故による避難者はまだ居る。関連死も発生している。さらには、避難者の住宅支援打ち切

りが現実的に起こっている中で、なぜ、４０年を迎える老朽原発稼働延長が「許可」されるのか。

そうした費用がもしもあるのなら、避難者救済に使ってほしい。裁判をしながら、亡くなってい

る方もいます。４．被曝の危険を生む原発を、まして、老朽化した原発の延長がどうしてできる

のか。福島事故の反省とは何か。規制庁委員会の皆さんは、どのように理解されていますか。 
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803E173 

日本原電に「経理的基礎」はない 原発を動かす事業者の「経理的基礎」も審査の一つです。所

有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たんを

免れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができません。この時

点で、「経理的基礎はない」とみるべきでしょう。東京電力に関しては、巨額の公的資金が注入

されており、他社の原発を支援することは、許されません。 ケーブルの防火対策 （審査書案 

p.98） 全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り

換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳になっています。防火シートは、

対策としては不十分であり、また、何にも対策しないケーブルが 45%以上となります。「防火シ

ートで巻く」対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条

件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念さ

れます。また、防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能

が失われることによって、プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制御が不能になり

得ます。 「何も対策しない」45％では、非難燃性の OF ケーブルがそのまま残ることになり、東

京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発生した火災と同様のリスクをかかえること

になります。。水蒸気爆発の危険性 （審査書案 p.241 など）東海第二原発の格納容器は MARKII 

型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が

高い構造です。 しかし、審査書案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は極めて低い」として、評

価を行っていません。ブローアウトパネルの不具合は先送り？  （審査書案 p.402）ブローア

ウトパネルは、主蒸気配管破断を想定した場合の放出蒸気による圧力等から原子炉建屋 や原子

炉格納容器等を防護するため，放出蒸気を建屋外に放出することを目的に設置されています。放

出後は速やかに閉まらなければなりません。ところが、ブローアウトパネル閉止装置の機能確認

試験では、ブローアウトパネルが 5cm 空いてしまいました。その改善案の検討はこれからです。

ブローアウトパネルの規制要求としては、「開放した場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） で

きること」とされていますが、実験結果はこれが満たされないことを示してしまいました。放射

性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクがあります。  防潮堤は大丈夫？ （審査書案 p.33） 

当初、日本原電は防潮堤の設置場所として、低レベル放射性廃棄物埋設事業所を含む敷地全体を

取り囲むこととし、セメント固化盛土形式の防潮堤を採用するとしてました。しかし、その後、

地盤の液状化の可能性が否定できないことから、すべての防潮壁の杭先端を新第三系鮮新統～第

四系下部更新統の岩盤まで到達させる支持杭形式に変更しました。また、杭の支持形式の変更及

び防潮堤近傍の表層地盤の地盤改良等による地下水の流況に及ぼす影響を考慮して、低レベル放

射性廃棄物埋設事業所周辺を避けるように防潮堤のルートを変更しました。 しかし、津波時に、

低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること、事故時に防潮堤により地下水がさまたげられ、

地下水位が上昇し、施設が水浸しになる可能性があります。  要支援者は、見捨てるの？ 避難

計画は、パブコメの対象外です。しかし、そもそも、IAEA の言う「５層の防護」の一つである原

子力防災について、審査をせずに、原発の再稼働を容認することは無責任です。30 キロ圏 96 万

人を避難させるような実効性のある避難計画はありません。茨城県が過去に実施したシミュレー

ションによれば、 5 キロ圏の住民 8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 30 時間かかるとされて

います。また、体が不自由な要支援者を避難させるための車が確保できないことから、茨城県は、

病院や施設などに「屋内退避」させることを 決めたことが報道されました。しかし、いつ救援

がくるかもわからない中での屋内避難は、見捨てることにもなりかねません。 

803E174 

（８２Ｐ 外部火災に対する設計方針） 外部火災について再処理工場等を考慮していない 原

子力施設特に再処理工場の爆発は安全上重大な影響を与える 東海第二の特異な点は、周囲五キ

ロ圏内（ＰＡＺ）に１０を超える原子力施設が建ち並んでいることだ。 その中でも最も危険な

設備は日本原子力研究開発機構サイクル工学研究所の再処理施設（東海再処理施設）である。約

４００立方メートルの高レベル放射性廃棄物貯蔵タンクが存在し、使用済核燃料も２６５体あ

る。これらを冷却し続けなければ、大規模な放射性物質拡散事故につながることは常識である。 

にもかかわらず規制委は、それらを独立に審査し、東海再処理工場については廃止措置中であり

運転中の再処理工場に比べれば危険度は低い、などと理由にもならない理由を挙げて複合災害を

否定した。 しかし常識で考えれば、同じ津波や地震は双方に襲いかかるのであり、超過津波で

例えば３０メートル級の津波が東海第二原発に襲いかかるのであれば同程度の津波が再処理工

場をも襲うのである。 再処理工場の基準津波は１２メートル、基準地震動は８８０ガルとさ

れ、東海第二よりも遙かに小さい。これでは複合災害を準備しているのに等しい行為である。 
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803E175 

（意見６）格納容器隔離弁の設計について（格納容器隔離機能喪失 p.143） 格納容器隔離弁

が事故時にどのように作動するように設計されているか。例えば、電源喪失時に、隔離弁がフェ

ールクローズ、フェイルアズイズ、フェールオープンのいずれの作動をするように設計されてい

るか、また、原子炉冷却系の配管においては、隔離信号がどのような計器のどのような評価値で

発信するのか、計器の故障やその他考えられる不具合に対してどのように、安全側に作動する仕

組みになっているのか。（理由） 福島事故で、1 号機の非常用復水器の作動と隔離弁の設計に

ついて、政府事故調、国会事故調で議論があったか、フェールセーフ設計（電源喪失時にフェー

ルクローズになっておりフェールセーフになっていなかった設計ミスと考えられている）につい

てきちんと分析し、二度と福島事故のような隔離機能と冷却機能の設計上の問題が生じないよう

になっていなければならないと考える。原子炉の冷却系配と其の他の冷却に関わらない系統の配

管などに分けて、それぞれの設計の考え方を整理して格納容器の隔離機能の明らかにして欲し

い。この問題は、格納容器の隔離機能の根幹に関わる重要な問題であるので、きちんとした回答

を求める。隔離弁の機能は、インターフェイス LOCA に事故シナリオとの関係も重要である。（意

見 7）原子炉圧力容器が高圧状態で破損した場合に溶融炉心が急激に噴出（高圧溶融物放出）し

た後の格納容器破損モード「溶融物直接接触」および「格納容器雰囲気直接加熱」が発生した場

合の評価がきちんとされていない。（p.144）また、「４－１．２．２．２ 高圧溶融物／格納容

器雰囲気直接加熱」において、「（d）原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以

下に低減されている」としているが、あらゆる条件下で、「原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下」な

どということはできない。高圧で原子炉が破壊し、格納容器が同時に破壊する可能性をきちんと

評価すべきである。P.251（理由） 原子炉が高圧で破損すると、溶融炉心が一気に格納容器内

へ噴出し、格納容器のシェルに直接したり、格納容器雰囲気直接加熱により、格納容器まで破損

する厳しい破損モードであることは、過去の PSA（現在は PRA）研究で明らかなはずである。に

も拘らず、実質的に原子炉の高圧破損は起きないとしているようだが、炉心溶融した場合、原子

炉が高圧で破損することがないとする根拠を明示すべきである。なぜなら、この高圧での原子炉

破壊は、低圧での破壊と比べて発生はし難いと思うが、皆無であるとは言い切れないと同時に、

万一起きた場合には、同時に格納容器破損の可能性が考えられるから、起きてはいけない極めて

危険な破損モードであるからである。リスクの考え方として、発生する確率は小さくてもその被

害の大きさが極めて厳しい事象を無視あるいは軽視してならない。「原子炉圧力容器の破損まで

に原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減されている」などというのは、安全神話でしかない。

（意見８）「操作条件の不確かさの影響」 p.174 重要事故シーケンス：「外部電源喪失＋直流電

源失敗＋高圧炉心冷却失敗（TBD）」で、イ．操作条件の不確かさの影響において、「高圧代替注

水系による炉心の冷却開始が遅れた場合でも、事象発生から 39 分後（解析上の開始時間に対し

て 14 分遅れ）までに炉心の冷却を開始できれば、炉心の冠水が維持されることから、評価項目

を満足することに変わりはない。」（p.174）としているが、所定の時間までに冷却ができるとは

限らない。本件に限らず、事故シーケンスの中に多くの時間的な制約があるが、解析で炉心溶融

を起こさないというシナリオは、当該関連設備がすべて健全であり人的ミスによる大幅な時間遅

れもないことが前提になっている。炉心溶融事故を避けられることは証明されていない。有効性

評価や不確かさの影響などの評価は、安全性の証明にはなっていない。再考を求める。（理由）

事故状態において炉心の冷却開始がどれだけおくれるか等という事はあくまで仮定の話で、事象

発生から 39 分後までに必ず冷却を開始できるという保証は全くない。このシナリオは、あくま

で高圧炉心冷却系が健全であり、人為的ミスも若干の時間遅れがあっても正常に作動すれば炉心

溶融を免れるが、「何らかの原因で事象発生から 39 分より遅れれば、冠水が維持できなくなり、

やがて炉心溶融に至る」ことを示している。多くの仮定に下に事故の進展を細かく定量的に解析

することは、安全であることの証明になっていないことになる。 
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803E176 

茨城県在住です。福島であのような重大事故が発生し、いまだ解決の道が見えない中での再開は

あり得ません。周辺在住の住民としては万一事故が起きた場合の対策や避難計画がどれくらい現

実的かがなにより重要です。およそ想定外は必ず発生しますからどの領域においても何重にもわ

たる安全対策が必要なのは言うまでもありません。しかし、こと原子力に関してはあまりにも重

大かつ壊滅的な事故に発展しかねないことを私たちは経験したばかりです。許可申請に関しては

事細かな技術論の前に原子力発電はそもそもコントロール可能な技術なのかについての本質的

な議論が必要です。どんなに厳密な科学的技術を駆使しても重大事故に発展する可能性は必ずあ

りますし、いったんそうした事態になったら汚染も破壊も取返しがつきません。また、そこで必

ず発生する危険な核廃棄物について処理方法が見つかっていない以上、再開する理由がわかりま

せん。細かな技術的問題以前の本質的な課題に向き合う必要があります。原子力管理委員会にお

かれましては原子力発電の本質的な危険性について科学的に立証、啓蒙しつつ、代替エネルギー

政策への転換を推し進める方向に尽力されることをこころから希望いたします。 

803E177 

行き場所のない核のゴミをこれ以上増やすつもりか。誰がそのごみを受け入れるのか。原発を使

うことで起こるあらゆる人権侵害を放置するな。福島の被災者に謝罪も補償もしないまま、311

がなかったようにふるまうのは断じて許さない。7年経った今でもだれも責任を追及されること

がなく、責任を負うこともなく、被災者のみが苦しんでもがいている状況をどのように受け止め

ているのか。社会が殺伐としているのはそれほど眺めがよいのか。自分の懐だけ肥えればそれで

いいのか。汚染された海、大地、空気を 311 以前に戻してから寝言を吐け。償いきれない罪を償

う努力をしろ。すべてが以前の状態にも戻った後で言いたいことがあるなら言ってみろ。日本に

原発はもういらない。定年予定の原子炉を再稼働するなど言語道断。原発の安全神話と電力会社

の人間の信用は地に落ちた。そんな輩に原発を運転する資格はない。全原発廃炉。福島への謝罪

と補償をせよ。 

803E178 

（８８Ｐ 発電所敷地内における航空機落下による火災 と ４７８Ｐ 大規模な自然災害又

は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準

２．１関係）） 航空機落下の火災については、故意のものと整合性を持つべき 航空機落下は

故意によるものを含めれば確率論的議論は無意味「申請者は、航空機落下事故の最新の事例、機

種による飛行形態の違いを基に、航空機を種類別に分類し、その種類ごとに燃料積載量が最大の

航空機を選定している。また、航空機の種類ごとの落下事例、対象となる飛行範囲等の落下確率

に関するデータを基に、敷地内において航空機落下確率が１０＾７ 回／炉・年以上となる区域

を設定し、その中で設計対処施設から最も近い場所に航空機が落下し、搭載された全燃料が発火

した場合の火災を想定している。」と、航空機墜落のうち偶発的事故について審査結果を記載し

ているが、一方で「３－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針」においては「３．飛来

物（航空機落下）については、（中略）防護設計の要否判断の基準である１０＾７回／炉・年を

超えないため、航空機落下による防護については、設計上考慮する必要はない。」などとした申

請者に対し規制委はこれを「合理性がある」と認容している。ところがこれが「ｖ 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」においては「復活」して

いて、ここでは炉心損傷防止機能を、航空機事故が発生しても確保することを求めている。 い

ったいどちらが本当なのか。 「故意による大型航空機の衝突」には確率は関係ない。確率的に

起きる、起きないの議論は無意味である。従って、これも設計基準事故として対処すべきことだ。

９・１１米国同時多発テロの発生によりこれらは起こりえることとして想定に加えることは国際

的に常識であり、米国においてＮＲＣの指示文書Ｂ．５．ｂで規定している。 このような想定

をしているのであれば、偶発的な事故を前提としていると思われる「航空機落下事故」の考察は

全く必要ないばかりか、「航空機落下確率が１０＾７ 回／炉・年以上となる区域を設定」したこ

とで却って過小な評価となっていると思われる。 重大事故対策としての「故意による大型航空

機の衝突」の詳細は一切記載されていないため断言はできないが、少なくても整合性のない既述

は止めるべきだ。 なお、「故意による大型航空機の衝突」の場合、想定すべきは大型旅客機だ

けではなく爆装した攻撃機の突入をも含めるべきである。 
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803E179 

（９６ｐ 火災による損傷の防止） 防火シートは対策にならない 防火シートでは、内部で蒸

し焼きになる危険性が高く、ケーブルの安全対策にはならない 防火シートによる複合体形成は

ケーブルをシートでくるむことになるので内部に熱がこもり、ケーブル自体を蒸し焼きにしてし

まう危険性が否定できない。 ケーブルが内部で加熱発火するような事態になれば、その複合体

は全部が通電不能となる。他の回線を使って信号を送るとする原電の説明はあまりにも楽観的に

過ぎよう。複数で同時に発火するような過酷な状態になった場合の逃げ道はどこにもない。 

803E180 

東海第二は廃炉にすべきである。1. 一般に複雑なプラントは、設計寿命を超えると、様々な故

障がホッケースティック状に増えていく。そこで、故障を避けるために部品交換を次々と行う必

要が生ずるが、リスクを低減するために、ほとんどの部品を交換するには、膨大な費用がかかる。

一方、それをしなければ恐ろしい事故のリスクが高まる。2. 経理的基礎の無い原電は、無駄な

出費も国家的事故リスクも避けて、廃炉の道を選択するのがベストである。 

803E181 

火災による損傷の防止（９６ｐ 火災による損傷の防止） ケーブルの防火対策は不十分 全て

が防火対策ケーブルではないため、対策は出来ていない 原電が住民説明会において東海第二の

電気ケーブルについて「総延長１４００キロメートルのうち、安全系は４００キロメートル」と

説明している。茨城新聞も「原電によると、安全機能を持つ設備につながるケーブルは長さが約

４００キロあり、約８０キロは既に難燃ケーブルを使用。残り約３２０キロのうち新たに約１２

０キロを難燃ケーブルに交換し、残り約２００キロは防火シート工法での対応を想定している」

（２０１７年７月２１日）と報じた。 結局、ａ．既に難燃ケーブルになっているのが８０キロ

＝１４００キロのうちの６％、ｂ．今から難燃ケーブルに交換するのが１２０キロ＝同９％、ｃ．

防火シートでくるむのが２００キロ＝同１４％、ｄ． 何もしない（非難燃ケーブルのまま）の

が１０００キロ＝７１％・・・ということになる。 全長は１４００キロメートルに達するケー

ブルの内、対策を行うとされるのは１５％程度に過ぎない。安全上重要なケーブル４００メート

ルの内約５２％程度では、対策を行ったと言えるのか。 ケーブルの防火対策は、規制基準にお

いては本来は不燃ケーブルに変更することとされている。しかしながら「非難燃ケーブルを使用

する場合は、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性を確保するための措置を講じた設

計とし、実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した上で使用する。」などといった逃げ道

が用意されている。「同等以上の難燃性」といった曖昧で検証不能な定義ではとても基準とはい

えない。このような定義をするのであれば、改めて具体的な基準を示す必要がある。 新座市に

おいて火災事故を起こしたＯＦケーブルも、原電では開閉所と変電所の間で使用していることが

分かっている。所内開閉所は外部電源の受電にも使用されているから、この場所で火災が発生し

たら外部電源を失いリスクが高まることは明白であるから、ＯＦケーブルは交換すべきである。 

803E182 

40 年も経過した老朽原発は今すぐ廃炉にするべきです。東京から 100 キロメートル圏内の原発

が一旦事故が起きたら日本は破滅します。東海村は原発廃炉と核燃料サイクル廃止にむけた最新

技術研究所エリアにするべきです。以上 

803E183 

東日本大震災で私達は味わったはずです。想定外は存在する。ゼロリスクはない。賠償に対して

きちんと提示されていないままでは進めるべきではないと思います。また、何かを起きたときの

将来ビジョンは、イチエフの今と私たちの苦悩から何を化学的に技術的に解決をしてきたのでし

ょうか。すべて置き去り、やりっぱなしです。とりあえずやるっきゃない！という一か八かでは、

次世代への責任がとれません。外交問題にもなりえます。国債の総額も考えているのでしょう

か。アウターライズはこれからです。どうぞ、周辺の住民の声に耳と心を傾けてください。心情

を置き去りにした科学の利用は化学兵器として武器に使う戦争と何ら変わりのないことになり

ます。 
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803E184 

（意見９） 重大事故時に、格納容器からのベントについて p.205「格納容器圧力逃がし装置

又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器からの除熱に失敗した場合は、現場操作にて対応す

ることになり、約 75 分操作開始が遅れる可能性がある。その場合であっても、原子炉格納容器

内の圧力が 0.31 MPa［gage］から原子炉格納容器の限界圧力の 0.62MPa［gage］に至るまでの時

間は、数時間あることから時間的余裕がある。」としているが、確実な事故対策になっていない。

（理由）福島原発事故や米国スリーマイル原発事故等を振り返ってみた場合、時間的余裕がある

とか、ある操作をできれば事故が進展しないといったシナリオは、希望的観測を表しているだけ

で、確実な事故対策になっていない。事故時、特に重大事故時には、様々な計器や機器類の故障

と、人為的ミスが重畳することがあることを考慮しておかねばならない。 格納容器圧力逃がし

装置又は耐圧強化ベント系に関する失敗は、極めて厳しい事態で時間的余裕の問題ではない。

（意見 10）代替循環冷却系を使用する場合等に、配管破断等により格納容器の圧力・温度上昇

を抑える必要がある。代替循環冷却系のように新たに冷却系を追加することはよいが、圧力抑制

プールによる蒸気凝縮性能について基本的性能について検討する必要がある。特に、東海第二は

マーク２型格納容器であり、BWR 型格納容器の基本性能に関して、福島事故を教訓にして追加さ

れる可能性のある荷重の組み合わせを含めて、建設当時の古い試験データを再評価すべきであ

る。 p.222（理由）福島原発事故の原因のひとつに、格納容器の圧力抑制機能の喪失が関係し

ている。マーク１とマーク２の違いはあるが、配管破断等により、格納容器ドライウェルからベ

ント管を通って圧力抑制プール中に水蒸気を吹くことで、蒸気凝縮により格納容器の圧力上昇を

抑える設計になっていることは共通である。福島事故で、非凝縮ガスの大量の発生もあり、早期

に、格納容器内の圧力・温度の上昇してしまったことの弱点を明確にして対策をしておくべきで

ある。【意見 11】「４－1.2.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用」を無視している。 p.252 

格納容器破損モードで、「溶融炉心によるコンクリートの侵食を抑制するためには、ペデスタル

にコリウムシールドを設置し、原子炉起動時に水位１ｍになるよう注水するとともに、原子炉圧

力容器破損前までに水位１ｍに調整する必要がある。」としているが、溶融炉心とペデスタルへ

注水した水との接触により水蒸気爆発が発生する危険性がある。水蒸気爆発の脅威を無視して、

コアコンクリートに対策を優先することは、水蒸気爆発による格納容器の大規模破損を誘発する

可能性があり容認できない。（理由）ペデスタルに水位１ｍになるように立ち上げた排水配管の

入り口（スワンネック）を設置し、格納容器下部水位計を重大事故対処設備として整備している

が、溶融炉心落下時に水蒸気爆発が発生する可能性があり、その場合スワンネックや水位計な

ど、爆発で損傷する可能性もあり、大量の溶融炉心の落下でペデスタル床が抜ければ、さらに水

深 6.1ｍの圧力抑制プールに落下して、大規模な水蒸気爆発を起こすこともあり得る。また、コ

リウムシールドは、コンクリートの侵食を送らせる効果はあるようだが、水蒸気爆発は防げな

い。 更田委員長は、審査会合で「溶融炉心が落下すると、コアコンクリート反応は 100％発生

する。水蒸気爆発は必ずしも発生する訳ではないから、コアコンクリート反応に対する対策を優

先し、水を張ることが合理的である」と言った主旨の発言があった。コアコンクリート反応はも

ちろん重要だが時間的にはこれ以降徐々に進む現象で、大規模な水蒸気爆発が起きて、ペデスタ

ルや原子炉容器あるいは格納容器を損傷するような事態は一瞬にして起きる。リスクとして水蒸

気爆発のリスクをまず回避すべきである。また、コアコンクリート反応を抑制しつつ、もし、水

蒸気爆発が発生した時にその規模が限定されるようにということで水深１ｍとしたようである

が、あまりに小手先の対策で、重大事故発生時にそのような水位制御をできるとすること自体が

無理な計画である。福島事故の事故進展を考えれば、そのように都合よくできると考える方がお

かしい。 
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803E185 

（９６ｐ 火災による損傷の防止） 女川の高エネルギーアーク損傷火災のような火災は起こり

える 高エネルギーアーク損傷火災ではケーブルが導火線になる ２０１１年３月１１日に発

生した女川原発の高エネルギーアーク損傷火災事故は、女川原発においてのみ生じる現象ではな

く、およそどこにでも発生しうる事故である。その際にケーブルが導火線のように火災を広げる

危険性は、米国ブラウンズ・フェリー原発事故において実際に発生している。 地震の揺れによ

り開閉器が振動し、その際に発生したアーク放電により端子などが溶断、溶けた金属が高温の液

体となり飛び散ったため電源盤が炎上し、ケーブルにも延焼した。この火災では地震発生直後に

発火したことは火災報知機の発報でわかったが火災現場の特定に五時間を要し、消火活動はさら

に４０分後、それでも消火作業はまともにできないまま、実に発火から８時間以上ものちになり

消火が確認されたという。事実上手に負えない状態に陥っていた。結局燃え尽きるまで燃え続け

た。 実際にケーブル火災が発生した場合、消火できない場所であったり他の災害で近づくこと

も困難などで燃え尽きるまで放置せざるを得ない事態に陥ると覚悟しなければならない。 その

ような意味でも絶対発火させてはならないのである。 

803E186 

日本原子力発電株式会社（申請者）東海第二原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に

関する審査書案がまとめられたが、本審査書案では、申請者が、原子炉等規制法に基づいて、発

電用原子炉を設置するために必要な経済的基礎があるかどうかについての審査は取り上げられ

ていない。申請者が、現行の原子力規制基準導入以前に、複数の発電用電子炉を所有し運転して

いた当時と、所有するすべて原子炉について新たな設置変更許可の申請が必要になった現在とで

は、申請者の置かれている経済的状況はあまりにも異なっている。たとえ申請者が、発電用電子

炉の設置や運転に関して過去に豊富な経験があり、それに必要な技術的能力を備えていること

を、本申請で確認された諸計画を通じて示すことに長けていても、原子炉を変更・運転する経済

的基礎を欠いている申請者が、実際に本審査書案で確認された通りに諸計画が実行できる保証は

ない。実現可能性の保証の伴わない紙上の計画として、技術的能力を確認した本審査書案は無意

味であり、東海第二原子力発電所原子炉の設置変更許可は認められない。 

803E188 

（９６ｐ 火災による損傷の防止） 信号ケーブルが一部でも焼損したら機能喪失する 安全保

護系のケーブルが一部でも焼損すれば信号は途絶する 安全保護系のケーブルとそれ以外のケ

ーブルは同じところに敷設してはならないのだが、原発のケーブル敷設ルートは、そんなに多く

はない。そのため同一箇所ではなくても近接した場所に敷設されているケースは多い。「水平距

離６ｍ 以上の距離等による系統分離」では近すぎる。ケーブル火災が発生した場合、これらが

焼損するリスクが高まる。安全保護系は多重化されていて一系統が焼損しても別ルートで信号を

送ることが出来ると原電は記述しているが、これも全部そうなっているのかはっきりしない。ま

た「火災耐久試験により耐火性能を確認した隔壁等により互いに異なる系統を分離することを確

認した。」などとしているが、到底信用できない。柏崎刈羽原発でも系統分離できていないこと

が発覚している。（２０１５年９月） 東海第二では規制委はどうやって系統分離が出来ている

ことを確認したのかを明らかにすべきだ。 

803E189 
約 40 年経た老朽原発、事故を起こした福島第一と同じ沸騰水型、人口密集地首都圏の原発再稼

働に反対します。危険が大きすぎます。 
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803E190 

（意見 12）「４－４.１緊急停止時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及び手順等（第 44

条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関係）」のうち、代替制御棒挿入等の対策につづき、

「f. 自動減圧系の起動阻止スイッチは、過渡時自動減圧機能の一部とし、その手動操作によ

り、自動減圧を阻止する設計とする。」としているが、原子炉の未臨界達成のための手段の最後

に、手動で自動減圧機能を止める操作を要求する手段は、事故時の混乱状態で確実に実施できる

か極めて疑問である。もし、誤って手動停止できず、自動減圧機能が働いてしまい、事故を拡大

してしまう恐れがあるから、再検討すべきである。p.323(理由)「ATWS 緩和設備（代替再循環系

ポンプトリップ機能）による再循環系ポンプのトリップ状況を確認した後、自動減圧の阻止の手

順に着手する。この手順は、中央制御室での自動減圧系の起動阻止スイッチの操作を 1 名によ

り、1名以内に実施する。」は、極めて信頼性に欠けるやり方である。なぜなら、これらの手順の

前にも、類似した操作が多くあり、事故時に混乱することなく、対処できるとは限らないから。

（意見 13）同上の「ATWS 緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）による原子炉出力の抑

制を図った場合には、不安定な出力振動の発生の有無にかかわらずほう酸水注入の手順に着手す

る。この手順では、中央制御室でのほう酸水注入の準備を 1 名により、2 分以内に実施する。」

としているが、「不安定な出力振動が発生した」場合に、対策はあるのか。特に、たまたま、不

安定な出力振動が生じた時に、地震による炉水の水面揺動（スロッシング）が発生し、急激な出

力上昇に至ることがないことを確認すべきである。（理由）BWR 炉心の出力振動は、ラサール原

発や女川原発で報告されており、それに地震による炉水面の水面揺動が発生して、出力振動が増

幅し反応度事故に至ることが無いよう対策をしておくべきである。出力振動とスロッシングの基

礎的な関係は不明であれば、早急に現象の解明と対策をすべきであろう。（意見 14） 「格納容

器圧力逃がし装置」は極めて複雑な装置で、単一故障基準を適用すべきである。したがって、少

なくとも格納容器圧力逃がし装置は、2 台以上設置すべきである。p.373 （理由）格納容器圧力

逃がし装置は、放射性物質の除去だけでなく、可燃性ガスの排出や、窒素供給設備や、水位の制

御や各種バルブ類、ラプチャーディスクの設定などサポートシステムまで含めると相当な規模に

なる。したがって、部品類の故障を考えると、全く故障もなく、機能喪失もしないということは、

なかなか想像しにくい。装置の設計をシンプルにして、多重化するべきである。（意見 15） 原

子炉建屋外ブローアウトパネルの設計思想 p.402「ブローアウトパネルは、そもそも原子炉建

屋の内圧が上がった場合に、ブローアウトパネルを開くが、圧力が上がらなくとも、原子炉建屋

内に水素が充満した場合には、強制的に開放し、水素を外に逃がす。さらに、重大事故発生によ

り、放射性物質が原子炉建屋内へも流出してきた場合には、ブローアウトパネルを閉鎖し、気密

にすることで、放射性物質の流出を抑制する」と認識する。しかしながら、元々、ブローアウト

パネルは自動的に圧力で外れるようにしてあり、一旦外れた後、閉めることなど考慮していなか

った。そこへ後から様々な機能を追加することは、仕組みとして無理があるから、抜本的な設計

のやり直しを求める。（理由） 元々、原子炉建屋内で配管破断が起きた場合に、原子炉建屋内

圧が上昇すると、建屋の過圧破損あるいは格納容器が外圧座屈（格納容器は外圧に弱い）してし

まうので、ブローアウトパネルは設置されていた。しかし、地震や竜巻等の外的要因で、はずれ

てはいけないし、水素が発生した時には強制的に排除するため、ブローアウト強制開放装置を設

けるとしている。これは、本来の圧力による開放機能とは別物である。その上で、重大事故時に

は、一旦開いたブローアウトパネルを元に戻して、閉鎖し気密性を確保するとしている。また、

原子炉建屋内の使用済燃料プールへの外部からの注水のため、開放したブローアウトパネルか

ら、放水砲を用いて燃料プールに向けて放水するとしている。設計上の考え方として、後から

次々と出てきた要求事項を闇雲にひとつずつ付け足したような設計は、手順ばかり複雑になり、

信頼性も落ちるため、抜本的な対策を検討すべきである。 
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803E191 

（９６ｐ 火災による損傷の防止） 劣化の進んだケーブルも混じり込んでいる 交換できない

ケーブルには被覆の損傷や硬化が起きている ケーブルノ敷設時に、強く引っぱったためシース

（被覆）材に傷を付けるケースが多くあったことが日立製作所の内部資料「日立原子力＿創成期

の仲間たち 昭和３２年～５０年頃」（平成２１年１月発行）に書かれている。東海第二建設時

に、「ケーブルシースに３，０００か所に及ぶ磨耗損傷個所が発見された。損傷はシースを貫通

しない程度から介在物露出、介在物損傷、導体絶縁損傷、導体損傷まで程度の差は広く（中略）

損傷個所をケーブルメーカーが修復」したという。 ケーブルを敷設した後に場所を変えるため

引っぱった際、シース同士の摩擦が生じ、亀裂が入ったりひび割れたり、破損が生じていたと考

えられる。 これらのケーブルの中には既に敷設されていたため交換は出来なかったものも多い

と考えられ、現在もシースにひび割れが生じたままのものが多数残留していると考えるのが妥当

だ。 一方、原電が運転延長のために提出した「（東海第二）劣化状況評価書」のなかの「ケー

ブルの技術評価」において「シースの硬化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断」という記述がある。これは大きな誤りである。 もともと傷があるシースの効果が進めば、

亀裂は進展し、大きな揺れなどが加われば容易に割けてしまう。また、機械強度の低下だけでな

くシースの劣化は絶縁性能の低下をも招く。そのような破損だらけのケーブルは全部交換すべき

であり、放置して運転するなど論外だ。 

803E192 

１，いまだ福島第一原発の事故原因の究明がなされていない。２，東海第 2原発は、福島第一原

発と同じ沸騰水型原子炉である。３，日本は当分大地震発生の危険性が高い。４，この原発の半

径３０km に約１００万人が住んでいて、避難計画も立てられない、道路も鉄道も動きがとれな

い状態になり、１００万人もの人がどこへ避難できるのか。５，首都圏に近く、事故が起これば

被害は想像もできないほど大きくなる。６，核廃棄物をこれ以上増やしても対処できない。７，

日本原電は、東海第２原発の再稼働への費用も東電等他の電力会社頼りであって、とうてい経済

的に成り立たない。以上の理由から、再稼働には反対です。早く原発から撤退すべきです。 

803E194 

日本原電に求めている、「経理的基礎」の定義が不明確。東京電力・東北電力が支援を約束すれ

ば、それでいいというような規制委員会の審査は、形式的すぎる。東海第二原発の 20 年延長が

認められたとして、実際に、安全対策工事などが完了し、運転できる期間は 18 年程度。1700 億

円を超える追加投資を 18 年で回収できるのか。結局、電気代として、電力利用者につけ回すだ

けではないか。今後のエネルギー供給のために、1700 億円を投資するのなら、再生可能エネル

ギーにこそ、投資するべきである。 

803E195 

東海第二原発の設置許可申請書を認可してはならない本年 11 月 27 日をもって稼働 40 年を終え

る東海第二原発の 20 年延長申請を審査している原子力規制委員会・原子力規制庁（以下、規制

委員会・規制庁）は、日本原子力発電会社（以下、日本原電）が立地的にも技術的にも資金的に

も再稼働に適してない原発企業であることは十分把握しているはずだ。日本最初の原子力発電所

として 1963 年にスタートした原発のシンボル的存在であることは今さら否定しない。東京電力

福島第一原発の過酷事故により日本列島のプレートテクトニクスが地震は津波を発生させる防

ぎようのない自然災害の源であること。歴史的な巨大地震は原発そのものの存在意義を消滅させ

たことは火を見るよりも明らかなはずだ。東海第二原発は首都圏にあまりにも近く、老朽化原発

の 20 年延長は天に唾するに等しく、環境的にも経済的にも日本そのものを壊滅させるに十分な

延長措置であることも規制委員会・規制庁は把握しているはずだ。記録的猛暑・酷暑の今夏、エ

アコンのフル使用でも電力不足は起きてない。規制委員会・規制庁でなくても誰もが分かる経済

産業省のエネルギー基本計画の矛盾も十分に把握できるではないのか。なぜ東海第二原発を 20

年延長してはならないのか。設計段階からすれば 60 年を経過する設置変更を許可する科学的根

拠を問われるのは規制委員会・規制庁ではないか。海洋含めて周辺近隣で何度も何度も地震が発

生し、危険性を世界に暗示している事実をどう否定できるのだ。基準地震動の設定で防潮堤を津

波 17.1m としているが、超大型津波が到達しないと断言できるのか、日本原電敷地内 2.7m には

日本原子力研究開発機構の東海再処理施設は 12ｍの防潮堤しかない。基準地震動は 880 ガルと

まったく別世界的な認識基準の根拠は何か。複合災害を認めてない根拠は何か、教えてほしい。

東海第二の防災対策は電気ケーブル「総延長 1400km のうち安全系は 400ｋｍ」と説明した。防

災シートで対応とは安全性に 100％欠けている。20 年延長を認可すれば「原発大事故 つぎも日

本」の自嘲的状況と世界的汚名を受け厳しく断罪される規制委員会・規制庁でいいのか、次世代

に対する「責任」をどのように考えるのか、教えてほしい。規制委員会・規制庁は東海第二原発

をの 20 年延長を認可しない存在に立ち戻れと伝える。亡国の主犯となることを回避せよ。 
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803E196 

重大事故等対処設備の不備（１３５ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能

力） 「地震や津波で機能喪失しないこと」は保証されていない 超過津波やＳｓを超える地震

に遭遇したら原子炉冷却系統は機能喪失し重大事故等対処に係る能力は消失する。 １４１ペー

ジ欄外脚注部には以下の記述がある。『太平洋側の特徴である津波水位が高く、頻度も全炉心損

傷頻度に占める割合が極めて小さいというレベルではないという知見をもとにした津波ハザー

ド曲線（防潮堤前面）を反映したＰＲＡ 結果を踏まえ、防潮堤（Ｔ．Ｐ．＋２０ｍ）を超える

津波を、安全機能への影響から３ つに区分（Ｔ．Ｐ．＋２０ｍ～Ｔ．Ｐ．＋２２ｍ、Ｔ．Ｐ．

＋２２ｍ～Ｔ．Ｐ．＋２４ｍ、Ｔ．Ｐ．＋２４ｍ 以上）した。Ｔ．Ｐ．＋２０ｍ～Ｔ．Ｐ．＋

２２ｍ の場合は非常用の海水ポンプの被水・没水により最終ヒートシンクへの熱の輸送手段が

喪失する３ つの事故シーケンス（最終ヒートシンク喪失（蓄電池の枯渇後ＲＣＩＣ 停止）、最

終ヒートシンク喪失＋高圧炉心冷却失敗、最終ヒートシンク喪失＋逃がし安全弁再閉鎖失敗）

を、Ｔ．Ｐ．＋２２ｍ～Ｔ．Ｐ．＋２４ｍ の場合は原子炉建屋内浸水により複数の緩和機能が

喪失する事故シーケンス（原子炉建屋内浸水による複数の緩和機能喪失（最終ヒートシンク喪

失））を、Ｔ．Ｐ．＋２４ｍ 以上の場合は防潮堤損傷により屋内外の施設が広範囲にわたり機能

喪失して炉心損傷に至る事故シーケンス（防潮堤損傷）を追加している。』 このような想定で

あれば、重大事故等対処設備のうち非常用発電車の常置場所は海抜２３メートルとされているの

で、水没するといわねばならない。また、２４メートル超というのであれば３０メートル級もあ

り得るわけで、最大級の想定津波高さがはっきりしない。 ３０メートルを超える高さでは防潮

堤の強度設計も超えるから防潮堤損傷による炉心損傷を考慮していると言うが、具体性が無いた

め、ただこの脚注に表現されているだけである。また漂流物評価等についても、重大事故等対処

に係る技術的能力の観点から見直しが必要である。 総じて炉心損傷につながる事故シーケンス

に超過津波による冷却失敗を加えるべきである。 基準地震動の超過については具体的数値は記

載されていない。 少なくてもクリフエッジ（１０３５ガル付近にあると考えられる）を超える

値を元にした重大事故を引き起こす地震想定を明らかにし、その場合の対処方法を定めなければ

「重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」の評価にはならない。 

803E197 

日本原子力発電株式会社東海第二原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審

査書案がまとめられたが、本審査書案では、本原子炉が数か月後に 40 年の技術的寿命に達する

ことが言及も検討もされておらず、審査が実際に原子炉を運転することを想定して行われたの

か、その真剣さに疑問を感じざるを得ない。本審査による東海第二原子力発電所原子炉の原子炉

等設置法適合は認められない。 
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803E198 

P1１はじめに１.本審査書の位置付け「経理的基礎に係る規定に関する審査結果は、別途取りま

とめる。 」としているが、その別途のものがどこにあるのか示されていない。規制庁に問い合

わせたところ、本年７月４日の黄瀬委員会の資料１の２枚目～３枚目の【別紙１】がこの別途の

取りまとめであるとのことだったが、規制委員会としては、経理的基礎については、パブリック

コメントの対象にする必要はないと考えているとの説明であった。しかし、経理的基礎は、核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において許可の基準として、「その者に発電

用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。」と明示されているほ

ど重要な問題であり、パブリックコメントの対象にすべきである。  しかも、今回、日本原電は

自ら工事費用を捻出できず、銀行からの借入にしても債務保証を求められ、助けを求めた東京電

力および東北電力が提出した文書も法的拘束力はないとわざわざ断り書きが入れてあるもので

あって本件許可の根拠に足るものではなく、このような審査結果は到底容認できるものではな

い。 また、東京電力は福島第一原発事故の収束・廃炉作業と同原発事故被害者への賠償が第一

義的な責務であり、その費用を自社で賄えているわけでもなく、国民の税金が投入されている。

真摯に賠償に取り組むべき東京電力は、原発事故被害者への賠償において、ADR の和解案さえ拒

否し、多くの被害者が失意のうちにお亡くなりになられている状況である。  規制委員会は経産

省から東海第二原発の本件許可に異存は無い、東京電力の日本原電への資金的協力に問題ないと

する文書を取り付けたが、この経産省の見解は市民の意見が反映されたものではないので、本件

許可についての審査書案として経理的基礎の判断について説明を行い、市民の意見を募集すべき

である。  東京電力は、「良質な電源を安価で調達することは経営上のメリットがある」と説明

するが、もはや原発の電気が安くはないことは周知の事実であり、電力会社自身が安いとは言え

ずに「他の電源と比べて遜色ない」とか「ベストミックス」という説明の仕方を多用していると

ころである。そして、原発が出す核のごみの行き先もない。  本件原発事業者に経理的基礎はな

いので不許可にするよう強く求める。 

803E199 

その他・全般的なこととして素人でもわかる「そもそも論」として、原発は４０年たったら廃炉

にしなければならないハズです。５０年前に設計され、４０年前に運転開始された原発です。最

新の知見と最新の技術とは程遠いものです。それを無理やり基準を変えてまで２０年延長などさ

れるようなことが絶対はってはならないはずです。これまでの規則にのっとって、廃炉にするべ

きです。 

803E200 

私は東海第二原子力発電所から 80 キロ圏内に住んでいます。東海第二発電所で重大事故が発生

した場合に避難する手順が確立されていません。重大事故が発生した場合に避難するべき人口が

100 万人を超えて、その避難計画も作成出来ないような原子力発電所は稼働させるべきではあり

ません。稼働させるのであれば、避難区域対象住民が納得できる避難計画の策定するすることが

すべての前提条件です。必要な避難計画が作成できなければ廃炉にすべき原子力発電所と思いま

す。 

803E201 

そもそもが東海第 2 原発は使用を 40 年として設計されている。それを 20 年伸ばして使用する

「安全性」の根拠はか。ケーブルが可燃性の素材である。それをまとめて不燃の材料でくるむと

いうが、ケーブル同士の熱がこもり、発火の危険がある。また、ケーブルを包むという作業が、

炉周辺で行われた場合、被曝によって,材質の劣化はおこらないのか。もしケーブルが寸断した

ら原子炉は暴走する。その fail safe のシステムはあるか。 
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803E202 

358,361,376 ページ 「格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱。そのために、フィルタ装置及び遠隔人力操作機構」について この格納容器圧

力逃し装置および耐圧強化ベント系に付属すると思われるフィルタ装置について、その放射性物

質除去能力の原子力委員会としての基準がない。そのため、外部への放射性物質漏出が敷地境界

で公衆被曝線量 5mSv とするという規制が担保されていない。「格納容器圧力逃し装置および耐

圧強化ベント系」に付属すると思われるフィルタ装置の放射性物質除去性能についての規制委員

会による審査基準が欠如している。また、格納容器圧力逃し装置および耐圧強化ベント系の排出

出口における放射線量についての基準が欠如している。376 ページに「格納容器圧力逃がし装置

は、粒子状放射性物質に対して 99.9%以上、無機よう素に対して 99%以上、有機よう素に対して

98%以上の除去効率を有すること、」との記述があるが、これではとても十分とは考えられない。

想定される原子炉の事故が起これば、数十テラベクレルの放射性物質が漏出するはずで、99.9%

除去したとしても充分とは言えない。そもそもこれは事業者が申し出た数値であり、原子力規制

委員会としての基準値ではない。 原子炉はたとえどのような事故が起ころうとも、外部への放

射性物質の漏出を徹底的に防御するという発想が不可欠であることは言うまでもない。「止める・

冷やす・閉じ込める」というのが原子炉事故にあたっての基本であるはずだ。従って規制委員会

による審査基準に関してはそうした視点が不可欠であると思われるが、放射性物質の漏出を""閉

じ込める""という発想への規制委員会としての言及が見られないので、周辺住民の納得が得られ

るとは思えない。 そもそも、環境汚染の基準がパーセントで示されることは前代未聞。数値で

示されるべき基準のはず。放射能だからといって例外はおかしい。 392 ページに 事業者の申

し出でとして、事業者の自主的措置としてフィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

を設置するとしているが、放射線量を""モニター""するだけであり、線量を規制してはいない。

これでは規制委員会の名称に値しない。 排出線量の基準を設定できないのであれば、住民の安

心は得られないと思われるので、再稼働はするべきではない。 

803E204 

（１９３Ｐ 原子炉停止機能喪失） 重大事故等対処施設に炉心損傷防止機能が無い 炉心損傷

に直結する出力暴走を止める方法が無い 原子炉停止系統が機能喪失し、出力振動を引き起こし

た炉について、停止するためにほう酸注入系統を使って原子炉を止めるとされているが、ほう酸

注入系統が同時に機能喪失した場合、原子炉を止める有効な手段がない。その際に「給水ランバ

ック操作」により原子炉水位を極限まで下げて出力を低下させる方法を実施するとされている

が、これは人為的に冷却材を喪失させる行為でもあるから実行不可能である。 

803E205 

その他全般的なこと原発はハイテクでも何でもありません。ましてや東海第二原発は４０年前に

運転延長された技術です。あとから対策を施したといっても、基本的なところで古いのです。家

電だって、４０年も使えません。ましてや事故を起こしたら取り返しのつかないことになること

は福島第一原発の事故で証明されています。事故を起こしてからでは遅いのです。運転延長しな

いでください。 

803E206 東京電力が巨額の資金援助をするのは、おかしい。 
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803E207 

○日本原電に「経理的基礎」はない 。原発を動かす事業者の「経理的基礎」についてであるが、

所有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たん

を免れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができない。この時

点で、「経理的基礎はない」とみるべきである。日本原電は、東京電力と東北電力の二社から借

用しようとしているが、東電は、まず福島第一原発事故被災者への補償を優先すべきであり、他

の原発稼働についての資金を提供する立場にはない。○水蒸気爆発の危険性 （審査書案 p.241 

など）東海第二原発の格納容器は MARKII 型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場合、真下に

あるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構造です。 しかし、審査書案では、「水蒸気爆発

が起こる可能性は極めて低い」として、評価を行っていない。現に事故を起こした福島第一原発

と同型の者に対して、もっと慎重に評価すべきである。○防潮堤は大丈夫？ （審査書案 p.33） 

地盤の液状化現象の可能性がある地盤であることから、津波時に、低レベル放射性廃棄物の流出

が懸念されること、事故時に防潮堤により地下水がさまたげられ、地下水位が上昇し、施設が水

浸しになる可能性がある。○ 要支援者は、見捨てるのか？ 避難計画は、パブコメの対象外であ

る。しかし、そもそも、IAEA の言う「５層の防護」の一つである原子力防災について、審査をせ

ずに、原発の再稼働を容認することは無責任である。30 キロ圏 96 万人を避難させるような実効

性のある避難計画はない。茨城県が過去に実施したシミュレーションによれば、 5 キロ圏の住

民 8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 30 時間かかるとされている。アメリカでは、避難経路

が適切ではなかった原発が廃炉になっている。それほど重要な避難経路について、検討がなされ

ないまま審査を通すことは問題である。 

803E208 

その他全般的なこと東海第二原発のの事業主である日本原電は、単独で原発を動かすことができ

ません。だから、こともあろうに東京電力が資金援助をしようとしています。これは道義的に許

されることでしょうか。原発事故を起こした東電は国に助けてもらってなりたっています。廃炉

費用だって我々zの税金です。その東電がよその会社の（株主ではあるかもしれませんが）原発

を動かすためにカネを出すなど、断じてゆるされることではありません。そのカネは私たち東電

管内に住むもの、いやもっといえば、納税者によって出されているものです。そんなカネがある

なら、福島のために使え！です。 

803E209 

原発再稼働の審査プロセスにおいて、過酷事故時の防災・避難計画の実効性が検証されていない

ことは、重大な問題である。30km 県内に 100 万人近くが居住する東海第二原発で過酷事故が生

じた場合、住民の避難等、安全対策が機能するわけがない。十分な防災避難計画が策定されたと

いう自治体は皆無である。そもそも、深刻な原発事故が発生し、大量の放射能が放出され、現実

の風向きの変化などによって、周辺地域の汚染状況が、時々刻々と変化するのような場合、誰が

住民の安全を守るのか。本当に、安全に避難するようなことができるのか。この点の確認・検討

が極めて不十分であり、このような状態での再稼働は絶対に認められない。、 

803E210 

（３０６Ｐ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１条及び第４３条関

係）） 重大事故等対処施設の位置は海抜２３ｍで超過津波に耐えられない 超過津波は２４ｍ

を超えてくるから２３ｍでは浸水するとしなければ整合性がない。敷地全域が冠水した場合、原

子炉建屋にも浸水し炉心損傷に至ることを重大事故と定義づけているから、この段階で最終ヒー

トシンクは喪失したものと考えられる。 ところがこの段階で重大事故等対処設備のうち非常用

発電車などの設備は存続するとの記述になっており、その整合性を理解することは困難である。 

実態として現状の緊急時対策所も基準津波対応であり、重大事故等対処設備も敷地の最高標高を

超える超過津波には耐えられないものとして審査すべきである。 ところが理由も明らかにされ

ないままに、超過津波は２３メートル盤には到達しないとされているため、これでは超過津波に

よる最終ヒートシンクの喪失などの過酷事故を想定したものにならないので、やり直すべきだ。 

なお、３０メートルを超えるような超過津波対策として有効なのは、重大事故対策施設等を地下

に設置することである。それ以外に対応可能な方法はない。 

803E211 

その他東海第二原発の２０キロ圏内には約９６万人が住んでいます。言うまでもなく、これは全

国の原発で最大人数です。これだけの人、どうやって避難させるのでしょうか。事故が起きたと

きの影響は、そして被害者の数ははかりしれません。運転延長をさせるべきではありません。 
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803E212 

意見の箇所：P.22「III-1.1 基準地震動」「４．基準地震動の策定」「（２）震源を特定せず策定

する地震動」意見の内容： 基準地震動の策定について、震源を特定せず策定する地震動につい

ては、2004 年北海道留萌支庁南部地震での観測記録をもとに Ss-31 を設定し、最大加速度：水

平方向 610cm/s＾2、鉛直方向 280cm/s＾2 としているが、応答スペクトルの信頼性向上のために

旧原子力安全基盤機構（JNES）が 2001～2009 年に行ったシミュレーションでは，M５.５から M

６.５の横ずれ断層地震でも震源近傍の地震基盤表面で 1000 cm/s＾2 を超えるケースがあり、

M6.5 では 1340．6 cm/s＾2 になりうることが報告されている。 従って、「震源を特定せず策定

する地震動」では、少なくとも旧 JNES の報告書にある研究成果を取り入れて、1340 cm/s＾2 以

上とすべきである。これは、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動では、プレート間地震の

断層モデルを使った評価のうちの最大加速度である水平方向 1009cm/s^2 よりも大きい。耐震安

全性評価は、最大の基準地震動にも対応できることを確認しなくてはならないので、今回の審査

は、起こりうる自然現象に対して十分な審査を行っていないと考える。 また、震源を特定して

策定する地震動において水平方向 1009cm/s^2、鉛直方向 736cm/s^2 となっているが、これはク

リフエッジ 1038cm/s^2 に対して、安全裕度がわずか 1.03 倍しかない。稼動 40 年を経過した原

発で、取り替えられていない設備の劣化や材料管理の困難さを考えると、極めて危険である。当

該原子力発電所は、これ以上運転を延長すべきではない。 

803E213 

全般的な意見・大前提として福島第一原発の廃炉作業も放射性廃棄物の処理もままならないの

に、福島第一原発と同じ形式かつ老朽化した東海第二原発を再稼働させようとすること自体が理

解できません。重大事故が起きた時に膨大な数の近隣住民を速やかに安全に避難させるのは不可

能です。廃炉にして下さい。 

803E214 

原発は危険なので再稼働させないでください。原子力は人類がまだ安全に扱えるものではありま

せん。3.11 以降も、いろいろな原発の不具合のニュースを聞きます。ちょっとの不具合が広大

な地域を何百年も潰してしまうほど、原発の影響は大きいです。だから、こういった不具合が起

きない技術をきちんと確立できてないのに原子力を応用して原発で使ってしまうのは、技術の過

信であり、間違っています。事故が起きたら、放射能がどこへ飛んでいくのか予測し、どこへど

うすれば安全に避難できるか、解決されていません。被曝したときに患者を治す医療技術も確立

されていません。廃炉は、何十年、何百年も明確な解決策がないまま、対応が続きます。動かし

た後にできる核のゴミを安全に処理する技術がありません。何万年も地中に埋めるのは技術では

ありません。以上のように、原子力を扱う環境は、まだまだ技術的に未熟であり、基礎研究の域

をでてはならないものです。原発に応用できる技術レベルではありません。原発は絶対に動かさ

ないでください。 

803E215 

（４７８Ｐ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応

（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 故意の航空機衝突やミサイルに対処できない 

故意の武力攻撃は弱点を狙って行われるもの 空間に無防備に立ち並ぶ原子力施設群は、武力攻

撃を試みるものにとって格好の標的となるであろう。 攻撃を試みるものが国家であるかそれ以

下の組織であるかを問わず、核物質でも破局的被害を起こし得る再処理工場と、爆発時に膨大な

放射性物質を拡散させる原発は極めて効果的かつ効率的な威力示威の効果があるからだ。 実際

に核施設が武力行使のターゲットとされた例は、第２次大戦中のノルウェーの重水工場、イラ

ン・イラク戦争時のイラン及びイラクの原子力施設やイラクのオシラク炉攻撃、イスラエルによ

るイラクのタンムーズ２号炉爆撃、アラブ武装勢力によるネゲブ砂漠のイスラエル原子炉攻撃、

イスラエルによるシリア原子力施設爆撃、ＵＡＥの建設中原発にフーシ派がロケット攻撃、米国

によるイラン・ナタンズ核施設へのサイバー攻撃、未遂を加えるならば９．１１同時多発テロ時

に米国の原発、イスラエルによるイラン原発への攻撃計画など、呆れるほど世界は核施設への武

力行使を頻繁に行っている。 こんなことは許されるべきものではないが、想定というのであれ

ば核施設への武力行使はあり得ることとして捉えておくべきだし、その場合は確率的安全性評価

など何の役にも立たない。武力攻撃は確率的に起きる事態ではなく確定的に起きる事態だから

だ。 人が計画を立てて実行する以上、目的すなわち軍事的打撃を最大限に達成しようとするな

らば、最も脆弱で狙いを付けやすい目標を狙う。この場合、軍事施設ならぬ民生施設で防護能力

が皆無に等しい原発と再処理施設は格好の標的である。 これに対処するのであれば、全体を堅

固な地下に設置するくらいの方法しか思い浮かばない。つまり現状は無防備である。 そのこと

を分かっているのかいないのか、重大事故等対処設備で対応が出来るかのような記述は荒唐無稽

という外ないので削除すべきである。 
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803E216 

１０頁 地震による損傷の防止(第 4条関係) 東海第二原発の立地する敷地地盤は軟弱であり、

強固な岩盤の上に建てられてはいない。これは、会報基盤表面が 370 メートルの深さに設定され

ていること、原子炉直下はともかくとしても、防潮壁の建設で 60 メートルまで杭を打ち込まな

くてはならないことにも表れている。３．１１東日本大震災では、地盤自体が東に１．２メート

ル移動し、０．２メートルの沈降となり、敷地内及び敷地に隣接する国道２４５号線道路での液

状化現象などでの激しい地割れやズレも起きている。 基準地震動として１００９ガルとしたが、

これが最大の地震動というのは少なすぎる。少なくとも既往の計測最大地震動である２０００ガ

ルは想定されなくてはならない。 そもそもこの原発の建設当時の想定は 270 ガルとされ、それ

が 600 ガルとされ、今回の申請時には９００ガルであったものが、審査の過程で１００９ガルへ

と上げられてきている。配管の支えなどで若干の耐震補強はされたものと思うが、現状でも１０

０９ガルに対応可能な施設とされることに、信用性がない。2012 年に行われたストレステスト

の公表の中で、「クリフエッジ値」として１０３８ガルとされており、総合的にいって耐震性能

を保持しているとの審査は無理がある。38 頁 津波による損傷の防止 津波防護施設とされる防

潮堤は、屏風のような壁であるが、審査過程でも問題となったように地盤の液状化の際の健全性

への不安、取水口部を含む海側前面部の構造上の弱点、最大深さ 60 メートルの地下部と地上部

12 メートル以上の計７２メートルともなる鋼管杭を連続的に敷設して作るという工法上の困難

さ、から全体として耐地震防護、耐津波防護のいずれからも十分なものとして建設できる保証は

ない。 また、津波襲来時の大型船舶などの漂流物が前面部に衝突する危険性について、北側直

近の日立港および南側のひたちなか港に出入りする大型船舶が漂流して衝突する可能性を無視

した評価がなされているにもかかわらず、それを是認しての審査となっていることは問題だ。港

湾内に停泊中の船舶について津波時に緊急離岸させる手順を整備するとされていることで解決

と判断したとされているが、これはあくまでも東海原発港内についてと思われ、日立港・ひたち

なか港に出入りする大型・中型船舶への対策は考慮されていない。 基準津波高を 17.1 メートル

として、余裕を持って 20 メートル高の防潮壁とし、さらに 4 メートルの越流波を想定したとさ

れるが、仮に津波自体はこの高さにとどまるとしても、瓦礫や車、コンテナといった漂流物が構

内に流れ込み、構内の海水が引いたとしても、可動電源車や可動ポンプ車を移動させ、停電時の

冷却対応をとることなど、現実的に不可能であることへの評価と対応が不十分だ。65 頁 外部

からの衝撃による損傷の防止(第 6条関係) 火山噴火の影響に関して降下火砕物・火山灰は、赤

城山噴火の実績から 50 センチメートルを想定しているが、この莫大な火山灰降下において非常

用ディーゼル発電機のフィルター目詰まり対策が、具体的な問題となるところ抽象的な対策の準

備が記述されるのみとなっている。工事計画認可で審査されるのかもしれないが、現実的にこの

短時間でのフィルター交換の実施、非常用発電機の運転継続の困難性に対しての保証は示されて

いない。 外部火災の想定の中で「近隣の産業施設の火災・爆発」について危険距離以上の離隔

が確保されるとしている。しかし、隣接する「日本原子力研究開発機構」の東海サイクル工学研

究所の再処理施設については、まったく言及もされておらず、新規制基準では「原子力施設それ

ぞれ単体として検討する建前」なので、無視することになっている旨説明されるが、これは極め

ておかしく問題である。原発と再処理施設内の高レベル放射性廃液貯蔵施設とは２．７キロメー

トルほどの近さにあり、例えば津波の襲来時において違った条件とはなりえない地形的位置にあ

る。しかし、再処理施設に関して規制委員会が了解した廃止措置へ向けての審査書では、津波の

想定は 12 メートルで 14 メートルに対応するとされ、防潮堤は作らない、など同一に襲来する自

然現象への備えは違っている。この施設がひとたび、地震・津波に襲われた場合、高レベル放射

性廃液約３６０立法メートルが停電等で冷却不能となれば 30 時間程度で爆発となり、高濃度の

放射性物質の飛散によって、東海第二原発でも「総員退避」を余儀なくされ、結果、各原子力施

設のドミノ倒し的複合災害へと発展する可能性がある。本来、当然にも、原子力施設単体での評

価だけではなく、相互の影響について評価がなされるべきある。にもかかわらず、無視ししてな

された審査は無効である。 
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803E217 

東海第二原発の 30 キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難するこ

とはできるのか。具体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発

は廃炉を迎えるべき。老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば

難燃ケーブルでないものも使われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなど

できるわけがない。東日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態で

あるかどうか確認することはできないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる

1,740 億円という膨大な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無

駄な金を使うな。金があるなら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのよう

に対応するつもりか。日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E218 

一体どのような精神状態であれば、再稼働などという寝言を言えるのか。東海第二原発の 30 キ

ロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難することはできるのか。具体

的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。

老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケーブルでないも

のも使われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなどできるわけがない。東

日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態であるかどうか確認する

ことはできないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大

な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無駄な金を使うな。金が

あるなら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのように対応するつもりか。

日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E219 

（１５１Ｐ 炉心損傷防止対策） 格納容器ベント装置の作動は約束違反 敷地境界で公衆被曝

線量５ｍＳｖで留まる保証はない 原子炉設置時点の住民への約束は、重大事故発生時において

も敷地境界で４３０マイクロシーベルト程度とされた。しかし福島第一原発事故では敷地から８

０キロも離れた飯館村で年間２０ミリシーベルトを遙かに超える線量を観測している。 これは

格納容器のドライベントを行ったことが一因ではないかと指摘されており、格納容器ベントは周

辺住民だけでなく広い地域にも重大な影響を与える可能性がある。 原発は級安全審査において

格納容器が壁となって放射性物質を封じ込めることが前提として建設されており、危険性が高ま

ることが分かったからといって突如格納容器に穴を空けて放射性物質を放出して良いわけがな

い。 格納容器ベントはドライベントであろうとウエットベントであろうと、実施そのものが約

束違反であるから、ベント装置を設置するのであれば立地審査からやり直さなければならない。

単純な気象シミュレーションで放射性物質の拡散予測をお手盛りで行い、ベントを行っても大し

た被ばく線量にならないなどと勝手に解析をして良いテーマではない。 ベント装置を取り付け

るならば、原子炉設置許可を取り消し、再度放射性物質拡散モデルと過酷事故時のドライベント

を前提とした影響評価をすべきだ。 

803E220 

概要資金について東海第二原発の運転のために東京電力が資金を援助しようとしています。東電

は原発 ADR の和解案に応じず、交渉を一方的に打ち切っています。原発被害者に保障をしようと

しない東電が原発再稼働のために、ましてや、ほかの会社の原発運転のためにお金を使うなど、

断じて許されるわけがありません。そのこと一つとっても、東海第二原発はこのまま廃炉にすべ

きです。 

803E221 

地震大国の日本に原発は要らない。こんなに危険で高くつく原発は要らない。東海第二原発の 30

キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難することはできるのか。具

体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。

老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケーブルでないも

のも使われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなどできるわけがない。東

日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態であるかどうか確認する

ことはできないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大

な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無駄な金を使うな。金が

あるなら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのように対応するつもりか。

日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 
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803E222 

以下の理由から、東海第二原発の再稼働は止めて廃炉にすべきとコメントします。1 日本原電の

経理的基礎の異常審査において大きな争点であり、多くの国民の関心が集まっているにもかかわ

らず、パブリック・コメントの対象とはされていないが、これは対象とするべきであろう。何故

なら、一旦事故を起こせば非常に困難な事態を招く原発を運転する会社が、経営異常では健全運

転への信頼が根底から成立しない。日本原電に経理的基礎はなく、原子力規制委員会の「経理的

基礎がある」という判断には根拠がない。 しかも、東京電力が日本原電に対して資金支援を行

う意向表明をしている、東電は福島原発の収束や賠償に多額の公的資金が注入されている。他社

に対して資金支援をしている合理性はない。それを強弁して支援するのはこれも異常であり、異

常のうえに異常を重ねた経営基盤による運転は、無責任のそしりを免れない。規制委員会は再稼

働容認か否か判断をする以前に、日本原電の経理的基礎および電力各社から流し込まれている多

額の電気料金について、第三者委員会を設 置して、公開の場で議論を行い、是正を勧告すべき

である。２ 地震について地震学者の石橋克彦・神戸大学名誉教授は、「現在の地震科学では将

来が正確に予測できると思うほうが余程「非科学的」」、「敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動」に関して、「本質的に不可知であることを考えれば、日本全国の原発 において、基準地震

動の最大加速度は少なくとも既往最大の 1700 ガルにすべきである。私たちの地震現象の理解

がまだ不十分 であることを謙虚に受け止め、原発に求められる最大限の安全性を追求すべきで

ある。」と指摘している。中越沖地震(2007 年)の際に柏崎刈羽原発 1 号機地下の岩盤では最大

加速度が 1699 ガルと、東京電力によって推計された。 東海第二発電所用に日本原電が策定し

て規制委員会が容認した基準地震動は、最大水平加速度が Ss-22 で 1009 ガルで あり、1700 

ガルより過小になっている。そのような条件下で老朽原発の稼働延長が承認されるのは非科学的

という謗りを免れない。結論。稼働延長は不可。３ 立地指針について今回の設置変更許可申請

に対して「立地審査指針」を適用し、審査をやり直すべき。  1964 年（昭和 39 年）に原子力

委員会が決定し、その後一部改訂された「立地審査指針」は、「最悪の場合には起るかもしれ な

いと考えられる重大な事故の発生を仮定しても、周辺の公衆に放射線障害を与えないこと」を要

求しています。当時から周辺環境は変化し、周辺には 100 万人からの人が住むようになってい

る。原発自体が老朽化しているうえに、である。老朽化・劣化している原発は重大事故発生の確

率が福島第一原発と同じかそれ以上に大きいとみるべきで、ひとたび過酷事故が起これば、原発

から半径 30 キロ圏には 100 万人近く、昼間人口ならその 3 倍にも及ぶと推定される人たちが

逃げ場を失う。そのことに対して立地自治体も地元自治体も非常なる懸念を抱いていることは、

規制委員会も知悉していないわけはない。避難させる大規模訓練は、これまで行われておらず、

訓練が行われたとしても現実に事故が起こった場合には、スムーズな避難の実現可能性は薄い。

さらにこれらは原子力規制委員会の審査対象外となっている異常さである。規制委員会の本来の

使命は、単に基準を作ってそれに当てはめること、ではないはずだ。委員会の存在の本質は、人

間の生命と健康を守ること。その使命を全うしてほしい。全うするには、法を遵守しおかしな解

釈を施さずに、東海第二を廃炉にすることです。以上 

803E223 

東海第二原発を再稼働させることに反対です。理由 1．福島第一原発事故の収束もほど遠い現在

にあって、これ以上原発依存をすべきではない。一般人の年間被曝限度量の 1ミリシーベルトを

無理矢理 20 ミリシーベルトにして、福島へ帰還させようとしても、元の生活は戻ってこない。

原発はリスクが高すぎて、人々の生活にはなじまないことを認識すべきだ。理由 2．東海第二原

発を稼働させなくても電気は十分足りている。動かす理由がない。動かせば動かすほど放射能の

ごみがうまれる。核のごみを今以上にふやすべきでではない。理由 3．今年 11 月で 40 年を迎え

る老朽原発である。新規制基準に合わせるために、いくら資金をつぎ込むのだろうか。一方再生

可能エネルギーは急成長をとげていて、コストも下がってきている。老朽原発に資金投入は無駄

なことだ。以上のことから、設置許可申請に対し、廃炉にして頂くよう求めます。 

803E224 

120 ページ 誤操作の防止「操作器具は、形状や色等の視覚的要素により識別を容易にする」と

あるが、停電時は視覚による識別は困難になる。ここに書いてあることは、現在はどの施設でも

公的なものであれば備えているようなことばかりだ。非常用の照明の点灯時間は通常 30 分程度

であるが、当該施設の非常用照明の点灯時刻は何分間か？停電時の対応も含めて、視覚識別が困

難な時でも行えるような具体的な提案をするべきだ。わざわざ書いてある防止例であるが、余り

に素人くさくはないだろうか。371 ページ原子炉格納容器の中性子照射による経年劣化の評価は

何処でなされているのか。金属の中性子照射による劣化の評価がなされていない。明確な評価を

するべきだ。以上 
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803E225 

福島の事故に対して誰も責任を追及されず、責任を負うこともない状況でどうして再稼働など認

めることができるのか。原発の 30 キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安

全に避難することはできるのか。具体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年

になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設

計も古く例えば難燃ケーブルでないものも使われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼

働することなどできるわけがない。東日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツ

が健全な状態であるかどうか確認することはできないのに再稼働など不可能。規制基準に対応す

るため、かかる 1,740 億円という膨大な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできも

しないのに、無駄な金を使うな。金があるなら、福島の被災者のために使え。また事故が起こっ

たら、どのように対応するつもりか。日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E226 

原発の 30 キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難することはでき

るのか。具体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発は廃炉を

迎えるべき。老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケー

ブルでないものも使われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなどできるわ

けがない。東日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態であるかど

うか確認することはできないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる 1,740 億

円という膨大な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無駄な金を

使うな。金があるなら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのように対応す

るつもりか。日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E227 

（１９３Ｐ 原子炉停止機能喪失） スクラム失敗時の炉停止操作において成立性に疑問 ＡＴ

ＷＳ対策のほう酸水注入とサプレッションプールでの冷却は成立しない 原子炉スクラム失敗

時には、原子炉を停止させるためにほう酸注入系統からホウ素を投入することになっているが、

例えば大規模地震により制御棒駆動機構の配管が全損し全て機能しないような事態を想定した

場合、同様にほう酸注入系統の配管やポンプ、制御系統が破壊されて機能しない事態をも想定す

べきである。 このような状況では出力を効果的に下げることが出来ないまま時間が推移する恐

れがある。冷却方法はサプレッションプールに蒸気を送り冷却することしかないが、この系統が

飽和した場合、熱を捨てる場所が無くなる危険性がある。 福島第一原発事故のような崩壊熱の

除去までで熱の影響が留まるのであれば、冷却も出来る可能性があるが、炉の出力が３０％など

という状況下ではサプレッションプール水は直ぐに沸騰状態となる。 停止操作の喪失に伴う熱

出力の変化と、サプレッションプール水で冷却が可能な時間を求めるべきであるが、規制委はサ

プレッションプール水を冷却し続けるＲＣＩＣが働いているから冷却を続けることが可能との

見解だという。これは甘い想定と言わざるを得ないので、もう一度原子炉停止操作の喪失による

影響度合いの検証をやり直すべきだ。 

803E228 

核のゴミの処理場がない中で、まだごみを増やすつもりか。原発の 30 キロ圏に住んでいる全住

民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難することはできるのか。具体的な計画を全住民に示

し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原発には、長年放

射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケーブルでないものも使われているなど

の問題があるにもかかわらず、再稼働することなどできるわけがない。東日本大震災で被災して

いて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態であるかどうか確認することはできないのに再

稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大な金額をどこから捻出

するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無駄な金を使うな。金があるなら、福島の被災

者のために使え。また事故が起こったら、どのように対応するつもりか。日本中の原発を今すぐ

廃炉にすることを要求する。 

803E229 

炉心構造物の中性子脆性劣化の危険について、判断が甘い。シャルピー試験も甘い。目視点検で

よしとするのは誤った判断である。目で確認できないところも多いではないか。これで再稼働と

はとんでもない。 
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803E230 

東海第二原発の稼動延長に関する審査書案が出ていますが、これは、東海第二原発の再稼働を前

提としていると思われ、認められるものではありません。東海第二原発は、事故を起こした福島

第一原発と同様の型の老朽炉であり、すでにほぼ４０年が経過しており、稼動期限を迎えていま

す。また、年間の事故率はこの期限辺りで急激に上がる統計が、アメリカで出ています。ケーブ

ルも難燃ケーブルに完全交換することができず、ケーブルを難燃材で覆うということですが、そ

れでは、「難燃ケーブル仕様と同等の安全性」という安全基準を満たさないことになり、審査に

は不適格であります。東海第二原発の原子炉は、延長することのできない危険な原子炉であり、

再稼働は、必然的に深刻な事故を呼び込みます。稼動延長は許せません。また、審査を通すため

には、実効性のある避難計画が必要ですが、東海第二原発から３０キロ圏内には６市村に９６万

人が住んでおり、事故発生した場合、安全な避難は非常に困難です。しかも、事故は自然災害と

複合で起こることが多く、そうなれば、実効性のある避難は不可能です。多くの茨城県民は再稼

働に反対しており、水戸市議会でも６月に反対決議を採択しており、周辺６市村と日本原電との

新安全協定によれば、すでに、再稼働延長は破たんしています。原子力規制員会は、危険な東海

第二原発の再稼働につながる稼働延長審査で許可を与えてはいけません。 

803E231 

（１９３Ｐ 原子炉停止機能喪失） ＡＴＷＳ時に水位計によりレベル１以上の水位を維持する

ことは困難 原子炉水位計はＡＴＷＳ時には特に不安定化するため水位確認は困難 原子炉の

水位計が如何に当てにならないものかを証明したのが福島第一原発事故だ。東海第二は、同じ原

理の水位計を一系統から三系統に増やすことで信頼性を高めるとする事業者の主張を規制委は

是認した。しかし同一原理の水位計では、同じことが起きれば三つとも同じくダメになるだろ

う。つまり単一故障で機能喪失する。多重性はない。動作原理の異なる水位計を開発し、取り付

けたならば別論だが、そうではない以上、信頼性が高まったとは到底言えない。 原子炉停止に

失敗した後にほう酸注入系統も機能しない場合は、原子炉水位をギリギリまで下げて核分裂反応

を抑制する方法を採るという。給水ランバック操作というが、これで水位をレベル１程度まで下

げ、炉内の減速材を大きく減らすことで出力を下げるというのだ。綱渡りとしか言いようがな

い。 確かに減速材が減れば出力は下がるが、同時に炉心の冷却能力は失われる。水位のコント

ロールを誤れば出力を下げてメルトダウンの危険性を高めてしまう。いつでも冷却材を再投入で

きる状態でなければ到底実行できる方法ではないが、そもそも冷却材を投入できるのであれば過

酷事故になっていないだろう。想定されるシナリオがおかしい。 再検討すべきである。 

803E232 

日本原子力発電株式会社東海第二原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審

査書案がまとめられたが、本審査書案では、本発電所が、重大事故発生時に影響を受けるリスク

のある周辺の人口密度において日本で最大であるという立地条件に関して、一切言及も検討もさ

れておらず、東京電力福島第一原発事故の発生を契機に見直された現行の原子力規制のはずが、

重大事故の影響について真剣に想定して審査が行われたのか甚だ疑問である。本審査書は、東海

第二原発の稼働に不安を抱く多くの住民の信頼に能うるものではなく、審査の結果は認められな

い。 

803E233 

（１３５ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力） ＡＴＷＳと電源喪失

を競合させ解析すること ＡＴＷＳと給水の停止を競合させて炉心損傷防止機能は機能するの

か再検証すべきだ。 「事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」では、主蒸気隔離弁の

誤閉止及び負荷の喪失等の運転時の異常な過渡変化の発生後、原子炉停止機能が喪失した場合に

おいて、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。」との記載があり、ＡＴＷＳと過渡変

化を組み合わせた原子炉停止機能喪失の解析では、外部電源は失わないと仮定されている。初期

条件では再循環ポンプの駆動や給水により電源駆動ポンプによる冷却材の循環ないし補給があ

ったほうが厳しくなるとしている。しかしシーケンスは全体で３００秒で終わっており、その後

はほう酸注入系の作動で原子炉を停止させ冷温停止は「高圧炉心スプレイ系による炉心の冷却の

継続、残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）による原子炉格納容器からの除熱により、

原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ移行させることができる。」と結論づける。 しかしな

がら真に厳しい条件は、冷却材投入が電源喪失により実施できなくなった場合であるから、これ

に全電源喪失を加えて解析をやり直すべきである。 
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803E234 

III-1 地震による損傷の 防止(第 4 条関係)/p.10 東北地方太平洋沖地震(2011 年 3 月 11 

日)により損傷を受けた建物・構築物と設備・機器の補修の実施とその実効性を検証したのかど

うかについて、審査書案には何ら記載がない、と聞きます。これは重大なことだと思われます。

今年前半の玄海３号の再稼働に際しても、屋外で錆びた配管が、311 後の停止後、一度も検査さ

れないまま再稼働され、錆びから蒸気リークを起こした事例が発見されました。３１１でどんな

被害を被ったのか、特別点検のようなものが必要と思います。 

803E235 

審査書案 P99 非難燃ケーブルについて多くの方から指摘されていることと思いますが、東海第

二原発のケーブルは「非難燃ケーブル」が多く使われています。火災防護基準はこれを「難燃ケ

ーブル」に置き換えることを要求しています。ところが原電は、難燃ケーブルでなければならな

い場所についても、非難燃ケーブルに「防火シート」を巻いたものを使うとしています。防火シ

ートで巻く対策では、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解を始め、条件次

第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念されま

す。また、防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失

われ、プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制御が不能になったりする可能性があ

ります。火災防護基準に厳格に従うべきです。「難燃性ケーブル」に変えることすらしない東海

第二原発の運転延長はすべきではありません。 

803E236 

トイレのないマンションをさらに作るのか。福島で日本中が汚染されてしまった。海に汚染水は

流すわ、除染と称して集めた汚染度は行き場がないからばらまくわ、狂気の沙汰だ。原発の 30

キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難することはできるのか。具

体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。

老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケーブルでないも

のも使われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなどできるわけがない。東

日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態であるかどうか確認する

ことはできないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大

な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無駄な金を使うな。金が

あるなら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのように対応するつもりか。

日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E237 

原子力圧力容器の中性子脆性破壊のおそれが大きい。材料のテストピースが不足しており、そも

そも 40 年以上動かすことを想定して作っていない。あと 1 セットしかないテストピースをたよ

りに合格など科学的判断とは到底言えない。東海第二原発をこのまま動かすことは事故の危険が

大きい。再稼働には反対である。 
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803E238 

（１３５ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力） ＡＴＷＳ時にサプレ

ッションプール水は沸騰状態 ＡＴＷＳ時にサプレッションプールに熱を放出した後の対策は

あるのか疑問である。 原子炉停止操作の喪失による影響度合いの中で、冷却能力については、

逃がし弁を使って炉からサプレッションプールに蒸気を導き冷却するとされている。プール水は

残留熱除去系により冷却されるとしている。 『また、ＡＴＷＳ 緩和設備（代替再循環系ポン

プトリップ機能）による原子炉出力の低下等により炉心損傷を回避した後、原子炉及び原子炉格

納容器を安定状態へ導くために、ほう酸水注入、残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）

による原子炉格納容器からの除熱等の対策が整備されていることを確認した。さらに、規制委員

会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、申請者の計画が十分なものである

ことを確認した。「ＩＶ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「過渡事象（主蒸気隔離弁の誤閉止）＋原子炉停止失敗」におけ

るその有効性を確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判

断できる。』（原子炉停止機能喪失・２００ページ） しかしながら、より厳しい条件とされた過

渡事象は初期の厳しい条件であり、もう一つの厳しい条件である、停止操作に長期間かかり止め

られない時間が長くなる状況について解析がない。 冷却能力は残留熱除去系にのみ依存してい

るのだから、熱量の出入りがどのような状態になっているのか不明確であり判断不能であるが、

原子炉停止失敗により発熱量が十分高いままであればサプレッションプール水は早期に沸騰状

態となり、格納容器の耐圧限界０．６２ＭＰａにおける飽和温度を超え、さらに進めば「格納容

器過圧・過温破損」へと進む。この解析がないため、格納容器の加圧破損をどのようにして回避

するのかがわからない。事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能喪失（ＴＱＵＶ）」では

格納容器ベントを行うまで２４時間以上経過している。しかしＡＴＷＳによるサプレッションプ

ール冷却は遙かに早期に耐圧限界に達するものと思われるから改めて解析を行う必要がある。 

803E239 

１０ページ～１１ページ福島原発事故では、想定外のことが起き、大惨事をまねいた。それは安

全神話がまやかしであることが実証されたことになる。それなのにまた、貴規制委員会は、地震

や津波のレベルを引き上げることで安全が維持できるかのような幻想を振りまいている。被害を

受けた地域住民の苦しみを理解し、国民の生命・健康や財産の保護、および環境の保全を守るこ

とが貴規制委員会の役割ではないでしょうか。 

803E240 

茨城では地震が頻発しており 例え強固な岩盤の上に建っているとしても点検の目が届かない

箇所は存在するので 40 年以上経過している原発は運転延長を認可するべきではない。配電盤の

アーク損傷は東日本大震災でも起こっているので厳しく審査すべきだが規制庁に厳密に審査し

ているようにはみえません。屋内待避が基本とのことですが、熊本地震では屋内待避ができなか

った事例があるのでその場合どうすればいいのでしょうか？アメリカではカトリーヌ台風が来

たときに避難の確保ができないと原発を停止しています。豪雪や特別警報が出たら建物の安全よ

りも住民避難の観点からせめて原発をとめてください 

803E241 

□ブローアウトパネルで放射能放出（P416 他）ブローアウトパネルは、水素だけでなく大量の

放射能を意図的に放出させる装置です。放水砲では放射能の拡散を止めることはできません。水

素だけを放出するような別の対策を講ずるべきです。対策が不十分な東海第二原発の運転延長は

すべきではありません。 

803E242 

東海第 2 原発に近い、千葉県我孫子市の市民として意見させていただきます。審査書案 p.98 の

ケーブルの防火対策について。全長約 1,400km のケーブルで、非難燃性のケーブルが多く使用さ

れているとの資料を見ました。事業者の提案するケーブルをまとめるなどの手段は、まだ実証実

験が終わっていないものです。防火シートは、対策としては不十分ではないか、また、防火シー

トによって延焼は防げたとしても、被覆が損傷することでケーブルの機能が失われることが懸念

されます。この原発の周辺には他にも危険な物質を保管している各施設があり、事故は大変危険

な状況を引き起こすこととなります。再稼働の申請は認められるべきではありません。 
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803E243 

（１３５ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力） ほう酸注入系統の耐

震性は不十分 地震によりＡＴＷＳが生じた場合ほう酸注入系統が地震で崩壊する恐れは否定

できないのではないか。 原子炉停止系が損傷しＡＴＷＳが発生している状況では、大きな地震

の揺れにより、地盤が変位するなどして制御棒駆動機構配管が全損したような場合が考えられ

る。そのような場合、さらに大きな揺れに遭遇するはずの、「ほう酸注入系統」の配管が健全で

あるとする想定は正しくない。同時に破断する可能性が高いものとして、ほう酸注入が可能な場

所を別に設ける対策が必要であると考える。ほう酸注入系統の多重化が成されていない限り、Ａ

ＴＷＳ対策は機能しない危険性があるものとしなければならないので、多重化を求める必要があ

る。 

803E244 

もんじゅの解体作業もままならない。デブリの回収もできる見込みはない。汚染水は海に流さ

れ、汚染土が国中にばらまかれる中で日本中が汚染されてしまった。海に汚染水は流すわ、除染

と称して集めた汚染度は行き場がないからばらまくわ、狂気の沙汰だ。原発の 30 キロ圏に住ん

でいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難することはできるのか。具体的な計画を

全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原発に

は、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケーブルでないものも使われ

ているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなどできるわけがない。東日本大震災

で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態であるかどうか確認することはでき

ないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大な金額をど

こから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無駄な金を使うな。金があるなら、

福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのように対応するつもりか。日本中の原

発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E245 

いまでさえ行き場のない核のゴミで一杯なのにさらにごみを増やすのか。福島で日本中が汚染さ

れてしまった。海に汚染水は流すわ、除染と称して集めた汚染度は行き場がないからばらまく

わ、狂気の沙汰だ。原発の 30 キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に

避難することはできるのか。具体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年にな

る老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も

古く例えば難燃ケーブルでないものも使われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働す

ることなどできるわけがない。東日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健

全な状態であるかどうか確認することはできないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するた

め、かかる 1,740 億円という膨大な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしな

いのに、無駄な金を使うな。金があるなら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、

どのように対応するつもりか。日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E246 

東海第二原発の再稼働はやめるべきであり、従って平成 30 年 7 月 4 日付けで発表された「日本

原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変

更）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６

第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（案）」(以下、「審査書(案)」

は認められません。※つまり意見募集に対する私の意見の該当箇所は審査書(案)の全てです。福

島第一原発事故は未だに収束しておらず、いつまでに収束できるのか見通しもまったく立ちませ

ん。そして今も多くの避難者が福島県の内外に避難をしている状況が続いています。安全が脅か

されている状況が続いています。停止していた原発を再稼働させるのではなく、原発はやめるこ

とが市民・国民から求められているのが現実です。まして茨城県には福島第一原発事故による避

難者が少なからず避難先にしている県です。そこに新たな原発が再稼働されることは道義的にも

許されるものではありません。東海第二原発は老朽炉であり福島第一原発と同じ炉型です。再稼

働された場合の不安、心配、そして現実的なリスクは受け入れがたいものです。東海第二原発の

再稼働を進めるための審査と審査書の取りまとめに反対します。再稼働は認められません。以上 
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803E247 

東海第二発電所診査の基本についての国民の関心と意見意見：慎重な審査検討を更に継続すべき

である。理由：東海第 2 発電所診査の基本的な課題は、この原発が人口密集地域に立地するこ

と、またこの秋には 40 年を超える老朽原発であることから、所謂規制基準の技術的細目事項を

クリアしているからといって運転延長・再稼動を容認していいのかという国民の多くの疑問に答

えられているかどうかにかかわっている。原子力規制委員会は、定められた規制基準に合致して

いるかどうかの審査をするだけであり、その結果を得て運転・稼働させるかどうかは各電力事業

者の判断であり、また規制委員会はその安全を保障するものではないといったことはおよそ国民

の期待や負託を大きく逸脱している。審査を合格した原発は安全であり稼働させて良いという

『お墨付き』というのが、行政や電力会社の認識でありその認識のもとに国民に稼働容認を問答

無用的に迫るものであるのが、実態である。規制委員会はまずその実態の上に立って規制基準の

みならず、東海第 2発電所の特性に鑑み、少なくとも立地指針と避難計画にも言及した規制委員

会の意見や見解を表明すべきである。即ち「立地審査指針」（原子力委員会、1964 年）には「最

悪の場合には起こるかもしれないと考えられる重大な事故の発生を仮定しても、周辺の公衆に放

射線障害を与えないこと。」とあり、これが原発の容認基準の根本理念であるが、この立地指針

は抹殺されている。この指針を東海第 2の審査に適用すれば、実に様々な課題や審査基準やその

検証が求められるに違いがない。特に 5 キロ圏内に約 5 万人、30 キロ圏内に約 96 万人、東京ま

で 100 キロという立地を考えれば、極めて慎重な対応、審査が求められる。しかも避難計画の有

効性に大きな疑問のある現状からすれば、この避難計画の策定や住民の理解や納得についても慎

重に真摯に進める必要がある。さらに言えば、東海第 2 の周辺には多くの核施設があり、特に東

海再処理工場が僅か 2.7 キロの位置で高レベル放射性廃棄物や使用済み核燃料を内蔵しており、

複合的な重大事故を想定した審査が必要である。また難燃ケーブルの課題も十分にクリアーでき

ているか不明確である。このように多くの課題が山積しているにもかかわらず、今年 11 月に 40

年が来るというだけで審査をはしおって、合格通知を出すことは断じて容認できるものではな

い。 

803E248 

96 ページから非難燃ケーブルを使うことは違反行為である。それを認める規制委員会は間違っ

ている。すべてを難燃ケーブルに換えられないのだから、合格とするのはおかしい。専門家はケ

ーブルの寿命を 30～40 年と言っている。交換できなければ再稼働をするのは危険である。再稼

働には絶対に反対である。 

803E249 

核のゴミはもういらない。トイレのないマンションは要らない。福島で日本中が汚染されてしま

った。海に汚染水は流すわ、除染と称して集めた汚染度は行き場がないからばらまくわ、狂気の

沙汰だ。原発の 30 キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難するこ

とはできるのか。具体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発

は廃炉を迎えるべき。老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば

難燃ケーブルでないものも使われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなど

できるわけがない。東日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態で

あるかどうか確認することはできないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる

1,740 億円という膨大な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無

駄な金を使うな。金があるなら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのよう

に対応するつもりか。日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E250 

ケーブルについて。1400km ほどあると言うケーブルを本来なら否燃ケーブルに変えなくては審

査は通らないはずなのに、難燃性のカバーで覆うだけでいいのですか？それも全ては覆うことが

出来ず、何も処理してないケーブルが沢山あると聞いてます。もし処理されていなケーブルから

引火したらカバーの中のケーブルまでも溶けてしまうのではないですか？意見をお聞かせくだ

さい。ブローアウトドアについて原子炉建屋なかの水素が充満した時に圧力を逃すためのドアが

あるそうですが、実験に失敗したそうですね。その後の実験では如何だったのでしょう？そもそ

もフィルターも無しで、水素を放出する事はいいのですか？放水砲だけで本当に放射能は防げる

と思っているのですか？火山灰について赤城山からの火山灰は 49 センチに及ぶと聞いてます。

建屋の屋根は大丈夫ですか？屋根に人が上がってスコップで灰を除去できるのですか？その他

ら経理的基盤について東電や東北電力は日本原電に融資保証するとは言っていません。会議で決

めると言ってます。勿論銀行もお金を貸しません。こんなお金のない日本原電に原発を再稼働す

る資格はありません。こんなオンボロ老朽原発を再稼働させる事はとても危険だと思います。や

めて下さい。 
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803E251 

（４０２ページ原子炉建屋原子炉棟内からの水素ガス排出のための設備及び手順等）１ ブロー

アウトパネルの欠陥 地震動を模擬した６月の試験ではブローアウトパネル閉止装置の実験に

失敗しているので、ブローアウトパネルの性能は確保できていない。 ブローアウトパネルの役

割は、原子炉建屋の上階に蓄積する水素ガスを抜き、建屋爆発を防止することと圧力を抜くこと

であるが、開放すれば建屋内から放射性物質が拡散することになる。そこでブローアウトパネル

の開放後に引き戸を閉めて再閉塞できるようにした。 ところがこの閉塞後のブローアウトパネ

ル閉止装置の固定について耐震実験を行ったところ、基準地震動の１．１倍相当の地震動を加え

るとヒンジ部が破損し最大８．５センチ開いたという。これでは十分な閉塞機能を有しないから

再試験を行うとされているが、その結果を得てから成立性を確認し審査書案に記載すべきであ

る。また、基準地震動の１．１倍程度で閉塞を維持するのでは能力不足である。３倍以上の揺れ

を投入しても閉塞が確保できる程度の性能要求をすべきである。（４０３ページ原子炉建屋原子

炉棟内からの水素ガス排出のための設備及び手順等）２ ブローアウトパネル開放で放射能拡散 

水素爆発防止のためブローアウトパネル開放は放射能を拡散させる 「申請者が自主対策設備に

位置付けた理由」の中で以下の記述がある。 「原子炉建屋外側ブローアウトパネル、ブローア

ウトパネル強制開放装置及びブローアウトパネル閉止装置」「放射性物質の低減機能がないもの

の、原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素ガスを原子炉建屋ガス処理系及びＰＡＲ で処理し

きれない場合は、原子炉建屋原子炉棟内における水素ガスの滞留を防止するための手段となり得

る。」 ブローアウトパネルは自主的な設備なのか。規制要求「第５３条等の規制要求に対する

設備及び手順等」に直接規定されるものではないとしたら、その法的位置づけは曖昧になる。規

制基準として明確化すべきである。 また、ブローアウトパネルの閉塞は「発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

１２関係）」のとおり発電所外への放射性物質の拡散を防止するために重要である。 しかるに

ブローアウトパネルの閉塞作業は、相当長時間の作業になる危険性が高い。線量が極めて高い場

所であることや地震や津波などの影響でアクセス性が悪くなっているなど考えられるのに、閉止

作業は一人で１７分などと、条件の設定がいかにも甘すぎる記述が多い。 ブローアウトパネル

の閉塞は実態としては極めて困難であることを認め、その上で拡散放射性物質の量と影響度合い

を再度検証すべきである。（２６２ページ「想定事故１」）３ 使用済燃料プールへの代替注水失

敗を想定しない 燃料プールへの代替注水失敗は放射能拡散想定を遙かに超えることを再検証

すべきである。「「想定事故１」では、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失すること

により、使用済燃料プール内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する場合において、燃

料損傷防止対策に有効性があるかを確認した。」と、燃料プールの代替注水に関する記述がある。

注水機能が停止しても代替注水システムの稼働により毎時５０立方メートルの冷却水が確保で

きるため燃料冷却は問題なく出来るとしている。「可搬型代替注水中型ポンプ等を用いた注水操

作」としていることから同ポンプの動作が不能となった場合の解析も必要であり、その場合余裕

時間等を置かずに最終的に燃料露出時間までどれだけあるかを明記しておくべきだ。（４１３Ｐ

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止

技術的能力基準１．１２関係）」４ 放水砲で放射能は低減する保障は何か 放水砲の成立性に

ついて、模擬実験さえ行われていないので信頼性に欠ける 放水砲が放射性物質拡散への一定の

防護方法として記載されている。例えばブローアウトパネルの開放時などである。 放水砲の水

源は海水であるとされる。これは電源系統に対して大きな脅威となるのではないか。また、高温

になった建屋等に海水を掛ければ塩分が析出して機器類に悪影響を与える懸念がある。また、泡

消火器として、泡混合器等により泡消火薬剤を混合して泡消火を行う計画としているが泡消化剤

は海水でも使用できるのか。 成立性を実際に試験して、信頼性を確認するまで審査書を決定す

べきではない。 
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803E252 

原発事故以前の生活を返せ。それもできないくせに再稼働だなんて馬鹿も休み休み言え。日本の

電力会社にその資格はない。福島の事故で日本中が汚染されてしまった。海に汚染水は流すわ、

除染と称して集めた汚染度は行き場がないからばらまくわ、狂気の沙汰だ。原発の 30 キロ圏に

住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難することはできるのか。具体的な計

画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原

発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケーブルでないものも使

われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなどできるわけがない。東日本大

震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態であるかどうか確認することは

できないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大な金額

をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無駄な金を使うな。金があるな

ら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのように対応するつもりか。日本中

の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E253 

（１ｐ 「はじめに」「１．本審査書の位置付け」１ 敢えて審査書案で除外した「経理的基礎」

はまともな審査をしていない 審査書案で除外したのは経理的基礎が確認できないからではな

いか。 「経理的基礎に係る規定に関する審査結果は、別途取りまとめる。」とされている。 そ

の「別紙１」は「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（発

電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許

可の基準への適合について（案）」として「必要な経理的基礎があると認められる。」などと結論

づけた。しかしそれには何の根拠も示されていない。あるのは東電社長と東北電社長が提出した

一辺の文書だけであり、しかもその文書は会社としての方針を記述したものではなく社長が債務

保証だの支援だのと作文したものに過ぎない。 実際に東電は、債務保証が出来るような経営状

態にはなく、仮に債務保証を約束したとしても、単なる口約束の域を出ない。そんなものに依拠

して経理的基礎が有るなどと言えるはずがない。 東電はかねてから東海第二が電源として機能

することを前提に資金支援を行うと表明している。これは、東電として東海第二の電力を購入す

る代金として資金を支払うとしているに過ぎず、支援ではなく前払い的なものとみられる。つま

り東海第二が発電をしない限り資金を供与しないのだから、安全対策設備が完工しても稼働しな

ければ支払われず、経営破綻することになると考えられる。動かない間の原発としての東海第二

は、現状よりもさらに危険になる。 東電が債務保証を明記しない文書を出したのは債務保証を

行う気がないからであり、経理的基礎の確認できない状態にもかかわらず規制委が経理的基礎が

あると判断することには大きな問題がある。撤回すべきだ。（２ｐ ２．判断基準及び審査方針）

２ 避難できない大勢の人々を放置する 規制委は原子力防災にも責任があるので避難計画の

当否を見るべきだ。 規制委員会が２０１２年に定めた原子力災害対策指針により、原子力災害

への対応が全面的に改められたところだ。 それには「国会、政府、民間の各事故調査委員会に

よる各報告書の中においても多くの問題点が指摘され、住民等の視点を踏まえた対応の欠如、複

合災害や過酷事象への対策を含む教育・訓練の不足、緊急時の情報提供体制の不備、避難計画や

資機材等の事前準備の不足、各種対策の意思決定の不明確さ等に関する見直しについても多数の

提言がされた。 」として、住民視点や複合災害への視点が欠如していたことが反省点として指

摘された。 さらに原子力災害に対する備えとして、「事態の段階に応じて有効に機能するため

には、平時から、適切な緊急時の計画の整備を行い、訓練等によって実行できるように、準備を

十分に行っておく必要がある。 」とされた。 この考えを実効性のあるものとするために「放

射性物質の放出開始前から必要に応じた防護措置を講じなければならない。このため、ＩＡＥＡ

等が定める防護措置の枠組みの考え方を踏まえて、以下のように、初期対応段階において、施設

の状況に応じて緊急事態の区分を決定し予防的防護措置を実行するとともに、観測可能な指標に

基づき緊急防護措置を迅速に実行できるような意思決定の枠組みを構築する。 」としている。 

これを東海第二と再処理工場等の複合災害を津波と地震といった自然災害の複合も加味して考

えるならば、原発の南２．７キロにある再処理工場の高レベル放射性廃棄物貯蔵タンクから大量

の放射性物質が大気中に拡散している中、津波や地震の被害を大きく受けた３０キロ圏内から住

民をどうやって最小被曝で避難させることが出来るのか、誰一人回答を持っていないことは明ら

かである。 規制委員会は原子力災害対策指針をまとめた責任から、どうやっても防護不可能な

大規模災害を回避できないまたは相当程度の確立で起こりえると認める場合は、それだけで原子

炉の設置変更、運転を許可しない立場でなければならない。 従って、上記に示す災害対策指針

の規定を満足しない東海第二の運転を許可するべきではない。 
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803E254 

原発事故以前の生活を返せ。それもできないくせに再稼働だなんて馬鹿も休み休み言え。日本の

電力会社にその資格はない。福島の事故で日本中が汚染されてしまった。海に汚染水は流すわ、

除染と称して集めた汚染度は行き場がないからばらまくわ、狂気の沙汰だ。原発の 30 キロ圏に

住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難することはできるのか。具体的な計

画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原

発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケーブルでないものも使

われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなどできるわけがない。東日本大

震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態であるかどうか確認することは

できないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大な金額

をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無駄な金を使うな。金があるな

ら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのように対応するつもりか。日本中

の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。 

803E255 

ブローアウトパネル（P416 他）閉止操作を確認する実験が失敗し、数十センチ隙間があいたこ

とが、日本テレビのニュースで報道されていました。実験でも失敗に終わったのです。ましてや

この実験は規制委員会が行っています。この実験結果１つとっても、事実上の「合格」を出すべ

きではありませんでした。運転延長は中止してください。 

803E256 

原発事故以前の生活を返せ。それもできないくせに再稼働だなんて馬鹿も休み休み言え。日本の

電力会社にその資格はない。福島の事故で日本中が汚染されてしまった。海に汚染水は流すわ、

除染と称して集めた汚染度は行き場がないからばらまくわ、狂気の沙汰だ。原発の 30 キロ圏に

住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中で、安全に避難することはできるのか。具体的な計

画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で 40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原

発には、長年放射線を浴びて金属がもろくなる、設計も古く例えば難燃ケーブルでないものも使

われているなどの問題があるにもかかわらず、再稼働することなどできるわけがない。東日本大

震災で被災していて、複雑な機械のすべてのパーツが健全な状態であるかどうか確認することは

できないのに再稼働など不可能。規制基準に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大な金額

をどこから捻出するのか。税金を当てにせずできもしないのに、無駄な金を使うな。金があるな

ら、福島の被災者のために使え。また事故が起こったら、どのように対応するつもりか。日本中

の原発を今すぐ廃炉にすることを要求する。日本の今後の電力は再生可能エネルギーが担う。 

803E257 

P113（４）その他の要因による溢水「事業者とのヒアリング概要・資料」掲載の平成 30 年 06 月

27 日の「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０８５））（その２）」

の資料 3-8 の９条-別添 1-283 において、建屋周辺に流入する地下水評価として、「1 日当たり最

大で約 200m3 程度の流入が想定される。仮に 7 日間排水作業が実施できないとして，建屋周辺

で約 1,500m3 程度の流入を考慮した場合でも有意な水位上昇とはならない。また，保守的に止

水壁がないと想定した場合でも，建屋周囲の地下水位は周辺の地下水位と平衡した水位(原子炉

建屋設置位置で，約 T.P.+1.5m) で上昇が止まるものと考えられる。これを保守的に地表面

(T.P.+8.0m)までの上昇とした場合は，建屋最下層(T.P.-4.0m)での水位は，約 12m 相当となる。

建屋地下部の配管等の貫通部における止水措置としては，敷地への津波 浸水等も考慮した仕様

とすることから，30m 耐水圧相当の仕様とするため，地下水の上昇時においても影響はない。」

としているが、これほど多くの地下水の流入が想定されているので、本件原発の過酷事故時に

は、地震や当該事故等による損傷で地下水流入が起きた場合には、東京電力福島第一原発事故の

ような深刻な汚染水問題が起こることが予想される。地下水による汚染水を拡散させないための

措置はどのようになっているのか。少なくとも多核種除去設備や汚染水タンクを備えるよう強く

求める。 
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803E258 

原発事故以前の生活を返せ。それもできないくせに再稼働だなんて馬鹿も休み休み言え。日本の

電力会社にその資格はない。Gん発を人間がコントロールする Kとはできない。福島の事故で日

本中が汚染されてしまった。海に汚染水は流すわ、除染と称して集めた汚染度は行き場がないか

らばらまくわ、狂気の沙汰だ。原発の 30 キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中

で、安全に避難することはできるのか。具体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で

40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくな

る、設計も古く例えば難燃ケーブルでないものも使われているなどの問題があるにもかかわら

ず、再稼働することなどできるわけがない。東日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべて

のパーツが健全な状態であるかどうか確認することはできないのに再稼働など不可能。規制基準

に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせ

ずできもしないのに、無駄な金を使うな。金があるなら、福島の被災者のために使え。また事故

が起こったら、どのように対応するつもりか。日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求す

る。日本の今後の電力は再生可能エネルギーが担う。 

803E259 

ページ不明原電に経理的基礎がないのだから、審査を通してはならないだろう。誰でも分かるほ

ど明らかなこと。安全対策費も廃炉費用もない。東電が債務保証をすることを認めてはならな

い。規制委員会はきちんと判断しなければならない。当然、再稼働など考えられない。 
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803E260 

（１３５ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）３ 再処理工場との複

合災害を無視するな わずか２．７ｋｍの東海再処理工場で事故が起きれば複合災害の発生で重

大事故の対処は不能となる。 原子力研究開発機構の「再処理廃止措置技術開発センター」は「核

燃料サイクル工学研究所の再処理施設（東海再処理工場）」と呼ばれていた。 この施設には合

計３６０立方メートルの高レベル放射性廃棄物を貯蔵するタンクが５基存在する。高レベル放射

性廃棄物貯蔵タンクは常時冷却を要するほどの崩壊熱を出している。また放射線分解で発生する

水素も取り除く必要がある。もし電源を喪失し冷却が止まれば最短５７時間で沸騰して放射性物

質が拡散するうえ、最短４２時間で水素が爆発する濃度に達するとされる。 この施設の爆発事

故等を解析し、複合災害として同時対処をすべき施設として統合緊急時対策所を立ち上げる想定

をすべきである。 規制委はこの施設が「廃止措置」対象施設であるから重大事故は起こりえな

いとして、複合災害を想定していない。これはサボタージュであり許されることではない。重大

事故等対策施設として統合した対策を直ちに策定するべきだ。（１３５ｐ 重大事故等対処施設

及び重大事故等対処に係る技術的能力）４ 情報非公開で技術的意見は書けない パブコメで技

術的意見を求めながらデータ等は非公開のデタラメさ 今回のパブリックコメントは、冒頭に

「審査書案に対し、科学的・技術的意見の募集を行う」として行われている。ところが審査書の

元になる様々な技術文書において、大半の図面、解析結果、評価値、裕度は「白抜き黒枠」つま

り隠ぺいされており公表されていない。 これで技術的意見が書けるわけがない。パブリックコ

メントが形式的なものに過ぎず、科学的・技術的意見の募集などはじめから行う基が全くないこ

とが明白である。 審査書はただ方針を羅列しているに過ぎず、その成立性は技術的検討を経た

文書類の分析と審査会合及びヒアリングの情報により判断するしかないのだが、その審査会合も

ヒアリングもまともな情報公開をしていない。 これら情報を全て開示してから、パブリックコ

メントを実施するべきであり、それがなされない間は無効であると言わざるを得ないのである。

（４８４ｐ ＶＩ審査結果）５ 安全・安心を保証できない規制基準 事故を前提として審査書

をまとめる不正義と不誠実 審査書案を見ると、例えば超過津波においては炉心損傷は免れず、

基準地震動を超える地震が発生したら重要機器類（スタビライザー等）は破損している。原子炉

停止に失敗しＡＴＷＳが発生した際には停止は出来ないままに格納容器破損に至る可能性は否

定できず、審査書もそのような事故シーケンスを前提として記述していると判断するほかはな

い。 これまで原子炉で重大事故・仮想事故が起きた場合でも影響範囲は概ね敷地内に収まると

の想定で４０年間東海第二は稼働してきたが、福島第一原発事故でその前提が崩れたら、今度は

仮想事故は想定が甘すぎたと開き直り、さらに重大事故等の発生を考慮し、その際に今度は「福

島第一原発事故の際の放出放射能量の概ね１００分の１」などと、誰も承認したことのない基準

値を勝手に持ち出して、それを満たすかどうかなどと議論を始める不遜さである。 原発のリス

クは原子力委員会と原子力安全委員会とが保証をしてきたはずだが、今度は規制委員会が又違う

基準を持ち出したうえ「安全」ではなく「規制基準」に適合するかどうかを審査しているなどと

言い出している。 法令の組み立てについても原子炉等規制法の大枠は変わらず、追加された規

制基準適合に適合するかどうかといった審査を勝手に始めているのである。 これら、国民全体

の「安全、安心に暮らしたい」との素朴な願いさえ聞き入れようとせず、事業者の再稼働＝利益

追求の手段を得るためだけの原発再稼動を支援し続ける規制委員会の姿勢は、現在の国民世論に

は適わない。即刻東海第二を廃炉とすべきである。 

803E262 

原発事故以前の生活を返せ。それもできないくせに再稼働だなんて馬鹿も休み休み言え。日本の

電力会社にその資格はない。Gん発を人間がコントロールする Kとはできない。福島の事故で日

本中が汚染されてしまった。海に汚染水は流すわ、除染と称して集めた汚染度は行き場がないか

らばらまくわ、狂気の沙汰だ。原発の 30 キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中

で、安全に避難することはできるのか。具体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で

40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくな

る、設計も古く例えば難燃ケーブルでないものも使われているなどの問題があるにもかかわら

ず、再稼働することなどできるわけがない。東日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべて

のパーツが健全な状態であるかどうか確認することはできないのに再稼働など不可能。規制基準

に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせ

ずできもしないのに、無駄な金を使うな。金があるなら、福島の被災者のために使え。また事故

が起こったら、どのように対応するつもりか。日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求す

る。日本の今後の電力は再生可能エネルギーが担う。現実を受け入れろ。 
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803E263 その他「世界一安全な規制基準」など幻想です。運転延長しないでください。 

803E264 
ページにはないが、避難計画ができていない、できるわけがないのに、通してはならない。再稼

働反対。 

803E265 
東日本大震災の大きな被害を受けた原発の再稼働審査に被害の詳細なチェックが示されていな

いことはありえない。絶対再稼働するべきではない。 

803E266 

原発事故以前の生活を返せ。それもできないくせに再稼働だなんて馬鹿も休み休み言え。日本の

電力会社にその資格はない。Gん発を人間がコントロールする Kとはできない。福島の事故で日

本中が汚染されてしまった。海に汚染水は流すわ、除染と称して集めた汚染度は行き場がないか

らばらまくわ、狂気の沙汰だ。原発の 30 キロ圏に住んでいる全住民が原発事故時の大混乱の中

で、安全に避難することはできるのか。具体的な計画を全住民に示し、許可を得たのか。今年で

40 年になる老朽原発は廃炉を迎えるべき。老朽原発には、長年放射線を浴びて金属がもろくな

る、設計も古く例えば難燃ケーブルでないものも使われているなどの問題があるにもかかわら

ず、再稼働することなどできるわけがない。東日本大震災で被災していて、複雑な機械のすべて

のパーツが健全な状態であるかどうか確認することはできないのに再稼働など不可能。規制基準

に対応するため、かかる 1,740 億円という膨大な金額をどこから捻出するのか。税金を当てにせ

ずできもしないのに、無駄な金を使うな。金があるなら、福島の被災者のために使え。また事故

が起こったら、どのように対応するつもりか。日本中の原発を今すぐ廃炉にすることを要求す

る。日本の今後の電力は再生可能エネルギーが担う。現実を直視せよ。 

803E267 

P.1（１）項において、本審査書は「技術的能力に係る規定」への適合性のみ取りまとめた旨の

記載があるが、「経理的基礎があること」の審査結果もパブリックコメントにかける必要がある

と考える。その理由は、原子炉等規制法第４３条の３の６には、「発電用原子炉を設置するため

に必要な技術的能力及び経理的基礎があること。」に適合していなければ設置（変更）許可をし

てはならない旨が記されている。この点からパブリックコメントにかける審査から「経理的基礎

があること」を除外していることは適当ではない。また、東海第二発電所の場合、日本原電は 2011

年の東日本大震災以降、保有する原発が１基も稼働しておらず、再稼働にあたっての経理的基礎

が失われているのが現状であり、規制委員会は過去の借り入れにおいては、取引銀行から受電電

力会社による債務保証が融資条件とされていたことから、日本原電に対して借入れによる調達の

見込みが確認できる書面を示すように求めた。東海第二発電所の受電電力会社である東北電力と

東京電力は資金支援を行う意向を表明した書面を提出したので、規制委員会は設置変更許可申請

に係る工事に要する資金のうち、借入金による調達の見込みがあることを確認した、と述べてい

る。しかし、福島原発事故を起こし、実質国有化によって救済された東電が、他社の原発再稼働

を資金的に支援することは許されることではない。東電は国からの支援資金を福島原発事故の被

災者への補償、環境汚染対策、廃炉作業など自らやらなければならないことに費やすべきであ

り、他社の再稼働支援に使うことはもってのほかである。報道では規制委員会側の「工事費が上

振れした時の対応は」との質問に対して、日本原電側は「上回るとは思っていない。上回る場合

は、二社との協議をやり直すかもしれない」と具体的に決まっていないことを明らかにしたと報

道している。このような不確定な経理的基礎のもと、日本原電が安全工事を進め、再稼働に突き

進んでよいのか、非常に問題である。 
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803E268 

審査書案７２ページ III-4.2.1 竜巻に対する設計方針４.（１）屋外の竜巻防護対象施設(竜巻

防護対象施設を内包する施設も含む） 竜巻ガイドには，「設置許可段階では，基準竜巻，設計

竜巻及び設計荷重が適切に設定されていることを確認する。」とされており，飛来物の衝撃荷重

の設定について，解説 4.3.1.3.2 基本的な考え方に「原子力発電所の敷地外からの飛来物に

よる衝撃荷重が，原子力発電所の敷地内からの飛来物による衝撃荷重を上回ると想定され得る場

合は，原子力発電所の敷地外からの飛来物も考慮する。」ことや，解説 4.3.1.3.3 設計飛来物

の速度の設定に「設計飛来物の最大水平速度（MVHmax）は，非定常乱流場を数値的に解析できる

計算手法等による計算結果等に基づいて設定することを基本とする。」こと，解説 4.3.1.3.4 

設計飛来物の衝突方向，衝突範囲及び衝撃荷重の設定に「設計飛来物が到達する範囲について解

析結果等から想定される場合は，その技術的根拠を示したうえで設計飛来物が到達しない範囲を

設定することが出来る。」こと，６．附則に「本ガイドに記載されている以外の計算方法を設計

で使用する場合は，技術的見地等からその妥当性を示す必要がある。」ことが示されている。 申

請書では設計対象施設の構造健全性を確保することなどにより隣接事業所からの飛来物によっ

て安全機能が損なわれない設計としている旨が記載されており，審査書には「規制委員会は，申

請者の設計方針が，竜巻ガイドを踏まえたものであり，設計荷重によって生じる影響を考慮し，

必要に応じて設計対処施設に対して防護対策を講じることにより，竜巻防護対象施設の安全機能

が損なわれないようにするものであることを確認した。」とされ，これらには竜巻ガイドにおけ

る要求への対応について具体的に記載されていないものの，原子力規制委員会は，これらの竜巻

ガイドの記載事項を踏まえて，隣接事業所からの飛来物の影響について，平成 30 年 6月 21 日ヒ

アリング資料（PD-C-1 改 124） 6 条（竜巻）-1-添付 8-別紙 6-1～添付 9-52 などにより，飛

来物の初期高さに実際の高さを反映するなど，諸条件を実現象に対応するように設定したフジタ

モデルを適用した飛散評価結果に基づき飛来物の影響範囲およびや飛散速度を設定し，当該荷重

により安全機能が損なわれない設計としていることが妥当であることを確認したものであると

いうことでよいか。 

803E269 

原子炉圧力容器の脆性破壊に関して、中性子脆化の状況を把握するために材料の試験片をいれと

きどき取り出して試験を行っていると思う。しかしながら、この試験片は運転開始時に入れた 5

つの内、あと一つしか残っていない。今後さらに 20 年の運転延長を行った場合の脆化状況把握

の計画は出来ているのか。出来ていないのであれば、いつ作るのか。たったひとつで、どうやっ

て 20 年間状況を把握していくのか具体的な方法を示してほしい。 

803E270 

本審査書案に原発の高経年化対策に関する記述がありません。特に、鋼鉄などの金属の劣化に関

わる「中性子照射脆化」の問題について全くふれられていないのは問題です。このような申請書

で審査すること自体に意味があるとは思えません。 

803E271 

埼玉県在住の一市民として、東海第二原発の再稼働には反対です。日本のような地震国には、原

子力発電は危険過ぎるからです。まして、人口や国や企業の中枢が集まる首都圏に近い原発で

す。万一過酷事故が起これば、日本全体に大混乱を生じ、国力は弱まり、立ち上がれないほどの

ダメージを受けると思います。二度と過酷事故が起こらないという確証はありません。それどこ

ろか、老朽化によるリスクは高まるばかりです。原子力発電はその経済性のなさから、世界的に

も衰退する技術と受け止められ、投資も再エネに傾いています。国のずさんなエネ計画や電力会

社を支えるための再稼働はやめてください。 

803E272 

1.頁 はじめに 1.本審査書の位置付け・・で二点の検討が不足している。一点は、東海第二発

電所が本年（2018）11 月 27 日をもって法令で定められた運転期間 40 年となり、20 年の運転期

間の延長が必須である。このことが明確である以上、本審査書に経年劣化の項目が審査されるべ

きである。 20 年運転期間の延長申請の審査書についての、パブリックコメント意見募集は無

いと聞いていることから、以下の検討を含めるべきである。 原子炉圧力容器の中性子照射脆化

と監視試験片  監視試験カプセルは、４体装荷され、４回試験されているので、試験片は  無

いのが現状である。運転延長後に圧力容器の中性子照射脆化は、監視で  きない。これで安全

が確保できるのか疑問である。 圧力容器の非破壊検査範囲・BWR は全面検査できない シュラ

ウドおよびシュラウドサポートの応力腐食割れ（SCC） BWR で多発している配管の SCC 玄海で

発生した配管の腐食 ポンプ等の疲労破壊もう一点は、経済的裏付け・・・別途検討し取りまと

める。としているが、本書の最終結果に反映されるべきである。 
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803E273 

III-1.3 耐震設計方針１．耐震重要度分類の方針(23 頁)設置変更許可申請書添付書類八に記載

されている耐震重要度分類には明らかな誤りが１点ある。規制委員会がこれを容認していること

は審査の瑕疵である。これらが修正されない限り、設置変更許可は無効である。具体的箇所は次

のとおりである。非常用取水設備（設計基準対象施設計）を構成する設備のうちのスクリーン室、

取水路、補機冷却用海水取水路、補機冷却用海水取水槽のいずれもが C(Ss)クラスとされている

ことは誤りであり、本来は C クラスでなく最上位の Sクラスでなければならない。なぜならば、

これらは原子炉から崩壊熱を最終ヒートシンク(海)まで輸送する上で必須の設備であり、「原子

炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設は Sクラスとすること（設置許可基準規則の解

釈(別記２)第 4 条２の一）」に該当するからである。C クラスとされていることは不合理である。

なお、先んじて実施された柏崎刈羽６、７の審査書案に関するパブリックコメントにおいて提出

された同趣旨の意見に対する「規制委員会の考え方」では、「非常用取水設備のうち補機冷却用

海水取水槽は、原子炉補機冷却海水系の海水ポンプ（以下、単に「海水ポンプ」という。）を支

持 し、また、スクリーン室、取水路、補機冷却用海水取水路及び補 機冷却用海水取水槽は、海

水を取水し海水ポンプへ導水するため の流路となる構造物です。これらの設備は、地震による

ひび割れ等の損傷があっても通水性が損なわれず、Ｓクラス設備である海水ポンプの機能を損な

わないよう適切な許容限界を設定する方針とした上で、耐震クラスはＣクラスとすることを確認

しています。加えて、基準地震動に対して海水ポンプの支持機能を損なわないこと及び機器の冷

却に必要な流量を確保できる設計とすることを確認しています。」との回答がなされた。しかし、

この「規制委員会の考え方」は論点を外した不合理な回答である。なぜならば意見の理由では、

スクリーン室、取水路、補機冷却用海水取水路、補機冷却用海水取水槽のいずれも原子炉から崩

壊熱を最終ヒートシンク(海)まで輸送する上で必須の設備であるから、Sクラスに該当すると述

べているのに対して、これらの機能を「海水ポンプの機能を損なわないよう適切な許容限界を設

定する方針とした上で、耐震クラスはＣクラスとすることを確認しています。」とする回答には、

S クラスでなくて C クラスでよいとする根拠は何も述べられていない。これは意見の要点に応え

ない「ずらし回答」である。また、回答に「これらの設備は、地震によるひび割れ等の損傷があ

っても通水性が損なわれず、」とあることは、ひび割れを上回る規模の大きい損壊により通水性

が損なわれるおそれを無視した妥当性を欠く例示表現である。このような経緯を踏まえて、以下

を質問する。崩壊熱除去に不可欠な非常用取水設備が S クラスでなくて C クラスでよいとする

根拠があるのか。あるのであれば、それを明確に示されたい。 
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以下の理由により東海第二原発再稼働に反対する。1. 重大事故における緊急避難と帰還。 東

海第二原発は、首都圏を含む人口密集地に最も近い原発であり、事故が起きた場合の避難が不可

能である。福島第一原発をはじめとする過去の原発事故は、たとえどのような対策を講じたとし

ても、事故を皆無にすることはできないということを示している。これは、福島の惨事を待つま

でもなく、リスク管理における常識であり、いかに確率は低くとも、事故が起きたときに対する

対策が講じられていなくてはならない。一旦事故がおきればその事故の影響が極めて深刻な原発

においてはなおさらである。難燃性ケーブルを使用するなど、個々の問題に対する対策がどのよ

うに取られても、想定外の事故は起こる。そのとき住民はどのように避難できるのか。 30 キ

ロ圏内の人口が１００万人という事実、さらに首都圏への距離が福島第一の 1/2、僅か 100 キロ

という事実を真摯に受け止めていただきたい。福島第一原発事故でも、東京の上水道が汚染され

るなど、かなり深刻な事態が首都圏においても引き起こされた。東海第二原発で事故が起これ

ば、首都圏は壊滅的な状況になる。 福島第一原発事故において、日本政府は 30 キロ圏内の住

民に緊急避難指示を出したが、同時期にアメリカ政府は 50 キロ圏内の同国籍を持つ住民にたい

して避難指示を出した。この違いは、安全性に基づくものではなく、単に避難の現実性に縛られ

たものに他ならない。問題は緊急避難のみではない。重大事故の後、100 万さらにそれ以上の住

民はいつ帰還できるのか？必要となる仮設住宅の規模は膨大であり、仮設都市というべき規模と

なる。福島の事故は、事故後の帰還の問題が、緊急避難に以上に深刻な問題であることを明らか

にしている。 既に米国では、運転開始から 40 年を迎えるインディアポイント原発が、ニュー

ヨークとその周辺の住民の安全に対する懸念から、2021 年までに閉鎖されることが決定されて

いる。インディアナポイント原発はマンハッタンから約 70km に位置しており、東海第２原発と

状況が近似している。立地地点の地殻安定性などを考慮するならば、インディアポイント原発は

東海第２原発よりもはるかに安全であるかもしれない。にもかかわらず、住民生活に対する原発

事故の影響力という点が第一に評価された決断である。2. 原子力複合施設としての危険性 さ

らに、インディアナポイントと異なり、東海第２原発は核燃料再処理施設を含む様々な原子力関

連施設と隣接しており、事故時における対応が極めて困難なものとなる可能性がある。福島原発

の事故は、同一敷地に複数の原子力関連施設が混在している状況が事故対応にあたり大きな障害

となることを示している。原子力規制委員会のおける安全審査では、個々の施設の安全規則に対

する適合性は審査されるが、周辺施設との複合的な要因についても慎重な考慮がなされるべきで

ある。3. 日本原電の責務 そもそも、日本原電は原子力の利用にあたり個々の電力会社では困

難な業務を先駆的に行うことを目的として設置された。これにより、1965 年に東海村において

日本で最初の原子力発電を実現した。半世紀を経た現在、日本原電に求められているものは、老

朽化した原発の再稼働ではなく、むしろ廃炉技術と放射性廃棄物処理等の先端的技術の開発であ

る。東海第２原発を廃炉とし、その廃炉処理を積極的に担うことこそ日本原電の責務である。 

803E275 

全般について東海第 2 原発の再稼働は絶対認可しないでください。そもそも原発から３０キロ

圏内に１００万人近くが住み、１００キロ圏ではもう首都も入ります。今後の原発事故の危険を

考えれば、これほどの多くの人々の避難の難しさ（不可能）、社会・経済的ダメージは計り知れ

なく、東海第２原発の再稼働は許されません。当原発はそもそも１１月で稼働から４０年を迎

え、老朽化がもっとも著しい原発のひとつです。さらに、原子炉の脆化試験片がもうひとつしか

ないとのことですが、このことは当初より稼働は４０年と決めていたことの証左であり、４０年

を超える、それも今後２０年も稼働させるなど許されません。設備が古くて、可燃性電気ケーブ

ルが使われていることに対して、４０％を難燃性ケーブルに交換できても、ほかは一部防火シー

トを巻き、それ以外は対策なしと聞きます。そんなことでいいのでしょうか？無理やり動かした

い原電の希望にそうことを第一優先に条件を再稼働要件がどんどん下げられているものと危惧

します。東海第 2原発の再稼働は絶対認可しないでください。 
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(追１.  7/17 に提出したが、指定ページが抜けていたので追加した。)（P1、P484）規制基準を

設定するにあたっては、想定した重大事象があるものと考える。しかし、事故というものは想定

外である。2011 年３月の東電福一原発事故が証明している。「原発事故による放射線被曝・放射

能汚染、それによっての生命および財産の損失を受けること」の国民的合意を得る事もなく決め

た新規制基準で、判断することは認められない。人間の命の継続の問題として、社会性ある原子

力規制委員会を追求すべきである。このままでは、「原子力で社会を壊す委員会」である。異な

った土俵の上に住民と原子力規制委員会が設定された構造の中で、パブリックコメントを求める

こと自体に問題がある。以上。(追２.  7/24 に提出したが、指定ページが抜けていたので追加

した。)(P１、P484) 私は冷却問題は最も重要と考えており、原子力にとってプラントシステム

の一層の単純化は重要であるので、その観点から貴職の「審査書案」を審査して見た。下記はそ

れである。総括すると、「想定が甘い」審査書案である。既設装置に新たに装置を付加すること

は、故障発生を増大させる要因を増やすことであり認めるべきでない。規制というよりも「再稼

働のための指導」となっている点は、残念ながら国民に対する裏切りであり「社会性のない規制

委員会」との批評は免れない。「住民から信頼される原子力規制委員会」を期待する立場からこ

の「審査書案」を見ると、「津波ガイド」など「・・・ガイド」と貴職が称しているものが、原

子力プラントシステムをより複雑化させる基本的欠陥を有しているものと考える。さらに、この

ところ日本列島各地で頻繁に発生しているスーパー台風様被害と言っても良い山側からの大洪

水被害対策が抜けている。記１.（P135） SA 用海水ピットは、フジツボが付いて使い物になら

なくなるから、資金の無駄使いになる様な指導をすべきで無い。またフジツボ対策は、自然破壊

になる故、実施するべきでない。原子力プラントシステムの単純化を指導すべきである。２.（P38） 

取水口の「カーテンフロート」と「貯留堰」は原子炉の冷却効果の遅延を招くから、設置を指導

すべきで無い。新たに装置を付加することは、故障発生を増大させる要因を増やすことであり、

認めるべきでない。原子力プラントシステムの単純化を指導すべきである。３.（P38）放水路に

新たに設ける「放水路ゲート」は、止めるべきだ。開かなくなった時には、炉心の熱を海に捨て

る事が出来なくなり大変なことになる。炉心メルトダウンだ。 新たに装置を付加することは、

故障発生を増大させる要因を増やすことであり認めるべきでない。原子力プラントシステムの単

純化を指導すべきである。４.（P38）取水口上部の「鋼製防護壁」（長さ 80m・高さ 17m・厚さ:

下 6m 上 2m 相当）は、「将棋の駒」同様である。倒れた時には取水口を塞ぐことになる。炉心メ

ルトダウンである。また、鉛直の衝撃荷重で取水口の破壊だって実際にはあり得る事を想定すべ

きである。原発施設の検討では数値計算だけで許すべきでない。取水口の付近に新たに装置を付

加することは、故障発生を増大させる要因を増やすことであり、認めるべきでない。原子力プラ

ントシステムの単純化を指導すべきである。５.（P1、P65）漂流物想定にも関わるが、山側から

の大洪水対策が抜け落ちている。山側からの大洪水により防潮壁の高さ分 17m に原子炉建屋は

水没するであろうし、山側に配置された非常用電源車、非常用給水車も押し流されて漂流物と化

すであろう。防潮壁の排水の想定不足である。従って、日本列島での気象状況の最新の変化に対

応した想定である山側からの大洪水対策の審査（想定）が抜けている。６.（P38）取水口の「カ

ーテンフロート」と「貯留堰」は、原子炉冷却水の基本的脈動を発生させる要因になり原子炉の

出力制御の不安定性を招くから安全上よろしくない。以上。(追３.   8/1 に提出したが、ペー

ジが抜けていたので追加した。)（P1、P484）当該原発の建設時に適用された立地についての「原

子炉立地審査指針」の「バックフィット」をすべきと考える。なぜ「原子炉立地審査指針」の「バ

ックフィット」を実施しないのか。当該原発周辺は、現在では半径３０km 圏内に約 100 万人が

居住する人口密集地になっているから、バックフィットした原子炉立地審査指針の厳格な適用は

極めて重要である。さらに、「安全な観点から」の規制であることを強調する意味でも、強力な

権限を発動する原子力規制委員会への改善に向けた第一歩としても、「原子炉立地審査指針」の

厳格な適用のための「バックフィット」を実施すべきである。以上。 
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（1）地震（p.10～38） 6 月 3 日から 16 日に、千葉県沖で地震が頻発し、翌 17 日には、群馬

県で震度 5 の地震が発生した。さらに翌 18 日には、大阪北部で震度 6 弱の地震が発生した。日

本列島は地震・火山の活動期に入ったといわれ、いつどこで次の災害が起きてもおかしくない。

政府の地震調査委員会は 6月 26 日に、震度 6弱以上の揺れに見舞われる確率を示した、「全国地

震動予測地図」の 2018 年版を公表した。これによると、東海第二原発が立地する茨城県沿岸部

は、最高レベルの確率が示され、近隣の水戸市では 81％の確率となっている。 運転開始から

今年で 40 年を迎える東海第二原発は、老朽化が進み、地震に対する脆弱性が指摘されている。

東海第二原発の原子炉が破壊されるクリフエッジの地震動は 1039 ガル、これに対して基準地震

動は 1009 ガルで、ほとんど余裕がない。圧力容器の転倒を防ぐスタビライザーや固定ボルトが

基準地震動に耐えられるのか。圧力容器を押さえるスカートのボルトは健全なのか。多くの疑問

がある。 

803E279 

（2）電源ケーブルの防火対策（p.98～110）全長約 1400km におよぶ非難燃ケーブルは、「難燃ケ

ーブル」もしくは「難燃ケーブルに交換する」ものが 40%、「防火シートを巻く」ものが約 14％、

「何も対策しないケーブル」が 45%以上という内訳だ。新規制基準では、本来全てを難燃ケーブ

ルに交換しなければならないはずだ。古いケーブルに防火シートを巻いてごまかそうとしてい

る。可燃性ケーブルは、延焼した場合に大火災を起こす危険性がある。現に、2016 年 10 月 12 日

には、埼玉県新座市の地中送電線ケーブルの火災により、最大約 37 万世帯の停電が発生した。

「防火シートを巻く」対策では、ケーブルが加熱されたり、消火が困難となるなどの危険がある。

火災防護基準に厳格に従い、総延長約 1400km 全てのケーブルを交換すべきだ。 

803E280 

ブローアウトパネルは、原子炉建屋に設置された開閉扉のことで、 配管破損事故時に流出する

水蒸気や炉心溶融事故で発生した水素が建屋に留まり、建物損壊や水素爆発を起こすことがない

ように開く設計になっています。また、「閉止の必要があるときは容易かつ確実に閉止操作がで

きること」が基準規則により要求されています。放出後は速やかに閉まられなければなりません

が、実施試験において扉のチェーン破損により完全には閉止しませんでした。改善策や再検証が

行われない段階で設置許可を行なう事は考えられません。いつまでも原発に頼る政策は時代錯誤

だと思います。 

803E281 

III．4.2.2 火山の影響に対する設計方針５．降下火砕物による影響の選定 (78 頁) 規制委

員会の 2017 年 7 月 19 日会合で火山灰の影響評価に用いる火山灰濃度をそれ以前の 100 倍規模

に引き上げる方針が決定された。これは、非常用ディーゼル発電機のフィルターの基本設計にか

かわる重要な方針であり、この決定にもとづく火山灰濃度の影響評価の審査がなされて当然であ

るにもかかわらず、それがなされないまま審査書案が出されたことは不作為である。規制委員会

の怠慢を示すものである。審査のやり直しを求める。 なお、先んじて実施された柏崎刈羽６、

７の審査書案に関するパブリックコメントにおいて提出された同趣旨の意見に対する「規制委員

会の考え方」では、「御指摘の気中降下火砕物濃度の影響評価については、今後、改正後の規則

等の規定に基づき、保安規定変更認可に係る個別の審査において確認することとしており、柏崎

刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉についても、気中降下火砕物への対策について、運転開

始までに対策が適切に実施されることを確認することとなります。」との回答がなされた。しか

し、火山灰の影響評価を保安規定変更認可で行うことには妥当性がない。設置変更許可審査で行

わないのであれば、フィルターの詳細設計に関わることとして工事計画認可の審査で行うべきで

ある。また、保安規定変更認可審査は、設置変更許可審査及び工事計画認可審査より公開情報量

が格段に少なく、審査の透明性に欠けることも大きな問題点である。 

803E282 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）など 今回、パブコメで技

術的意見を求めながら、データ等が非公開なのは理解できない。今回のパブリックコメントは、

冒頭に「審査書案に対し、科学的・技術的意見の募集を 行う」として行われている。ところが

審査書の元になる様々な技術文書において、大半の図面、解析結果、評価値、裕度は「白抜き黒

枠」で隠ぺいされており公表されていない。 パブリックコメント実施が形式的なポーズをに過

ぎないと推察せざるを得ない。審査書は方針の羅列に過ぎず、その成立性はおよそ不明である。

技術的検討を経た文書類の分析と審査会合及びヒアリングの情報による判断が不可欠だが、それ

らもなく情報公開すらしていない。パブリックコメントを実施する前に、情報公開しなければな

らない。当然なされるべき手続きがあまりにも不備である。 
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（4）周辺状況の安全性東海第二原発からわずか 2.7km にある東海再処理工場は、高レベル放射

性廃液を有する危険施設である。風速 5m/秒で 10 分以内に風が到達する距離だ。東海第二原発

は海抜 8m、再処理工場は海抜 6m しかない。再処理工場は、ガラス固化工程が不具合を起こして

たびたび止まっている。高レベル廃液が約 630m3 貯蔵されている。常に熱を発しているため、冷

やさなければならない。水が放射線で分解されて水素が発生するため、水素掃気をたえずおこな

っている。そうした装置が地震や津波に耐えられるのか。原子炉等規制法や規則によると、東海

再処理工場は東海第二原発にとっての「敷地周辺の状況」に関わる存在にほかならず、飛来物、

爆発、火災、有毒ガスの発生を想定し、それらによって安全機能が損なわれないことを確認しな

ければ、原子炉設置変更許可の基準は満たされない。周辺状況の安全性が保障されない限り、東

海第二原発の再審査を求める。 

803E284 

（6）経理的基礎はない日本原電の経理的基礎は、パブリックコメントの対象とされていない。

東海第二原発を再稼働させる上で最も重要なポイントであるため、パブコメの対象とするべき

だ。日本原電は、所有する原発がまったく発電していないにもかかわらず、契約に基づき東京・

関西・中部・北陸・東北の 5 電力から、販売電力収入の名目で 2016 年度は 1065 億円（東京電力

からは 430 億円）を受け取っている。東京電力の 2016 年度販売電力量は 2415 億 kWh のため、1

世帯当たり年間 789 円負担している計算になる（一世帯当たり年間消費電力量：4432kWh）。日本

原電は 2011 年からの 7年間、5 電力から約 9000 億円の販売電力料を受け取り、この料金は電力

消費者に加算されている。こうした電気料金は稼働するあてもない原発に浪費されている。日本

原電はこの収入がなければすでに破綻していたことは明らかだ。東海第二原発の安全対策費

1740 億円について、再稼働が予定されている 2021 年からの 17 年間で回収するためには、年間

87 億円の収益を上げる必要がある。敦賀原発 1・2 号機、東海第二原発が稼働していた 2003～

2010 年の純利益の平均は 17 億円であった。東海第二原発 1基のみの稼働で、安全対策費の返済

にかかる年数は、100 年以上かかる計算になる。東海第二原発が 20 年運転延長されても、返済

しきれないことは明らかだ。日本原電に経理的基礎はなく、「経理的基礎がある」という原子力

規制委員会の判断は間違っている。 

803E285 

（5）首都圏への影響避難計画はパブリックコメントの対象とされていない。東海第二原発を再

稼働させる上で重要なポイントであるため、パブコメの対象とするべきだ。茨城県東海村に立地

する東海第二原発は、東京から約 110km の距離に位置している。これは福島第一原発からの距離

の約半分だ。もし東海第二原発で過酷事故が発生した場合、首都圏も放射性物質で汚染され、多

くの避難者が押し寄せるなど、多大な影響が予想される。もし、東海第二原発で事故が起これば、

首都圏に大きな被害が及び、放射線による健康被害や、インフラ・経済に大損害を受ける可能性

がある。茨城県のシミュレーションでは、 5 キロ圏内の住民約 8 万人が、 5 キロ圏外に出るま

でに約 30 時間かかるとされている。また、茨城県は、病院や施設などに「屋内退避」させるこ

とを決めた。しかし、屋内避難では被ばくを避けることはできない。30 キロ圏内 96 万人を避難

させる避難計画は、策定することはできない。東海第二原発の審査を見直すべきである。 

803E286 

茨城県東海村に位置する首都圏唯一の原発で、30km 圏内には約 96 万人が居住。まもなく 40 年

の老朽原発です。いかなる形状としても、原発稼働をすすめることは、放射能汚染防止法も確立

できない中、国民の共感を得られるものではありません。稼働につながるすべてのことに反対し

ます。 
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803E288 

（484ｐ 審査結果）審査書案を見ると、超過津波においては炉心損傷は免れず、基準地震動を超

える地震が発生したら重要機器類（スタビライザー等）は破損している。原子炉停止に失敗し Ａ

ＴＷＳが発生した際には停止は出来ないままに格納容器破損に至る可能性は否定できず、審査書

もそのような事故シーケンスを前提として記述していると思われる。 これまで原子炉で重大事

故・仮想事故が起きた場合も影響範囲は概ね敷地内に収まるとの想定で 40 年間東海第二は稼働

してきたが、福島第一原発事故でその前提が崩れると、今度は仮想事故は想定が甘すぎたと言

い、さらに重大事故等の発生を考慮、「福島第一原発事故の際の放出放射能量の概ね 100 分の 1」

などと根拠不明の基準値を持ち出し、それを満たすかどうかと議論を始めている。 原発のリス

クは原子力委員会と原子力安全委員会とが保証をしてきたはずだが、今度は規制委員会が「安

全」ではなく「規制基準」に適合するかどうかを審査しているなどと理屈の通らないことを平然

と述べて恥じることもない。 法令においても原子炉等規制法の大枠は変わらず、追加された規

制基準適合に適合するかどうかといった審査を勝手に始めている。安全・安心を保証できない規

制基準事故を前提として審査書をまとめる不正義と不誠実は看過できない。「安全、安心に暮ら

したい」国民の素朴な願いさえ聞き入れようとせず、利益追求のためだけの原発再稼動を支援し

続ける規制委員会の姿勢は、許されるものではない。無意味な委員会は解散し税金から無駄使い

された高給を即刻返済してはどうか。以上の理由からも、一部の人間の利益追求の食い物になっ

ている東海第二は今すぐ廃炉するしかない。 

803E289 

I はじめに１．本審査書の位置付け（ｐ.１）1.（１）項において、本審査書は「技術的能力に

係る規定」への適合性のみ取りまとめた旨の記載があるが、「経理的基礎があること」の審査結

果も記載して、パブリックコメントにかけることを求める。 その理由は、原子炉等規制法第 43

条の３の６には、「発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があるこ

と。」に適合しているときでなければ設置（変更）許可をしてはならない旨記されている。パブ

リックコメントにかける審査の結果から「経理的基礎があること」を除外していることは、片手

落ちである。 東海第 2 原発の場合、日本原電は 2011 年の東日本大震災以降、保有する原発が

１基も稼働しておらず、再稼働にあたっての経理的基礎が失われているのが現状であり、規制委

員会は過去の借り入れにおいては、取引銀行から受電電力会社による債務保証が融資条件とされ

ていたことから、日本原電に対して借入れによる調達の見込みが確認できる書面を示すように求

めた。東海第 2 原発の受電電力会社である東北電力と東京電力は資金支援を行う意向を表明し

た書面を提出したので、規制委員会は設置変更許可申請に係る工事に要する資金のうち、借入金

による調達の見込みがあることを確認した、と述べている（＊）。しかし、ここに重要な問題が

ある。福島原発事故を起こし、実質国有化によって救済された東電が、他社の原発再稼働を資金

的に支援することは許されることではない。東電は国からの支援資金を福島原発事故の被災者へ

の補償、環境汚染対策、廃炉作業など自らやらなければならないことに費やすべきであり、他社

の再稼働支援に使うことはもってのほかである。（＊）規制委員会（平成 30 年 7月 4日）資料 1-

1【別紙１】「東海第２設置変更許可申請書の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律に規定する許可の基準への適合について（案）」 

803E290 

審査の結果や色々な方の意見を聞いて再稼働は不可能と思いました。原発自体の性能が評価され

たとしてもこれからの工事にかかる 1800 億円を東京電力ホールディングスが支払うことについ

ては福島の事故の後始末も出来ていない現況を鑑みてとても正常なこととは思えません。まだま

だ沢山の核のゴミがこらから出てくることについても解決していません。原発があることにより

外国からの標的を自ら抱え込むと言った恐怖もあります。経済的に見ても原発を続けていくこと

は世界の潮流から外れていくことは間違い無いと思います。一部の人々の無責任な判断で未来の

日本がなくなってしまうのだはないかと懸念しています。もし、再稼働をするのであれば使い終

わった時点での廃炉にかかる費用を準備してからにしていただきたい。20 年後に廃炉作業をす

る人間がいなくなっていることも考えられます。そのようなことまで十分考えていたら再稼働は

出来ないとおもいます。このようにパブコメを集めたら HP に掲載することも必要だと思います。 
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803E291 

スリーマイル島、チェルノブイリの事故の際にはマスコミを通じて日本の原発は安全と神話を語

らせました。そして福島の事故です。そのときの有識者はどのように反省し国民に謝罪したので

しょうか？その他にもカルフォルニア大地震で高速道路崩壊の際にも日本の高速道路は安全と

言い、阪神淡路大地震で倒壊しました。このときも構造が違うとマスコミを通じ有識者？がウソ

を報じたが反省と謝罪がありません いかに有識者のレベルが低いかを物語っているそして再

び福島と同じメーカーの同じような年数経過した原発を多少部品交換で安全と言うのですか？

いくら企業からお金もらったからと言って国民に背を向けることは子々孫々への端ではないで

しょうか？ 恥ずかしいことです。 汚染水垂れ流しておきながら UNDER CONTROL ふざけるな！

と言いたい。放射性廃棄物保管しているところも含めて将来数万年の地殻変動に耐えうる設備な

ど作れるはずはありませんし、圧力容器の内部に人が入ってクラックがあるかどうか調査してい

ません、そのような状態で運転延長なんて馬鹿でない限り考えないことではないでしょうか？●

２０年さらに延長する工事の内容は劣化した周辺機器の交換や最新化であって原子炉のような

基本部品はそのままであるため本質危険はなんら改善しないのです。●避難計画が不十分です。 

人口の多い地域にある原子炉で問題が起きた場合、どのようにして短時間に避難できるのでしょ

うか？福島原発事故では海側に風が吹いていたためにアメリカ西海岸の汚染度は東北・北海道よ

り高いのです。 内陸側に風が吹いていたらどこに避難できるのでしょうか？ ３０ｋｍ圏内１

４地方自治体のうち避難計画が出来たのは３地方自治体のみです。しかも（地震・台風・津波）

＋原発事故 という複合状態を想定していないものです。そして本番では他の市町村からの避難

民もあり、大混乱、計画のように避難できないでしょう、台風の夜間の事故という場合もあるの

です。●もはや原発はもっとも高価な電力です。 経産省下の資源エネルギー庁はもっとも安い

電力と計算しているが世界では再生可能エネルギーがもっとも安い電力として利用しています。

●東電は事故費用として税金から国から多額の支援を受けているのに東海原発の工事費用とし

て原電に１７４０億円の支援を申し出ています。 これは実におかしな話で本来被害者支援や安

全措置に使用されるべきでまさに国と企業が結託した原子力村の行いであると言わざるを得な

い●発電所には防波堤つけても放射能廃棄物倉庫・処理場・核燃料製造所には津波対策ないなど

石炭火力から発生する CO2 で気候変動起きていても建設を進めるきちがい社長同様に原発と石

炭に関わる政府の役人と有識者（憂士気者）本当におかしな人間集団と言わざるを得ない 

803E292 

（1 ページ  はじめに）  東海第二が事故を起こせば、福島第一原発事故のように風下方向に放

射性物質を拡散させることとなる。原発の再稼働に関連し、立地村の東海村だけでなく五つの市

も同等の同意の意思表明をすることが出来ることとなった。これは 30 キロ圏内の自治体として、

防災計画を策定し、住民の避難計画を立てて実行する自治体としては当然のことである。さらに

離れた自治体でも、広域の放射性物質の拡散は行政並びに住民に大きな影響を与える。実際、福

島第一原発事故では福島圏を超えて拡散した放射性物質により茨城県、群馬県、栃木県、宮城県、

千葉県、東京都などでも空間線量が上がり、放射性物質の汚染により大きな影響を受けている。

被害を受けた人や企業も多い。 しかしこれらはほとんど賠償さえ認められていない。離れてい

ても影響を被る可能性は極めて高いので、風下地域 5000 万人が住む地域の住民にも再稼働の是

非を問うべきである。 

803E293 

（3）ダクトの腐食 長期間停止している原発を運転すると、事故につながる不具合が生じる危

険性がある。今年 3月に再稼働した玄海原発 3号機では、原子炉を起動して一週間後に、蒸気漏

れが発生して運転停止した。その後、今年 5月には、東海第二原発でも腐食や穴が見つかった。

原電によると、東海第二原発の中央制御室空調換気系ダクトのうち、外気を取入れる部分で腐食

孔を 2ヵ所確認したが、中央制御室空調換気系の機能に影響を及ぼすものではないと評価し、補

修を実施したとしている。原子炉建屋など、重要な施設で点検漏れの腐食や穴などが存在するこ

とも十分考えられる。再稼働して不具合が生じてからでは、予想できなかった大事故につながる

恐れがある。 
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803E294 

（7）日本原電は破綻させて廃炉専門会社にすべきだ原子力規制委員会の第 562 回原子力発電所

の新規制基準適合性に係る審査会合において、日本原電は東海第二原発の新規制基準への対応費

用約 1740 億円について、東京電力と東北電力が資金援助に応じたと報告した。東海第二原発の

発電した電力は東京電力が 8 割、東北電力が 2 割の比率で受電することが契約に規定されてお

り、両社は日本原電の自己資金を超える債務について、この受電比率に応じて債務保証等による

資金支援を行なうとしている。本来、福島への責任を果たすために巨額の公的資金が投入されて

存続が許された東京電力が、その責任を放棄して別の破綻企業を支援する、極めて異様な理にか

なわない事態がおきている。東京電力に破綻企業を支援させることは許されることではない。日

本原電はこれ以上の無駄な浪費を避けるために、再稼働が見込めない原発をすみやかに廃炉と

し、破綻させて廃炉専門会社にすべきだ。 

803E295 

（P1、P437、P484）「原子炉圧力容器の水位」測定用に「差圧式水位検出器」を多重化するとし

ているが、これは 1979 年の TMI 事故および 2011 年の東電福島第一原発事故の教訓を反映して

いない。定常状態での測定には有効な方法でも重大事故に向かっている異常高温状態における測

定方式としては、これは不適な検出方式であることは常識となっている。高温に強い別の検出方

式の物を多重化すべきである。それが不可能な申請を合格とすべきでない。以上。 

803E297 

審査書９９頁の（２）のうち非難燃ケーブルについて意見を述べます。老朽原発でありながら、

非難燃ケーブルを使い続けるのを許すとは、とても信じられない措置です。防火シートで覆い、

絶縁性などもチェックするとのことですが、ケーブルの絶縁性は仮にそのテストで問題がなかっ

たとしても、隠れた劣化が進んでおり事故時に突然絶縁性が成り立たないという事態を引き起こ

すことはよく知られた事実です。それゆえ、少なくとも非難燃ケーブルをすべて難燃ケーブルに

取り換えるまで、許可をすべきでないと考えます。 

803E298 

（1 ページ はじめに） 原子炉設置許可を行った 1972 年には、仮想事故が発生しても敷地の境

界でも大きな被ばく線量にならないから住民避難さえ必要ないこととされた。また、仮想事故と

して、冷却材喪失事故と主蒸気管破断事故を想定しても、炉心損傷は起こらず再冠水で冷却が出

来ることとされている。しかし、福島第一原発事故では毎時 500 マイクロシーベルトを大きく超

える地域が広がり、 ヨウ素も推定 5×10 の 17 乗放出された。 これらは仮想事故の想定を何桁

も上回る影響を与えたことを示している。 40 年前の設置許可申請時の想定が甘かったというだ

けではない。設計そのものが甘い想定を基礎として行われているため、過酷事故が発生した場

合、福島第一原発事故と同様の 被害を出すことを避けられない。 同時代に作られた原発だか

ら、同じ欠陥を持っていると考えるのが妥当であり、解消する方法はない。 設計時に想定して

いなかった事故は、その後いくら後付けで対策を考えても、期待される性能を発揮することは出

来ないのだから、再稼働はしてはならない。 

803E299 

福島第一原発事故の後始末ができていない今、危険な東海第二発電所の発電用原子炉の設置を許

可をしてはならない。福島第一原発と同じように爆発したらどうするのか。決して設置の許可を

してはならない。設置してはならない。 

803E300 

日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができない企業は破綻懸念先とい

う格付けと同様です。そのような企業に電力会社の融資すなわち間接的な国費を投入することな

どは経済的合理性はなく再稼働の価値はありません。ケーブルが「難燃ケーブル」となっていて

防火対策が不十分です。東海第二原発の格納容器は MARKII 型となっていて、福島第一原発の

MARKI 型と同じく出力が大きくなると体積が大きくなり水蒸気爆発の可能性が高い。福島第一原

発事故から何を学んだのでしょうか。福島第一原発の事故を反省し教訓するという第５次エネル

ギー基本計画に記載された事項は省庁が違うから無視するのでしょうか。政府の方針ですので無

視せず審査をきちんとするなら格納容器の構造を変えてください。30 キロ圏 96 万人を避難さ

せるような避難計画は実現不可能です。まして、250km 圏内には首都圏が入ってきます。そのよ

うな原発を審査の技術的な問題だけだからといって、避難計画は審査の対象でないと言って審査

を通して良いものでしょうか。ましてや原子力規制委員会設置の趣旨からすると本来福島第一原

発のような事故を二度と起こさないための組織ということが起点になっているにもかかわらず、

事故が起こる可能性がわかっていながら審査を通す（すなわち再稼働を容認する）ということを

して良いものでしょうか。そもそも原子力規制委員会及び原子力規制庁に道義的責任があるとい

うことであるのに、それを放棄することはできないでしょう。なにか起こった際にはきちんと責

任を果たしていただくことになると思います。責任を矮小化するなどとうてい容認できません。

以上から、東海第二原発の審査は合格させるべきではありません。 
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803E301 

4-4.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等・P416 c.6 行目 「泡

消火を開始するまでの作業を計 5名により」とあるが、申請書では泡消火を開始するまでの作業

を計 8名により対応することとなっている。4-1.2.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用・P158 

5 行目 「なお、溶融炉心中の金属酸化物とジルコニア耐熱材との高温での反応の可能性を考慮

した感度解析を実施した結果、コリウムシールドには 3.3cm 程度の侵食が生じるが、」とあるが、

申請書では、ジルコニア耐熱材の侵食に関連する既往実験の知見を踏まえると、コリウムシール

ドには 3.3cm 程度の侵食が生じる記載となっている。・P261 (3)10 行目 「加えて、申請者は、

ジルコニア耐熱材の侵食に関連する既往実験の知見を基に溶融炉心中の金属酸化物とジルコニ

ア耐熱材との高温での反応によるコリウムシールドの侵食開始温度の低下に加え、ジルコニアの

伝熱物性値の温度依存性の不確かさも考慮した感度解析を実施し」とあるが、申請書では、ジル

コニア耐熱材の侵食に関連する既往実験の知見を踏まえ 4cm の侵食を仮定し、これに加え、ジル

コニアの伝熱物性値の温度依存性の不確かさも考慮した感度解析を実施している。4-1.2.3.1 使

用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策・P265 丸 3 「本想定事故において、非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を全出力で 7 日間運転継続した場合に必要

となる軽油量は約 614.3kL、常設代替高圧電源装置 2台を全出力で 7 日間運転継続した場合に必

要となる軽油量は約 141.2kL であり、合計約 755.5kL 必要である。これに対して、軽油貯蔵タン

クに約 800kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。また、可搬型代替注水中型ポンプを 7

日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 12.0kL である。これに対して、可搬型設備用軽

油タンクに約 210kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。」とあるが、本事象以外の事象

では、各軽油貯蔵設備の合計軽油消費量のみの記載を行っており、また、本事象以外の事象では

緊急時対策所用発電機の燃料評価を行っているため、非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機及び常設代替高圧電源装置 2 台を 7 日間運転継続した場合に必要となる

軽油量は合計約 755.5kL、可搬型代替注水中型ポンプを 7日間運転継続した場合に必要となる軽

油量は約 12.0kL、緊急時対策所用発電機を 7 日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

70.0kL である。これに対して、軽油貯蔵タンクには約 800kL 、可搬型設備用軽油タンクには約

210kL、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクに約 75kL の軽油を備蓄しており、対応が可能で

あることを記載するのが適切と考える。3-16 保安電源設備・P131 (3) 7 行目 「離隔距離を確

保した上で」とあるが、申請書では、近接した鉄塔を移設することを前提としていることから、

「確保するとした上で」が適切と考えられる。4-4.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防

止するための設備及び手順等・P399 丸 2 19 行目 「原子炉格納容器漏えい率（10%/日）等」

とあるが、申請書とともに提出された資料（6 月 27 日 HP アップ資料 6-3）では、原子炉建屋ガ

ス処理系に期待した評価(ケース 1)における原子炉格納容器漏えい率は、最大 1.5%/day となっ

ている。4-4.18 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等・P472 「(1)可搬型代替低圧電

源車から給電するための設備及び手順等」とあるが、この項での可搬型代替低圧電源車は「緊急

時対策所用」として重大事故等対処設備の可搬型代替低圧電源車とは区別して記載するのが適切

と考えられる。4-1.1 事故の想定・P150 表 4-1 「原子炉冷却材の流出量が最も大きいことか

ら残留熱除去系系統切替え時のミニマムフロー弁操作誤りを選定する。」とあるが、申請書では

他の原子炉冷却材流出事象と比べて事象検知の観点で厳しいことから、残留熱除去系停止時冷却

注入弁の操作誤りによりミニマムフロー弁が自動開となる事象を選定する記載となっている。4-

1.2.3.2 想定事故２・P267 丸 2 c.2 行目 「崩壊熱による蒸発量である約 13m3/h」とあるが、

申請書では崩壊熱による蒸発量は「約 16ｍ3/h」となっている。 

803E302 

（1 ページ  はじめに）  東海第二の再稼働を前提とした安全対策費用 1740 億円のうち多くは

東電が貸し出すこと になるようだが、東電がしなければならないのは第一に原発事故被害者へ

の賠償と 廃炉作業を通じての福島第一、第二の安全確保で二度と放射性物質の拡散事故に至ら

ない ように手当てすることだ。これを可及的速やかに進めるためにも、資金は福島に投ずるべ

きであり、東海第二については廃炉を前提として使用済燃料の安全確保を優先すれば、1740 億

円もの費用は必要ない。 東海第二が無理矢理に期間を延長して再稼働を目指したため、東電を

含め原電への支払いをしている電力会社は、稼働するあてもない原発の維持管理並びに再稼働準

備の費用負担をしており、そんな無駄な投資は一切止めるべきである。 
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803E303 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案

に対する科学的・技術的意見の募集について自然災害が多発している現在、想定外の災害（地震、

台風、地球温暖化による災害）に原子炉には危険が伴い対応策が出来ていない。テロに対する防

御も明確化されていない。何らかの爆発が起こった場合、東京を含む首都圏は壊滅的被災が想定

され、街が廃墟化する恐れが十分にある。したがって原発施設は廃炉撤去すべし。放射性廃棄物

の処理方法が定まっていないことは、トイレのないマンションと一緒である。 

803E304 

・茨城県内でも事故があった時の１００万人近い避難計画が不十分であり、各燃料のごみの処理

も不十分ないわゆる「トイレなきマンション」の現状で、再稼働は絶対するべきではない。・今

年の猛暑でも原発稼働なしで乗り切れていることから、原発に頼る h 津陽はない。 

803E305 

原発は完成された技術ではない、最大の問題は多量の放射性廃棄物の処理方法が貯蔵し管理する

しか方法が無く、その費用と期間が将来世代に負の遺産として残してしまう。今だけ金だけで稼

働してもよいとするならば無責任極まりない、科学者の手から政治の判断で稼働すべきでない余

りにもお粗末な技術レベルである。  事故の甚大さと収束の困難さを体験した我が国が再稼働

することは世界から笑われているどころか、もし地震等で同様な被害を世界に与えたらどのよう

な評価を得るか？我が国は世界の核廃棄物集積場となる。このことを承知して再稼働を容認し稼

働に関与した人々は国賊の汚名を受ける事になりましょう。  速やかに再生可能な自然エネル

ギーに変えていくことが肝要です。 

803E306 
こんな老朽炉を稼働させるなんてありえないでしょう。すぐ廃炉にしましょう。それにこれだけ

地震や災害が起きてるのにいつまでも大丈夫なわけがないでしょう。 

803E307 

担当者様私は東海第二原発の近くに住むものです。大切な意見を届けますので、どうぞ聞いてく

ださい。難燃性ケーブルというのが新基準なはずです。すべてのケーブルの交換が不可能だから

と言って、この新しい対応のシートで包むというやり方が、難燃性ケーブルと同等のものとは素

人が見てもいいとは思えません。当初の基準の通り、基準に見合わないプラントを合格させるこ

とはやめていただきたいです。東海第二事故が起きたら、30 キロ圏内９６万人の県民、そして、

原子力規制庁がある首都圏も大変なことになります。どうか良心的な判断をお願いいたします。

命がかかっていることです。原子力規制委員会としての正しい判断を望みます。 
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803E308 

4-1.1 事故の想定・P141 ※10 3 行目 「安全機能への影響から 3 つに区分(T.P.＋20m～T.P.＋

22m、T.P.+22m～T.P.＋24m、T.P.＋24m 以上)した。」とあるが、申請書では「安全機能への影響

から 3 つに区分(T.P.＋20m～T.P.＋22m、T.P.+22m～T.P.＋24m、T.P.＋24m 超過)した。」となっ

ている。また、「T.P.＋24m 以上の場合は防潮堤損傷により」についても、申請書では「T.P.＋

24m 超過の場合は防潮堤損傷により」となっており、申請書と記載が異なる。・P149 1 行目 「防

潮堤損傷(津波高さ T.P.＋24m 以上)」とあるが、申請書では「防潮堤損傷(津波高さ T.P.＋24m

超過)」となっており、申請書と記載が異なる。4-1.2.5 有効性評価に用いた解析コード・P289 

(3)「「反応度の誤投入」の評価については、制御棒誤引抜き時の炉心の出力変化等を解析するこ

とが可能な APEX を使用している。」とあるが、申請書では APEX 及び単一チャンネルの燃料エン

タルピを解析する SCAT（RIA 用）を使用しているとなっている。4-1.2.4.4 反応度の誤投入・

P285 2 行目 「原子炉圧力容器の蓋は閉止状態とし、原子炉水位は通常運転水位とする。」とあ

るが、ＲＰＶ蓋の開閉状態や原子炉水位は特定していないため、この記載は不要と思われる。4-

4.14 電源設備及び電源の確保に関する手順等・P431 a.4 行目 「給電の確認等を計 3 名によ

り、4分以内に実施する。」とあるが、申請書では給電の確認等を計 1 名により、4 分以内に実施

するとなっており、申請書と記載が異なる。・P431 a.8 行目 「給電の確認等を計 4名により、

92 分以内に実施する。」とあるが、申請書では給電の確認等を計 3名により、92 分以内に実施す

るとなっており、申請書と記載が異なる。・P432 g.6 行目 「給油等を計 2 名により 110 分以内

に実施する」とあるが、申請書では給油等を計 2 名により 120 分以内に実施するとなっており、

申請書と記載が異なる。4-1.2.1.3 全交流動力電源喪失・P165 5 行目 「さらに、「全交流動力

電源喪失（長期 TB）」に直流電源の喪失及び原子炉隔離時冷却系の本体故障」となっているが、

ＴＢＤは直流電源の喪失が重畳するシーケンスであり、ＴＢＵは原子炉隔離時冷却系の本体故障

による高圧注水失敗が重畳するシーケンスであるため、「直流電源の喪失又は原子炉隔離時冷却

系の本体故障」が適切と考えられる。・P166 丸 3 6 行目及び P175 丸 3 7 行目 125V 系蓄電池

A 系のみが記載されているが、逃がし安全弁（自動減圧系）による減圧は、125V 系蓄電池 A 系

もしくは 125V 系蓄電池 B 系どちらかの給電により可能であり、申請書では A系及び B系を重大

事故等対処設備として位置づけている。4-1.2.1.7 格納容器バイパス（インターフェイスシステ

ム LOCA）・P210 ※32 2 行目、4 行目 「自動起動に期待できないため」となっているが、申請

書では「保守的に機能喪失としたため」となっており、申請書と記載が異なる。4-1.2.1.8 津波

浸水による最終ヒートシンク喪失・P216 丸 3 6 行目 125V 系蓄電池 A 系のみが記載されてい

るが、逃がし安全弁（自動減圧系）による減圧は、125V 系蓄電池 A 系もしくは 125V 系蓄電池 B

系どちらかの給電により可能であり、申請書では A 系及び B 系を重大事故等対処設備として位

置づけている。4-1.2.5 有効性評価に用いた解析コード・P288 丸 1-1 2 行目 「「高圧注水・減

圧機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」、「格納容器バイパス（インターフ

ェイスシステム LOCA）」の評価」とあるが、申請書では「高圧・低圧注水機能喪失」、「LOCA 時注

水機能喪失」についても SAFER を使用しているとなっている。4-1.1 事故の想定・P150 表 4-1 

「高圧注水・減圧機能喪失」の「選定理由」にて、「高圧・低圧注水機能喪失と同一の選定理由

となる。」とあるが、申請書では「起因事象として抽出された「過渡事象」、「通常停止」、「サポ

ート系喪失」のうち、事象進展が早い過渡事象を選定する。」となっており、申請書と記載が異

なる。・TBD と TBU を分けて記載しているが、申請書では一つの事故シーケンスグループとして

いる。 

803E309 

原発は必要ありません。現在あるものは廃炉に。新しく原発を作る必要はありません。既知のこ

とでしょうが、海外では再生可能エネルギーへの転換が進み、技術も日進月歩の勢いで成長し、

新しい雇用を創出し、経済成長の一翼を担っています。一方原発にとらわれた日本は、東日本大

災害の被害者も放置し、破損した原発の処理も対応できていません。放射能汚染された土や水を

どうするのか、核のゴミ処分はどうするのか、重要な課題を棚上げしたまま、原発を動かすなん

て自殺に等しい行為ではありませんか。日本の国土を汚染し、国民の命・健康を損なうリスクの

ある原発を稼働してまで電力を得なくても、他にも電力を得る選択肢はいくらでもあります。新

しい産業分野である再生可能エネルギーでも日本の技術は海外に負けないはずです。原発をこれ

以上増やさないでください。日本の国土を美しいまま次世代に引き継いでください。 
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803E310 

東京の電気を作ってもらい、本当に申し訳ない思いです。電力会社は再エネ率の高いところに既

に乗り換えましたが、再稼働は絶対にやめてほしいです。原発を動かすと必ず出るのが使用済み

核燃料。すでに日本には 5万体以上の使用済み核燃料がある。処理することができないので次の

世代に渡すしかない。解決できない問題がいつまでも先送り。高濃度の汚染水のタンクは今日も

増え続けている。原発運転が始まってからの 60 年間でスリーマイル、チェルノブイリ、福島と

いう重大事故が 3回も起こってしまった。絶対に壊れないものはない。福島原発事故で原子炉の

下に溶けて落ちた核燃料がどのくらいの量でどのような状態なのか未だにわからない。それを取

り出す方法も保管する場所も目処が立っていない。世界有数の火山国の日本で原子力発電を続け

ることなど愚の骨頂だと思います。 

803E311 

6 月の実験において、ブローアウトパネルの扉を開閉するチェーンの破損により、本来の開閉操

作を行うことが出来なかったと聞いている。ブローアウトパネルは、水素爆発を回避したり屋内

の作業員の被爆を抑えるためにも確実に操作できることが要求される。実験の後、抜本的な対策

は取られたのか。さらに 6月と同じ環境下で再実験を行い稼動確認が取れたのか。万一確認出来

ていないのであれば、絶対に再稼動させるべきではない。 

803E312 
東海村のとなりの街の幼稚園です老朽化した原発を再稼働するのは絶対に反対です。子どもの未

来のためにも、反対です。再稼働はさせないでください住民の願いです。 

803E313 

4-4.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備及び手順等・P400 9行目 「計

測誤差を考慮した上で、0～20vol%を計測範囲としている」としているが、申請書では、0～10vol%

と 0～20vol%の計測範囲の 2 種類の濃度計となっている。4-4.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備及び手順等・P426 丸 1 及び丸 2 「可搬型代替注水中型ポンプの起動等を計 10

名により」となっているが、申請書では可搬型代替注水中型ポンプの起動等を計 9 名となってお

り、申請書と記載が異なる。4-4.15 計装設備及びその手順等・P441 表 4-4.15-1 の「最終ヒー

トシンクの確保（格納容器圧力逃がし装置）」欄に「フィルタ装置スクラビング水温度」の記載

が漏れていると思われる。3-4.2.3 外部火災に対する設計方針・P84 イ.6 行目 「これらを基

に設定している。」とあるが、申請書では、これらを基に設定していることに加え、卓越風向に

ついては、より発電所周辺の状況を考慮するため、発電所の過去 10 年間の観測データも参照し

ているとなっており、申請書と記載が異なる。・P87 「ｂ.発電所敷地内の危険物による火災の

設定」とあるが、申請書では、発電所敷地内の危険物による火災及び爆発の設定について記載し

ている。また申請書には、発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等のガス爆発を想定し、危険

限界距離を算出している旨を記載しており申請書と記載が異なる。・P91 11 行目 「再循環運転」

とあるが、申請書では「閉回路循環運転」となっており、申請書と記載が異なる。3-3.2 耐津波

設計方針・P63 「鋼製防護壁の可動式止水板については、１ブロック規模の振動試験を実施し

地震時の変位追従性を確認する方針であること、また、止水対策の多重化については、一次機構

である可動式止水板及び二次機構である止水膜等を設置する方針であることを示した」とある

が、鋼製防護壁の可動式止水板については、２ブロック規模の振動試験を実施し地震時の変位追

従性を確認していること、二次機構にはシートジョイントを採用する方針であることから、「鋼

製防護壁の可動式止水板については、２ブロック規模の振動試験を実施し地震時の変位追従性を

確認する方針であること、また、止水対策の多重化については、一次機構である可動式止水板及

び二次機構であるシートジョイント等を設置する方針であることを示した」が適切と考えられ

る。 

803E314 

新規制基準でも可燃性ケーブルはだめとされているそうですが、東海第 2 の可燃性ケーブルを

全部難燃性ケーブルにすることは事実上不可能です。 なぜならケーブルの全長は原発 1 基あ

たり１千～２千ｋｍ。 安全上重要なケーブルだけでも数百ｋｍ。  これらの交換は、大変な

被曝労働を要求。また実現するとしたらすさまじいコストがかかります。 東海第 2には再稼働

適格はありません。 
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□「日本原子力発電株式会社  東海第二発電所の  発電用原子炉設置変更許可申請書  

（発電用原子炉施設の変更）  に関する審査書（案）」  （平成３０年７月４日）への意見

今回の原子炉設置変更許可申請を認めることに反対します。東海第二発電所は、首都圏に近く、

重大な事故が発生すれば、その影響は予測ができません。また、周辺自治体の避難計画も、ほと

んどできていないようです。重大事故等への対処について、審査書では 481 ページ「・・・手順

書を整備する方針」、482 ページ「・・・体制を整備する方針」、483 ページ「・・・設備及び資

機材の整備を行う方針」と、手順書、体制、資機材のいずれについても、「整備を行う方針」だ

けで「適切なもの」だとしています。福島原発事故から、すでに７年たち、また、原子力規制委

員会の審査基準がきめられてからも、すでに何年もたっています。この時点で、まだ、「方針」

だけで「適切」とするわけにはいきません。手順書などが、できてから、その内容も含め、再度

審査しなおすべきです。 

803E316 

審査書案 100 ページについて、原発内に敷設された非難燃性ケーブルを難燃性ケーブルへ取替

することは事実上、困難であるため、苦肉の策として日本原電が考えた防火シートを巻いた複合

体で同等の特性をえられるとした案を了承した内容になっています。これは新規制基準における

難燃性ケーブル義務付けの原則から外れており、認めないようにすべきです。日本原電の試験内

容はケーブルの一部分のみの耐性を確認した内容であり、実際に敷設された非難燃性ケーブルの

長さに比べ短すぎます。また試験と同じように巻きつけることが敷地内全て可能なのか検証でき

たのでしょうか。それから結束ベルト及びシート押さえ器具の耐性について地震の揺れや海岸近

くの施設であることも考慮された試験になっているのでしょうか。また、これらのメンテナンス

はどうなるのでしょうか。原則から外れた案を、安易に良しと判断するのは、トラブルの原因と

なります。ぜひ、この部分においては更なる検証を重ねた上で審議頂きたいと考えます。 

803E317 この原発はもう古過ぎるし、存在自体、危険です。再稼働させないで下さい。 

803E319 

p.187～p1 東海第二発電所では、新たに格納容器圧力逃し装置が設置されるというが、格納容器

外の箇所で漏洩が発生した場合は、どうするのか。福島原発事故で想定外の事故が発生した場

合、対処の仕方に限界があることを学んだのではないか。貴原子力規制委員会の対策があまりに

もずさんに思える。p.215 基準値を超える津波が発生した場合、東海第二発電所に重大事故が発

生することは、当然予測される。その場合、原子力研究開発機構・核燃料サイクル工学研究所で

も、同確率で重大事故になり得る。双方を連携させた事故対策が必要だと思う。福島原発事故が

全く教訓化されていないように思える。 
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○意見提出箇所（全体）原子炉設置変更許可の審査では経理的基礎が含まれています。原電は

1,740 億円もの安全対策費を銀行から借り入れできませんでした。原電は、保有する 4つの原発

が動いておらず、東電、関電などからの基本料金でかろうじて破たんを免れている状況です。銀

行が融資を断念した段階で原電には経理的基礎はないと判断すべきです。東電と東北電が経済的

支援の意向を表明する文書を提出し、「借入金による調達の見込みがあることを確認した」こと

になっていますが、そもそも東電には巨額の公的資金が注入されており、他社の原発を支援する

ことは許されません。その費用は福島第一原発事故の被災者への賠償へ回すべきです。○意見提

出箇所（33 ページ）原電は当初、 原発敷地内で液状化が発生する可能性はない前提で「盛土防

潮堤」を採用するとしていました。審査の過程で規制庁から液状化の可能性について指摘を受

け、地盤改良を行い支持杭形式の「鉄筋コンクリート防潮壁」を設置する方針としました。この

設計変更により、低レベル放射性廃棄物埋設事業所が防潮堤の中に含まれるルートから周辺を避

けるルートに変更されました。液状化が懸念される地盤に原発を立地すべきではないこと、防潮

壁の設計変更により敷地内に地下水が溜まり、水位を上昇させてしまうリスクが高まること。津

波の発生時に低レベル放射性廃棄物の流出が懸念されること。以上の対策が明らかでないうちに

設置許可が行なわれるべきではない。○意見提出箇所（402、416 ページ）ブローアウトパネル

は、配管破損事故時に流出する水蒸気や炉心溶融事故で発生した水素が建屋に留まり、建物損壊

や水素爆発を起こすことがないように開く設計になっています。また、「閉止の必要があるとき

は容易かつ確実に閉止操作ができること」が要求されています。放出後は速やかに閉まられなけ

ればなりませんが、実施試験において扉のチェーン破損により完全には閉止しませんでした。改

善策や再検証が行われない段階で設置許可は行なわれるべきではない。○意見提出箇所（240 ペ

ージ）炉心溶融事故が発生し、原子炉圧力容器から溶融燃料が流出した場合、審査書案では 「実

験的研究と分析から発生確率は極めて低いと判断されている」としたうえで、「申請者が水蒸気

爆発の発生可能性は極めて低いとしていることは妥当」 と判断しています。東海第二原発の格

納容器は MARK２型であり、事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水のため水蒸気爆

発の危険性が高い構造です。実機の条件を網羅した実験は行われていないなか設置許可は行なわ

れるべきではない。○意見提出箇所（413 ページ）福島第一原発事故では、高濃度汚染水の一部

が環境中に漏れ出しました。基準規則 55 条は、格納容器の破損に至った場合等において、「工場

等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない」としていま

す。格納容器上部が破損し放射能が放出した場合、原電の対策は、それを放水砲で叩き落とすと

いうだけで、高濃度汚染水への抑制対策がされていません。○意見提出箇所（98 ページ）東海第

二原発は、非難燃ケーブルが多く使われており、これを難燃ケーブルに置き換えることを要求し

ています。全長約 1400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取

り換える」ものが 40％、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳です。また、何にも対策しな

いケーブルが 45％以上になります。防火シートで巻く対策では、防火シートを通してケーブル

が加熱され、被覆材が熱分解を始め、条件次第では火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極

めて困難となるといった状況が懸念されます。防火シートによって延焼は防げたとしても、被覆

が損傷しケーブルの機能が失われ、プラントの状態がわからなくなったり、機器の速隔制御が不

能になったりする可能性があるため、火災防護基準に厳格に従うべきです。○意見提出箇所（全

体）東海第二原発は、2018 年 11 月 28 日で運転開始後 40 年の寿命を迎えます。原発から 30 キ

ロ圏内には最も多い 96 万人が居住しており実効性のある避難計画がありません。重大事故を想

定した避難計画を含む原子力防災計画が適切かつ実効性のあるものがどうかを確認する法的手

続きがなく、審査の対象とされないのは重大な欠陥です。周辺自治体６市村と再稼働の事前同意

について新協定を締結していますが、水戸市議会では６月に、「住民理解を得ないままの再稼働

は認めない」とする意見書を可決しており、同意が得られる見通しは立っていません。また、福

島第一原発事故の検証と事故被害者への賠償等が収束していないなか、福島第一原発と同型で老

朽化している東海第二原発を再稼働させるべきではありません。以上 
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経理的基礎の審査について（１）1）経理的基礎に係る意見を受け付けること。 審査書案に対

する意見募集は、原子炉等規制法第 43 条 3 の 6 第 1 項各号の許可基準に係る規制委員会の審査

に対して広く国民の意見を求めるものである。「審査書案」とは【別紙 1】「法律に規定する許可

の基準への適合について（案）」のことである。 この審査書案の 1 および 2 を除外し、国民か

らの意見募集を 3～5 関連の「添付」に係る「科学的・技術的意見」に限定し、原子炉等規制法

第 43 条 3 の 6 第 2 項（経理的基礎に係る部分）の審査についての意見を受け付けないのは恣意

的であり理由がない。 東海第二発電所の設置変更許可申請にかかる法第 43 条 3 の 6 第 2 項

（経理的基礎に係る部分）「その者に発電用原子炉を設置するための経理的基礎があること」の

審査について更田規制委員長は「他の事業者と大きく異なる」（平成 29 年 11 月 15 日記者会見）

とした。 規制委員会が公開性・透明性を旗印にして国民からの意見募集も任意で行っている以

上、そして当該申請者の経理的基礎が他の事業者とは大きく異なることを規制委自身が自覚して

いる以上、許可要件のひとつである経理的基礎の規制委員会の適合性判断について国民の意見を

受け付け、それに答える説明責任がある。2）経理的基礎に係る審査を「外形的審査」とするの

は法の趣旨に反し無効である。 規制委員会の審査は法第 43 条 3の 6 第 1 項の 1 号から 4号ま

での「各号」にもとづいて行われなければならない。 法第 43 条 3 の 6 第 2 項で経理的基礎が

あることを許可要件とする趣旨は「原子炉の設置には多額の資金を要することにかんがみ、申請

者に原子炉の設置、運転をするに足りる充分な資金的裏付けがあることを要することとし、これ

を欠いた場合には事業遂行の基礎そのものを失う」ことから審査にあっては「申請者の総合的経

理能力及び原子炉設置のための資金計画を審査することとしたもの」とされる。 また、規制委

員長は「安全に係る規制当局としては、安全上の充分な投資ができない主体に対して原子炉のよ

うな潜在的に大きなリスクを抱える施設の運用を認めることはできない」（平成 30 年 3 月 20 日

記者会見）とも発言していた。 しかし規制委員会はその審査過程において「日本原電のような

ケース（債務保証）を制度がそもそも想定していなかったと想像される」「明確なものが制度の

中に埋め込まれていない」と制度の不備であるかのように言い、さらに自らの「設置許可段階で

は細部の基準を定めていない」とし、「審査は外形的なものにならざるを得ない」とした（規制

委員長記者会見）。 土地・建物など固定資産の全てが担保にとられており、現預金 141 億円の

うち 80 億円も担保にとられている財務状況の中で、さらに 1,740 億円の大半を借入ないしは前

払金でまかなう企業に潜在的に大きなリスクを抱える原子力施設の運転の資格はなく、法第 43

条 3 の 6 設置許可要件の第 2 号経理的要件を満たさない。今後さらに特定重大事故対処設備に

500～1000 億円必要であり、経営の見通しはないはずである。 工事資金の借入に取引銀行から

第三者債務保証を求められるようなケースは「制度が想定していなかった」（制度の不備）ので

はなく、制度的にそもそも申請する資格がないことを意味し、「充分な資金的裏付けを欠く場合、

事業遂行の基礎そのものを失い、施設の運用を認めることはできない」というのが法にもとづく

審査である。 「細部の基準を定めていない」のは制度の不備ではなく、他の各項について規制

委員会が規則、細則、審査ガイドを定めたのと同様に経理的基礎に係る基準規則・審査ガイドを

制定していない規制委員会自身の不備である。このような不備の下で行われた審査は無効であ

る。 
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経理的基礎の審査について（２）3）当該申請者は日本原電（株）であり「その者」の経理的基

礎の審査が行われなければならない。 申請者である日本原電自身に「経理的基礎がある」こと

が証明されなければならず、それをどのように審査し判断したのかを規制委員会は国民に説明す

る責任がある。 第一に上記 2）の通り、設置許可基準の法の不備ないしは細部の基準がないと

の理由で、経理的基礎に係わる審査を「工事に要する資金の調達」だけに限定していることは恣

意的で、法の趣旨に反する。法は恣意的な解釈よる行政審査を容認しない。 第二に、当該発電

所の受電電力会社が資金支援を行う「意向があること」をもって「借入金による調達の見込みが

あることが確認できた」とし、もって申請者自身に「経理的基礎があると認められた」とするの

は論理飛躍（錯誤）である。 審査の過程で規制委員長は「申請者以外のところを巻き込んで経

理的基礎の審査を行うというのは設置（変更）許可という仕組みでは困難である」（平成 29 年 11

月 22 日記者会見）と発言しているが、法が「その者に経理的基礎があること」となっている以

上、「設置する者」以外の要件をもって「その者に経理的基礎がある」とするのは法的に無理が

ある。4）経理的基礎の審査過程はまったく不透明である。 申請者の経理的基礎があるかどう

かの審査においては、申請者の説明資料はほぼ白塗りでまったく明らかでなく、それを審査した

はずの審査書案は「工事資金の調達に係る自己資金及び外部資金の状況、工事に要する資金の

額、調達計画等から」と記述されるのみで、まったく透明性がない。 このような不透明な審査

は、規制委員会設置による国民の信頼性の回復を失墜させ大きな禍根となる。直ちに申請者の事

業収入計画、借入金返済計画・前払金処理計画を公開させること、規制委員会がそれに対してど

のような審査をおこなったかを明らかにされたい。 

803E323 

今年 11 月に運転開始から 40 年を迎える東海第 2 原発は、首都圏で唯一の原発でありこれまで

も数々のトラブルを起こしてきた危険な老朽原発である。30 キロ圏内には 96 万人が居住し、実

効性のある避難計画の策定は不可能である。周辺自治体も避難計画の策定を進めているが、極め

て難航しているのが実態である。万一事故が起きた際、災害対策本部を茨城県庁からつくば国際

会議場に移すという計画であるが、県庁機能を動かさなければならない距離に原発が所在してい

ること自体、異常である。危険な東海第 2 原発は止まったまま廃炉にすることが妥当であり、再

稼働はするべきではない。審査書案（P99）では、「非難燃ケーブルについては、非難燃ケーブル

及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い、結束ベルト及びシート押さえ器具により固定

することにより複合体を形成する」としている。原発におけるケーブルのすべてを難燃ケーブル

に交換することが困難であるための処置に過ぎず、ケーブルが発熱した際の変形や発火はしない

という保障はされず、安全上に大きな問題がある。難燃ケーブルへの交換ができないような原発

は再稼働を進めるべきではない。 

803E324 

科学的・技術的意見の前に、そもそも東海第二原発を動かす理由がないことを肝に銘じるべきで

す。1，現在の日本は原子力発電を必要としていません。現に事故後約 2 年近く前原発が停止し

ていても停電はありませんでした。2，事故があれば壊滅的な被害をもたらし、しかもそれが人

間の寿命をはるかに超えた時間継続するということが、東電の事故で判ったはずです。3，これ

まで原子力発電は安価でクリーンと宣伝されてきましたが、それは全部嘘だったことが東電事故

後ハッキリしました。4，日本原子力発電は自力で発電を続けられません。事故によって多額の

負債をおい、政府のてこ入れがなければ立ちゆかないような、東電が資金援助をするなど、消費

者にも大いに負担をかけています。5，東海第二は人口密集地に近く、もし事故があった場合に

避難のみならず、移住を迫られかねませんが、100 万人以上の住民をどのように避難させるのか、

或いは汚染は長く続きますから、移住しなければならない場合は、移住先をどうするのか、全く

検討されていません。ＩＡＥＡの五重の防護規定にも反しますが、規制委員会はこれを審査して

いません。6．30 年以内に大地震が来る可能性が高いと言われていますので、動かさず、地震が

来ても安全なように今から対策をたてておくべきです。例えば使用済み核燃料を空冷にする必要

がありますが、再稼働してしまえば、それらの燃料は数年は水冷にしておかなければなりませ

ん。7，そもそも日本中にある使用済み核燃料を何処に置くかも決まっておらず、数十万年にわ

たって安全に保管できる場所はありません。以上再稼働する理由がありません。 
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803E325 

１．（基準地震動の策定）P15～211）震源を特定して策定する地震動のプレート間地震の断層モ

デル手法においてＳＭＧＡの位置を最も敷地近傍に近づけたケースを想定し短周期レベルの不

確かさを考慮して 1,009 ガルの地震動評価を導いている。 50km 四方の均質なアスペリティー

を想定し、そこから一様な地震動が生成されると仮定して震度を精度よく算出するＳＭＧＡモデ

ルでは、2011 年東日本太平洋沖地震の２波（女川沖）３波（茨城沖）と続いた小さな破壊域から

発生した強震動パルスが再現できない。 原子炉施設の耐震設計では震度を計算するのが目的で

はなく、耐震検討用の地震動計算が目的である以上、一辺数 km という小さなアスペリティー領

域から発生する強震動パルスが再現できるＳＰＧＡモデルを使って耐震設計用地震動を計算す

る必要がある。そうすると敷地下のプレート境界 60.4km にＳＰＧＡモデルによる強震動パルス

生成域を置いて計算されなければならない。 耐震評価に必要な強震動パルスが再現できないモ

デルによる基準地震動の策定は最新の科学的知見にもとづいていない。すでに港湾等の耐震設計

基準に採用されているＳＰＧＡモデルをどうして追加しないのか説明されたい。2）他方、震源

を特定せず策定する地震動では、震源と活断層の関係がわかっていない１６地震を検討用地震と

して検討するようわざわざ規制委員会がガイドに示しているにもかかわらず、申請者は地質・地

質構造や応力場が違うとか、地盤同定モデルがうまくあわないとかの理由から１４地震の地震動

を検討から外している。地震観測網が整備されたここわずか２０年程度の限られた地震動データ

で最低限の考慮すべき地震動１６が明記されている以上、すべての観測記録を基準地震動に取り

込んで検討されなければならない。 特に東海第二から最も近く 2011 年 3 月 19 日発生した茨

城県北部地震（IBRH13 高萩）の地震動については、安易に「信頼性のある地盤モデルが構築でき

ず、はぎとり解析による基盤地震動の評価は困難」などとして切り捨ててはならない。 日本原

電による地震動評価は審査ガイドに反しているばかりか、真剣に災害を防止しようとする検討姿

勢が見られず不十分な基準地震動策定手法による耐震評価であり、審査はそれを容認したもので

ある。２．（耐津波設計）P215 当該東海第二発電所では基準津波 17.1m としながら、24m の津

波が防潮堤を越えて敷地に遡上することを前提に津波浸水による最終ヒートシンク喪失が重大

事故シーケンスに追加され、炉心損傷対策が策定された。24m の津波を想定しているのであれば

どうして 24m の津波に耐えられる防潮堤（防潮壁）を作らないのか、あるいは作らせないのか。

はじめから越えられる可能性のある防潮堤を前提にした安全対策は本末転倒である。３．（基本

設計の審査について） 基本設計の旧さによる脆弱性を評価しておらず、最新の知見・技術水準

からの審査になっていない。 2011 年東日本大震災で被災した当該東海第二発電所では、非常

用Ｄ／Ｇ冷却用海水ポンプ３台のうち１台が水没して非常用ディーゼル３台のうち１台が機能

喪失した結果、原子炉の重要なポンプ４台のうち３台が機能を喪失している。さらに格納容器空

調も片肺しか動かずに上部の温度上昇を招いている。これは基本設計における機器の「多重防

護」が機能しなかったことを実証している。審査ではこの検証がなされた形跡は見られない。後

段のシビアアクシデント対策をしたからよいというものでなく、基本設計における多重性が確保

されているかの評価がされなければならない。 また、安全設備（電源室や非常用ディーゼル）

の一室集中や地下設置は、分散配置などの変更がなされないままの弥縫策に終止している。ケー

ブルの難燃化は最悪で、申請者は恣意的に安全系と非安全系に区分して安全系の 52％を難燃ケ

ーブルに交換とするが、総延長 1,400km のわずか 15％しか難燃ケーブルに取り替えないという

のは、1980 年代に標準化され、安全系・非安全系を問わず難燃ケーブル使用という技術標準か

ら落ちこぼれており、バックフィットとしての新規制基準の考えから逸脱している。４．（東海

再処理施設の同時発災について） 東海第二発電所から 2.7km に東海再処理施設があり、規制委

員会が「潜在的ハザードリスク」とした高レベル放射性廃液が存在している。再処理施設は廃炉

措置にかかわらず高レベル放射性廃液のガラス固化が続く以上、東海第二発電所の審査にあたっ

て同時発災時のハザード対策の検討がなされていないのは審査の重大な欠落である。 
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803E327 

・史上最悪の福島第一原発事故を起こし、原子炉の制御に失敗してその事故収束のめどさえ立た

ないまま莫大な公的資金を投入して救済され、また事故により東日本を広く汚染し、住民や環境

に甚大な被害を与え、現在も各地で刑事・民事訴訟の被告として訴えられてさえいる東京電力

が、その被害者をも含む電力消費者から徴収する電気料金を前払いしたり債務保証したりして、

日本原電の融資保証をすることを前提に成り立つような会社が原発を再稼働することなど許さ

れない。・住民が被ばくせずに安全に避難することができないことが前提の避難計画に実行性が

なく、IAEA の 5 層の多重防護基準を満たしていない。・千葉県や茨城県沖では地震が頻発してお

り、巨大な津波に襲われることが十分に想定されるのに、防潮堤などの対策がおざなりである。・

老朽化した沸騰水型格納容器を持つ東海第二原発が、そもそも東日本大震災で福島第一原発並み

の大事故が免れたのは、僥倖としかいえない。 311 後各地の原発で発覚したケーブルの耐火性

不足などの問題も改善されていない。以上の理由により、東海第二原発の再稼働は許可されるべ

きではない。 

803E328 

４０年という老朽化している東海第二原発を延長させること自体間違っています。日本原電にも

はや経理的基礎はなく、東電から巨額の支援を得ているということは私達の支払う電気料金から

の横滑りです。この会社には経営的に破綻が来ているということです。ケーブルの問題もありま

すね。防火シートを巻くなどという初歩的な処置では事故に十分の対応ではありません。防潮堤

も建設にあたって地下水の問題が出てきましたね。これにより事故時には施設が地下水で浸水し

てしまいます。福島原発事故のことを思い出します。そもそも住民のための電気エネルギー発電

所が、事故時には住民を避難させられきれないという重大な恐れを常に持っている事自体間違っ

ています。東海第二原発近辺３０キロメートル圏内の住民９６万人の避難が完全に可能ではあり

ません。障がい者などを屋内退避させるなどもってのほかの人権問題です。よって、東海第二原

発を再稼働させることに反対します。 

803E329 

59~60 ページ、東海第二発電所敷地外で漂流する可能性があるものとして、複数の物の検証がさ

れているが、当発電所の北南それぞれに位置する日立港、常陸那珂港に停泊中の大型船舶が津波

によって漂流し、発電所敷地に影響を与える可能性が検証されていない。東日本大震災で、岩手

県で現実に発生している事象であり、検証する必要がある。 

803E330 

審査書 282 頁について、「また、（中略）燃料有効長頂部まで原子炉水位が低下するまでの時間は

２時間以上であり、確認後、原子炉注水操作及び原子炉冷却材流出の停止操作に必要な時間（約

1.1 時間）に対して、時間余裕がある。」とある。一方、281 頁には、「運転停止中における原子

炉水位の確認は運転員により１時間ごとに確認を行うことから、水位低下の確認は、事象発生か

ら１時間後とする。」とある。これを踏まえると、水位低下の確認後注水操作及び流出の停止操

作が実施されるのは 2.1 時間後であり、燃料有効長頂部まで水位が低下する時間である２時間

（以上）に対して、時間余裕があるかが読めない。また、281 頁には「待機している残留熱除去

系（低圧注水系）による注水は、（中略）事象発生から２時間後とする。」との記載もあるが、こ

ちらも時間余裕があるかが明確でない。燃料有効長頂部まで水位が低下するまでの時間として、

２時間以上としている数値を再度確認し、時間余裕があることが明確に分かるように記載すべき

である。 

803E331 

当初から事故続発で４０年で廃炉の原則を ２０年も延長することの危険性 可燃性ケーブル

という致命的欠陥（新規制基準で 可燃性は×と定めたのに 防火シートで巻くという安全性か

らの後退） 今も頻繁に地震がおこる立地 周辺１００万人の避難計画は非現実的 ・・・ ど

れ一つ解決できたものはありません 福島第１の事故の処理のめどもたたず コストも増え続

け 今もこれからもだれも責任を取りません。つぎこまれるコストを 再生可能エネルギーにシ

フトできないのでしょうか？日本の技術がすすめば 世界をけん引できるでしょう。経済も雇用

も生まれます。 
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803E332 

III-5「発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止」及び III-14「安全保護回路」III-5 に

は「３．発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る

情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けるこ

とがないように、当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。」、また

III-14 では「２．安全保護系のデジタル計算機は、外部ネットワークへのデータ伝送の必要が

ある場合は、片方向のみの通信を許可する防護装置を介して通信を送信のみに制限することで 

機能的に分離する設計とする。」と記載しているが、この程度の防御策でサイバーテロを防ぐこ

とは、過去のサイバーテロの事例を見れば不可能である。（理由）情報システムは、外部からの

アクセスを遮断するだけでは、新規稼働あるいは変更に対応できない。使用していく上では必ず

何らかの形での更新が必要となり、その際には受信(あるいは入力)作業が必要となる。以前私が

提出したパブコメへは、「核物質防護対策としては、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防

護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムに対する外部からのアクセスを遮断

する方針であることを確認 しています。」と回答されていたが、私は、そもそも外部からのアク

セスがない情報システムなど存在しないと考えている（インプットのないアウトプットなど考え

られるだろうか）。何らかの形でインプットが必要となるわけで、その場合、サイバーテロのよ

うに悪意ある侵入を行うのであれば、インプットを行うタイミングを狙って、内部に協力者を作

り、USB メモリーなどの外部媒体を使って侵入することも（過去にいくつも事例がある）、イン

トラネットに接続されることを期待して従業員の所有するスタンドアローンの PC にウィルスを

仕込み、内部に侵入する機会をうかがうこと（これも多くの事例がある）も考えられる。記載さ

れているようなセキュリティ管理程度では外部からの悪意ある侵入を防止できない。 
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803E333 

III-14「安全保護回路」[     意見] 「３．安全保護系のデジタル計算機は、固有のプロ

グラム言語を使用し、一般的なコンピュータウイルスが動作しない環境となる設計とする」と記

載している。「固有の」は、前回のパブコメへの貴回答で「汎用品のソフトウエアではないとい

う意味」であるとお答えになっている。しかしそのような「固有の」プログラム言語を使うとい

うのであれば、前回も意見を述べさせていただいたが、以下の理由から非現実的と考えられる。

また、コンピュータウイルスからの防御をプログラムの固有性で解決しようとする根拠について

は前回のパブコメへの貴回答でもお答えを頂けなかった。どうして固有性によって防御できるの

か、その根拠を示していただきたい。（理由）長期にわたる維持管理（システムメンテナンス）

を考えれば、閉じたシステムや言語体系を維持管理していくことは、供給する側も維持管理する

側も多大なリスクを抱えることになる。また、このような閉じたシステムや言語体系によって開

発されたシステムや言語体系は、当然のことながら多くのバクを抱えており(初期不良)、そのた

めの危険性も増大する。上記意見は、川内原発や刈羽柏崎に関するパブコメでも提出したが、川

内原発のパブコメに対し貴委員会は「安全保護系に使用するプログラムは従来から使用実績があ

るものであり、検証及び妥当性確認がなされたソフトウエアを使用するとしていることを確認し

ています（P133）」と回答されて以降、私の上記意見・疑問にはお答えを頂いていない。川内原

発に関するパブコメへの貴回答に対し、「「固有の」と書かれていることと矛盾するのではない

か。」との疑問を提起したが、これに対するお答えもいただいていない。また、「固有のプログラ

ム言語」を使うと、なぜコンピュータウィルスが動作しない環境になるのかも疑問である。一方

で、川内原発時は「従来から使用実績があるもの」ともおっしゃっている。そうであれば、（貴

論理からすれば）いよいよコンピュータウィルスには対応できないことになる。もちろん、サイ

バーテロに使われるコンピュータウイルスは国家レベルで開発していると考えられるし、であれ

ば「一般的」なものなどないだろう。従来型のコンピュータシステムであれば、どのように特殊

化・固有化してもウィルスをもぐりこませることは可能であるし、そうした事例が各国から報告

されていることはご存じであろう。STUXNET による原子力発電所への攻撃以降、サイバー攻撃の

ための技術は年々強化されているとみるのが妥当だと考えられる。なお、私の掴んでいる事例だ

けでも、以下のようなものがある。2014 年 1 月 28 日：もんじゅの業務用パソコンへウィルスが

感染 2014 年 8 月：ベルギーの発電所の蒸気タービンに対する破壊工作の可能性 2014 年：ベルギ

ー原子力発電所で、イスラム原理主義信奉者、2012 年以来セキュリティの厳しい区画で就労し

ていたことが発覚 2014 年 5 月：ウクライナにおいて武装活動家が原子力施設内に侵入・占拠

2015 年 11 月：ウクライナにおいて国内の送電線の鉄塔が襲撃され、原子力発電所の送電網・外

部電源が喪失 2014 年 12 月以降：韓国の原子力発電所に対する複数会のサイバー攻撃 2016 年４

月：ドイツ原子力発電所におけるウィルス感染発覚 2017 年 5 月以降：アメリカのエネルギー施

設を狙ったサイバー攻撃 

803E334 

ブローアウトパネルは水素だけではなく大量の放射能も外部に放出する。この際、放水砲で外か

ら水を掛けて放射能の拡散を防ぐことになっているが、この様な手段で本当に防ぐことが出来る

のか。具体的にどの程度の効果が得られるのか実証データのエビデンスに基づいて科学的に説明

してほしい。出来ないのであれば、実現性のない対策を恥ずかしげも無く示すことは止めるべき

だし、絶対に再稼動を認めるべきではない。 
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803E335 

私たち茨城県生活協同組合連合会（県内 16 会員組合員数 138 万人）は、「食の安心・安全」の取

り組み、「食料と農業」に対する取り組み、「ピークアクションや核兵器廃絶・ヒバクシャ国際署

名などの平和」に対する取り組み、「災害時緊急支援物資協定・地域見守り協定」の全市町村と

の締結、そして「子供食堂」など、「誰もが安心して暮らせる地域づくり」に取り組んでいます。 

2011 年の福島第一原子力発電所の事故は、私たちの住む茨城県にも放射能汚染をもたらし、多

くの県民に健康への心配と共に食の安心・安全への不安をもたらしました。また茨城の農業、畜

産業、水産業、林業でも、大きな打撃を受けました。 未だに、6 万人もの人達が避難生活を余

儀なくされています。未だに、汚染水対策はじめ事故原因も明らかにされていません。そして、

私たちは「物事に絶対安全はない」ことを学びました。福島第一原発事故後、私たちは会員生協、

他の協同組合の仲間と共に、「福島子供保養プロジェクト」など被災者の生活支援、再生可能エ

ネルギーの普及、節電等について取り組んできました。 福島第一原発と同じ「沸騰水型」で、

稼働から４０年が経過する老朽化した原発です。 東海第二原発から３０キロ圏内には９６万人

が居住しており、福島原発事故のような過酷事故が起きれば、甚大な被害が引き起こされるのは

必至です。 避難計画の義務付けが義務付けられている１４市町村は、茨城県が２０１５年３月

にまとめた広域避難計画に沿って避難計画づくりを進めていますが、９６万人に実効性のある避

難計画を策定することは不可能です。 私たち茨城県生協連は、県民の命と暮らし、子どもたち

の未来を守るために、東海第二原発の再稼働・20 年運転延長に反対します。 

803E336 

1.日本原電の経理的基礎がない。・東海第２原発の安全対策費 1740 億円を銀行から借りること

ができないこと。・東電、東北電力からの経済的支援は、条件付きで確約ではないこと。・事故を

起こした東電が、日本原電の支援をすることはおかしい。そんなお金があるなら被害者の賠償に

使うべきだ。・万が一事故を起こしたときには被害者への賠償が発生するのだから、経理的基礎

をパブリックコメントの対象にすべきである。2.実効ある原子力防災計画は不可能。・病院、老

人施設、障がい者施設を含めた、実効ある避難計画など作成できるはずがない。・計画を作成し

ても、誰が適切で実効性があるかを判断するのか決まっていない。・重大事故を想定した原子力

防災計画が、審査の対象になっていないのは無責任だ。 

803E338 

100 ページ：原子力規制委員会は非難燃ケーブル及びケーブルトレイ不燃材の防火シートで覆

い、結束ベルト及びシート押さえ器具により固定することにより複合体を形成する方法を、十分

な保安水準が確保されると認めています。しかし、1980 年以前に建設された原発は、可燃性ケ

ーブルが使われ、かつ製造後 30 年以上経って劣化しています。火災防護基準に規定された難燃

性ケーブルの基準から外れています。このような例外措置を認めると、ブラウンズフェリー原発

のような火災につながる可能性があり、原子炉の冷却が不能となり、周辺住民が生存を脅かされ

る事態を引き起こしかねないと考えます。認めるべきではないと考えます。 

803E339 

99～100 ページ：火災の発生防止について原子力規制委員会は非難燃性ケーブルに防火シートを

巻く方法を認めていますが，これは，火災防護基準に規定された難燃性ケーブルを使用する原則

に外れています。ケーブルはあらゆるところに配線されていることから，すべてを防火シートで

覆うことは困難です。このような非現実的な方法では，緊急時には対応はできないと思います。

このような例外措置を認めると緊急時に予測できない事象が発生する可能性があります。このよ

うな安易な方法は認めるべきではありません。 

803E342 

炉心下にコアキャッチャーが備えられていない。その代わりとして炉心が溶融し燃料が流出した

場合にはペデスタル部に張った水で冷やすことが想定されているが、この仕組みでは急激な温度

上昇により水蒸気爆発が起きる可能性が高い。水蒸気爆発が起きないと断言できる、エビデンス

に基づいた科学的な証明・実験は為されているのか。国民に確りと示してほしい。 

803E343 

135から473ページ 格納容器圧力逃し装置詳細なタイムスケジュールを立てておられるようで

すが、事故が単独で起こればこの通りに動ける可能性も高いでしょうが、2011 年のような複合

災害のなかで起こった場合は、まず実行不可能と思われます。また、フィルターを通しても除去

しきれないキセノンなどの希ガス類は、風下の住民を被ばくさせます。格納容器内の放射性物質

を放出する場合は、周辺の住民への周知徹底をし、避難計画、それに関わっている行政との連携

をするべき。 

803E344 

215 ページ：基準津波を超え敷地に遡上する津波によって東海第二発電所に重大事故が発生する

場合、同確立で南に 2.8km に位置する旧・動燃の再処理施設」（現・原子力研究開発機構・核燃

料サイクル工学研究所）も重大事故となる。両者を連携させた事故対策が必要ではないか。 
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803E345 

以下の理由により、東海第 2 原発は、再稼働することに反対です。廃炉にしてください:原発の

建物が、老朽化しています。事故を起こせば、水蒸気爆発をしてしまう危険性があります。防波

堤も低すぎます。福島第 1原発では、防波堤が低いまま、改善もされないままであったため津波

を被り、電源が水浸しになり、故障し、電源喪失となり大事故となりました。避難計画を今回の

パブリックコメントの対象に含めていないのも問題。福島の事故でも、避難計画がなかったた

め、避難がおくれ、避難場所も誤ったため被ばくする人を増やしました。病院に入院している患

者など身体の不自由な人たち、状態の悪い人たちが亡くなったケースもありました。原子力規制

委員会の新規制基準が甘いことも問題で、これに合格しても安心などできません。福島の原発事

故の解明、検証もろくにされておらず、事故自体が全く解消していない段階からの再稼働は認め

ません。避難を続ける人たちも多数います。廃炉にしてください。日本のどこの原発も、住民が

近隣に住んでおり、福島の事故では大都市や遠方にも放射能汚染がおよびました。ホットスポッ

トもある。日本は地震の多い国ですから、事故が起きない保証は、原発にはありません。南海ト

ラフ地震はいつか必ず来ます。明日でもおかしくありません。以上 

803E346 

審査書案 P99 火災防護基準では難燃ケーブルの使用を義務付けているところ、同基準策定前に

建設された東海第２原発では可燃性ケーブル（非難燃などという珍語の使用はやめていただきた

い）が多用されています。現行の基準に適合させるためには、これらのケーブルをすべて難燃ケ

ーブルに交換しなければならないにもかかわらず、日本原電はこれを防火シートで巻くことによ

って対処するとしています。防火シートでは燃焼は防げたとしても、過熱によるケーブル機能の

喪失を完全に防止できる保証はありません（現時点ではあくまでも設計目標）。原子力規制委員

会は自ら策定した基準に厳格に従って審査を行う義務があります。基準を事業者の都合に合わせ

て恣意的に運用することは納税者として許せません。基準に不都合があるなら、正々堂々と基準

自体を変更してください。 

803E347 

東海第二原発の再稼働は強く反対します。福島原発事故で、原発の過酷事故は起きないとされて

いたこと、核物質を扱う危険施設をそれまでに５４機も地震多発地帯である日本に建て続けた判

断の甘さ、そして、そうした見解の甘さを反省する姿勢さらに根本的に見直す姿勢が見えない今

の状態で今の原発計画自体、信頼できません。４０年としてきた原発の寿命を、突然に２０年伸

ばす。どんな取り組みがされ、どんな検証がされ、何をもって２０年も長期にわたって延長が許

されたのか。それが、広く市民に知らされていないし、地域の人々に知らせるのみで進められる

ことに、ますます不信感が募ります。福島事故は、地域の問題ではなく、日本の国全体、さらに

は世界にも影響を与えました。こんなに影響をもたらすこと、一歩間違えば、住めない国になる

という重大な事故の可能性を含む判断であることを考えると、とても２０年の延長はもちろん、

期限の延長は認められません。 

803E348 

以下の理由により、日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

に関する審査書案に反対します。【99 ページ】非難燃性ケーブルの使用や防火シートには問題が

あります。東海第二原発は、今年の 11 月で建設から 40 年になる老朽原発です。設計が古く根

本的な改修が難しくなっています。例えば全長 1,400km に及ぶ電気ケーブルのうち難燃性に取

り替えるのは高圧電力ケーブルなど 15％だけです。残りのケーブルは交換せず防火シートを巻

くとしています。原子力規制委員会は審査書案で、非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を

認めています。これは新規制基準に規定された難燃性ケーブルに取り替える原則から外れていま

す。このような例外措置を認めると、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解

を始め、条件次第では火災がケーブルに伝わって広がり、消火が極めて困難になるといった予測

できない事象が発生する可能性があり、認めるべきではありません。防災防護基準に厳格に従う

べきです。 

803E349 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）（82Ｐ 外部火災に対する設

計方針）放水砲に効果があるのか、模擬実験さえ行われていないので信頼性に欠ける。 また、

放水砲の水源は海水であるとされており、電源系統に大きな脅威とならないか。高温になった建

屋等に海水を掛ければ塩分が析出して機器類に悪影響を与える懸念がある。 
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803E350 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）周辺原子力施設の大規模損

壊によって全体が受ける被害範囲は不確定だ。特に外部火災の想定だけで周辺施設の影響を論じ

ているのはあまりにも想定が甘い。 東海第二の特徴は、周囲の原子力施設の多さで、特に再処

理工場には危険な高レベル放射性廃棄物貯蔵タンクを有しており、これらが複合災害を引き起こ

すリスクがある。 原子力防災計画並びに対処する自治体の防災計画などでも、これら原子力施

設の多くが被災した状況下における原子力防災の考慮がなく、対処できるかどうか判定も され

ていない。 特に東海第二と東海再処理工場及び近郊に位置する大洗工学試験センターでは、大

量の核のゴミの他にプルトニウムも貯蔵されている。大規模損傷を引き起こした場合、それぞれ

の施設の拡散危険性のある放射性物質を洗い出し、複合的拡散予測を厳しい条件で実施し、現行

の防災計画で対処可能かどうか評定を行う必要がある。これら安全対策費に掛かる膨大な資金が

調達不可能であると思われ、困難が容易に想像できる。規制委員会は、誰もが当たり前に危惧す

る複合災害の発生を前提とした防災体制の可能性を真剣に検討し、審査をやり直すべきである。 

803E351 

再稼動に反対します。1．日本原電は、東京電力に債務保証を求めている。しかし公的資金が導

入されており、実質的に債務超過にある東電に保証能力はない。２．熊本地震にみられるように、

確率の低い場所での大地震は今後もあり得る。まして近年千葉県沖にスロースリップが発生して

おり今後危惧される。このような知見を取り入れた審査がされていない。 

803E352 

福島の第一原発事故は、7年以上経った現在も未だ収束していない。十分な検証も出来ていない。

東海第二原発は、この福島第一原発と同型である上に老朽炉でもある。もし不測の事態が発生し

た場合に、日本原電は責任ある対応が取れるのか。この点について、具体的かつ裏付けのあるエ

ビデンスを提示せよ。 

803E353 
日本原電も認めた通り、敷地内で液状化が懸念される地盤に立地する原発を稼動させるべきでは

ない。防潮堤が崩れない根拠を科学的に証明し提示してほしい。 

803E354 
東海第二原発は首都圏にもほど近く、もし事故が起きたら福島の比ではありません。再稼働には

反対します。 

803E355 

東海第二原発の再稼働を認める審査書案に反対の立場から、意見します。これ以上、延命のため

の無駄な工事に金を投入するべきではない。廃炉の速やかな決定を望みます。 審査書案にある

地盤の液状化の問題について。建設の立地条件として浸水や、放射性部室の流失など、十分な対

策が摂られていると言えないのではないか。 さらに、炉心溶融事故に対しての対応として、大

変お粗末な実験結果を招いているにもかかわらず、放水砲で放射能の拡散を防ぐとしている点を

みても、杜撰な対策しか提示できていない。 火山灰の降灰による建物への荷重についても、想

定基準が適正を欠いている。 また、老朽化が進む、炉心シュラウドについても認識の甘さは否

めない。 難燃ケーブルへの切り替えへの不適切な対応。緊急対策所の免震構造への設計の不変

更。高濃度汚染水への抑制対策の欠如。どれも重大な欠陥です。 重大事故を想定した、住民の

避難計画を想定せずに、このような不十分な審査が許されることは、断じてあってはならない。 

再稼働ではなく、廃炉を決定するべき段階に来ている。 

803E356 
原発は核を利用しており極めて危険。核のゴミはどうするのですか？今すぐに全部廃炉にするべ

き。 

803E357 
原発は危険だから存在してはいけないと思う。廃棄物の問題もある。代替エネルギーも台頭して

いる中で原発は役割を終えている。今までありがとうございました。 

803E358 
30km 圏内に 100 万人近い人口を擁する地域において、もうすぐ 40 年になる老朽原発を稼働させ

ようということは、そもそも大変危険なのでやめていただきたい。 

803E360 
フクイチで起こったことが二度起こらない保証はない。日本は原発再稼働を断念して代替エネル

ギーによる電力供給を勧めるべき。 

803E361 資金援助する東電は巨額の公的資金が投入されていて、他の原発を支援するのはおかしい。 

803E362 
老朽原発の再稼働なんて、危険極まりない！もしもの時は誰が責任とるのか？今だって、誰も責

任をとっていないじゃないですか！断固反対です。 

803E363 
日本原電を延命するため他の電力会社の電気料金で賄っていて、原電自体に「経理的基礎」はな

い。 

803E364 このパブコメに「避難計画」が対象になっていないこと。 

803E365 まもなく 40 年を迎える老朽原発である。 
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803E366 

すでに 40 年経ち老朽化した原子力発電所ですので事故の心配もあり、30 キロ圏内の人口も多い

ので、いざという時の避難計画にも疑問があります。稼動は是非とも断念していただきたいで

す。 

803E369 

東海第 2 原発の 20 年延長・再稼働を認めません 1972 年東海第 2 原発設置許可申請は基準地震

動 270 ガルだったのに、規制委申請では 901 ガルになっている。学校やビルの耐震工事のような

後付けで済む問題ではない。ましてや 60 年を経て老朽化した原発、その原発総体がもともと 270

ガル対応なのに、どうして、901 ガルに耐えられるのか、地震対策が、不十分。東海第２原発は

可燃性ケーブルが使用されている。新規制基準では難燃性ケーブルが条件だったはず。東海第 2

原発のケーブルの長さは 1400 キロで、安全上重要なケーブルは 400 キロだという。そのうち 80

キロは難燃性ケーブルに交換され、120 キロは順次交換する予定という、200 キロは可燃性のま

まで防火シートを巻く、残りの 1000 キロのケーブルは可燃性ケーブルである。防火シートでは、

ケーブル自体を蒸し焼きにする危険性が危惧されている。こんな状態では、新基準をクリアでき

ていない。東海第 2原発の周辺に原子力関連の施設がある、とりわけ東海再処理工場は、高レベ

ル放射性廃棄物貯蔵タンクを有している。大洗工学試験センターでは、核のゴミ、プルトニウム

が貯蔵されている。大地震・大津波が起きた場合、福 1 で 1～4 号機が同時に爆発したように災

害が同時多発的に発生しうる。複合災害の可能性を考慮するべきだ。「想定外」だったではすま

ない。 

803E370 
東海第二原発が事故を起こせば関東一円に甚大な被害をもたらし、首都も壊滅する。東海第二原

発は動かしてはならない。 

803E371 
設置する水密扉，堰は，重要な設備であるが，当該機器点検や物品搬出の際，取り外すことも考

えられる。規制側は，電力会社が取り外した都度，確認するのか。 

803E372 

内部溢水対策として建屋内に堰を設置するが，物品搬出入などの理由で，堰を一時的に取り外す

ことが考えられる。これは，現場作業において安全性確保の観点から必要な行為であると考える

が，堰を取り外した場合の運用管理方法についてどのように考えているのか。また資料に明確に

すべき。 

803E373 

＜「経理的基礎」とパブコメ＞原子力規制委員会は、設置許可変更申請の適合審査における「経

理的基礎」のパブコメを行っていない。その根拠は、平成 26 年 2 月 19 日第 43 回、平成 26 年 3

月 26 日第 47 回委員会だとしているが、ここでは新規制基準に基づく「科学的・技術的意見の募

集」を前提としており、「経理的基礎」についての適合審査見直しもパブコメについても議論さ

れていない。つまり「経理的基礎」の適合審査（案）について、パブコメを行わないことの根拠

は不明である。「経理的基礎」は、「技術的能力」と同様に法令に基づき適合審査を規制委員会に

義務付けている。何故、「技術的能力」同様に「経理的基礎」の適合審査（案）についてのパブ

コメを行わないのか、その理由と根拠は何か。また、設置許可変更申請の適合審査（案）は、福

島事故を受けて再稼働の懸念など国民の関心事項となっている。そのパブコメは、任意ではなく

法令に基づくパブコメにするべきではないのか。＜工事資金があれば「経理的基礎」はあるのか

＞ 規制委員会は、東電の設置許可変更申請におけるパブコメで「経理的基礎」についての質問

に回答している。「設置変更許可において経理的基礎を確認する趣旨は、変更に必要な資金の見

積もりが適切なものであるかどうか、その資金が調達できるかといった観点で事業者に経理的基

礎があることを確認することです。・・・今般の審査においては、事業者の調達実績、その調達

にかかる自己資金および外部資金の状況、調達計画を確認し、これまでの増資、内部留保等によ

る資金確保がなされていること等から、工事に要する資金の調達は可能と判断しました。」(p212)

として、「経理的基礎」の適合審査は工事見積額と必要な工事資金調達の確認だとしている。 原

子炉等規制法における事業者資格要件としての「経理的基礎」とは、当該工事費用の資金調達が

一時的に可能であれば、「経理的基礎」があると解釈するのか。巨額の資金と数十年に及ぶ資金

回収期間を要する原子力事業においては、一時的な資金調達が可能か否かではなく、事業者の財

務状況と十数年の事業計画を審査しなければ「経理的基礎」があるか否かの判断は出来ないので

はないか。続く 1/3 
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803E374 

続き ＜日本原電の「経理的基礎」＞資料１－１【別紙１】（案）２．（経理的基礎に係る部分に

限定）「・・・当委員会は、過去の借入れにおいては、取引銀行から受電電力会社による債務保

証が融資条件とされていたことから、申請者に対して借入れによる調達見込みが確認できる書面

を示すよう求めた。これに対し申請者は・・・東北電力、東京電力が資金支援を行う意向を表明

した書面を提出した。これにより、本件申請に係る工事に要する資金のうち、借入金による調達

のあることを確認した。」とある。規制委員会は、原電に前回の融資条件であった電力会社の債

務保証の確認を今回も求めた。ところが東北電力は「債務保証等の資金支援」の意向を表明した

が、東電は「資金支援」の意向は示したが債務保証の意向はなかった。債務保証は、金融機関が

債務保証できる財務状況か否かを判断するものであり、東電は前回の融資の際には債務保証をし

ていないというより、出来なかった。当然、今回も東電は債務保証できる訳がなく「資金支援」

となった。「本件申請に係る工事に要する資金のうち、借入金による調達のあることを確認した。」

とあるが、原電の要請に対する東電の回答、５月３０日臨時規制委員会における小早川社長の発

言からは、東電が原電の借入金の債務保証をするとか、原電に資金を直接貸付けるとの発言はな

い。東電の原電への「資金支援」とは、具体的にどのような資金支援なのか。なお、発電に要す

る費用などの「前払金」は、借入金とは言わないし、会計処理としても全く別であり、「借入金

による資金調達」とは言わない。原電の工事に要する資金のうち、東北電力の債務保証による借

入の他にどこから借入することを確認したのか。また、地元時自体の反対する原電の再稼働は、

いつ発電供給できるのか不確定である。電力自由化により電力会社間の料金競争もあり、いつま

でも受電がなくても原電の費用を全額負担するという電力売買契約は許されない。電力会社との

電力売買契約が適正な契約になった時、原電の経理的基礎の崩壊は明らかである。原電のこれら

の不確実性をどう評価したのか。＜経産省への異例の見解要請＞1) 資料１－１【別紙３】経産

大臣宛て 意見の聴取について規制委員会は、この中で今までになく「東電が原電対して資金支

援を行うことについて、電気事業を所管し、及び原賠支援機構法を所管する貴職としての見解

を、意見の中で示されたい。」と経産大臣に対して意見と見解を求めている。2) 資料２ 東電に

よる原電に対する資金支援について（案）東電の原電への資金支援について、経産大臣の監督・

指導に支障が無いか「意見聴取について」と併せて、「別紙により経産大臣の見解を求めること

とする。」として資料２【別紙】経産大臣宛て 東電について平成３０年５月３０日臨時規制委

員会において小早川社長が「資金支援を行うことが、福島第一、柏崎の安全対策に齟齬を来すこ

とはないと説明した。」として「東電が原電に資金支援することに、東電を監督・指導する上で

支障はないとする貴職の見解を示されたい。」と東電の原電への資金支援のお墨付きを経産大臣

に求めている。何故、規制委員会は、前例のない経産大臣見解を要請したのか。 規制委員会は、

原電の工事資金調達を東北電力と東電の「債務保証」により、資金調達可能で「経理的基礎」は

あると判断したかった。しかし、金融機関は、東電には「債務保証」できるだけの「経理的基礎」

はないと評価していた。それは原電の前回融資でも東電は「債務保証」できなかったことで明ら

かである。つまり「債務保証」できない東電の原電への「資金支援」は、原電の「経理的基礎」

を担保するには余りにも不安定な具体性に欠く不明確なものである。そこで東電の「資金支援」

は、可能であるとの経産大臣の保証を得るための異例の要請になったのではないか。「経理的基

礎」のない東電の「資金支援」を受けなければならない原電に「経理的基礎」はないのではない

か。続く 2/3 

803E376 

使用期限 40 年の原発が、20 年も延長使用することが、出来るのでしょうか？ケーブルを取り換

えることなど、想定していないので、取り換えられない構造に、造られているのだと思います。 

燃えるケーブルに防火シートを巻くという、安易な方策で認可しました。いかにも危ない方策だ

と思います。 防潮堤にしても、莫大な予算が必要です。そして、予算を大幅に上回るはずです。

トルコに輸出する予定の原発も、当初の二倍になるという報道。ペテンか詐欺です。通りやすい

予算で、見切り発車してしまえば、やるしかないと、予算も工期も、何倍にも膨らんでいきます。

公共事業は、みんなそうやってきました。 東海第二原発は、廃炉です。費用が天井知らずに、

なるかもしれません。3.11 の被災で、劣化が進んでいます。危険過ぎます この夏の猛暑で、ク

ーラーの使用を呼びかけています。電力不足には、ならないようです。自然エメルギーが増えた

からでしょうか？兎に角、東海第二を再稼働させたら、電気はあまりますから、必要が無い原発

です。 「新規制基準」どおりに、再検討をお願いいたします。 
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803E377 

・３ページの１４行目「全ての」と、２１ページの２２行目「すべての」とは、字句の統一が必

要です。・４ページの１２行目「福島第一原子力発電所事故」、６ページの１６行目「東京電力福

島第一原子力発電所事故」、１３５ページの２行目「東京電力福島第一原子力発電所の事故」及

び４６６ページの脚注の１行目「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故」は、それぞれの

文言の統一が必要です。・５ページの４行目等の「発電所」は、「本発電所」のことを指している

のですか？・７ページの１５行目「発電所」と２９行目「本発電所」とは、字句の統一が必要で

す。・７ページの２０行目「発電所長」は、「本発電所長」のことを指しているのですか？・１１

ページの１９行目「本発電所敷地内」は、他の箇所と同様に「敷地内」のほうが適当です。（１

２ページの１６行目等についても同様）・１２ページの２４行目、２５行目の「,」は、「、」の誤

記です。・１４ページの１８行目「福島県浜通りの地震」は、「2011 年福島県浜通りの地震」のこ

とを指しているのですか？・１４ページの２８行目「活断層」は、「活断層である」のほうが適

当と思います。・１５ページの２２行目「中央防災会議（2013）」： ３行目の「中央防災会議（2004）」

で想定されている地震は抽出していないのですか？・１５ページの２７行目「同日」は、何月何

日を指しているのですか？・１７ページの１１行目「2011 年福島県浜通り地震」は、「2011 年福

島県浜通りの地震」の誤記ではないですか？・２２ページの１３行目「1009」は、「1,009」のほ

うが適当です。・２６ページの２２行目「あたって」は、「当たって」の誤記では？・３７ページ

の１２行目「S」は、全角で「Ｓ」と記載すべきです。・４１ページの２６行目「防災科学研究所」

は、「防災科学技術研究所」の誤記ではないですか？・４１ページの２６行目「DEM」：「DEM デー

タ」を指しているのですか？（巻末の「略語等」に、「DEM」は数値標高モデルである旨の記載が

あったほうが良い）・７０ページの１７行目「Fスケール」は、後段に当該略語の記載がありませ

ん。 

803E378 

（1ｐ 「はじめに」「１．本審査書の位置付け」）「経理的基礎に係る規定に関する審査結果は、

別途取りまとめる。」とされており、その「別紙１」は「日本原子力発電株式会社東海第二発電

所の発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について（案）」として「必要な経

理的基礎があると認められる。」と結論づけられているが、その根拠は示されていない。東電社

長と東北電社長が提出した文書は、ただ社長が債務保証や支援を述べたものに過ぎない。 そも

そも東電は周知のごとく国民の血税を導入して営業しており、債務保証が出来るような経営状態

にない。その債務保証は口約束の域を出ず、債務保証を明記していないのである。経理的基礎が

確認できない状態にもかかわらず規制委が経理的基礎があると判断するのはあまりに無責任で

ある。このような根本的に大きな問題を残したままで稼働を推進してはならない。 

803E379 

東海第二原発から２Km 以内に、核再処理工場がある。過酷事故が起こった場合、相互影響で最

悪の事態が起こるのは必至である。原電はそうしたことを見越したシミレーション検討を行い、

住民に公表すべきだ。避難計画もこれらを考慮して行わなければ意味がないと思います。このよ

うな猛暑の中でも、電力不足などは起きていない。すなわち原発がなくとも電気は足りているの

です。いまこそ住民の不安を解消する決断を要請したいと思います。 
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803E380 

続き＜東電の資金支援＞規制委員会は、東電の資金支援が事故炉処理費用に支障がないかではな

く、損害賠償支払いに支障がないかを聞くべきである。東電は、原電を支援する資金があるなら

ば、損害賠償の和解案を拒否しないで損害賠償被害者への賠償金を支払うべきである。東電への

14.5 兆円の税金投入は、原電を援助するためのものではない。東電には、原電を支援する資格

も余裕もない。東電が優先すべきは、被害者と被害地域への損害賠償であり支援である。東電は、

原電に寄り添わず被害者に寄り添うべきである。＜経理的基礎の適合審査の見直し＞東電の事故

前は「地域独占」と「総括原価方式」により、電力会社の財務破たんなど想定されていなかった。

したがって、経理的基礎の審査も必要なかった。ところが東電の福島事故と電力自由化により 1) 

原発事故による損害・損失により電力会社が破たんすることを東電が実証した。現在でも 22 兆

円の負債は、数十年、70 兆円との試算もある。2) 東電破たんの要因の一つは、損害賠償保険の

保険金が 1200 億円で損害賠償リスクをヘッジできなかったことによる。資本主義における民間

事業は、損害保険により経営リスクをヘッジしている。今回の東電の教訓は、事故に備えた保険

金不足であることは経産省も認めているところであり、保険金を 22 兆円以上に見直さなければ、

「経理的基礎」は担保されない。適合審査は、原賠法の保険金 22 兆円の見直しを前提とするべ

きである。3) 電力自由化で 2020 年からは、電力会社は分社化され、「地域独占」電気料金の「総

括原価方式」は廃止される。これまで「地域独占」と「総括原価方式」により担保されていた「経

理的基礎」は保証されなくなる。工事資金さえあれば、その資金は確実に回収されるとの保証は

なくなった。その原子力事業者の財務内容と十数年の事業計画を審査しなければ、「経理的基礎」

があるか否かの判定はできない。4) 電力の自由化は、「地域独占」の廃止であり、電力会社同士

の競合は電気料金価格の競争となる。2011 年以降、電力各会社は、全く受電していない原電の

「発電に要する費用」だけを負担し続けてきた。原電の電気料金は、世界で一番高い電気料金だ

と言える。また、東海第二の再稼働は住民が反対をしており、住民同意がなければ再稼働できな

い。つまり今後も受電できずに「発電に要する費用」だけを負担する可能性は高い。こんな不確

実な事業計画に基づく原電を「低廉で確実な安定的な電力購入先」として原電を支えるなどと眠

たいことを言っている場合ではない。  5) 経産省は、再処理積立金制度を再処理拠出金制度

に変えた。その理由は、東電の実質破たんの現実と電力の自由化によって、電力会社の倒産を現

実的なものとし、積立金の差し押さえを回避するために拠出金制度にしたとしている。電力会社

の経営破たんを前提としている。一時的な工事資金があるからと言って「経理的基礎」があると

言えないことは明白である。6) 規制委員会には、会計・経営等に関する専門委員はいない。法

令で規程されている「経理的基礎」の適合審査をするには、会計・経営等に関する専門委員を加

え て 審 査 す る べ き で は な い の か 。                               

以上 3/3 終了 
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・１２９ページの「ローマ数字３－１５」について： 冒頭に第２７条の規定が何を要求してい

るかについて記載すべきと思います。・１３１ページの１７行目「変電所等が停止」は、同１３

行目の「変電所が停止」と整合していません。・１３１ページの１８行目「全て停止しない」に

ついて： （一部は停止することはあっても）「全て停止することはない」が文意であるならば、

記載の適正化が必要です。・１３２ページの最下行から上に４行目「７日間分」は、「７日間」の

ほうが適当ではないですか？・１３４ページの４行目「設置許可基準規則解釈第１３条」は、１

３８ページの６行目等と同様に「第１３条の設置許可基準規則解釈」としたほうが良いと思いま

す。・１３４ページの２２行目、２５行目の「原子力安全委員会」は、「原子力委員会」の誤記で

す。・１４７ページの１３行目「以上のとおり・・・」の前行として空白行を挿入したほうが適

当です。・１４７ページの１４行目「妥当である」と、同ページの最下行から上に１行目「妥当

なものである」とは、文言の統一が必要です。・１６１ページの最下行から上に２行目「切替え

操作」と、１７２ページの１１行目「切替操作」とは、字句の統一が必要です。・２６２ページ

の１行目「同項」は、他の箇所と同様に「同条同項」のほうが良いと思います。・２６３ページ

の８行目「10mSv/h」は、後段と同様に「原子炉建屋内の空間線量率 10mSv/h」のほうが血良いと

思います。 ・２８０ページの最下行から上に６行目「RHR 切替」は、「RHR 系統切替」の誤記で

は？・２８２ページの１２行目「RHR 系統切替え」は、「RHR 系統切替」の誤記では？・２９０ペ

ージの１行目「指針」は、出典の記載が漏れています。・２９１ページの７行目「判断できる。」： 

「判断した」のかどうかを明示するべきです。・２９１ページの１２行目「１点」と、２９７ペ

ージの２行目「一点」とは、字句の統一が必要です。・２９３ページの１２行目「認められる。」： 

「認めた」のかどうかを明示するべきです。・２９７ページの５行目「SCAT コード」は、他の箇

所と同様に「SCAT」のほうが適当です。・３０４ページの最下行から上に１行目「所長」は、「本

発電所長」のことを指しているのですか？・３１５ページの１７行目「切替操作」は、文脈上「切

替える操作」のほうが適当です。・４２１ページの最下行から上に３行目「水源切替」と、４２

４ページの２３行目「水源切替え」とは、字句の統一が必要です。・４４０ページの脚注１４２

の「3,030」は、単位の記載が漏れています。また値はプラスとマイナスのどちらですか？・４

４９ページの最下行から上に７行目「被ばく線量が実効線量において」は、同３行目の要件の「被

ばくによる実効線量が」と同じ文言のほうが良いと思います。（４５１ページの８行目等につい

ても同様）・４７５ページの７行目「発電所外」と、２１行目「本発電所外」とは、字句の統一

が必要です。・４７９ページの２行目「要求している」： 何が要求しているのですか？・４８１

ページの２２行目「発電所構内」と、４８２ページの２行目「本発電所構内」とは、字句の統一

が必要です。・４８２ページの１８行目「確立できよう」は、意味が不明です。・４８７ページの

「JRC」、「OECD/NEA」、「SNL」は、本文に当該略語の記載がありません。・４８７ページの「代替

制御棒挿入機能」： ３２０ページの７行目での定義「代替制御棒挿入回路」と異なっています。 

803E382 

IV-3.1 重大事故等対処施設の地盤(38 条関係)３．地盤の変形（309 頁） 申請者は、重大事故

等対処施設の支持地盤に係る設計方針、地殻変動による傾斜に関する評価を以下のとおりとして

いる。（１）重大事故等対処施設は、地盤変状が生じた場合においても、その安全機能が損なわ

れないよう、適切な対策を講ずる設計とする。（２）略 上記は、申請書案の引用であるが、（１）

の内容は当然になすべきことであり、評価したことには値しない。他方、柏崎刈羽６、７号機の

審査書の該当箇所(309 頁)には、（１）に関して「重大事故等対処施設は、直接又はマンメイドロ

ック(コンクリート)を介して十分な支持力を有する地盤に支持される設計としていることから、

揺すり込み沈下や液状化による不等沈下の影響を受けるおそれはない。」とより具体的に記述さ

れている。また、審査会合資料には第一ガスタービン発電機燃料タンク支持部に対する周辺地盤

の液状化による影響について、有効応力解析を実施して評価している。東海第 2ではこのような

有効応力解析の結果を記した資料は見当たらないので、設置変更許可段階での液状化評価に手抜

きがあり、規制委員会はこれを見過ごしている疑いがある。この点に関して規制委員会の見解を

求める。 
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IV-4.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備及び手順等 3.(2)原子炉建

屋原子炉棟内からの水素ガス排出のための設備及び手順等(402 頁)原子炉建屋外側ブローアウ

トパネル、ブローアウトパネル強制開放装置及びブローアウトパネル閉止装置について、（１）

ブローアウトパネルは、設計基準事故、重大事故等における原子炉格納容器外での蒸気流出・蓄

積による原子炉建屋及び格納容器の損壊防止及び格納容器からの水素流出・蓄積による爆発防止

のための開放機能、及び開放後の放射性物質の拡散抑制のための閉止機能という安全上重要な設

備であるから、ブローアウトパネル本体とその強制開放装置、閉止装置の基本仕様を設置変更許

可申請書添付書類八に記載することを求める。（もし記載されているのであれば、該当頁を明示

されたい。）（２）審査書案では、このブローアウトパネルは「自主的対策における設備及び手順

等」の項に記載されていて、あたかも規制対象ではない取扱いとしていることは問題である。こ

こでのブローアウトパネルは、設置許可基準規則第 53 条(水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止するための設備)で定められた水素排出設備に該当するものである。水素濃度制御設備（静

的触媒式水素再結合器（PAR））を設置するから、水素排出設備は自主的対策であるとの論理付け

だと推測するが、大きな空間容積の原子炉建屋内での PAR の機能有効性はいまだ実証されてい

ない。福島原発事故以前には過酷事故対策は事業者の自主的取り組みと位置付けて規制対象外に

していたことが、過酷事故を招く根本原因の一つとなったことを思い起こすべきである。（３）

本年６月 21 日に実施されたブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験では不具合が報告され

た。装置改善後の再試験の実施を公開で行い、規制委員会の立会いを求める。 

803E385 

（2ｐ ２．判断基準及び審査方針） 規制委は原子力防災にも責任があり、避難計画の当否を見

るべきである。 規制委員会が 2012 年に定めた原子力災害対策指針により、原子力災害への対応

が全面的に改められた。それには「国会、政府、民間の各事故調査委員会による各報告書におい

ても多くの問題点が指摘され、住民等の視点を踏まえた対応の欠如、複合災 害や過酷事象への

対策を含む教育・訓練の不足、緊急時の情報提供体制の不備、避難計画や資機材等の事前準備の

不足、各種対策の意思決定の不明確さ等に関する見直しについて も多数の提言がされた 」とし

て、住民視点や複合災害への視点が欠如していたことが反省点として指摘された。 さらに原子

力災害に対する備えとして、「事態の段階に応じて有効に機能するためには、平時から適切な緊

急時の計画の整備を行い、訓練等によって実行できるように、準備を 十分に行っておく必要が

ある。 」とされた。 この考えを実効性のあるものとするには「放射性物質の放出開始前から必

要に応じた 防護措置を講じなければならない。このため、ＩＡＥＡ等が定める防護措置の枠組

みの考え方を踏まえて、初期対応段階において、施設の状況に応じて緊急事態の区分を決定し予

防的防護措置を実行するとともに、観測可能な指標に基づき緊急防護措置 を迅速に実行できる

ような意思決定の枠組みを構築する」としている。 これを東海第二と再処理工場等の複合災害

を津波と地震といった自然災害の複合も加味して考えれば、原発の南 2．7 キロにある再処理工

場の高レベル放射性廃棄物貯蔵タンクから大量の放射性物質が大気中に拡散している中、津波や

地震の被害を大きく受けた 30 キロ圏内から住民をどうやって最小被曝で避難させることが出来

るのか。極めて難しいというより、実際には無理ではないのか。 規制委員会は原子力災害対策

指針をまとめた責任から、防護不可能な大規模災害を回避できない、または相当程度の確立で起

こりえると認める場合は、それだけで原子炉の設置変更、運転を許可しない立場であるはずだ。 

このように災害対策指針の規定を満足しない東海第二の運転を許可してはならない。 

803E386 

朝鮮戦争終結に向けた動きが出ている中、それと逆行するかのように日本政府はミサイル防衛シ

ステムの配備計画を発表するなど、周辺国との軋轢を強める動きを見せている。これにより、わ

が国に対してテロ攻撃が行われる可能性をわざわざ高めている。東海第二原発のテロ対策はどう

なっているのか、またその対策により本当にテロを防ぐことが出来るのか、誰もが納得する形で

示してほしい。出来ないのなら再稼動は認められない。 
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東海第二原発の廃止を直ちに求める意見書                        破綻した

時代遅れの原発に固執することを止め、日本の高い再エネ技術ポテンシャルを生かし、世界をリ

ードするために国を挙げて全力を尽くすべきと考えます。東海第二原発を直ちに廃止することを

求めます。 かつて日本の原子力発電は五重の安全に守られており、五重の安全が破られる確率

は、宇宙の寿命に匹敵すると言ってきた。すなわち原子力発電の致命的な事故は起こりえないと

宣伝され、国民はそう信じてきた。しかし福島第一原子力発電所の致命的な事故の発生は、それ

が全くの嘘であることを明らかにした。 7 月 4日、東海第二原発が新基準に適合と規制委員会

が発表したが、それはあくまで新基準内のことであり、東海第二原発が安全であることを保障す

るものではない。福島第一原発事故から明らかのように、いかなる基準が満たされようとも東海

第二原発が致命的な事故を起こさないとは言えない。私は東海第二原発の安全性を信用しない。

多くの県民や国民が、原発に反対するのも同様な思いからであると考える。東海第二原発の危険

性と問題点 1. 30 キロ圏内に約 100 万人が住むという本来設置してはならない原発である。さ

らに首     都圏を背後に抱え、万一の過酷事故を想定することさえできない原発である。

2. 6 月 26 日、水戸市は、震度６弱の地震の 30 年以内の発生確率が 81％であると発表された。

したがって、極めて近い将来に東海第二原発は大地震発生に見舞われると予想すべきである。原

子炉の地震破断、津波被害、原子炉火災、送電網倒壊などが予想され、さらにこれらが複合して

起これば、過酷事故に至ることがあり得る。3. 核燃料サイクルの破綻により、不要なプルトニ

ウムの蓄積が国際的にも問題となっている。プルサーマル発電で燃やせる量は限られている。ま

た核燃料廃棄物の処理がいまだに見通せない。大量の核廃棄物を抱え込むことは、大きな負の遺

産を抱え込むことになる。これを放置して、将来の国民に負担をかけてはならない。再エネ技術

の発展により、原発不要の時代は既に始まっている 1. 再エネの世界的な普及により、発電コス

トが大幅に下がっている。一方、原発建設や維持の安全性のコストの高騰が世界的に起こってい

る。また、核燃料廃棄物の処理コストを考えれば、経済的にも原発は破綻する。電気料金に不採

算金を上乗せするような事態は、消費者として御免被る。2. 電気自動車の驚異的な普及が始ま

っている。家庭は、まもなく大きなバッテリーを備える時代がやってくる。同時にバッテリー技

術の進歩と低価格化が進むことにより、再エネを無駄なく利用できる時代がくる。ベース電源と

しての原発の役割は終了する。この世界的潮流に日本が取り残されることがあってはならない。 

803E388 

IV-3.5 重大事故等対処設備 （第 43 条関係）２．審査過程における主な論点(318 頁) 「申

請者は重大事故等対処設備については敷地に遡上する津波を考慮した設計とするとし、」とある。 

これに関連して、「東海第二発電所に関する審査の概要(案)」(2018 年 7 月 4 日、規制委員会資

料 1-2(参考資料))の 111～112 頁には、「第 43 条 共通事項(ハード対策)の主な論点（基準津波

を超え敷地に遡上する津波に対する設計方針）（1/2）」「同上(2/2)」とするタイトルのもとに、

T.P.＋8m の高さまで敷地内が浸水した概念図付きの記載がある。この参考資料を参照しつつ、

次の意見を提出する。ここでいう「基準津波を超え敷地に遡上する津波」の具体的な情報が審査

書案には何も記述されていないので、以下の点を含めてどのような基準津波を超える津波が設定

されているのかを、その設定根拠とともに明示していただきたい。〇概念図では、防潮堤を乗り

越える遡上波の様子が描かれているが、基準津波と比べてどれだけ最大水位が高いのか。〇基準

津波の年超過確率は最高水位及び最低水位ともに 10のマイナス 3乗～10のマイナス 4乗程度と

記されている（審査書案 44 頁）が、そのような評価との関連で、想定する基準津波を超え敷地

に遡上する津波の発生確率はいくらなのか。また、その想定が妥当と判断する根拠は何か。 
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III．設計基準対象施設 III-1 地震による損傷の防止（10 頁）東北地方太平洋沖地震（2011 年

3 月 11 日）により損傷を受けた建物・構築物と設備・機器の補修の実施とその実効性を検証し

たのかどうかについて、審査書案には何ら記載がない。もし検証したのであれば、その内容を審

査書に明記するとともに、関連資料の公開を求める。もし検証していないのであれば、再稼働の

前提条件の一つである設置変更許可を審査する規制機関として重大な不作為であり、審査のやり

直しを求める。その理由として、東北地方太平洋沖地震の際に、女川 2 号機では原子炉建屋の耐

震壁に多数のひび割れが確認され、東北電力は技術的評価にもとづき、同建屋の剛性が顕著に低

下していることを規制委員会に報告した。（参考資料：第 430 回適合性審査会合資料 1-3 東北

電力「女川原子力発電所 2 号炉 東北地方太平洋沖地震等に対する応答性状を踏まえた原子炉

建屋の地震応答解析モデルの策定概要について」2017 年 1 月 17 日）規制委員会は、このような

女川 2 号機で得られた知見を踏まえて、東海２号機に関して東北地方太平洋沖地震による損傷

個所の補修計画の実施状況、補修効果による耐震特性への影響評価などについて綿密に審査すべ

きである。耐震特性への影響評価の一例として、もし女川２号機におけるような原子炉建屋に顕

著な剛性低下があれば、設置変更許可申請書添付書類八に記載されている基準地震動に対する各

種床応答スペクトルは妥当性がないことになる。 

803E391 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力） わずか 2．7ｋｍの東海再

処理工場で事故が起きれば複合災害の発生で重大事故の対処は不能となる。 原子力研究開発機

構の「再処理廃止措置技術開発センター」は「核燃料サイクル工学研究所の再処理施設（東海再

処理工場）」と呼ばれていた。 この施設には合計 360 立方メートルの高レベル放射性廃棄物を貯

蔵するタンクが 5 基存在する。高レベル放射性廃棄物貯蔵タンクは常時冷却を要するほどの崩

壊熱を出しており、放射線分解で発生する水素も取り除く必要がある。もし電源を喪失し冷却が

止まれば 最短５７時間で沸騰して放射性物質が拡散するうえ、最短４２時間で水素が爆発する

濃度に達するとされる。 この施設の爆発事故等を解析し、複合災害として同時対処をすべき施

設として統合緊急時対策所を立ち上げる想定をすべきである。規制委は複合災害を想定していな

いが、重大事故等対策施設として統合した対策を直ちに策定するべきだ。 

803E392 

III-1.1 基準地震動４．基準地震動の策定(1)敷地ごとに震源を特定して策定する地震動(22

頁)基準地震動が過小評価になっているおそれがあり、最大水平加速度を少なくとも国内原発で

の既往最大記録値である 1700 ガルにすることを求める。 その理由は次のとおりである。 地

震学者の石橋克彦・神戸大学名誉教授は、「現在の地震科学では将来が正確に予測できると思う

ほうが余程「非科学的」なのである。」「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に関して、

「本質的に不可知であることを考えれば、日本全国の原発において、基準地震動の最大加速度は

少なくとも既往最大の 1700 ガルにすべきである。私たちの地震現象の理解がまだ不十分である

ことを謙虚に受け止め、原発に求められる最大限の安全性を追求すべきである。」と指摘してい

る。なお、この 1700 ガルの値は、中越沖地震(2007 年)の際に柏崎刈羽原発 1号機地下の岩盤で

の揺れ（基準地震動と比較可能なもの）の最大加速度が 1699Gal だったことが、原子炉建屋最下

層の地震観測記録から東京電力によって推計されたことに基づいている。今般、東海 2号機用に

日本原電が策定して規制委員会が容認した基準地震動は、最大水平加速度が Ss-22 で 1009 ガル

であり、1700 ガルより過小になっている。 私たちは、深刻な事態を招く「原発震災」について

福島原発事故の発生以前から警鐘を鳴らしてこられた石橋克彦氏の提言をないがしろにするこ

となく真摯に受け止めるべきである。○参考文献：石橋克彦「原発規制基準は「世界で最も厳し

い水準」の虚構――大飯原発運転差止判決が迫る根本的見直し」『科学』Vol.84、No.8(2014 年 4

月号)869～877 頁 
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III-1 地震による損傷の防止(10 頁) 設置許可基準規則における耐震基準に、熊本地震(2016

年 4 月 14 日、16 日)で発生した短期間における激しい地震の繰り返し（繰り返し地震）を新た

な知見と経験として取り入れて、審査をやり直すことを求める。 その理由は次のとおりであ

る。（１）熊本地震では、活断層が動いて震度 7 の激震が短期間に 2 回（4 月 14 日と 16 日、

時間間隔は約 28 時間） 続き、気象庁はこのような激震の繰り返しは「過去の経験則にはない」

と公表した。すなわち、「激震の繰り返し」という重要な新たな知見と経験が得られたことにな

る。このような短期間内での地震の繰り返しに対しては、最初の地震の影響に関する施設の点

検、保守、補修では対応できず、施設の頑健性で耐えぬくしかなく、従って繰り返し地震に対す

る耐震健全性の要求が不可欠である。（２）設置許可基準規則の第 5 条の別記３（津波による損

傷の防止）の３・六には、「地震（本震及び余震）による影響を考慮すること」が明記されてい

る。しかし、同第 4 条の別記２（地震による損傷の防止）には、「本震及び余震による影響を考

慮すること」は要求されていない（本震、余震の用語すら出てこない）。第 5 条（津波による損

傷の防止）に明記されている「本震及び余震の影響の考慮」について、第 4条（地震による損傷

の防止）に明記されていないことは、条文間での不整合を示すものである。 福島原発事故以前

の原発の安全設計審査指針には、「本指針については、今後の新たな知見と経験により、適宜見

直しを行う ものとする」ことが謳われていた。同審査指針に置き換えて福島原発事故の教訓を

反映して策定された設置許可基準規則に関 しても、「新たな知見と経験により、適宜見直しを行

うものとする」ことは、受け継がれて当然のことである。 しかしながら、熊本地震後 2 年余り

を経過した現時点に至っても、原発の設置許可基準規則の中の「地震による損傷の防止」 の条

項に関して、本震と余震の影響の考慮、すなわち熊本地震の知見を反映すると、激震の繰り返し

の影響を考慮する見直しは何らなされておらず、従って東海２号機はその耐震設計方針として激

震の繰り返しに対して安全性が担保されていないことになる。なお、末尾の参考文献で指摘した

ように、設置変更許可と工事計画認可がすでに出された PWR に関して、設計基準動地震レベルの

繰り返し地震に見舞われると、蒸気発生器伝熱管及び原子炉格納容器の伸縮式配管貫通部につい

て安全機能が損なわれるおそれがある原発が存在する。PWR と BWR ともに繰り返し地震に対して

安全性を担保する規制要求が必要である。○参考文献：滝谷紘一「繰り返し地震を想定する耐震

基準改正を求める」『科学』Vol.86、No.12（2016 年 12 月号）、1205～1210 頁 

803E394 

以下、パブリックコメントを提出します。検討をお願いします。１．1ページ １．において、

「経理的基礎に係る規定に関する審査結果は、別途取りまとめる。」とありますが、「経理的基礎

があること」の審査結果も記載して、下記の理由でパブリックコメントにかけることを求めま

す。 原子炉等規制法第４３条の３の６には、「発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力

及び経理的基礎があること。」に適合しているときでなければ設置（変更）許可をしてはならな

い旨記されている。パブリックコメントにかける審査から「経理的基礎があること」を除外して

いることは、不適切と考えます。 東海第二発電所の場合、日本原電は 2011 年の東日本大震災

以降、保有する原発が１基も稼働しておらず、自力での資金調達が不可能で、再稼働にあたって

の経理的基礎が失われているのが現状です。福島第一原発事故もまだ解決できていない東京電力

が債務保証することは、許されないと考えます。２．P98~100 ３．火災の発生防止に係る設計

方針で「難燃ケーブルを使用すること」とあります。今回の審査では交換不可能なところは、非

難燃ケーブルに「防火シート」をまいたものを使うことで対処することを容認していますが、下

記の理由で、不適切と考えます。１）火災防護基準に規定された難燃性ケーブルの原則から外れ

ている。２）防火シートをまく対策では、延焼は防げたとしても被覆がダメになり、ケーブルの

機能が失われ、様々なシステムに支障が生じる可能性が想定されます。３）このような例外措置

は緊急時に予測できない事象が発生する可能性があります。３．P187~193 東海第二発電所では

「格納容器圧力逃がし装置」の設置があります。この新たに設置される格納容器圧力逃がし装置

は本来格納容器内で閉じ込めるべき放射性物質が含まれた気体を配管を通し、格納容器外のフィ

ルター部分へ導くことになります。この過程で漏えいが発生した場合の対策が想定されていませ

ん。途中の配管が破損した場合などの対策が必要だと考えます。４．全体を通して、それぞれの

事故対策に自然災害が重なった場合、想定通りに進められない可能性が大であり、そのことを想

定する必要がある。以上、宜しくお願いします。 
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803E395 

真偽ご苦労様です。東海第二の稼働には反対します。理由はいくつもありますが、最も重要なの

は以下の点と考え、これのみについて陳述します。処理できない廃棄物をこれ以上増やさないで

下さい。最近 10 万年かけて処分するなどという案もあるそうですが、地球が常に動的状態であ

るのに、どこに 10 万年先まで安全な場所があるのでしょうか？勿論これは委員会の権限外だか

らと行って逃げを打つことは出来るかも知れませんが、委員の方の科学者としてまた人間として

の良心に問いかけたいと思います。皆さんは自分の子供達へ本当に核廃棄物を残して良いと考え

ているのでしょうか？皆さんが決して知ることのない玄孫やその先の子供達がどんな目に遭う

か、その時彼ら彼女達がどう思うか。本当の科学者であれば幅広い視野に立っての議論が出来る

はずです。管理できないモノをこれ以上増やす再稼働には反対します。 

803E396 

規制委員会は、審査書案中 100 ページ目にて、「その設計目標には、外部の火炎及び複合体内部

からの発火を想定し、外部からの熱（火炎）及び燃焼に必要な酸素量を抑制する観点が含まれて

いること、この設計目標の成立性を確認する実証試験には、難燃性能の確認はもとより、非難燃

ケーブルの通電性及び絶縁性並びにケーブルトレイの耐震性の確認が含まれ、さらに施工後の傷

等も想定していることから、十分な保安水準が確保されることを確認した。」とあるが、ケーブ

ルの老朽化についての考慮はされているか。東海第二原発は稼働開始より 40 年近く経ち、ケー

ブル製造業者が規定している耐用年数の目安である 10～30 年を過ぎている。建設当時のケー

ブル技術から考えて、放射線に対する耐環境性も十分ではないといえる。難燃性とは「燃えにく

い」性質であり、「燃えない」性質ではない。原発のケーブルは、電気を機器に供給したり、制

御したりする重要な部品であり、ケーブルが燃えて使えなくなることで、重大な事故になりう

る。難燃性ケーブルすら使われなかった当時の技術での原発を稼働することは、新規制基準の方

針から外れているので、例外措置を認めるべきではない。 

803E397 

1-原発は無くても電力不足などならなかった  この７年余、原発がほとんど動かなくても電気

は足りている（１ページ １ はじめに）2-東海第二につぎ込む資金は福島被災者に行くべきも

の  東海第二への無駄な資金投入で被災者への犠牲は増えるばかり（１ページ １ はじめに）

3-立地自治体だけでなく影響を受ける 5000 万人に意見を聞け  風下地帯で最大限の影響を受

ける人口規模は 5000 万人（１ページ １ はじめに）4-既に設計から 60 年も経つ原発は廃炉に

すべき  設計時に想定していないことばかりで、後付けの対策には限界（１ページ １ はじ

めに）5-再処理工場との複合災害を無視するな  わずか 2．8ｋｍの東海再処理工場で事故が

起きれば対処不能となる（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）

6- 情報非公開で技術的意見は書けない  パブコメで技術的意見を求めながらデータ等は非公

開のデタラメさ（484ｐ ６ 審査結果）7-避難できない大勢の人々を放置する  規制委は原子

力防災にも責任があるので避難計画の当否を見るべきだ（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大

事故等対処に係る技術的能力） 
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意見の箇所： Ｐ．１「１．はじめに」「本審査書の位置付け」「なお、原子炉等規制法第４３条

の３の６第１項・・・及び同項第２号の規定のうち経理的基礎に係る規定に関する審査結果は、

別途とりまとめる。」意見の内容： 原子炉等規制法第４３条の３の６第１号は、どのような場

合でなければ設置許可をしてはならないと規定し、経理的基礎についても審査の対象とする旨書

かれているが、今回の審査書案のパブリックコメントで、これが対象外とされているのは違法で

ある。７月４日には、別途とりまとめた文書も公開されており、なぜ今回だけそのような扱いに

なっているのか理解しがたい。 特に東海第二原子力発電所の事業者である日本原電株式会社

は、２０１１年来、電力を販売することができず、収入源は他の電力会社からの基本料金だけで

あった。そのため資金繰りが厳しく、経営は不安定であることは自明だ。しかも、廃止措置のた

めに必要となる費用の積み立てについても大幅に不足しているという報道もある。別の用途に流

用したという関係者の証言もあリ、日本原電はこの報道に反論しているようだが、客観的に見て

も、既に東海原発、敦賀１号機は廃炉となり利益は生まず、敦賀２号機についても活断層問題で

再稼動は困難である中で、今後必要な時期に必要な資金を確保することは困難であろう。廃止措

置の費用は安全対策として必要不可欠な資金であり、これがショートすれば杜撰な処理になり安

全が脅かされる可能性がある。 １６６０億円の建設仮勘定はおそらく敦賀３，４号機のものか

と思われるが、これも「とらぬ狸の皮算用」であり、利益を生む可能性はほとんどない。 そも

そも本原子力施設に必要な防潮堤の建設のための資金１７４０億円を自力で市中銀行から融資

してもらうことができないということ自体が異常であって、このような会社に原子力発電所を操

業する経理的基礎があると判断する原子力規制委員会の判断は常識的にもありえない。今回だけ

安全対策費用が調達できるかだけを要求していることもおかしい。稼動後に大事故でなくてもな

んらかのトラブルや事故を起こせばたちまち資金がショートする可能性がある。 国から借金を

している東京電力や、東北電力に債務保証のみならず、資金協力も受けなければならないという

事実は、いくら経済産業大臣から文書で確認書を得たところで、責任のたらい回しでしかない。 

このような状況では、到底経理的基礎があるというには程遠い。原子力規制委員会は、日本原電

株式会社に東海第二原発の設置変更許可を出すべきではない。 

803E399 避難計画がきちんと記載されていない 

803E400 

東海第二原発は、11 月には運転 40 年を迎える老朽原発です。機器の劣化、安全性において大変

不安があり、これ以上、運転を続けることには危険を伴います。再稼働は絶対にするべきではあ

りません。 

803E401 

・意見箇所 33～34 ページ日本原子力発電（株）は当初、原発敷地内で液状化が発生する可能性

はない前提で「盛土防潮堤」を採用するとしていました。審査の過程で規制庁から液状化の可能

性について指摘を受け、原電は否定していましたが、最終的に液状化の可能性を認め、地盤改良

を行い支持杭形式の「鉄筋コンクリート防潮堤」を設置する方針としました。この設計変更によ

り、低レベル放射性廃棄物埋設事業所が防潮堤の中に含まれるルートから周辺を避けるルートに

変更されました。液状化が懸念される地盤に原発を立地するべきでないこと、防潮堤の設計変更

により、敷地内に地下水がたまり水位が上昇するリスクが高まること、津波の発生時に低レベル

放射能廃棄物の流出が懸念されること、以上の対策が明らかでないうちに設置許可が行われるべ

きではありません。 

803E402 

再稼働は控えていただきたく意見を提出します原発事故を 100％防ぐということは不可能であ

ることは明らかですまして、老朽化が進み被災した東海第二原発の運転は何が起こるか予想でき

ずおこなうべきでないと考えます万が一過酷事故が起こったときの被害は甚大です、首都圏を含

み多くの人が暮らす範囲に影響が及びます、日本という国自体が崩壊する可能性も十分あり得ま

すまた当然に直接被害を受ける土地に住む一人として、家族の長として、地方議会の議員として

自分や家族、地域に被害を及ぼす可能性がある事案に反対致します多くの国民にとって再稼働に

よるリスクと利益の天秤が釣り合っていません、正直再稼働による利益とは関係者のみにもたら

されるものであると理解しています多くの国民の安全な生活を一部の関係者の利益のために脅

かすことは許されないことであると思います、どうか再稼働はすすめないようお願いいたします 
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473 ページ～485 ページ：衛星電話設備、無線連絡設備、携帯型有線通信装置など新たに整備す

ることは大切なことと思うのだが、そもそも 40 年を基準に作られた発電所そのものが重大事故

に耐えうるのでしょうか？478 ページ、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリストへの対応として「重大事故等に対処するために必要な設備及び手順…として審査

し結果を示した」としていますが、読み進めていくと、「大規模損壊によって発電用原子炉施設

が受ける被害範囲は不確定性が大きく、あらかじめシナリオを設定した対応操作は困難…」と書

かれています。私もそう思います。現状を考えてみると、日本では、今の科学ではお手上げな自

然災害が多発しています。現世界情勢の不安定さもあります。多大なリスクをリスクとして認識

してらっしゃるのですから、ことが起きてからの対策では遅いとお考えになりませんか？他の発

電手段のそれとは比べ物にならない際立った被害が起きることを考えれば、40 年の長きにわた

って使ってきた発電所を使い続ける無謀さがあると考えます。 

803E404 

審査書案 P98 全長 1400 キロメートルのケーブルのうち、「難燃性ケーブル」もしくは「今後難

燃性ケーブルに取り換える」ものが 40％、「防火シートを巻く」が約 14％という内訳になってい

ます。防火シートは、対策として不十分であり、また何も対策しないケーブルが 45％以上とな

ります。「防火シートで巻く」対策では、防火シートを通してケーブルが過熱され、被膜材が熱

分解を始めたり、条件次第では火災がケーブルに伝わって拡がり、消化が極めて困難になるとい

った状況が懸念されます。また、防火シートによって延焼は防げたとしても、被膜がだめになり、

ケーブルの機能が失われることによって、プラントの状態がわからなくなったり、機器の遠隔制

御が不能になり得ます。「何も対策しない」45％では、非難燃性の OF ケーブルがそのまま残るこ

とになり、東電の埼玉県での地中送電線で、2016 年 10 月に発生した火災と同様のリスクをかか

えることになります。 まもなく運転開始から 40 年になる老朽原発である東海第二は、ただち

に廃炉を決めてください。 

803E405 

2011.3.11 時 冷温停止に手間取った老朽原発でありその時の検証は規制委としてしっかりとや

っているのですか？新規制基準による審査以前の前提条件です。審査をする規制委自体の信頼性

が疑われる根本問題です。審査行為自体が許されない。 

803E406 

57 ページに関して 1、 原子炉とタービン建屋を取り囲んでいるサブドレンが停止し、建屋下部

（基礎マットコククリートの打ち継ぎ面）からの侵入についてまったく検討されていない。2、

サブドレン停止により、設置率 65%を確保できなくなる可能性について検討されていない。 福

島原発事故後、東電に打ち継面からの流入について質問していたが〈地震前にも打ち継ぎ面等か

らの漏水が確認されていましたが、漏水は確認され次第補修を実施しており、流入していた地下

水量はきわめて少量です。〉との回答を得ている。 サブドレンが停止した場合、打ち継面から

地下水が建屋内に地上近くの地下水位と同等になるまで侵入することになる。 サブドレンの代

替ポンプがあるから問題なしとしているが、サブドレンの耐震性は検討されておらず、地震によ

り代替ポンフが使えなくなる状況も検討すべき。 また、現段階で東海原発での流入量が少なか

ったとしても、地震により打ち継面の隙間が拡大し流入量が拡大する可能性があると考える。3、 

東海原発での現在までの打ち継面からの地下水流入に関しての報告を求めるべき。また、打ち継

面の状態を確認すべき。 4、東海第二原発のサブドレン概要図が商業機密又は核物質防護上の

観点から非公開となっているため検討できない。他の原発ではサブドレンの位置も構造も公開し

ている。サブドレンについては、2017 年 10 月 18 日の事業者との公開ヒアリングにおいて検討

されているが、映像も議事録も非公開となっている。サブドレン概要図が完全に白紙状態となっ

ている。 （本資料のうち は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。）そのため、

サブドレンが適切な構造や位置関係にあるのか判断できない。5、サブドレンの汲み上げ最大量

が公開されていない。運転開始後記録されている最大汲み上げ量を公開するべき。6、サブドレ

ンの耐震性は極めて重要であるにもかかわらず、一般構造物扱いとなっている。基準地震動に対

応して審査すべきである。以上の点からだけでも、審査書案は認められない。 

803E407 
運転 40 年になる老朽原発の再稼働は危険！！！止めてください。日本のために、止めてくださ

い。 

803E408 

東海再処理工場と東海第 1 原発の解体作業現場が至近にあり特に再処理工場の高レベル廃液廃

棄物が問題である。また原研の諸施設や三菱等の燃料工場など原子力関連施設が集中立地してい

る。東海第 2 の過酷事故がそれら施設に及ぼす悪影響を審査に入れないなど科学的技術的瑕疵

にあたる。東海第 2単体の適合審査そのものがごまかしであり即刻中断すべきである。 
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803E409 

審査書案 P33 当初日本原電は、防潮堤の設置場所として、低レベル放射性廃棄物埋設事業所を

含む敷地全体を取り囲むこととし、セメント固化盛土形式の防潮堤を採用するとしていました。

しかしその後、地盤の液状化の可能性が否定できないことから、すべての傍聴壁の杭先端を新第

三系鮮新統～第四系下部更新統の岩盤まで到達させる支持杭形式に変更しました。また、杭の支

持形式の変更及び防潮堤近傍の表層地盤改良等による地下水の流況に及ぼす影響を考慮して、低

レベル放射性廃棄物埋設事業所周辺を避けるように防潮堤のルートを変更しました。しかし、津

波時に、低レベル補 y社製廃棄物の流失が懸念されること、事故時に防潮堤により地下水が妨げ

られ、地下水位が上昇し、施設が水浸しになる可能性があります。 運転開始から 40 年になる

老朽原発である東海第二原発は、ただちに廃炉を決めてください。 

803E410 

100 万人に及ぶ避難計画に責任を持たない規制委の怠慢は自省されたのか？科学的技術的に名

を借りた逃げの姿は世界の恥さらしだ。11 月迄事業者をなだめすかし何段階も書類審査のみで

再稼働のお墨付きを与えるつもりでしょうが 100 万人近い避難対象住民を抱える立地周辺自治

体の同意が最終得られそうに無いのにそして首都圏の住民が納得する筈もないのに審査を強行

する姿勢は到底許されるものではありません。人として良識をもって審査中断を決定されよ。 

803E411 

＜意見＞ 今年 11 月 28 日で運転期限が切れる東海第二原発は、廃炉すべきです。新規制基準の

厳格な適用によっても、大きな自然災害に対し、絶対確実な抑制は望めません。原子力発電に関

しては「想定外」はあってはならないことです。＜理由＞ 本審査書案に、高経年化対策を明確

に意識した記述はゼロです。例えば、原発の最も重要な基礎素材である、鋼鉄などの金属の劣化

に関わる項目、語句が見当たりません。このことは、原電の申請書が、高経年化対策を明確・具

体的に示していないことを意味します。こうした申請書を審査すること自体が無意味です。 

803E412 

巨額の対策工事費用を民間金融機関から調達出来ない原電は再稼働や寿命延長を申請する資格

さえない。直接東京電力と東北電力に負担をさせるスキームを認めてしまう規制委は自由主義経

済体制を破壊する張本人であり恥じ入るべき。科学的技術的蛸壺的再稼動至上主義の規制委は経

済の常識を無視し日本社会を破綻させる犯罪的組織と断じざるを得ない。特に東電は事故賠償に

専念させる為に存続を許された事業者であるから大問題であり規制委がストップをかけるべき

ものである。 

803E413 

1Fと同じ BWRでしかも 40年越えの老朽原発の再稼動に恐れは感じないのか？科学的技術的にも

手抜き満載で事故無し信仰のオンパレードだ。格好をつけた防潮堤液状化問題も 1F の地下水汚

染水苦闘に目をつぶり新たに第 1の廃棄物処理棟を放置してしまう醜態 

803E414 

東海第二原発の再稼働は、絶対反対です。何故なら、原子炉の下に水がある形になっているから

です。福島のような事故が起こった時、水蒸気爆発を起こし、それこそ、日本全滅になります。

チェルノブイリの時、原子炉の下にある水を抜く為、決死の人々が行って、水蒸気爆発を押さえ

ました。あれを忘れてはいけません。それでなくても 40 年を越した原発を動かしてはいけませ

ん。多大の放射能を浴びたコンクリ、金属その他の多くの材質の劣化を私達は実際には殆ど知り

ません。科学を過信する事なく、安全で健全な世界を次世代に残しましょう。 
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803E415 

日本原電東海第二原発再稼働と運転延長を容認する書類審査について異議を申し立て、廃炉を求

めます。理由の第一は間もなく 40 年超となる老朽原発に対する原電の対応が極めて不十分であ

り、今年 5 月視察した規制委の山中伸介委員も「一層危惧が増している」と述べたばかりであ

り、その後どのような対策を提起したのかも不明なまま新基準に合致という判断は極めて不明朗

です。重要なのは当該原発は東日本大震災の被災原発であることです。同震災では東電福島第一

の他、福島第二、東北電女川原発も被害を受けましたが、東海第二は原子炉は自動停止したもの

の、津波によって外部電源を失い、緊急対策の結果冷温停止しましたが、この間 3 日半も掛かっ

ています。当然、原子炉内に少なからぬ影響があったはずですが、公表されていません。外部電

源喪失事故自体、東海村村長への報告は 10 日以上経ってからという不誠実でした。また福島事

故を受けてケーブルの交換が求められているはずですが、東海第二では総延長 1400 キロに達す

るケーブルのうち難燃性に交換されたのはわずか 15％で、火災事故が起きた場合に英国の原発

であったような深刻な事故になりかねません。原電は 1740 億円と推定している安全対策工事を

行う計画を今年 11 月までに提出するとしていますが、地震・津波への認識が不足していた 40 年

以上前の設計に対する根本的な見直しも行われていません。その費用も本来なら資産を事故被害

者救済に充てなければならない東電からの出資で賄うという異常な態度です。かねてから指摘さ

れていることですが、東海第二は最も首都圏に近く、福島第一で避難が求められた「30 キロ圏

内」だけで、96 万人が居住しています。福島第一事故の際、近藤原子力委員長（当時）のもとで

作成した最悪シナリオでは 100 キロ圏内も避難対象となっていました。東海第二より東方の福

島第一でさえ首都圏避難という想像を絶する事態が想定されたのであり、東海第二の場合は同様

の事故が発生した場合、日本という国が失われる事態となり、日本及び日本国民は永遠に世界か

ら非難を受け続けることは間違いありません。原子力規制委員会は「住民非難は対象ではない」

と無責任な姿勢を固持していますが、この姿勢は旧原子力安全委員会よりも後退した姿勢と言え

ます。規制委が仮に基準に合致と主張するのなら、少なくとも原子炉内を綿密に調査した後にす

るべきでしょう。それも事業者が行ったとするものを鵜呑みにするのではなく、自分たちの手で

第三者との評価を受ける形できちんと検査、調査を行うべきです。こうした国民に納得される手

順も踏まず、「時期が来たから了承」とみられている姿勢は将来取り返しのつかない禍根を残す

結果になることは間違いありません。老朽化し、被災して冷温停止まで 3日間もかかった原発で

あることを認識するならば、審査書案を撤回するべきです。 

803E416 

1Fと同じ BWRでしかも 40年越えの老朽原発の再稼動に恐れは感じないのか？科学的技術的にも

手抜き満載で事故無し信仰のオンパレードだ。老朽原発の象徴 難燃ケーブル問題過酷事故以前

のボヤでも通信不能の制御不能の危険手抜き審査が過酷事故を誘発する怖れを持たないのか？

老朽原発の象徴 圧力容器の脆性破壊の危険老朽原発の象徴 シュラウドの亀裂無視できず全て

40 年廃炉の設計で寿命延長再稼働は想定外なのです。 

803E417 

86 ページ～88 ページ：1997 年に起きた爆発事故（アスファルト固化施設）の検証が十分と言え

ない状況において、ましてや東海第二発電所の周りには、再処理施設や茨城県 HP をみると沢山

のと原子力施設があることがわかります。もし重大事故が起こればどうなるでしょう。福島の惨

事では済まされないとはお考えにならないですか。今、東海村民の避難所となっている取手市民

も都民も安全と言えるでしょうか。人の命が一番との観点から仕事をしていただきたいです。そ

のための ”規制” 委員会だと信じます。 

803E418 

東海第二原発の周囲 30km 圏内には 100 万人近い人々が住んでいます。そういった状況下でもは

や老朽化した原発を動かそうとするのは正気とは思えません。何等のプラスもなく、ただただ未

来にまで甚大な被害を及ぼす愚行です。東日本大震災での今にも続く被害から何も学んでいない

東海第二原発については、絶対に反対です。 

803E419 

1Fと同じ BWRでしかも 40年越えの老朽原発の再稼動に恐れは感じないのか？科学的技術的にも

手抜き満載で事故無し信仰のオンパレードだ。過酷事故時のメルトスルー 巨大な水蒸気爆発不

可避オモチャ実験で可能性低いで目をつむるブローアウトパネル開閉実験失敗でもゴーサイン

の狂気赤城山噴火灰 50 センチで構内機能不全で建屋屋根抜けそう関電九電の 5 倍もの降灰に原

電は耐えられるとほざくのか？再稼働お馴染み 免震棟設置を義務付けず 1F 大事故の教訓を頑

なに学ばない非科学的非技術的所業 

803E420 
規制委は原電に対して東海第 2 再稼働寿命延長の愚か極まる申請を取り下げさせ廃炉専業事業

者として世界のトップに立つ道に変身するよう指導助言されたい。 
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803E421 

●老朽化した原発です。多少部品交換したにせよ極めて多数の部品でできていてそのすべてが正

常でないと事故に直結する始末に負えない発電設備が原発です。●いくら原発の防波堤を高くし

てもそれを上回る地震、津波、台風で破壊されないという保証はありません、それは世界の断崖

絶壁に残る地層の湾曲をみても明らかなように人間の力の及ばない巨大さです。そして避難する

にしても人口の多い地区からどのようにして短時間に避難できるのでしょうか？ 避難できた

にせよ、冷酷な自民政権によって避難民が扱われるのは福島の例で明らかです。●原発は誰のた

めのものでしょうか？国民大多数は原発も石炭火力でもなく本当に安心安全なエネルギーを求

めているのです。自然のエネルギー＋蓄電システムの早期完成を求めています。原発に大金を投

じることを止め、未来のエネルギーシステムに税金を使ってください 

803E424 

1）東海第二原発の事業会社である日本原電は、所有する原発すべてが動いておらず他の電力会

社からの電気料金で経営を維持している。そのため 1760 億円もの安全対策費を調達することが

できず、東京電力などが経済的支援を表明している実質的な破綻企業で、原発再稼働をもくろむ

ような経理的基礎はない企業である。また、経済的支援を行うという東京電力も巨額の公的資金

が投入されており、他の原発を支援することは許されない企業である。東海第二原発はすみやか

に廃炉にすべき。2）東海第二原発の格納容器は MARK2 型。事故で炉心溶融が発生した場合、真

下に水があるため水蒸気爆発の危険性が高い。このように危険な老朽原発は、すみやかに廃炉に

すべき。3）首都圏唯一の原発である東海第二原発は、その 30km 圏内に約 96 万人が居住してい

る。まもなく 40 年を迎える老朽原発であり、東日本大震災のとき津波をかぶり過酷事故を招い

た福島第一原発と同型の沸騰水型（BWR）である。事故が起きれば被害者は必ず発生し、安全対

策はないに等しい原発である。すみやかに廃炉にすべき。4）東海第二原発 30km 圏内 96 万人を

避難させる避難計画がない。万が一の事故のとき、避難計画もないまま圏内の住民を見捨てるか

のような態度で原発再稼働を審査・容認するなど無責任極まりなく言語道断である。すみやかに

廃炉に向けた手続きをとるべき。以上 

803E426 運転 40 年になる老朽原発の再稼働は危険 

803E427 

意見および理由 1 p.437 「多重性を有する重要計器の他チャンネル」を「重要代替計器」とし

ているが、いくら多重性を確保しても同一の原因によってチャンネルすべてが故障することがあ

り得るから、代替とはいえない。代替性ないし多重性は計測方法の種類という質の面で確保する

必要がある。意見および理由 2 p.445～446 重大事故等時に「1 測定点当たり可搬型計測器の

接続、計測等を計 2 名により、63 分以内に実施する」とあるが、可搬型計測器の詳細が明らか

にされておらず、63 分以内に実施できる技術的保証はまったくない。 
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803E428 

東海第二原発の再稼働、運転延長を容認する原子力規制委員会の審査書案に反対し、直ちに廃炉

するよう求めます。理由の第一は東海第二原発は運転開始から間もなく 40 年という老朽原発で

あることです。東海第二原発が設計されたのは運転開始からさらに何年も前で、茨城県や東北沖

の地震・津波に対する認識も現在と大幅に異なっていました。こうした面を深刻に検討している

のか疑問です。老朽原発は関電のように地元の反対や不安を押し切って強引に再稼働されていま

すが、東海第二が大きく異なるの東日本大震災で被災した原発ということです。3.11 で東海第

二原発は東電福島第一原発と同様、津波の被害を受け、原子炉は自動停止したものの外部電源を

喪失。冷温停止まで 3日半掛かっています。その間、原子炉内部も大きな影響を受けたとみられ

ますが、詳しい情報は明らかにされていません。冷温停止に時間が掛かったことさえ、地元の村

長に伝えたのは事故から大分経ってからでした。東海第二原発の周囲では、震災 2 日前に運良く

防潮堤のかさ上げ工事が終わった後でしたが、あと数十センチ波が高かったら東電福島第一原発

と同じような運命になっていた恐れがあります。そうした状況にもかかわらず、原電は十分な対

策を進めてきたとは思えません。例えば難燃性ケーブルへの切り替えが求められているにもかか

わらず、総延長 1400 キロとされる原発内のケーブルのうち難燃性に切り替えたのはわずか 15％

で、火災が発生した場合どんな影響があるのか分かりません。東海第二の特徴は福島第一原発事

故で非難した「半径 30 キロ圏内」だけで約 96 万人が住んでいることです。これだけの住民を安

全とされる場所にどうやって非難できるのか、関係自治体は頭を抱えています。さらに事故が拡

大、東京など首都圏の数千万人が避難するという事態になれば、日本は終わりです。原発事故は

人災であり、避けることができるものであり、日本を危機に陥れることのないよう、直ちに廃炉

させることが第一です。それを、現時点で 1740 億円と見込まれている安全対策工事の費用を原

発事故加害企業である東電が融資するというのは、とんでもない話です。事故被害者への賠償を

行わず、その金で再稼働というのは道義的に許されません。原子力規制委員会はこうした非同義

な事業に手を貸さないよう求めます。 

803E429 

地震が多発しています。原発事故の怖さを知りました。そもそも、原発の使用済みのごみはどう

するんですか。地下深く何万年も埋めるんですか。原発再稼働は、やめてください。目先の豊か

さだけを求めてはいけません。子や孫のこと、人類の未来を考えてください。原発のない社会を

みんなでつくりましょう。再稼働やめてください。 

803E430 

原電第二原発パブコメ全体ｐ１ １．本審査書の位置付け 米国では避難計画がＮＲＣの審査対

象となっているが、日本では審査対象となっておらず、世界最高水準の規制とはいえない。米国

では避難計画不備のためにショアハム原発は運転することなく廃炉となった。日本のような狭い

地震国で原発を運転する前提として、避難が可能かも審査し、さらに周辺１００ｋｍ県内の住民

投票によって稼働の可否を決するべきである。ｐ．４-６  発電用原子炉の設置及び運転のた

めの技術的能力 いずれの項目についても「資格を有する技術者を確保する。」「業務を実施する

ために必要な人数を配置する。」ように記述されているだけで具体的な人数が明示されていない。

この情報だけでは技術的能力が充分であることを確認できない。ｐ．８  ５．技術者に対する

教育・訓練申請者の技術者等に対する教育及び訓練の方針は適切なものであることを確認した。

教育 訓練の内容が明示されていない 方針だけ確認しても妥当な内容であることは担保され

ない 事故前の東電も当然ながら教育訓練していたが 事故は防止できなかった しっかりと

教育訓練の中身を提示させ妥当性を審査すべきであるｐ．９ ６．発電用原子炉主任技術者等の

選任・配置ｐ．２３ １．３ 耐震設計方針１．耐震重要度分類の方針解釈別記２は、耐震重要

度に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラスに設計基準対象施設を分類すること（以下「耐震重

要度分類」という。）を要求している。申請者は、以下のとおり、耐震重要度分類を適用する方

針としている。（１）施設の分類設計基準対象施設については、地震により発生するおそれがあ

る安全機能の喪失による影響及び公衆への放射線による影響を踏まえ、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃ

クラスに分類する。また、津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設もＳクラ

スとする。とある。重要度を事業者に決めさせること自体がおかしい。上記のように方針は記載

されているが具体的な設備名が明示されていない。ＢＷＲであれば、炉心まわり、炉心からター

ビン建屋への配管、建屋内でのタービン周りはすべてＳ級とすべきであるが、そうされているの

かも確認できない。 
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803E431 

IV-1.2.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用(240 頁) IV-1.2.2.5 溶融炉心・

コンクリート相互作用(251 頁) 審査書案を決定した規制委員会（7 月４日）の席上、更田豊志

規制委員長は次の発言をした(会議議事録から転記)。「FCI (注 1)と MCCI (注 2)、これらはこ

ちらを立てればあちらが立たずというように一見見えるのですけれども、頻度の観点からいえ

ば、溶融炉心が圧力容器の下部を貫通してペデスタルに到達した際に、MCCI はほぼ確実に、何

もしなければ確実に起きる。 一方、FCI の方というのは、これは極めて実験でも起こさせるの

に苦労するような現象であるので、その脅威を完全に無視することはできないかもしれないけれ

ども、MCCI との比較でいえば、まずコアコンクリート反応を避けようとするのが主眼であって、

その上で、なお FCI の脅威をなるべく取り除いておこうと。これは優先順位の問題であろうかと

思います。 それから、水位の２ｍとか３ｍとかいうのは、これは FCI を考える上ではごく浅い

水位と捉えるべきであって、もちろん浅ければ浅いほど発生頻度は小さくはなるわけだけれど

も、ここでまず１ｍで MCCI に備えるというのは、アクシデントマネジメントとして妥当な方策

であると私も考えております。」 審査書案にはこのようなことは明記されていないものの規制

委員会の率直な考え方であると受け止め、以下の質問と意見を述べる。（１）「FCI の方というの

は、これは極めて実験でも起こさせるのに苦労するような現象である」と述べているが、現実に

TROI 実験では自発的水蒸気爆発が何度も生じているので、「極めて起こさせるのに苦労する」と

いう表現は事実に反しているので、訂正すべきではないか。（２）「MCCI との比較でいえば、まず

コアコンクリート反応を避けようとするのが主眼であって、その上で、なお FCI の脅威をなるべ

く取り除いておこうと。これは優先順位の問題であろうかと思います。」とあることについて、

FCI の脅威は「なるべく取り除いておく」ことですまされるものではない。何故ならば、衝撃圧

を伴う水蒸気爆発が生じると、格納容器破壊という破滅的結果を招くおそれがあるからである。

MCCI と FCI は優先付けして対処する問題ではなく、どちらも同等にその発生を防止すべきもの

である。（３）MCCI と FCI の脅威排除を両立できる対処法が、溶融炉心と水の接触を避けたドラ

イな「コアキャッチャー」方式である。現実に欧州加圧水型炉、ロシア加圧水型炉では取り入れ

られており、日本の既設の原発でも技術的に設置不可能なものではない。ただ工事費と工事期間

が溶融炉心の水冷却方式よりもより多くかかるだけである。規制委員会が福島原発事故の反省と

教訓にもとづき原発の安全性を経済性よりも優先する理念に立つのであれば、蒸気爆発のリスク

が避けられない溶融炉心の水冷却方式を排除して、「コアキャッチャー」方式を規制要件にする

べきである。 ＜筆者注＞ (注 1) FCI: 溶融炉心と冷却水の相互作用による水蒸気爆発を指

す。 (注 2) MCCI: 溶融炉心・コンクリート相互作用によるコンクリート侵食を指す。 

803E432 

187～193 ページ格納容器圧力逃し装置が設定されるということは、一見よさそうに思われるが

そうなのでしょうか。40 年前は、放射能を外部にもらさぬよう格納容器内に閉じ込める為、頑

丈な作りに努力し、また、それ故に「安全」と 40 年の長きに渡って聞かされてきました。フィ

ルターを通すといえども気体と化した放射性物質が、人々の住んでる町に漂い続けることになる

のです。何のために誰の為に、大変なリスクを抱えながら再稼働に突き進むのですか。人々が幸

せに生きるための電力という観点からも沢山のコストをかけ、利用者にそのつけを負わせざるお

えない延長稼働には、反対します。 

803E433 
安全だかとても心配です。爆発したときの対応策がちゃんとできていると思えません。東海第 2

原発を動かす必要があると思えません。整備計画には反対です。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E276 - 
 

整理番号 意見全文 

803E434 

IV-1.2.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 (240 頁) IV-1.2.2.5 溶融炉

心・コンクリート相互作用 (251 頁)原子炉圧力容器破損部から流出する溶融炉心を冷却するた

めに、「格納容器下部注水系（常設）」を設けてペデスタル（ドライウェル部）に注水する方式は、

溶融高熱物を水に接触させるものであり、これは労働安全衛生規則の水蒸気爆発防止規定に違反

する。法規違反が明らかであり、設置変更許可の取り消しを求める。 その理由は次のとおりで

ある。 労働安全衛生規則では溶融した高熱の多量の鉱物を取り扱う設備での水蒸気爆発を防止

するため、第 249 条で溶融高熱物を取り扱うピット（高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。）

については地下水、作業用水又は雨水が浸入することを防止すること、第 250 条で該当設備を有

する構築物については床面は水が滞留しない構造とすること、などを定めている。いずれも溶融

高熱物を取り扱う際には、水蒸気爆発防止のために溶融高熱物と水との接触を厳しく禁じるもの

である。 東海第 2 原発での過酷事故時に生じる溶融炉心は、「溶融した著しく高熱の多量の鉱

物」であり、それを水と接触させる原子炉圧力容器下部への注水方式は、本規則に違反している

ことが明白である。〇特記事項：柏崎刈羽原発６，７号機の審査書案へのパブリックコメントに

おける上記と同主旨の意見に対して、規制委員会は以下の考え方を示した（規制委員会資料：平

成 29 年 12 月 27 日）。＜引用開始＞労働安全衛生規則第 249 条の適用対象となるピットについ

ては、 「高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。」と規定され、解釈通達に「高熱の鉱滓に注

水して冷却処理するもの」が例示されていることから、原子炉格納容器下部注水設備のように、

水の注入による冷却処理を前提とした設備に適用されるものではないと承知しています。また、

第 250 条の適用対象は、「溶融高熱物を取り扱う設備」ではなく、当該設備を内部に有する「建

築物」であることから、同条は、原子炉格納容器下部の注水設備には適用されないと承知してい

ます。 なお、新規制基準においては、原子炉格納容器外の溶融炉心と冷却水の相互作用は必ず

想定し、その場合原子炉格納容器が機能喪失しないことを求めています。原子炉圧力容器外の溶

融燃料－冷却材相互作用で想定される水蒸気爆発に関する二酸化ウランと 酸化ジルコニウムの

溶融燃料を模擬した大規模実験としては、 COTELS、FARO、KROTOS 及び TROI を参照し、大規模

実験の条件と実機条件とを比較した上で、実機においては、水蒸気爆発の発生 の可能性が極め

て低いことを確認しています。 これらから、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用で

想定される物理現象のうち、原子炉格納容器の構造に有意な影響を与えるような大規模な水蒸気

爆発の可能性が極めて低いことを確認しています。＜引用終わり＞このうち、249 条に関する規

制委員会の考え方は、溶融炉心を除外対象の鉱さいと同一視している点で科学的妥当性を欠いて

いる。何故ならば、鉱さいは電気炉または高炉等を用いた製錬工程で溶融金属の表面に浮上する

不純物「スラグ」や鋳造製品の鋳型として使われた「鋳物砂」などを指し、その物理的性質は溶

融炉心とは著しく相違するとともに、溶けている温度は溶融炉心よりも大幅に低い。具体例とし

て、鉱さいの主成分の二酸化珪素の融点は 1650℃、溶融炉心の主成分の二酸化ウランの融点は

約 2800℃である。従って、鉱さいが水と接触する際の水蒸気爆発の可能性は溶融炉心や溶融金

属に比べて顕著に低く、一般産業分野における長年の実績も踏まえて水による処理が認められて

いるのである。溶融炉心の水蒸気爆発の可能性を鉱さいと同一視する規制委員会の考え方は、理

が通っていない。第 250 条については、原発で溶融炉心が水と接触する場所は格納容器下部のス

ペースであり、構築物の一区画なのであるから、同上適用対象になり、そこに水を貯めることは

同条違反である。規制委員会の考え方『適用対象は、「溶融高熱物を取り扱う設備」ではなく、

当該設備を内部に有する「建築物」であることから、同条は、原子炉格納容器下部の注水設備に

は適用されないと承知しています。』は、論点を外した不適切な記述である。第 249 条、第 250

条ともに、「適用されるものではないと承知しています。」との表現がなされているが、何にもと

づいて承知しているのか、その出処あるいは照合先を明確に示すべきである。 
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803E435 

＜意見＞ 今回の設置変更許可申請に対して「立地審査指針」を適用し、審査をやり直すべきで

す。＜理由＞ 1964 年（昭和 39 年）に原子力委員会が決定し、その後一部改訂された「立地審

査指針」は、「最悪の場合には起るかもしれないと考えられる重大な事故の発生を仮定しても、

周辺の公衆に放射線障害を与えないこと」を要求しています。原子力規制委員会は、これまでの

審査でも、この最も重要な指針のひとつを無視してきました。確かに、当審査書案は、「IV-1.2.2. 

格納容器破損防止対策」（p220～）で原子炉等規制法 37 条第 2項が「発電用原子炉施設は、重大

事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準

の放出を防止する ために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している」と述べ

ています。しかし、そのような措置を講じたとしても放射性物質の流出があり得ることは、2011

年の福島第一原発事故が教えています。今回の審査対象となった東海第 2原発は、11 月 28 日に

運転期限が切れる老朽原発です。重大事故発生の確率は、福島第一原発と同じか、それ以上に大

きいと考えられます。また、原発から半径 30 キロ圏には、100 万人近くが居住しています。こ

れらの人々を避難させる大規模訓練は、これまで行われておりません。避難については、原子力

規制委員会の審査対象外となっています。これでは、周辺住民の安全性は保障することが出来ま

せん。 

803E436 

1 東海第二原発の 30km 圏内には 96 万人もの県民が居住しており、原発事故に備えた避難計画

が再稼働の条件となっているが、そもそも自然環境による天災でもないのに、周辺住民の避難計

画を前提とするエネルギー政策などあり得ない。それほど危険を伴う発電所は廃止すべき。さら

に、一旦事故が発生した場合、住民の避難はできたとしても、福島原発事故でも明らかなように、

住民の生活は破壊され、事故による社会的影響は計り知れず、避難計画を作成すること自体が無

意味である。2 東海第二原発の至近距離に、核燃料再処理工場が存在し、今後廃止に向けた作業

が予定されている。今後 70 年の期間をかけて廃止する工場で、東海第二原発と同様に大量の放

射性物質を場内に貯蔵しており、危険な状態である。東海第二原発の再稼働にあたり、この核燃

料再処理工場の存在をことさらに無視し、原発と同様な対策が必要にも関わらず、極めて安易な

対策案しか講じていないことに瑕疵がある。原発と同様の防潮堤が必要であるが極めて簡易な対

策しか講じていないことを審査していない。福島原発事故でも発生した複数の原発が連鎖してメ

ルトダウンするという複合事故が発生する可能性が極めて高い。東海第二原発が無事でも核燃料

再処理工場で事故が発生した場合東海第二原発の運転管理は不可能となり事故の規模は倍増す

る。よって、核燃料再処理施設の不十分な対策のままの再稼働は審査に値しない。 

803E437 

IV-1.2.2.4 水素燃焼 (245 頁)格納容器内の酸素濃度が 4％（ドライ条件）に到達すると、可

搬型窒素供給装置による窒素注入を行うことによって、事象発生から 7 日間までの酸素濃度は

５％を下回る、としているが、可搬型窒素供給装置は地震、津波、暴風雨、豪雪などの厳しい自

然条件のもとでは搬入、接続などが困難となり、機能の信頼性を欠く。窒素供給装置を使用する

のであれば、屋内に常設すべきであり、また、運転員、作業員に依拠することなく、酸素濃度の

検出と窒素供給を全自動にすべきである。 

803E438 

案 100 ページ 難燃性ケーブルについて新規制基準では難燃性ケーブルが義務づけられていま

すが、東海第 2原発は難燃性ケーブルに変えられない箇所が 6 割にのぼる。防火シートを巻く事

は根本的な対策とはならず、原則を全く無視した対応である。万が一にも事故を起こしてはなら

ない原子力発電所という場所においては、容認すべきではないと考える。 
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803E439 

意見（全般）１：再稼働の審査では避難計画は対象外で、そのことについて何ら触れられること

はありません。しかし、多くの茨城県民が再稼働に不安を抱え、また周辺自治体で反対決議も採

択されています。30 キロ圏内の住民 96 万人が住んでおり、あまりに規模が大きく、住民を安全

に避難させることが可能な避難計画はありません。茨城県のシミュレーションでも住民 8 万人

が 5 キロ圏外に出るのに 30 時間かかるとされています。福島原発事故でも病院からの避難で亡

くなった方もいます。そのような要支援者の人たちは、「屋内退避」になり、いつ救援が来るの

かわからず見捨てることになるのではないでしょうか。再稼働にあたり、単に原発を見るのでは

なく、避難計画もきちんと審査の対象にするべきです。２：日本原電は、これまでも書類の提出

期限を守れず、たびたび更田委員長から叱責されています。このような会社に、適合審査で約束

したケーブルの交換などを含めた数々の工事に責任をもって対応できるとは思えません。３：日

本原電は、現在所有する原発が一基も動いておらず、他電力会社からの「電気料金」の支払いで

かろうじて破綻を免れています。今回も東京電力、東北電力が債務保証をするという文書を出し

たことで審査が通りました。しかし、その文書でも「・・・何ら法的拘束力ある約諾を行うもの

ではないことを申し添えます」とあり、その融資保証についても不安定なものです。まして、東

京電力は巨額の公的資金を提供されている会社であることを考えると、その会社が他社原発支援

のために資金保証をするなど許されないと思います。４：審査書案で認められた防火対策では、

「安全系のうち、約半数は難燃に取替え、半数は防火シートを巻く」としています。営業運転か

ら 40 年たち、すでに設備が古くなっています。火災に弱く古い非難燃性ケーブルに防火シート

を巻きつけて 40 年越え運転された原発はこれまでにも実例が無く、安全性の程度が不明です。 

803E440 

IV-1.2.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 (240 頁)東海第 2では、原子炉圧

力容器破損前の注水により、ペデスタル(ドライウェル部)の水張り水位を当初の 6.1m から最終

的に 1m に変更した。この理由は、初期の対策として、溶融炉心と水の接触により生じる圧力ス

パイクが発生した場合に原子炉格納容器バウンダリの機能を維持し、同時に実施する溶融炉心・

コンクリート相互作用の緩和効果に期待できる水位を設定するためである、と記述されている

(審査書案 241 頁)。先んじて設置変更許可が出された柏崎刈羽６、7号機では、同じ目的で初期

の対策として原子炉格納容器下部への注水水位を 2m に設定している。このことに関して、規制

委員会への次の質問をする。初期対策としての水張り水位が柏崎刈羽６、７号機では 2m、東海

第 2 では 1m と有意に相違するそれぞれの科学的根拠を審査したか。審査したのであれば、両者

の間で相違することが妥当であることの説明を求める。 

803E441 
福島原発の処理も検証もまともにできないまま、再稼働をする無責任な態度は許せません。細部

については、省きます。意思を国民の一人として明示させていただきます。 

803E442 

IV-1.2.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 (251 頁) コンクリート温度の評価において、

コリウムシールドによる熱遮蔽効果が取り入れられている。しかし、局所的に見ると、ペデスタ

ル部下部で接続されている排水配管に水を流しこむためにコリウムシールドとコンクリートに

はスリット形状の排水流路が設けられており、このスリットに溶融炉心が流れ込んで、コンクリ

ート温度を上昇させてコンクリート侵食量を増加する可能性がある。また、溶融炉心がスリット

を通過して、排水配管を損傷し、そこからペデスタル下部に流下する可能性がある。この問題に

ついて、申請者は「溶融炉心から排水流路への伝熱量を多くすることにより、溶融炉心が排水流

路内で凝固すること等を示した。」とある（260 頁）。これに関連して、（１）スリットの数と形

状、寸法を明示されたい。（２）スリット内の溶融炉心の凝固特性及びその周辺コンクリートの

温度評価を検証するための実証試験は行われていないので、その実施を求める。（３）規制委員

会には溶融炉心の凝固特性と周辺コンクリートの温度評価のクロスチェック解析の実施を求め

る。溶融炉心がスリットを通過して排水配管を損傷すると、いわば「底抜け」になって想定外事

象に進展するから、これはきわめて重要な問題である。 
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803E443 

IV-1.2.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 (251 頁) 申請者は解析コード MAAP による解

析結果をもとに、コリウムシールドによってペデスタル（ドライウェル部）の壁面及び床面のコ

ンクリートの温度は融点に至らず侵食は生じないと評価し、規制委員会はこれを妥当と認めてい

るが、水中条件での溶融炉心のこの侵食量は過小評価になっている可能性がある。規制委員会に

は以下の 2点の実施を求める。(1)MELCOR を用いてクロスチェック解析を行って上で、申請者の

解析結果の定量的な妥当性を判断すること(2)水中条件での溶融炉心・コンクリート相互作用の

大型確証試験を実施して、現象推移を詳細に把握、解明するとともに、実験データを諸解析コー

ドの精度検証用に提供することその理由は次の通りである。溶融炉心・コンクリート相互作用

（MCCI）によるコンクリート侵食の評価に関して、申請者が使用した解析コード MAAP について、

水なしのドライな条件での実験データを用いた検証は実施されているが、今般の実機での状態で

ある水中条件についての実験データによる検証は何ら報告されていない。（もしあるのならば、

資料を明示、公開されたい。）また、川内 1・2号機の審査書が確定された直後の 2014 年 9 月 24

日に更田豊志規制委員長代理(当時)は規制委員会定例記者会見で、水中条件での MCCI の解析評

価について、「デコンプ（MAAP の中の MCCI を扱うモジュール）はごくざっくり言うと、始まっ

たら全部止まるというような解析結果を与えます。一方、コルコン（解析コード MELCOR の中の

モジュール）で解析すると、一旦始まると終わらないという解析結果を与えます。(中略)どちら

も両極端の結果を与えるので、実際問題としては、MCCI については工学的判断に基づいて判断

を下すのが状況であって、解析コードの成熟度が MCCI を取り扱うようなレベルに達していると

いう判断にはありません。」と明言している。（もしその後の研究進捗などにより、現時点で上記

の判断が変わっているのであれば、更田委員長はそのことを公開の場で説明されたい。）この更

田見解からは、MAAP は水中条件でコンクリート侵食を過小評価する側にあることが伺われる。

今般の審査では、MAAP による MCCI 評価の妥当性について、不確かさ評価としていくつかの物理

パラメータに関する感度解析を行い、解析結果への影響は軽微であるとしているが、もともと侵

食量を過小評価するモデルにおいては感度解析の結果も基準ケースに対する相違が軽微に出る

のが当然であり、そのことは基準ケースの解析結果の妥当性につながるものではない。水中条件

での MCCI によるコンクリート侵食実験事例は国内外ともに乏しく、実機で溶融炉心の水中冷却

方式を採用するのであれば、大型確証実験とそれに基づく解析コード検証が必要である。 

803E444 

人間が科学的，技術的にどんなに優れても予期せぬ自然の猛威には勝てません。私の故郷は福島

県川俣町の山木屋地区は、避難地域に指定され、自然豊かな環境と住み慣れた家を奪われ、家族

は引き裂かれ、生きる力を失った婦人は自ら命を絶ちました。核は人間の命を奪う、共存は出来

ません。 

803E445 

どんな理由があろうと、動かすだけで、何万年も管理が必要な放射性廃棄物を生み出すという、

その一点だけで、動かしてはならないと思います。管理方法も、管理場所も決まっていないので

すから。それに、地震・台風など天災の多い日本で、もうそれらが決まることはないでしょう。

強引に決めれば、また別の問題でこじれます。つまり、原発は発電方式として、未完成、いえ、

欠陥がある、ということです。そんな原発を、危険な廃棄物を生み出しつつ動かすこと自体、無

責任な行為であり、道理に反することだと思います。ですから、原発に携わる方々には、その優

秀な頭脳を、持続可能な自然エネルギーの研究開発に使っていただきたい。それは、世界が望ん

でいることです。ご本人やご家族にとっても、きっとそのほうがより良いことと思います。 
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803E446 

東海第 2 原発の審査書案についてのパブリックコメントに参加させて頂きます。その理由は、1．

東日本大震災による福島原発事故の直後、プルームが飛来し、後の降雨によって地面が放射能汚

染された地域に在住するため。2．東海第 2 原発は、在住地域からおよそ 100 キロであるため。

3．東海第二原発の審査書案に疑問を抱くため。 日本は科学立国と言われ、戦後の高度成長を

成し遂げましたが、その背後には小倉金之助などの優れた数学教育者が活躍した歴史がありま

す。高度成長の恩恵にあずかって育った世代として、各界で活躍してきた理数系の科学技術者に

は尊敬するに余りあります。 その高度な専門家達が新規性基準を作り、今後再稼働する原発は

難燃性ケーブルでなければならないと義務づけました。ところが、今回の審査では、老朽原発で

ある東海第二原発の非難燃性ケーブルに防火シートを巻いて使うという原電の案を了承してい

ます。 どうしてこのような食い違った判断を下すのか、なんらかの圧力を抜きには理解できま

せん。小倉金之助は、民主主義が低迷する時代は科学も進歩しないと言ったそうですが、強い立

場に立つ方の意見ばかりを聞いて辻褄のあわないことを進めて行くならば、いつの日か福島での

復興計画も頓挫はまだましな結果ということになりかねません。ご意見を集約する方々の労苦に

感謝します。 

803E447 

以下の理由により、日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

に関する審査書案に反対します。【99 ページ】非難燃性ケーブルの使用や防火シートには問題が

あります。東海第二原発は、今年の 11 月で建設から 40 年になる老朽原発です。設計が古く根

本的な改修が難しくなっています。例えば全長 1,400km に及ぶ電気ケーブルのうち難燃性に取

り替えるのは高圧電力ケーブルなど 15％だけです。残りのケーブルは交換せず防火シートを巻

くとしています。原子力規制委員会は審査書案で、非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を

認めています。これは新規制基準に規定された難燃性ケーブルに取り替える原則から外れていま

す。このような例外措置を認めると、防火シートを通してケーブルが加熱され、被覆材が熱分解

を始め、条件次第では火災がケーブルに伝わって広がり、消火が極めて困難になるといった予測

できない事象が発生する可能性があり、認めるべきではありません。防災防護基準に厳格に従う

べきです。 

803E448 

東海第二原発は営業開始から 40 年の老朽化した施設。先の東日本大震災も経験しており、安全

性に大きな不安がある。東日本大震災で被害にあった福島原発の処理も終わらず、この先何年も

東京電力に国と国民が負担し処理をしなければならないのに、これ以上、いつ何時事故を起こす

かわからない原発を稼働させるのは理性的な判断ではない。万が一事故があった場合も、東日本

大震災の福島原発同様、本来責任を取るべき企業が責任をとらず、国民に処理費用を負担させる

ことは想像に難くない。東海第二原発は福島よりも人口の多い地域にあり、万が一の事故が起き

た場合、住民が全員安全に避難することは非常に困難と思われる。東日本大震災以降、日本中で

大きな地震が起きている。今後も東日本大震災や熊本、大阪の地震同様、たくさんの死者を出す

地震が起こる可能性は非常に高い。東海第二原発だけでなく、日本中の原発を止め、廃炉にする

方法を真面目に考えるべき。事故が起こらないと想定しても、原発による発電で発生する放射性

廃棄物を安全に管理する能力は日本の国のどの企業にも、日本国政府にもない事は、東日本大震

災の時に被爆した土地の除線作業や、福島原発の放射性物質に汚染された水の取り扱いをみても

明白。そのような私たちが原発を稼働させ、ほぼ未来永劫残る汚染物質を作り出し続けるのは愚

の骨頂。地球規模の犯罪です。東海第二原発は絶対に動かしてはならないと思う。 

803E449 

P261コリウムシールドの侵食開始温度の設定とその不確かさの影響MAAPコードの解析結果に於

いてコリウムシールドと溶融炉心の接触面温度が２１００°未満である。と言っているが、別資

料には核燃料の融点は２８００°超えとも、２２００°程度とも。炉心そのものが発熱し続ける

性質から、融点を底辺にその温度は上がり続けるとしか思えない。コリウムシールドを溶かし巻

き込むことが無いのであればなおさら２１００°以下に収まるとは考えられない。溶融温度の確

実性はあるのだろうか？ましてや、その先の温度上昇は推測、希望的設定ではないのだろうか？

大変に不確かで認可が適当であるとは思えない。 
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803E450 

III-1、1 基準地震動/4.基準地震動の策定/〈1)敷地ごとに震源を特定して策定する地震動/P.22 

基準地震動として、採用された最大加速度(水平方向)1009 ガルでも、すでに原子炉圧力容器ス

タビライザの強度は限界にある。しかも、東海第 2 原発は老朽化しており、かつ被災原発であ

る。このような限界状態にある原発は直ちに廃炉にすべきである。[理由] ストレステスト(一

次評価)の結果報告書によると、基準地震動を 600 ガルとした場合に、「炉心損傷直結」に至る

「原子炉圧力容器スタビライザ」の「耐震裕度」は 1.73 と評価されているく同報告書、p.5-1-

10)。つまり、クリフエッジ(耐震限界)に相当する地震動は 1038 ガル(=600 ガル×1.73)である。

この度採用された基準地震動は 1009 ガルであって、その余裕は 1.03 倍でしかない。しかも、こ

の計算は、材料が新しくかつ設計・製作誤差がない場合の破断強度に基づいた評価である(材料

強度が規格値であるか、またはミルシート値であるかは不詳)。建設後 40 年を経ており、かつ東

日本大震災を被災した原発であることを考慮すれば、安全性が保障されていない原発といわなけ

ればならない。ほかにも余裕のない部位は、主蒸気配管(裕度 1.80)、原子炉冷却材再循環系配

管(同 1.77)、低圧炉心スプレイ系配管(同 1.88)、残留熱除去系配管(同 1.80)、炉内建造物(同

1.74)、原子炉圧力容器(同 1.89)などがある。 

803E451 

次の理由により、新規制基準をクリアしても日本原子力発電東海第二原発の安全が確保出来ませ

ん。よって、再稼働は取りやめ、廃炉にするべきです。A 巨大地震発生時の危険（審査書案 10

ページ～23 ページ 「３－１．１ 基準地震動」への意見）・敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動として、プレート間地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価より、最大加速度：

水平方向 1009cm/s2、鉛直方向、736cm/s2 としている。又、震源を特定せずに策定する地震動を

水平方向 610 ガル、鉛直方向 280 ガルと定めている。しかし、基準地震動以上の振動を巨大地震

で受けないことが地震学的に保障されていない。それどころか、2005 年から 2011 年迄の間に、

原発が基準地震動を上回る地震に見舞われたケースは以下の通り 5回ある。１．東北電力女川原

子力発電所(宮城沖地震)２．北陸電力志賀原子力発電所(能登半島沖地震)３．東京電力東海第二

原子力発電所(中越沖地震)４．東京電力福島第一原子力発電所(東北地方太平洋岸地震)５．東北

電力女川原子力発電所原子力発電所(東北地方太平洋岸地震)検討用地震を選定する際、既知の活

断層を震源とする地震及び過去の内陸地殻内地震を想定しているが、地震学では原発の近くでか

つ活断層でない場所が M7 以上の震源となる可能性を否定出来ない。B 地震の揺れによる核暴

走（審査書案 10 ページ～23 ページ 「３－１．１ 基準地震動」への意見） 沸騰水型原子炉で

は、地震による揺れにより水中の泡が一斉に上昇することで中性子が大量に減速され、核分裂が

急激に進行することで、チェルノブイリ原発事故と同じ核暴走が発生する危険がある。この現象

は、基準地震動より小さな揺れでも発生する可能性がある。C 東海第二原発敷地を襲う直下型

地震により制御棒挿入が不可能となり、原子炉付近で人手による作業が不可能となった場合（審

査書案 319 ページ～478 ページ「４-４ 重大事故等対処設備及び手順等」）への意見）東海第二

原発で重大事故が発生した場合の手順が記載されているが、放射能汚染により原子炉付近で防護

服を着用しても人が作業出来ないようになった場合の対応が決まっていない。東海第二原発敷地

を襲う直下型地震が発生した場合、制御棒挿入が不可能となり核分裂が続く状態でとなる可能性

がある。核分裂を止められない状態となり作業者が現場に行けない場合は収束作業が不可能とな

る為、2011 年 3 月 11 日の福島第一原子力発電所の事故以上の過酷事故となる危険がある D 福

島原発事故の検証が不十分福島原発事故の検証が不十分であり、原因は不明である。特に、津波

の前に地震により機器が破損した可能性について指摘する専門家も多数おり、更なる検証が必要

である。よって、福島第一原子力発電所の事故原因が究明された後で規制基準を作成し、その基

準で審査するべきである。E ケーブルの防火対策への意見(審査書案 98 ページ「３．火災の発

生防止に係る設計方針」への意見)「何も対策しない」45％では、非難燃性の OF ケーブルがその

まま残ることになり、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発生した火災と同様

のリスクをかかえることになる。F 水蒸気爆発の危険がある(審査書案 241 ページ)海第二原発

の格納容器は MARKII 型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのは水であり、

水蒸気爆発の危険性が高い構造である。しかし、審査書案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は

極めて低い」として、評価を行っていない。 
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803E452 

100 ページ:新規制基準では原発稼働の条件として、難燃性ケーブルの使用を不可欠としている

にもかかわらず、ここでは日本原電の提示した非難燃性ケーブルに防火シートを巻く処理を実質

可としている。これはあきらかに新規制基準からの逸脱を意味する。新規制基準が必要となって

きた経過に鑑み、また、新規制基準の中でも強調されている「厳格化」の視点に立って、これは

不可と判断すべきだと思う。さらにこの「非難燃性ケーブルに防火シートを巻く」ということ自

体、新規制基準の中で述べている「他の層の対策に期待しない」という事項に反するのではない

だろうか。なぜなら単一の難燃性ケーブルではなく、非難燃性ケーブル＋防火シートという 2つ

の補完関係にあるものに頼っているからである。緊急事態の際に 2つのものが分離したり、経年

変化で剥がれたることも考えなくてはならにないのではないかと懸念される。難燃性ケーブルの

使用の要件に関しては新規制基準を単純にかつ厳格に当てはめ、東海第二原発の稼働延長は不可

とするべきであると思う。 

803E453 

以下のような理由で審査書案の了承に反対します。東海第二原発は首都圏唯一の原発で、30km 圏

内には約 96 万人が居住しています。避難計画はパブコメの対象外のようですが、それを審査せ

ずに安全宣言を出すのは無責任です。防潮堤の今回の設置計画では津波のときの低レベル放射性

廃棄物の流出はどうなるのでしょうか。流出が起これば、対応に苦慮することになります。更に、

防潮堤の杭が深く打ち込まれることで地下水が妨げられ、地下水位が常総市施設の安全が損なわ

れる危険もあります。ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験では、ブローアウトパネルが 

5cm 空いてしまいました。その改善案の検討はこれからとされています。ブローアウトパネルは

「開放した場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） できること」とされていますが、実験結果

はこれを満たしていません。放射性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出すリスクがあります。

MARKII 型の格納容器は万が一の事故で炉心溶融が発生した場合、真下にあるのが水であり、水

蒸気爆発の危険性が高い構造です。 それなのに審査書案では、「水蒸気爆発が起こる可能性は極

めて低い」として評価を行っていないことが納得出来ません。福島原発事故のときも想定外が問

題になりました。全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」が 40%、「防火シートを巻

く」が約 14％、、何にも対策しないケーブルが 45%以上という内訳になっています。防火シート

は、対策としては不十分であり、ケーブルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、

火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が心配です。また、防

火シートによって延焼は防げても、被覆が損傷し、ケーブルの機能が失われればプラントの状態

がわからなくなったり、機器の制御が不能になってしまいます。「何も対策しない」45％のケー

ブルでは、OF ケーブルがそのまま残り、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年 10 月に発

生した火災と同様の事故が起こりえます。 

803E454 

原子力発電所については、大勢の生命が関わっているのですから、科学的・技術的な意見のみに

こだわらないようにお願いします。福島の原発事故の検証が終わらないうちに、福島第一原発と

同型の原発を動かすのはやめてほしいです。 

803E455 

30km 圏内には約 96 万人が居住する茨城県東海村に位置する首都圏唯一の原発で、まもなく 40

年の老朽原発の東海第二原発は、東日本大震災のときに津波をかぶり、つなわたり運転を３日半

続けてようやく冷温停止にいたった被災原発です。とても再稼働は認められません。日本原電は

所有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たん

を免れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができません。「経理

的基礎はない」のに、稼働は不可能です。全長約 1,400km のケーブルのうち、「難燃ケーブル」

もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」が約 14％という

内訳になっています。防火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも対策しないケー

ブルが 45%以上となります。このような状況ではケーブル火災は防げません。万全な安全対策を

してください。要支援者は、見捨てるの？ 避難計画は、パブコメの対象外であることに納得で

きません。そもそも、IAEA の言う「５層の防護」の一つである原子力防災について、審査をせず

に、原発の再稼働を容認することは無責任です。30 キロ圏 96 万人を避難させるような実効性の

ある避難計画はありません。茨城県が過去に実施したシミュレーションによれば、 5 キロ圏の

住民 8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 30 時間かかるとされています。また、体が不自由な

要支援者を避難させるための車が確保できないことから、茨城県は、病院や施設などに「屋内退

避」させることを 決めたことが報道されました。しかし、いつ救援がくるかもわからない中で

の屋内避難は、見捨てることにもなりかねません。 
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803E456 

100 ページ：非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を原子力規制委員会はこの審査で認めて

いるが、新規制基準に規定された難燃性ケーブルの原則から外れている。このような例外措置を

認めると緊急時に予測できない事象が発生する可能性がある。台風の進路も予測不能、異常気象

が激化し大地震の可能性も高い中、東京都心から約 110ｋｍの位置で万が一事故が起きた場合は

首都の直撃を免れない。認めるべきではないと考える。 

803E457 

建設当初、使用期限が 40 年だった原発が、20 年も延長出来ることが疑問です。しかも燃えるケ

ーブルのままで、防火シートで巻くことで、合格する安易さが、信じられません。世界一厳しい

「新規制基準」期待していましたが、建前論だけですか？ この方法は、いかにも危険な感じで

す。実験した結果でしょうか？本当に燃えませんでしたか？ 20 年の間には、大地震、津波、竜

巻、火山噴火、隕石落下など、必ずおきます。非常用電源が有っても、ケーブルが燃えたら停電

です。ぞっとします。東海村には関連施設が、沢山あります。事故は燎原の火のごとく、連鎖す

るでしょう。 茨城では、いえ日本で安眠することが、できなくなります。「新規制基準」通り

に、再検討してください。 

803E458 

P99～100 非難燃ケーブルの使用について「非難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火

シートで覆い、結束ベルト及びシート押さえ器具により固定することにより複合体を形成する方

針」について「、火災防護基準に規定している事項と同一ではないものの（中略）十分な保安水

準が確保されることを確認した」とありますが火災防護基準に規定している事項と同一でないな

らば認めるべきではないのではないですか。また、「施工時に想定される防火シートのずれ、隙

間及び傷も想定」していることもあげられていますがずれや傷が想定されているのに酸素量が抑

制できる、ということは矛盾しないのでしょうか。複合体内部からの発火も想定しているとあり

ますが、通常であってもそのリスクはあるところ老朽化したケーブルではその危険は大きいもの

と思います。老朽化したケーブルはそもそも全て交換するべきであり、交換にあたってはすべて

を火災防護基準に合致した難燃ケーブルを用いることにしていただきたいです。交換することに

よって建屋の耐震性など、また別の安全上の問題を引き起こすのであれば再稼働を諦めるべきだ

と思います。よろしくお願いいたします。 

803E459 

（全体として） 東海第 2 原発は、首都東京まで 110km であり、30km 圏内に住む１００万人の

避難は不可能です。JCO 臨界事故、動燃再処理工場火災事故、原子力機構プルトニウム被曝事故

と繰返される事故に住民の不安は大きく、茨城県内４４市町村の６割の２７自治体が、２０年延

長反対、再稼動反対の意見書を可決しています。 多くの組合員を抱える生協でも、再稼動反対

決議をしたり、裁判を起こしたりしています。 福島と同じ沸騰水型のこの原発は再稼動すべき

ではありません。 

803E460 

187～193 ページ東海第二発電所では福島第一原発の事故を踏まえて新たに格納容器圧力を逃が

す装置が設置されます。この格納容器圧力逃がし装置は、格納容器の中で閉じ込めなくてはなら

ない放射性物質を含む空気を管を通して格納容器の外のフィルタ部分へ逃がします。この格納容

器外の箇所で放射性物質を含む空気の漏れが発生した場合の対策が想定されていません。対策は

必要と考えます。 

803E461 

計装設備及びその手順等(重大事故等防止技術的能力）ｐ.４３７水位計は改善の必要がある。事

故の際の減圧操作時に計測配管内の水が減圧沸騰することにより、水位計測が不能となる。対応

策として、計測配管を常時冷却する必要があるが、現在その対応がなされていない。これでは過

酷事故を防げない。福島第一原発事故の教訓が生かされているとはいえない。よって審査は不適

合とすべきである。 

803E462 
東海第二原発は、福島第一原発と同型である。福島原発事故は収束しておらず、事故の検証も終

わっていない。このようなもとで、東海第二原発の稼働を認めるべきでない。 
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803E463 

I １．本審査書の位置付け／p.１１．（１）項において、本審査書は「技術的能力に係る規定」

への適合性のみ取りまとめた旨の記載があるが、「経理的基礎があること」の審査結果も記載し

て、パブリックコメントにかけることを求める。（理由） 原子炉等規制法第４３条の３の６に

は、「発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。」に適合して

いるときでなければ設置（変更）許可をしてはならない旨記されている。パブリックコメントに

かける審査の結果から「経理的基礎があること」を除外してはならない。 東海第二発電所の場

合、日本原電は 2011 年の東日本大震災以降、保有する原発が１基も稼働しておらず、再稼働に

あたっての経理的基礎が失われている。規制委員会は過去の借り入れにおいては、取引銀行から

受電電力会社による債務保証が融資条件とされていたことから、日本原電に対して借入れによる

調達の見込みが確認できる書面を示すように求めた。東海第二発電所の受電電力会社である東北

電力と東京電力は資金支援を行う意向を表明した書面を提出したので、規制委員会は設置変更許

可申請に係る工事に要する資金のうち、借入金による調達の見込みがあることを確認した、と述

べているが、ここに重要な問題がある。 福島原発事故を起こし、実質国有化によって救済され

た東電が、他社の原発再稼働を資金的に支援することは許されることではない。東電は国からの

支援資金を福島原発事故の被災者への補償、環境汚染対策、廃炉作業など自らやらなければなら

ないことに費やすべきであり、他社の再稼働支援に使うことはもってのほかである。 国民にと

って最も関心が高い「経理的基礎」についてパブリックコメントの対象としない審査手順は認め

られない。 

803E464 

99 ページから 102 まで可燃ケーブルの言い訳が書いてありますが、矛盾だらけです。老朽化し、

全部不燃ケーブルに改修できないひとたび火災が起きたらどうなるのでしょうか。無理やり、認

可しても、大災害が起こる可能性大です。理論上は何とでもつじつまが言えます。けれど、もう

一度原点に返って考えてください。 

803E465 

99-100 頁（火災による損傷の防止） 原子力規制委員会は、この審査で非難燃性ケーブルに防

火シートを巻く方法を認めています。これは、新規制基準に規定された難燃性ケーブルの原則か

ら外れており、認めるべきではありません。 しかも、これは安全系ケーブルについてのことだ

けで、ケーブル全体総延長 1400km から見ると、ごく一部（難燃化ずみ６％、これから交換予定

９％のみ）で、安全とは言えません。 

803E466 

福島原発事故は収束しておらず、東京電力による事故被災者に対する賠償は十分に行われていな

い。東京電力が事故被災者に誠実な態度で向き合っていない。浪江町 ADR において、東京電力は

和解案を拒否し続け、和解手続きの打ち切りとなった。東京電力は被災者への賠償を値切ろうと

し続けている。そのような東京電力から経済的支援を受けることを前提としている東海第二原発

の原子炉設置許可は、絶対に認められない。 

803E467 

審査において、原子炉防災計画の実効性の検討が対象になっていない。規制基準が原発重大事故

を絶対に起こさないことを保証するものでない以上、重大事故を想定した避難計画など原子炉防

災計画が適切で実効性があるものかどうかを確認することは、当然必要である。96 万人もの人々

を安全に避難させ得る避難計画の策定がないもとで、東海第二原発の稼働を認めるべきでない。 

803E468 

東海第 2 原発が重大事故を起こした際の避難計画が検討されていますが、事実上効率的な避難

は絶対に不可能です。既に福島第 1 原発事故時の事例がそのことを示しています。東海第 2 原発

周辺の道路は大渋滞となり、車は長時間動きませんでした。効率的な避難など絶対にできませ

ん。また、よく原子力発電について「トイレのないマンション」と言われますが、原始力（核）

発電というものは「トイレのみならず避難経路もないマンション」です。そんなマンションに誰

が住めるのでしょうか、教えていただきたい。これからは再生可能エネルギーやフリーエネルギ

ーの時代です。そもそもこれから 20 年後に至ってなお原子力発電の利用を継続しているという

発想自体がどうしようもなく壊滅的です。 

803E469 

日本原電に経済的な基礎能力はありません。このような日本原電が原発を動かす資格は無いと言

わざるを得ません。またケーブルの防火対策も十分でなく、今後必要な措置が取られるのかどう

か、前述の経済的な基礎能力からも疑問視せざる得ません。このような観点から発電用原子炉設

置変更許可申請書は決して受理しないでいただきたいと思います。 
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38 頁から（津波による損傷の防止） 2011 年 3 月、東日本大震災時の東海第 2 原発は、外部電

源喪失、非常用電源３台のうち１台は水損して、綱渡りの冷温停止（３日半）でした。あと７０

センチ津波が高ければ危機状況であったと、当時の東海村村長の村上達也氏は語っています。

（講演会、「東海村村長の脱原発論」集英社新書, 2013）。 超過津波の設定は、過小と考えます。

超過津波で防潮堤を越えて破壊される規模も不明確です。 

803E471 

P.465～467 緊急時対策所が免震構造でないことは、基準規則 61 条の要請を満たさないものと考

えます。免振機能を持つ緊急時対策施設は福島原発事故の教訓として規制基準に盛り込まれたも

のです。耐震構造で良いとする根拠は十分に示されていません。 

803E472 

さん－１．１ 基準地震動○基準地震動が小さすぎる（１９～２０頁）基準地震動最大加速度水

平方向１００９ガルが小さすぎる。 既往最大の地震動は２０００ガルを超えている。たとえ

ば、2004 年に起きた新潟県中越地震では 2516 ガル、2008 年の岩手・宮城内陸地震では岩手県一

関市厳美町祭畤で 4022 ガルを記録した。また新潟県の柏崎刈羽原発が 2007 年の中越沖地震で

停止してしまったときは、構内にある地震計が記録した加速度は 1500 ガルにも達していた。○

耐震評価について 基本地震動が建設時から４倍近くに上がり水平最大１００９ガルに耐えら

れると思えない。それ故、工事計画の審査において、耐震評価の事業者資料の多くが「黒枠・白

抜き」でアップされている。運転延長も再稼働も断念するべきだ。 

803E473 

立地審査指針本来の立地審査指針を適用すべきと考えます。万が一の事故に備え、原発周辺は人

口密集地帯であってはならないとされています。ところが、東海第二原発は３０キロ圏内に９６

万人が居住しています。立地指針に反します。廃炉にすべきと考えます。 

803E474 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(発電用原子炉施設

の 変 更 ) に 関 す る 審 査 書 案 に 対 す る 意 見  

ひたちなか市     福島第一原発の事故は、事故前の原子力行政が「安全神話」の上に成り

立っていたことを見事に露呈した。それだけではない。日本の原子力政策が根本から見直す良い

機会でもあった。しかし、新たに発足した規制委員会は、安倍首相に「世界一安全な規制基準」

と言わせてはばからない。さて、福島の事故によって明らかになったことは、「事故は起こり得

る」ということ。起こり得ることを想定して技術的な対応策として、この度、日本原電より設置

変更許可申請が提出され、規制委員会が合格の見通しを出した。技術的には、まだまだ不十分と

いうコメントが規制委員会に寄せられている。それらに真摯に答えるべきである。しかし、福島

の事故は、重要なことを我々に気づかせてくれた。それは、「原発事故は、どれだけ対策しても、

予期せぬ事故が起り得ること」、そして、「その事故が起る確率は、どの原発も同じであること」

である。しかし、一度事故があれば、砂漠地帯と都市周辺では、その影響は大きく異なる。IAEA

でも、原発立地周辺の環境:人口分布、社会資産の分布などを評価すべしとしている。原子力行

政にこの観点がなぜないのか。いうまでもなく、東海第二発電所周辺には、30km 圏内に 100 万

人近くの人がいる。そのすぐ外には首都圏がある。それは同時に莫大な資産がそこにあるという

ことでもある。大量の放射能放出が起きれば、たとえ、住民が円滑に避難できても、社会的な損

害は莫大になる。  広域避難計画なるものが、周辺自治体で作られようとしているが、真に有

効な避難計画は、作りようがないと多くの人が認めるところである。規制委員会は扱う範囲では

ないと考えているようだが、その判断を住民運動に任せようというのであろうか。国の根幹をな

すエネルギー政策は、国民の支持を受けて運営されるべきものである。その点で規制委員会は、

新「安全神話」で国民を縛ろうとしている。 周辺の人口や資産を考えたら、東海第二に合格を

出すべきではない。終わりに、規制委員会は、審査にあたって、住民側、原電側の両者に対して、

中立であるべきであるが、この間の規制委員会の対応は、防波堤の資金調達や申請の遅れに対す

る勧告など、原電側に対して異例の押しを行ってきた。繰り返すが、エネルギー政策は、住民と

の合意の上で進めることが望ましく、住民の意識調査によれば、東海第二発電所の再稼働に対し

て、どの調査も 60％以上が再稼働に反対している、このことを踏まえて国の方針とし、規制委

員会が再稼働不許可の方針を打ち出すべきである。 

803E476 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）  超過津波やＳｓを超え

る地震に遭遇したら原子炉冷却系統は機能喪失し重大事故等対処に係る能力は消失する。漂流物

評価等についても、重大事故等対処に係る技術的能力の観点から見直しが必要だ。 炉心損傷に

つながる事故シーケンスに超過津波による冷却失敗を加えるべきである。 
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（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）基準地震動の超過について

具体的数値が記載されていない。 重大事故を引き起こす地震想定を明らかにし、その場合の対

処方法を定めなければ「重大事 故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」の評価に

はならない。 

803E478 

記載の無い項目高経年設備についての審査基準規制委員会の従前の説明では「運転延長認可の申

請については、設置変更許可で審査した基本設計を前提に、審査基準に基づき、高経年評価等の

事実確認を行うものである事から、科学的・技術的意見の募集は行わない。」としていますが、

40 年を超える高経年設備についての審査基準が新設の設備と同じはずはなく、高経年設備につ

いての審査基準が明確にされていない状態です。運転延長認可の申請についての科学的・技術的

意見の募集を行わないのであれば、本審査書の中で高経年設備についての審査基準を明確にして

下さい。p3I はじめに 2.判断基準及び審査方針「東海発電所は廃止措置中であり、全ての燃料は

敷地外に搬出済みである事を前提としている。」とありますが、東海第二原発運転前に、東海原

発の燃料が全て搬出されている事を規制委員会が責任を持って確認お願いします。p52III-3.2 

耐津波設計方針 3.津波防護の方針(2)敷地への浸水防止(外郭防護 1)(マル 2) 取水路、放水路等

の経路からの津波の流入防止 a.流入経路の特定「東海発電所(廃止措置中)の取水路及び放水路

については、埋め戻すため津波の流入経路とはならない。」とありますが、東海第二原発運転前

に東海原発の取水路及び放水路が全て埋め戻してある事を規制委員会が責任を持って確認お願

いします。p52III-3.2 耐津波設計方針 3.津波防護の方針(2)敷地への浸水防止(外郭防護 1)(マ

ル 2) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 b. 津波の流入防止対策津波の流入防止対

策に逆止弁を採用されていますが、バイパスラインがない事を確認して下さい。福島第一原発事

故の際も運用を優先して、安全装置が働かない措置がされていたと疑われる事例も有りますの

で、オペレーションで安全装置が機能しなくならない設計である事を確認して下さい。その他の

安全に関わる逆止弁についても同様の設計をお願いします。p52III-3.2 耐津波設計方針 3.津波

防護の方針(2)敷地への浸水防止(外郭防護 1)(マル 2) 取水路、放水路等の経路からの津波の流

入防止 b. 津波の流入防止対策津波の流入防止対策として浸水防止蓋を採用されていますが、開

口部の本来の目的である点検時には一時開放するものと推測します。全ての浸水防止蓋につい

て、点検で開放中に津波が来た際、作業員の避難と浸水防止蓋の再閉止が、予想される津波の最

短到達時間までに間に合うか検討して下さい。p59III-3.2 耐津波設計方針 3.津波防護の方針

(5)水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影響防止(マル 2)津波の

二次的な影響に対する原子炉補機冷却海水系の機能維持確認 c. 取水口付近の漂流物エ.「燃料

等輸送船等は、津波警報等発表時に緊急退避するため漂流物とならない。」とありますが、地震

時の護岸への衝突による損傷等を考慮すると、いかなる場合も津波襲来までに緊急退避が完了す

るとは言い切れないのではないでしょうか？p95III-5 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等

の防止(第 7 条関係)第 7条に則り、不法な侵入の防止について確認する事も必要ですが、悪意有

る人が正規の手続きで中に入り破壊活動を行う等の不法行為を行う可能性も十分に有るため、第

7 条の適合のみならず、作業員雇用段階での審査や内部での破壊活動対策等は、必要な追加審査

対象として審査して下さい。p96III-5 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止(第 7 条

関係)2.「発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みを防止するため、

持込み点検が可能な設計とする。」とありますが、昨今のドローン技術の普及により、ドローン

による爆発物の持込み、毒ガスの散布(特に制御室吸気口付近での散布)を防止する方法を検討、

明記すべきと考えます。また水中ドローンによる爆発物持込みは、活動場所が水中である、現状

では有線タイプが殆どである等、制限も有るものの空中用に比べ積載重量が格段に大きく、大型

の爆発物が持込まれる可能性が有り、これも確実に防止できる方法を検討、明記下さい。p96III-

5 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止(第 7 条関係)3.情報システムの外部からのア

クセス遮断だけでは、悪意有る人の現場での不正アクセスが防げるとは言えません。現場での不

正アクセス対策の追加が必要と考えます。 
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p317IV-3.4 火災による損傷の防止（第 41 条関係）1.審査確認事項(3)可搬型重大事故等対処設

備（第 43 条第 3 項関係）(マル 2) 確実な接続「可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続

にはケーブルはボルト・ネジ接続等を用いる」とあり、原則有線により信号のやり取りか行われ

るものと読み取れますが、無線によるやり取りは無いのでしょうか？もし有る場合は、ノイズジ

ャミングの様な故意による妨害、傍受についての対策を検討し、問題無い事を示して下さい。

p317IV-3.4 火災による損傷の防止（第 41 条関係）1.審査確認事項(3)可搬型重大事故等対処設

備（第 43 条第 3項関係） (マル 2) 確実な接続「可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接

続にはケーブルはボルト・ネジ接続等を用いる」とある事から、常設設備を経由して各所のパラ

メータを取得するものと読み取れますが、可搬型重大事故対処設備が必要なケースは常設設備が

使えない前提であり、計装設備のみ使えるとの前提だとすると無理が有ると考えます。または、

各所からの計器の配線を配線接続箱等からつなぎ換えて可搬型重大事故対処設備につなぐのだ

とすると下記の点について検討の上、問題無い事を示す必要が有ると考えます。・可搬型重大事

故対処設備から各計器への電源供給ができる機能を持っている事・配線接続箱等が放射線の影響

が無く、作業可能な場所に設置されている事・配線接続箱等が非危険場所(いわゆる非防爆場所)

に設置されている事  (危険場所で接続箱等のフタを解放して、つなぎ換えの作業をするには電

源を切る必要が有りますが、常設設備の状態によってはその操作ができない可能性が有るた

め。)p437IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.15

関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等(マ

ル 1) 対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメー

タ原子炉圧力容器内の水位計測に差圧式水位検出器を使用していますが、基準面器を使うウエッ

トレグ方式と推測します。ウエットレグ方式は福島第一原発事故の際も基準面器の液面の変動や

密度変化により実際の液面と異なる値を示した実績が有ります。同じ基準面器を用いる「他チャ

ンネル」の計測器や「原子炉水位（SA 広帯域）」の計測器、「原子炉水位（SA 燃料域）」の計測

器では、基準面器の液面変動や密度変化に対しどの計測器も同様の傾向を示し、多重化の意味を

なしません。(むしろ同様に誤差を示す事で確からしさの裏付けとされる危険性を含んでいま

す。)また、「原子炉圧力（SA）」についても基準面器を使用しており、同様の現象を起こすため

多様性が有るとは言えません。唯一、高圧代替注水系系統流量は多様性を持つと捉える事ができ

そうですが、注水量だけでは、原子炉圧力容器内の温度、圧力の状態によって変わる液面を正確

に把握する事はできず、正確性に欠けると考えます。(流量、温度、圧力で推測する事も考えら

れますが、上記の通り圧力は誤指示の可能性が有ります。)また、基準面器への注水や基準面器

への温度計設置は、一定の効果を示す可能性が有るものの多様性の欠如と言う意味では、対策に

なりません。既に検討されている超音波式、キャピラリ式、ヒーター感熱式等の他の方式も完全

とは言えないまでも補完する計測器として多様性を持たせる事は十分に可能であり、いずれかを

設置すべきと考えます。福島第一の過ちを決して繰り返さないためには、既に有る設備でやりく

りするのでなく、過酷事故発生時に真に必要な設備を整える事を徹底して下さい。p440IV-4.15 

計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に

対する設備及び手順等(1)第 58条等の規制要求に対する設備及び手順等 (マル1) 対策と設備表

IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメータ（※142）「基準点

（0m）は通常運転水位 EL.3,030（サプレッション・チェンバ底部より 7,030）。」とありますが、

EL.の説明と単位を記載すべきと考えます。 
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p100III-6 火災による損傷の防止(第 8 条関係)3.火災の発生防止に係る設計方針(2)安全機能を

有する機器等における火災の発生防止「難燃性能はもとより、非難燃ケーブルの通電性及び絶縁

性並びにケーブルトレイの耐震性を実証実験で確認する」とありますが、ケーブルの放熱や許容

電流についても確認する必要が有ると考えます。ケーブルの許容電流を計算する際には、配線の

敷設状態による放熱具合の違いについて低減率を用いて計算する方法が一般的で、この低減率

は、通常、最も厳しくて 0.3 程度ですが、本複合体の場合、敷設状態が最も厳しい条件より更に

悪くなるので低減率も更に厳しく見積る必要が有ると考えます。p102III-6 火災による損傷の

防止(第 8 条関係)4.火災の感知及び消火に係る設計方針(1)火災感知設備複数の火災感知器を組

合わせて設置するとしていますが、いずれかが感知すれば感知と判断する or 条件と、全てが感

知したら感知と判断する and 条件が有りますが、どちらを使うのでしょうか？安全性を考える

と or 条件の方が安全側であるため or 条件とすべきと考えます。p102III-6 火災による損傷の

防止(第 8 条関係)4.火災の感知及び消火に係る設計方針(1)火災感知設備(マル 3)線量の高いエ

リアに吸引式感知器を設置するとしていますが、計測後の排ガスの処理方法、吸引配管の破断の

検知方法を明確にする必要が有ると考えます。p111III-7 溢水による損傷の防止等(第 9 条関

係)1.溢水に対し防護すべき設備を抽出するための方針「原子炉冷却材喪失事故のための機器に

ついては、溢水の影響評価対象としない」としていますが、冷却材喪失と溢水が同時に起きない

根拠を示して下さい。冷却材が流れ出て溢水となる事は無いのでしょうか？p123III-10 安全施

設(第 12 条関係)1.静的機器の多重性(2)単一故障を仮定しても代替手段等により安全機能を確

保できる場合「格納容器スプレイ冷却系のスプレイヘッダは、全周破断を仮定したとしても、冷

却機能、安全機能を維持でき、多重性は必要ない」としていますが、この状態で他が故障すれば

単一故障ではなくなるため、早急に運転を停止して復旧する必要が有り、本事象発生が適切に検

知できる事を明確にすべきと考えます。p125III-12 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設(第 16 条

関係)「使用済燃料貯蔵施設(乾式キャスクを除く。) における重量物の落下時にも貯蔵施設機能

が損なわれない設計」とありますが、乾式キャスクを除いて良い理由はなんでしょう？p128III-

14 安全保護回路(第 24 条関係)1.「安全保護系のデジタル計算機は、盤の施錠等により物理的に

分離する」とありますが、鍵が管理されていなかったり、盤の鍵が汎用的なもの(T 社#200 や#350

等)であったりしては意味が無いので、実効性まで含めて確認すべきと考えます。p102 (1)火災

感知設備(マル 3)線量の高いエリアに吸引式感知器を設置するとしていますが、吸引式の場合、

サンプリングによる時間遅れが発生します。どの程度の遅れで、遅れが許容されるのであれば、

どの様な根拠かを示して下さい。p147IV-1.1 事故の想定 2.審査結果(2)運転中の原子炉におい

て格納容器破損に至るおそれがある事故「格納容器破損モードごとに最も厳しいプラント損傷状

態を選定し、さらにそのプラント損傷状態に至る最も厳しい事故シーケンスを評価事故シーケン

スとし、有効性評価ガイドを踏まえていることを確認した。」とありますが、最も厳しいプラン

ト損傷状態となる条件が最も早く事態が深刻な状況に陥る条件と一致するとは限らないのでは

ないでしょうか？有効性評価ガイドの見直しを含めて再検討すべきと考えます。p246IV-1.2.2.4 

水素燃焼 1.申請内容(1)本格納容器破損モードの特徴及びその対策(マル 4)「原子炉格納容器内

の水素濃度及び酸素濃度の監視を行う。」とありますが、水素発生、酸素発生箇所では局所的に

濃度が高いはずです。水素濃度計、酸素濃度計は、局所的な濃度上昇も検知可能である事、また

は、それができなくとも、局所的な濃度上昇があっても問題無い根拠を示して下さい。その際、

吸引式の場合は、時間遅れも考慮下さい。 
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803E481 

p440IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.15 関係）

2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等 (マル 1) 

対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメータ「起

動領域計装」、「平均出力領域計装」の表現は一般的でなく分かりにくいため、「～領域中性子束

モニタ」としてはどうでしょうか？柏崎刈羽の審査書では「～領域モニタ」となっていましたが、

より分かりやすくするため。p440、442IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故

等防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求

に対する設備及び手順等 (マル 1) 対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備によ

り計測する重要監視パラメータ「格納容器内水素濃度（SA）」、「フィルタ装置入口水素濃度」は

多重化されていますが、多様性が無く触媒式等、他の方式も併用すべきと考えます。p440IV-4.15 

計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に

対する設備及び手順等(1)第 58条等の規制要求に対する設備及び手順等 (マル1) 対策と設備表

IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメータ「格納容器内酸素

濃度（SA）」は多重化されていますが、多様性が無くジルコニア式、電極式等、他の方式も併用

すべきと考えます。p440、441、442IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等

防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求に

対する設備及び手順等 (マル 1) 対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により

計測する重要監視パラメータ「格納容器雰囲気放射線モニタ」、「フィルタ装置出口放射線モニ

タ」、「耐圧強化ベント系放射線モニタ」は多重化されていますが、多様性が無く他の方式も併用

すべきと考えます。p441IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止技術的

能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備

及び手順等 (マル 1) 対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計測する重

要監視パラメータ「フィルタ装置水位」は多重化されていますが、多様性が無く電波式、ガイド

パルス式等、他の方式も併用すべきと考えます。p446IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58

条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58

条等の規制要求に対する設備及び手順等 (マル 3) 手順等の方針 c.「1 測定点当たり可搬型計

測器の接続、計測等を計 2 名により、63 分以内に実施する。」としており、実際はどれだけの

計器不良が同時に起こるか分からないものの、最大で言えば項目だけで 57 項目有り、1 項目 1

測定すると約 60 時間かかります。人員配置の計画には保守的に見て最大値を反映すべきと考え

ますが、1測定点当たりでなく、最大で何人何時間かかるかを人員配置の計画に反映すべきと考

えます。 

803E482 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）重大事故等対処施設に炉心

損傷防止機能が無く、炉心損傷に直結する出力暴走を止める方法が無い。 原子炉停止系統が機

能喪失し、出力振動を引き起こした炉について、停止するためにほう酸注入系統を使って原子炉

を止めるとされているが、ほう酸注入系統が同時に機能喪失した場合、原子炉を止める有効な手

段がない。「給水ランバック操作」により原子炉水位を極限まで下げて出力を低下させる方法を

実施するとされているが、これは人為的に冷却材を喪失させる行為でもあるから実行不可能であ

る。 

803E483 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）    無防備に立ち並ぶ

原子力施設群は、武力攻撃を試みるものにとって格好の標的となる。航空機やミサイル攻撃に原

発施設は防御方法がない。実際、これまでに核施設が武力行使のターゲットとされた例は数多く

ある。十分想定される危険性だ。わが国だけが免れうると考えるには無理がある。堅固な地下に

設置するのデモない限り、現状の重大事故等対処設備で対応が出来るはずがない。無責任かつ無

計画と言わざるを得ない。 

803E484 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）原子炉設置時点の住民への

約束は、重大事故発生時においても敷地境界で 430 マイクロ シーベルト程度とされた。しかし

福島第一原発事故では敷地から 80 キロも離れた飯館村で 年間 20 ミリシーベルトを遙かに超え

る線量を観測している。 格納容器ベントは周辺住民だけでなく広い地域にも重大な影響を与え

る可能性がある。 原発は格納容器が壁となって放射性物質を封じ込めることになっていた。格

納容器ベントはドライであろうとウエットであろうと実施そのものが 約束違反だ。ベント装置

を設置するのなら、立地審査からやり直さなければならない。 
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（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）原子炉建屋にも浸水し炉心

損傷に至ることを重大事故としているので、当然この段階で最終ヒートシンクは喪失したものと

考えられる。 ところが重大事故等対処設備のうち非常用発電車などの設備は存続するとされて

いるのは何故か。現状の緊急時対策所も基準津波対応であり、重大事故等対処設備も敷地の最高

標高を超える超過津波には耐えられないものとして審査すべきである。また、30 メートルを超

える超過津波対策として有効なのは、重大事故対策施設等を地下に設置することであり、実効性

のある対策を指示すべきである。 

803E486 

東海第二原子力発電所のケーブルについての意見（審査書案９９頁、１００頁）福島第一原子力

発電所の過酷事故によって、「原子力発電の安全神話」は完全に崩れました。原発事故の被害は

あまりにも甚大で、７年を過ぎてなお、憲法で保障された生存権、人格権を奪われた人々がいま

す。まさに、人類の営みを壊し続けていると言っても過言ではないでしょう。ところで、原子力

規制委員会のＨＰに、福島第一原視力発電所の過酷事故を踏まえて新規制基準が策定されたこと

が明記されています。しかし、福島第一原発事故の原因究明、検証が充分と言えない中では、事

故の教訓を生かすことが出来ません。ですから、同じ型の「ＢＷＲ（沸騰水型軽水炉）」である

東海第二原発の安全運転のために技術的、科学的に審査検証をすることは、極めて困難であると

言わざるを得ません。では、「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更

許可申請書に関する審査書案」の９９頁、１００頁に記載されている、ケーブルの火災防護基準

への対応について、私見を申し述べます。１９７８年に設置された東海第二原発では、当時の基

準にのっとった非難燃性のケーブルが使用されていると認識しますが、新規制基準では、シビア

アクシデントの進展を防止するために安全機能を有する構築物等のケーブルについて、実証試験

により難燃性が確認されたものを用いることを要求しています。申請者である日本原電は、「難

燃ケーブルは、実証試験によりケーブル単体で自己消火性及び延焼性を確認したケーブルを使用

する。また、非難燃ケーブルを使用する場合は、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃

性を確保するための措置を講じた設計とし、実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した上

で使用する。」としています。これに対し規制委員会は、「申請者による安全機能を有する機器等

における火災の発生に係る設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっているものであることを

確認した。」と許容しています。その上で「ただし、申請者は、非難燃ケーブルについては、非

難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い、結束ベルト及びシート押さえ器

具により固定することにより複合体を形成する方針を示した。この複合体が、難燃ケーブルを使

用した場合と同等以上の難燃性能を有することについて、外部の火炎に加え、複合体内部からの

発火の想定も考慮して、以下のとおり、複合体に対する設計目標を定めて、その成立性を実証試

験により確認するとしている。」と付記し、非難燃性ケーブルの使用を認めています。なぜ原則

を外した措置とするのか、これでは、より安全性を確保するための新基準の目的が損なわれてし

まう恐れがあるのではないかと考えます。なぜ例外措置を認めるのか理解できません。構造的な

課題なのか、または技術力不足なのか、それとも経済的基盤が脆弱な日本原電が改善費用の節減

を図るためなのでしょうか？ さらなる疑問が湧いてきました。そもそも老朽化した東海第二原

発の再稼働は、安全、安心を確保するためには莫大な修理費用を投入しなければなりません。は

たして無理やり稼働する意味があるのでしょうか？万が一にも事故が発生すれば、首都・東京に

まで被害が及び、国家機能がマヒすることさえ危惧します。このような判断を容認することはで

きません。  以上 

803E487 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力）原子炉スクラム失敗時に

は、原子炉を停止させるためにほう酸注入系統からホウ素を投入することになっている。しか

し、大規模地震により制御棒駆動機構の配管が全損し全て機能しないような事態を想定した場

合、ほう酸注入系統の配管やポンプ、制御系統が破壊されて機能しないことも想定される。 冷

却方法はサプレッションプールに蒸気を送り冷却することしかないが、この系統が飽和した場

合、熱を捨てる場所が無くなる危険性がある。停止操作の喪失に伴う熱出力の変化とサプレッシ

ョンプール水で冷却が可能な時間を求めるべきだ。規制委はサプレッションプール水を冷却し続

けるＲＣＩＣが働いているから冷却を続けることが可能との見解とのことだが、甘い想定と言わ

ざるを得ない。 原子炉停止操作の喪失による影響度合いの検証をやり直すべきだ。 
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135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力ほう酸注入系統の耐震性は不

十分である。 地震により ATWS が生じた場合ほう酸注入系統が地震で崩壊する恐れは否定でき

ない。ほう酸注入が可能な場所を別に設ける対策が必要だ。ほう酸注入系統の多重化が成されて

いない限 り、ＡＴＷＳ対策は機能しない危険性がある。 

803E489 

135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力燃料プールへの代替注水失敗

は放射能拡散想定を遙かに超えることを再検証すべきだ。 「「想定事故１」では、使用済燃料プ

ールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、 使用済燃料プール内の水の温度が上昇し、

蒸発により水位が低下する場合において、燃料損傷防止対策に有効性があるかを確認した。」と

の記述がある。注水機能が停止しても代替注水システムの稼働により毎時 50 立方メートルの冷

却水が確保できるため燃料冷却は問題なく出来るとしている。「可搬型代替注水中型ポンプ等を

用いた注水操作」としていることから同ポンプの動作が不能となった場合の解析も必要である。 

803E490 

（135ｐ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力） ATWS 時に水位計により

レベル 1 以上の水位を維持することは困難である。原子炉水位計は ATWS 時には特に不安定化

するため水位確認は困難だ。これは福島第一原発事故で明らかになった。東海第二は、同じ原理

の水位計を一系統から三系統に増やすことで信頼性を高めるとの事業者の主張を規制委は是認

したが、同一原理の水位計では同時に三つが単一故障で機能喪失する可能性が高い。原子炉停止

に失敗した後にほう酸注入系統も機能しない場合は、原子炉水位をギリギリまで下げて核分裂反

応を抑制する方法を採るというが、炉心の冷却能力は失われ水位のコン トロールを誤ればメル

トダウンの危険性を高める。 
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・日本原電に「経理的基礎」はない原発を動かす事業者の「経理的基礎」も審査の一つです。所

有する４つの原発がすべて動いておらず、東電、関電などの「電気料金」でかろうじて破たんを

免れている日本原電は 1,740 億円もの安全対策費を銀行から借りることができません。原子力

規制委員会は、日本原電に対して、債務保証の枠組みとして、だれが融資保証を行うのか、その

意思はどうかについて、書面で示すことを要求。これにより、日本原電は、東京電力と東北電力

の二社に対して、「電気料金前払、債務保証等によって弊社に支援資金する意向を有している旨、

書面をもってご説明いただきたく・・・」と要請を出しました。東電と東北電の二社は「工事計

画認可取得後に資金支援を行う意向があることを表明いたします」と文書で回答。しかし、「な

お、本文書は、…何ら法的拘束力ある約諾を行うものではないことを申し添えます」とも書いて

あります。東京電力に関しては、巨額の公的資金が注入されており、他社の原発を支援すること

は、許されません。・ケーブルの防火対策 （審査書案 p.98）全長約 1,400km のケーブルのうち、

「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものが 40%、「防火シートを巻く」

が約 14％という内訳になっています。防火シートは、対策としては不十分であり、また、何にも

対策しないケーブルが 45%以上となります。「防火シートで巻く」対策では、防火シートを通し

てケーブルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡

がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念されます。また、防火シートによって延焼は

防げたとしても、被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われることによって、プラントの状態

がわからなくなったり、機器の遠隔制御が不能になり得ます。「何も対策しない」45％では、非

難燃性の OF ケーブルがそのまま残ることになり、東京電力の埼玉県での地中送電線で 2016 年

10 月に発生した火災と同様のリスクを抱えることになります。・水蒸気爆発の危険性 （審査書

案 p.241 など）東海第二原発の格納容器は MARKII 型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場

合、真下にあるのは水であり、水蒸気爆発の危険性が高い構造です。 しかし、審査書案では、

「水蒸気爆発が起こる可能性は極めて低い」として、評価を行っていません。・ブローアウトパ

ネルの不具合は先送り？  （審査書案 p.402）ブローアウトパネルは、主蒸気配管破断を想定

した場合の放出蒸気による圧力等から原子炉建屋 や原子炉格納容器等を防護するため，放出蒸

気を建屋外に放出することを目的に設置されています。放出後は速やかに閉まらなければなりま

せん。ところが、ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験では、ブローアウトパネルが 5cm 

空いてしまいました。その改善案の検討はこれからです。ブローアウトパネルの規制要求として

は、「開放した場合は，速やかに閉止（遠隔及び手動） できること」とされていますが、実験結

果はこれが満たされないことを示してしまいました。放射性物質を含んだ空気が周辺に漏れ出す

リスクがあります。・ 防潮堤は大丈夫？ （審査書案 p.33）当初、日本原電は防潮堤の設置場所

として、低レベル放射性廃棄物埋設事業所を含む敷地全体を取り囲むこととし、セメント固化盛

土形式の防潮堤を採用するとしてました。しかし、その後、地盤の液状化の可能性が否定できな

いことから、すべての防潮壁の杭先端を新第三系鮮新統～第四系下部更新統の岩盤まで到達させ

る支持杭形式に変更しました。また、杭の支持形式の変更及び防潮堤近傍の表層地盤の地盤改良

等による地下水の流況に及ぼす影響を考慮して、低レベル放射性廃棄物埋設事業所周辺を避ける

ように防潮堤のルートを変更しました。しかし、津波時に、低レベル放射性廃棄物の流出が懸念

されること、事故時に防潮堤により地下水がさまたげられ、地下水位が上昇し、施設が水浸しに

なる可能性があります。・要支援者は、見捨てるの？避難計画は、パブコメの対象外です。しか

し、そもそも、IAEA の言う「５層の防護」の一つである原子力防災について、審査をせずに、原

発の再稼働を容認することは無責任です。30 キロ圏 96 万人を避難させるような実効性のある

避難計画はありません。茨城県が過去に実施したシミュレーションによれば、 5 キロ圏の住民 

8 万人が、 5 キロ圏外に出るまでに 30 時間かかるとされています。また、茨城県は、体が不自

由な要支援者を病院や施設などに「屋内退避」させることを 決めたことが報道されました。し

かし、いつ救援がくるかもわからない中での屋内避難は、見捨てることにもなりかねません。 
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803E492 

作った時に 40 年で廃炉と決めていたのに、それを過ぎる原子炉を動かす必要がどこにあるんで

すか。電気は足りてる。余っている。再生可能エネルギーを抑圧してまで老朽化したものを使う

必要はない。福島の事故が全く収束せず、もんじゅの廃炉が決まってもその解体作業にも手を付

けられないようなものをどうして使うのか。国民をだますのもいい加減にしろ。原発は無くても

経済に影響はない。影響があるのは利権にしがみつく人間たちの生活だけだ。そんなものがどう

なろうと私たち国民の知ったことではない。今までさんざん甘い汁を吸い続けておきながら、事

故が起こってもだれも責任を取らず、操り人形の政治家たちを駆使して被害者を虐げ続けるのは

いい加減にしろ。故郷を追われ、苦しい生活をしている被害者の身にもなってみろ。どの口で再

稼働だなんてことがいえるのか。恥を知れ。日本中が汚染され、本来はもう住むことだって不可

能にしたのにいつまでこんなバカなことを続けるのか。即時廃炉。福島の事故の検証をし、被害

者を救済する。それもしないくせに再稼働なんて馬鹿なことを言うな。 

803E493 

老朽化した東海第二原発を延長稼働させる正当な理由はない。原発事故を引き起こしたまま無責

任な態度を貫いている東京電力に財政援助してもらう無様な日本原電が、自身の施設を不良債権

と認めたくない為の利益団体による保身行為でしかない。東日本大震災での津波は前東海村村長

の証言通り、完成した防波堤は津波の高さに危機一髪だった。幸運だったとしか言いようがな

い。今も沿岸部の地震頻度は多い。取り替え不可能な可燃性ケーブルの他に、老朽化したプラン

トを再稼働した場合に起こりうるトラブルや事故に対して、周辺住民の小規模な避難訓練実施な

どは責任逃れのアリバイでしかない。乳幼児にまでゼリー状のヨウ素剤を配布するなど、本末転

倒な危険施設だが、この先の困難な廃炉作業でのアクシデントに備えて、広範囲の住民へヨウ素

剤を配るのは国や事業者の最低限の責務だ。 

803E494 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請に反対します。原発の

電気は、その安全性、経済性、核のゴミの問題など多くの観点から反対ですが、この意見書では、

経済性の観点から意見を述べます。（理由）日本原電の再稼働の設備投資計画は、東京電力に債

務保証を求めています。東京電力は公的資金に支えられて営業を続けていますが、このような企

業を頼りとした投資計画に無理があると考えます。東京電力の 311 事故処理やその賠償等の費

用返済計画の当初のものは、２２兆円の資金援助を受け、そのうちの１６兆円を３０年間で返済

するというものとなっています。この返済計画通り、年間５千億円以上の利益を３０年間稼ぎ出

すことは極めて難しいでしょう。なぜなら年間５千億の利益を出している企業は国内では数社に

過ぎないからです。しかも電力自由化など国内の市場環境がますます厳しくなる中、５千億円も

の利益を出し続けることはさらに難しいでしょう。さらに「２２兆円」は現在の暫定試算であり、

今後さらに増えていくことが予想されます。日本経済研究センターでは、２倍以上の費用（５０

～６０兆円）を試算しています。この資金計画の一つをとっても、日本原電の東海第二発電所の

発電用原子炉設置変更許可申請は認められるものではありません。いま世界で、地球温暖化対策

として拡大が期待されているのは、再生可能エネルギーです。再生可能エネルギーの発電コスト

が２０１０年からの７年間で大幅に下がり、世界平均で太陽光は７３％、陸上の風力は２３％下

落したとの報告書を、国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ）が２０１８年の２月にまとめ

ています。さらに、報告書は、２０２０年までに太陽光のコストはさらに半減する可能性がある

と予測しています。日本の電気も、原子力に頼るのではなく、再生可能エネルギーを軸として考

えていくべきです。 

803E495 

また事故が起こった時はどうするのか、避難対策はあるのか。福島の事故から何も学んでいない

のに、対策があるわけがない。そんな状態で再稼働するのは不可能。これ以上汚染して日本に人

間や動植物が生活できるはずがない。福島の被害者や日本中で土壌を汚染された地域の人に救済

や支援もしないまま、福島の事故が終息したとでも思っているのか。東日本はほぼ全部人間の住

める場所ではないほど汚染されたにもかかわらず、バカな政治家を操って何もなかったかのよう

にふるまい、忘れさせようとしたってそうはいかない。責任も取らずに、謝罪もせずにこれから

も原発利権で甘い汁を吸い続けようとは人間が腐っている。ふざけるな。どんなに多くの犠牲が

出て、これからもどんなに多くの影響が出るのかも分からないのに、これ以上再稼働などと馬鹿

なことをするな。自分の懐のためだけに生きていて恥ずかしくないのか。自分さえよければいい

のか。恥を知れ。全原発を即時廃炉にせよ。電力は余っている。いらねえ。欲しくねえ。再生可

能エネルギーだけで十分やっていける。この猛暑で電気不足にならないのは、再生可能エネルギ

ーのおかげ。それを退けようと汚い手を使うのはやめろ。もうみんな気付いている。原発なんて

いらねえ。欲しくねえ。必要ねえ。 
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先の原発事故の被災者です。この 7年間、一度も心から笑った記憶がありません。一生分の涙を

流し、想像だにしなかった多くの理不尽に憤り、今も尚、狂わされてしまった人生を、受け入れ

きれずにいます。大好きだった家や町。朝の匂いや風の音。私の育んできたささやかな幸せは、

あの日、この指の隙間からこぼれ落ちたままです。ただひとつ言えること。私はもう、二度と家

は買いません。大好きだった我が家が、その姿のままに、ただ朽ちていく悲しみを、二度と味わ

いたくないからです。もう、こんな理不尽な思いは、誰にもして欲しくありません。東電は、計

り知れない程多くの人生を奪いました。賠償されたのはごく一部に過ぎません。それさえも、国

の力、すなわち私達の税金を使い込んで、やっとです。ましてや、廃炉の費用も残せない経営状

態の会社に、いざと言う時の賠償など、できるはずもないでしょう。国がげんでんを助けないと

決めたら、泣き寝入りになるのは、首都圏の沢山の人達です。げんでんに原発の再稼働は危険す

ぎると思います。まして 20 年延長など、とんでもない。どうか、目先の採算より、被害が起き

た時の甚大さを考慮してください。これを読んでいる貴方の今の役職は、あと２～３年かもしれ

ないけれど、貴方が亡くなった後にも、原発や放射性物質はずっと残るのです。20 年先、50 年

先の責任を誰も保障していない再稼働、延長は、絶対にやめてください。 

803E499 

１００ページ 火災の発生防止について審査書は次のように記載されている「（２）安全機能を

有する機器等における火災の発生防止申請者は、以下のとおり対策を講じるとしている。マル１ 

機器等及びそれらの支持構造物のうち、主要な構造材には不燃性材料を使用する。マル２ 建屋

内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する。マル３ 難

燃ケーブルは、実証試験によりケーブル単体で自己消火性及び延焼性を確認したケーブルを使用

する。また、非難燃ケーブルを使用する場合は、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃

性を確保するための措置を講じた設計とし、実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した上

で使用する。」（意見１）原子力発電所で火災が起これば膨大な量の放射性物質が周辺環境に排出

される。それゆえ、次の対応を事業者に要求するべきだ。・千ｋｍを超えるケーブルは総て難燃

ケーブルに取替させるべきである。それができないならば運転延長・再稼働を認めるべきでな

い。・現存のケーブルには大量の傷がついているとの報告がある。４０年も経過しているのだか

ら、全てを新しいケーブルに取替させるべきだ。・ケーブルメーカーなどからケーブル摩耗損傷

事故が多数報告されている。４０年経過したケーブルの難燃性を保障する保証書を出させるべき

だ。・原子力規制庁職員が発電所に入り込んでケーブルの実態を総点検し、安全性を確認するべ

きだ。（意見２）次の二つの火災事故と同様のことが、東海第二で起こらないことを誰が保障す

るのか？ 誰も補償できないのではないか？・東電新座市のケーブル火災事故、２０１６年１０

月１２日「ケーブル接続部の鋼管が内部から膨れ、破裂し」たと報告されている。同様の事故が

東海第二で起こらないことをどのように確認したのか？ 誰が確認したのか？・多摩市建築現場

におけるウレタン断熱材への引火原因火災事故、２０１８年７月２６日審査書作成後に起こった

火災事故だ。その原因を確認するとともに、東海第二でウレタン断熱材を使っていないか？これ

から使おうとしていないか？を確認しない限り、合格を撤回するべきだ。ケーブルの難燃性が維

持できずに老朽原発を稼働したらどうなんねん？ 稼働を容認するべきではない。以上 

803E500 まもなく 40 年を迎える老朽原発です。廃炉にしてください。 

803E501 
老朽原発でありリスクが高い。電力は余っている。必要性がない。批難計画は必須であるにもか

かわらず条件に入っていない。以上をもってしても合理性が全くなく、反対です。 
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発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（P.４１３？４１８）について 

 ここでは「炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に

至った場合」の対応として、「水素濃度が低下しない場合．．．原子炉建屋外側ブローアウトパネ

ル等を開放する」事と「大気への放射性物質の拡散を抑制するための可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）、放水砲」を示している。しかしこの表現には違和感と大きな疑問を感じる。 

 ブローアウトパネルとは原子炉建屋に開いた窓で、開放すれば建屋内の放射性物質は外部に放

出されることになる。そのため、パネルを開く場合には関連各自治体など避難を呼びかけ、その

完了後でなければ被ばくを招く。しかし水素濃度が危険となると判断してから開放までにどれだ

け時間があるか未知数で、実現可能な避難計画が作れるか読みとれない。 

 パネルを開いた場合、放出される放射性物質の低減にはフィルターなどの対策が欠かせないは

ずだが、その記述も見られない。代わりに、パネルの外から「放水砲による放射性物質の大気へ

の拡散抑制を行う」としている。「放水砲」とは元は暴徒鎮圧などに警察などが使用する物であ

る。これを他に方法が無い場合に原子炉からの放射性物質放出を叩き落とすため使用するとい

う。だが、どのような場合にどれだけ放射能を防げるのか、実験や数字による効果が示されてい

ないので有効かどうかが不明で、そもそも大き目の消防ホースのような物を「砲」と言うのは、

効果を過剰に示す演出では、と疑いたくもなる。無論、効果がゼロではないならば遣る意味はあ

るだろう。けれど「砲」の様に言うのは過剰な期待を招くだけに思える。ここではせいぜい「う

大形ホースの放水で放射能を低減」という表現に留めておくべきではないか。 

 更に、流した水は「汚濁防止膜を用いた汚染水の海洋への拡散抑制の手順」で除くとしている。

しかし、どれだけの濃度の汚染物質がどのような場合に出るのか、想定ができるているのか。も

し高濃度の汚染水が生じた場合、汚濁防止膜では除くことは不可能ではないか。 

 総じて、このような炉が爆発しうる非常事態について想定の範囲が不明で楽観に過ぎ、そのた

めの対策も思いつく事を記述したようで具体性が見えない。安全性を確保すると言うなら、考え

うる最悪の想定と、避難計画に連動した対策により被害が出なくなる確証が得られなければ、認

めるべきではない。 

：以上。 
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